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第 2 章 
 

衛生 
 

02.A 通則．雇用者は次の要件に従い、全職場の全ての従業員のために、衛生/公衆衛生に関す

る定めを設けて維持しなければならない。 
 
02.B 清掃･清潔． 
 
02.B.01 職場は、業務の種類/性質を考慮し、できる限り清潔に保たなければならない。作業

場を安全で衛生的な状態に維持するため、定期的な清掃が行われなければならない。 

a. 調理場 (厨房と食事施設) の定期的な衛生検査は、少なくとも週 1 回実施され、文書に記

録されなければならない 。  

b. 有害な粉じん、ヒュームや、ミスト/蒸気が生じる作業場では、有害物質の発生頻度と量

に基づいた、清掃･清潔に関する計画書 (Housekeeping Plan) に従って、作業場と、それに隣接

する共用区域の全ての面が、清掃されなければならない 。 

02.B.02 各作業部屋の床は、できる限り乾燥した状態に保たなければならない。湿式作業を行

う場所では排水が確保され、可能な場合は、二重床、架台、マットや、他の乾燥した作業床が

用意されなければならない。また、適切な履物が提供されなければならない。 
 
02.B.03 清掃を容易にするため、全ての床、作業場、通路には、突き出た釘、ささくれ、緩ん

だ床板、散乱した物、不必要な穴や開口部がないようにしなければならない。 
 
02.C 飲料水． 
 
02.C.01 飲用と身体洗浄のため、飲料水の十分な供給が、全ての職場でなされなければならな

い。 

a. 飲料水は、可能なら常に、連邦、州、地方の飲料水基準に準拠した、公営水道から供給

されなければならない 。  

b. 飲料水が現地の井戸から調達される場合、その水は試験され、Safety Drinking Water 
Act: 40 CFR 141-143 と、あらゆる州/地方の飲料水規則に合致した給水システムでなければな

らない 。  
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c. もし、水が地方の公営水道や、現場の井戸から得られない場合、認可を受けた水源から

取水する仮設の飲料水システムが設けられなければならない 。 

d. 米国本土の外 (OCONUS) において、基地の飲料水は、各国の確定した管理基準 (FGS: 
Final Governing Standards) に従って供給されなければならない。FGS がない場合、海外環境

基本指針文書 (OEBGD) と国防総省指示書 (DODI) 4715.5-G のとおり、第 1 種飲料水規則 
(NPDWR) に準拠しなければならない。加えて、給水設備の衛生管理と監視、塩素・フッ素の

添加は、該当する国防総省 (DoD) 部局指針か、もし受入国の要件がより厳しい場合は、これに

従わなければならない。 

e. 全ての陸軍海上船舶の飲料水は、40 CFR 141 と海軍医療資料 (NAVMED) P-5010 の 6
章に従って供給されなければならない。全ての陸軍海上船舶の飲料 水と洗浄水は、連邦と州の

要求事項を満たす飲料水源から 供給されなければならない。船舶上で生成された水は、試験が

行われ、連邦と州の飲料水要求事項を満たさなければならない 。 

(1) 全てのホース、ポンプ、バルブは、飲料水専用にして、毎回使用する前に洗い流さなけ

ればならない 。 

(2) 岸辺で接続する前に、給水源は 30 秒間洗浄されなければならない 。 

(3) 送水が完了したら、最初に船舶側のホースを外し、次に岸辺側のホースを外してから、

給水源を再び洗浄してキャップを取り付けなければならない 。 

(4) 全てのホース、ポンプ、バルブは、使用後に毎回排水する 。 

(5) 船舶上の貯水タンクは、水が飲料水試験で 2 回連続して不合格になった時、化学的また

は機械的に消毒されなければならない 。 

02.C.02 暑い時期には、冷たい飲料水が供給されなければならない。 
 
02.C.03 認可された飲用の給水系統だけが、飲料水の配水に用いられることができる。建設現

場用の仮設建屋、その他の仮設や半恒久的な施設は、場所が離れていて不可能でない限り、公

営水道に接続されなければならない。公営水道に接続できない場合、仮設の飲料用給水系統が

使用され、そのサービスは、認可を受けた飲料水を扱う契約業者によって提供されなければな

らない。「再生水」 (処理済み廃水) を飲料水系統に使用することは厳禁である。 
 
02.C.04 飲料水は、利用者と水源の間での汚染を防止する手段で配水されなければならない。 
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02.C.05 携帯用飲料水ディスペンサー (給水器) は、衛生的な状態を確保するように設計、据

え付け、運用されなければならず、密閉可能で、蛇口がなければならない。飲料水供給用の容

器は、｢DRINKING WATER (飲料水)｣ と明確に表示され、他の目的に使用されてはならない。 
 
02.C.06 水を汲み出したり、水を注ぐのに使う、蓋のない容器 (樽、バケツ、タンク) や、他

の容器 (作り付けの蓋の有無によらず) は、飲料水用に使ってはならない。容器の蓋は、消毒や、

洗浄、水を入れる時を除いて、閉めた状態でなければならない 。 
 
02.C.07 噴水式の給水器には、保護された流出口がなければならない。 
 
02.C.08 共用コップ (2 名以上の作業者が共用するコップ) とその他の共用使用を禁止する。携

帯用のウォータークーラー/容器から水を飲む場合、従業員はコップを使用しなければならない。

未使用の使い捨てコップは、衛生的な容器に保管され、使用済みコップ用のゴミ箱がなければ

ならない。 
 
02.C.09 飲料水ディスペンサーは、飲料水だけを入れるために使用し、他の飲物や、食べ物、

その他のものを保管したり、冷却するために使用してはならない。  

02.C.10 飲用目的や、人との接触がある全ての飲用井戸は、衛生的な品質を確保するため、適

切な水源保護がなされなければならない。水源保護には、糞便による汚染、虫の侵入、給水の

量と質を危険にさらす故意の人的行為を防ぐ、方法と装備を含まなければならない。 

02.D 飲用に適さない水． 
 
02.D.01 飲用に適さない水の取水口は、目立つように「CAUTION – WATER UNSAFE FOR 
DRINKING, WASHING, OR COOKING (注意 - この水は飲用・洗浄用・調理用として安全では

ない)」と表示されなければならない。野営地内の工兵隊廃棄物集積所にある、飲用に適さない

水の取水口には、代わりに USACE’s Engineering Pamphlet (EP) 310-1-6A と EP 310-1-6B に

従って表示してもよい。 
 
02.D.02 飲用の給水系統と飲用に適さない水の給水系統の間には、交差接続 (開放状態であれ、

潜在的なものであれ) があってはならない。 

02.D.03 飲用に適さない水は、食品加工と調理を行う区域、人員用のサービスルームを除いて、

作業場の清掃のために使用することができる。ただし、その水が、非衛生的な状態をもたらし

たり、従業員に有害となるであろう濃度の化学物質、大腸菌や、他の物質を含んでいない場合

に限られる。 
 
02.E トイレ． 
 
02.E.01 通則．全ての職場に、次の条件を備えたトイレがなければならない: 
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 例外: 下記要件は、移動作業班や、通常は無人の作業場で働く従業員が、本章の他の

要件を満たす近くのトイレや洗浄設備を、すぐに利用するための移動手段がある場合には、適

用されない。 

a. 全ての職場において、トイレ設備には、表 2-1 に基づく男女別のトイレが設けられなけ

ればならない。トイレが一度に一人だけ使用可能で、内部から施錠でき、少なくとも一つの便

座を備えている場合、男女別のトイレを設ける必要はない (このような個室が 2 個以上の大便

器を備えている場合、各個室ごとに大便器が 1 個として数えること) ; 

b. 温水と冷水の出る水道、または、ぬるま湯の出る水道 [ぬるま湯は、60ºF～100ºF 
(15.5ºC～37.8ºC) ]; 

c. 手洗用石鹸か、同様の洗剤が備えられなければならない; 

d. 1 枚ずつ切り離せる使い捨ての紙タオルや、トイレで使うのに便利な手を乾かす温風乾

燥機; 

e. 便座ごとに、十分なトイレットペーパーとホルダー; 

f.  扉付きの個室内に収容され、プライバシーを確保するため、十分高い壁または間仕切り

でトイレとトイレの他の部分とを分けられること; 

g. 適切な内部照明; 

h. 洗浄設備とトイレ設備は、定期的に清掃され、適切な状態が維持されなければならない; 

i. 各便器には、便座と便座カバーが備え付けられなければならない。女性専用として特別

に設計され指定されたものを除き、各トイレ設備には、金属、プラスチック、または磁器製の

小便器が備え付けられなければならない;  

j. 十分な換気．全ての窓と通気口は、遮蔽されなければならない。大便所は、外部へ排気

されなければならない [通気口の最小寸法は内径 4 インチ (10.1 センチ) ]。吸気口の位置は、便

座の下１インチ (2.5 センチ) 。 

02.E.02 建設現場．建設現場におけるトイレ設備は、次のように設置されなければならない 
(当該要件は、移動作業班や、通常は無人の作業場で働く従業員が、近くのトイレ設備をすぐ利

用できるよう移動する手段がある場合は、適用されない) : 
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a. 衛生的な下水を利用できない場合、州/地方の規則で禁止されている場合を除いて、作業

場には、化学処理式トイレ、循環式トイレや、燃焼式トイレが設置されなければならない; 

b. 各トイレ設備には、便座と便座カバーが備え付けられなければならない。女性専用とし

て特別に設計され指定されたものを除き、各トイレ設備には、金属、プラスチック、または磁

器製の小便器がなければならない。全てのトイレ設備では、十分な量のトイレットペーパーと、

便座ごとにホルダーがなければならない; 

表 2-1 
最低限必要なトイレの数 

 (建設現場以外)  

注記: 
1 女性が使用しないトイレ設備では、大便器の代わりに小便器を取り付けてもよい。ただし、このよう

な場合の大便器の数は、最低必要数の 2/3 より少なくしてはならない。 
2 従業員が 40 名増えるごとに、トイレ設備を一つ追加する。 

c.  トイレは、表 2-2 に従って、男女別に設置されなければならない。もし、トイレが一人

用で、内部から施錠でき、少なくとも一つの便座がある場合、男女別のトイレは必要ない; 

d. 水道の設置が現実的でない場合、水道の代わりに手の除菌剤を使用してもよい。手の除

菌剤は、有効成分として少なくとも 60％のエチルアルコールを含んでいなければならない。 
作業者は、この除菌剤を適切に使用できるよう、トレーニングを受けなければならない。 

e. トイレ設備は、利用者が風雨と落下物から保護されるように構成されなければならない。

全ての隙間は、塞がれなければならない。扉は、ぴったり閉じることができ、手を離すと自動

的に閉まって、内側からラッチを掛けることができなければならない; 

従業員数 最低限必要なトイレの数 1 

1 から 15 名 1 

16 から 35 名 2 

36 から 55 名 3 

56 から 80 名 4 

81 から 110 名 5 

111 から 150 名 6 

150 名を超える場合 注記 2を参照 
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f. 十分な換気が確保されなければならない。全ての窓と通気口は遮蔽されなければならな

い。大便所は外部へ排気されなければならない [通気口の最小寸法は、内径 4 インチ (10.1 セン

チ) ]。吸気口の位置は、便座の下１インチ (2.5 センチ) ; 

g. トイレ設備は、内部に照明が点くよう、設置されなければならない;  

h. トイレ設備を使用に供する前に、全てのトイレの日常的な管理、清掃、汚物処理に関す

る規則が定められなければならない。汚物処理の方法と設置場所の選定は、連邦、州、地方の

衛生規則に従って行われなければならない。 

表 2-2 
最低限必要なトイレの数 

 (建設現場)  

注記: 1女性が使用しないトイレ設備では、大便器の代わりに小便器を取り付けてもよい。ただし、この

ような場合の大便器の数は、最低必要数の 2/3 よりも少なくしてはならない。 
 

02.E.03 一時的な現場、移動作業班や、通常無人の作業場で働く従業員には、近くのトイレ設

備への移動が容易である場合を除き、少なくとも一つのトイレ設備がなければならない。 
 

02.F 洗浄設備． 
 
02.F.01 トイレ設備には、健康的で衛生的な状態に保つために必要な、洗浄設備が設置されな

ければならない。 
 
02.F.02 各洗浄設備は、衛生的な状態に保たれ、認可された飲用水道から水が供給されるよう

にしなければならない。水は、温水/冷水/ぬるま湯、いずれかの水道水でなければならない。

石鹸と、1 枚ずつ切り離せる使い捨て紙タオルか、手を乾かす温風乾燥機のどちらかが備え付

けられなければならない。もし、水道を設置することが現実的でない場合、手の消毒剤と 1 枚

ずつ切り離せる使い捨て紙タオルを使用してもよい。 
 
02.F.03 洗浄設備は、作業場のごく近い場所に設けられなければならない。 
 
02.G シャワー． 
 

従業員数 最低限必要なトイレの数 1 

20 名以下 1 

20 名以上 作業者 40 名ごとに、大便器 1 と小便器 1 

200 名以上 作業者 50 名ごとに、大便器 1 と小便器 1 
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02.G.01 塗料/塗覆材の塗布、除草剤/殺虫剤の散布、またはその他、汚染物質が有害である可

能性のある業務に従事する作業者の手洗い設備は、作業場か、その近くに設けなければならず、

従業員がこのような物質を除去できるよう設置されなければならない。 
 
02.G.02 特別な基準によってシャワーが必要である場合は常に、次に従ったシャワーが設け

られなければならない: 

a. 同じシフトの間に、シャワーを浴びる必要がある、男女それぞれの従業員 10 名 (または

その端数) ごとに、シャワー一台が備えられなければならない; 

b. ボディソープか、その他シャワー用の洗剤が備えられなければならない; 

c. シャワーには、認可された飲用水道から供給されて共通の配水管に流れる、温水と冷水

が備えられていなければならない;  

d. シャワーを使用する従業員には、個別に清潔なタオルが支給されなければならない。 

02.H 更衣室．特別な基準によって、従業員が保護衣を着用する必要がある場合は常に、更衣

室には、私服と保護衣、それぞれを分けて収納する設備がなければならない。 

02.I 作業服の洗濯．雇用者が支給した使い捨てではない衣服が汚染された場合、従業員が再

使用する前に、必ず衣服が洗濯され、汚染が除去されることを確実にするため、定めを設けな

ければならない。従業員は、作業場から退出する時に、汚染された衣服を着用していてはなら

ない。もし、汚染された作業服が洗濯業者に出される場合は、洗濯業者の代表者は、その衣服

の汚染の可能性について通知されなければならない。 

02.J 食事/炊事関連の設備と業務． 
 
02.J.01 船内調理室を含む、全てのUSACEと、USACE契約の下で運用される、食事/炊事関連

の設備は、米国の公衆衛生局 (USPHS) と食品医薬品局 (FDA) の食品規定に準拠しなければな

らない。 

02.J.02 従業員のための全ての食事/炊事関連の設備と業務は、徹底して衛生の原則に従った

ものでなければならない。 
 
02.J.03 食事/炊事関連の設備と業務の全て、または一部が提供される職場では、提供される

食物は、健康的で、傷みなどがないものでなければならず、汚染を防ぐように加工、調理、取

り扱い、貯蔵されたものでなければならない。 
 
02.J.04 トイレの中や、有害物質にさらされる場所で、食物や飲物を摂取することを許される

者があってはならない。 
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02.J.05 食物や飲物は、トイレの中や有害物質にさらされる場所に貯蔵されてはならない。 
 
02.J.06 食物を取扱う者は、一般的な健康診断を受ける必要はないが、医師、医療助手か、上

級看護師から、彼らが伝染病に掛かっていないことを証明する書類を入手しなければならない。

食物を取扱う者は、毎年少なくとも8時間、食事/炊事関連の設備と業務の衛生に関するトレー

ニングを受けなければならない。 

02.J.07 船内調理室を含む全てのUSACE食事/炊事関連の設備、USACE契約の下で運用される

設備は、少なくとも半年に1回、USPHS FDA食品コードに準拠しているか検査を受けなければ

ならない。  

02.K 廃棄物処理． 
 
02.K.01 適切な数の廃棄物容器が食事/炊事関連区域に備えられ、食品廃棄物の処理に使用さ

れなければならない。容器は、滑らかな耐食性の手入れが容易な、または使い捨ての材料で出

来ており、しっかりした密閉できる蓋を備えていなければならない。この容器は、少なくとも

1 日に 1 回は中を空にして、衛生的な状態に保たれなければならない。 
 
02.K.02 腐敗しやすい固形物や液体の廃棄物/ごみの容器は、漏れを防ぎ、徹底的な洗浄と衛

生的な維持管理ができるようなものでなければならない。このような容器は、蓋なしで衛生的

な状態が保たれる場合を除き、しっかりと密閉できる蓋がなければならない。 
 
02.K.03 全ての掃きくず、固形や液体の廃棄物、ごみ、生ごみは、健康を脅かすことのない方

法で取り除かれ、職場の衛生状態を保つために必要/十分な頻度で処分されなければならない。 
 
02.L 害虫・害獣のコントロール． 
 
02.L.01 あらゆる屋内の作業場は、げっ歯類、虫、その他害虫/害獣/害鳥の侵入や、巣作りを

防止するため、現実に即したかたちでできる限り構成され、整えられて、維持されなければな

らない。 
 
02.L.02 害虫/害獣/害鳥の存在が確認された場合、継続的で効果的な駆除プログラムが導入さ

れなければならない。免許を持った駆除作業者を使う必要がある。 
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第 3 章 
 

医療措置と応急手当 
 
03.A 通則． 
 
03.A.01 全ての USACE 所在地では、契約業者によって作業が開始される前に、医療施設と医

療従事者が、負傷した従業員を迅速に治療できるよう、取り決めがなされなければならない。

作業危険分析 (AHA) のリスクアセスメントコード (RAC) が、High (高い) や Extremely high (非
常に高い) となる作業や職務では、医療施設との取り決めが文書で確認されなければならない。

＞ 01.A.14 と 01.A.15 を参照。 

a. 911 番 (米国) など 緊急電話番号へのアクセスや、その他の緊急対応機関との効果的な通

信手段 (有線電話、携帯電話、双方向無線機 等) と、負傷した作業者を効果的に介抱するための

輸送手段とが、整備されなければならない。通信機器は、機能することを保証するために、使

用区域で試験されなければならない。 

b. 医師、病院、救急車の電話番号は、少なくとも安全掲示板上と、現場プロジェクト事務

所の電話の近くに、目立つように掲示されなければならない。負傷した従業員を治療する予定

の医療施設と人員に対して、実施される作業の性質と、その作業場で発生しやすい傷害/疾病に

関する情報が提供されなければならない。作業の範囲と規模により、GDA は、正式な同意書を

求める可能性がある。 

c. 最も近い医療施設への最適な経路を示す非常に見易い地図が作成され、安全掲示板に掲

示されなければならない。この地図は、移動する作業班にとっても、すぐに利用できなければ

ならない。 

03.A.02 応急手当と心肺蘇生 (CPR) の利用． 

a. 2 名以上の作業者がいる場所で、緊急医療班が 5 分以内にその作業場所に到着できない

場合、各シフトで少なくとも 2 名の従業員が、応急手当と CPR を行うための資格がなければ

ならない。＞ 03.D に、最低限の資格が記載されている。  

b. 1 シフト当たり 100 名を超える従業員がいる作業場では、有資格者リストは、現場の警

備担当者によって、現場事務所内で管理されなければならない。＞ 03.D に、最低限の資格が

記載されている。 

c.トレーニングと再トレーニング．応急手当をする担当者は、応急手当と CPR に関して、

米国赤十字社 (ARC) 、米国心臓協会 (AHA) か、国際蘇生法連絡委員会の基準に準拠したトレ

ーニングを行う組織 (書面にて示している) 、または医師が発行する、現在有効な証明書がなけ

ればならない。 
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(1) トレーニングは、オンラインでは受講できない、実技がなければならない。 

(2) 証明書には、発行日と有効期限がなければならない。 

(3) 応急手当と CPR の全担当者は、2 年毎に、再度トレーニングされなければならない。 

d. 遠隔地で単独で働く必要がある者は、応急手当についてトレーニングされ、緊急時に支

援を要請するための有効な通信手段を支給されなければならない。 

03.A.03 応急手当と医療施設に関する要件． 

a. 100 名未満の作業者 (1 シフト当たりの最大従業員数) が雇用されている作業場で、応急

処置室も診療所も利用できない場合、または、緊急医療支援の提供に同意している病院/診療所

/医院から、5 分以内に作業場へ到着できない場合、全てのプロジェクト/業務や、契約業務 
(USACE または契約業者が運用する) では、ANSI Z308.1 に含まれる基準に準拠した救急箱を

備えていなければならない。  

(1) 作業者 25 名 (または未満) 当たり、1 個の救急箱がなければならない。  

(2) 救急箱一箱分の内容の基本要件に加えて、契約業者や地方の USACE 労働安全衛生部 
(SOHO) は、医療従事者と相談して、オプションとして加える必要のあるものを決めるため、

作業環境における危険を評価しなければならない。 

b. 100 名以上 300 名未満の作業者 (1 シフト当たりの最大従業員数) が雇用されている作業

場の場合、全てのプロジェクト/業務や、契約業務 (USACE または契約業者が運用する) では、

応急処置室を設置しなければならない (03.C) 。都市部にある作業場所の場合、緊急医療支援の

提供に同意し、作業場から 5 分以内に利用できる診療所/病院/医院がある場合、応急処置室に

代えることができる診療所を利用してもよい。この場合、1 シフト当たり少なくとも 2 名の従

業員が 03.A.02.c.に定義されている CPR 資格保持者であり、ANSI Z308.1 の基準に準拠した救

急箱が利用できなければならない。 

c. トンネルを堀削している場所では、負傷発生後 5 分以内に治療を受けられるように、応

急処置室と輸送設備が備えられなければならない。 

d. 300 名以上の作業者 (1 シフト当たりの最大従業員数) が雇用されている作業場の場合、

全ての RAC 中・高・非常に高リスクの作業/プロジェクト/業務や、契約業務 (USACE や契約業

者が運用する) では、医師の指示に従って、診療所を設けなければならない。診療所の要件は、

03.C に記載されている。  

e. 地区/調整事務所のように、業務内容が主に管理業務である全ての作業場は、建物内で利

用し易い、職員が配置されている医務室か、緊急医療支援を提供することに同意している、到
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着時間が 5 分以内の診療所/病院/医院、のどちらかを確保しなければならない。もし、外部の

緊急診療所/病院/医院を利用する場合、作業場にはまた、応急手当と CPR を行う資格があり、

03.A.02.c.に従ってトレーニングされた従業員を、1 シフト当たり最低 2 名は配置しなければな

らない。その作業場には、本規程の要件を満たす救急箱も、幾つか備え付けなければならない。 

03.A.04 (身体のいかなる部分であれ) 有害/腐食性物質にさらされる可能性がある業務の場合、

緊急時に直ぐ使用できるよう、作業区域内に水を浴びることのできる設備が設けられなければ

ならない。＞ 06.B を参照。 
 
03.A.05 血液媒介病原体 (BBP) プログラム．応急手当や医療補助を行う責任があるとして指

名された従業員は、29 CFR 1910.1030 に従って、雇用主の BBP プログラムに加えられなけれ

ばならない。この従業員は: 

a. BBP の源と危険、BBP との接触回避に関する教育を受け、29 CFR 1910.1030 に規定さ

れているとおり、トレーニングされなければならない; 

b. 血液や感染する可能性のある他の物質への接触を防いで、適切に応急手当や他の医療補

助を行うには、PPE (個人用保護具、すなわち、人工呼吸時の感染防護具、ラテックスフリー

手袋、ガウン、マスク、保護めがねや、蘇生装置) を支給され、それを使用して保守しなけれ

ばならない; 

c. ある現場に特化した BBP プログラムを策定しなければならない。これは、技術的/管理

的対策、B 型肝炎予防接種、PPE、トレーニング、記録の保持に関する定めと、血液媒介病原

体にさらされた場合の暴露後の管理計画書 (Post-Exposure Control Plan) を含めた、その現場

に特化した暴露管理計画書 (Exposure Control Plan) でなければならない。暴露後の手順として

は、ヒト免疫不全ウィルス (HIV) 、B 型肝炎ウィルス (HBV) と、C 型肝炎ウィルス(HCV) に関

する、米国疾病管理センター (CDC) の最新勧告に基づく、暴露した人に対する迅速な医学的評

価を確実にする計画を含めなければならない。 

03.A.06 従業員が通常働く地理的範囲外での仕事を始める前には、雇用者は、その作業場所に

特有の寄生虫、細菌、ウィルス、環境に因る疾病に関する情報を、従業員に伝えなければなら

ない。 (すなわち、ライム病、西ナイルウィルス、ハンタウィルス、ヒストプラスマ症、ロッ

キー山紅斑熱、デング熱、マラリア 等)  

a. 作業場所における潜在的な生物学的、環境的疾病に関するガイダンスとして、雇用者は、

CDC の旅行者向けウェブページ、米国陸軍公衆衛生部隊 ー 公衆衛生研究所ウェブサイトを参

照し、地元の保健所の意見を聞かなければならない。 

b. このような疾病が風土病として存在する地域へ旅行する従業員に提供すべき情報には、

次が含まれる: 
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(1) 疾病の伝染形態; 

(2) 疾病に伴う特定の健康リスク; 

(3) ワクチンと PPE (手袋、眼と皮膚の保護具、呼吸器保護具) のような予防策; 

(4) 粉じんを発生する作業場所は事前に散水するなど、汚染物質 (鳥・動物の糞 等) との接触

を防ぐ適切な作業方法; 

(5) 効果、リスク、入手可能性に関する情報を含む、ワクチンに関する情報; 

(6) 規定されている場合は、感染源の安全な除去; 

(7) 兆候の認識と医療機関への照会。 

03.B 救急箱． 
 
03.B.01 救急箱の要件としては、救急箱を置く場所に基づき、ANSI/ISEA Z308.1 に従わなけ

ればならない。全ての救急箱の内容物は、救急箱の使用者が完了しているトレーニングのレベ

ルにあるものでなければならない。 

a. タイプ I の救急箱は、環境的な要因や手荒な取り扱いによる損傷の可能性が最も少ない、

屋内に、設置して使うことを意図している。タイプ I の救急箱には、表 3-1 に示されている最

低限の内容物を含むようにしなければならない。 

b. タイプ II、タイプ III、タイプ IV の救急箱は、少なくとも、表 3-1 に示されている最低限

の要件を満たさなければならない: 

(1)タイプ II の救急箱は、環境的な要因や手荒な取り扱いによる損傷の可能性が最も少ない、

屋内に設置する携帯型のものである; 

(2) タイプ III の救急箱は、環境的な要因による損傷の可能性が小さい、車両の中や、屋内/
屋外に設置して使用する、携帯型の物である (一般的な屋内、風雨を避けることのできる屋外

で使用) 。 

(3) タイプ IV の救急箱は、環境的な要因と手荒な取扱いによる損傷の可能性が大きい、移動

を伴う業務 (すなわち、公益事業、建設、運輸、軍隊) や、屋外で使用する携帯するものを意図

している。  

c. 救急箱には、少なくとも、表 3-1 に詳しく示されている品目を含まなければならない。 
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d. 救急箱は、全ての作業者にとって利用し易く、風雨から保護されていなければならない。

救急箱の個々の内容物は、無菌状態に保たれなければならない。救急箱の場所は、はっきりと

表示され、現場全体に周知されていなければならない。 

03.B.02 救急箱の内容物は、それが一式揃っており、良好な状態で、使用期限内にあることを

確認するため、現場で使用する前と、作業が進行している期間中少なくとも 3 カ月に 1 回は、

雇用者によって確認されなければならない。 
 
03.B.03 救急箱が設置されている所で働く全ての作業者は、救急箱の内容物と、その使用に関し

て、ツールボックストレーニングを受けなければならない。  
 
03.B.04 自動体外式除細動器 (AED) ．AED の設置は任意である (診療所を除く。03.C.03.d.を
参照) が、大いに推奨される。作業場への AED 設置に当たっては、救急医療サービス (EMS) ま
での時間と距離、そして、AED 使用の正当性を、先ず評価しなければならない。使い勝手と、

プログラム管理の容易さを考慮すると、ある区域/部隊に設置する AED は、同じメーカーの同

機種にすべきである。指針として、USACE 施設では「連邦施設における一般人用除細動プロ

グラムのガイドライン」を参照すべきである (www.foh.dhhs.gov/whatwedo/aed/hhsaed.asp) 。
AED プログラム (AED program) は、少なくとも次を含まなければならない: 

a. トレーニングと再トレーニング．AED を使用する必要がある作業者は、03.A.02.c.に従

ってトレーニングされなければならない。全てのクラスには、実技があり、オンラインで受講

することはできない。トレーニングは、作業場で利用できる AED と、同じメーカーの同機種に

関したものでなければならない。証明書には、発行日と有効期間がなければならない; 

b. 医師の指示と監督; 

c. 週 1 回の電池と機能性のチェックと、結果の文書化; 

d. 設置、保守、検査と、EMS の起動に関する標準作業手順書 (SOP) ; 

e. メーカーの勧告に基づく、機器の保守プログラム (Equipment Maintenance Program) に
は、少なくともパッド (定期/使用後) とバッテリーの交換について、盛り込んでいなければなら

ない。勧告事項には、少なくとも、パッド交換 (定期的なものと使用後) と電池交換を含めなけ

ればならない。 



EM 385-1-1 
2014 年 11 月 30 日 

 

3-6 
May 19, 2016 

 

表 3-1 
 

基本的な救急箱の内容物に関する要件 

* 電動工具を使用する場合は、必要。 

 

応急手当用品 
最小寸法または
体積 
 (メートル法)  

最小寸法または
体積 
 (米国単位)  

1 パッケージ
当たりの 
数量 

パッケージの
個数 

吸収性圧定布 206 cm2 32 in2 1 1 

絆創膏 2.5 x 7.5 cm 1 x 3 in 16 1 

医療用テープ 2.3 m 2.5 yd (合計)  1 または 2 1 または 2 

医療殺菌ワイプ 2.5 x 2.5 cm 1 x 1 in. 10 1 

アスピリン個包装 325 mg  2 2 

圧縮包帯 (2in x 4in 幅) 5 x 91 cm 2 x 36 in. 4 1 

火傷用ガーゼ 10 x 10 cm 4 x 4 in 1 1～2 

火傷用応急手当剤 0.9  1/32 fl. Oz. 6 1 

冷湿布剤 10 x 12.5 cm 4 x 5 in 1 1 
*巻き上げ棒付き止血
用圧迫帯 95.3 x 3.8 37.5 x 1.5 in.幅 1 1 

人工呼吸用シールド   1 1 

眼帯 19 cm2 2.9 in2 2 1 

洗眼/皮膚洗浄剤 118 ml (合計) 4 fl. oz. (合計) 1 2 

応急手当ガイド   1 1 
手袋ラテックス不使
用 XL XL 2 組 1 

手の除菌剤 0.9 g 1/32 oz. 6  
密封包帯 (occlusive 
dressing) 10.2 x 10.2  4 x 4   1 2 

ロール状包帯 (2in)  5 x 366 cm 2 in x 4 yd. 2 1 

ロール包帯 (4in)  10 x 366 cm 4 in x 4 yd. 1 1 

滅菌ガーゼ 7.5 x 7.5 cm 3 x 3 in. 4 1 

三角布 布 101 x 101 x 
142 cm 40 x 40 x 56 in. 1 1 
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03.C 応急処置室と診療所． 
 
03.C.01 通則． 

a. 応急処置室や診療所を必要とする作業では、利用できる医療サービスまでの近さとその

内容を考慮して、設置する施設や機器が決定されなければならない。施設と機器はまた、医師、

有資格で免許を持つ、医師の助手 (PA-C) か、免許を持つ上級看護師 (LNP) の勧告に従ってい

なければならない。顧問医師、PA-C や、LNP の勧告に従うのであれば、本章に概要が記載さ

れている医療サービスの量と質を提供する、代替施設が利用できる。 

b. 全ての応急処置室と診療所の場所をはっきりと示すため、識別標識と、場所を指し示す

標識が使用されなければならない。 

c. 全ての応急処置室と診療所には、非常用照明がなければならない。 

03.C.02 作業が進行している期間中は常に、応急措置に関する有資格者 (first aid provider) が、

応急処置室で勤務についていなければならない (緊急呼び出しを受けた時を除く) 。 
 
03.C.03 診療所． 

a. 診療所は、プライバシーを守ることができ、適切な照明、室温調節、適切なトイレ設備、

温水と冷水、排水設備、コンセントがなければならない。壁と天井は、白色塗料を 2 回塗った

ものと同等に仕上げられ、窓と扉には遮蔽され、床は防水の材料を使って構成されなければな

らない。 

b. 5 分以内に医療が受けられない遠隔地の場合、診療所が必要とされる現場の就業時間中

には、適切に装備された緊急車両、ヘリコプターか、携帯用救急セットが備えられなければな

らない。緊急車両は、ヘリコプターを除き、他の目的に使用されてはならない。ヘリコプター

は、作業班の交替のために使用できる。 

c. 診療所を必要とする施設には、医師の監督の下、正看護師 (RN) 、認定準/正救急救命士 
(EMT) 、または准看護師 (LPN) が、フルタイムで配属されなければならない。 

d. 診療所には、AED が備えられなければならない。 

03.D 従事者の資格要件． 

03.D.01 リスクアセスメントコード (RAC) が、High (高い) や、Extremely higy (非常に高い) 
と評価された、作業/職務が含まれる全てのプロジェクト、業務、契約(USACE/契約業者) で、

1,000 名以上の従業員が雇用されている (1 シフト当たりの最大従業員数) 場合、医師 1 名を常

勤で配置しなければならない。  
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 注記: 常勤の医師を配置できない場合、医師と直接コミュニケーションを取る、中級/上
級の国家認定登録準/正救急救命士 (NREMT) 、RN、LPN、LNP、または PA-C が配置されても

よい。 

03.D.02 応急手当をする担当者は、03.A.02 に定義されているとおり、応急手当と CPR トレ

ーニングの証明書を所持していなければならない。証明書には、発行日と有効期限を記載して

いなければならない。 

03.D.03 応急手当をする担当者、RN、LPN、準/正 NREMT、LNP、PA-C は、医師の指示に従

わなければならない。 

03.D.04 上記の従事者に代えて、同等の資格と証明書を持つ軍人が配属されてもよい。 
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第 4 章 
 

仮設設備 
 

04.A 通則． 
 
04.A.01 仮設の 建物、設備、塀/フェンス、道路、そして仮設構造物の固定装置に関する計画

書は、GDA へ提出され、承認されなければならない。＞ 仮設構造物の空間的配置に関する要

件については 09.A.18、仮設配電の許可に関する承認については 11 章、仮設の傾斜路、架台、

足場、作業台の承認に関する要件については 24 章を参照。 
 
04.A.02 仮設構造物の設計と建設では、次の荷重を考慮しなければならない。＞ 米国土木学

会 (ASCE) 7-10 建物と他の構造物の最小設計荷重 を参照: 

a. 静荷重と活荷重; 

b. 土圧と静水圧; 

c. 風荷重; 

d. 雨荷重と雪荷重; 

e. 洪水荷重と氷荷重, 

f. 地震力。 

04.A.03 現場事務所、宿舎や倉庫として使用する、トレーラーとその他の仮設構造物は、杭と

ケーブルや、鋼製のストラップで、地中アンカーに固定されなければならない。固定システム

は風圧に耐えるように設計され、移動式トレーラーハウスの固定に関する、該当する州や現地

の規格に準拠しなければならない。 
 
04.A.04 塀/フェンスと警告標識． 

a. 家族用住宅や学校施設の近傍を含め、一般の人たちが活発に利用している区域で実施さ

れる全てのプロジェクトでは、仮設の工事用フェンス/塀 (または、GDA にとって許容可能な、

かつ、APP で図示/詳述された代替物) が、設けられなければならない。 

b. 塀/フェンスは、少なくとも地面から 4 ft (1.2 m) の高さがあり、メッシュサイズは、最

大でも 2 in (5 cm) でなければならない。塀/フェンスは、任意の方向から加えられた、少なくも

200 lbs (0.9kN) の力に、強固で張った状態を保ち、たわみは 4 in (10 cm) 未満でなければなら

ない。 
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c. 塀/フェンスには、建設工事に伴う危険が存在することを警告し、関係者以外の人が建設

現場へ立ち入ることを禁じる標示板が掲示されなければならない。標示板は、少なくとも 150 
ft (45.7 m) 毎に、掲示されなければならない。現場の塀を設置した側の長さが、150 ft (45.7 m) 
未満の場合、最低でも 1 つは、警告標示板を掲示しなければならない。＞ 8 章も参照。 

d. 現場の状況/状態と場所によっては、GDA は、塀が必要ないと判断してもよい。この判

断は、一般の人がさらされる危険の分析と、その他具体的に考慮すべき事に基づいて行われ、

これは、該当する AHA で言及されなければならない。GDA が、塀は不要と判断した場合でも、

建設工事に伴う危険を警告する標示板は、目立つよう掲示されなければならない。 

04.A.05 仮設の宿舎 (海上施設を除く) ．仮設宿舎の設計と建設は、29 CFR 1910.142 に従わ

なければならない。 

a.仮設宿舎のため使用する全ての用地は、適切に排水されなければならない。この用地は、

周期的に洪水が起きる場所であってはならず、適切な蚊の駆除方法が実行されていない限り、

沼地、池、窪地や、他に水が溜まるような場所から、200 ft (61 m) 以内に在ってはならない。

この用地は、平らにならされ、排水溝が設けられて、面倒な水溜りができないようにしなけれ

ばならない。 

b. 用地は、必要な構造物で過密化しないよう、広さが決められなければならない。 

c. それら仮設住居周辺の土地や空地は、廃棄物、がれき、紙屑、残飯や、その他のゴミが

ないよう、維持されなければならない。 

d. 仮設住居は、外部の天候から居住者を保護し、寝室は、1 人当たりの床面積が少なくと

も 55 ft2 (5.06 m2) 、天井高が少なくとも 7 ft 6 in (2.3 m) なければならない。この床面積には、

クローゼットや作り付けのロッカーの面積は含まない。 

e. 寝室ごとに、ベッド、簡易ベッドか寝台、適切な収納設備 (衣類と身の回りの品物用の

作り付けロッカー 等) がなければならない。ベッドの間隔は、横方向、縦方向とも 3 ft (1 m) 以
上空け、床から少なくとも 1 ft (0.3 m) の高さがなければならない。二段ベッドの間隔は、横方

向、縦方向とも 4 ft (1.2 m) 以上空けて、上段と下段の間隔は、最低 27 in (68.5 m) 以上なけれ

ばならない。三段ベッドは禁止である。 

f. 床は、木材、アスファルトか、コンクリートでなければならない。木の床は、平滑で隙

間のない造りでなければならない。床は、手入れが行き届いた状態に保たれなければならない。 

g. 全ての木の床は、湿気を防ぎ、床下で空気を自由に循環させて、保守を簡単で安全にす

るために、どのポイントでも地面から 1.5 ft (0.5 m) 以上の高さがなければならない。 

h. 居住エリアには、換気を目的として開くことができる、窓がなければならない。 
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i. 外部に面する全ての開口部は、16 メッシュのシートで効果的に覆われ、網戸は、手を離

すと閉まるように設置されなければならない。 

j. 仮眠用のエリアは、暖房、冷房、換気、照明があり、清潔で安全な状態に維持されなけ

ればならない。 

k. 就寝用のエリアは、米国防火協会 (NFPA) 101 Life Safety Code の、該当する要件に準拠

しなければならない。 

04.A.06 特に指摘されない限り、本規程全体を通して、材木の寸法は呼び寸法で記載される。 
 

04.A.07 爆発物の一時保管場所．爆発物の一時保管場所は、EM 385-1-97 Explosives Safety 
and Health Requirements に従わなければならない。 

04.B 工事用･運搬用道路． 
 
04.B.01 建設の前に、契約業者は、審査と承諾を受けるため、工事用･運搬用道路の計画書 
(Access/Haul Road Plan) の写しを、GDA に提出しなければならない。工事用･運搬用道路は、

最新の技術基準に従い、設計されなければならない。GDA が計画書を受理するまで、当該道路

の作業を開始してはならない。計画書には、次について言及していなければならない: 

a. 使用する道具/装置/設備、交通量とその傾向、通行の優先権に関するルール、業務時間; 

b. 道路のレイアウトと幅、水平・垂直方向のカーブデータ、見通し距離; 

c. 標識と交通誘導員に関する要件、路面表示、交通整理の道具/装置; 

d. 排水のコントロール; 

e. 車両と一般の人々、そして車両と歩行者が接するポイントと、このような場所での安全

管理; 

f. 路面の硬度、平滑度、粉じん管理を含む、保守に関する要求、 

g. 道路に近接する危険 (例えば、淵、急な斜面) 。 

04.B.02 雇用者は、工事用/運搬用道路上で、いかなる機械装置や車両も動かしたり、結果的

に動かしてしまったりしてはならない。ただし、その道路が、関係する機械装置や車両の移動

を安全に行えるよう、建設されて維持されている場合は除く。 
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04.B.03 路面高さが、作業をしているレベルより高い場合、車両が土手の縁や端をオーバーラ

ンするのを防ぐため、路肩、バリケードや、縁石が設けられなければならない。路肩/縁石の高

さは、道路を利用する最も大きな機械装置の、タイヤの直径の 1/2 になるようにしなければな

らない。 
 
04.B.04 道路には、排水のため、路頂/横断勾配と側溝がなければならない。水は、スイッチ

バックや大規模な盛土に達する前に阻止し、排水されなければならない。 
 
04.B.05 運搬用道路は、契約業者が提案し、GDA に承諾された走行速度で、機械装置の安全

な作業に適した幅に、建設されなければならない。 
 
04.B.06 運搬用道路を含む全ての道路には、最高制限速度が掲示されなければならない。 

04.B.07 片側 1 車線の道路には、適切な数の車の待避所が設けられなければならない。待避所

の設置が現実的でない場合、契約業者は、事故を防ぐための交通整理システムを整備しなけれ

ばならない。 
 
04.B.08 可能な場合は常に、両面交通の運搬用道路は、右側通行ンとする。 

04.B.09 カーブ． 

a. 全てのカーブには、走行を補助する路面標示をし、現場に即してカーブ半径をできるだ

け大きく取らなければならない。 

b. 車両が、道路の可視距離の半分以内に停止できるよう、カーブでは、車両速度が制限さ

れなければならない。 

c. 水平にカーブする設計では、車両速度、道路幅と路面の仕上げ、片勾配を検討しなけれ

ばならない。 

04.B.10 勾配． 

a. 勾配、機械、積載量に基づいて必要な場合、下り勾配での降下を制御するため、機械に

はリターダ/ブレーキがなければならない。 

b. 工事用/運搬用道路の勾配は、10％未満とすべきである。勾配が 10％を超える区間の長

さは、400 ft (121. 9 m) を超えてはならない。 

c. 最大許容される勾配は、12％を超えてはならない。 

04.B.11 適切な照明がなければならない。＞ 7 章を参照。 
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04.B.12 交通安全のため、DOT Federal Highway Administration の「Manual on Uniform 
Traffic Control Devices」と本章に従って、交通信号機、バリケード、路面標示、標識、交通整

理員が配置されなければならない。 
 
04.B.13 道路の安全を保つため、路面硬度、平滑度、粉じんの管理が行われなければならない。 
 
04.B.14 全ての道路は安全な状態に維持され、粉じん、氷と、同様の危険を除去/抑制されな

ければならない。 
 
04.B.15 公道上の泥や、その他がれきは、現地の要件に従って、可能な限り、最小限に抑えら

れなければならない。 
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第 5 章 
 

個人用保護具と安全装置/設備 
 
05.A 通則． 
 
05.A.01 責任． 

a. 個人用保護具(PPE) の使用は、危険を評価することによって、特定の業務や作業に伴う

危険を特定した後、その危険が、工学的設計や管理的な手段によって、受け入れ可能なレベル

まで除去されたり、抑制されないと判断される場合にのみ、用いられるべき抑制手段である。

従業員を保護するため、PPE を使用する前に、業務のプロセス管理と技術的な対策を活用する

こと。 

b. 監督者によって行われた危険評価に基づいて、雇用者は、適切な保護効果のある PPE を

特定して選択し、危険にさらされる各従業員は、その PPE を使用しなければならない。＞ 29 
CFR 1910.132 を参照。 

c. 雇用者は、PPE に関する決定を、危険にさらされる各従業員に伝えなければならない。

従業員は、受け入れ可能な範囲内に暴露量を保つため、必要とされる全ての PPE を使用しなけ

ればならない。 

d. 雇用者は、決定された PPE に関する要件と相反する宗教的信条を持つ従業員に対応する

ために、あらゆる合理的努力を行わなければならない。しかし、従業員の宗教的信条に対応す

るための合理的努力を尽くしても (PPE がなければ) 安全な作業環境を確保できない場合、従業

員が、適切な PPE の使用無しに、保護が必要な危険区域で作業することを禁じる。 

05.A.02 従業員は、全ての必要な PPE に関する使用方法、ケアの仕方、その限界 について、

適切にトレーニングされなければならない。 

a. 従業員は、使用前に、PPE に関する次の事項についてトレーニングされ、それを理解し

ていることを行動で示さなければならない: 選択 (特定の危険に対して) ; 着脱と調整; 限界

と耐用期間; 検査とテスト; 保守・保管・廃棄を含む適切な管理方法。 

b. トレーニングを受けたにもかかわらず、危険にさらされる従業員が、PPE の使用に必要

な理解と技能を持っていないと考える理由がある場合、雇用者は、その従業員が適切な技能を

習得するために必要な、再トレーニングを受けさせなければならない。 
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c. 雇用者は、危険にさらされる従業員がトレーニングを受け、そのトレーニング内容を理

解したことを、証明書によって証明しなければならない。証明書には、トレーニングを受けた

従業員の氏名、トレーニングの日付、トレーニングの科目を明示しなければならない。 

05.A.03 メーカーの取扱説明書、検査/テスト/保守に関する説明書の写しは、作業現場に 保管

され、PPE と安全装置/設備を 使う人員がすぐ利用できるようにしなければならない 。 
 

05.A.04 PPE は、メーカーの勧めに従って、テスト/検査され、使用可能で衛生的な状態に維

持されなければならない。 

a. 不具合のある、ダメージを受けた、または耐用期間を過ぎた保護具 は、使用されてはな

らない。使用を防ぐため、このような保護具には使用不可のタグが付けられ、かつ/または、直

ちに作業現場から撤去されなければならない。 

b. 以前使用された PPE は、他の従業員に支給する前に、必要に応じ、清掃・検査・修理さ

れなければならない。 

05.A.05 従業員が自分専用の PPE を自ら用意する場合、雇用者には、それが危険を適切に防

ぐことと、その修理状態を確認する責任がある。 
 

05.A.06 最低限の要件． 

a.  従業員は、天候と作業の条件に適した衣服を着用しなければならない。現場作業 (例え

ば、建設現場、産業活動と保守作業、緊急作業、定期検査 等) は、少なくとも次を満たさなけ

ればならない: 

(1) 半袖シャツ; 

(2) 長ズボン (長過ぎるもの、ダブついたものは禁止) ; 

(3) 皮製か、その他の保護作業靴または長靴。爪先の開いた靴は禁止 。＞ 5.E を参照 。 

b. 保護具は、このような危険に対する保護が必要な場合、耐熱、耐火、耐薬、耐電素材のも

のでなければならない。 
 

05.A.07 手を傷つけやすい (切傷、擦傷、刺傷、火傷、化学刺激物、毒物、振動、血流を妨げ

る力) 作業に従事する人員は、ANSI/国際安全機器協会 (ISEA) 105 に従って、危険に適した手

の保護を選択して使用しなければならない。＞ 5.H を参照 。 
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05.A.08 脚を保護するチャップス (chaps) が、チェーンソーを操作する作業者に着用されなけ

ればならない。保護ズボンは、米国材料試験協会 (ASTM) 規格 F1897 に準拠したものでなけれ

ばならない。 
 

05.A.09 架線作業者用 (電気定格を備えたハーネス) を含めて、個人用墜落拘束装置に関しては、

21.I.05 を参照 。  

05.B 眼と顔面の保護． 
 
05.B.01 機械や業務が、眼や顔面を負傷させる可能性がある場合、表 5-1 に 記載されている

とおり、特定現場の危険に対して、眼と顔面の保護が支給されなければならない。  

a. 眼と顔面の保護具は、ANSI/米国安全技術者協会 (ASSE) 規格 Z87.1 の要件に適合し、こ

の規格に準拠していることを示す、判読可能で恒久的な「Z87」のロゴがなければならない。 

b.  眼と顔面の保護具は、メーカーを特定するため、はっきりとマークされていなければな

らない。 

05.B.02 本規程によって眼の保護が要求される場合、矯正レンズの使用を要する人員は、コン

タクトレンズか、眼鏡かにかかわらず 、次のいずれかによって保護されなければならない: 

a. 処方箋に基づく保護めがねで、光学矯正され、同等の保護機能があるもの; 

b. 眼鏡の調節機能を妨げないで、矯正レンズの上を覆うように設計された、サイドシール

ド付き保護めがね; 

c. 眼鏡の調節機能を妨げることなく、矯正レンズの上から着用できるゴーグル、または、 

d. 保護レンズの裏側に、矯正レンズを取り付けたゴーグル。 

05.B.03 片目を失明していると認められる人員が、管理業務以外の仕事に従事する場合、サイ

ドシールド付きの保護めがねを、常時着用しなければならない。 
 
05.B.04 高温/溶融物質 (バビット作業、はんだ付け、溶融金属の流し込み/鋳込み、高温のタ

ール、油、液体、その他溶融物質) を使用したり、このような物質に暴露する業務では、安全

レンズとサイドシールド付きゴーグルのような眼の保護具、または同等の保護機能があるフェ

イスマスク、フェイスシールド、ヘルメットをしなければならない。レンズ取付け部は、レン

ズに亀裂が入った場合でも、全ての破片を所定の位置に保つことができなければならない。 
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05.B.05 有害物質 (例えば、酸、腐食剤、高温の液体や、クレオソート処理材) を取扱う必要

がある作業と、ガス・ヒューム・液体からの保護が必要な作業では、柔軟なゴム製カップを備

えたゴーグル、そして、適切なフェイスシールド、マスクか、頭部と頚部を覆うフードを着用

し、更に、これらの危険に対する適切な保護衣服を着用しなければならない。 
 
05.B.06 溶接、溶断、ろう付け、はんだ付けを含む、可視光を適度に減光して放射エネルギー

から保護することが必要な作業では、作業の種類に応じた、眼/顔面の保護をしなければならな

い。その場合の保護具は、全ての角度の直接暴露から保護し、適当なしゃ光レンズを備えてい

なければならない。＞ 表 5-2 を参照。 
 
05.B.07 ぎらぎらする光 (グレア) からの保護が必要な場合、紫外線 A 領域 (UVA) と紫外線 B
領域 (UVB) を 99%除去する、ANSI Z80.3 に準拠した耐グレアめがねが着用されなければなら

ない。状況によっては、偏光レンズの使用も考慮されなければならない。 
 
05.B.08 作業中、明るい場所から薄暗い場所へ頻繁に移動することが必要な仕事では、色付き

や、自動的に色が濃くなるレンズは、着用されるべきでない。 
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表 5-1 

 
眼と顔面の保護を選択するためのガイド 

 
 

 

A. 眼鏡、サイドシ

ールドなし 
E. 眼鏡、レンズ取り

外し不可能 
I. カバーゴーグル、 

直接換気式 

B. 眼鏡、サイドシー

ルドは下側半分

だけ 

F. 眼鏡、前面カバ

ー持ち上げ可能 
J. カップゴーグル、

直接換気式 

C. 眼鏡、サイドシ

ールドは上下両

面 

G. カバーゴーグ

ル、換気なし 
K. カップゴーグ

ル、間接換気式 

D. 眼鏡、サイドシー

ルド取り外し可能 
H. カバーゴーグル、 

間接換気式 
L. 眼鏡、ヘッドバン

ド式 

A. 眼鏡、サイドシ

ールドなし 
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表 5-1 (続き) 
 

眼と顔面の保護を選択するためのガイド 
 
 

M. カバー溶接ゴーグ

ル、間接換気式 
Q. 溶接ヘルメット、

前面カバーは持ち

上げ可能 
S. 呼吸用保護具 

N. フェイスシールド 

O. 溶接ヘル

メット、手

持ち式 

P. 溶接ヘルメット、固

定ウィンドウ式 

T1. 呼吸用保護具 

T2. 呼吸用保護具 

U. 呼吸用保護具 
R. 呼吸用保護具 
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表 5-1 (続き)  
  

眼と顔面の保護を選択するためのガイド 
衝撃: 
はつり、研削、機械加工、石材加工、リベット打ち、研磨 
評価 
注記 (1) 参照 

保護具の種類 保護具 限界 推奨されない事項 

飛来する破

片、物体、大

きなチップ、

小片/粒子、

砂、屑等 

B, C, D, E, F, G, 
H, I, J, K, L, N 

眼鏡、ゴー

グル、フェ

イスシール

ド 
 
注記 (1) (3) 
(5) (6) (10) 
参照。重度

の暴露の場

合: N を追

加 

保護具は、無

限の保護を与

えるものでは

ない。 
 
注記 (7) 参照。 

側面からの暴露を

保護しない保護具

は、注記 (10) 参照 
 
グレアの危険があ

ると判断された場

合以外の、フィル

ターや色付きのし

ゃ光レンズ。可視

放射、を参照。 

熱: 
火炉関連作業、鋳込み、溶融めっき、ガス溶断、溶接 
評価 
注記 (1) 参照 

保護具の種類 保護具 眼界 推奨されない事項 

高温のスパー

ク 
B, C, D, E, F, G, 
H, I, J, K, L, N 

フェイスシ

ールド、ゴ

ーグル、眼

鏡、重度の

暴露の場

合、N を追

加 
 
注記 (2) (3) 
参照 

眼鏡、カップ

型やカバー型

のゴーグル

は、無限の顔

面保護を与え

るものではな

い 
 
注記 (2) 参照 

側面からの暴露を

保護しない保護具 

溶融金属から

の飛沫 
N ゴーグル

H、K の上に

重ねて着用

するフェイ

スシールド 
 
注記 (2) (3）

参照 

 

高温への暴露 N スクリーン

付きフェイ

スシール

ド、反射フ

ェイスシー

ルド 

注記 (3) 参照 
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表 5-1 (続き） 
 

眼と顔面の保護を選択するためのガイド 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化学物質: 
酸・化学物質の取扱い、脱脂、めっき作業 

評価 
注 記 (1) 参照 

保護具の種類 保護具 限界 推奨されない事項 

飛沫 G, H, K 
 
 
N 

重度の暴露

の場合、N
を追加 

換気は適切に

行わなければ

ならないが、

飛沫の侵入か

ら保護されな

ければならな

い。 

眼鏡、溶接用ヘル

メット、ハンドシ

ールド 

刺激性のミス

ト 
G 特定用途の

ゴーグル 
注記 (3) 参照  

粉じん: 
木工作業、バフ研磨、一般産業 

評価 
注記 (1) 参照 

保護具の種類 保護具 限界 推奨されない事項 

有害な粉じん 
 
 
 
 
 
 
 
 

G, H, K 
 
 
 
 
 
 
 
 

カップ型ま

たはカバー

型のゴーグ

ル 
 
 
 
 

大気の条件や

保護具の換気

が不十分な場

合にはレンズ

が曇る。頻繁

な清掃を要す

る。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

可視放射: 
溶接: 電気的アーク 

評価 
注記 (1) 参照 

保護具の種類 保護具 限界 推奨されない事項 

O, P, Q 標準的なフィル

ターレンズによ

るしゃ光 

 可視放射から

の保護は、フ

ィルターレン

ズのしゃ光度

に直接関係す

る。注 記 (4) 
参照。適切な

作業性を確保

した上で、最

も濃いしゃ光

度のものを選

択する。 

可視放射を保護し

ない保護具 
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注記: 

(1) さまざまな危険に同時に複数回さらされる可能性が認められる際には、注意が必要である。それぞ

れの危険の最高レベルのものに対する適切な保護が行われなければならない。 
(2) 高温作業は、可視放射も伴う可能性がある。両方の危険から保護されなければならない。 
(3) フェイスシールドは、必ず眼の保護具の上に重ねて使用されなければならない。 
(4) フィルターレンズは、表 5-2 に示すしゃ光度の要件を満たさなければならない。 
(5) 度付きのレンズの使用を必要とする人員は、度付きのレンズを取り付けたサイドシールドのある保

護具か、常用する度付きの眼鏡の上に重ねて着用するよう設計された保護具を使用しなければならない。 
(6) コンタクトレンズ着用者はまた、危険環境において、適切に眼と顔面を守る保護具の着用も要求さ

れなければならない。粉じんや化学物質が存在する環境は、コンタクトレンズ着用者にとって、追加的

な危険を意味する可能性があること、認識されなければならない。 
(7) 感電等の電気的危険が存在する区域で金属で構成された保護具を使用する場合、特別の注意が払わ

れなければならない。 
(8) ANSI／ASSE Z87-1、Section 6.5 Special Purpose Lenses を参照。 
(9) 溶接ヘルメットや手持ちのシールドは、必ず眼の保護具の上に重ねて、使用されなければならない。 
(10) サイドシールドなしのめがねは、正面の保護にのみ使用できる。 
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表 5-2 
 

溶接・溶断・ろう付け・はんだ付けの作業に用いる、しゃ光レンズ/眼鏡に要求されるしゃ光度 
 

作業 しゃ光度番号 

はんだ付け 2 

トーチろう付け 3 または 4 

切断 (軽) 、1 in (2.5 cm) まで 3 または 4 

切断 (中) 、1 in (2.5 cm) から 6 in (15.2 cm)  4 または 5 

切断 (重) 、6 in (15.2 cm) 以上 5 または 6 

ガス溶接 (軽) 、1/8 in (0.3 cm) まで 4 または 5 

ガス溶接 (中) 、1/8 in (0.3 cm) から 1/2 in (1.2 cm)  5 または 6 

ガス溶接 (重) 、1/2 in (1.2 cm) 以上 6 または 8 

原子水素溶接 10～14 

不活性ガス金属アーク溶接 (非鉄) : 
1/16 in から 5/32 in (0.1 から 0.4 cm) の電極 11 

不活性ガス金属アーク溶接 (鉄) 、 
1/16 in から 5/32 in (0.1 から 0.4 cm) の電極 12 

被覆アーク溶接、 
1/16 in から 5/32 in (0.1 から 0.4 cm) の電極 10 

被覆アーク溶接、 
3/16 in から 1/4 in (0.4 から 0.6 cm) の電極 12 

被覆アーク溶接、 
5/16 から 3/8 in (0.7 から 0.9 cm) の電極 14 

炭素アーク溶接 14 

プラズマアーク切断、100 A まで 8 

プラズマアーク切断、100 から 200 A 10 

プラズマアーク切断、200 から 400 A 12 

プラズマアーク切断、400 A より大きい 14 
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05.C 聴力保護と騒音対策． 

05.C.01 雇用者は、作業開始時と作業中定期的に、騒音の危険について職場を評価しなければ

ならない 。騒音の危険が認識されている、または想定される場合、雇用者は、騒音の危険の確

認と評価、人員をその危険から守るための対策を含む、聴力保護プログラム (Hearing 
Conservation Program) を策定しなければならない 。 

a. USACE 職場聴力保護プログラムは、ER 385-1-89 の要件に準拠しなければならない 。 

b. 契約業者のプログラムは、少なくとも米国産業衛生専門家会議 (ACGIH) の暴露限界値 
(TLV) と本規程を満たさなければならない 。 

05.C.02 騒音の危険の確認 ．  

a. 2 ft (0.6 m) より短い距離で意思疎通が困難な時、作業者が過剰な騒音に対して苦情を訴

えた時、または、有害な騒音が疑われる時は常に、騒音測定が実施されなければならない。 

b. 新しい施設や装置/設備の使用開始時に、これまで騒音の危険がなかった区域で、何らか

の理由で有害な騒音の危険が生じた場合は、騒音評価/測定が行われ、文書化されなければなら

ない。 

05.C.03 騒音の危険の評価． 

a. 騒音測定に使用する測定器は、以下の要件を満たすか、それを超える性能を備えていな

ければならない。 

b. 連続 (定常) 騒音と衝撃 (インパルス) 騒音の場合、測定器の設定は、表 5-3 に従わなけれ

ばならない。 

c. 騒音暴露計は、フルシフトのサンプリングとみなせるよう、その従業員の勤務シフト全

体にわたって測定しなければならない。   

d.騒音測定器の較正は、製造業者の取扱説明書に従わなければならない。 (USACE の場合、

ER 385-1-89 を参照) 。 

e.  有害な騒音が認識されている、または疑われる職場は、先ず最初に調査され、その後は

1 年に 1 回、そして、騒音の発生に影響を与える職場の状況変化がある時は常に、調査されな

ければならない。 

f. 暴露基準． 
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(1) 衝撃 (インパルス) 騒音の場合、人員の暴露量は、有効な聴力保護具が無い状態で 140 
dBA (非加重) を超えてはならない。 

(2) 連続 (定常) 騒音の場合、人員の暴露量は、有効な聴力保護具が無い状態で 85 dBA を超

えてはならない。 

(3) 契約業者の人員は、表 5-4 に概要が示されている、ACGIH の TLV 連続騒音暴露基準を

満たさなければならない。  

(4) USACE の人員は、ER 385-1-89 を参照しなければならない。 

(5)  1 日の騒音暴露が、異なるレベルの、二つ以上の時間帯における暴露で構成されている

場合、複合的な影響が考慮されなければならない。さまざまな時間帯で、異なるレベルの騒音

にさらされる場合は、次の式に従って計算されなければならない: 

Cn = T1 / L1 + T2 / L2 + . . . + Tx / Lx 

この場合:  
Cn = 複合騒音暴露係数; 
T =  ある特定の音圧レベルにおける暴露の合計 (時間) 、   
L = 表 5-3 か 5-4 から適切に求められた、そのレベルにおける許容暴露時間の合計が、1 を超

えた場合、その暴露時間を混合した値は TLV を超える。 
 

05.C.04 騒音低減策．上記で規定された限界値を超える連続 (定常) 音圧レベルに人員がさらされ

る場合は、現実に即した技術的/管理的な低減策が検討され、実行されなければならない。 

a. 技術的低減策は、職場において過度の騒音への暴露を低減する、主な手段である。この

低減策には、潤滑、隔離、制動、バッフル、その他の方法があげられる。  

b. 管理的低減策． 

(1)騒音の危険がある区域としては、騒音値が上記の基準を超える、全ての区域が含まれる。

この区域では、有害な騒音が在ること、聴力保護が必要であることを、掲示しなければならな

い。有害な騒音源と確認された装置/設備は、聴力保護具の使用を要する、騒音の危険としてラ

ベルされなければならない。もし、有害な騒音が、近接する区域で作業している人員に影響す

る場合、その区域の人員は、騒音値を通知され、聴力保護具を提供されなければならない。 

(2) もし、従業員に対する騒音暴露が、要求される基準を下回らない場合、作業時間の制限

がなされてもよい。  
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表 5-3 
 

騒音測定器の設定 
 

 
注記: * 危険な騒音区域を線引きする目的や、人員への騒音暴露量を評価する目的で使用する場合。 

 

表 5-4 
 

国防総省職員以外の継続的な騒音暴露 
 (OSHA 基準)  

 
1 日当たりの暴露持続 (時間)  許容音圧レベル (dBA)  

8 85 
4 88 
2 91 
1 94 

0.5 = 30 分 97 
0.25 = 15 分 100 

 
 

機能 
  
騒音暴露計 

 (ACGIH)  

騒音暴露計 

 (DoD と  
USACE) * 

タイプ 2 (また

は、より高性能

な) 連続騒音用

騒音計  
(USACE) * 

タイプ 1 衝撃騒音用

騒音計 (USACE) * 

基準時間 8 時間 8 時間 8 時間 8 時間 
基準レベル 85 dB 85 dB 85 dB 85 dB 

加重 A A A 非加重、線形、ま

たは Z  

ピーク加重 非加重 非加重、線形、

または Z 
非加重、線形、

または Z 
非加重、線形、ま

たは Z 
閾値 80 dB 80 dB 80 dB 140 dB 
総合値の上限 130 dB 無し 無し 無し 
時間加重 遅い (Slow) 遅い (Slow) 遅い (Slow) 衝撃 (Impulse) 
換算率 5 dB 3 dB 3 dB 3 dB 
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c. 個人用保護具 (PPE) ． 

(1) 聴力保護具は、受け入れ可能なレベルまで騒音を減衰させる機能がなければならない 
(すなわち、連続 (定常) 騒音の場合、 85 dBA) 。警告音を聞く必要がある場合は、聴力保護具

が、個人の聴力の限界を下回るように、聴力レベルを減じるべきではない。 

(2) 二重の聴力保護 (耳栓と、イヤマフのような追加の手段を、併わせて使用する) は、特定

の聴力保護具による減衰レベルを基準にしなければならない。二重の聴力保護具は、一般的に、

従業員が 115 dBA より大きい連続騒音にさらされる場合は常に使用される。 

(3) 特注の耳型を採った聴力保護具を除き、特定の聴力保護具の減衰レベルは、NIOSH の軽

減方式 (derating scheme) を使用して決められなければならない。  

(4)使い捨てタイプ、成形タイプや、特注の型取りした耳栓を含む、耳に挿入する保護具は、

装着に関するトレーニングを受けて、適切/不適切な装着の違いを認識できる人によって、騒音

にさらされる人員に合わせられなければならない。普通の綿は、聴力保護具として受け入れら

れない。  

05.C.05 聴力保護プログラム (HCP) の要件． 

a.  HCP は、有害な騒音や内耳神経毒性の化学物質 (砒素、二硫化炭素、一酸化炭素、シア

ン化物、鉛と鉛誘導体、マンガン、水銀と水銀誘導体、n-ヘキサン、ストッダード溶剤、スチ

レン、トリクロロエチレン、トルエン、キシレンを含む) にさらされる全ての人員を対象とし

なければならない。これらの化学物質の使用には、HCP の策定が考慮されなければならない。 

b. 上に記載された値より大きい騒音に従業員をさらす全ての契約業者は、彼ら APP の一部

として、次を含む HCP 文書を策定しなければならない: 

(1) 全ての従業員に関する、識別情報、書類、技術的低減策、PPE、聴力検査の結果; 

(2) 騒音の危険に関する従業員のトレーニングと、定められた保護方法; 

(3) 先の要求のとおり、有害な騒音を発生する全ての装置/設備と区域の、ラベル表示、そし

て 

(4) 危険な騒音環境で、年に 30 日を超えて、その契約業者のために働く人員の、雇用前と

雇用終了時の聴力検査。 
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05.D 頭部の保護． 
 
05.D.01 保護帽の着用区域で作業する全ての者や、そこを訪れる者は、必要に応じてタイプ I
かタイプ II で、クラス G (一般 - 2,200 ボルトを超えない) かクラス E (電気 - 20,000 ボルトを

超えない) の帽子を支給され、着用しなければならない。保護帽の選択は、作業に基づき、

AHA で特定されなければならない。側面の衝撃保護をより必要とする、緊急対応活動やその他

の作業では、タイプ II の頭部保護具が要求される。補遺 B を参照。 

a. 保護帽の着用区域/作業とは、頭部を負傷する潜在的危険があるということであり、一般

に、全ての建設現場は、保護帽の着用区域とみなされる。しかし、関連する AHA で特定され、

適切に文書化された場合には、特定の区域や作業が保護帽の着用を要求されない区域/作業とし

て指定できる。頭部の危険に関する検証と分析は、必要に応じて、AHA かプロジェクト安全衛

生計画書で文書化されなければならない。 

b.保護帽の着用区域の入口には、保護帽の着用を要求する、警告標識がなければならない。 

05.D.02 全ての保護帽は、ANSI Z89.1 の要件を満たさなければならない。 

a. メーカーによって実施/承認されない限り、本体やサスペンションの改造 (塗装等) は認め

られない。保護帽を適切に検査できる限り、保護帽上のステッカーは許される。＞ 05.D.03 を

参照。 

b. 保護帽は、任務を適切に達成するために、GDA が特定の職種を例外とし場合を除き、つ

ばを前に向けて着用されなければならない。保護帽は、このようなニーズに対応するよう設計

されなければならない。 

c. 電線と電気設備の近くで着用する保護帽は、クラス E でなければならない。 

d.  保護帽のフィット性や安定性を妨げる、野球帽、ニット帽や、他の被り物が、保護帽の

下に着用されてはならない。 

05.D.03 保護帽とその構成部品は、本来持っている安全レベルを損う可能性がある、損傷 (へ
こみ、亀裂 等) のサインがないか、毎日、目視検査されなければならない。ヘッドギアは、ヘ

ルメットの亀裂や剥離の形跡のような、紫外線による劣化について、定期的に検査されなけれ

ばならない。 
 
05.D.04 穴を開けるなど、保護帽の形状を変えることは、禁止される。絶縁耐力や衝撃強度を

減じる変更が、加えられてはならない。 
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05.D.05 USACE 従業員が着用する保護ヘッドギアは、 (前述した仕様の遵守に加えて) 次を満

たさなければならない。 

a. 色は白色とし、クラウン (山の部分) 基部に沿って、幅 1 in (2.5 cm) の赤色反射性の帯を

付け、その帯には正面に 5 in (12.7 cm) の切れ目がはいる。帽子前部中央に、赤い工兵隊の城

の紋章が付けられる。紋章下部の位置は、クラウン基部から約 3/4 in (1.9 cm) 上とする。人員

は、氏名を紋章の上部に、組織名を紋章の下部に付けてもよい。軍人の階級は、氏名の前に置

かなければならない。帽子後部に、米国旗の紋章が付けられることもある。 

b. 専門分野を示すために色と表示を変更する要求は、検討のために HQUSACE 安全衛生部

に提出されなければならない。 

c. 着用者が強風にさらされる場合や高い構造物の上で作業する場合は、あご紐が着用され

る。 

05.E 足の保護． 
 
05.E.01 PHA/AHA で特定された危険に対して保護できると評価された安全靴が、支給され、

着用されなければならない。 
 
05.E.02 全ての安全靴は、ASTM F2413 規格を満たさなければならない。 
 
05.E.03 ストラップで取り付ける、足、爪先、中足部分のガードのような付加的な装具は、安

全靴の代用品として使用されてはならず、雇用者によって、これら装具に関する独立した試験

データにより、同等に効果的であることが実証されなければならない。 
 
05.E.04 USACE や契約業者の人員/公式の訪問者が、潜在的に足の危険へさらされる作業の場

合、適用される PHA/AHA、APP や、プロジェクト安全衛生計画書には、足の危険を減じるた

めの分析結果と、具体的な保護対策を含めなければならない。 
 
05.E.05 建設現場で作業する間、人員は、最低限、ASTM 規格 F2413 に準拠した、爪先を保

護するブーツを着用しなければならない。ただし、違うタイプの安全靴が必要とされることを、

GDA が受け入れ可能となるよう、PHA/AHA で説明できる場合は除く。 
 
05.E.06 衝撃と圧迫、導通の危険、電気的な危険、靴底の踏み抜きに対する保護を行う安全靴

は、ASTM F2413 の該当する要件を満たさなければならない。衝撃と圧迫の危険に対する保護

を行う安全靴は、I/75・C/75 と評価されなければならない。 

a. 安全靴を必要とするが、安全靴の内外に金属部分があってはならない作業職務に従事す

る不発弾 (UXO) 処理人員は、爪先保護キャップを備えた導電性 (Cd) の安全靴または爪先が複
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合材料製の安全靴を着用しなければならない。 

b. 原野火災管理作業に参加する人員は、高さが 8 in (20.3 cm) 以上で複合材料製爪先を備

え、靴底に硬質ゴム突起またはトラクタートレッド・パターンなどの滑り止めが付いている革

編上げブーツを着用しなければならない。靴底は、融点が低い合成ゴムまたはプラスチックで

作られていてはならない。 

05.F 高視認性衣服 (High-Visibility Apparel)． 
 
05.F.01 次の場合は常に、最低でも ANSI/ISEA 107 性能クラス 2 の要件を満たす高視認性衣

服が、作業者 (信号員、監視員、調査員、検査員 等) によって着用されなければならない: 

a. 建設車両/重機の作業、車両、荷役作業や、その他の危険業務にさらされる作業者を、目

で認識することが難しい場合; 

b. 気象条件、照度/照明や、視覚的に複雑な背景のため、可視性が悪いが、周囲の視界は少

なくとも 50 ft (15.2 m) ある場合;  

c. 作業者が、最大速度 35 mph (56.3 kph) の車両/機械の交通にさらされる場合。 

05.F.02 もし、次のいずれか、または全ての条件が存在する場合は常に、 (信号員、監視員、

調査員、検査員 等の) 視認性を高めるため、ANSI/ISEA 107 を満たすクラス 3 の高視認性衣服

が着用されなければならない: 

a. 気象条件、照度/照明や、視覚的に複雑な背景のため、可視性が悪く、周囲の視界が 50 ft 
(15.2 m) より小さい場合; 

b. 作業者が、速度 35 mph (56.3 kph) を超える車両/機械の往来にさらされる場合; 

c. 作業者が、制限速度 35 mph (56.3 kph) を超えて往来する車両の接近から、注意をそら

すような職務を遂行している場合; または、 

d. 作業者が、防護壁なしに、車両交通に近接する作業に従事している場合。 

05.F.03 夜間作業で、車両がある現場やその近傍の場合、作業者 (すなわち、信号員、監視員、

調査員、検査員 等) は、最低限、クラス 3 高視認性安全カバーオール/ジャンプスーツか、クラ

ス 3 高視認性安全ジャケットとクラス E 高視認性ズボン、または胸当て付きオーバーオールを

着用しなければならない。 
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05.F.04 もし、高視認性衣服の使用が、機械の動き、はさまれ/巻き込まれ、熱中症、その他

の原因で、危険を増大させることが判明した場合は、使用できない理由と、作業者の安全を同

じレベルで確保するために使用される、代替の安全手段について詳述された AHA が作成され、

責任者によって署名/提出され、そして、GDA か監督者/部隊の現地労働安全衛生部 (SOHO) に
よって受理されなければならない。これが受理されるまで、仕事を開始してはならない。 

05.F.05 衣服の生地の色は、蛍光黄緑色、蛍光橙赤色、または蛍光赤色でなければならない 
(ANSI/ISEA 107 を参照) 。色を選択する時は、作業環境に対して、着用者が目立つ最適な色が

検討されなければならない。 

05.F.06 衣服は、次を満たさなければならない: 

a. 炎症や傷の原因になる、荒い表面、鋭い縁、突起部がない; 

b. 予想される使用時間、環境条件、着用者の動きに対して、ベストが確実に正しい位置に

あるよう、正しく身体に合わせなければならない; 

c. 衣服の添付ラベルに従って、洗浄、洗濯か、ドライクリーニングされている; 

d. ほころび、裂け目、色あせは限定的で、使用可能な状態にある;  

e. 上記、または ANSI/ISEA 107 を満たさない場合は交換される。 

05.G 呼吸器保護． 
 
05.G.01 通則．職業上の暴露レベルが、OSHA の許容暴露限界 (PEL) か、ACGIH の暴露限界

値(TLV) を超え、技術的/管理的な暴露低減策を実施できない場合には、呼吸用保護具の使用が

求められる。 
 
05.G.02 雇用者は、有害でない空気中で、使い捨て防じんマスクのような呼吸用保護具の、

任意による使用を許可することができる。呼吸用保護具の任意による使用の前に、その使用自

体が危険を生じないことを裏づけるため、呼吸器プログラム管理者によって、その呼吸用保護

具は評価され、承認されなければならない。従業員は、呼吸用保護具の限界と、呼吸用保護具

の正しい着用/使用方法について指導されなければならない。 
 
05.G.03 呼吸器保護プログラム (Respiratory Protection Program) の文書化．呼吸用保護具を

使用する場合、文書による呼吸器保護プログラムが作成され、実施されなければならない。 

a. 任意で、使い捨て防じんマスクを使用する従業員を除き、呼吸用保護具を使用する全て

の従業員が、呼吸器保護プログラムに含まれなければならない。 
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b. 専門的な資格 (トレーニングと経験) があり、呼吸器保護プログラムを作成、実施、更新 
(必要に応じて) する職務権限のある、呼吸器保護プログラム管理者が特定され、計画書 (プロ

グラム) 上で指名されなければならない。 

(1)プログラム管理者は、全ての呼吸用保護具の使用者が、プログラムの要件に従うことを、

保証しなければならない。 

(2) プログラム管理者の資格．プログラム管理者は、OSHA の呼吸器保護規則 (29 CFR 
1910.134) を理解し、その施設/プロジェクトまたは同様の施設/プロジェクトにおける呼吸器の

危険を評価し、施設/プロジェクトの危険や潜在的な危険と同様の危険に基づいて適切な呼吸用

保護具を選択し、同様の呼吸用保護具の使用に関し、従業員をトレーニングするための、文書

化された知識 (トレーニング) と経験 (履歴) を備えていなければならない。 

c. 呼吸器保護プログラムは、次の各トピックに言及していなければならない: 

(1) 職場における呼吸器に関する危険を特定し、評価するために用いる方法; 

(2) 職場で使用する、呼吸用保護具を選択する手順; 

(3) 呼吸用保護具を使用する必要がある従業員の医学的な評価; 

(4) 密着させて使用する呼吸用保護具のフィットテスト (密着性の確認)手順; 

(5) 日常的な、そして合理的に予見できる緊急事態での、呼吸用保護具の適切な使用手順; 

(6)  呼吸用保護具の清掃、消毒、保管、検査、カートリッジとキャニスターの交換、修理、

処分、保守に関する、手順とスケジュール; 

(7) 給気式呼吸用保護具のための、適切な空気品質、空気量、呼吸用空気の流れを確保する

手順; 

(8) 日常的に、そして緊急事態で従業員がさらされる可能性のある、呼吸器の危険に関する

従業員トレーニング; 

(9) 呼吸用保護具の装着と取り外し (着脱) 、呼吸用保護具の使用に関する制限事項、使用前

の試験手順、呼吸用保護具の保守を含む、呼吸用保護具の正しい使い方に関する、従業員トレ

ーニング; 

(10) プログラムの有効性を定期的に評価するための手順; 
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(11) プロジェクト/施設ごとに特化した、任意の使用に関する指針と、任意の使用者が、29 
CFR 1910.134 Appendix D「Information for Employees Using Respirators When Not Required 
under the Standard」の内容を確認し理解するという要件。 

05.G.04 医学的評価．全ての従業員は、使い捨て防じんマスクを任意で使用する従業員を除

き、選択された呼吸用保護具を着用できるほど健康であることを裏付けるため、フィットテス

ト (密着性の確認) を受ける前に、医学的に評価されなければならない。呼吸用保護具の使用に

関する評価の選択肢は、次のとおりである: 

a. 医療の専門家によって精査された 29 CFR 1910.134 Appendix C に基づく、呼吸用保護

具の質問表への記入と、もし医療の専門家の精査によって必要とされた場合は、勧告された健

康診断科目の経過観察。呼吸用保護具を着用するための健康診断書には、次がなければならな

い: 

(1) 医療施設/医療提供者の電話番号、電子メールアドレス、所在地; 

(2) 免許を持つ認定健康管理提供者の、活字体で書かれた氏名と、署名; 

(3) 許可内容、または呼吸用保護具使用上の制限事項だけ (個人的な医療情報が含まれては

ならない。従業員の識別表示には、完全な社会保障番号が含まれてはならない) ; 

(4) 診断の日付と、許可書の有効期限。 

b. 呼吸用保護具に関する医学的評価サービス．選択した呼吸用保護具を従業員が着用する

ことを許可するためのオンライン、郵送、または面接による評価サービスであり、公認あるい

は同等資格を有する産業医の監督下で、29 CFR 1910.134 Appendix C「OSHA Respirator 
Medical Evaluation Questionnaire」に基づいて行われる。呼吸用保護具を着用するための医学

的許可書には、上記 (1) ～ (4) の情報がなければならない。 

c. 次の場合、追加的な医学的評価が実施されなければならない: 

(1) 従業員が、呼吸用保護具を使用する能力に関係する、医学的サイン/症状を報告した場

合; 

(2) 職場の状況が変化し (例えば、肉体的負荷、保護衣服、温度 等) 、従業員に課せられる生

理的負担を大きく増大させる可能性がある場合。 
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d. 全ての USACE 呼吸用保護具使用者は、配置前の履歴を所持し、的を絞った身体検査を

受けなければならない。身体検査には、肺機能試験、心臓血管系・呼吸器系の診断、労働衛生

医療提供者が求める試験を含めなければならない。  

05.G.05 呼吸用保護具の選択．呼吸用保護具の選択は、呼吸用保護具のプログラム管理者 
(RPA) によって行われなければならない。  

a. 呼吸用保護具の選択は、該当する/同様の業務に関する、客観的な産業衛生のデータに基

づかなければならない。  

b. 産業衛生のデータが得られる前まで、RPA は、最も高い暴露の可能性を決定するため、

危険と作業方法に関する知識を用いなければならず、それは、呼吸用保護具を選択するために

生かされなければならない。 

c. 呼吸用保護具用カートリッジ/キャニスターの交換スケジュールを決めるため、呼吸用保

護具のプログラム管理者は、業務・客観的な産業衛生のデータ・同様の業務に関するデータに

基づき、メーカー推奨の交換スケジュールを使用しなければならない。 

d. ろ過式呼吸用保護具は、酸素濃度が 19%より少ない、または、生命と健康に直ちに危険

を及ぼす (IDLH) 雰囲気中で、使用されてはならない。 

05.G.06 フィットテスト (密着性の確認) ．密着させて使用する面体を持つ呼吸用保護具を着

用する従業員は、[給気式呼吸用保護具 (SAR) と自給式呼吸用保護具 (SCBA) を含む] 選ばれた

呼吸用保護具が、顔面と面体が適切に密着していることを裏付けるため、フィットテストが行

われなければならない。フィットテストは、選択された呼吸用保護具が最初に使用される前、

呼吸用保護具のサイズ/メーカー/機種が変更された時は常に、そして、少なくとも 1 年に 1 回、

実施されなければならない。フィットテストに要求されることとしては、呼吸器保護プログラ

ムの要件に従わなければならない。 

05.G.07 エアライン呼吸用保護具 (SAR と SCBAs) ．もし、エアライン呼吸用保護具が使用さ

れる場合は、次が適用される (潜水作業 SCBA を除く、30 章を参照) : 

a. 全ての SAR/SCBA 呼吸用保護具は、ANSI/圧縮ガス協会 Commodity Specification for Air 
の Grade D Breathing Air (呼吸用空気) の要件を満たさなければならない; 

b.  もし、エアライン呼吸用保護具が、IDLH になる可能性のある環境で使用される場合、

呼吸用保護具は、その環境から脱出するための、代替となる呼吸用空気源がなければならない; 

c. もし、エアライン呼吸用保護具が IDLH になる可能性のある環境で使用される場合、ホ

ースのもつれや絡まりを防いだり、給気タンクを交換する、空気源 (圧縮機や給気タンクのマ
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ニホールド) が適切に作動していることを確認するため、呼吸用空気の係員がいなければなら

ない。もし、給気が中断された場合、係員は、呼吸用保護具が要求されるエリアから、呼吸用

保護具の使用者を退去させるため、彼らに知らせなければならない。 

05.G.08 トレーニングと情報．RPA か彼の指名を受けた者は、施設やプロジェクトで呼吸用

保護具を使用する人員に対して、1 年に 1 回 (または、プロセス変更のために要件が大きく変わ

る場合か、現場に特化した作業が変わる場合、より早いタイミングで) 、呼吸用保護具のトレ

ーニングを実施しなければならない。毎年のトレーニングでは、呼吸用保護具を使用する各従

業員が、次に関する知識を行動で示せるということを、裏付けなければならない: 

a. 呼吸用保護具がなぜ必要なのか、不適切なフィット/使用/メンテナンスがどのように呼

吸用保護具の保護効果を損うか; 

b. 呼吸用保護具の限界と能力; 

c. 呼吸用保護具が故障した場合を含ため、緊急事態における呼吸用保護具の効果的な使用

方法; 

d. 呼吸用保護具の検査、着用/取り外し、使用、密着性確認の方法; 

e. 呼吸用保護具の保守・保管の手順; 

f. 呼吸用保護具の効果的な使用を限定する/妨げる可能性のある、医学的なサインと症状を

見分ける方法; 

g. 29 CFR 1910.134 に規定されている、OSHA 呼吸用保護具規則の一般的な要件。 

05.G.09 記録保持．医学的な評価、フィットテスト、呼吸用保護具プログラムに関する情報

を記録して保存する。以下は、要求に応じて利用できるようにしなければならない: 

a. 医学的な承認の記録は、保存され、必要に応じて利用できるようにしなければならない; 

b. フィットテストの記録は、次のフィットテストが実施されるまで、呼吸用保護具の使用

者のために保存されなければならない。従業員に対して実施された定性的フィットテスト 
(QLFT) 、定量的フィットテスト (QNFT) に関して、次を含めた記録を作成する: 

(1) テストを受けた、従業員の氏名か識別番号; 

(2) 実施されたフィットテストのタイプ、テスト実施者の氏名; 
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(3) 試験された呼吸用保護具のメーカー、機種、型式、サイズ; 

(4) テストの日付; 

(5) QLFT による合否結果や、QNFT による密着度係数、ストリップチャート (帯状記録紙) 
上の記録、その他の試験結果の記録。 

c. 最新の呼吸用保護具のプログラム文書を 1 部保管する。 

05.H 手の保護． 

05.H.01 雇用者は、従業員の手が、有害物質の経皮吸収、ひどい切傷/裂傷、ひどい擦過傷、

刺し傷、化学火傷、熱傷、有害な極端に高い/低い温度、著しい手の振動、鋭利な物体のような

危険にさらされる場合は、適切な手の保護具を選び、従業員にその使用を要求しなければなら

ない。＞ 表 5-5 を参照。 

05.H.02 雇用者は、実施される職務、現在の状況、使用期間、特定された危険/潜在的危険に

関連する、手の保護具の性能特性の評価に基づき、適切な手の保護具を選択しなければならな

い。 

05.H.03 従業員は、手の危険を認識し、予想される全ての危険に対して適切な手袋を選択し、

検査し、適切に保管できるよう、トレーニングされなければならない。 

05.H.04 手袋は、ぴったりとフィットしなければならない。作業者は、危険に対する正しい手

袋を着用しなければならない (例えば、コンクリート作業に頑丈なゴム手袋、溶接作業に溶接

手袋、電気的危険にさらされる時に絶縁手袋とスリーブ 等) 。 

05.H.05 手袋は、使用前に十分検査され、良好な状態であり、必要な保護が可能であることを

確実にしなければならない。 

05.I 電気保護具． 
 
05.I.01  配電システムで作業する人員には、適切な電気保護具が支給されなければならない。

この電気保護具は、表 5-6 に従って、検査/テストされ、安全な状態に維持されなければならな

い。 
 
05.I.02 従業員は、通電中の施設で作業するため、特別な条件によって求められる、ゴム手袋、

スリーブ、ブランケット、カバー、ラインホースを使用しなければならない。通電中の施設で

作業する従業員を保護するために支給されるゴム製品は、ASTM F18 規格に準拠していなけれ

ばならない。電気作業者のゴム製絶縁保護具は、毎回使用する前に目視で検査され、損傷と欠

陥がないことが確認されなければならない。 
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05.I.03 ゴム製保護具は、定期的な電気試験を受けなければならない。ゴム製絶縁手袋は、最

初に支給する前と、その後 6 カ月ごとに検査されなければならない。ゴム製絶縁ブランケット

とスリーブは、最初に支給する前と、その後 12 カ月ごとに検査されなければならない。ゴム

製絶縁カバーは、絶縁の有効性が疑われるサインが現れた時に、検査されなければならない 
(29 CFR 1910.137 による) 。 

表 5-5 

手と腕の保護 
 
金属メッシュ、革、ま

たは、キャンバス地手

袋 

 - 金属メッシュ、革や、キャンバス地で作られた頑丈な手袋は、

切傷、火傷、継続的な熱から保護できる。 

革手袋  - スパーク、穏やかな熱、打撃、切屑、傷を付けやすいものから

の保護。  
 - 特に溶接工は、耐久性のある高品質な革手袋が必要。 

アルミ加工された手袋  - 反射と絶縁により熱から保護する。通常、溶接/炉/鋳造作業で

使われる。  
  
 -普通、熱気/冷気から保護する、合成材料の詰め物を要する。  

アラミド繊維手袋   - アラミドは、熱気/冷気から保護する合成材料であり、耐切断/
耐磨耗の耐久性のある手袋の製造にも用いられる。 

布製手袋、コーティングさ

れた布製手袋  
- 綿その他の布製手袋は、塵埃、細片、薄片、擦過傷から保護す

るが、荒い/鋭い/重い材料に対する十分な保護はできない。 
- プラスチックでコーティングされた綿フランネル手袋は耐スリ

ップ性の汎用保護手袋となる。 
- コーティングした布手袋は、煉瓦やワイヤロープの取扱いか

ら、研究業務での薬品容器の取扱いまで使用される。 
- 化学物質にさらされる危険から保護するため、職場に特有の化

学物質/条件に対する手袋の有効性を、必ずメーカーに確認す

る。 

耐薬品、防水手袋 - ゴム (ラテックス、ニトリル、またはブチル) 、プラスチック、

または、ネオプレンのような合成ゴム製の手袋は、油、グリー

ス、溶剤、その他の化学物質と接触して生じる、火傷、刺激、

皮膚炎から作業者を保護する。 
- ゴム手袋の使用は、血、その他伝染の可能性がある物質にさら

されるリスクも減少させる。 
ブチルゴム手袋 
 

- 硝酸、硫酸、フッ化水素酸、赤煙硝酸、過酸化物から保護す

る。酸化、オゾンによる腐食、摩耗に耐え、低温で柔軟性を保

つ。 
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天然ラテックス/ゴム手

袋 
 

- 保護性能に加えて、快適な着用性と柔軟性を備えているため、

汎用手袋として普及している。 
- サンドブラスト、研削、研磨による摩耗に耐え、大部分の酸、

アルカリ、塩、ケトン水溶液から作業者の手を保護する。  
- 低アレルギー性の手袋、手袋ライナー、パウダーフリー手袋

は、ラテックスアレルギーのある者にとって、代替品となるかも

しれない。 
ネオプレン手袋 
 

- 優れて柔軟であり、手の器用さを保ち、高密度、耐引裂性。  
- 油圧油、ガソリン、アルコール、有機酸、アルカリから保護す

る。 
ニトリルゴム手袋 
 
 

- トリクロロエチレンやペリクロロエチレンのような塩素系溶剤

から保護する。 
- 器用さと繊細さが必要な作業を対象としているが、他の手袋な

ら劣化する長期の暴露にさらされた後でも使用に耐える。 
- 摩耗、針刺し、かぎ裂き、引裂に耐える。 

防振手袋 - 工具の振動を吸収する、ゲル挿入物とパッドを使用した手袋。

効果を最大にするため、ANSI S2.73 の要件を満たさねばならな

い。 

05.I.04 フラッシュ保護の境界内に立ち入る人員には、電気アークフラッシュに対する保護具が、

支給されなければならない。＞ 11.B を参照。 

a. 特定の作業に伴う暴露に対して規定されているとおり、アークに対する定格を備えた衣

服と PPE が着用されなければならない。NFPA 70E for specific Hazard Risk Classifications と、

NFPA PPE Category Level Chart for Clothing/Equipment Requirements を参照すること。＞ 表
5-7 を参照。 

b. アセテート、ナイロン、ポリエステル、レーヨンのような合成繊維が単独で、または綿

との混紡で使われている衣服は、フラッシュ保護の境界内で着用されてはならない。 

c.  従業員は、電気アーク、フラッシュ、飛来物や、電気爆発の危険がある場合は常に、目

の保護具を必ず着用しなければならない。 

d. 従業員は、通電の可能性がある電気設備にさらされるかもしれない場合、アークに対す

る定格を備えた衣服を着用しなければならない。  

(1) アークに対する定格を備えたスーツと、そのとじ目部分の設計は、簡単で直ちに脱衣で

きるようになっていなければならない。  

(2) ウィンドウ部分を含め、アークに対する定格を備えた衣服全体が、アークフラッシュへ

の暴露に適した、エネルギーを吸収する特性がなければならない。  



EM 385-1-1 
2014 年 11 月 30 日 
 

5-26 

(3) 電気的な危険にさらされる度合いに応じて要求される衣服と装備は、単独で着用されて

も、通常の衣服と組み合わされてもよい。 

(4) 保護衣服と装備は、必要な動作と視界を可能にする一方で、身体の関係する部分と、耐

燃性のない通常の衣服部分を覆わなければならない。 

e. 従業員は、通電部と接触して、感電による手/腕のケガや、アークフラッシュによる火傷

の危険がある場合、ゴムで絶縁している手袋を着用しなければならない。難燃材を層状に重ね

た手袋は、最高レベルの保護となる。革製の手袋保護具は、定格電圧のあるゴム手袋の上に着

用されなければならない。  

f. 歩幅/接触電位から防護するため、電気的に絶縁された靴が使用される場合、絶縁オーバ

ーシューズが必要である。  

05.I.05 電気作業者用のゴム製絶縁手袋は、毎回使用前に、空気テストが行われなければなら

ない。 
 
05.I.06 ゴム以外の材料を使った保護具は、ゴムと同等以上の電気的/機械的な保護を備えてい

なければならない。 
 
05.I.07 工具は、ASTM F18 を満たすよう、絶縁され製造されたものでなければならない。絶

縁工具部分は、ガラス繊維強化プラスチック (FRP) 製でなければならない。 
 
05.I.08 少なくとも次の試験に耐えるという、メーカーの証明書を備えた活線操作棒だけが、

使用されなければならない: 長さ 1ft (305 mm) 当たり交流 100 kV (キロボルト) に 5 分間耐え

る。または、FRP 工具の場合、長さ 1ft (305 mm) 当たり交流 75 kV に 5 分間耐える。全ての活

線工具に関して、ラボテストと工場試験に合格したことを示す記録がなければならない。 
 
05.I.09 木製工具の使用は、認められない。 
 
05.I.10 活線工具を使用する場合、作業者は電圧定格を備えた手袋を使用し、通電中の導線や

工具の金属部分に、手を必要以上に近づけてはならない。 
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表 5-6 

電気保護具に関する規格 

 
 

 

 

対象 規格番号と表題 

頭部の保護 ISEA/ANSI Z89.1「一般産業の作業者用保護帽に関する要件」 

眼と顔面の保護 ANS Z87.1「職業と教育における眼と顔面の保護方法」 

手袋 ASTM D120-02a「ゴム絶縁手袋の標準仕様」 

スリーブ ASTM D1051「ゴム絶縁スリーブの標準仕様」 

手袋とスリーブ ASTM F496「絶縁手袋とスリーブの使用上の注意に関する標準仕
様」 

革製保護具 ASTM F696「ゴム絶縁手袋とミトン用革製保護具の標準仕様」 

足具 
ASTM F1117「絶縁オーバーシューズの標準仕様」 

ASTM 2412「足用保護具の標準試験方法」 
ASTM 2413「足用保護具の性能要件に関する標準仕様」 

目視検査 ASTM F1236「電気保護用ゴム製品の目視検査に関する標準指針」 

衣服 
ASTM F1506「瞬間的電気アークとそれに関連する熱の危険にさら
される電気作業者が使用する衣服の難燃性繊維材料に関する標準性
能仕様」 
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表 5-7 

アークフラッシュ保護のための作業着と PPE  
 

危険/リスク 
カテゴリー 

保護のための作業着と PPE 

0 保護衣、織物重量が少なくとも 4.5 oz/yd2ある非融解繊維か、未処理の天然繊

維 
 (すなわち、綿、ウール、レーヨンや、絹、またはこれらの材料の混紡)  
シャツ (長袖)  
ズボン (長)  

保護具: 保護帽、保護めがね/ゴーグル (SR) ; 聴力保護具 (耳に入れるタイプ) ; 
頑丈な革手袋 (AN) (注記 1 を参照); 革製作業ブーツ 

1 アーク定格を備えた作業着、最低のアーク定格が 4 cal/cm²   
 (注記 3 を参照)  

アーク定格を備えた長袖シャツとズボンか、アーク定格を備えたカバーオー

ル 
アーク定格を備えたフェイスシールド (注記 2 を参照) か、アークフラッシュ

スーツフード 
アーク定格を備えたジャケット、パーカ、雨着、または保護帽ライナー (AN)  

保護具: 保護帽; 保護めがね/ゴーグル (SR) ; 聴力保護具 (耳に入れるタイプ) ; 
頑丈な革手袋 (AN)  (注記 1 を参照) ; 革製作業ブーツ 

2 アーク定格を備えた作業着、最低のアーク定格が 8 cal/cm²   
 (注記 3 を参照)  

アーク定格を備えた長袖シャツとズボンか、アーク定格を備えたカバーオー

ル 
アーク定格を備えたフラッシュスーツフードか、アーク定格を備えたフェイ

スシールド (注記 2 を参照) とアーク定格を備えたバラクラバ（目出し帽） 
アーク定格を備えたジャケット、パーカ、雨着、または保護帽ライナー (AN)  

保護具: 保護帽; 保護めがね/ゴーグル (SR); 聴力保護具 (耳に入れるタイプ) ; 
頑丈な革手袋 (AN) (注記 1 を参照) ; 革製作業ブーツ 

3 システムのアーク定格が必要最低限アーク定格 25 cal/cm²を満たすように選択

された、アーク定格を備えた作業着 (注記 3 を参照)  
アーク定格を備えた長袖シャツ (AR)  
アーク定格を備えたズボン (AR)  
アーク定格を備えたカバーオール (AR)  
アーク定格を備えたアークフラッシュスーツジャケット (AR)  
アーク定格を備えたアークフラッシュスーツズボン (AR)  
アーク定格を備えたスーツフード (AR)   
アーク定格を備えた手袋 (注記 1 を参照)  
アーク定格を備えたジャケット、パーカ、雨着、または保護帽ライナー (AN)  

保護具: 保護帽;保護めがね/ゴーグル (SR) ; 聴力保護具 (耳に入れるタイプ) ; 
革製作業ブーツ 
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4 システムのアーク定格が必要最低限アーク定格 40 cal/cm²を満たすように選択

された、アーク定格を備えた作業着 (注記 3 を参照)  
アーク定格を備えた長袖シャツ (AR)  
アーク定格を備えたズボン (AR)  
アーク定格を備えたカバーオール (AR)  
アーク定格を備えたアークフラッシュスーツジャケット (AR)  
アーク定格を備えたアークフラッシュスーツズボン (AR)  
アーク定格を備えたスーツフード (AR)  
アーク定格を備えた手袋 (注記 1 を参照)  
アーク定格を備えたジャケット、パーカ、雨着、または保護帽ライナー (AN)  

保護具: 保護帽; 保護めがね/ゴーグル (SR) ; 聴力保護具 (耳に入れるタイプ) ; 
革製作業ブーツ 

AN: 必要に応じて (任意) 。AR: 要求に応じて。SR: 選択必要。 
注記: 
(1) もし、NFPA 70E 表 130.7 (C) (9) によって革製の保護具付きゴム絶縁手袋が要求されている場合、追加の革製/
アーク定格を備えた手袋は不要。ゴム絶縁手袋を革製の保護具と組み合わせると、アークフラッシュの保護に関する

要件を満たす。 
(2) フェイスシールドは、顔だけでなく、額、耳、首も保護するよう、包み込むタイプのガードがなければならな

いが、そうでない場合、アーク定格を備えたアークフラッシュスーツフードの着用が必要である。 
(3) アーク定格は Article 100 で定義され、耐アーク熱性能値 (ATPV) か、壊れる/穴が開くエネルギーの閾値 (ETB) 
の何れかを使用できる。ATPV は、ASTM F 1959「衣服用材料の耐アーク熱性能値を求める標準試験方法」で、サ

ンプルを通して伝わる十分な熱が、ストール曲線に基づいて II 度の火傷を発現すると予想される、その可能性が

50%となる入射エネルギーとして定義されている。単位は、cal/cm2
。 EBT は、 ASTM F 1959 で、壊れる/穴が開く

可能性が 50%となる、材料への入射エネルギーとして、定義されている。ATPV または EBT の値の小さい方が、ア

ーク定格として報告される。 
 
05.I.11 送電線上では、活線素手作業用の工具と装置/装備のみ、使用されなければならない。

当該工具は、乾燥した清潔な状態に保たれ、毎日使用前に、目視で検査されなければならない。 
 
05.I.12 架線作業者の墜落保護装置/装備に関する要件については、05.A.09 を参照すること。 
 
05.J 救命用具 (PFD) ． 
 
05.J.01  USCG が認定した固型式の PDF タイプ III、タイプ V、または、それ以上の救命胴衣

が、次の環境にある全ての人員に支給され、(ジッパー、紐、ラッチ等で) ぴったりと適切に着

用されなければならない: ＞ 05.J.02 と図 5-1 を参照。 

a. 浮上パイプライン、ポンツーン、いかだ、または、浮桟橋の上; 

b. 水上に張り出していたり、水面に隣接している構造物や設備の上。ただし、ガードレー

ル、個人用墜落保護装置や、安全ネットが、従業員用に設けられている場合は除く; 

c. 夜間の単独作業で、他の保護手段が備えられているかに関係なく、溺れる危険がある場

合; 
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d. 小型ボート (skiff) 、小型船舶や、ランチの上 (ただし、有蓋のキャビンやコックピット

の中は除く) ; または、 

e. 溺れる危険がある場合はいつでも。 

05.J.02 次の基準を満たす場合は、固型式の PFD の代わりに、USCG が業務用として認定し

た自動膨張式 PFD タイプ V か、それ以上のものが、作業者に着用されてもよい (上記、

05.J.01.a-e を参照) : 

a. PFD は、16 歳以上、体重 90 lb (40.8 kg) 以上の作業者だけに着用される; 

b. 対象となる業務について AHA が作成され、その業務に最も適した PFD を選択するため

に使用されなければならない; 

c.  PFD は、製造業者の取扱説明書に従って、検査、保守、収納され、使用されなければな

らない。大規模工事や保守業務、または火気作業 (溶接、ろう付け、切断、はんだ付け 等) が行

われる場所で PFD を使用する場合は、その作業の種類を対象として P メーカーによって設計、

試験、認証されていなければならない; 

 注記: 標準的な業務用の自動膨張式 PFD は、これらの要件を満たしていない。 

d. PFD は、膨張後に最低浮力が 30 ポンドはあり、状態を表示するインジケーターがなけ

ればならない; 

e.人員は、メーカーの指示に従って、使用、保守、制限事項、手入れ方法、保管、検査と、

膨張後の手順に関して、トレーニングされなければならない;  

f. 自動膨張式 PFD に関する USCG の認定は、積み込まれたものにではなく、着用してい

る PFD に対するものである。全ての自動膨張式 PFD は、溺れる危険がある場合、常時着用さ

れなければならない。 

g. 着用者が、PFD の使用感や動作に慣れるため、初めての使用者全員に、水中試験が要求

される。 

05.J.03 着用するタイプの全ての PFD は、国際的に使用される橙色 (または赤橙色) か、ANSI 
107 黄緑色のものでなければならない。 

a. 各固型式 PFD は、USCG の要件 (46 CFR パート 25.25-15) に基づき、前面に少なくと

も 31 in2 (200 cm2) の再帰反射材が取り付けてあり、裏面には、少なくとも 31 in2 (200 cm2) の
再帰反射材がなければならない。 



EM 385-1-1 
2014 年 11 月 30 日 

 

5-31 

b. 各自動膨張型 PFD は、前面に、少なくとも 31 in2 (200 cm2) の再帰反射材が取り付けて

あり、浮袋の上には、少なくとも 31 in2 の再帰反射材があって、膨張した時に見えなければな

らない (ただし、前面と裏面合わせて 31 in2あればよい、作業ベストは除く) 。 

05.J.04 各 PFD には、USCG が認定した自動で点灯するライトが、装備されていなければな

らない。昼間だけ実施するプロジェクトの場合は、PFD のライトは必要とされない。 
 
05.J.05 毎回使用する前と後に、強度や浮力を変化させるかもしれない欠陥がないか、検査さ

れなければならない。 
 
05.J.06 投げ渡し型救命具 (タイプ IV PFD) ． 

a. USCG による検査が要求される船舶では、浮輪に、自動で点灯する浮体式のライを取り

付けるよう求められている (46 CFR 160) 。 

b. 他の全ての船上プラントと沿岸施設では、適切な一般照明 (例えば、投光照明、照明柱) 
がない場所でのみ、救命浮環の照明が要求される。これらのプラントや施設では、少なくとも

1 個の救命浮環に、そしてそれ以降は 3 個目ごとに、自動で点灯する浮体式のライトを取り付

けなければならない。 

c. USCG の要件に従って、全ての PFD には、再帰反射テープが取り付けられていなけれ

ばならない。 

d. 救命浮環 (ロープ取り付け不要) と浮輪 (ロープ取り付け要) は、USCG に認定されてい

なければならず、頑丈な 3/8 in (0.9 cm) のポリプロピレン製編紐か同等のロープを、少なくと

も 90 ft  (27.4 m) 取り付けていなければならない。救命浮環や浮輪に加えて、水難救助用のス

ローバッグが使用されてもよい。これら投げ渡し型の装備と救命ロープは、少なくとも 6 カ月

に 1 回検査され、即座に使用できるように保管され、風雨や日光による劣化から防護されなけ

ればならない。救命浮環や浮輪は、すぐに使用できる状態で、次の場所に備えられていなけれ

ばならない: 

(1) 長さが 26 ft (7.9m) までの各救命小型ボートに、20 in (51 cm) 以上のものを、少なくと

も 1 個 (46 CFR 117.70) ; 

(2) 長さが 26 ft (7.9 m) から 65 ft (19.8 m) までの全てのモーターボートに、直径 24 in (61 
cm) のものを、少なくとも 1 個。長さが 65 ft (19.8 m) 以上の各モーターボートに、24 in (61 
cm) 以上の救命ブイを少なくとも 3 個。長さが 100 ft (30.4 m) 増すごとに、または、その端数

部分に、1 個追加する; 
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(3) パイプライン、通路、埠頭、桟橋、防護壁、閘門壁、足場、架台、その他同類の構造物

で、水上に張り出しているか、水面に隣接しているものに、200 ft (60.9 m) 以下の間隔で、少

なくとも 1 個。ただし、水面までの墜落距離が 45 ft (13.7 m) を超えない場合。 (これらの場所

で救命浮環に取り付けるロープの長さは、場所ごとに判断されなければならないが、長さは 90 
ft (27.4 m) 以上でなければならない) 。 

05.J.07 船舶航行用運河では、水面に浮かぶ安全ブロック (墜落により着水した人が、船に押

し潰されないよう、水中に素早く放り込むことができるブロック) を使用する、利点と危険性

が分析されなければならない。 

a. この分析は、AHA として文書化されなければならない。 

b. もし、ブロックの使用が容認できると判断された場合は、ブロックの大きさと置き場、

ブロックを適切に固定し表示しておく方法等が検討されなければならない。ブロックの使用が

容認できないと判断された場合は、代わりの安全対策が策定されなければならない。 

図 5-1 
救命用具 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外洋で使用するライフジャ

ケット 
（タイプ I PFD） 

外洋、荒れた/遠隔の水域

など、救助の到着が遅くな

る可能性がある場所に最

 

沿岸で使用する浮揚性のベ

スト 

（タイプ II PFD） 

穏やかな内海など、直ちに

救助される可能性が高い場

所に適す。 

浮力補助具 

（タイプ III PFD） 

穏やかな内海など、早急に救助さ

れる可能性が高い場所に適す。 

投げ渡し型救命具 

（タイプ IV PFD） 

航行する船舶が多い穏やか

な内海など、常に救助の手

が近くにある場所で使用。 

特別な用途用 

（タイプ V PFD） 

特別な用途/条件下での

み使用。 

膨張式 

（タイプ VI 

ハイブリット式） 

特別な用途/条件下での

み使用。 
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05.K 水難救助用の小型ボート (Skiff) ． 
 
05.K.01 建設作業中、従業員が水上や水域の直ぐ隣で作業する場所では、少なくとも 1 艇の小

型ボートが、直ちに利用できる状態になければならない。 

 注記: この要件は、従業員を、安全に設計された常設の安全対策 (例えば、ガードレー

ル) の外側で作業させなければならない運用/保守にかかわる作業全てに適用される。 

05.K.02 小型ボートを進水/運転する教育を受けた人員を、作業の間ずっと待機させておかな

ければならない。水難救助に当たる人員は、現場作業を開始する前、その後 GDA が定める頻

度で定期的に (ただし、少なくとも 1 カ月に 1 回、または、新しく人員が現場に入る場合はそ

の都度) 、救命用小型ボートの進水と回収を含む、水難救助訓練を行わなければならない。 
 
05.K.03 小型ボートは、常時浮かべておくか、直ぐ進水できるようにしておかなければならな

い。 
 
05.K.04 必要な装備が搭載されていなければならず、それは USCG と本規程 19 章の要件に適

合するか、それ以上のものでなければならない。小型ボートには、次のものがなければならな

い: 

a. オール 4 本 (小型ボートが原動機付きの場合は 2 本); 

b. 船縁かオールに取り付けられた、オール受け; 

c. ボールポイント型ボートフック 1 本; 

d. 強固な 3/8 in (0.9 cm) ポリプロピレン編紐か同等のロープを、90 ft (21.3 m) 取り付けた

浮輪 1 個; 

e. 小型ボートの最大定員数と同数の PFD。 

f. 消火器。 

05.K.05 荒れていたり、流れが速い水域や、手動で操作するボートが使用に適さない場所では、

このような水域に適したモーターボートが設置され、水難救助のための装備が備え付けられな

ければならない。 
 
05.K.06 小型ボートとモーターボートには、艇体、その装備、乗務員を浮揚させる能力のある、

浮力を持ったものを備えていなければならない。 
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05.K.07 航行灯が設置されていない船舶 (小型ボートなど) では、可搬型の電池式航行灯を利

用できるようにして、夜間作業時に使用されなければならない。 
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第 6 章 
 

危険/有害物質と作業環境 
06.A 通則． 

06.A.01 暴露基準． 

a.  最新の米国産業衛生専門家会議 (ACGIH) のガイドライン「暴露限界値と生物学的暴露

指標」、陸軍省 (DA) 発行の ｢Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices｣ や、国

防総省 (DoD) の暴露限界、または OSHA によって定められた許容暴露限界を超えて、吸入、経

口、経皮や、物理的な接触による、化学的/生物学的な危険/有害物質への暴露は禁じられなけ

ればならない。本規程で適用される基準は、職業暴露限界 (OEL) である。物理的な危険/有害物

質については、本章で個別に言及される。 

 注記: ベリリウムの場合、 HQUSACE-SO の許可書があれば、エネルギー省の暴露値 0.2 
ug/m3が認められる。 

b. ACGIH、OSHA、DoD や、DA の基準、または本規程で参照する法規の間に相違がある

場合、より厳しい方が OEL として用いられなければならない。 

c. 雇用者は、汚染物質の濃度を「合理的に達成可能な最も低い値 (ALARA)」まで減らすた

め、該当する全ての基準と法規に準拠しなければならない。 

d. 化学/生物兵器に対する職業上の暴露の可能性がある業務では、化学/生物学的な危険/有
害物質に関する、最新の DA 労働安全衛生要件に従わなければならない。 

e. 弾薬と爆発物、またはその構成物質や化学兵器に関わる業務は、EM 385-1-97「爆発物

の安全衛生規程」に規定されている要件が追加される可能性がある。 

06.A.02 危険の評価． 

a.危険/有害な物質や環境にさらされる可能性がある、現場作業、材料、設備/機器/装置は、

有資格の産業衛生士か、産業衛生の業務において同等の資格を持つ、担当責任者によって評価

され、危険管理プログラム (hazard control program) が策定されなければならない。その特定

の業務を開始する前に、用いられる方法に関する説明が、GDA か現地労働安全衛生部 (SOHO) 
に受理されなければならない。＞ USACE 業務に関しては、この評価は少なくとも 1 年に 1 回

実施されなければならない。 
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b. 存在する危険とその対策の評価を書面で記録するため、作業危険分析 (AHA) や職種危険

分析 (PHA) を使用しなければならない。この危険分析は、作業者や訪問者に健康、爆発、火災

の危険をおよぼす、全ての物質、要因、環境、危険の程度を特定し、危険を管理する方法につ

いて勧告しなければならない。危険を管理するため、技術的/管理的な低減策が用いられなけれ

ばならない。技術的/管理的な低減策が現実的でない場合、個人用保護具 (PPE) が利用されても

よい。 

c. 危険の評価は、次のとおり文書に記録しなければならない: 評価のタイプ (空気、生体

サンプルや、放射線物質のサンプル 等) ; その危険評価の証明となるもの; 評価された職場と

業務; 評価が実施されたことを証明する者の氏名、職位、資格; 実施される低減策とトレー

ニング; 評価の日付。この評価結果は、報告書として記録され、GDA、USACE の場合は

SOHO、によって審査されなければならない。 

06.A.03 検査とモニタリング． 

a. 危険/有害な物質と作業環境を測定するため、認可された較正済みの検査装置が用意され

なければならない。装置には、較正情報 (較正者の氏名と最新の較正日) を記載したラベルがな

ければならない。較正結果は、較正記録として保管されなければならない。 

b. 検査とモニタリングを行う者は、その危険と、検査/モニタリングの手順についてトレー

ニングされなければならない。検査装置は、メーカーの指示書に従って使用、検査、保守され、

指示書の写しが、装置と一緒に保管されていなければならない。 

c. NIOSH、OSHA、環境保護庁 (EPA) 、または DA が定めた、サンプリングと分析方法、

または独立的に検証された他のサンプリング/分析方法が用いられなければならない。分析を依

頼する試験機関は、実施される分析の種類に応じ、米国産業衛生協会 (AIHA) のような全国的

に認知された機関によって認可されていなければならない。 

d. 危険/有害物質の濃度と危険、そして作業環境の危険度合いの判断は、有資格の産業衛生

士か、その他同等の能力を持った担当責任者によって行われなければならない。これは作業開

始時と、作業者や他の暴露の可能性がある個人の安全衛生を確保するのに必要な頻度で、行わ

れなければならない。 

e. 検査/モニタリングの記録は、現場に保管され、GDA や、USACE の場合は SOHO の要

求に応じ、閲覧できなければならない。 

06.A.04 危険/有害な物質と作業環境への暴露対策は、次の方法が活用され、また、不可能な

場合以外は、次の順序に従って実施されなければならない: 
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a. 代替: 代替となるプロセスや製品が同じ結果をもたらし、危険が少ないと判断される場

合; 

b.  技術的な低減策:  (すなわち、局所/全体換気 等) 危険/有害な物質と作業環境への暴露

を許容限界内に制限する; 

c. 作業方法の改善による低減策:  技術的な対策が実行不可能、または不十分な場合、危

険/有害な物質と作業環境への暴露を許容眼界内に制限する; 

d. 適切な PPE (すなわち、呼吸用保護具、手袋 等) と関連するプログラム:  危険/有害物

質への暴露を制限するため、技術的な/作業方法による対策や、代替手段/物質を採用すること

が実行不可能、または不十分である場合に実施しなければならない; 

e. 定期的な清掃 (作業場と休憩所の清掃) と身体除染の手順: 業務によって、有害な粉じん

やヒュームの危険を引起こす場所で実施されなければならない。清掃と汚染除去の頻度は、 危
険のタイプと、暴露の頻度とリスクによって決まり、プロジェクト労働安全衛生 (SOH) 計画書

か、事故防止計画書 (APP) に記載されなければならない。 

06.B 危険/有害物質の取り扱い． 

06.B.01 化学物質の危険に関する情報伝達 (HazCom)．危険/有害物質 (物理的な/健康障害の危

険がある、あらゆる化学物質) がプロジェクトの現場に存在する、または調達/保管/使用される

場合は、HazCom プログラムが書面で作成されなければならない (29 CFR 1910.1200 による)。
書面で作成される HazCom プログラムでは、プロジェクトごとの詳細情報を下記のとおり開示

しなければならない: 

a. 危険/有害物質の在庫状況．次の情報を含む、危険/有害物質のリスト: 

(1) プロジェクトで、その物質がどのように使用されるのか、という説明。 

(2) 緊急対応のため、ある時点で現場に置かれている、または置かれる予定がある、物質毎

の概算数量 (例えば、リットル、キログラム、ガロン、ポンド) がなければならない。もし化学

物質名・数量・置かれている場所が、機密情報である場合は、緊急時に対応する人が利用でき

る場所に、リストが保管されていなければならない。このリストの保管場所は、その化学物質

が使用/保管されるエリア外の鍵が掛けられた場所、またはそのエリア入口の直ぐ外に置いた、

鍵の掛けられた箱の中でもよい。 

(3) 物質の保管場所を示すサイトマップが、在庫リストに添付されなければならない。 
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(4) 在庫リストとサイトマップは 少なくとも 1 年に 1 回、しかし、それが現場にある物質の

最新の正確な数量を反映することを保証するために必要な頻度で、更新されなければならない。 

b. 危険/有害物質のラベリング．プロジェクトの現場周囲で危険/有害物質を保管し、輸送

するために用いられる容器には、容器内の物質が及ぼす、物理的な/健康障害の危険を周知する

ためのラベル付けが、適切になされることを保障する手順。OSHA HazCom 規則が要求してい

る、絵入りのラベルであれば、条件を満たす。 

c. 化学物質安全データシート (MSDS) /安全データシート (SDS) の管理．各化学物質、可

燃性粉じんや、製品の MSDS (SDS) が、プロジェクトの現場で保管されることを確かなものに

する手順。2013 から 2016 年の間に MSDS は徐々に使用されなくなり、SDS に置き換わる。

新しい SDS の内容は強制的なものであり、同様の化学物質を基にして、毒性の危険を考慮に入

れている。本規程では、OSHA の世界調和システムの基準を満たす MSDS・SDS のどちらでも、

受け入れ可能である。 

(1) 従業員は、MSDS (SDS) と、その安全衛生保護手順にアクセスできなければならない。 

(2) MSDS (SDS) の中の該当する情報は、AHA/PHA に取り込まれなければならない。もし

業務で化学/有害物質が大量に使用される場合は、該当する情報が AHA に取入れられ、MSDS 
(SDS) が AHA に添付されなければならない。 

(3) 材料の使用、保管、処分、そして危険の低減策と緊急対応措置の選択は、この情報に基

づいて行うこと。 

d. 従業員への情報提供とレーニング．現場の作業手順の変更に伴って危険/有害物質の使用

が変更/修正される時に最初のトレーニングを行い、そして定期的に従業員がトレーニングされ

ることを、確実にする手順。トレーニングは、潜在的に危険な化学物質を使用する、または使

用する場所で働く従業員に対して実施されなければならない。トレーニングは、次のトピック

を網羅しなければならない: 

(1) プロジェクトに関する、HazCom プログラムの要件; 

(2) プロジェクトの現場で、全ての危険/有害物質が置かれている場所; 

(3) プロジェクトの現場で、危険/有害物質を識別し認識する方法; 

(4) プロジェクト活動に関連する、危険/有害物質の物理的な/健康障害の危険; 
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(5) プロジェクトで使用される具体的な危険/有害物質作業時に、従業員が実施する保護対策｡ 

(6) 化学物質の MSDS (SDS) の場所と内容．MSDS で提供される情報の、内容と意味。 

(7) HazCom 規則の対象となる場所にある全作業者は、当該規則の最新の変更について説明

されなければならない。この変更には、MSDS から SDS への変更、ラベルの内容、ラベル上

の新しい絵文字、化学物質の区分についての説明が含まれる。 

06.B.02 技術的/作業方法による低減策や、代替が実行不可能、または不十分な場合は、危険/
有害物質を運搬、使用、保管するために、適切な PPE と衛生化学に配慮した設備が用意され、

使用されなければならない。 

a. 刺激性の/危険な物質が、皮膚や衣服と接触する可能性がある場合は、衛生化学に配慮し

た設備と PPE が用意されなければならない。PPE としては、適切な手袋、顔面/眼の保護具と、

化学防護服が含まれる。 

(1) 有資格の IH か同等の担当責任者が、必要な PPE の範囲と種類を決めなければならない。 

(2) OEL の表示で「皮膚」と指定されている材料を取扱う場合は、適切な化学防護の手段を

選択するため、特別な注意が払われなければならない。このような材料は、無傷の皮膚を通じ

て吸収され、全身性の毒作用を引き起こす可能性がある。＞ 5 章を参照。 

(3) エポキシ樹脂、コンクリートや、皮膚炎を生じさせる他の物質の使用を始める前に、従

業員は、メーカーの皮膚保護に関する勧告について説明されなければならない。特定の暴露に

関して、メーカーが推奨する防護用クリーム/軟膏や、その他の皮膚保護手段が利用可能でなけ

ればならない。 

b. 人の眼や身体が、危険/有害物質にさらされる可能性がある場合は、素早く水を浴びるか､

眼/身体を洗い流すため、ANSI Z358.1「応急用洗眼器とシャワー設備」に準拠する適切な設備

が職場に設けられ、危険物から 10 秒以内の距離になければならない。＞ ANSI Z358.1 を参照。 

(1) 従業員の眼が、腐食性物質、強い刺激性物質や、毒性物質にさらされる可能性がある場

合、緊急用洗眼器が備えられなければならない。 

(2) 緊急用洗眼器は、使用する者がまぶたを押さえて開けながら、両目へ同時に水をかけて､

洗浄できなければならない。 

(3) 緊急用洗眼器は、1 分間に少なくとも 0.4 gal (1.5 L) の水を 15 分間以上放出でき、少な

くとも 6 gal (22.7 L) の水を供給できなければならない。 

(4)  緊急用洗眼器/シャワー設備で使用する水は、飲料水の水質基準を満たさなければならな
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い。これらの設備が外気/風雨にさらされる場合は、水が凍ったり、よどんだりしないことを保

証するため、措置を講じなければならない。 

(5) 緊急用洗眼器を補うため、個人用の洗眼器が使用されてもよいが、緊急用洗眼器の代替

品として用いられてはならない。個人用洗眼器の洗眼液は、目に見える沈殿物のない衛生的な

状態にあることを確認するため、月に 1 回、目視で検査されなければならない。 

(6) 配管された緊急用洗眼器と緊急用シャワーの手持ちホースは全て、認可された飲料水の

給水設備に接続されおり、それらが適切に機能することと、緊急洗浄用として水量/質が十分で

あることを保証するため、週に 1 回はフラッシングされ、年に 1 回検査されなければならない。 

c. 個人用の保護衣が必要な場合: 

(1) 化学廃棄物、粉じんや、ヒュームの拡散を制限する、個人用保護衣を取除くためのエリ

アが設けられなければならない; 

(2) 作業者は、それ以上の拡散や汚染を防ぐため、個人用保護衣/保護具の取外しに関して、

トレーニングされなければならない。 

06.B.03 危険な化学薬品、材料、物質、廃棄物を運搬する前の保管は、有資格者の監督下で行

わなければならない。 

a. 危険/有害物質の運搬、使用、保管は、人間、動物、食品、水、設備、材料、環境の汚染

を防止するよう計画され、管理されなければならない。 

b. 危険/有害物質の全ての保管庫は、メーカーの勧告と、OSHA と NFPA の要件に従ってお

り、許可を受けた者だけが立入ることができるようにしなければならない。 

c. 余った危険/有害物質の廃棄は、上水、地下水、河川を汚染しない方法で、連邦、州、現

地の規則と指針に準拠して行わなければならない。 

d. 危険/有害物質の容器は、危険廃棄物と DOT 規則の要件に従って処理/洗浄されていない

場合、他の材料を入れるために使用されてはならない。 

e. 廃棄するために輸送される全ての危険/有害物質は、該当する場合は常に、その物質の

MSDS (SDS) の写しと一緒に運搬されなければならない。 
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f. DOT 規則で危険物質と定義されている危険な化学薬品、材料、物質や廃棄物の輸送準備

を行う者は、国防総省輸送規則 4500.9-R 204 章に従って、DOT のトレーニングを受け、認定

され、任命状を受けることが求められる。 

06.B.04 次の作業が含まれる場合は常に、29 CFR 1910.119 か 29 CFR 1926.64 に従い、非常

に危険な化学物質のための プロセス安全管理 (PSM) プログラムが使用されなければならない: 

a. 上記 CFR の Appendix A に記載されている閾値以上の化学物質を含むプロセス; または､ 

b. 29 CFR 1926.59 (c) に規定されているように、現場の引火性液体やガスが、1 個所に

10,000 lb (4,535.9 kg) 以上存在する場合のプロセス、ただし次は除く: 

(1) 職場で燃料としてのみ消費される炭化水素燃料が、上記規則の対象となっている、他の

非常に危険な化学物質を含むプロセスの一部でない場合; または、 

(2) 常圧タンクに入れて保管/運搬される引火性液体で、冷却/冷凍しなくても標準沸点より

低く保たれるもの。 

06.C 鉛とアスベストの危険管理． 

06.C.01 通則． 

a. USACE プロジェクトでは、アスベスト含有物質 (ACM) を使用したり、持込んではなら

ない。鉛含有塗料 (LBP) は、GDA か USACE SOHO の文書による承諾がある場合のみ使用さ

れ、住宅、児童保育施設や、医療施設の内部では、決して使用してはならない。  

b. 全ての建設/メンテナンスプロジェクトは、 ACM と LBP にコンタクトする可能性につい

て評価されなければならない。 

(1) 鉛とアスベストの発生源は、適切な保護無しに手を加えてはならない鉛やアスベストの

危険であるとして、ラベルされなければならない。もし、それぞれの発生源にラベルすること

が不可能な場合、鉛とアスベストの危険がある場所を示す、現場地図が掲示されてもよい。 

(2) 評価の結果、作業による LBP に対する、容認できない職業上の暴露の可能性が示された

場合は、29 CFR 1910.1025 と 29 CFR 1926.62 に従って、鉛取扱規定順守計画書 (lead 
compliance plan) が作成されなければならない。 
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(3) 評価の結果、作業による ACM への暴露の可能性が示された場合、アスベスト危険抑制

計画書 (asbestos abatement plan) が作成されなければならない。当該計画書は、29 CFR 
1910.1001、29 CFR 1926.1101、40 CFR 61 Subpart M に従わなければならない。 

(4) これらの計画書は、APP の付属書類として、また USACE 業務の場合は、プロジェクト

SOH 計画書として、作成されなければならない。計画書は、作業を開始する前に、GDA また

は現地 SOHO に提出され受理されなければならない。 

06.C.02 鉛取扱規定順守計画書．当計画書では、鉛の危険を抑制するための作業中、従業員を

鉛の危険から保護するための手順を説明しなければならない。計画書は、次の内容に言及しな

ければならない: 

a. 使用する道具/装置/機器と材料、実施する低減策、作業班の人数、職務上の責任、作業

手順、保守の方法、プロジェクトの図面に対応させて作業場所と鉛含有部材の位置を示したも

のを含む、鉛が出る各作業の説明; 

b. 技術的な低減策を含めて、暴露限度を順守するために使用される手段の記述; 

c. 従業員の鉛暴露をモニターし文書で記録するための、従業員の暴露評価の手順。暴露モ

ニタリングとしては、次の 2 種類を含まなければならない: 

(1) 最初の判定 (もし、要件に従って、アクションレベルの順守を示す、客観的な/過去の 十
分なデータがある場合は、省略されてもよい); 

(2) 最初の暴露判定の結果で必要とされた、継続的な暴露モニタリング。 

d. 鉛に汚染された規制区域の内と外で、鉛汚染の拡大を防ぐための保護衣と清掃/管理の手

順、そして、従業員が鉛を不用意に飲み込むことを防止するための衛生的な設備と作業方法; 

e. もし、技術的な低減策や PPE が、PEL を超える暴露を防止できない場合は、交替勤務

の計画を含め、従業員の鉛暴露を制限するための管理的な低減策; 

f. 従業員の暴露を監視し、呼吸用保護具を着用することへの適合性を裏付ける、医学的な

監視の手順; 

g. 担当責任者 (CP) と従業員に求められるトレーニング; 

h.  デコン (汚染除去) エリアと設備、クリティカルバリアと、物理的な/空気の流れの境界

を含め、鉛に汚染された規制区域を特定する、詳細な見取り図; 
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i. 規制区域の外部や近傍で実施する、周辺とその他のエリアの空気モニタリング; 

j. 鉛に汚染された各規制区域において必要な、保安措置; 

k. 廃棄物の発生量、特徴、輸送、処分 (記録管理を含む) 。 

06.C.03 アスベスト危険抑制計画書．当該計画書には、ACM に手を加える作業の間、従業員

をアスベストの危険から保護するために従うべき手順を、説明しなければならない。計画書は、

次の内容を記述しなければならない: 

a. OSHA による作業のクラス付け、必要な道具/装置/設備、実施される低減策、作業班の

人数、職務上の責任、保守の方法、プロジェクトの図面に対応させて場所を示したものを含め

て、アスベストに手を加える各作業の説明; 

b. 作業現場の他の従業員に対する、通知の方法; 

c. 規制区域、封じ込めのタイプ、デコン(汚染除去) 設備の計画と、技術的な低減策の説明; 

d.  空気のモニタリング計画 – 人、環境、最終清掃後のモニタリング．従業員の暴露評価の

手順には、従業員の暴露のモニタリングと記録書類の作成について、記述しなければならない。 

(1) 最初の判定 (要件に順守していることを示す、客観的な/過去の 十分なデータがある場合、

省略されてもよい) ; 

(2) 最初の暴露判定の結果として、継続的な暴露のモニタリングが要求される可能性がある; 

(3) 環境モニタリングでは、規制区域の外へ、アスベスト繊維の移動がないことを実証しな

ければならない; 

(4) その区域が、規定のクリアランス基準に合致することを示す最終清掃後のモニタリング。 

e. 呼吸用保護具と衣類を含む PPE; 

f. 規制区域の内と外で、汚染の拡大防止に取組む、清掃/管理の手順; 

g. 衛生的な設備と作業方法; 

h. CP と従業員に求められるトレーニング; 

i. 暴露を判定し、呼吸用保護具を含む PPE を着用して職務を実施することへの、従業員の

適合性をモニターするするための、必要に応じた医学的監視; 
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j. 廃棄物の発生量、コンテナ詰め、輸送、処分 (記録管理を含む) ; 

k. 保安、火災、緊急医療対応の手順。 

06.D 高温物質． 

 注記: 加熱装置と熔解釜に関しては、09.E を参照。 

06.D.01 高温物質からの防護．高温物質による危険としては、吸入と皮膚の危険の増大と、熱

による火傷がある。高温物質を扱う作業では、次を考慮しなければならない: 

a. PPE (呼吸用保護具、手袋等) は、暑い環境中での有効性と、化学的な危険だけでなく、

熱からの保護についても評価されなければならない; 

b. 熱中症の予防対策と測定は、06.I に従って行われなければならない; 

c.高温物質が熱せられる場所は、換気装置の吸気口から離れて配置されなければならない。

もし、高温物質が屋根に塗布される場合は、ヒュームが建物内に取り込まれるのを防ぐため、

換気装置の吸気口が一時的に他の場所に移されるか、建物内部に人が居ないときに、作業を終

えなければならない。 

06.D.02 高温物質の運搬と取り扱い． 

a. 高温物質を運搬する全ての者のため、障害物のない通り道/通路が用意されなければなら

ない。 

b. 高温物質を持って、ハシゴを昇降してはならない。 

c. ホイストが高温物質の上げ下ろしに使用される場合、ホイストの構造がその荷重に対し

て適切であり、確実に支持され固定されていることに注意が払われなければならない。 

d. 高温物質を扱う全ての者は、物質から出る輻射熱、グレア、ヒューム、蒸気に接触した

り、暴露しないように保護されなければならない。屋根材を扱う職人は、最低限の条件として、

長袖シャツ、高さが少なくとも 6 in (15 cm) あるしっかり締めつけた靴、手首まである手袋を

含めて、衣服で完全に身体を覆わなければならない。＞ 5 章を参照。 
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e. 高温物質を取扱い、運搬するための容器は、堅固な構造で (少なくとも 24 ゲージの鋼

板) 、はんだ付けの接合部や部品がなく、上端から 4 in (10.1 cm) の位置を超えて内容物が満た

されてはならない。 

f. 高温物質の輸送に使用する配管は、入口と出口に遮断弁を備え、絶縁ハンドルを取り付

けた、柔軟な金属ホースで作られていなければならない。寒冷な気候では、材料が管の内側で

凝固するのを防ぐため、配管は断熱されなければならない。 

06.E 有害な植物・動物・昆虫等． 

06.E.01 昆虫類やノミまたは病気を媒介する昆虫類が寄生している動物による危険から保護す

るため、下記のうち適切な対策を実施しなければならない: 

a. 網状フード、革製作業手袋、ハイトップ作業長靴のような PPE を長ズボンや長袖シャツ

とともに着用; 

b. 昆虫が多い場所では、工場でディート (DEET) またはペルメトリン処理された衣服が勧

告される; 

c. 繁殖地域の排水または薬剤散布; 

d. 巣の破壊または旗危険標識) による警告; 

e. 作業者と小区域を保護するための燻し器と噴霧器; 

f. 昆虫または害獣を繁殖させる活動または条件の除去; 

g. 認定殺虫剤散布器を使用した駆除対策 (店頭販売品の場合 は、ラベルの説明に従う) ; 

h. 従業員を対象とした承認された応急手当手順; 蜂にさされるとアレルギーが出る従業員

は、監督者にその旨を自己申告した上でエピペン (EpiPen) を携行するように勧告されなければ

ならない; 

i. 地域的な危険として知られている病気に対する予防接種; 

j. 動物と昆虫についての認識、共通する巣作りの習慣、攻撃性等に関する指導。 

06.E.02 従業員が有毒なヘビまたはトカゲにさらされる地域では、次の実施が求められなけれ

ばならない: 

a. ヘビ除け革ズボンまたは膝までの高さがあるヘビ除けブーツを長ズボンと長袖シャツと
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ともに着用する; 

b. へビについての知識、一般的な巣作り習慣、攻撃性等についてトレーニングを受ける; 

c. かみ傷に対する適切な応急手当手順についてトレーニングを受ける。 

06.E.03 従業員が有毒植物にさらされる地域では、下記のうち適切な保護対策が実施されなけ

ればならない: 

a. 実情に応じた、植物の除去または伐採; 

b. 手袋のような適切な保護衣服; 

c. 防護用軟膏; 

d. 毒にさらされた身体部位を洗浄する石鹸と水; 

e. 植物についての認識と識別のための指導。 

06.E.04 有毒植物を焼き払う場合、煙に含まれる有毒物質に接触したり吸入したりするのを防

ぐ対策が講じられなければならない。 

06.F 電離放射線． 

06.F.01 放射性物質または放射線発生装置の調達、使用、保有、輸送、移転、処分を行う者は、

次を実施しなければならない: 

a.GDA または USACE 司令部放射線安全担当官 (RSO) に、対象とする物質や装置の性質、

使用目的の説明、使用・保管場所、輸送・処分に関する全ての要件を文書で通知する; 

b. 放射性物質または放射線発生装置が DoD の施設において使用される場合、適切な承認ま

たは許可を得る (DoD の承認または許可を得るには、最低 45 日の手続き期間が見込まれなけれ

ばならない) こと; 

c. 全ての米国原子力規制委員会 (NRC) または合意書に基づく州政府の免許証、米国陸軍放

射線免許証 (ARA) 、陸軍放射線許可証、相互に利用可能な様式 (NRC の様式 241 を含む) のう

ち該当するものの写しを GDA または USACE 司令部 RSO に提出する。 

d. 放射性物質の使用によりラドン 222 が放射される可能性のある場所/施設に USACE 放射

線安全プログラムが存在する場合、ラドン 222 に関する特定限界値、特定免許条件、または 10 
CFR20 に示された NRC 要件のうち、より厳しいものが適用されなければならない。ラドン

222 が自然発生する建物、構造物、またはトンネル内で USACE 従業員が作業する場合、
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06.F.14「ラドン」に規定されているように、29 CFR 1910.1096 における OSHA 要件が適用さ

れる。 

 注記: 各機関が規制している放射線源の概略説明に関しては、 1989 年 12 月 22 日付

OSAHA 指令 02-00-086「OSHA と米国原子力規制委員会との間で取り交わされた覚書」を参

照。 

06.F.02 有資格者． 

a. 放射線の危険を伴う作業、または放射性物質、放射線発生装置の使用は、放射線の安全

に関する資格と責任がある RSO の直接的な監督下で実施されなければならない。 

b. RSO は、技術的な資格が与えられ、次の経験、トレーニング、教育に関する要件を満た

す担当官である: 

(1) 次の放射線防護に関する正式なトレーニングを受けていること: 放射線物理学; 放射

線と物質の相互作用; 対象事項に必要な数学; 放射線の生物学的影響; 放射線を検知、モニ

タリング、調査するための機器の種類と使用方法; 放射線安全技術と手順; 放射線への暴露

を低減するための時間、距離、遮蔽装置、技術的抑制手段、個人用保護具 (PPE) の使用方法; 

(2) 組織内で使用される設備、機器、手順、理論に関する実地トレーニングを受けているこ

と; 

(3) 放射性物質、放射線発生装置、放射性・混合廃棄物に適用される規則に関する知識．規

則には、NRC、EPA、DOE、OSHA、DOT、DoD 、全ての DoD 関連部署によるものが含まれ

る; 

(4) USACE の放射線安全プログラムと放射性物質、放射線発生装置を使用する作業の記録

作成に関する要件の知識。 

06.F.03 放射線安全プログラム． 

a. 危険を伴う放射線作業を行う、または放射性物質・放射線発生装置を使用する際は、放

射線安全プログラムを策定し実施しなければならない。 

(1) このプログラムは、RSO によって管理され、職業上の放射線被ばく量を一般人向けの

ALARA に維持する合理的な放射線安全原則に基づかなければならない。 

(2) RSO には、このプログラムの年に 1 回の見直しを実施する、または確実に実施させる責

任がある。見直し文書は、2 年間保存されなければならない。 
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(3) 放射線安全プログラムの一環として、10 CFR 20 と DA PAM 385-24 に従い、放射線安

全委員会 (RSC) が設立されなければならない。 

b. 放射性物質、放射線発生装置が使用されている区域へ立ち入り、1 年間に 100 ミリレム

以上の総実効線量当量 (TEDE) を受ける可能性がある全ての者は、次の事項に関する指導を受

けなければならない: 

(1) このような物質または装置が存在していること; 

(2) 放射線暴露に伴う安全衛生上の問題 (妊娠中の女性、胎児、または胎芽に対して放射線

が与える可能性のある影響を含む) ; 

(3) 暴露を抑制するための注意事項と対策; 

(4) その区域における各種計測機器と線量計の適切な使用方法; 

(5) 06.F.03.a で要求される放射線安全プログラム; 

(6) 各自の権利と責任｡ 

c. 1 年間に 100 ミリレム以上の TEDE を受ける可能性のない放射性物質または放射線発生

装置の使用者と現場訪問者は、適切なトレーニングについて RSO と調整しなければならない。 

d. 放射線安全プログラムには、放射線と放射性物質に関連して発生する可能性がある緊急

事態に対処する計画と手順を含める。これには、必要に応じて、民間または軍の緊急対応組織

との調整方法も含める。 

06.F.04 放射線被ばく限度． 

a. 職業上の放射線被ばく限度は、TEDE に基づかなければならない。＞ 表 6-1 を参照。 

(1) 1 年間 (暦年当り) の放射線被ばく限度は、次の中で最も制限的な値を採用する。TEDE
で 5 レム (0.05 シーベルト) 、大深度放射線被ばく当量と預託放射線被ばく当量の合計で個別器

官または組織への 50 レム (0.5 シーベルト) 、眼のレンズへの 15 レム (0.15 シーベルト) 、また

は、皮膚または四肢への小深度放射線被ばく当量で 50 レム (0.5 シーベルト) 。 

(2) 1 年間の職業上の放射線被ばく量は、USACE 放射線安全スタッフ担当官 (RSSO) の文書

による承認なしに、次の中で最も制限的な値を超えてはならない。TEDE で 0.5 レム (0.005 シ

ーベルト) 、大深度放射線被ばく当量と預託放射線被ばく当量の合計で個別器官または組織へ

の 5 レム (0.05 シーベルト) 、眼のレンズへの 1.5 レム (0.015 シーベルト) 、または、皮膚また

は四肢への小深度放射線被ばく当量で 5 レム (0.05 シーベルト) 。 
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表6-1 

職業上の放射線被ばく限度 

身体の部位 
年間限度 

(RSSO の承認がある場合) 

年間限度 
(RSSO の承認がない場合) 

推奨 ALARA 限度 

全身 5 レム 
(0.05 シーベルト) 

0.5 レム 
(0.005 シーベルト) 

0.1 レム 
(0.001 シーベルト) 

個別器官 50 レム 
(0.5 シーベルト) 

5 レム 
(0.05 シーベルト) 

0.5 レム 
(0.005 シーベルト) 

眼のレンズ 15 レム 
(0.15 シーベルト) 

1.5 レム 
(0.015 シーベルト) 

0.15 レム 
(0.15 シーベルト) 

皮膚または四肢 50 レム 
(0.5 シーベルト) 

5 レム 
(0.05 シーベルト) 

0.5 レム 
(0.005 シーベルト) 

(3) 使用者は、放射線被ばく量を「合理的に達成可能な最も低い水準 (ALARA) 」に維持する

ため、年間放射線被ばく限度以下の管理活動基準を設定しなければならない。この管理活動基

準は、現実的で達成可能なものでなければならない。推奨活動基準は、次の中で最も制限的な

値でなければならない。TEDE で 0.1 レム (0.001 シーベルト) 、大深度放射線被ばく当量と預

託放射線被ばく当量の合計で個別器官または組織への 0.5 レム (0.005 シーベルト) 、眼のレン

ズへの 0.15 レム (0.0015 シーベルト) 、または、皮膚または四肢への小深度放射線被ばく当量

で 0.5 レム (0.005 シーベルト) 。 

(4) ALARA 限度を超える暴露に関しては、RSO による調査が必要である。 

b. DA PAM 385-24 に規定されている通り、特別の暴露限度を設定する計画を実施してはな

らない。 

c. 18 歳未満の従業員は、電離放射線への職業暴露を受けてはならない (ラドン 222 への暴

露を除く) 。 

d. 妊娠中であることを明らかにした従業員への放射線被ばく量は、全妊娠期間を通じて

0.5 レム (0.005 シーベルト) を超えてはならない。また均等月間被ばく量を変更しないように

する努力がなされなければならない。妊娠中であることを明らかにした時点における胎児、胎

芽の放射線被ばく量が 0.05 レムと 0.5 レムの間である場合、残りの妊娠期間を通じて、胎児、

胎芽の放射線被ばく量は 0.05 レムに制限される。 

06.F.05 放射線のモニタリング、調査、線量測定． 

a. 放射性物質または放射線発生装置の使用者は、確実に職業上の放射線被ばく限度を超え

ないようにするため、調査とモニタリングを実施しなければならない。 
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b. 放射線のモニタリングと調査に使用する機器は、以下でなければならない: 

(1) 放射性物質または放射線発生装置を使用する時は常に、利用可能であること; 

(2) 国立標準技術研究所 (NIST) が定める追跡可能な放射線源を使って、少なくとも 1 年に 1
回、適切に較正されていること; 

(3) 調査する放射線の種類と強度に対して適切であること; 

(4) 毎回使用する前に、専用放射線源を使って作動状態をチェックすること; 

(5) RSO は、保守と較正による使用中止期間に対応するため、少なくとも 2 台の調査機器を

保持しなければならない。 

c. 放射性物質または放射線発生装置の使用者とその場所の訪問者またはその場所で職務を

行う者は、次の場合は常に、適切な線量測定器の使用に関して RSO と調整しなければならな

い: 

(1) 個人が以下の区域に立ち入る場合．放射線区域 (放射線源から 1 ft (30 cm) の場所におけ

る線量が 1 時間に 5 ミリレム (50 マイクロシーベルト) を超える区域) 、高放射線区域 (放射線

源から 1 ft (30 cm) の場所における線量が 1 時間に 100 ミリレム (1 ミリシーベルト) を超える

区域、または超高放射線区域 (放射線源から 3.3 ft (1 m) の場所における線量が 1 時間に 500 ラ

ド (5 グレイ) を超える区域) ; 

(2) 個人が、1 年間に、06.F.04.a. (3) に従って定められた ALARA 限度より大きい線量を受

ける可能性がある場合。  

d. 外部線量測定を行う場合には常に、米国自主試験所認定プログラム (NVLAP) によって認

定された試験所を使用しなければならない。USACE 人員は、陸軍線量測定センターによる線

量測定を用いなければならない。 

e. 開封された放射性物質源の使用者は、次の場合、内部線量測定プログラムを策定しなけ

ればならない: 

(1) 従業員が、1 年間に 0.5 レム (5 ミリシーベルト) を超える内部放射線被ばく量を受ける

可能性がある場合; 

(2) このプログラムは、資格を有する物理医学専門家によって検討・承認される、 

(3) このプログラムは、次に関する規定を含む。暴露前の生物学的検定、使用する各放射性

核種に関して 10 CFR 20 の付録 B に記載されている年間摂取限界 (ALI) の 10%未満のレベルに

おいて内部放射性物質を検知できる生物学的検定方法、追加検定を要求するための適切な対策

レベル、身体内部に放射性物質を蓄積していることが判明した個人に対する措置、暴露後の生

物学的検定への準備｡ 
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06.F.06 立ち入り、保管、管理． 

a. 全ての放射線装置、放射性物質は、人員が受ける暴露が ALARA に確実に保たれるよう

に設計、製造、設置、使用、保管、輸送、処分が行われなければならない。 

b. 放射性物質または放射線発生装置の使用者は、06.F.08 に従って標識を掲げ、放射線管

理区域への立ち入りを管理しなければならない。 

c. 放射線レベルが 1 時間に 2 ミリレム (20 マイクロシーベルト) を超える場合、使用者は、

放射線被ばく量を一般人向けの ALARA に維持するため、技術的低減策、遮蔽装置、立入時間

の制限や物理的分離手段を使用しなければならない。 

d. 使用者は、放射性物質と放射線発生装置を盗難または不正使用から守らなければならな

い。 

e. 保管は、免許証または許可証の要件に従って行わなければならない。 

f. 保管中でない放射性物質と放射線発生装置は、常時、管理と監視下におかなければなら

ない。 

g. 規制対象となっている放射線の危険を伴う作業、または規制対象の放射性物質または放

射線発生装置の使用者は、一般人向け放射線被ばく限度の 0.01 レム (0.0001 シーベルト) を確

実に超えないようにするために、調査を実施しなければならない。 

06.F.07 呼吸保護その他の低減策． 

a. 放射性物質の使用者は、実行可能な限り、空気中の放射性物質濃度を制限するプロセス

または技術的低減策を策定しなければならない。 

b. プロセスまたは技術的低減策では空気中の放射性物質濃度を抑制できない場合、使用者

は、モニタリングを強化し、立入制限、暴露時間の制限、呼吸保護具の使用、その他の低減策

により放射性物質の摂取を制限しなければならない。 

c. 呼吸保護具の使用は、本規程の 05.G に準拠し、10 CFR 20 の付録 A に記載されている

防護係数によって規制されなければならない。 

06.F.08 標識、ラベル、掲示に関する要件． 

a. RSO は、図 8-7 に示す標準的な放射線記号を使用した標識と次の文字を目立つ場所に掲

示しなければならない: 
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(1) 「注意、放射線区域」—放射線場が、放射線源から 30 cm の場所で 1 時間に 5 ミリレム 
(0.05 ミリシーベルト) 以上、1 時間に 100 ミリレム (1 ミリシーベルト) 未満の区域; 

(2) 「注意、高放射線区域」—放射線場が、放射線源から 12  in (30 cm) の場所で 1 時間に

100 ミリレム (1 ミリシーベルト) 以上、放射線源から 3.3 ft (1 m) の場所で 1 時間に 500 ラド 
(5 グレイ) 未満の区域; 

(3) 「重大な危険、超高放射線区域」—放射線場が、1 時間に 500 ラド (5 グレイ) 以上の区

域; 

(4) 「注意、空中放射能区域」—空気中の放射性物質濃度が 10 CFR 20 の付録 B に記載され

ている誘導空気中濃度 (DAC) 限度を超えるか、濃度 (ラドン 222 を除く) が、呼吸保護具を着

用しないでその場所に滞在する個人が、1 週間に年間摂取限界 (ALI) の 0.6%の摂取量または 12 
DAC 時間を超える可能性がある部屋、区画、または区域、または、 

(5) 「注意、放射性物質」—10 CFR 20 の付録 C に示された数量の 10 倍を超える放射性物

質が使用または保管されている区域または部屋。 

b. 放射性物質を含む小荷物を受け取る、または受け取る予定の使用者は、10 CFR 20.1906
に定められている小荷物受取手順を守らなければならない。 

c. 現場が NRC 免許を取得している場合、RSO は、放射性物質を扱う従業員またはその周

囲で作業する従業員の全員から見える場所に、NRC 様式 3 を掲示しなければならない。 

06.F.09 放射性廃棄物の処分． 

a. 密封された放射性物質源 (と計器類) は、不要になった場合、メーカーに返却 (移管) され

てもよい。現地 USACE の RSO は、これを通知され、該当する免許証または許可証は変更また

は無効にされなければならない。 

b. 放射性廃棄物の処分は、GDA と調整して行われなければならない。USACE の作業活動

に伴う処分を行う際、GDA またはプロジェクト責任者は、USACE 司令部の RSO と USACE
環境・弾薬類専門センターと調整を行わなければならない。 

c. 液体シンチレーション計数のために使用したトリチウム (H-3) ・カーボン 14 で、濃度が

1 グラム当たり 0.05 マイクロキューリー (Ci/g) 未満のものは、その放射性に関わらず処分し

てよい。 (注記: 液体シンチレーション溶液の大部分は、危険性廃棄物であり、適切に処分さ

れなければならない。)  

06.F.10 記録． 
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a. 放射性物質または放射線発生装置の全ての使用者は、免許証または許可証の失効後、3
年間、放射線安全プログラムの記録を作成し保持しなければならない。 

b. RSO は、06.F.05 によってモニタリングが必要とされる者に関して、その者の当年中の

職業上の放射線被ばく量に関する文書を作成し保持しなければならない。RSO は、累積した職

業上の放射線被ばく量の記録もまた入手するよう努めなければならない。 

c. 放射性物質または放射線発生装置の全ての使用者は、個々の一般人が受けた放射線被ば

く量の計算値または測定値の記録を作成、保持し、06.F.05 に準拠していることを示す書類を

作成しなければならない。 

06.F.11 報告書． 

a. 紛失、盗難、損傷、過剰暴露は、発見次第直ちに RSO に報告されなければならない。

報告を受けた RSO は、10 CFR 20 の要件に従い、 (必要に応じて) NRC に報告書を提出しなけ

ればならない。 

b. 放射性物質、放射線発生装置が関係する災害は、直ちに、RSO と USACE の RSSO に

報告されなければならない。 

c. RSO により、USACE で放射線を扱う作業を行っている各従業員に対して、当該年度ま

たは特定のプロジェクトにおいて、その USACE 人員が受けた放射線被ばく量の測定値または

計算値の年次報告書が発行されなければならない。この年次報告書は、将来のある時点で累積

暴露を明らかにできるように保持されなければならない。 

06.F.12 輸送． 

a. 放射性物質の使用者は、49 CFR に含まれる州間と州内移動に関する DoT の要件に従わ

なければならない。 

b. DoT 規則が危険材料と定義する放射性物質の出荷を準備する者は、DoD 4500.9-R、204
章に従って、トレーニングを受けて (49 CFR 173.1 (b) ) 、認定され、辞令が発行されなければ

ならない。 

06.F.13 医学的監視．＞ 29 CFR 1910.120 と 29 CFR 1926.65 の規程の下に実施される特定

作業に関する要件については、33 章を参照。 

a. 電離放射線の職業暴露を受ける前は、定期的健康診断は必要とされない。USACE 人員

に関しては、医師、RSO、または他の規則によって必要と見なされる場合、DA PAM 40-501
に従って、健康診断が行われなければならない。RSO は、医療支援部門と調整して、その者が

確実に適切な労働衛生上の監視が受けられるように取り計らう。 
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b. 過剰暴露の場合、また放射性物質の摂取または吸引が疑われる場合、必ず医師の診断を

受けなければならない。 

06.F.14 ラドン 222． 

a. 18 歳以上の作業者が、1 週間に 40 時間以上、作業区域を使用し、そこでの自然発生ラ

ドン 222 の平均濃度が 100 pCi/L より大きい場合、その区域におけるその作業者の作業時間数

が減らされるか、ラドン 222 濃度を減らす技術的低減策が講じられなければならない。暴露が

規制された放射線源による場合、NRC 免許の要件が適用されなければならない。＞ 29 CFR 
1910.1096 (c) (1) を参照。この要件は、10 CFR 20 付録 B の表 1 と 2 を参照している。 

b. 作業者が 1 週間に 40 時間を超える作業で平均 25 pCi/L を超える自然発生ラドン 222 に

暴露されると合理的に予想される構造物、建物またはトンネル内の作業区域は、「気中放射能

区域」であり、29 CFR 1910.1096 (e) (4) (ii) に従った掲示がされなければならない。 

c. 06.F.14.b による掲示がされている区域内で作業する個人、またはこの区域内の一部を頻

繁に訪れる個人は、29 CFR 1910.1096 (i) に基づき、放射線暴露に関する指導を受けなければ

ならない。 

06.G 非電離放射線・電磁場． 

06.G.01 レーザー． 

a. トレーニングを受けた有資格従業員のみに、レーザー設備の設置、調整、操作の仕事が

割り当てられる。オペレーターは、操作中、レーザー機器操作の資格証明書を所持していなけ

ればならない。有資格従業員は、全ての放射線安全に関する標準作業手順書 (SOP) の策定また

はその妥当性の検討を行わなければならない。 

b. レーザー機器には、メーカー、最大出力、ビームの広がりを示すラベルを貼付しなけれ

ばならない。 

c. レーザー使用区域には、標準レーザー警告標識が掲示されなければならない。＞ 図 8-5
と 8-6 を参照。 

d. レーザー光線にさらされる作業を行う従業員は、適切なレーザー保護めがねが支給され

なければならない。この保護めがねは、レーザーの特定波長に対して防護するものであり、表

6-2 に規定されている関連エネルギーに対応した適切な光学的保護濃度を持つものでなければ

ならない。保護めがねには、使用される予定のレーザー波長、その波長における光学的保護濃

度、可視光線透過率に関するデータを示すラベルを貼付しなければならない。 
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表 6-2 
 

レーザー保護めがねの光学的保護濃度に関する要件 
 

強度、連続波最大出力密度 
 (ワット／平方センチ)  

減衰 

光学的保護濃度 減衰係数 

0.01 5 10,000 

0.1 6 100,000 

1.0 7 1,000,000 

10.0 8 10,000,000 

e. レーザー発振が不必要な場合、ビームシャッターまたはビームキャップが使用されるか、

レーザーが止められなければならない。レーザー発振装置を無人状態で一定時間放置する場合 
(例えば、昼食時、夜間、またはシフト交替時) 、レーザー発振装置は停止されなければならな

い。 

f. レーザー内部の位置調整を導く検知器は、機械的または電子的手段だけが用いられなけ

ればならない。 

g. レーザービームは、従業員に向けられてはならない: 作業中のレーザー装置は、可能な

限り、従業員の頭より上に設置されなければならない。 

h. 降雨または降雪時、または空気中に粉じんまたは霧がある場合、レーザー装置の操作は

禁止されなければならない (状況に応じて) 。このような天候条件では、従業員の光源と目標区

域への立ち入りが禁止されなければならない。 

i. 従業員のレーザー出力への暴露は、ACGIH の「暴露限界値と生物学的暴露指標」に規定

されている限界値 (TLV) 以下でなければならない。 

j. 手持ち式ポインター装置には、クラス 1、2、または 3a のレーザーだけが使用される。

ポインター装置として使われる (例えば、説明の間) レーザーは、従業員に向けられてはならず、

メーカーの勧告方法に従って取り扱かわれ、保管されなければならない。 

k.レーザーによる眼の損傷が疑われる場合: レーザー放射による眼の傷害が疑われる者は、

直ちに最寄りの医療施設に搬送し、眼の検査を受けさせる。レーザーによる眼の傷害は、長期

的な視力低下を最小にするため、専門眼科医による緊急治療が必要である。医療者は、三軍用

レーザー事故ホットライン (800) 473-3549 (24 時間受付) から、レーザー傷害の医療指導を受

けるよう勧告される。 

06.G.02 高周波と電磁放射． 
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a. ACGIH「暴露限界値と生物学的暴露指標」に記載されている値を超える放射レベルの電

場または磁場、赤外線/紫外線/マイクロ波を含む高周波 (RF) に従業員がさらされないよう確認

する。 

b. 人員を保護するために RF 保護衣服を日常的に使用することは禁止される。 

(1) RF による感電と火傷から保護するための、または地面から絶縁するための、電気絶縁手

袋や靴のような保護具は、技術的低減策または手順が暴露の危険を除去できない場合に認めら

れる。 

(2) 使用者は、電子機器に関連する潜在的に危険な RF 電磁場とその他の放射による危険を、

技術設計、管理措置、または保護具 (この順番で) 、またはこれらの組み合わせによって、特定/
明示、減衰、コントロールするものとする。従業員を保護するため PPE を使用する前に、プロ

セス検討と技術的低減策を行う。 

c. 暴露限界値 (TLV) を超える可能性がある RF 放射機器を日常的に使用して作業する全て

の者は、RF の危険、この危険を最小にする手順、過剰暴露の可能性を制限する各自の責任に関

してトレーニングを受ける。全ての RF 発生機器に関して、操作マニュアル、トレーニング手

順書、機器の SOP 等を利用可能にし、さらに安全指導が行われるようにする。 

d. 人員が許容暴露限界 (PEL) を超える RF 電磁場にさらされる可能性がある場合は常に、

電気電子技師協会 (IEEE) の指針を使って電磁場が測定されて評価される。地区またはプロジェ

クトの安全担当者は、この情報を用いて、RF 環境を文書化する。複数の RF 電磁放射線放射装

置が固定配置されている場合、RF 評価データに、予想される同時運転放射装置の加重効果に関

する結果を含めること。 

06.H 換気/排気装置． 

06.H.01 可搬/仮設型の換気装置． 

a. 全ての可搬/仮設型の換気装置は、粉じん、ヒューム、ミスト、蒸気、ガスを、作業者と

作業環境から除去するか、酸素欠乏を防ぐために空気を供給しなければならない。 

b. 可搬/仮設型の換気装置は、メーカーが設計した通り、使用されなければならない。全て

のホースは、給気/排気口で要求される風量を供給するため、メーカーが認めた最大長さ以下で

なければならない。もし、ホースを継ぎ足したり変更する場合は、メーカーが供給したホース

やコネクターと同等で、互換性のあるものだけが使用されなければならない。 

c. 給気式換気装置で供給される空気は、汚染物質を含まず、いかなる潜在的な汚染源から

も離れた空気を引き込んだものでなければならない。 
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d. 可搬/仮設型の換気装置と使用される場所は、使用前に GDA か SOHO から承認されなけ

ればならない。承認を求めるリクエストには、メーカーの情報や設計基準が添付されなければ

ならない。 

e. ドリル、のこぎり、研削機械のようなものから発生する、受入れ可能な安全限界を超え

る濃度の、気中に浮遊する汚染物質は、その発生源で効果的にコントロールされなければなら

ない。＞ 06.A.03 を参照。 

f. 高効率/ろ過式/再循環式 換気装置の使用は、次の場合に認められる: 

(1) ろ過システムが、作業による有毒なヒュームや粉じんのレベルを OEL の半分未満に下げ

る。これは、汚染物質のサンプリングを用いて、IH か CP によって記録されなければならない。 

 注記: 溶接による 一酸化炭素、オゾン、二酸化炭素は、ほとんどの ろ過装置で取り除く

ことのできない一般的な汚染物質である。 

(2) 装置とフィルターが、定期的にメンテナンスされる。その手順とスケジュールが文書化

され、実施時に記録される。 

(3) 密閉区画の中に、再循環空気が供給されない。  

(4) その汚染物質が、ベリリウムやクロムではない。ベリリウムやクロムのヒュームや微粒

子は、ろ過したり再循環してはならない。   

06.H.02 換気装置は、汚染物質を集めて除去するため、それらを適切な地点まで確実に運ぶこ

とができる十分な排気の体積と速度を確保するよう、運転/メンテナンスされなければならない。 

06.H.03 運転の継続時間． 

a. 06.A.01 や本規程の他のパート、参照基準/規則で規定された、受入れ可能な安全限界以

上の、気中に浮遊する汚染物質や爆発性ガスにさらされる場合、作業中継続的に換気装置が運

転されなければならない。 

b. 換気装置は、空気中に浮遊する/気化したあらゆる汚染物質の除去を確実にするため、そ

の作業工程が終わった/機器が停止した後も、一定の時間、運転し続けなければならない。 

06.H.04 局所排気装置は、適切に汚染物質を捉え、システムを通して移動させ、ろ過するか、

外部へ排出することを保証するため、定期的に評価されなければならない。 

06.H.05 排気装置やその他の手法で除去された粉じんとゴミは、従業員や公衆に危険をもたら

さない方法で、連邦、州、現地の要件に従って処分されなければならない。 
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06.H.06 危険な粉じん、ヒューム、ガスや物質を除去するために使用される換気装置は、装置

の清掃が必要か判断するため、1 年に 1 回 評価されなければならない。換気装置の清掃は、プ

ロジェクト SOH 計画書か APP の、清掃･清潔に関する計画書 (Housekeeping Plan) の一部でな

ければならない。 

06.I 研磨ブラスト． 

06.I.01 通則．珪砂は、研磨ブラストメディア (研磨材) として使用されてはならない。これに

代わる研磨ブラストメディアとして利用可能なものが表 6-3 に記載されている。用途に応じて、

これらの代替材料の一つを研磨ブラストメディアとして使用することが勧められる。 

a. 研磨ブラスト作業は、研磨材と表面のコーティングを含めブラストした材料から発生す

る、粉じん/ヒュームの組成と毒性を判断するため、評価されなければならない。その判断は、

研磨ブラスト作業のために作成された AHA (作業危険分析) に記録されなければならない。 

b. 加圧タンクの操作手順 (充填、加圧、減圧、保守、検査) を含めて、研磨ブラスト作業の

手順書が作成され、それに基づいて作業が実施されなければならない。この手順書は、APP に

付属文書として添付されなければならない。 

c. ブラスト作業にさらされる人の呼吸ゾーンにおける、吸入性粉じんとヒュームの濃度は、

ブラストされる部材・研磨材・その副産物の、どの OEL より低く保たなければならない。 

d. 健康診断、トレーニング、経験に関する要件に適合し、適切な PPE が支給されている場

合を除いて、研磨ブラスト作業に従事することを容認される従業員があってはならない。 

e. 定置型の研磨ブラストの工程で使用される、全ての生産/コントロールシステムは、気中

の浮遊粉じん/粒子が作業環境に漏れ出るのを防ぎ、研磨材を確実に管理できるよう設計され、

メンテナンスされなければならない。 

f. 加圧装置とその構成部品は、20 章の要件に従って検査、試験、認証、保守されなければ

ならない。 

g. たとえ騒音と粉じんに対する技術的な低減策が、OEL より低いレベルまで暴露を低減で

きないとしても、それを実施しなければならない (従業員がさらされる騒音と粉じんを、著し

く減少させる) 。 
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表 6-3 
 

研磨ブラストメディア (研磨材) : シリカの代替品 
 

用途 メディア 長所 
硬質金属 (チタン) の洗浄 
金属の除去、ガラスのエッチン

グ、花崗岩の彫刻  

酸化アルミニウム 再生利用可能 

一般塗料の除去 
航空機 外板の剥離 
食品加工工場での表面洗浄 
ガラスからの 塗料の除去 

重曹 (重炭酸ナトリウム) 材料の使用量が少ない 
清掃が比較的簡単 
低ノズル圧力 (35-90 PSI) 
火花を出さない 
水溶性 

鋼材からの一般塗料、錆、 
スケールの除去 
木材からの塗料の除去 
骨材露出 

石炭スラグ 遊離シリカ 1%未満 
不活性 
高速切削 
塗装下地の形成 

鋼材からの一般塗料、錆、 
スケールの除去 
木材からの塗料除去 

銅スラグ 高速切削 

バリ取り 
木材と金属からの塗料､錆の除去 

コーングリット 
(トウモロコシの穂軸の顆粒) 

使用量が少ない 
低粉じん 
生物分解性 

航空機部品のクリーニング 
特殊金属のクリーニング 

ドライアイス (二酸化炭素) 残渣なし 
清掃が簡単 

鋼材からの一般塗料、錆、 
スケールの除去 
 

ガーネット 低ノズル圧 力 (60-70 PSI) 
低粉じん 
高速洗浄 
6 - 7 回の再生利用可能 
低遊離シリカ 

洗浄と艶出し 
バリ取り 

ガラスビーズ 均一なサイズと形状 
再生利用可能 
高光沢研磨 

鋼材からの一般塗料、錆、 
スケールの除去 

ニッケルスラグ 高速切削 
 

軟質材料 (アルミニウム、プラス

チック、木材など) の洗浄 
石油産業における表面洗浄 

ナッツの殻 高速除去 
火花を出さない 
消費量が少ない 

鋼材からの軽度のミルスケール､

錆の除去 
2.5 ミル以下のプロファイル 

オリビン (カンラン石)  低塩化物イオン濃度 
低導電率 
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06.I.02 ブラストクリーニング用の囲いと部屋． 

a. 全てのブラストの囲い内の換気装置は、流量が適切か、装置が清掃や保守を要しないか

確認するため、1 年に 1 回 計測されなければならない。換気装置は、定期的な清掃とメンテナ

ンス計画の一部でなければならない。 

b. 全ての吸気口と点検用窓には、研磨材と汚染物質の漏出を防ぐため、適切な導風板 (バ
ッフル) がなければならない。吸気口へ入る連続した気流の推奨速度は、最低 250 fpm (4.6 
kph) である。 

c. 研磨中、内部は負圧に保たなければならない。 

d. 排気風量は、ブラストの停止後、囲い内の粉じんを含む空気を速やかに除去するために

十分でなければならない。 

e. もし研磨ブラスト作業が自動化されている場合は、囲いが開く前に、ブラストが停止さ

れなければならない。排気装置は、作業室内に漏れ出す粉じんを最小にし、健康被害を防ぐた

め、囲い内の粉じんを含む空気を除去するために十分な時間、運転されなければならない。 

f. 室内でブラスト作業後の研磨材を集めるためには、掃いたり、圧縮空気で吹き飛ばす以

外の清掃方法が、用いられなければならない (例えば、掃除機をかける) 。もし研磨材を手作業

で除去する場合は、呼吸用保護具を含む、適切な個人用保護具を着用し、ブラスト作業室の外

に出るまで脱いではならない。 

06.I.03 囲い無しのブラスト作業． 

a. もし囲いなしで、研磨ブラスト作業が建物内で実施されなければならない場合、その区

域内の全従業員に、呼吸用保護具が支給されなければならない。使用した研磨材を、そのまま

その場で全て集じんするため、可搬型の技術的な抑制装置が用いられなければならない。 

b. 研磨ブラストの粉じんが、視界を悪くして一時的に安全上の危険を引起こすような場合

や、研磨ブラスト作業に従事していない無防備な従業員を不快にする場合は、気中に浮遊する

粉じんが排気装置によって除去され、そのエリアに積もった粉じんが水平面から除去されるま

で、そのエリアでこのような作業は中止されなければならない。もし、このような作業を継続

しなければならない場合は、適切な呼吸用保護具が、そのエリアにとどまる従業員に支給され

なければならない。 

c. 研磨材は、滑る危険を引き起こすように通路上に堆積させてはならない。 
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d. 粉じん暴露を減らすため、湿式研磨ブラストが採用される場合は、発生した粒子と空気

中に浮遊する乾燥した残渣が、潜在的な危険となることが考慮されなければならない。 

06.I.04 密閉区画．密閉区画内で行う研磨ブラスト作業は、34 章に従って実施されなければな

らない。もし、この区画が機械的に換気されている場合は、粉じんが開放された大気中に放出

される前に収集する手段が、講じられなければならない。 

06.I.05 屋外でのブラスト作業． 

a. 完全に屋外で実施される作業は、そのエリアにいる作業者と他の職種の者に対し、健康

被害を与える暴露を引き起こすと考えられる。同様の作業が、暴露をもたらさないことを示す

文書がある場合を除いて、作業者の暴露レベルとその場にある作業者を記録するため、空気と

騒音のサンプルが取られなければならない。ブラスト作業者は、5 章か 29 CFR 1910.94 (a)(5) 
のどちらか厳しい方の要件と同等の方法で、保護されなければならない。 

b. 気中に浮遊する粉じんが、他の作業エリアに拡散するのを防ぐため、湿式ブラストのよ

うな技術対策と作業方法が用いられなければならない。屋外ブラスト作業への制限を強化する

かもしれない、現地と州の要件をチェックすること。もし、ブラストされる表面が塗装されて

いたり、シリカや、鉛、クロム、カドミウムのような重金属を含む場合は、その危険が拡散す

るのを防ぐため、囲いが必要かもしれない。 

c. 騒音と空気のサンプリングが、ブラストした面から発生する研磨材や汚染物質に作業者

がさらされないことを証明している場合を除き、聴力保護具と呼吸用保護具が、そのエリア内

の全従業員のために用意されなければならない。 

06.I.06 個人用保護具 (PPE)． 

a. PPE の選択と使用は、5 章に従って行わなければならない。もし再利用可能なカバーオ

ールが使用される場合、休憩の前には常に掃除機で清掃し、勤務終了時には脱がなければなら

ない。衣服は、作業者やその家族によるクリーニングために自宅に持ち帰ってはならず、雇用

者によって洗濯されなければならない。 

b. 給気式ヘルメット、ブラスト用ヘルメット/フード、防じんマスク、耳覆い、安全靴や爪

先保護具、手首･足首･その他の開口部を閉じられる丈夫なカバーオールと、安全眼鏡は、使用

者の特定ができ、一人だけが使用する、個人支給品でなければならない。このような装具は、

完全に清掃、修理、汚染除去した後でのみ、他の従業員に再支給できる。 

c. その日の使用が終わる度に、給気式の呼吸用保護具を清掃して保管する方法が、定めら

れなければならない。保管は、ロッカー、小形トランク、プラスチック容器や、ジッパー付き

ビニールバッグのような、清潔なケースに入れて行わなければならない。従業員は、支給され

た装具を、清潔で良好な作動状態に保てるよう、トレーニングされなければならない。 
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d. 度付き/無しの安全眼鏡のレンズ中央部に、複数のクボミやキズができた場合は、交換さ

れなければならない。 

e. 給気式のヘルメットとブラスト用ヘルメット/フードのフェイスプレートに、キズやクボ

ミができたことによって、側面にある光源がぼんやりと反射し、まぶしさを生じるようになっ

た場合、フェイスプレートは交換されなければならない。ガラスやプラスチック製のフェイス

プレートを保護するため、Mylar コーティングや、同様の透明プラスチック材が推奨される。 

f. 空気ホースの長さは、メーカーの仕様から変更されてはならない。 

g.  PPE の状態を良好に保つため、PPE の着用者によって、日常点検されなければならな

い。PPE の裂け･破れ･孔は、研磨材に皮膚をさらすことになるため、修理/交換されなければな

らない。給気システム全体に対して、漏れ、適切な呼吸、適切な接続に関する機能テストが行

われなければならない。 

h. 給気 － ポータブル． 

(1) ブラスト用ヘルメット/フードに、エアコンプレッサから供給される呼吸用空気は、オイ

ルや一酸化炭素を含まないものでなければならない。ブラスト作業に使用するエアコンプレッ

サは、呼吸用空気に利用されてはならない。可能ならば、呼吸用空気供給装置のヘルメット/フ
ードに、使用者に空気圧の低下を警告する警報器を付けること。 

(2)  聴力保護具．聴力保護具が、ブラスト用ヘルメット/フードと一体化されている場合を除

き、05.C で述べたとおり従業員の騒音暴露を軽減できる適切な聴力保護具が、ブラスト用ヘル

メット/フードの内側で着用されなければならない。 

(3) 熱中症．季節と従業員の熱源への暴露に応じて、ブラスト用ヘルメット/フードに供給さ

れる、呼吸用空気の冷却が考慮されなければならない。 

6.J 温熱/寒冷暴露の管理． 

06.J. 通則．雇用者の APP やプロジェクト SOH 計画書には、季節と作業場所に適した、温熱

/寒冷暴露の低減策がなければならない。APP やプロジェクト SOH 計画書の、温熱/寒冷暴露に

関するパートでは、環境条件･作業負荷･個人的な要素の影響を考慮に入れなければならない。 

06.J.01 温熱暴露/熱中症:  APP、またはプロジェクト SOH 計画書と、AHA では、次の作業条

件下での温熱暴露について言及していなければならない: 

a. CONUS と OCONUS で、高温/乾燥や、高温/多湿の環境が予想される場合; 

b. 半透過性や不透過性の衣服、またはアーク定格を備えたスーツのように、重い衣服を着



EM 385-1-1 
2014 年 11 月 30 日 

 

6-29 
May 13, 2016 

用して行う作業; 

c. 空気の動きがほとんどない、密閉された作業環境内での仕事; 

d. 熱指数が 75o F (24o C) より大きいか、温度が 75o F で湿度 55％の場合、または、湿球黒

球温度 (WBGT) が、最新の ACGIH TLV/BEI 中の TLV Table 2 に示されている、作業強度ごと

のアクションレベルと、温熱暴露のアクションリミットを超える場合に行う作業; 

e. 熱を生む装置/機器、炉、ボイラー、アスファルト釜、エンジン、コンプレッサ等の近く

で行われる作業。 

06.J.02 温熱暴露/熱中症モニタリング計画書 (HSMP)．書面による HSMP が、APP またはプ

ロジェクト SOH 計画書に組み込まれ、予想される現場の状況に関連して、次の項目を網羅し

なければならない: 

a. 熱中症に関するトレーニング、その防止方法と、取られるべき低減策; 

b. 適用される基準と、温熱暴露/熱中症をモニタリングする責任者を含めた、温熱暴露/熱
中症を監視するために用いる方法; 

c. 熱中症のサインと症状、状況に即した応急手当の手順;  

d. 一般的な作業服、半透過性/不透過性の衣服、アークフラッシュ保護衣服、蒸発速度を低

下させる他の保護服を含む、さまざまな衣服を原因とする、熱傷害/疾病の悪化; 

e. 高温の作業環境における、麻薬やアルコールを摂取する危険性。 

06.J.03 先に定義した高温環境では、次のことが要求されなければならない: 

a. 従業員のために、飲料水が用意されなければならない。従業員は、少量の水を頻繁に飲

むことを奨励される (例えば、15〜20 分毎に 1/2 カップ) 。水は、摂取を促すため適度に冷して

50-60o F (10-15o C) を保たなければならない。＞ 02.C を参照。 

b. 作業開始前のトレーニングでは、HSMP の要件、その日の予想される気象条件、暑さか

ら起きる事故等について話をする。 

c. 可能であれば、一日のうち比較的涼しい時間帯に、仕事が予定されなければならない。 

d. バディーシステム (二人組のペアが互いに注意を払う方式) を実行する。作業者は、自分

自身を管理するだけでなく、同僚の変化や症状にも注意を払わなければならない。 
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e. それ以前に高温環境で仕事をしていない、または、過去に熱中症になったことがある、

あるいは現在、投薬を受けていることがわかっている作業者は、作業日ごとに暴露を増やして

いきながら、環境に順応させなければならない。 

f. 可能であれば、エアコンの効いた部屋のような、回復のためのエリアや、日陰を設けて、

断続的な休憩と水飲み休憩を与える。  

g. もし作業者が、半透過性/不透過性衣服の着用を求められる場合は、次のような生理学的

モニタリングを行わなければならない:  

(1) １分間の心拍数 (bpm)が数分間継続して、180 から作業者の年齢を引いた値を超えるか、

作業強度のピークの 1 分後の心拍数が 120 bpm を超えるかについての、心拍数のモニタリング、

または、 

(2) 温度に順応していない作業者の場合は 100.4°F (38.0°C) を超えることを基準とし、順応

している作業者の場合は 101.3°F (38.5°C) を基準とする、深部体温のモニタリング。 

(3)  上記の基準を超える作業者には、作業/休憩と水分補給の計画を立てなければならない。  

h. 作業者が、透過性のある衣服を着用している場合: 

(1) 環境モニタリングや生理学的モニタリングが実施され、作業/休憩の計画が定められなけ

ればならない。  

(2) 温度が 75°F (24o C) を超えて、湿度 55%の場合、モニタリングが実施されなければなら

ない。  

(3) WBGT 計器の使用が望ましいが、計器が無く、現地の気象台からも WBGT を入手でき

ない場合は、WBGT を概算するため、図 6-1 ｢WBGT 早見表｣ が使用されなければならない。 

(4) もし図 6-1 が使用される場合は、直射日光への露出、気流速度、温度、湿度、さまざま

な作業服に対する調整係数が考慮されなければならない。  

i. 日焼けする可能性がある太陽放射にさらされる従業員は、日焼け防止指数 (SPF) 30 以上

の日焼止めを使用することを推奨され、また、帽子、長袖シャツ、サングラス、その他の日焼

け防止用品を着用すべきである。  

j. 熱中症になった作業者は、治療を受けなければならない。1 カ月以内に、熱による症状

が 2 回以上現れた作業者は、熱中症になる可能性のある環境での作業へ戻る前に、文書で医師

の許可をもらわなければならない。 
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06.J.04 寒冷暴露の管理計画書 (CSMP) ．次の作業の場合には、CSMP が、APP かプロジェ

クト SOH 計画書に、組み込まれていなければならない: 

a. 冷凍室での長時間作業; 

b. 風速による熱損失を考慮した、低温環境における作業 (例えば、気温や体感温度が 40oF 
(4.4oC) より低くなる可能性がある場合); 

c. 寒冷な気候下での長時間の素手作業;  

d. 10〜12 分より長い時間、冷水中で手や身体の一部を使って作業する、または冷水が出て

くる可能性のあるなかでの作業; 

e. 雪や氷の中での作業。 

06.J.05 CSMP は、次について言及しなければならない: 

a. 低体温症・凍傷・塹壕足炎の、兆候・症状・応急手当についてのトレーニング; 

b. PPE、技術/管理的な低減策、飲食、安全な作業方法を含めた、低減/予防策;  

c. 素手で作業できる条件と限界;  

d. 頻度．温度が 20°F (-6°C) を下回り、風速が 5 mph (8 kmph) を超えた時は、少なくとも

4 時間ごとに、気温と風速が測定されなければならない。または、測定値が現場から 10 マイル

以内の地点のものである場合は、メディアから公開された体感温度が用いられてもよい。  
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図 6-1 

湿球黒球温度 (WBGT) 早見表 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.J.06 低温環境では、低温傷害を防ぐため、次のガイドラインが順守されなければならない。 

a. 体感温度が 10°F (-12°C) を下回る場合は、暖を取ることのできる施設が、作業場所の近

くで利用できるようにされなければならない。 

b. 作業者が濡れる可能性がある場合は、衣服を交換できるようにしなければならない。 

c. 体感温度が 0°F (-17°C) を下回る場合は、次の作業方法が適用されなければならない。 

(1) 作業者は、低温傷害や疾病の兆候と症状を互いに観察するため、バディシステムを利用

しなければならない。 

(2) 発汗を防ぐため、作業量は加減されなければならない。 

(3) 暖を取る施設が、準備されなければならない。 

(4) 新しい作業者には、順応するための時間が与えられなければならない。 

相
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) 

早見表は、晴天と微風を前提としている。 曇りや風の強い日にこの表を使用することは、熱暴露の過大評価になることがある。 
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d. -15°F (-26°C) にさらされる作業者は、ACGIH TLVs/BEIs に規定されている、作業/ウォ

ームアップのスケジュールを用いなければならない。  

e.もし気温が 40°F (4°C) を下回る場所で、四肢や身体の一部が水に漬かる場合、従業員は、

濡れた衣服を着替え、暖かい場所で乾かすよう求められなければならない。  

f. 環境モニタリング．体感温度が 20°F (-7°C) を下回った時は、気温と風速 (体感温度指

数) が、少なくとも 4 時間ごとに、また必要に応じて、モニターされなければならない。 

g. 体感温度が 0°F (-17°C) を下回る場合は、気温と風速が、少なくとも 2 時間ごとに、体

感温度がこのレベルよりさらに低下したらより頻繁に、モニターされなければならない。 

06.K 累積外傷性障害の防止． 

06.K.01 作業者が次の作業を行う必要がある場合は、その業務が、従業員の能力に合うよう計

画されていることを裏付けるため、担当責任者によって評価されなければならない: 持ち上げ､

荷役､運搬; 急激/頻繁に大きな握力を要する; 手/腕の反復動作; 継続的､断続的､瞬間的な、また

は衝撃を伴う、手/腕の振動や全身の振動がある職務; その他身体にストレスが掛かる活動/動作。 

06.K.02 身体にストレスが掛かる作業が確認された場合、雇用者は、APP かプロジェクト

SOH 計画書の中で、それを危険として特定/明示しなければならない。この計画には、累積外

傷の危険を認識して、原因因子を特定し、従業員に通知してトレーニングを行い、それが適切

なら PPE を支給して、技術的な低減策を実行する、プロセスが含まれていなければならない。 

06.K.03 手/腕の振動 (HAV) を最小にする低減策には以下のようなものがある: 防振工具や手

袋の使用; 従業員の手と身体を温かく保つか、従業員と振動工具の間で振動を最小にする作業

方法の実施; 振動の影響を受けやすい者を特定する専門的な医学的監視の適用、｢Threshold 
Limit Values and Biological Exposure Indices｣ で ACGIH が規定している、TLV ガイドラインの

順守。USACE だけを対象として、その評価は以下を含まなければならない: 

a. ANSI S2.70 に従って行った加速度測定値、メーカーによる加速度データ (ISO 8662) 、
または ISO 5349 に基づいて工具ごとのデータを集めたオンライン HAV データベース。メーカ

ーのデータを使用する場合、安全係数 2.0 が採用されなければならず、オンラインのデータベ

ースを使用する場合、安全係数 1.25 が必要とされる。 

b. オペレーターが使用する個々の機器に関する推定値または測定値を使用して、振動暴露

の時間加重平均値が求められなければならない。振動評価を実施する適切な方法は、ANSI 
S2.70 に詳しく記載されている。 
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c. HAV 暴露の推定値またはモニター値が 2.5 m/s2より大きい場合、次の順序で対策が実施

されなければならない: プロセスを変更して比較的低振動の機器を使用; 防振ハンドル、 マ
ウント、張力調整チェーンの使用; 工具の限定的使用; 工具速度や適切な停止時間などのト

レーニングの実施または技法の指導; ANSI S2.73 を満たす防振手袋の使用。 

06.L 室内の空気質 (Indoor Air Quality: IAQ) の管理． 

06.L.01 調査．監督者は、IAQ の問題に関する従業員の心配や苦情を、施設管理者/所有者か

他の指定代理人に報告しなければならない。報告を受けた者は、IAQ に関する苦情をタイミン

グ良く調査して解決し、監督者に報告する責任がある。賃借施設の場合、IAQ の問題は、賃貸

者が最終的に調査、解決しなければならない。IH や他の有資格者と担当責任者は、ACGIH・

AIHA・ANSI・米国暖房冷凍空調学会 (ASHRAE)・EPA・OSHA・NIOSH やその他の連邦機関･

DoD・州・現地/受入国の適切な指針を用いて、IAQ の調査を行わなければならない。少なくと

も、次のことが調査されなければならない: 

a. 塗装、屋根修理、カーペット張り付け、修理のような建築作業、化学物質や溶剤を使用

する可能性があるその他の作業は、可能であれば通常の勤務時間終了後に、または、居住者の

暴露を防ぐ得る方法で、実施されるようにする。 

b. 適切な業務のための空気処理システム、補給空気の供給、閉鎖状態のダンパーやディフ

ューザー、ダクトとフィルターの清浄度、溜まり水や湿った場所の状況を評価する。 

c. 作業エリアで許容範囲内の IAQ を維持するために取り得る手段に関して、従業員と監督

者を教育する。従業員は、暖房、換気、空調 (HVAC) システムに、無許可で手を加えないよう

指示されなければならない (例えば、通気口を塞ぐ、天井タイルを取り外すなど)。 

06.L.02 受動喫煙 (ETS)．従業員は、職場や一般生活の環境において、自分から望まない ETS
にさらされないよう、保護されなければならない。 

a. 全ての DoD 車両、航空機、船舶、業務用施設内で、無煙タバコや葉巻を含た喫煙は、禁

止されなければならない。 

b. 指定された喫煙場所としては、喫煙をしない者が通常使用しない、またはアクセスしな

い、屋外にのみ設けられなければならない。大統領命令 13058 に従って、全ての屋外にある喫

煙場所は、建物入口から少なくとも 25 ft (7.6 m) 離れていなければならない。屋外の喫煙場所

を設ける前に、現地法令が検討され、最も厳しいものが適用されなければならない。指定され

た喫煙場所には、吸殻その他の喫煙副生物を収納する容器が備えられなければならない。 
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c. 指定された喫煙場所は、ETS が人の居る建物/構造物内に入ってくるのを防ぐため、給気

口や建物の出入口から離れた位置に設けられなければならない。 

06.L.03 カビの評価．大量のカビや不適切な場所にあるカビは、軽い刺激から重い衰弱まで健

康問題の一因となることがあるため、必要に応じてカビの評価が実施されなければならない。 

a. 評価/浄化は、屋内空気質の評価に関して少なくとも 5 年の経験があり、カビの習性と建

築設計/構造の両方を理解している適格なカビ検査官によって監督されなければならない。この

監督者は、IH、微生物学者、または、独立した IAQ 認証機関によって認定されているか、IAQ
の調査分野におけるトレーニングと経験を証明できる、有資格の屋内空気専門家か、カビ検査

士でなければならない。一部の州、地方自治体と、受入れ国は、この監督者に免許の取得を要

求している。 

b. カビの危険性に関する目視評価は、U.S. Army Public Health Command TG278、
Industrial Hygiene Preventive Medicine Mold Assessment Guide、EPA Indoor Air Quality 
Checklists、AIHA のガイダンスにある基準に基づいて、実施されなければならない。バルクサ

ンプルやエアサンプルは、カビの危険がある環境の評価には、一般的に必要ない。 

c. カビの評価は、文書に記録し、次を含まなければならない:  

(1) サイズ (床面積) 、換気、居住状態を含む、評価したエリアに関する説明; 

(2) 評価を行った者の氏名と資格; 

(3) サンプルの場所、サンプルの日時、サンプル時の温度と湿度、サンプル分析に用いられ

た検査法を含めた、サンプルの結果; 

(4)  サンプルの場所、視認できるカビ/白カビの場所と、それが生育している基材の種類、部

屋の換気源、重要と考えられる他の情報を示す、そのエリアの図面; 

(5) カビ生育の原因となった湿気の潜在的な源; 

(6) 問題をコントロールし、カビを浄化するための勧告。 

d. カビの原因 (すなわち、漏水、浸潤、排水、HVAC/断熱の修理 等) は、カビの浄化を実

施する前に対処されなければならない。 
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06.L.04 カビの浄化．評価の結果として、カビの浄化が必要とされることが判明した場合は、

USAPHC TG277 Army Facilities Management Information Document on Mold Remediation 
Issues と、現地、州、受入れ国のガイドラインや規則が使用されなければならない。 

a. カビの浄化計画書 (Mold Remediation Plan) は、適格なカビの専門家によって作成され、

この計画書には次を含めなければならない: カビの場所と範囲、確認した状態の記述 (すなわち、

湿っている/乾いているか)、カビが生育している材料や ｢基材」の種類、基材は清掃/除去され

なければならないかどうか、カビを発生させた原因や問題、原因である建物の構造/部材の改修、

カビで汚染された場所が建物の残り部分から隔離されなければならないかどうか。この計画書

にはまた、浄化の手順、確認された危険、推奨される対策、道具/機器と材料 (すなわち、除去

に使用する防カビ剤)、検査の要件、作業者と居住者のトレーニングの要件がなければならない。 

b. カビ除去は、カビの評価を行った組織と同じ組織によって行われてはならない。 

c. カビの汚染エリアの近傍にある従業員には、浄化、検査結果、危険な症状に関する情報

が提供されなければならない。従業員は、浄化の間、そのエリア内にいてはならない。 

d. 除去後のエアサンプリングは、浄化されたエリアとカビの胞子や増殖空気経路内にある

全ての場所で行われ、屋外エアサンプルと比較されなければならない。吹出口を取り付けた吊

り天井の上のカビは、吹出口の内部と空気の供給を受けるエリアの両方で、エアサンプリング

しなければならない。エアサンプルは、浄化されたエリアで採取され、AIHA Environmental 
Microbiology Laboratory Accreditation Program に対応する試験所で分析されなければならない。 

06.M 六価クロム暴露の管理． 

06.M.01 通則．六価クロムのヒューム、ミスト、粉じんを発生させるであろう全ての作業は、

OSHA の六価クロム規則を超える人の暴露の可能性について判断するため、IH によって評価さ

れなければならない。クロム暴露が高い典型的な作業としては、次が挙げられる: クロム含有

量が多いポルトランドセメントで施工されたセメント面の切断やハツリ、塗装や塗装の除去作

業、クロムで被覆したロッドやワイヤを使用する溶接、ステンレス鋼の加熱や溶接、防食剤/塗
装の処理や塗布。 

a.  その評価には、29 CFR 1910.1026 のとおり、暴露のタイプと頻度のリスクアセスメン

ト、呼吸域のエアサンプル、作業場と周辺エリア表面のスワイプ (拭い取り) によるサンプリン

グが含まれていなければならない。 

b. その評価は、APP やプロジェクト SOH 計画書に、付属書類として添付されなければな

らない。個々のサンプル結果は、従業員に通知され、彼らの公式な労働衛生記録に加えられな

ければならない。サンプル結果の要約は、職場に掲示されなければならない。 
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06.M.02 六価クロムへの暴露を防ぐため、クロム色素を含む塗料、20 ppm を超えるクロムを

含むポルトランドセメントや、クロム/砒素処理した木材の使用は、可能なら避けられなければ

ならない。六価クロムを含む製品が必要な場合、正当な理由を記述し、類似の六価クロム フリ

ーの製品評価が実施され、GDA や USACE SOHO による検討のため提出されなければならない。 

06.M.03 もしクロムを含む化合物が使用され、エアサンプリングが暴露レベルを証明する前

に、客観的な判定が不十分である場合、雇用者は 1910.1026、1915.1026、1926.1126 の適用

される要件に従わなければならない。雇用者は、少なくとも、適切な PPE、呼吸用保護具、除

染の設備、クロムの粉じん/ヒュームに汚染されていない食堂/食事をする場所を用意しなけれ

ばならない。  

06.M.04 もしエアサンプリングが OEL を上回る六価クロム暴露を裏付け、適切な代替物の利

用や作業方法の変更 (アーク溶接の場合は、二酸化炭素の代わりにアルゴンを使用する 等) が不

可能な場合、雇用者は、適切な技術的低減策を実施しなければならない。すなわち、HEPA フ

ィルターを使用した局所換気装置、医学的監視、清掃/管理、該当する六価クロム規則よって要

求されるエアサンプリングである。もし作業期間が短いため、適切な技術的低減策が実施不可

能/不適切な場合は、PPE が支給されなければならない。 

06.M.05 六価クロムが発生/使用される場所では、清掃/管理と除染のプログラムが策定されな

ければならない。  

a. 従業員は、少なくとも 1 日 1 回、または勤務の終了時に、六価クロムの粉じん/ヒューム

が発生した場所の、全ての表面を清掃しなければならない。  

b. 全ての排気/換気装置は、少なくとも 1 年に 1 回、清掃されフィルター交換されなければ

ならない。 

c.  作業者は、少なくとも飲食や喫煙の前に、作業服のアウターを脱がなければならない。  

06.N 結晶シリカ． 

06.N.01 職務上の要求． 

a. 従業員の、気中に浮遊する結晶シリカへの暴露は、8 時間加重平均 (TWA) で OEL を超

えてはならない。 

b. 必須の要件． 

(1) 従業員の暴露は、実施可能な技術的低減策の実施によって、排除されなければならない。 

(2)  このような対策を実施しても OEL まで低減できない場合は、雇用者は暴露を減らすた
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め、できうる限り、その従業員を交代で従事させなければならない。 

(3) 全ての技術的/管理的な対策が実施されても、吸入性シリカのレベルが OEL を上回る場合、

05.E と 29 CFR 1910.134 の必須要件に従って、呼吸用保護具が使用されてもよい。 

(4) 従業員は、シリカの危険性、暴露の可能性を低減させるために必要な対策、サンプルリ

ングの結果と、暴露を減じるための作業方法に関して、トレーニングされなければならない。 

06.N.02 モニタリング． 

a. シリカが、職業的に生成･加工･放出･輸送･貯蔵･処理･使用される職場を持つ雇用者は、

従業員が OEL 以上のシリカにさらされる可能性があるかどうか判断するため、各職場を点検し

なければならない。この評価は、実施される仕事/職務に関する AHA か、軍の従業員用の PHA
に、文書で記録されなければならない。 

b. 空気モニタリングと分析．サンプリングと分析の方法は、06.A に従わなければならない。 

06.N.03 医学的監視．各雇用者は、1 年に 30 日を超える期間 OEL を上回る濃度の、気中に浮

遊するシリカにさらされる全ての従業員のため、医学的監視のプログラムを設けなければなら

ない。雇用者は、免許を持つ医師による、またはその監督下で行われる健康診断を、各従業員

に対して実施しなければならない。雇用者はこの健康診断を、従業員の通常の労働時間内に、

従業員の費用負担なしで実施しなければならない。健康診断の内容は、従業員の暴露記録と、

NIOSH Standard DHS 公開番号 92-102 (1992 年 8 月) か OSHA Instruction CPL 2-2.7 (1972 年

10 月 30 日) に示されている指針に基づいて、医師によって決定されなければならない。 

a. 健康診断は、次の場合にも行われなければならない: 

(1) 前年中に 30 日を超える期間、OEL を上回る濃度の、気中に浮遊するシリカにさらされ

た各従業員に対して、少なくとも年 1 回; 

(2)  一般的に慢性的なシリカ暴露と関連した兆候や症状の現れを、従業員が申し出た時。 

b. 健康診断が実施される場合、雇用者は、診断する医師に次の情報を提供しなければなら

ない: 
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(1) 健康診断を依頼する理由; 

(2) 従業員の暴露に関係する、職務についての説明; 

(3) 使用された/される予定の PPE に関する説明; 

(4) もしあれば、従業員の暴露を測定した結果; 

(5) 医師の要求に応じて、暴露した従業員の前回の健康診断に関する情報。 

c. 医師の意見書．雇用者は、診断した医師から次を含む意見書を入手し、それを従業員に

提供しなければならない: 

(1) もしあれば、従業員に現れているシリカ暴露の兆候や症状; 

(2) 実施した医学検査の結果に関する報告書。 

(3) 何らかの病状を呈する従業員が、シリカへの暴露によって、その健康を損うリスクの増

大にさらされるのかどうか、または、その病状を直接的/間接的に悪化させることになるかにつ

いての、医師の意見; 

(4) 従業員のシリカへの暴露や PPE の使用に関して、推奨される制限; 

(5) 追加の検査や治療を要する病状に関して、従業員が医師から説明されたその内容。 

06.N.04 トレーニング．シリカに暴露する可能性のある従業員は、雇用の開始時点か、シリカ

に暴露する可能性のある職務に配置された時点で、次の件について指導されなければならない: 

a. シリカに関係した症状、適切な応急処置、安全な使用や暴露に対する適切な条件と予防

措置; 

b. シリカへの長期暴露に因るる兆候と症状の発生を、雇用者に知らせること; 

c. OEL を超えるシリカに暴露される可能性がある作業の具体的な特徴と、シリカ放出を伴

う作業の安全な実施方法、技術的な低減策の種類と機能; 

d.  適切な清掃/管理の実施方法; 

e. 呼吸用保護具の目的、適切な使用法と、限界; 

f. 医学的監視プログラムの内容と、その目的の説明; 



EM 385-1-1 
2014 年 11 月 30 日 

 

6-40 
May 13, 2016 

g. 喫煙とシリカ粉じん暴露の組み合わせによる、健康悪化リスクの増大。 

06.N.05 呼吸器保護． 

a. 技術的/管理的な対策を施しても、シリカ暴露が OEL より低くならない場合、雇用者は、

呼吸用保護具を利用しなければならない。 

b. 清掃、集塵機のごみ捨て、シリカサンドの受取り時に荷降ろしをするような、短時間、

断続的、不定期な粉じん暴露に対して、囲い、排気装置、湿潤化や、その他の手段で、粉じん

を抑制できない場合には、適切にフィットした粒子状物質を除去する呼吸用保護具が使用され

てもよい。 

06.N.06 保護衣服．気中に浮遊するシリカや他の物質への暴露が OEL を超える場合、作業服

が濡れていなければ、脱ぐ前に HEPA フィルタ付き掃除機が掛けられなければならない。衣服

は、空気で吹き飛ばしたり、振り払ったりして汚れを落としてはならない。 

06.N.07 清掃/管理． 

a. シリカ粉じんの拡散を防ぐため、シリカにさらされる全ての面は、シリカ粉じんが堆積

しないように維持されなければならない。 

b. 乾いた状態で掃いたり、圧縮空気を使って床やその他の表面を清掃することは、禁止さ

れなければならない。もし掃除機が用いられる場合、気中に浮遊する吸入性のシリカの発生を

防ぐため、その排気は HEPA フィルターに掛けられなければならない。表面を静かに洗い流す

のが好ましい。 

c. 設備の予防保全と修理、粉じんを発生する材料の適切な保管、シリカが含まれる粉じん

の集塵に、重点が置かなければならない。衛生状態に関しては、29 CFR 1910.141 の要件を満

たさなければならない。 

06.N.08 個人の衛生設備と行為．全ての食べ物、飲み物、煙草製品、口の中でそしゃくする物、

塗布しているものを除く化粧品は、現場へ持ち込まないよう指示されなければならない。 

06.N.09 技術的な低減策． 

a. 粉じんの抑制．湿気を与えることによって、気中に浮遊する吸入性シリカ粉じんへの暴

露を、大幅に減少させることができる場合は、それが実施されなければならない。 

b. 換気．局所排気と集塵装置が建物内で使用される場合は、気中に浮遊するシリカ粉じん

が、職場に集積/再循環するのを防ぐよう、設計し保守されなければならない。このシステムは、

定期的に点検されなければならない。排出された物が、外部環境で健康被害を起こさないこと
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を裏付けるため、適切な対策が取られなければならない。 

c. 追加的な低減策．シリカに暴露する可能性のあるエリアで、移動型の装置/機器が運用さ

れる場合は、オペレーターをそのような暴露から守るため、技術的な低減策が取られなければ

ならない。 

06.N.10 移動作業．従業員が、主たる職場から離れた一時的な現場で、気中に浮遊するシリカ

にさらされる場合は、呼吸用保護具、保護衣、可搬できる技術的な低減対策、そして、個人の

保健衛生に関する定めが、重んじられなければならない。従業員のトレーニングは、彼ら自身

や他の人を、気中に浮遊するシリカ粉じんの暴露から守るため、実施されなければならない。 
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第 7 章 

 
照明 

07.A 通則．作業スペース、プロジェクトの現場、道路、船舶における適切な照明は、安全な

作業環境のための必須条件である。照明は、安全な車両の運用と転倒/墜落の防止にとって、極

めて重要である。本章で規定する照明の基準は、最低限の基準である。本章は、契約業者と軍

側の業務、両方に適用される。 

07.A.01 特定の職務/業務のために必要な照明の検討は、作業危険分析 (AHA) の一部として評

価されなければならない。 

07.A.02 電灯と器具は、怪我を防止するためにガードされ、固定されること。蛍光灯が露出し

た器具には、ワイヤガード、レンズ、チューブガードにロック、または蛍光灯を取外すために

は水平にスライドさせる必要のある安全ソケットを付けること。 

07.A.03 全般照明用の電灯は、偶発的な接触や破損から保護されなければならない。 

a. 保護としては、通常の作業面から少なくとも 7 ft (2.1m) の高さで設置されるか、適切な

器具、またはガードのあるソケットを使って設置されなければならない。 

b. スプリンクラーが設置されている建物の場合、照明器具は、NFPA の規格に基づき、天

井のスプリンクラーから 18 in (0.5 m) 以上離さなければならない。 

c. 蛍光灯が露出した器具には、ワイヤガード、レンズ、チューブガードや、電球/蛍光管へ

のダメージを防ぐ他の措置が取られること。 

07.A.04 発電機を電源とする可搬型の照明装置は、メーカーの取扱説明書に従って接地されな

ければならない。加えて、架空電線が危害を及ぼさないことを裏付けるため、照明されるエリ

アの調査が実施され、記録されること。 

07.A.05 仮設照明に関しては、11.E.06 を参照。 

07.B 照明の基準. 

07.B.01 作業が進行している間、事務所、施設、通路、作業場、工事用道路 等は、少なくと

も表 7-1 に規定されている光度で、照明されなければならない。ある場所の照明が適切か疑問
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がある場合は常に、照度が測定され記録されなければならない。較正された照度計が用意され、

メンテナンスされ、使用されなければならない。 

07.B.02 事務所の照明は、北米照明学会 (IESNA) Handbook RP-1 に従い、作業面において少

なくとも 50 フートキャンドル (lm/ft2) か、照度 540 (lx) でなければならない。事務エリアでは、

グレア (まぶしさ) をコントロールすることに注意が払われなければならない。 

07.B.03 道路照明は、IESNA RP-8 に従わなければならない。  

07.B.04 船舶の照明は、American Bureau of Shipping の Guide for Crew Habitability on Ships
に従わなければならない。 

07.B.05 避難経路. 

a. 避難経路は、非常灯と通常の照明を備え、床面照度を少なくとも 5 lm/ft2 (55 lx) にしな

ければならない。＞IESNA Handbook を参照。 

b. 照明は、球切れを含めて、一つの照明器具が故障しても、避難を遅らせてしまうような

暗さになる場所が無いよう、配置されなければならない。 

07.B.06 もし工事を夜間に行う場合は、安全に仕事を遂行できるよう全ての業務/エリア/作業

が適切に照明されることを保証するため、夜間作業照明計画書 (night operations lighting plan) 
が作成されなければならない。職場の照明は、表 7-1 に従わなければならない。道路とその他

公共輸送のエリア近くでの照明は、グレアによる危険を生じないよう、配置されなければなら

ない。 
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表 7-1 

採光・照明の最低要件 
 

施設/機能 Lux フートキャンドル
(lm/ft2) 

通路 
- 屋内全般 
- 屋外全般 
- 出口、歩道、はしご、階段 

55 
33 

110 

 
5 
3 

10 
管理業務エリア (事務所､製図室､会議室､ 等)  540  50 

化学実験室/分析室 540  50 
建設現場 
- 屋内全般 
- 屋外全般 
- トンネルと一般的な地下作業エリア (トンネル
/立坑先端でのせん孔､ずり出し､浮石落とし作業
中は、最低 110 lux が必要)  

55  
33 
55 

 
5 
3 
5 

コンベヤのルート 110  10 
ダム作業区域 (内部) 
- トンネルと地下作業区域 
-  制御室 

55 
150 

 
5 

15 
ドック、荷台 33  3 

エレベーター 荷物用/乗用 50 5 

仮設配電盤 (内部) 300 30 

仮設配電盤 (外部) 50 10 

応急処置室と診療所 300 30 
メンテナンス/操業 エリア/工場 
- 自動車整備工場 
- 木工所 
- 給油所 屋外 
- 工場 精密‐中程度の細かな作業 
- 溶接工場 

300 
110  
55  

540-325 
300 

 
30 
10 
5 

50-30 
30 

機械/電気 設備室 110  10 

屋外駐車場 33 3 

トイレ､手洗い､更衣室 110  10 

来客区域 215  20 
倉庫・貯蔵 室/エリア 
- 屋内 収納棚 
- 屋外 保管場所 

270 
33 

 
25 
3 

作業エリア － 全般 (上記に無いもの)  325  30 
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第 8 章 
 

安全標識・タグ・ラベル・合図・配管系統の識別表示・交通整理/規制 
 

08.A 標識、タグ、ラベル、配管系統の識別表示． 

08.A.01 危険を適切に警告し注意を与えるために、標識、タグ、ラベルがなければならない。

これらは、作業者と公衆に対しての、指示と案内のために設けられる。 

08.A.02 標識､タグ､ラベルのような全ての警告システムは、危険や問題が存在する場合には、

常に見えるようにして、危険や問題がなくなった場合は、取り外されるか、覆われなければな

らない。 

08.A.03 全ての従業員は、職場の全域に渡って使用される種々な標識､タグ､ラベルの意味と、

必要とされるであろう、特別な安全上の注意について知らされなければならない。 

08.A.04 USACE Sign Standards Manual (EP 310-1-6a) の、労働安全衛生 (SOH) に関係する

標識は、ANSI/OSHA の要件を満たすか、それを上回るように設定されている。USACE 施設で

は、USACE が恒久的に所有・運営する現場に適用される USACE 標識マニュアルの仕様に準

拠した標識が使用されなければならない。USACE 従業員と契約業者は、プロジェクト期間中

の暫定的な使用については、OSHA か ANSI の何れかを満たす標識の使用を選択できる。 

08.A.05 標識、タグ、ラベル、プラカード、配管系統は、次の基準を満たすか、それを上回ら

なければならない: 

a. USACE Graphic Standards Manual, EP310-1-6; 

b. USACE Sign Standards Manual, Volume 1, EP 310-1-6a; 

c. 29 CFR 1910.145; Specifications for Accident Prevention Signs and Tags; 

d. 29 CFR 1926.200; Accident Prevention Signs and Tags; 

e. ANSI/IEEE C95.2; 

f. ANSI Z136.1; 

g. ANSI Z535.1; 

h. ANSI Z535.2; 
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i. ANSI Z535.5; 

j. ANSI/ASME A13.1; 

k. DOT 連邦道路管理局、道路交通整理規定 (MUTCD) 。 

08.A.06 特定の状況で使用される標識やタグは、危険の程度や伝達する意図にふさわしい形式

でなければならない。Danger (危険)、Caution (注意) の見出しがある、職場の安全標識は、

USACE Sign Standards Manual に示されたとおり、正確に用いられなければならない。もし、

ページ 11-4 から 11-7、または UNICOR カタログにない、独特の表示をする標識が必要な場合

は、ページ 1-13 に詳述されている手順に従わなければならない。標識の表示は、簡明で、読み

やすく、容易に理解できる、十分な情報がなければならない。＞ 安全標識/タグの見出しに関

しては図 8-1 を参照。安全タグのレイアウト例に関しては図 8-2 を、安全標識のレイアウト例

に関しては図 8-3 を、安全標識の要件に関しては表 8-1 を参照。 

a. 危険 (Danger) 標識．危険標識は、次の要件に合致しなければならない: 

(1) 危険標識は、差し迫った危険がある状況で、回避できないと、死や重大な傷害を引き起

こす場合にのみ、用いられる。 

(2) 見出し語． 

(a) USACE 規格: 見出し語の ｢危険 (Danger)｣は、標識の上部に 赤色背景で白色文字とする。 

(b) ANSI 代替規格: 危険標識は、標識最上部の、長方形の安全赤色の背景上に 白色文字で、

見出しの「危険」を表示しなければならない。安全警告のシンボルは、見出し語の前に置く。

シンボルの基部は、見出し語の文字の基部と同一水平線上になければならない。シンボルの高

さは、見出し語の高さと同じか、それを超えるものとする。＞ 図 8-1 を参照。 

(c) OSHA 代替規格: 代替方法として、危険標識は、黒色長方形の地の上に、白色の縁取り

をした、楕円形の安全赤色の背景上に、白色文字で「危険」と表示してよい。このよく目立つ

パネルを、標識の最上部に表示しなければならない。このよく目立つ形状と配色の内側には、

他の見出し語やシンボルが使われてはならない。 

(3) メッセージパネル． 

(a) USACE 規格: 職場の安全標識の場合、特定の危険を示す文字は、白色背景上に黒文字

で表示する。他の承認された危険標識の場合、メッセージは赤色背景上に白色文字で表示する。 
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(b) OSHA/ANSI 代替規格: 文字表示は、白色背景上に黒文字、または黒色背景上に白色文

字でなければならない。もし、シンボル/絵文字のパネルを使用する場合は、形状を長方形とし、

白色背景上に黒色、安全赤色、または黒色と安全赤色のシンボルでなければならない。 

b. 警告 (Warning) 標識．警告標識は、次の要件に合致しなければならない: 

(1) 警告標識は、潜在的に危険な状況で、回避できないと、死や重大な傷害を引き起こす可

能性がある場合にのみ、用いることができる。その危険は、危険標識の場合と同種のものであ

る可能性があるが、危険の度合いは著しく低い。 

(2) 見出し語． 

(a) USACE 規格: 承認された警告安全標識の場合、黒色の上縁の下に、見出し語「警告 
(Warning)」をオレンジ色の背景上に、黒文字で表示する。陸軍工兵隊の体系には、警告を表す、

職場の安全標識は存在しない。 

(b) ANSI 規格: 警告標識は、標識最上部の長方形のオレンジ色背景上に、黒文字で見出し

語「警告」を表示する。安全警告のシンボルは、見出し語の前に置かなければならない。シン

ボルの基部は、見出し語の文字の基部と同一水平線上に置かなければならない。シンボルの高

さは、見出し語の高さと同じか、それを超えるものとする。＞ 図 8-1 を参照。 

(c) OSHA 規格の代替方式: 代替方式として、警告標識は、黒色の長方形背景上で、横長ダ

イアモンド形の安全オレンジ色の中に、黒文字で見出し語「警告」を表示してよい。このよく

目立つパネルを、標識の最上部に置く。このよく目立つ形状と配色の内側には、他の用語やシ

ンボルが使われてはならない。 

(3) メッセージパネル． 

(a) USACE 規格: 承認された警告標識の場合、メッセージパネルは、オレンジ色背景上に

黒文字で表示しなければならない。 

(b) OSHA/ANSI 代替規格: メッセージパネルは、白色背景上に黒文字、または黒色背景上

に白色文字で表示しなければならない。メッセージは、代替方式として、安全オレンジ色の背

景上に黒文字でもよい。もし、シンボル/絵文字のパネルを使用する場合は、形状を長方形とし、

白色背景上に黒色でシンボルを表示しなければならない。代替方式として使用するシンボルパ

ネルは、形状を長方形とし、オレンジ色背景上に黒色シンボルを表示してよい。 

c. 注意 (Caution) 標識．注意標識は、次の要件に合致しなければならない: 
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(1) 注意標識は、危険が潜在的に存在する状況で、回避できないと、小さな/中程度の傷害を

引き起こす可能性がある場合にのみ用いられる。この標識は、物的損害を引き起こす可能性が

ある、不安全な作業方法に対して注意喚起する目的にも使用される。その危険は、危険標識の

場合と同種のものである可能性があるが、危険の度合は著しく低い。 

(2) 見出し語． 

(a) USACE 規格: 職場の安全標識の場合、黄色のメッセージパネル上部の黒色の帯上に、

黄色の文字で「注意 (Caution)」と表示する。他の承認された注意安全標識の場合、黒色上縁の

下部に、黄色背景上に黒文字で見出し語「注意」を表示する。 

(c) 代替の ANSI 規格: 注意標識は、標識上部の長方形の黄色背景上に、黒文字で見出し語

「注意」を表示しなければならない。危険が人身傷害を引き起こす可能性のある場合、安全警

告シンボルを見出し語の前に置かなければならない。(物的損害のみに関わる危険状態を呈して

いる場合、警告シンボルは使用されない。) シンボルの基部は、見出し語の文字の基部と同一

水平線上に置かなければならない。シンボルの高さは、見出し語の高さと同じか、それを超え

るものとする。＞ 図 8-1 を参照。 

(d) 代替の OSHA 規格: 代替の方法として、注意標識は、長方形の黒色背景の中に、安全黄

色文字で見出し語「注意」と表示でき、このよく目立つパネルは、標識の最上部になければな

らない。この特徴的な形状と配色の内側には、他の見出し語やシンボルが使われてはならない。 

(3) メッセージパネル． 

(a) USACE 規格: 黄色のパネル上に黒文字で、記述的な説明文を表わす。 

(b) OSHA/ANSI 代替規格: メッセージパネルは、白色の背景上に黒文字、または黒色の背

景上に白色文字で表示しなければならない。メッセージは、代替方式として、安全黄色の背景

上に黒文字でもよい。もし、シンボル/絵文字のパネルを使用する場合は、形状を長方形とし、

白色の背景上に黒色シンボルを表示しなければならない。代替方法として、形状を長方形とし、

安全黄色の背景上に黒色シンボルでもよい。 

d. 通告 (Notice) 標識．通告標識は、次の要件に合致しなければならない: 

(1) 通告標識は、人員の安全や財産の保護に直接/間接的に関連する、組織の対策を告知する

ために用いられる。見出し語は、危険や危険な状況を、直接的に連想させるものであってはな

らず、｢危険｣､｢警告｣､｢注意」の代わりに用いられてはならない。通告標識は、アクセスと移動

をコントロール、明確に示すために使用される。通告標識は、主にインフォメーション用に使

われ、危険表示に使用されてはならない。 
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(2) 通告標識は、長方形の安全青色の背景上に、白色文字で 見出し語「通告 (Notice)｣がなけ

ればならない。このよく目立つパネルは、視覚的に注意を喚起する標識の最上部になければな

らない。この特徴的な形状と配色の内側には、他の見出し語やシンボルがあってはならない。 

(3) メッセージパネル． 

(a) 職場のための一般的な規格: メッセージは、白色の背景上に安全青色の文字か黒文字で

表示しなければならない。シンボル/絵文字のパネルを使う場合は、形状を長方形とし、白色の

背景上に安全青色か黒色のシンボルでなければならない。 

(b) 屋外使用の場合の USACE 代替方式: レクリエーション区域を含む USACE 管理下の財

物に掲示される通告標識で、公衆が出入りできる場所で公開するものは、青色背景上に白色文

字で表示することができる。このような特別な標識の説明文は、地区標識管理者によって承認

されなければならない。アクセスと使用法を規定するために用いられる他の標識には、禁止シ

ンボル標識または立入禁止区域標識を含めてもよい。 

e. 一般的な安全標識．一般的な安全標識は、次の要件に合致しなければならない: 

(1) 一般的な安全標識は、安全な作業方法に関する全体的な指示をしたり、適切な安全手順

を再確認させる、または安全装備の場所を示すために用いられる。これらの標識は、健康、応

急手当、医療機器、衛生、清掃/管理の方法に関する規則と設備、一般的な安全情報を明示する。 

(2) 説明文のパネル: 安全緑色のヘッダー上に白色の見出し語「安全 (SAFETY)」を、白色

のパネル上に黒文字で表示する。 

f. 火災安全標識．火災安全標識は、次の要件に合致しなければならない: 

(1) 火災安全標識は、緊急消火装置の場所を示すために用いられる。消火器が、指定された

避難経路から見えない場合は、消火器の標識が、設置されなければならない。＞ NFPA 10 
D2.2.2 を参照。 

(2) この標識には、見出し語を表示しない。 

(3) メッセージパネルは、正/長方形の白色の背景に、安全赤色の文字でなければならない。

シンボル/絵文字のパネルを使う場合は、白色の背景上に、安全赤色のシンボルか、安全赤色の

背景上に、白色のシンボルで表示しなければならない。 

g. 案内標識．案内標識は、次の要件に合致しなければならない: 
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(1) 案内標識は、非常設備、安全装備の場所と、その他安全にとって重要な場所への方向を

示すために用いられる。 

(2) 事故防止に関する案内標識には、他の全ての職場安全標識と同様の書式を使用する。ヘ

ッダーは、黒色の長方形の背景上に、白色文字で表示しなければならない。矢印は、白色の背

景上に、黒色でなければならない。 

h. 色．色分けは、本規程の表 8-2 に従わなければならない。陸軍工兵隊の安全標識に関す

る色の表示は、USACE Sign Standards Manual に記載されている。 

i. 配管系統は、特定/明示されなければならない。配管系統 (配管､継手､バルブ､配管外装を

含めて) の識別表示は、本規程の表 8-3 に従い、ANSI/ASME A13.1 にある色分けの体系と流れ

の方向指示に関する要件に従わなければならない。 

j. 高周波の危険を特定/明示するためには、本規程の図 8-4 に規定された、高周波の危険を

警告するシンボルが、用いられなければならない。 

k. レーザーに関する注意と警告の標識は、ANSI Z136.1 に従わなければならない。＞ 図 8-
5 と図 8-6 を参照。 

l. 電離放射線の警告標識､ラベル､信号には、本規程の図 8-7 に示された、シンボルがなけ

ればならない。＞ 掲示の要件に関しては 06.F を参照。 

m. 公道上を 25 mph (40 km/h) 以下で移動するように設計されている車両や機械は、低速移

動車両の標識を掲示しなければならない。＞ 図 8-8 を参照。 

08.A.07 安全標識の仕上げには、USACE Signs Standards Manual、または ANSI Z535.1
に従って、色もちの良い材料でなされていなければならない。 

08.A.08 安全標識は、その危険によって起こりうる損害を避けるため、それを見た者が、適切

な回避行動を取れるよう、十分な時間的余裕を持って警告し、情報を伝えることができる位置

になければならない。安全標識は、読みやすく、気を散らさないよう、そして、それ自体が危

険とならないようにしなければならない。安全標識は、通常状態でも、緊急事態でも、十分に

視認できるよう、再帰反射性材を用いて製作されなければならない。 

08.A.09 危険物質の各容器には、材料を識別し、適切に危険を警告し、健康へ影響する可能性、

メーカー/輸入元/その他の責任者の名称と住所を示す、ラベル､タグ､マークがなければならな

い。＞ 06.B.01 を参照。 



EM 385-1-1 
2014 年 11 月 30 日 

 

8-7 
May 16, 2016 

a.  据置型の処理容器に関しては、ラベルを添付する代わりに、標識､プラカード､工程表､

バッチチケット､作業手順書や､その他の文書を用いることができる。但し、この代替方法は、

それが適用可能で、上記で求められた情報を伝達でき、その容器を特定できなければならない。

その文書は、作業エリアにある各シフトの従業員にとって、すぐ利用できるものでなければな

らない。 

b. ラベルされた容器から移し替えられた危険物質の容器は、その移し替えを行なった従業

員によって直ぐ使用される場合に限り、ラベルは求められない。但し、その危険物質が、その

容器に入れて使用されたことを示す手段がなければならない。 

08.A.10 標識､タグ､ラベルは、安全上可能なかぎり、それが示す危険のできるだけ近くになけ

ればならない。タグは、失ったり、意図せず外れないよう、確実な方法 (ワイヤ､紐､接着剤の

ような) で取り付けられなければならない。 

08.A.11 標識、タグ、ラベルの文字は、読みやすく、英語で書かれなければならない。 

a. 従業者や訪問者の相当数が、主に外国語を話すエリアでは、シンボルを使った標識を用

いることが強く推奨される。＞ USACE Sign Standards Manual  8 章を参照。 

b. 該当するシンボルが存在せず、言葉が不可欠な場合は、英語のものと外国語の二つの標

識が、並べて設置されなければならない。 

c. これらの標識は、同じ形式、つまり、同じ外形寸法、文字サイズ、様式、色、取付け方

法に従わなければならない。 

d. 方言による変化のため、英語でない標識の説明文は、現地で考案されなければならない。 

e. 二つの言語が、同じ標識の中で表示されてはならない。＞ 01.A.05 を参照。 

08.A.12 標識は、角を丸くするか､尖りをなくして製作し、鋭い縁や､ばり､とげ､その他の鋭い

突起部がないようにしなければならない。ボルトその他の締結具の端部や頭部が危険とならな

いよう、設置されなければならない。 

08.A.13 建設現場では、MUTCD に従って、危険な場所に、読みやすい交通標識が設置されな

ければならない。 

08.A.14 夜間に見える必要のある標識には、反射処理が施されなければならない。 

08.A.15 事故防止タグは、存在する危険 (すなわち、欠陥のある工具､装置/機器､危険エネルギ

ー管理用の注意書きとタグ) を従業員に警告する、一時的な手段としてのみ用いられなければ
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ならない。＞ 図 8-9 を参照。ロックアウト/タグアウトの要件については 12 章を参照。 

08.A.16 タグには、見出し語 (｢危険｣か｢注意｣の何れか) と、従業員に伝達すべき、特定の危

険な状態や指示を表す、主要なメッセージ (絵文字か文章の何れか、または両方で表現したも

の) がなければならない。見出し語は、少なくとも 5 ft (1.5 m) の距離から、危険の種類によっ

てはそれより遠い妥当な距離から、読めなければならない。見出し語と主要なメッセージは、

危険にさらされる可能性のある全ての従業員にとって、理解できるものでなければならない。

＞ 基本的なデザインについては 08.A.06 を参照。 

08.A.17 事故防止タグは、長方形で 3 inｘ5 in (7.6 cmｘ12.7 cm) 以上なければならない。角

は、角付き、角取り、丸み付きのいずれでもよい。 

08.A.18 石油ランプ、裸火のポットは、警告標識/手段として、またはそれらと一緒に使用さ

れてはならない。 

08.A.19 一般の人が近づく可能性のある、政府所有の無人の浮きプラントと、陸上にある重機

には、警告標識が取付けられ、｢立入禁止－米国政府の財産(No Trespassing－U.S.Government 
Property)」と表記されなければならない。 

08.B 合図方法、従事者と、手順． 

08.B.01 標準的な合図方法が、全ての作業に対して、用いられなければならない。 

a. クレーン作業の手信号は、ANSI/ASME B30 シリーズに従わなければならない。＞図 16-
1 を参照。 

b. 旗による交通信号の手順は、MUTCD に従わなければならない。 

c. 海上信号については、19 章を参照。 

d. ヘリコプターの手信号については、本規程 16.P を参照。 

08.B.02 標準的な手信号(の図解)が、作業地点、信号を出す地点、その他関係者に情報を与え

るのに必要な地点に、掲示されていなければならない。 

08.B.03 オペレーターと合図者の間の距離が 100 ft (30.5 m) 以下の場合は、手信号を用いるこ

とができる。オペレーターと合図者の間の距離が 100 ft を超えるか、かれらが互いを目視でき

ない場合には、無線､電話や､電気的な可聴装置が用いられなければならない。 

08.B.04 次の場合には、合図者が配置されなければならない。作業地点が (貨物を運搬するエ

リアと、貨物を降ろす地点を直接 取巻くエリアを含む)、車両、機械や装置/機器のオペレータ

ーから全て見渡せない場合; 車両が 100 ft (30.5 m) を超えて後退する場合; 地形的に危険な



EM 385-1-1 
2014 年 11 月 30 日 

 

8-9 
May 16, 2016 

場合; 2 台以上の車両が同じエリアで後退する場合。 

 注記: これは、18 章でカバーされた、全ての車両/機械/装置の運転に適用される。 

08.B.05 道路上やその近傍での作業、または、そこで使用される装置/機器が、交通事故を引

起こす場合は、誘導員や他の低減策が、用意されなければならない。適切な機械式信号機や制

御装置が、業務を安全に管理するため設けられている場合は、例外とされる。 

08.B.06 手信号を用いる場合、オペレーターに合図を送る者として、1 名だけが指名されなけ

ればならない。この合図者は、常に、積み荷が見え、オペレーターにはっきりと視認される場

所に、位置していなければならない。 

08.B.07 手旗信号は、少なくとも 18 in (45.7 cm) 角の赤旗か、信号パドルを用いて行われな

ければならない。暗い時間帯には、赤色灯が用いられなければならない。 

08.B.08 手旗信号をする者、手信号を行う者は、高視認性ベストを着用しなければならない。

＞ 05.F を参照。 

08.B.09 信号システムは、不正使用、破損、天候、混信から保護されなければならない。何ら

かの異常があれば、全ての作業を停止しなければならない。 

08.B.10 指示を行う業務に関する経験やトレーニングによって、適任である/資格のある者だ

けが、合図者として用いられなければならない。 

08.B.11 合図をする者は、一度に、一台の車両のみを後退させなければならない。合図者の制

御下にある間、運転者は、その指示を受けるまで、後退その他の操作を行ってはならず、合図

者を見失った場合は、操作を止めなければならない。 

 注記: これは、18 章のすべての業務に適用される。 

08.B.12 この合図者は、積み荷が接近した時、安全な距離を確保する時間を持って、人々に警

告するため、十分な距離まで明瞭に到達する、警告手段を持たなければならない。 

 注記: これは、18 章のすべての業務に適用される。 

08.C 交通整理/規制． 

08.C.01 交通整理/規制は、MUTCD に従って実施されなければならない。 

08.C.02 契約業者は、契約工事の全期間を通じて、既存の道路上での安全で円滑な交通を、で

きる限り妨害しないよう、工事を実施しなければならない。 

08.C.03 契約業者は、交通を維持するために必要な、全ての交通標識、バリケード、その他の

交通整理/規制 手段の用意、設置、メンテナンス、撤去について責任を持たなければならない。 
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08.C.04 全てのバリケード、警告標識、照明、仮設の信号、その他の道具/装置、交通誘導員、

信号装置は、現地の運輸交通規則の最低限の要件を満たすか、上回っていなければならない。 

08.C.05 契約業務の開始に先立ち、契約業者は、その契約の作業エリアを通過する、交通とア

クセスを維持するための、交通整理/規制に関する詳細な計画書 (Traffic Control Plan) を提出し

て、受理されなければならない。 

08.C.06 いずれかの道路を閉鎖したり、通行を制限する前に、契約業者は、監督部署 (DGA) 
と調整した上で、現地の関係当局の承認と、すべての必要な許可を得なければならない。 

08.C.07 何らかの道路を閉鎖する前には、必要に応じて、バリケード、危険/警告/迂回の標識

が、設置されなければならない。 

a. 道路が、一般の人々の立入りに対して、一時的に閉鎖される場合は、昼夜を問わず、視

認性の高いバリケードかゲートが用いられなければならない。バリケードは、最低でも、反射

塗料で塗装されるか、高輝度反射テープが両側に取り付けられ、「通行止め (ROAD CLOSED)」
の標識がなければならない。 

b. 影響を受ける道路にはまた、境界から少なくとも 100 ft (30.5 m) 前方に、MUTCD か

USACE Sign Standards Manual の W20-3､DNG-11､WRN-24､その他適切な標識に従い、適切

な警告標識が掲示されなければならない。標識のサイズと設置場所は、見える距離と制限速

度に応じて決定する。 
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図 8-1 

安全標識/タグの見出し 

USACE ANSI OSHA 

警告 警告 警告 

危険 危険 危険 

注意－労働安全 注意 注意 

注意－指定なし 

  

安全 

  

通告 
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図 8-2 

安全タグのレイアウト例 

角取り隅部 

角付き隅部  丸み付き隅部 
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表 8-1 

安全標識の要件 

 

種類 目的 図柄 

危険標識 

DANGER 

特定の差し迫った重大
な危険、回復不能な損
害または傷害を引き起
こす可能性のある危
険、有害な作業の禁止
を表示する。 

 

 

 

 

図 8-1 に示すようにレイアウトする。標識の最上
部に配置した、長方形の安全赤色の背景上に、白
色文字で「危険 (DANGER)」と表示する。安全警
告シンボルは、見出し語の前に、なければならな
い。シンボルの基部は、見出し語の文字の基部と
同一水平線上か、それより上になければならな
い。代替の OSHA や ANSI の要件は、白色の背景
上に黒文字か、黒色の背景上に白色文字とする文
字表記を、求めている。もし、シンボル/絵文字の
パネルを使う場合は、黒色と安全赤色の長方形
に、白色の背景上に黒色か、安全赤色のシンボル
を、表示しなければならない。USACE 規格は、
白色の背景上に、黒文字で、特定の危険を表記す
ることを要求している。他に承認された危険標識
では、メッセージは、赤色の背景上に、白色文字
で表記する。 

注意標識 

CAUTION 

重大だが、回復不能で
はない、傷害や損害を
引き起こす可能性のあ
る、特定の潜在的な危
険に対して、注意を喚
起する。 

図 8-1 に示すようにレイアウトする。黒色の背景
上に黄色文字で「注意 (CAUTION)」と表示し、パ
ネル下側の黄色の背景上に、黒文字で、追加的な
説明を表示しなければならない。 
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表 8-1 (続き)  

安全標識の要件 

種類 目的 図柄 

一般安全 

健康、応急手当、医療
機器、衛生、清掃/管理
と､一般安全に関係する
一般的な手順と規則の
通知を含む。 

図 8-3 に示すようにレイアウトするか、単一
のパネルで構成する。上側のパネルには、緑
色の背景に白色文字で、見出し語として適切
なキーワードを表示し、下側のパネルには、
白色の背景に、黒か緑で、追加的な説明文
か、シンボルがなければならない。代替方法
として、標識全体が、緑色の背景に白色文字
としてよい。 

火災と緊急 

消火装置/設備への順
路、火災時の避難通路
と非常口、ガス遮断バ
ルブ、スプリンクラ
ー、非常時の手順を示
すためだけに使用され
る。 

図 8-3 に示すようにレイアウトするか、単一
の赤色パネルで構成する。上側のパネルに
は、赤色の背景に白色文字で、見出し語とし
て適切なキーワードを表示し、下側のパネル
には、白色の背景に赤色文字で、追加的な説
明文か、シンボルがなければならない。代替
方法として、標識全体が、赤色背景に白色文
字としてよい。 

情報 

施設/設備やサービスの
名称など、一般的な内
容の情報を、混乱や誤
解を避けるために提供
する。 

図 8-3 に示すようにレイアウトするか、単一
のパネルで構成する。上側のパネルには、青
色の背景上に、白色文字で見出し語の「通告 
(NOTICE)」を表示し、下側のパネルには、白
色の背景上に、青か黒で、追加的な説明文
か、シンボルがなければならない。代替方法
として、標識全体が、青色の背景上に白色文
字としてよい。 

出口 

出口を示すのに使用さ
れる。 

白地に、6 in (15.2 cm) 以上の高さの、読みや
すい文字で表示する。文字の主要線の幅は、
少なくとも 3/4 in (5.1 cm) なければならない｡ 
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表 8-2 

安全標識の色分け (カラーコーディング)  

 

色 目的 

赤 赤は、危険な状態、緊急時のコントロール、火災検知器、消火システ
ム、可燃性液体の容器を､特定/明示するために用いなければならない｡ 

オレンジ 
オレンジは、機械と、通電中の機器の、危険な箇所を示すために用い
られなければならない。オレンジはまた、建設現場での、一時的な交
通整理/規制のための標識としても、用いられなければならない。 

黄 黄色は、注意を要する状態を表し、危険な化学物質・物理的な危険・
電離放射線のマーキングをするために用いられなければならない。 

緑 緑は、安全装置、オペレーター用の機器、救急箱と安全装備の場所 
(消火設備は除く) を示すために用いられなければならない。 

青 青は、安全に関わるもの以外の情報を表すため、用いられなければな
らない。 

紫 紫は、電離放射線の危険を示すため、用いられなければならない。 
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図 8-3 

安全標識のレイアウト例 

 

 

 

文字メッセージのための、

追加スペースを確保するた

め、書式を拡張してよい。 

文字メッセージのため

の、追加スペースを確保

するため、書式を拡張し

てよい。 
 

角は削ってもよい。 

サンプル B 

サンプル C サンプル D 

サンプル E 

サンプル F 
サンプル G サンプル H サンプル I 

シンボル/  

絵文字パネル 

見出し語パネル 

文字メッセージ 

シンボル/

絵文字 

パネル 

見出し語パネル 

文字メッセージ 

シンボル/ 

絵文字パネル 

見出し語パネル 

文字メッセージ 

シンボル/ 

絵文字パネル 

見出し語パネル 

文字メッセージ 

シンボル/ 

絵文字パネル 

見出し語パネル 

シンボル/ 

絵文字パネル 

見出し語パネル 

文字メッセージ 

シンボル/ 

絵文字パネル 

文字メッセージ

文字メッセージ 

見出し語パネル 

シンボル/

絵文字 パ

ネル 

サンプル A 

文字メッセージ 
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表 8-3 

配管系統の識別表示 

 

配管や配管外装の外径 色彩面の長さ「Ａ」 文字の大きさ「Ｂ」 

3/4 － 1 1/4 in 8 in 1/2 in 

1 1/2 － 2 in 8 in 3/4 in 

2 1/2 － 6 in 12 in 1 1/4 in 

8 － 10 in 24 in 2 1/2 in 

10 in を超える 32 in 2 1/2 in 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

識別表示
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図 8-4 

無線周波 (高周波) 警告標識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ＝倍率単位 

文字表示: 文字の高さと文字線の太さの比率 

上側の三角形では: 大型文字は 5 対 1 

中型文字は 6 対 1 

下側の三角形では: 大型文字は 4 対 1 

中型文字は 6 対 1 

シンボルは正方形とし、各三角形は直角二等辺三角形とする。 

 

 

  

背景は黒色 

背景は赤色 

枠はアルミニウム 

文字色はアルミニウム 

文字色はアルミニウム 

警戒データか、当該エリアに

おける指示を入れる 
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図 8-5 

レーザー注意 (Caution) 標識 

 

 

図 8-6 

レーザー警告 (Warning) 標識 

 (赤)          (白)         (赤) 

 (位置 1: 黒色太文字) 

 (位置 2: 黒色太文字) 

(位置 3: 黒色太文字) 

 (白) 

 (赤色シンボル)  

 (黄)     (黒)     (黄) 
 (縁取りと横線は 

オプション)  

 (黄)  
 (位置 1: 黒色太文字) 

 (位置 2: 黒色太文字) 

 (黒色シンボル) 

(位置 3: 黒色太文字) 
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図 8-7 

放射線警告標識 

 

 

 

 

  

1. 枠内は、マゼンダか紫。 

2. 地の色は、黄色。 

図 8-8 

低速車両の表示 

注記: 寸法は全てインチ (in)。 

暗赤色の、   

反射性の縁取り。 

蛍光黄橙色の三角。 
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図 8-9 

事故防止タグのデザイン 

 

 

キーワード/語句 
キーワード/フレーズ

の印刷色 背景色 タグの色 

「危険」 
“DANGER” 

赤の楕円に白 黒 白 

「注意」 
“CAUTION” 

黄 黒 黄 

「操作禁止」  
“DO NOT OPERATE” 

白 赤 白 

「故障」   
“OUT OF ORDER” 

白 黒 白 
「使用禁止」  
“DO NOT USE” 

情報メッセージ か、
検査 黒か緑 適用外 緑と白 か、白と黒 

 

 

 

(キーワード

やフレーズ) 

背景色 

タグの色 
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第 10 章 
 

溶接・切断 
 
10.A 通則． 

10.A.01 溶接/切断 作業者とその監督者は、使用する機器の安全な操作、安全な溶接/切断作業

方法、溶接/切断時の 呼吸器保護と、防火について、トレーニングを受けなければならない。

＞ 米国産業衛生協会 (AIHA) 発行「Welding Health and Safety: A Field Guide for OEHS 
Professionals」が推奨される。 

10.A.02 全ての溶接機は、必要な全ての安全装置と付属機器が、適切に整い、正しく機能して

いることを 裏付けるため、毎回使用する前に 検査されなければならない。問題のある機器は

使用を中止し、交換/修理され、再び使用する前に再検査されなければならない。 

10.A.03 電気/圧力システムの要件． 

a. 溶接用ボンベと、その使用/保守については、20 章の該当する要件を満たさなければな

らない。 

b.  アーク溶接/切断システムと、その使用については、本章の該当する要件を満たさなけ

ればならない。 

10.A.04 アーク溶接/切断作業は、アークの直射、火花、溶融金属、スパッタ、欠けたスラグ

から、35 ft (10.7 m) 以内で働いている従業員とその他の人々を保護するため、不燃性か難燃性

のスクリーンで保護されなければならない。 

a. 溶接カーテンは、溶接法と、アンペア数に、適したものでなければならない。 

b.  溶接カーテンは、紫外線や青色光に対する、高い安全性を備えなければならない。 

c. 溶接カーテンは、退色に強く、耐炎でなければならない。 

d. 青みがかった溶接カーテンの使用は、もし作業エリアで見ている者がいる場合､青色光の

保護効果に乏しいため、禁止する。 

10.A.05 ケーブル、ホース、その他の装置は、通路、はしご、階段にかからないように整頓さ

れなければならない。 

10.A.06 危険物の溶接/切断． 
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a. 天然ガスを内部に含む、鋼製の配管を、溶接/切断/加熱する場合は、49 CFR 192 が適用

されなければならない。 

b.  引火性が分からない 防食被覆で覆われた面を、溶接/切断/加熱する前に、その引火性を

判断するため、テストしなければならない。剥離した破片が 急激に燃えた場合、防食被覆は、

引火性が高いと見なさなければならない。 

c. 防食被覆のついた 金属部分の温度上昇が、目で見て分かるような、被覆の 変質や劣化

をもたらさないことを確実にするため、防食被覆は、加熱される部位から、十分な間隔を取っ

て除去されなければならない; 被覆が剥離される範囲を限定的にするため、加熱部分 周辺の

金属が、人為的に冷却されてもよい。 

d.  閉ざされたエリア内で、毒性のある表面コーティング (塗料､防腐剤､剥離剤 等) を、溶

接/切断/加熱する場合は、加熱する部位から 最低 4 in (10.1 cm) の幅にわたり、表面を覆う全て

のコーティングが 除去されるか、または、従業員が、送気マスクで保護されなければならない。 

10.A.07 重要構造物/部品 (Critical Items)．＞ 補遺 Q を参照。 

a. 足場、支保工、型枠、はしご、杭 等の重要構造物/部品と、有資格者 (QP) が判断した、

その他の重要な構造物/部品に対して実施する 全ての溶接は、米国溶接協会 (AWS) の規格に従

って認定された 溶接作業者だけが、適正かつ承認された 溶接の手順と施工要領 (AWS や AWS
の基準に従う､認可された同等の組織の) を用いて、実施できる。 

b. 重要構造物/部品に対する溶接は、AWS 認定の上級認定溶接検査員 (CSWI) か、認定溶

接検査員 (CWI) (または同等の者) の いずれかによって、検査されなければならない。 

10.A.08 ドラム缶、コンテナや、中空になった構造物へ 熱が加えられる前に、熱が加わる際

に生じる圧力を開放するため、穴や開口部が 設けられなければならない。穴/開口部を設ける

ため、熱やスパークを発生させる工具の使用は、禁止する。 

10.A.09 溶接/切断/加熱の作業を行う従業員は、さらされるであろう危険に適した、個人用保

護具 (PPE) と、実施される溶接/切断/加熱作業のために行った、作業危険分析 (AHA) の結果に

基づき、保護されなければならない。呼吸器、眼と顔面、騒音、頭部、足、皮膚に対する、全

ての必要な保護具は、10.B、10.C、5 章に従って選択､使用されなければならない。 

10.A.10 全ての溶接/切断のための機器と作業は、ANSI/AWS Z49.1 の規格と、推奨される作

業方法に従わなければならない。 

10.B 眼と顔面の保護． 溶接作業者の眼と顔面は、溶接､研削､切削 作業中、UV と赤外線、そ

して、飛来物から保護されなければ ならない。 
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10.B.01 これらの職務 を実行/にさらされる者は、本章と 5 章に従い、その危険に応じて、適

切な眼と顔面の保護をしなければならない。 

10.B.02 UV、青色光、赤外線を発生する作業 を実行する/にさらされる者は、これらの危険か

ら保護されなければならない。 

a. 遮光レンズは、機器と作業の種別に応じて、選択されなければならない。＞ 5 章、表 5-
2 を参照。 

b. 保護ヘルメットは、表面が反射したり、クラックや隙間があってはならない。 

c. クラックや窪みのあるレンズが、使用されてはならない。 

d. すべてのフィルターレンズは、ANSI Z87.1. Ultraviolet, Luminous, and Infrared 
Transmittance (紫外線､可視光線､赤外線の透過率の要件) を、満たさなければならない。 

e. 溶接用ヘルメットは、常に、ANSI Z87.1 の規格に合った、上部と側面を保護する安全め

がねと、併せて使用されなければならない。 

f. 自動遮光溶接ヘルメットは、このヘルメットの能力を超える 遮光性を要する溶接法に、

使用されてはならない。ほとんどの自動遮光ヘルメットは、Filter Shade 14 以上を要する 溶接

法には適さない。 

10.C 作業管理/作業環境管理． 

10.C.01 溶接/切断/加熱の全ての作業は、空気中に浮遊する、危険な濃度の汚染物質に対する

人の暴露が、許容できる限界内になるよう、換気 (自然換気か､機械換気) されなければならな

い。＞ 6 章を参照。 

10.C.02 本章で述べる 条件や材料に関係しない 溶接/切断/加熱は、機械的な換気や呼吸用保

護具を用いることなく、通常の方法で行われてよい。 

10.C.03 密閉区画で、溶接/切断/加熱を行う場合は、常に、機械的な全体換気か、局所排気が

行われなければならない。＞ 10.A.06.d と 10.C.05 を参照。 

10.C.04 毒性の著しい材料．下記の物質 に関わる/が発生する、溶接/切断/加熱の作業は、次

に列記される要件に従い、実行されなければならない:  アンチモン、砒素、バリウム、ベリ

リウム、カドミウム、クロム、六価クロム 、コバルト、銅、鉛、マンガン、水銀、ニッケル、

オゾン、セレン、銀、バナジウム。＞ 10.A.06.d.も参照。 
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a.  密閉区画で、これらの物質にさらされる場合は、常に、機械的な局所排気と、個人用の

呼吸用保護具が、使用されなければならない。排気が作業エリアに戻ってしまう構造の､機械的

な局所排気システムや、排気をろ過して､作業エリアに再循環させるシステムの､局所排気の使

用は、禁止されなければならない。 

b. 屋内作業で、ベリリウムと六価クロム を除く、これらの物質にさらされる場合は、個人

暴露を､許容限界内まで減少させ維持するのに十分な、機械的な局所排気システムが､常に 使用

され、メーカーの取扱説明書に従って､保守されなければならない。交換フィルタは､同じメー

カーのもので、その排気システムに対して､適切なフィルタであることを確実にするよう、注意

が払われなければならない。屋内作業で、ベリリウムや六価クロム にさらされる場合は、承認

された機械的な局所排気システムと、個人用の呼吸用保護具が使用されなければならない。 

(1) 溶接作業だけが行われるエリアでは、開放された溶接作業場に対して、溶接機 1 台当た

りの換気量が 2,000 CFM の、全体換気システムが必要である。 

(2) 局所排気を行う場合は、作業から最も離れた場所で計測された 捕捉風速が 100 FPM、

ダクト内の搬送速度が 1,000 FPM 以上なければならない。もし 06.H.01.f.の要件が順守される

のであれば、空気をろ過して 作業環境中に戻す 局所排気システムの使用は、密閉区画 以外で

行われる、ベリリウムや六価クロムを含まない溶接に限り、認められる。 

c. 屋外作業で、ベリリウムと六価クロム を除く、これらの物質にさらされる場合、個人暴

露を､許容限界内まで減少させ維持するのに十分な､機械的な局所排気システムが設置されてい

ない場合は、常に、適切な呼吸用保護具が使用されなければならない。 

d. 屋外作業で、ベリリウムと六価クロムにさらされる場合は、技術的な､そして作業方法に

よる低減策と、呼吸器保護の 必要性と種類が、これらの物質に関する 最初の作業者 暴露評価

と、暴露測定の結果に基づいて、決定されなければならない。 

e.  作業者は、ステンレス鋼、高クロム合金、クロムで被覆した金属に対する、溶接/切断や、

火気作業を実施する間、または、クロム酸塩を含む塗料とその他の表面コーティングの塗布/除
去中に、危険な濃度の 六価クロムにさらされる可能性がある。＞ 06.L を参照。 

f.  毒性の著しい材料を扱う作業者は、休憩、水分補給、喫煙や、その日の帰宅前に、作業

着を脱ぎ、掃除機を掛け、手洗いをしなければならない。 

g. 毒性の著しい物質に関係した 溶接/切断/加熱の作業を行う、すべての作業エリアでは、

適切な 清掃･清潔に関する計画書 (Housekeeping Plan) が策定され､実施されなければならない。

その計画書では、すべての表面を､定期的に、HEPA フィルタ付き掃除機で清掃し、ぬれた布等
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で拭き取るよう、定めなければならない。その頻度は、表面に 汚染物質のない状態を維持し、

そのエリアで行われる 溶接/切断/加熱作業の 頻度､タイプ､量に応じ決定されなければならない。 

10.C.05 フッ素や亜鉛の化合物に関わる/発生する、溶接/切断/加熱の作業は、次の要件に従っ

て実施されなければならない: 

a. 密閉区画では、暴露を許容限界内に維持するために 十分な、機械的な局所排気と、個人

用の呼吸用保護具が使用されなければならない。 

b. 開放された空間では、フッ素/亜鉛 化合物の濃度を測定し、許容限界内に暴露を維持す

るために十分な、局所排気と､個人用の呼吸用保護具の必要性を判断するため、06.A.01 の手順

に従い、必要に応じて､サンプリングが行われなければならない。 

10.C.06 アーク/ガス切断．鉄粉か 化学フラックスの いずれかを用いる酸素切断、ガスシール

ドアーク切断、プラズマ切断は、発生したヒュームを除去するため、機械的な局所排気か、適

切な他の手段を用いなければならない。 

10.C.07 溶接/切断 作業者と､同じ雰囲気にさらされる他の作業者は、溶接/切断 作業者と同じ

方法で防護されなければならない。 

10.D 防火． 

10.D.01 十分な能力のある 適切な消火器が、溶接/切断 作業のすぐ近くに備えられ、直ちに使

用できる状態で 維持されていなければならない。軍の施設で、溶接/切断/加熱作業を行う場合、

GDA から別途指示がない限り、火気使用許可が必要である。 

10.D.02 次の危険が無いことを裏付けるため、溶接/切断 作業を行う前に、作業エリアが 調査

されなければならない: 

a. 作業に近接して置かれた可燃物; 

b. 爆発性の雰囲気が 存在する、または、発生する可能性がある (引火性の ガス、蒸気、液

体、粉じん) ;  

c. 高酸素雰囲気が 存在する、または、その状態である。 

10.D.03 溶接/切断/加熱の対象物については、次の順位で、防火管理しなければならない: 

a. 危険な可燃物のない場所に移動させる; 
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b. もし加工対象物が動かせない場合は、その近傍にある､全ての移動可能な火災の危険が、

安全な場所に移される (溶接/切断の場所から、少なくとも水平に 35 ft (10.6 m) 移動させる) か、

可燃物と可燃性の構造物が、溶接の熱、火花、スラグから保護されなければならない; 

c. 可燃性や引火性の物質がある場所で、溶接/切断が必要な場合は、作業が始まる前に、

GDA による検査と承認が 必要である。溶接/切断 作業中、火気監視員は、すぐに使用可能な消

火器を携行して、それに立ち会わなければならない。彼らは、消火器の使用と、火災の場合の

報知器の操作について、トレーニングされていなければならない。火気監視員は、溶接/切断作

業の完了後、少なくとも 1 時間は、残り火を消すため その場に配置されなければならない。＞

09.J.03 も参照。 

10.D.04 溶接/切断/加熱の作業で、通常の防火対策が不十分であるような場合、火災を防ぐた

めに 有資格の火気監視員が追加で配置され、予想される火災の危険と、消防設備の使用方法に

ついて、教育されなければならない。＞ 09.J.03 を参照。 

10.D.05 可燃性の床の上で、溶接/切断が行われる場合、床は 耐火性のシールドで保護される

か、湿った砂で覆われる、または、湿らせていなければならない。床を湿らせたり、濡らした

場合、アーク溶接/切断機を操作する者は、潜在的な感電の危険から保護されなければならない。 

10.D.06 シャフトや斜面で､溶接/燃焼作業を行う下方では、不燃性の防壁が設置されなければ

ならない。 

10.D.07 溶接/切断 作業の現場から 35 ft (10.7 m) 以内にある、壁､床､ダクトの開口部や､隙間

は、火花が 隣接するエリアへ移動しないよう、厳重にカバーされなければならない。 

10.D.08 易燃性の壁、間仕切り、天井、屋根の近くで、溶接/切断が行われる場合は、これら

に着火しないよう、耐火性の防護が用いられなければならない。 

10.D.09 金属製の壁、間仕切り、天井、屋根に対して、溶接/切断が行われる場合、熱の伝導

や放射によって、反対側にある可燃物が着火しないよう、予防措置が取られなければならない。 

10.D.10 可燃性の物質で被覆された 金属製の間仕切り、壁、天井、屋根や、可燃物質をサン

ドイッチ状にはさんだパネル構造の 壁や間仕切りに対し、溶接/切断が行なわれてはならない。 

10.D.11 危険物が入っていた ドラム缶、タンク、その他の容器や 装置/機器を、溶接/切断す

る前に、それらは NFPA 326 と ANSI/AWS F4.1 に従い、徹底して洗浄されなければならない。 

10.D.12 引火性のガスや液体の輸送、分配のためのパイプラインに、流体を通したまま行う 
ホットタップや、その他の溶接/切断は、ホットタップを行う資格を有する者によって、GDA 
の許可を得た場合に限り、行われなければならない。 
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10.D.13 スプリンクラーヘッドの近傍で、溶接/切断が行われる場合、濡れた布や同様の保護

が、スプリンクラーヘッドを覆うために用いられ、溶接/切断作業が完了した時点で、これらは

撤去されなければならない。 

10.D.14 火災検知器と消火システムで保護されたエリアで、溶接/切断を行う場合、これらの

装置が偶発的に作動しないよう、予防措置が取られなければならない。 

10.E ガス溶接と溶断． 

10.E.01 酸素燃料混合ガスによる、溶接/切断装置は、全国的に認知された試験機関が承認し

たものから選ばれなければならない。 

10.E.02 酸素ボンベと関連装置． 

a. 酸素ボンベと関連装置は、油、グリース、その他の 引火性や爆発性の物質がないところ

に保管され、油の付いた手や手袋で取扱われてはならない。 

b. 酸素ボンベと関連装置は、他のガスと互換的に使用されてはならない。 

c. 酸素燃料混合ガスボンベは、作業者がいる 密閉区画内に置かれてはならない。 

10.E.03 ホースとその接続部． 

a. 燃料ガスと酸素のホースは、お互いに 容易に区別できるようにしなければならない。 

b. 酸素と燃料ガスのホースは、互換性があってはならない。1 本のホースの中に、2 本以

上､ガスの通り道のあるホースが、使用されてはならない。 

c.  回転運動なしに、ロックを外したり、分離できるタイプの ホース継手は、禁止する。 

d. 逆火したホースや、著しい磨耗や損傷のあるホースは、通常加えられる圧力の 2 倍の圧

力で、且つ、必ずゲージ圧 300 psi (2068.4 kPa) 以上で テストされなければならない。欠陥の

ある、または、疑わしい状態の ホースとホース接続部は、使用されてはならない。 

e. 平行する 酸素と燃料ガスのホースが、テープで一緒に括られる場合は、12 in につき 4 in 
(30.4 cm につき 10 cm) 以上が、テープで覆われてはならない。 

f. ガスホースの保管に用いる箱、ホースが貫通する、または、ホースが使用される、全て

の閉鎖された空間は、適切に換気されなければならない。 
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g. ホースの接続部は、クランプやその他の方法で、しっかりと連結されなければならず、

使用時に通常加わる 2 倍の圧力で、且つ、ゲージ圧 300 psi (2068.4 kPa) 以上の圧力に漏れる

ことなく耐えるようにしなければならない。 

10.E.04 トーチ． 

a. トーチは、使用する前に 毎回、遮断弁、ホースの継手、チップの接続部に漏れがないか､

そしてトーチチップに損傷がないか、検査されなければならない。欠陥のあるトーチが使用さ

れてはならない。 

b. 毎日トーチに初めて点火する前に、ホースは、個別にパージされなければならない。密

閉区画や発火源の近くで、ホースがパージされてはならない。 

c. トーチ先端の開口部が詰まった場合には、適切な掃除用ワイヤ、ドリル、その他このよ

うな目的のための工具で、清掃されなければならない。 

d. トーチは、摩擦式ライターその他、承認された形式の装置で点火されなければならず、

マッチや高温物体で点火されてはならない。 

10.E.05 作業を中断する時は常に、トーチのバルブが 閉止され、ガス供給が 遮断されなけれ

ばならない。 

10.E.06 作業を中断する時は常に、トーチとホースは、密閉区間から持ち出されなければなら

ない。 

10.E.07 保護装置． 

a. ボンベ、レギュレータ、ホース、トーチで構成された、酸素燃料混合ガス、その他の酸

素/燃料ガスを使う 溶接/切断装置は、各ホースのトーチに、逆流防止弁と 逆火防止器が、なけ

ればならない。但し、メーカーの取扱説明書に別の指示がある場合は、この限りでない。 

b. 複数の酸素/燃料ガスの装置が 組み合わされ、一緒にマニホールドされる場合は、NFPA 
51 の規定が適用されなければならない。 

10.E.08 酸素アセチレンガス用ホースの 複数のセットを、1 セットの酸素アセチレン タンク

の 1 つのレギュレータへ接続することは、圧縮ガス協会 (CGA) の規格に適合し、全国的に認知

された試験機関によって承認された、市販の継手を取付けることによってのみ、可能である。

継手は、レギュレータの出力側に取付けられ、各枝管に､遮断弁と逆流防止弁が組み込まれたも

のでなければならない。 
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10.E.09 アセチレンのレギュレータは、ゲージ圧 15 psi (103.4 kPa) を超えて 放出できるよう、

調節されてはならない。 

10.F アーク溶接と溶断． 

10.F.01 電気溶接の装置は、米国電気工事規定 (NEC) に従って、設置、メンテナンス、運用

されなければならない。 

10.F.02 手動電極ホルダー． 

a. 電極が必要とする最大定格電流を、安全に処理する能力を有し、アーク溶接と溶断のた

め特別に設計された、手動電極ホルダーだけが 使用されなければならない。 

b. 溶接/切断作業者が握るホルダーの 電流が流れる全ての部分と、ホルダーのあご部  外側

表面は、発生が予期される 最大 対地電圧に対し、完全に絶縁されていなければならない。 

10.F.03 溶接ケーブルとコネクター． 

a. ケーブルは完全に絶縁されており、柔軟で、進行中の作業の 最大電流の要求に対処する

能力があり、手入れが行き届いていなければならない。修理を要するケーブルが、使用されて

はならない。 

b. 溶接ケーブルは、摩耗や損傷がないことを確認するため、毎回 使用する前に 点検され

なければならない。絶縁やコネクターが損傷したケーブルは、元のケーブルと同じ機械的強度、

絶縁性、導電性、防水性を備えるよう、交換/修理されなければならない。電極ホルダーが接続

されているケーブル端から 10 ft (3 m) 以内に、重ね継ぎや、修理した絶縁部のあるケーブルは、

使用されてはならない。 

c. 2 本のケーブルを接続したり、重ね継ぎする必要が生じた場合は、少なくともケーブル

と等しい容量の、絶縁コネクターが用いられなければならない。ケーブルラグで接続される場

合は、しっかりと緊結され 良好な電気的接続が得られるようにし、ラグ端子の露出金属部分は、

完全に絶縁されなければならない。ケーブルの接合は、その目的に適した方法で行われ、接続

方法は、使用条件に適した 絶縁をもたらすものでなければならない。 

10.F.04 アーク溶接/切断機のフレームは、回路の導体を接続するケーブルの第 3 線か、電源

で接地されている別の電線の、いずれかで接地されなければならない。 

10.F.05 溶接発電機のいずれの端子も、決して溶接機のフレームに 接合されてはならない。 
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10.F.06 ガスや引火性の液体を内蔵するパイプライン、または、電線を収めている電線管は、

接地戻り回路として使用されてはならない。 

10.F.07 溶接以外のために使用する、溶接機から出ている回路は、接地されなければならない。 

10.F.08 溶接ケーブルは、電源ケーブルや、その他の高圧線の近くに 置かれてはならない。 

10.F.09 溶接のリード線は、吊り足場を支持する 金属部分へ、接触してはならない。 

10.F.10 溶接機の電源を切るスイッチが、溶接機 本体か、その近くになければならない。 

10.F.11 リード線が無人で置かれる場合、装置は、電源を切らなければならない。 

10.F.12 アーク溶接/切断 作業は、アークの直接光線から、従業員と他の訪問者を保護するた

め、10.A.04 に示すように 不燃性や耐炎性のスクリーンで、遮蔽されなければならない。 

10.F.13 とぐろ巻きにした溶接ケーブルは、使用前に、伸ばし 広げられなければならない。 

10.G ガスシールドアーク溶接 (TIG･MIG･MAG 溶接) ． 

10.G.01 塩素溶剤は、保護されていない場合、露出したアークから 最低 200 ft (61 m) 離さな

ければならない。塩素溶剤で前処理された表面は、その面に溶接する前に、乾燥させなければ

ならない。 

10.G.02 アークから 35 ft (10.7 m) より近くにあって、保護スクリーンによって アークから保

護されていない作業者は、フィルターレンズで 保護されなければならない。2 名以上の溶接作

業者が、それぞれ 他の者のアークにさらされる場合、溶接ヘルメットの下に、フィルターレン

ズ付きのゴーグルが 着用されなければならない。ヘルメットを持ち上げたり、シールドを外し

た時に、フラッシュと 放射エネルギーから 溶接作業者を保護するため、手持ち式のシールド

が使用されなければならない。 

10.G.03 放射にさらされる溶接作業者とその他の作業者は、火傷と紫外線によるダメージを

防ぐため、皮膚は覆われ、保護されなければならない。溶接ヘルメットと手持ち式シールドは、

漏れ、ひび割れ、隙間が無く、表面の反射率が高いものであってはならない。 

10.G.04 ステンレス鋼、クロム合金鋼や、クロム被覆金属に、ガスシールドアーク溶接 
(GMAW) が行われる場合は、承認された局所排気装置を用いて、危険濃度の 二酸化窒素と、六

価クロム のような他の空気汚染物質から、作業者が 保護されなければならない。この排気装

置は、作業者の暴露を 許容限界内に減少させ、維持する能力がなければならない。もしくは、

ガスシールドアーク溶接 (GMAW) で、アルゴン含有量の多い (> 75% アルゴン) シールドガス

を使用したり、フラックスコアードアーク溶接 (FCAW) のように、効果的な他の作業方法と技
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術的な低減策でもよい。技術的な 作業方法による低減策が、従業員の暴露を 許容限界内まで

減少させるのに十分でない場合、雇用者は、これらの方法を用いて 従業員の暴露を 達成可能

な最小レベルまで減少させた上で、本章と 5 章の要件に準拠する 呼吸用保護具を使用して、こ

れらの方法を補完しなければならない。 

10.H プラズマ切断． 

10.H.01 プラズマアーク切断装置は、NEC とメーカーの取扱説明書に従って、設置、メンテ

ナンス、運用されなければならない。 

10.H.02 すべてのケーブルとトーチケーブルは、使用前に点検されなければならない。損傷し

たケーブルとトーチケーブルは、全て使用前に交換されなければならない。 

10.H.03 すべての消耗品 (ノズル､電極等) は、毎回 使用前に、適切な取付け状態にあることが

確認されなければならない。 

10.H.04 プラズマ切断に使用されるすべてのトーチは、予期しない接触を防止するため、トリ

ガー式の安全装置がなければならない。 

10.I テルミット溶接．＞ 補遺 Q を参照。 

10.I.01 テルミット溶接用モールドは、テルミット溶接反応中の 飛散を防止するため、装入物

に点火する前に、完全に乾燥され、カバーされなければならない。 

10.I.02 テルミット溶接材料の保管． 

a. テルミット溶接材料の 大量保管は、溶接作業エリアから 50 ft (15 m) 以上離れた、独立

した 小屋/建物で行われなければならない。 

b. テルミット溶接材料を大量に保管するエリアは、乾燥した状態に保たれ、施錠されてい

なければならない。 

c. 原料の保管容器は、毎回 使用後、直ちに密閉されなければならない。 

10.I.03 テルミット溶接用モールドは、メーカーの取扱説明書に示された、十分な冷却がなさ

れるまで、取外されてはならない。 

10.I.04 テルミット溶接材料が、使用/保管されているエリアでは、喫煙が 禁止されなければ

ならない。 
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第 11 章 
 

電気 
 
11.A 通則． 

11.A.01 承認と資格．本章で使用される「有資格者 (QP) 」という用語は､「電気工事におけ

る、有資格者 」を意味する。＞ 補遺 Q を参照。 

a. 電気の配線と装置/設備/機器は、使用される特定の用途について、全国的に認知された

試験機関が承認した型式のものが使用されなければならない。 

b. 全ての電気工事は、米国電気安全規程 (NESC) 、米国電気工事規程 (NEC) 、米国防火協

会 (NFPA) 、労働安全衛生局 (OSHA) と、米国沿岸警備隊 (USCG) の規則に 準拠しなければな

らない。もし､ (本章に記載の通り) 実施される作業が、上記の規定や法規と矛盾する場合は、

最も厳しいものが、適用されなければならない。 

c. 全ての電気工事は、適用される法規の 要件を熟知し、証明可能な認定書を持つ、QP に

よって実施されなければならない。証明可能な認定書とは、実施する作業に応じて、電気主任

技術者や 電気工事士が持つ、州や、国、現地の証明書/免許証であり、しかるべき 作業危険分

析 (AHA) に、特定/明示されなければならない。電気工事士とその見習生の比率は、作業が実

施される場所に適用される、州、地方や、受入国の要件に、準拠しなければならない。 

d. USACE やその他の官庁が指名する QP は、証明可能な認定書を所有し、適用される法

規の要件を 熟知していなければならない。証明可能な認定書とは、熟練した電気技術者が保有

する、州や、国、現地の認定書/免許証、または USACE が主催する地方のトレーニングプログ

ラム (例えば、水力発電トレーニングプログラム、管区航海トレーニングプログラム 等) が含ま

れるが、次が適用される: 

(1) トレーニングは、実施される作業のレベルに見合う、電気資格認定機関により提供され

なければならない; 

(2) トレーニングと資格認定は、証明可能であり、文書化されなければならない; 

(3) 認定レベルが、従業員の PHA に、特定/明示されなければならない; 

(4) QP は、対象となる電気 装置/設備/機器の、建設、運用、メンテナンスについて、その技

能と知識を実際にやってみせ、関連する危険を、認識、回避、コントロールするための、安全

トレーニングを受けなければならない。 

e. 緊急時の手順とトレーニング．感電の危険にさらされる従業員と、緊急時に処置を行う
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責任のある従業員は、通電中の露出した電気導体/回路部品との接触に因る被災者の、救出方法

についてトレーニングされなければならない。従業員は、職務上必要な場合、認定された蘇生

法などの、応急処置と緊急対応の方法について、定期的にトレーニングされなければならない。

心肺蘇生や、自動体外式除細動器 (AED) の使用を含む、認定された蘇生法による、従業員のト

レーニングと再トレーニングは、本規程の 03.A と、OSHA 29 CFR 1910. 151、NFPA 70E 
110.2 (c) で要求されているとおり、雇用者によって保証されなければならない。 

11.A.02 隔離． 

a. 作業を始める前に、担当の QP は、作業中､電力回路の一部が (露出の如何を問わず) 、
物理的/電気的に、人、工具、機械に接触するような配置になっていないか、調査と実地観察、

そして 計測器を使って確認しなければならない。確認手順は、作業を開始する前に、文書化さ

れなければならない。 

b. 作業を開始する前に、作業の対象となる 全ての機器/回路は、通電が停止されなければ

ならない。作業者は、危険エネルギー管理プログラム (HECP) と その手順 (例えば、ロックア

ウト/タグアウト、ブランキング、確実な遮断方法、接地 等) によって、保護されなければなら

ない。電気で制御する機械を、修理/調整している間、各機械のコントロール装置や付帯装置が

作動しないようにするため、確実な手段が講じられなければならない。＞ 12 章を参照。 

 注記: もし、通電中のシステムに対して、作業を実施しなければならない場合、雇用

者は まず、通電の停止が、新たな/更なる 危険 (例えば、生命維持装置の停止、一部エリアの全

面的な停電 等) を引き起こしたり、装置/設備/機器の設計や、業務上の制限により (例えば、試

験、故障点検 等) 、実行不可能であることを証明しなければならない。 

c. 通電中の作業は、事前の承認なしに、決して実施されてはならない。やむをえず、通電

状態の設備に対して 作業を行わなければならないと判断された場合は、 通電作業許可申請書 
(energized work permit) が GDA へ提出され、受理されなければならない。＞ NFPA 70E を参

照。許可申請書は、事前に用意され、少なくとも次の内容がなければならない: 

(1) 作業内容と場所; 

(2) 通電状態で、作業が実施されなければならない理由; 

(3) 従うべき作業方法の説明; 

(4) 感電に関する分析と安全境界 (安全作業距離); 

(5) 決定されたアークフラッシュ危険分析とアークフラッシュ安全境界; 
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(6) 職務を安全に実施するために必要な、個人用保護具 (PPE) の具体的な種類; 

(7) 無資格者が、作業エリアに立ち入るのを制限する手段; 

(8) 作業に関する事前説明 (安全、工具、PPE、その他の危険と低減策を含む) が、完了した

ことを示す証拠。 

d. 配線と装置/設備/機器の通電部は、あらゆる人や物を危害から守るため、ガードされな

ければならない。 

e. 高電圧の装置/設備/機器 (例えば、送配電の開閉所、変圧器 等) は、許可されていない者

が近付かないよう、保護されなければならない。常に監視下にある入口以外は、鍵が掛けられ

なければならない。金属製の筐体は 接地されなければならず、高電圧について警告し、許可さ

れていない者の立入りを禁止する標識が、入口に掲示されなければならない。 

f. 筐体の扉は、外に向けて開くようにする 等の方法で、収容された装置/機器との間隔を

確保しなければならない。 

11.A.03 通電中の電線や､装置/設備/機器に対する作業が必要な場合、ゴム手袋 等の保護具と、

ANSI と ASTM の規格に適合する、活線工具が使用されなければならない。通電中の機器に対

する作業には、定格電圧に対して 絶縁された工具だけが使用されなければならない。＞ 本規

定の 05.I と NFPA 70E を参照。 

11.A.04 可とうコード (フレキシブルコード) ． 

a. クレーンやエレベーターのような、恒久的に設置される装置/機器用として、恒久的に使

用される 可とうコードの 最低限の要件に関しては、NEC (NFPA 70) を参照すること。 

b. メンテナンスと建設の業務では、全ての可搬型の可とうコード/ケーブル (例えば、延長

コード) は、そのコードを使用する者によって、少なくとも毎日検査されなければならない。 

c. 可搬型の可とうコードは、負荷に対して適切なサイズの 導体と機器接地を、必要な本数

持っていなければならない。QP は、苛酷な/極めて苛酷な使用に耐える、可とうコードの長さ

とサイズを、NEC の Article 400 の規定に従って、適切に選定しなければならない。 

d. 作業エリアを通る 可搬型の可とうコードは、ダメージから保護されなければならない 
(通行する人や車両に踏み付けられたり、鋭く尖った端部や保護装置に接触､挟まれて起きる) 。
孔を通過する、可とうコード/ケーブルは、ブッシングや継手で保護されなければならない。 

e. 可搬式 可とうコードは、接合 (スプライス) や分岐 (タップ) のない、連続したものだけ

が使用されなければならない。苛酷な使用に耐える コード/コードセットの修理は、もし導体
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が NEC に従って接合 (スプライス) され － そのスプライス作業は QP によって実施されなけれ

ばならない、絶縁レベルが元のケーブルと同等であり、電線の接続部が はんだ付けされている

ならば、認められる。 

f. パッチ当てされたり、油が染み込んだ、磨耗した、擦り切れた 可搬型可とうコードは、

使用されてはならない。 

g. 可搬型 可とうコードは、物理的ダメージから 確実に保護される間隔で、支持されなけ

ればならない。支持する物は、ケーブルタイ、ストラップや、同様の物で、損傷を与えないよ

う、設置されなければならない。 釘からぶら下げられたり、はだかの針金で吊されたりして

はならない 

11.A.05 QP には、作業を安全に実施するために必要な作業者の数を決める責任があり、対応

する 作業危険分析 (AHA) において、作業の危険とその低減策を 特定/明示しなければならない。

作業は、安全な作業環境を整えるため、十分な数の作業者で 実施されなければならない。 

11.A.06 スイッチボックス、コンセントボックス、金属製の容器、機器の筐体、仮設電気配線

には、最高運転電圧を示すため、標示されなければならない。 

11.A.07 通電部が露出している機器の近くで作業する場合には、絶縁マットや 強固な構造を

持ち良好な足場を提供する架台が、床の上や機器のフレーム上になければならず、絶縁マット、

架台や、絶縁された床の上に立たない限り、オペレーターやその他の者が、通電部位に触れて

はならない。 

11.A.08 アークフラッシュと感電の 危険エリアの境界を指定するため、適切な 仮設の柵/仕切

り/障害物 等の手段が講じられなければならない。境界は、電気工事が実施されている間、作

業空間が通路として使用されないことを、確実にしなければならない。 

11.A.09 片側、または両側の端子に 電圧が掛かったまま、ヒューズが 取付け/取外される場合

は、その定格電圧に対して 絶縁された、ヒューズ引出し工具を使用すること。 

11.A.10 差込みプラグとコンセント． 

a. プラグとコンセントは、水中使用タイプと認定されていない限り、水に触れないように

しなければならない。 

b. 作業エリアで使用する 差込みプラグは、苛酷な使用に耐えるもので、端子ネジに過度の

力が掛からないよう、コードグリップがなければならない。 

c. 240 ボルトを超えて 装置/機器に供給する、差込みプラグと他のコネクタには、アークが

封じられるよう、スカートが付けられるか、別の方法で設計されなければならない。 
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d. 240 ボルトを超える配電網で使用する プラグ/コンセントは、使用前に QP によって点検

されなければならない。 

e. 定格が 240 ボルトを超えるコンセントに､プラグを物理的に差込む際は、回路電源を落

とした状態でなされなければならない。 

f. 定格が 240 ボルトを超えるコンセントへ差し込んだ、装置/機器に給電する回路へ 通電

する前に、適切な PPE が着用されなければならない。 

g. 特定の電圧、電流、周波数や、電流について、米国電機製造者協会 (NEMA) の規格があ

る場合は、NEMA 規格のプラグとコンセントが使用されなければならない。 

11.A.11 携帯用ハンドランプ． 

a. 携帯用ハンドランプは、成形されたものか、目的に応じて承認された 他のタイプのもの

でなければならない。 

b. 金属製のケースで、紙を内張りした ランプホルダーが使用されてはならない。 

c. ハンドランプには、ハンドルと、電球を覆う 頑丈なガードがなければならない。ガード

は、ランプホルダーか、ハンドルに取付けられていなければならない。 

11.A.12 電気機器に対して、またはその近くで作業を行う場合、金属の装身具 (すなわち、リ

ストバンド、時計の鎖、指輪、ブレスレット、ネックレス、身体装身具、ピアス 等) が着用さ

れていてはならない。 

11.B アークフラッシュ． 

11.B.01 50 ボルトを超える 通電部に対する、またはその近くでの 作業を要する場合は常に、

NFPA 70E に従い、危険分析/アークフラッシュ危険分析 が 行われなければならない。この分

析を行うために、補遺、または表が使用されてもよい。アークフラッシュ保護境界、接近距離、

危険/リスクの区分、個人用保護具 (PPE) の要求が、全て特定/明示されなければならない。 

11.B.02 50 ボルト以上で作動している、通電中の露出した電気装置/設備/機器の作業を行う、

またはその近くで作業を行う、全ての人員に対して、アークフラッシュから適切に保護する

PPE が必要である。必要な PPE の特定は、機器のアークフラッシュラベルか、NFPA 70E の

作業表に基づいて行われる。＞ 05.I を参照。 

11.B.03 PPE としての衣服は、ASTM F1506「瞬間的電気アークと関連する熱による危険に

さらされる電気作業者が使用する衣服の耐火繊維材料に関する標準性能仕様」に準拠し、それ

に従ったラベルがなければならない。 
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11.B.04 アーク定格を備えた衣服は、適切に着用されなければならない。長袖は、下ろしてボ

タンを止め、半袖は禁止、ズボンは、脚の長さ一杯までなければならない。露出した金属ファ

スナーが付いた衣服は、それが適切なアーク定格を備えている場合を除き、着用されてはなら

ない。 

11.B.05 墜落保護用ハーネスを含め、アーク定格を備えた保護衣服の上に着用する衣服もまた、

アーク定格がなければならない。 

11.B.06 電気アークや裸火にさらされた場合、傷害の程度を増大させる衣服 (すなわち、アセ

テート、ナイロン、ポリエステル、レイヨンやその混紡、セルロイド等の可燃性プラスチック) 
が、着用されてはならない。金属製スライド/ジッパーは、効果的に覆われている場合を除き、

使用されてはならない。 

11.B.07 通電中の設備には、アークフラッシュラベルがなければならない。ラベルは、潜在的

なアークフラッシュの危険や、適切な PPE の着用について、警告しなければならない。ラベル

には、少なくとも次が記載されなければならない: 

a. 接近の限界; 

b. 公称システム電圧; 

c. 危険/リスク分類 (必要な PPE) ; 

d. 作業距離における入射エネルギー。 

11.B.08 指定されたアークフラッシュ保護境界に立入るのは、QP で、NFPA 70E の要件と手

順に沿って 適切にトレーニングされた者でなければならない。NFPA 70E  Article 130.4 で許可

されていない限り、無資格者が、通電中の導体や回路部品の、制限接近境界 (Limited Approach 
Boundary) より近くに接近することが 許可されてはならない。トレーニングは、電気の資格認

定機関により管理され、文書で記録されなければならない。 

11.C 過電流保護、断路器、開閉器． 

11.C.01 全ての回路は、過負荷にならないよう、保護されなければならない。 

a. 過電流保護は、使用される導体の電流容量と、使用中の電力負荷に基づかなければなら

ない。 

b. 恒久的に接地される導線には、過電流装置が取付けられてはならない。但し、過電流装

置が、回路の全ての導線を同時に開路させる場合か、モーターの過負荷保護に関する NEC 430
によって要求される場合はこの限りではない。 
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c. 過電流保護装置は、容易にアクセスできなければならず、明瞭にラベルされ、物理的な

ダメージにさらされないようにし、着火しやすい物質の近くに置かれてはならない。また、こ

の装置が作動することによって、従業員が、アークや突然の部品の動きにより負傷しないよう 
配置されるか、保護されなければならない。 

d. 回路遮断器は、それが開 (遮断) 位置にあるか、閉 (通電) 位置にあるかを、明瞭に表示し

なければならない。 

e. 過電流保護装置を収容する筐体は、施錠可能で、密閉可能なドアがなければならない。 

f. 迅速で 安全な操作と メンテナンスを可能にするため、NFPA 70, Article 110.26「電気設

備に対する空間」に従って、全ての電気設備の周囲には、アクセスと作業のための スペースが

確保され、維持されなければならない。必要な間隔が 確保不可能な場合は (例えば、海上設備、

船舶 等) 、扉の完全な開放や､電気筐体の修理のため、十分な間隔が維持されることを確実にす

る、手順がなければならない。 

11.C.02 断路器． 

a. 断路器が操作された場合、人が負傷しないよう、配置され､保護されなければならない。 

b. 断路器の収納容器は、取付表面にしっかりと固定され、カバーがなければならない。 

c. 断路器は、ロックすることが可能であり、開 (遮断) 位置で ロックされるようになってい

なければならない。 

11.C.03 開閉器． 

a. 容易にアクセスでき、手動で操作する開閉器が、それぞれの受電/供給 回路に対して、

設置されなければならない。 

b. 開閉器は、意図した用途に対して 認定された筐体の中に取付けられた、外部から操作で

きるタイプでなければならず、偶発的な操作の危険性を 最小限にするよう、設置されなければ

ならない。 

11.C.04 開閉器、ヒューズ、自動遮断器には、それを通って給電される 回路や機器が、容易

に識別できるよう、マーク/ラベルされるか、そのように配置されなければならない。 

11.C.05 屋外や、水気のある場所に設置される、開閉器、回路遮断器、ヒューズ盤、モーター

コントロール装置は、認定された 耐候性の筐体/キャビネットに収められなければならない。 

11.D 接地． 
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11.D.01 全ての電気回路、機器、筐体は、本規程で別途言及が無い限り、恒久的、連続的、効

果的な接地経路を確保するため、NEC と NESC に従い、接地されなければならない。 

a. 次の機器の、非通電用金属部分は、接地されなければならない。発電機 (NEC 250.34 に

従って、可搬型と車載型発電機は、本規定 11.D.01.b.と c.の条件を満たす場合、接地の必要性

から除外される) 、エンジン駆動でない 電気アーク溶接機、ライトプラント、開閉器、モータ

ーコントロール装置のケース、ヒューズボックス、配電キャビネット、フレーム、電動クレー

ンの走行のために使われる非通電用レールとモーター、電気式エレベーター、電気導体が取付

けられている 非電気式エレベーターの金属フレーム、その他の電気機器と、電気機器を収めた

金属製の容器。 

b. 可搬型発電機．可搬型とは、人が、ある場所から別の場所へ 容易に運べる機器である。

可搬型発電機のフレームは、次の条件下では、接地される必要がなく、発電機から給電される

システムの、接地電極として使用できる: 

(1) 発電機が、発電機に取付けられた機器や、発電機のコンセントに､コードとプラグで接続

された機器、または この両方にだけ 給電する; 

(2) 発電機の非通電用金属部分と、コンセントの機器接地端子が、発電機のフレームにボン

ドされている。 

c. 車載型発電機．車両のフレームは、次の条件下では、接地される必要がなく、車両に搭

載された発電機から給電されるシステムの、接地電極として使用できる: 

(1) 発電機のフレームが、当該車両のフレームにボンドされている; 

(2) 発電機が、発電機に取付けられた機器や、発電機のコンセントに､コードとプラグで接続

された機器、またはこの両方にだけ 給電する; 

(3) 発電機の非通電用金属部分と、コンセントの機器接地端子が、発電機のフレームにボン

ドされている; 

(4) そのシステムが、11.D.01 の規定に準拠している。 

d. その発電機が、ある独立して構成された電気系統の 1 つの構成要素である場合、 (NEC 
250.34 に従って) 接地が要求される電気系統の導体は、当該発電機のフレームにボンドされな

ければならない。 

e. 可搬型/半可搬型の電気工具と機器は、特定された接地線を有する多心コードと、接地極

付プラグ/コンセントで、接地されなければならない。 



   EM 385-1-1 
        2014 年 11 月 30 日 

 

11-9 
May 16, 2016 

f. 投光器、ライトプラント、現場用照明は、接地されなければならない。 

g. ニ重絶縁や、それと同等の 承認されたシステムで保護されたエ具は、接地される必要は

ない。ニ重絶縁工具は、明瞭にマークされ、全国的に認知された試験機関に承認されたもので

なければならない。 

h. コンセント/コードコネクタ/差込みプラグの、接地端子や 接地装置は、接地以外の目的

で使用されてはならない。 

11.D.02 接地棒とパイプ電極． 

a. 棒やパイプ形状の電極は、非導電性の被覆が無く、できる限り、恒久的な湿分含有層に

埋設されなければならない。 

b.  接地棒とパイプ電極は、連続した 8 ft (2.4 m) の長さとし、全長が打ち込まれなければ

ならない。接地棒が岩石に接触する可能性がある場合、それを避けるために電極は垂直から 45
度を超えない角度で打ち込まれるか、最低 2.5  ft (0.7 m) の深さの溝を掘って埋められなければ

ならない。 

c. 25 オーム以下の対地抵抗を持たない単一電極は、追加の電極１本を、最初の電極から 6 
ft (1.8 m) 以上離した位置に据付けて補強されなければならない。 

d.  鉄や鋼製の電極/棒の直径は、少なくとも 5/8 in (1.5 cm) なければならない。非鉄材の棒

やその同等品は、全国的に認知された試験機関に承認されており、少なくとも直径が 1/2 in 
(1.2 cm) なければならない。 

e.  電極/パイプ/電線管は、公称寸法で 少なくとも 3/4 in (2.1 cm) なければならない。鉄や

鋼製のパイプ/電線管は、腐食抑制のため、外面が亜鉛メッキされているか、他の方法で金属被

覆されていなければならない。 

f. 恒久的な設備の接地電極系統は、NEC 250 に従わなければならない。 

11.D.03 据置/可搬型の機器の、ボンディング (等電位化) や 接地に使用される電線は、予測さ

れる電流を伝導するのに十分なサイズでなければならない。 

a. ボンディング/接地のため、クランプやクリップを付ける場合は、しっかりと確実な金属

同士の接触がなされなければならない。 

b. 最初に､大地側の端末が 付けられなければならない。機器側の端末は、絶縁された工具

や 他の適切な手段で、付け/外しが 行われなければならない。 
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c. 接地を外す場合は、絶縁された工具や他の適切な手段を用い、最初に 電路や機器から、

接地装置が外されなければならない。 

d. ボンディングと接地を付けるには、システムが起動する前に行われなければならず、シ

ステムが停止するまで、外されてはならない。 

e. 接地用として指定された導体は、電流搬送導体として使用されてはならない。 

11.D.04 接地回路は、接地した電線と大地間の回路抵抗値が小さく、ヒューズ/回路遮断器に

よって、電流が遮断されるのに十分な､電流が流れるようになっていることを裏付けるため、チ

ェックされなければならない。 

11.D.05 人を保護するための漏電遮断器 (GFCI) ． 建設/改修/保守/修理/解体を行う間、仮設電

力を供給する 全ての電源コンセント (125 ボルト、15、20、30 アンペア以上) は、人を保護す

るため、漏電遮断器 (GFCI) がなければならない。＞ NEC, Article 590.6 と 29 CFR 1926.404 
(b) を参照。さらに下記 g も参照のこと。 

a. GFCI は、可搬型の手工具や、半可搬型の電動工具 (ブロック/煉瓦用のこぎり、テーブル

ソー、エアコンプレッサー、溶接機、ボール盤 等) に給電する、全ての回路に設置されなけれ

ばならない。 

b. GFCI は、UL 規格 943 で規定しているように、5＋/－l ミリアンペアの閾値内でトリップ

するよう、調整されなければならない。GFCI は、最初に使用する前や、改造後に使用する前、

テストされなければならない。 

c. 建物や構造物の、恒久的な配線 (本設配線) の一部ではない コンセントは、次のうち 1 つ

を用いて、GFCI で保護されなければならない: 

(1) GFCI と一体化したコンセント; 

(2) GFCI と一体化したコンセントの、下流に接続された 標準型のコンセント; または、 

(3) GFCI タイプの回路遮断器で保護されたコンセント。 

d. 建物や構造物の 恒久的な配線の一部であり、仮設電源に利用される コンセント (可搬型

の発電機を含む) が、もし GFCI で保護されていない場合は、可搬型の GFCI を使用しなければ

ならない。可搬型の GFCI は、できる限り、コンセントの近くになければならない。 

 例外: メンテナンスと監督上の条件が、QP だけが作業に従事することを担保できる

産業施設に限り、もし電源が遮断された場合に より重大な危険を引き起こす可能性のある機器、
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または GFCI 保護に適合しない設計の機器への、給電用に使用されるコンセントに対してのみ、

｢設備機器用接地線の点検プログラム (AEGCP)  － 補遺 E も参照｣、が認められる。 

e. 電源へ直に、有線で接続された電動工具用の回路は、GFCI 型の回路遮断器で 保護され

なければならない。 

f. GFCI は、NEC に従い、設置されなければならない。恒久的な配線は、NEC に従って、

接地された電気回路で構成されなければならない。 

g. GFCI は、ある種の機器 (コンクリート振動機 等) にとって精度が高すぎたり、定格電圧/
電流のために利用できない場合がある。このような場合には、GFCI の代わりに、補遺 E に従

った AEGCP が容認できる。但し、このような例外的措置が AHA に記載され、次の事項が含ま

れている場合に限る: 

(1) 例外的措置を取らなければならない、状況や必要性; 

(2) AEGCP の要件の実施方法; 

(3) AEGCP を実施する前に、例外的措置に関する要望書と、AHA、AEGCP が、GDA に提

出され、受理されなければならない。 

11.E 仮設の配線と照明． 

11.E.01 計画中の仮設配電系統の概要図が、仮設電力を設置する前に、GDA へ提出され、使

用が承諾されなければならない。概略図は、コンセント、断路器、接地、GFCI、照明回路を含

む全ての回路の、配置、電圧、保護の手段を示していなければならない。 

11.E.02 試験． 

a. 仮設の配電系統と装置類は、最初に使用する前と、改造後に使用する前に、極性、接地

の導通、接地抵抗についてチェックされ、適切であることが確認されなければならない。GFCI
は毎月テストされなければならない。 

b. 接地抵抗と回路は、据付けの時点で測定され、その結果は、本規程の 11.D.02 と

11.D.04 に準拠していなければならない。測定は記録され、写し１部が、GDA に提出されなけ

ればならない。 

11.E.03 仮設配線の垂直離隔距離は、600 ボルト以下の電圧を送る回路に関して、次の通りで

なければならない: 

a. 整地された地面、歩道、作業台の上では 10 ft (3 m) 以上; 
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b.  公共の道/路地/道路/車道を除く、トラック以外の車両が通行するエリアの上では 12 ft 
(3.8 m) 以上; 

c. 公共の道/路地/道路/車道を除く、トラックが通行するエリアの上では 15 ft (4.5 m) 以上; 

d. 公共の道/路地/道路/車道の上では 18 ft (5.5 m) 以上。 

11.E.04 水気のある場所での作業．これらの作業に対しては、作業班によって 作業危険性分

析 (AHA) が作成されなければならない。 

a. 電動の水中ポンプは、メーカーによって、水気のある場所で使用するよう設計されてい

る場合に限り、定期的なメンテナンス作業や建設作業の支援のために使用できる。 

(1) ポンプは、QP によって 設置/テストされ、適切にトレーニングされた者によって、操作

されなければならない。 

(2) ポンプの運転中に、人が水中に立入る/立入る可能性がある場合、ポンプには、漏電遮断

器 (GFCI) がなければならない。但し、下記の (3) に該当する場合を除く。 

 注記: ポンプが水中で使用されている場合、メーカーが、そのエリア内への人の立入

りを許容しないならば、ロックアウト/タグアウトを含む、適切な危険エネルギー管理プログラ

ムが実施されなければならない。＞ 12 章を参照。 

(3) メンテナンスと監督上の条件が、QP だけが作業に従事することを担保できる場合に限り、もし

電源が遮断された場合に より重大な危険を引き起こす可能性のある機器、または GFCI 保護に適合

しない設計の機器への、給電用に使用されるコンセントに対してのみ、｢設備機器用接地線の点検プロ

グラム (AEGCP)  － 補遺 E も参照｣、が認められる。＞ 本規程 11.D.05.g.、NEC 590.6、29 CFR 
1926.404 (b) を参照。 

 注記: AEGCP は、全ての仮設電源用の機器接地線が、AEGCP、NEC、OSHA に従って

設置/保守されることを確認するため、指定された 一人以上の者によって、現場で継続的に実行され

なければならない。 

b. 水気のある場所で、コンセントが使用される場合、コンセントは、耐候性の容器に収め

られなければならない。容器の密閉性は、差込みプラグが挿入されても、その影響を受けては

ならない。 

c. 屋外や、水気のある場所 (トンネル、暗渠、バルブピット、海上施設 等) にある仮設照明

の、全ての吊下げコードは、荒作業用コードの 被覆と一体成形された、電灯ソケットと差込み

プラグで できていなければならない。 
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11.E.05 配線は、その支持材から 絶縁されなければならない。 

11.E.06 仮設照明． 

a. 仮設照明の 吊下げコードと 延長コードに取付ける電球は、反射傘の中に深く埋め込ま

れたものでない限り、ガードで保護されなければならない。 

b. 吊り下げ用として設計されたものでない限り、仮設照明器具が、それ自身の電線で 吊り

下げられてはならない。 

c. 電球が取付けられていない露出したソケットと、壊れた電球は、直ちに 取替えられなけ

ればならない。 

d. 水気のある場所や、導電性のある場所 (ドラム缶、タンク、船舶、オイルパン、スクロ

ールケース 等) の中で使用される、可搬型の電気照明は、12 ボルト以下の定格を有し、その範

囲で運用されなければならない。＞ 11.H も参照。 

11.E.07 仮設配線が、タンクや､他の密閉区画 内で使用される場合、緊急時の速やかな電源遮

断のため、この用途と環境 向けとして、適切に 認定され、UL ラベルがあり、定格を持つ、承

認された遮断器が、その区画の入口か その近くに設置されなければならない。 

11.E.08 NEC で認められた場合と、次の場合は、非金属外装ケーブルが使用されてもよい: 

a. 建物の壁面や床面に密着している、間柱、根太や、同様の支持材に沿って、床上 7 ft 8 in 
(2.3 m) 以上の高さにある場合; 

b. ケーブルクランプを使って、それぞれ キャビネット/ボックスの取付具や 固定具に、し

っかりと取付けられる場合。＞ 非金属外装ケーブルは、次の場合 使用されてはならない：

NEC で禁止されている場合；可搬型の延長コードとして､あらゆるタイプの通行/交通にさらさ

れる地面に設置される場合；引込みケーブルとして､頻繁に曲げ伸ばしされる場合。 

11.E.09 仮設照明の回路は、電動工具用の回路と 分けなければならない。コンセントの回路

は、仮設照明用か、電動工具用 どちらか一方の専用とされ、規定通り「照明専用 (LIGHTS 
ONLY) 」や「工具専用 (TOOLS ONLY) 」として、ラベルされなければならない。 

11.F 架空線近接作業． 

11.F.01 架空の送電線と配電線は、道路や構造物の上に、安全な離隔距離をもたらす、鉄塔と

電柱に敷設されなければならない。 

a. 離隔距離は、車両の移動と、建設機械の運用に対して、適切でなければならない。 
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b.  11.E.03 に規定された離隔距離を 侵害する可能性のある機器が、頻繁に使用されるエリ

アでは、全ての動力線/配電線が、地下に埋設されなければならない。600 ボルトを超える電圧

で要求される離隔距離については、NESC を参照すること。 

c. ガントリクレーン、移動式クレーン、ショベルカー 等、移動可能な建設機械へ 動力を

供給する、600 ボルトを超える定格の、屋外トロリー線と 可搬型ケーブルの保護は、NESC に

準拠しなければならない。 

11.F.02 通電中の電線からの､安全な離隔距離を確認する調査が実施されるまで、架空線 近傍

での作業が、開始されてはならない。＞ 11.A.02 を参照。 

11.F.03 その電線を所有する者や、電気を供給している電力会社の担当者が、その架空線が通

電されておらず、明らかに接地されており､テストされたことを証明するまで、いかなる架空線

も、通電中と見なされなければならない。 

11.F.04 次の条件の、少なくとも一つが満足されない限り、架空線近傍での作業は禁止する: 

a. 電力が遮断され、電線に通電しないようにする、確実な手段が取られている; 

b. 機器や その機器のあらゆる部分が、表 11-1 に規定される、通電中の架空線からの最小

離隔距離の中に入る可能性がないこと、または、ケーブル、ワイヤロープ、構成部材、取付け

部材も含め いかなる部分も、最小離隔距離の中に入ることができないことを保証するため、機

器が位置決めされ、そこで固定されていること; 且つ、要求される 最小離隔距離の警告が、

オペレーターの位置に掲示されていること; 

c. 通電された架空線の作業に使用される、バケット車や 高所作業用リフトは、OSHA 
1910.269 と表 11-1 の要件を満たさなければならない。 

 注記: クレーンや、玉掛け用具を使って､荷のつり上げに使用される､その他の機械 
(掘削機、フォークリフト 等) : 機械、つり上げワイヤーロープや、つり荷 (玉掛け用具と 付属

品を含む) の一部が、表 11-1 に示す、通電中の電線に対する最小離隔距離よりも近づくような、

機器の運転は 禁止する。但し、16.G.12 で認められている場合は除く。＞ 16.G.12 と表 16-2
を参照。 

11.F.05 架空線に 影響を与える/影響されるおそれのある作業は、しかるべき電力会社の担当

者と調整がなされるまで、開始されてはならない。 

11.F.06 架空電線の上で行われる全ての作業に関しては、迅速な緊急通電停止を確実にするた

め、基本的な緊急通信手順が策定され、予行練習が行われなければならない。 
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11.F.07 海上施設と付属設備は、架空の送電線/配電線から 20 ft (6 m) 以内に、配置/設置され

てはならない。 

11.F.08 かご型のブームガード、絶縁リンクや、接近警告装置は、クレーンで使用されてもよ

い、しかし、このような装置が､法律や他の規則で要求されていたとしても、本章の他の規定の

何れの要件も変更されてはならない。絶縁リンクは、交流 50,000 ボルト 1 分間の乾燥状態で

の低周波絶縁耐力試験に耐える能力がなければならない。 

表 11-1 
 

通電中の架空電線からの最小離隔距離 
電圧 (公称値、kV、交流)  最小離隔距離 

50 以下 10 ft (3 m) 

51～200  15 ft (4.6 m) 

201～350  20 ft (6 m) 

351～500  25 ft (7.6
．
 m) 

501～750 35 ft (10.7 m) 

751～1000 45 ft (13.7 m) 

1,000 超え (送配電網所有者/オペレーターか、送配電に関する資格を有する登録
済みの専門エンジニアが決定する)  

注記: 表中の寸法は、最も接近した場合の、通電部から機器/部材までの距離を示す。 

 
11.F.09 誘導電流． 

a. 機器や材料に、電荷が誘発される可能性のある、送信鉄塔の近くで作業を行なう場合、

作業の前に、送電線の通電が停止されるか、電荷が誘発されるかどうか判断する、テストが実

施されなければならない。 

b. 誘導電圧を放散させるため、次の予防措置が取られなければならない: 

(1) 機器は、ブームを支持する､上側の回転構造物に、電気的に接地されなければならない; 

(2) 通電中の送電線の近くで作業する間、電荷が誘発される可能性がある場合には、ブーム

装置によって取扱われる材料に、接地用ジャンパーケーブルが取付けられなければならない。

作業者には、接地ケーブルを荷に取付けるための、大型ワニ口クリップ付きの非導電性のポー

ルか、同様の保護装置が与えられ、絶縁手袋が使用されなければならない。 

11.G バッテリーと充電作業． 
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11.G.01 蓄電池は、外部通気口のある囲いの中や、換気のよい部屋に保管され、ヒューム、

ガス、電解液の飛沫や、液体電解質が、他エリアに漏れるのを防ぐ措置が取られなければなら

ない。 

11.G.02 爆発性混合気の蓄積を防ぐため、蓄電池から発生するガスの、十分な拡散と換気を

行う、定めがなければならない。 

11.G.03 バッテリーの保管と取扱い． 

a. 棚や受け皿は頑丈なものでなければならず、電解液に対して耐久性を持つよう処理され

なければならない。 

b. 床は耐酸構造とするか、または酸が蓄積しないように防護されなければならない。 

c. 目や身体を素早く洗浄する設備が、緊急時の使用のため、バッテリーを取扱うエリアか

ら 25 ft (7.6 m) 以内に設けられなければならない。＞ 06.B.02.b を参照。 

d. バッテリー接続部における偶発的な短絡を防ぐため、バッテリーエリアでは絶縁工具だ

けを使用しなければならない。 

e. 11.G.06 と 5 章に従い、PPE が 使用されなければならない。 

f. 鉛バッテリーの場合、流出した電解液を水で流し中和するため と、防火用として、酸

性流出液を中和する、重炭酸ソーダ〔1 ガロンの水に対して 1 ポンド (0.1 kg/L) 〕が用意され

なければならない。 

11.G.04 バッテリーの充電作業． 

a. バッテリーの充電設備は、その目的のために指定されたエリアになければならない。 

b. 充電装置は、物理的な損傷を受けないよう、保護されなければならない。 

c. バッテリー充電時は、電解液の飛沫を避けるため、ベントキヤップが所定の位置になけ

ればならない。ベントキヤップが確実に機能するよう、手入れされなければならない。 

d. バッテリーの充電を行う前に、電解液レベルが点検され、必要なら適切なレベルに調整

されなければならない。 

11.G.05 バッテリーエリアからの退出経路には、障害物がないようにしなければならない。 

11.G.06 PPE．バッテリーの安全な取扱いのため、次のものが準備され、使用されなければ

ならない。 
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a. 化学的/電気的 危険に対応する、ゴーグルとフェースシールド; 

b. 耐酸性のゴム手袋; 

c. ゴム製防護エプロンと安全靴; 

d. 必要な場合、適切な能力を備えた、つり上げ装置。 

11.H 危険 (分類された) 場所． 

11.H.01 電気設備と配線の設置場所は、その場所に存在する可能性のある、引火性の 蒸気/液
体/ガスや、可燃性の 粉じん/繊維 の特性と、存在する可能性のある 引火/可燃性 物質の、濃度

や量によって、分類されなければならない。場所を分類する場合、表 11-2 と NEC Article 500 
に示された定義に従い、各 部屋、区画や、エリアが、個別に分類されなければならない。施設

内の このような危険場所は、指定された通り、雇用者によって 記録されなければならない。 

11.H.02 危険 (分類された) 場所での、全ての機器、配線方法、機器の据付けは、本質的に安

全であると認定されたものか、その危険場所での使用に対して認定されたもの、または、その

場所での安全が実証されたもの、いずれかでなければならない。 

11.H.03 危険場所における機器の配線と据付けは、これらの危険 (分類された) 場所に限って

許可されなければならない。 

11.H.04 危険 (分類された) 場所での使用に対し 認定された機器と配線は、その場所の危険分

類に応じて認定されているだけではなく、存在する可能性のある 特定の ガス/蒸気/粉じん/繊維

の 引火/燃焼特性に応じても、認定されたものでなければならない。 

a. その機器には、認定された 分類、グループ、作動温度や温度範囲を示す、マークがなけ

ればならない。 

b. 次を例外とし、温度表示が、遭遇する特定のガス/蒸気の 引火温度を超えてはならない｡ 

(1) 非発熱型の機器 (接続箱、電線管 等) と、最高温度が 212°F (100℃) 以下である 発熱型

の機器は、作動温度や温度範囲を、表示する必要はない。 

(2) クラス I の 区分 2、または、クラス II の 区分 2 で使用するようマークされた、固定式の

照明器具は、そのグループを示すためにマークされる必要はない。 

(3) クラス I の 区分 2 で使用可能な、クラス I の場所にある 固定式の汎用機器は、照明器具

を除き、分類、グループ、区分や、作動温度が 表示される必要はない。 

(4) クラス II の 区分 2 と、クラス III の場所で使用可能な、防塵型の固定式機器は、照明器
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具を除き、分類、グループ、区分や、作動温度が 表示される必要はない。 

 

表 11-2 

危険場所の分類 
 

クラス I
ガス、蒸気、液体 (A、B、C、D) 

区分 1 区分 2 

通常、爆発し易く、危険である 
通常、爆発濃度にはならない (しかし、偶発的

に、存在する可能性がある) 。 
ゾーン 0 (IEC 規格) ゾーン 1 (IEC 規格) 

クラス II
粉じん (E、F、G) 

区分 1 区分 2 
引火する量の粉塵が、通常/場合によっては、

浮遊している、または、導電性の粉じんが存

在する可能性がある 

通常、粉じんは、引火濃度で浮遊していない 
(しかし、偶発的に、存在する可能性があ

る) 。 粉じんの層がある。 
クラス III

繊維、浮遊物 (H) 
区分 1 区分 2 

製造中に、取扱われる/使用される 
倉庫で、保管される/取扱われる (製造中を除

く) 。 
A - アセチレン 
B - 水素 
C - エチルエーテル蒸気、エチレン 等 
D - 炭化水素、燃料、溶剤 等 
E - 金属粉じん (導電性*/爆発性)  
F - 炭素粉じん (一部のものは 導電性* で、全てのものが 爆発性) 
G - 小麦粉、でんぷん、穀物、可燃性プラスチック、化学粉じん (爆発性) 
H - 繊維製品、木製品 等 (引火し易いが、爆発の可能性は低い) 
*注記: 導電性の粉じんとは、抵抗率が 105 オーム/センチメートル未満の粉じんである。 
 

11.H.05 危険場所にとって安全である機器とは、蒸気/液体/ガス/粉じん/繊維の 可燃性と引火

性に起因する危険から防護する、タイプとデザインでなければならない。 

11.H.06 ある特定の危険場所に対して認可された機器は、他の危険場所用として認可された機

器と組合わせて設置されたり、混在させてはならない。 

11.H.07 全ての配線部品と使用機器は、防爆型 (蒸気、粉じん、繊維に対し、密閉されている

もの) でなければならず、且つ、常にその状態が維持されなければならない。 
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a. ネジ/ガスケット/ネジ接合部の、緩み、外れ、その他密閉状態を損うような、欠陥があ

ってはならない。 

b. 電線管は、ネジ加工され、レンチで締付けられなければならない。ねじ込み継手による

密閉が実際的でない場合には、ボンディングジャンパーが使用されなければならない。 

11.I 送電と配電． 

11.I.01 送電線/配電線/電気設備 の新設と、既設の 送電線/配電線/電気設備の、変更、交換、

改造には、11.I の要件が 適用されなければならない。 

11.I.02 工事を開始する前に、現在の状態が 評価され、判断されなければならない。そのよう

な状態には、通電中の電線/設備の 場所と電圧、電柱の状態、電力線/通信線/火災警報回路を含

む 回路と設備の場所が なければならない。 

a. 電気設備と電線は、試験や他の手段により、それらが通電されていないと判定され、且

つ、接地が行なわれるまでは、通電中と見なされなければならない。 

b. 電線/設備が 接地されている場合や、誘導電圧の危険が無く､通電中の電線/設備との接触

を防止する､適切な離隔や 他の手段が実行されている場合、新しい電線/機器は、通電されてい

ないと見なされ、そのままの状態で作業されてよい。 

c. 通電部分や、その近傍で作業を行う前に、設備と電線の 作動電圧が、判定されなければ

ならない。 

11.I.03 下記の a.か b. いずれかの離隔距離に関する要件が、順守されなければならない。 

a. 表 11-3 に示す 露出した通電部分に対する距離 (相－大地間) より近くに、導電性物体へ

接近したり、認可された絶縁ハンドル無しに、触れることを許容される QP があってはならな

い。但し、次の場合はこの限りではない: 

(1) その QP が、通電部分から絶縁/防護されている (その電圧に対して 定格を有する手袋や､

袖付きの手袋が着用された場合、それは、通電部に対する QP の絶縁と見なされる) ; 

(2) 通電部が、QP や､異なる電位にある 他の導電性物体から絶縁/防護されている；または 

(3) 活線素手作業と同様に、QP が他の導電性物体から、隔離､絶縁､または防護されている｡ 

b. 表 11-3 にある、 相－大地間 の最小離隔距離 と ホットスティックの最小空間距離が、

超過されてはならない。ホットスティックの最小空間距離とは、活線作業時、活線工具の 活線

側の端部から、架線作業者までの距離である。絶縁の長さが、少なくとも碍子連の長さ以上あ
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るか、表 11-3 の 相－大地間 の最小離隔距離以上あれば、導体支持具 (リンクスティック、ス

トレインキャリアー、絶縁体クレードル 等) が使用されてもよい。 

11.I.04 600 ボルトを超えて運用される 電線と設備 への通電を停止する際、電気エネルギーを

遮断する装置が 開 になっているか、または ロックアウト/タグアウトされているか、一見して

明らかでない場合には、下記の a.～g.が 要求される。＞ 加えて、12 章の要件が適用される。 

a. 通電を停止する 設備や 電線の範囲が、明確に特定され、全ての電圧源から絶縁されな

ければならない。 

b. 下記事項に関して、GDA (監督部署) から、通知と確認が得られる: 

(1) 作業対象の 電線や設備の 特定の範囲に、電気エネルギーが供給される可能性のある、

全ての開閉器と断路器が、通電を停止されている; 

(2) 全ての開閉器と断路器には、人が作業中であることを示すよう、タグやロックが 明確に

掛けられている; 

(3) 操作不可能にすることができる 全ての開閉器と断路器が、操作不可能にされている。 

c. 指定された全ての開閉器と断路器の回路が開かれ、操作不可能にされ、タグやロックが

掛けられた後、設備や電線への通電が停止されたことを裏付けるため、目視検査が行われなけ

ればならない。 

d. 作業される 断路された電線や設備に、保安用接地が取付けられる。＞ 11.I.07 を参照。 

e. 近接した通電中の電線に、必要に応じ、ガードやバリアが設けられる。 

f. 2 グループ以上の作業班が、同じ電線や設備の停電を要する場合、当該 設備/電線につい

て 安全隔離の任務を与えられた者によって、各 作業班ごとに、はっきりと分かる タグ/ロック

が 電線/設備に取付けられなければならない。 

g. 停電中の電線/設備への作業が終了した時点で、安全隔離の任務を与えられた各人員は、

作業班の全ての従業員が退去したことを確認した上で、安全隔離の解除を要請しなければなら

ない。取付けた保安用接地は、取外すこと。安全離隔の任務を与えられた者は、作業者を保護

する全てのタグ/ロックが撤去できる旨、監督部署 (GDA) に報告すること。 
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表 11-3 
 

交流活線作業の接近限界距離 
29 CFR 1910.269 (L) (10) 、表 R-6 を参照 

 
電圧 (kV) 
(相間)1,2 

 

従業員との距離 
相－大地間 相間 

(m) (ft-in) (m) (ft-in) 
0～0.050 規定なし 規定なし 
0.051～0.300 接触を避ける 接触を避ける 
0.301～0.750 0.31 1-0 0.31 1-0 

0.751～15 0.65 2-2 0.67 2-3 

15.1～36.0 0.77 2-7 0.86 2-10 

36.1～46 0.84 2-9 0.96 3-2 

46.1～72.5 1.003 3-33 1.20 3-11 

72.6～121 0.953 3-23 1.29 4-3 

138～145 1.09 3-7 1.50 4-11 

161～169 1.22 4-0 1.71 5-8 

230～242 1.59 5-3 2.27 7-6 

345～362 2.59 8-6 3.80 12-6 

500～550 3.42 11-3 5.50 18-1 

765～800 4.53 14-11 7.91 26-0 

1 単相システムの場合、最大利用可能電圧を使用する。 
2 三相システムから分岐する単相線の場合、システムの相間電圧を使用する。 
3 46.1〜72.5 kV における相－大地間の距離 3-3 (ft-in) には、電気的な部位との距離 1-3 (ft-in) と、意図せず動き出す

恐れのある部位との距離 2-0 (ft-in) を含む。72.6～121 kV における相－大地間の距離 3-2 (ft-in) は、電気的な部位と

の距離 2-0 (ft-in) と、意図せず動き出す恐れのある部位との距離 1-0 (ft-in) を含む。 
 

11.I.05 送電線/配電線の断路器や回路遮断器を開路/閉路する時には、爆発の危険への暴露が

抑制されなければならない。爆発の危険を最小化するため、安全作業手順が策定されなければ

ならない。 

11.I.06 電線/設備に対して作業を行う作業斑が、電気エネルギーを遮断する装置が開になって

いるか、ロックアウトされているか、一見して明らかである場合には、次の規定が求められる。

＞ 12 章を参照。 

a. 近接した通電中の電線に、必要に応じて、ガード/バリアが設けられなければならない。 

b. 停電中の電線/設備への作業が終了した時点で、指定された各担当者は、作業班の全ての

従業員が退去したこと、また作業班によって取付けられた保安用接地が全て取外されているこ
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とを確認した上で、作業班を保護している タグ/ロックを撤去できる旨、GDA に報告しなけれ

ばならない。 

11.I.07 接地． 

a. 停電した電線/設備で 接地を要するものは、メーターやインジケーターを使って 通電が

切られていることを、テストされるか、目視でチェックされなければならない。 

b. 保安用接地の取付け/取外しについて、NEC と NESC で詳細に規定されている要件は、

順守されなければならない。 

c. 接地は、作業場所と全てのエネルギー源との間に､作業場所にできる限り接近して設置さ

れるか、作業場所に設けられなければならない。 

(1) もし、一つの電路の 1 区画の 2 箇所以上で作業される場合、その電路区画の 1 箇所で接

地、短絡されなければならず、作業される電線は、各 作業場所で接地されなければならない。 

(2) 作業場所では、接地されていない電線から、表 11-3 の最小距離が維持されなければ

ならない。 

(3) 接地することが実際的でない場合や、接地された状態が､接地してない電路/設備に対し

て作業するより危険な場合、電路/設備は 通電中として作業され、接地が省略されてもよい。 

d. 接地は、試験のために必要な場合のみ、一時的に外されてもよい。この場合、試験は、

細心の注意を払って行われなければならない。接地が取外された電線/設備は、通電中と見なさ

れなければならない。 

e. 接地電極が使用される場合、その電極は、人への危険を除去したり、保護装置を迅速に

作動させるよう、接地抵抗が 25 オームより小さくなければならない (NEC 250) 。 

f. 鉄塔への接地は、予測される地絡電流を流す容量のある、鉄塔用クランプで行われなけ

ればならない。 

g. 全ての接地リード線は、予測される地絡電流に対し、適切なサイズのものでなければな

らない。但し、No.2 AWG 以上なければならない。 

11.I.08 工具． 

a. 通電中の電線/設備や その周辺で使用される、全ての油圧工具は、通常の作動圧力に対

して適切な強度を有する、非導電性のホースを用いていなければならない。 
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b. 通電中の電線/設備や その周辺で使用される、全ての空気圧工具は、通常の作動圧力に

対して適切な強度の、非導電性のホースが用いられ、且つ、コンプレッサーには、水分を回収

するアキュムレーターがなければならない。 

c. 通電中の電線/設備の近くでは、金属製や導電性の 可搬型はしごが使用されてはならな

い。但し、非導電性のはしごの方が、導電性のはしごより危険が大きくなる、高電圧の変電所

など特別な作業の場合は、この限りではない。導電性/金属製のはしごは、導電性であるとして

目立つようマークされ、特別な作業で使用される場合は、あらゆる予防措置が取られなければ

ならない。 

d. 導電性の巻き尺やロープは、通電部や その近傍で作業する場合、使用されてはならない｡ 

11.I.09 高所作業用リフトトラック．＞ 18 章と 22.M を参照。 

a. 高所作業装置のメーカーは、操作説明書と指示板に、高所作業装置が絶縁されているか

否かを示さなければならない。 

b. 高所作業用リフトトラックは、接地されるか、バリケードで囲われ、且つ、通電中の装

置と見なされなければならない。そうでなければ、高所作業用リフトトラックは、実施される

作業に対して、絶縁されなければならない。表 11-1 は、非導電性の 丈夫な材質の板に、読み

易く活字で表示され、ブームのオペレーターから見えるよう、バケットやその近傍に取付けら

れなければならない。 

c. 高所作業用リフトのバスケットから作業している従業員が、絶縁保護装置で防護されて

いない、通電中の電線/設備の影響範囲内にある場合、電柱や他の構造物と、高所作業用リフト

の間で、機器や材料が受け渡されてはならない。 

d.  有資格の電気工事士だけが、限定接近境界内で、高所作業用リフト機器を操作できる。 

11.I.10 適切な電圧での作業に対して 認定された機器を除き、機械設備は、表 11-1 で規定さ

れた離隔距離より 通電中の電線/設備に近づいて、運用されてはならない。但し、下記のいず

れかを実施している場合は、この限りではない: 

a. 通電部と機械設備の間に、絶縁隔壁が設けられている; 

b. 機械設備が接地されている; 

c. 機械設備が絶縁されている; または、 

d. 機械設備が通電中と見なされて操作される。 
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11.I.11 資材の取扱いと保管． 

a. 暗い時間帯に長ものを運搬する場合、最も長い物の後端に、照明付きの警告装置が取付

けられなければならない。 

b. 資材/機器が、他の場所に保管できる場合は、通電された母線、電線の下や、通電された

設備の近傍に 保管されてはならない。もし、通電された電線の下や、通電された設備の近傍に、

資材/機器が保管される必要がある場合、表 11-1 の離隔距離が維持されなければならず、通電

された設備の近くで機器を運用したり、その近くへ資材を移動させる場合には、この決められ

た離隔距離を維持するよう、特別な注意が払われなければならない。 

c. 誘導ロープが通電中の電線近くで使用される場合、非導電性のものでなければならない｡ 

11.I.12 電柱、はしご、足場や、他の高所構造物に登る場合、前もって検査を行い、その構造

物が、追加の/不均衡な 応力が加えられた際、耐える能力があるか判定しなければならない。

登るのに安全でないと思われる 電柱や構造物は、支線、筋かい、その他の手段によって安全を

確保するまで、登ってはならない。 

11.I.13 ワイヤ/ケーブルの敷設や撤去の前に、電柱や 他の構造物を破損させないよう、必要

に応じて、処置されなければならない。 

11.I.14 通電された電線/設備の近傍で、クレーン、デリック、ジンポール 、Ａ形フレームや、

他の機械装置を使って、電柱の設置/移動/撤去を行う場合、通電された電線/設備と接触しない

よう、予防措置が取られなければならない。但し、活線素手作業の場合や、バリアその他の保

護装置が用いられる場合は、この限りでない。 

11.I.15 影響される電圧に対する 適切な保護具を使用しない限り、地上にいる作業者は、通電

された電線/設備の近傍で稼働する 装置/機械に接触してはならない。 

11.I.16 荷役機械が、通電された設備/電線の近くで使用される場合、有効な接地部位に接続さ

れなければならない。それができない場合、荷役機械は、通電しているものと見なされ、バリ

ケードで囲まれなければならない。 

11.I.17 電柱設置用の穴は、無人で、または防護柵を設けずに、放置されてはならない。 

11.I.18 移動式の機器の安定性を確保する必要がある場合、その場所は地均しされなければな

らない。 

11.I.19 従業員が、鉄塔の 2 箇所以上の階層で作業する場合、落下物に当たらないよう注意し

て作業が進められなければならない。 
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11.I.20 鉄塔の各 部材/部分を 所定の位置に保持し、転倒の可能性を低減するため、支線が用

いられなければならない。鉄塔の支線は、不測の接触から 地上で保護されなければならない。 

11.I.21 鉄塔の組立て部材/部分は、適切に支持されなければならない。 

11.I.22 鉄塔の建設や組立て中は、その部材を誘導し 固定するために必要とされる場合を除き、

鉄塔の下へ立入ることは禁止する。 

11.I.23 通電された送電線の近傍で､荷役機械を使って鉄塔を組立てる場合、実行可能であれ

ば、送電線は停電されなければならない。もし 送電線が停電されない場合、通電された設備の

近傍で 機器を操作したり､資材を移動する時は、表 11-1 の最小離隔距離が維持されなければな

らず、それを維持するよう、細心の注意が払われなければならない。 

11.I.24 鉄塔の部材が 適切に固定されるまで、荷を支持しているラインは、その部材から取外

されてはならない。 

11.I.25 緊急の復旧作業を除き、作業の危険を増大させるような 強風や悪天候下では、鉄塔の

組立て作業は、中断されなければならない。このような状況下で作業が行われる場合は、作業

危険分析を行い、危険とその低減策が、AHA (作業危険分析) に 詳述されなければならない。 

11.I.26 架線作業の前に、次の事項について話し合うため、説明が行われなければならない: 

a. 作業計画; 

b. 使用される装置/機器の種類; 

c. 接地装置と接地手順; 

d. 採用される交差方法; 

e. 必要な離隔距離。 

11.I.27 通電されていない電線を 新設/撤去する際に、通電中の回路と誤って接触したり、危

険な誘導電圧が発生する可能性がある場合は、新設/撤去される電線が接地されるか、従業員を

絶縁/隔離するための対策が取られなければならない。 

11.I.28 もし既存の電線が 停電されている場合は、適切な離隔距離が守られて、交差の両側で

接地されるか、または、新設/撤去中の電線が 通電状態と見なされ 作業されなければならない。 

11.I.29 600 ボルトを超える 通電中の電線を交差する場合、作業者や､通電中の電線を 隔離/絶
縁するための対策がない限り、ロープ、ネットや、防護のための構造物が、設置されなければ

ならない。回路遮断器の自動 再閉路 機能は、できる限り作動不能にされなければならない。
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加えて、吊線中の電線は、交差のいずれかのサイドで接地されるか、または、通電中と見なし

て作業されなければならない。 

11.I.30 設置/撤去される電線は、テンションリール、防護のための構造物、保持線や、他の手

段によって確実に管理され、通電中の回路と、誤って接触しないようにしなければならない。 

11.I.31 防護のための構造部材は、頑丈で適切な寸法と強度のものを用い、適切に支持されな

ければならない。 

11.I.32 キャッチオフ (引き留め) アンカー、玉掛け用具、ホイストは、ケーブルの損害を防ぐ

ため、十分な耐荷重のものでなければならない。 

11.I.33 リールを扱う機器は、引出し/ブレーキ装置を含め 十分な能力があり、滑らかに作動

し、メーカーの操作説明書に従って、水平に調整されなければならない。 

11.I.34 架線、引込み線、ソックスコネクション (掴線器接続) 、荷重を支える全ての金具と付

属品は、メーカーの定格荷重を超えて使用されてはならない。 

11.I.35 引込み線とその付属品は、定期的に検査され、ダメージを受けたり、その信頼性が疑

わしい場合には、取替え/修理されなければならない。 

11.I.36 電線のグリップ (握り) は、この用途のために設計されたものだけが、ワイヤロープに

使用されなければならない。 

11.I.37 電線や引込み線が引っ張られている最中に、架線の下や腕木上に作業者がいることが

認められてはならない。 

11.I.38 送電線のクリップ (緊線) 作業では、クリップ作業者と吊り下げられる電線の間に、最

低 2 つのクリップされた構造物がなければならない。裸線の作業をする場合、懸垂碍子へのク

リップ作業とピン碍子への留め付け作業の作業班は、必ず接地と接地の間で作業しなければな

らない。最終端の構造物での場合を除いて、電線がクリップされるまで接地はそのままにして

おかなければならない。 

11.I.39 緊急の復旧作業を除き、悪天候 (強風や構造物に着氷がある 等) によって作業が危険

になる場合には、構造物からの作業は、中止されなければならない。その付近で雷雨がある場

合、吊線/緊線作業は、中止されなければならない。 

11.I.40 リールの担当者と、引出し装置の担当者の間には、信頼度の高い通信装置がなければ

ならない。 

11.I.41 引出しの都度、次の引出しの前に、両端部に留め付け、または引き留めが行われなけ

ればならない。 
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11.I.42 通電中の､既存の送電線に平行して架線作業する前、特に 開閉作業や、漏電状態の時

には、危険な誘導電圧が発生するか確かめるため、QP による判断がなされなければならない。

危険な誘導電圧発生の可能性がある場合、その電線が活線として作業されない限り、雇用者は、

11.I.25 から 11.I.40 の規定に加えて、11.I.42 から 11.I.49 の定めに従わなければならない｡ 

11.I.43 通電中の電線の近傍で 架線作業をする場合、引っ張られている電線と作業者とが意図

しない接触をしないよう、張力架線工法その他の工法が用いられなければならない。 

11.I.44 全ての引出し装置と張力装置は、隔離、絶縁、または接地されなければならない。 

11.I.45 架線作業の間、各 裸電線、電線に準じる線と、架空地線を 接地するため、テンショ

ンリールと、最初の構造物の間に、接地が付けられなければならない。 

11.I.46 架線作業の間、各 裸電線、電線に準じる線と、架空地線は、張力装置と引出し装置の

両者の近傍にある最初の鉄塔で、それ以降どの箇所も接地点から 2 mi (3.2 km) を超えないよう、

接地されなければならない。 

a. 接地は、電線の架設が完了するまで、所定の位置に残されていなければならない。 

b. 接地は、架線作業終了後の片付けの最終段階で、撤去されなければならない。 

c. 可動型を除き、接地は、ホットスティックで 据付けられ、撤去されなければならない。 

11.I.47 電線、電線に準じる線と、架空地線は、全ての最終端か キャッチオフ点 (分岐用引き

留め点) で、接地されなければならない。 

11.I.48 接地は、電線、電線に準じる線と、架空地線の結線が 地上で行われている作業エリア

の両側、10 ft (3 m) 以内で行われなければならない。結線される 2 つの端部は、互いにボンド

接続されなければならない。結線は、絶縁された架台や、両方の接地部にボンドされた導電性

の金属製接地マットの上で行われなければならない。接地マットは、ロープで囲い、そのマッ

トにアクセスするための、絶縁された通路が設けられなければならない。 

11.I.49 全ての電線、電線に準じる線と、架空地線は、その場所で送電作業を完了することに

なるであろう、孤立した鉄塔にボンドされなければならない。 

a. 最終端の鉄塔での作業では、通電を切った全ての電路で、接地が必要である。 

b. 接地は、作業の完了後、直ちに撤去されてよい。但し、作業が完了しつつある孤立した

鉄塔は、電路が開路のままにされてはならない。 
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11.I.50 構造物から作業を行う場合、緊線作業を行う班と、その他電線、電線に準じる線、架

空地線で作業を行う作業者全員は、全ての作業場所に設置された 個別の接地によって、保護さ

れなければならない。 

11.I.51 通電した高圧電線や付属品に対し、活線素手工法を用いる場合は、事前に下記の確認

が行われなければならない: 

a. 作業が行われる回路の、定格電圧; 

b. 作業が行われる電路と 他の通電部の、大地に対する離隔距離; 

c. 使用される高所作業用リフトの電圧制限値。 

11.I.52 活線素手作業には、その作業目的のために設計/試験/意図された 工具と機器だけが使

用されなければならない。このような工具と機器は、清潔で、乾燥していなければならない。 

11.I.53 全ての作業は、活線素手作業のためにトレーニングされた 有資格者によって、直接 
監督されなければならない。 

11.I.54 通電した電線/設備に対して作業する前に、回路遮断器の自動再閉止機構は、それが可

能な場合、作動不能にされなければならない。 

11.I.55 雷雨や、雷雨が接近している時には、作業が行われてはならない。 

11.I.56 絶縁した高所作業装置を、通電した電線/設備にボンドするため、導電性のバケットラ

イナー (内張り) や、他の適切な導電性の手段がなければならない。 

a. 導電性の靴、レッグクリップその他の適切な手段によって、作業者は、バケットライナ

ーに接続されなければならない。高所作業用リフトから作業を行なっている間、クライマー 
(昇柱器、アイゼン) が装着されてはならない。 

b. 必要な場合は、作動電圧に対する静電遮蔽、または導電性着衣が用意されなければなら

ない。 

11.I.57 ブームが持ち上げられる前に、高所作業用トラックのアウトリガーが張り出され、ト

ラックを安定させるように調節されなければならない。トラックの車体は、有効な接地が取ら

れるか、通電中の機器としてバリケードで囲まれなければならない。 

11.I.58 高所作業用リフトを作業位置へ動かす前に、全てのコントロール装置 (地上部分、バ

ケットとも) が適切に作動することを確認するため、チェック/テストされなければならない。 



   EM 385-1-1 
        2014 年 11 月 30 日 

 

11-29 
May 16, 2016 

11.I.59 定格を持ち、絶縁装置として使用される、高所作業装置の電気的に絶縁された構成部

品とシステムは、その状態と清浄性を徹底して検査され、その定格に適合していることを試験

されていなければならない。 

a. 試験は、メーカーの推奨方法に従って行われなければならない。 

b. 試験は、その危険に詳しい QP によってのみ行われなければならない。 

11.I.60 活線素手作業に使用される全ての高所作業用リフトは、二重のコントロール装置がな

ければならない (地上部分とバスケット) 。 

a. バスケットのコントロール装置は、バスケット内の従業員の容易に手の届く範囲に有り､

もし 2 つバスケットのあるリフトが使用される場合、コントロール装置へのアクセスは、いず

れのバスケットからも容易に手の届く範囲でなければならない。 

b. 地上側のコントロール装置は、ブームの基部近くになければならず、常に、他のコント

ロール機構に優先 (オーバーライド) しなければならない。 

c. 緊急時以外、リフト内の従業員から許可が得られるまで、地上側のリフトコントロール

装置が操作されてはならない。＞ 11.I.57 を参照。 

11.I.61 作業する対象の通電部分に従業員が接触する前に、導電性のバケットライナーが、通

電された導体に確実にボンドされなければならず、通電した回路での作業が完了するまで、取

り付けられたままにされなければならない。 

11.I.62 活線素手作業び最小離隔距離は、表 11-3 に規定されるとおりでなければならない。 

a. これらの最小離隔距離は、全ての接地された物体、絶縁された高所作業装置がボンドさ

れている電位とは異なった電位にある電線/機器からの距離として維持されなければならない。

但し、接地された物体や他の電線/機器が、絶縁されたガードで覆われている場合は除く。 

b. 通電した回路に接近したり、遠ざかったりする場合、またその回路にボンドされる時、

規定の距離が維持されなければならない。 

c. 通電した回路に接近したり、遠ざかったり、ボンドする場合、絶縁されたブーム装置と

全ての接地された部品の間で、表 11-3 の最小距離が維持されなければならない (下側のアーム

やトラック車体を含めて) 。 

d. 通電されたブッシングや碍子連の近くにバケットを配置する場合、バケットの全ての部

分とブッシング/碍子連の接地された端部との間で、表 11-3 の電線－大地間の最小離隔距離が

維持されなければならない。 
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e. 非導電性の丈夫な材質の板に、接近限界距離の表 (表 11-3 のような) が印刷され、ブー

ムのオペレーターからよく見えるよう、バケットやその近辺に取付けられなければならない。 

f. 絶縁された検測桿を除き、離隔距離を確かめるために使用されてはならない｡ 

11.I.63 バケット、ブーム、接地の間の通い綱は禁止する。 

a. 適切な長さのジャンパー、アーマロッド、工具を除き、長さ 36 in (1 m) を超える導電性

の材料がバケットの中に置かれてはならない。 

b. バケットから支持されない場合は、電線から大地まで、非導電性のハンドラインが使用

されてもよい。 

11.I.64 追加的な負荷の持上げ/支持を試みて、バケットやブームが、メーカーの定格荷重を超

えてはならない。 

11.J 地中埋設電気設備． 

11.J.01 地中開口部の防護． 

a. マンホール、ハンドホールや、地下室の蓋が取外された場合、速やかに 警告標識と、頑

丈なバリケードが、設置されなければならない。 

b. 従業員が地下の空洞に入る場合、開口部は、バリケード、仮設のカバーや、その他 危険

に対して適切なガードで、保護されなければならない。 

c. 地下開口部のガードと、警告標識は、適切に照明されなければならない。 

11.J.02 メンテナンスホールと、通気口のない地下室は、密閉区画として扱われ、密閉区画の

要件の適用を受ける。＞ 33 章を参照。 

11.J.03 メンテナンスホールと地下室では、喫煙を禁止する。 

11.J.04 マンホール内で、裸火が使用される場合は、換気されなければならない。 

11.J.05 メンテナンスホールや 地下室で､裸火を使用する前に、安全であること、可燃性のガ

ス/液体がないことが テストされ、確認されなければならない。 

11.J.06 地中埋設 設備が露出する場合 (電気、ガス、水、電話 等、または、作業する対象以外

のケーブル) 、それらは ダメージを避けるため、保護されなければならない。 
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11.J.07 ケーブルに切込みを行ったり、スプライスを開く前に、ケーブルが特定され、正しい

ケーブルであること、活線でないことが 確認されなければならない。 

11.J.08 埋設ケーブルやマンホール内のケーブルに対して 作業を行う場合、開口部でボンド

接続するか、同等の手段で、金属製シースの導通が 維持されなければならない。 

11.K 通電中の変電所内での作業． 

11.K.01 通電中の変電所内で作業する場合、作業開始の前に、GDA の許可を得なければなら

ない。 

11.K.02 通電中の変電所で作業を行う必要がある場合、次の事が検証されなければならない: 

a. どの設備が通電されているか、 

b. 人員の安全のため、どのような保護具と予防措置が必要か。 

11.K.03 11.I.03 の、離隔距離に関する要件が順守されなければならない。 

11.K.04 通電中のコントロールパネルや、その近傍で作業を行う場合、資格のある従業員だけ

が実施しなければならない。＞ 11.A.01 と 11.B を参照。 

11.K.05 揺動、振動、配線不良に起因する、リレーや 他の保護装置の偶発的な作動を防止す

るため、予防措置が取られなければならない。 

11.K.06 保護されていない 高電圧設備のあるエリア内で、車両、ジンポール、クレーンその

他の機器を使用する場合、QP によって、常に管理されなければならない。＞ 表 11-1 を参照。 

11.K.07 移動式クレーンやデリックが、通電中の電線/設備の近くで 移動/運用される場合、そ

の全てが、効果的に接地されなければならない。接地が行われない場合、これらは 通電してい

ると見なされなければならない。 

11.K.08 変電所のフェンスが 拡張/撤去される場合、現場が無人になった時に、同様の保護を

もたらす、仮設のフェンスが 設置されなければならない。仮設のフェンスと、恒久的なフェン

スの間は、適切に接続されなければならない。 

11.K.09 無人の変電所の 全ての出入口は、作業が進行中の場合を除いて、施錠されなければ

ならない。 

11.K.10 連結スイッチを操作する時は、全ての碍子と、スイッチのハンドルの接地が、良好な

状態にあることを確認するため、目視で検査されなければならない。スイッチのハンドルを操

作する場合、絶縁手袋が着用されなければならない。 
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11.L 通信設備． 

11.L.01 従業員は、通電中の電磁波 発生源に接続されている、開放状態の導波管やアンテナ

を覗き込んではならない。 

11.L.02 もし接近可能なエリア内で、電磁波の放射レベルが、本規程 06.F のレベルを超える

場合、当エリアには、適切な標識が掲示されなければならない。 

11.L.03 電磁波の放射が未確認である、または、06.F に示されたレベルを超える可能性があ

る場所で作業する場合、従業員の暴露が 許容値を超えないことを確認するため、測定されなけ

ればならない。 
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第 12 章 
 

危険エネルギー管理 (ロックアウト/タグアウト)  
 
12.A 通則．危険エネルギーとは、機械 (例えば、動力伝達装置、カウンタバランス、ばね、

圧力、重力)、空圧、油圧、電気、化学物質、原子力、熱 (例えば、高温、低温) などのエネル

ギーで ― 但し、これらに限定されないが ― 従業員に被害を及ぼす可能性のあるものをい

う。＞ 12.B を参照。 

12.A.01 危険エネルギーを 発生、利用、蓄えるシステムに対して/近くで作業する場合、危険

エネルギー管理計画書 (HECP: Hazardous Energy Control Program) が 必要である。 

a. USACE が所有/運営する施設と業務は、本章に代わり、ER 385-1-31、危険エネルギー

管理プログラム、地域の HECP、さらには現地の補足規程に準拠しなければならない。 

 注記: 契約業者によって管理される現場で、彼らによって運用される HECP に影響さ

れる USACE 従業員 (例えば、建設現場における QA 等) は、契約業者の HECP に従わなければ

ならない。 

b. 契約業者によって管理される現場では: 

(1) 契約業者は、本章と、29 CFR 1910.147、ANSI Z244.1、ANSI A10.44 の要件に従って、

HECP を策定しなければならない。この HECP は、契約業者の事故防止計画 (APP) の一部とし

て、GDA に提出され受理されなければならない。 

(2) GDA と契約業者は、このような作業を計画し実施する 全体を通じ、エネルギー管理に

関する全ての活動について、互いに十分調整しなければならない。両者は、それぞれの HECP
と危険エネルギー管理 (HEC) の手順について情報を交換し、自らの人員が、その仕事で用いる

ことに合意した手順の ルールと制限を理解し、それに従うことを保証しなければならない。更

に、HECP に記された手順の 各ステップの開始時に、HEC の影響を受ける従業員が､通知され

ることを保証しなければならない。 

(3) HEC の手順は、仕事のフェーズ (段階) ごとに、AHA の一部として、GDA に提出されな

ければならない。HEC 手順は、GDA に受理されるまで、開始できない。 

(4) 元請業者は、統括管理する契約業者として、全ての下請業者の HEC 手順に関しても、

責任がある。元請業者と下請業者は、作業を計画して実施する 全体を通じ、全ての HEC 作業

を、互いに十分調整しなければならない。特に、契約業者の複数のプログラムが交錯する場合

は、契約業者、軍側の人間、一般の人々すべてが、危険エネルギーから保護されるよう、用い

られる手順が検討され､調整されなければならない。 
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c. 危険エネルギーに関係する契約業者の作業が、USACE が運用する施設で、またはその

施設を対象として実施される場合は、次を適用しなければならない: 

(1) 契約業者は、自らの HECP を GDA へ提出し、受理されなければならない; 

(2) HEC 手順は、仕事の そのフェーズの AHA の一部として、GDA に提出されなければなら

ない。HEC 手順は、HEC を熟知した人によって検討され、GDA に受理されるまで、開始でき

ない。 

(3) GDA と契約業者は、このような作業を計画して実施する 全体を通じ、全ての HEC 作業

を、互いに十分調整しなければならない。合意した HECP と HEC の手順は、確認され、文書

化されなければならない。 

(4)  両者は、その作業で使用することに合意した手順の ルールと制限を、自らの人員が理解

し、それに従うことを保証しなければならない。更に、HECP に記された手順の 各ステップの

開始時に、HEC の影響を受ける従業員が､通知されることを保証しなければならない。 

12.A.02 HEC 作業の整合を図るため、GDA と契約業者の担当者による、準備会議と予備検査

が実施されなければならない。この会議/検査の結果は、文書化されなければならない。 

a. 工兵隊の HECP 運用下にある工兵隊施設での作業に先立ち、手順の理解度を裏付けるた

め、従業員はトレーニングされ、テストされなければならない。 

b. 契約業者は、その従業員と下請業者の全員が、彼らの HECP についてトレーニングされ、

それを熟知していることを保証しなければならない。 

c. HEC 手順が、USACE と契約業者 の両方に影響を与える場合、HEC プログラムと手順

が適切であり、協調していることを保証するため、USACE と契約業者の 権限を与えられた者

が、共有すること。 

12.A.03 制限区域内へのエネルギーの導入．既存の制限区域内にエネルギーを導入する場合 
(例えば、機器の試運転や試験作業において)、安全に業務を実施するため、これらの作業は、

影響を受けるすべての者と調整され、彼らに伝達されること。 

a. 制限区域の完全性を確実にするため、仕事を実施する契約業者によって、これらの作業

のために AHA が作成され、実行されなければならない。 

b. これらの作業を実施する前に、試験の手順が、GDA へ提出されなければならない。 
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12.B 危険エネルギー管理プログラム (HECP)． 

12.B.01 HECP では、危険エネルギー管理の 適用範囲、目的、権限、役割と責任、ルール、

手法の要点を、明確で具体的に説明しなければならない。 

12.B.02 HECP は次を含まなければならない  ―  但し、これに限定されるわけではない: 

a. HECP 手順: システムの 隔離、遮断、検証、保護を含む、各エネルギー源を管理する

ための、装置/機器/設備に 固有の手順; 

b. 保護の継続/一貫性を保証するため、すべての現場の人員 (契約業者、下請業者、軍側の

職員、納入業者、一般の人、訪問者、その他の者) と、HEC 作業の 調整/伝達を行う手段; 

c. ロック、タグ、その他のコントロール装置の 取付け、取外し、移動に関する作業手順と

責任; 

d. 保安用接地の 取付け/取外しに関する、作業手順、責任、手段; 

e. 隔離と管理の有効性を証明するための、システムの試験に関する 作業手順、責任、要求

事項; 

f. 調整 (シフト交代/予定変更)．シフトや人が変わっても、HEC 保護の全体的な継続/一貫

性を確保するための、定めが設けられなければならない; 

g. あらゆる緊急手順についての詳細; 

h. 日常的な検査 (HECP 手順の、すべての要件が 順守され、書面に記録されていることを

保証するために実施される) と、定期検査 (文書化され、HEC 手順の検査対象となったシステム、

検査日、検査を実施した/関わった従業員の氏名と、HEC 手順に違反する点を明記しなければ

ならない) の、実施手順と責任; 

i. HECP への準拠を 強制するための手段/方法。 

12.C トレーニング． 

12.C.01  HEC 手順の目的と役割が、従業員に理解され、また従業員が、HEC 装置の安全な適

用､使用､取外しに必要な、知識と技能を有していることを保証するため、役割と責任に応じた

トレーニングが実施されなければならない。 

12.C.02 タグアウト システムが用いられる場合 (ロックアウトが不可能な場合のみ)、従業員

は、タグ (標示札) の限界について、トレーニングされなければならない。 
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12.C.03 従業員は、下記の場合には常に、HEC 手順について再度トレーニングされなければ

ならない: 

a. 従業員の職責の変更や、システムの変更、エネルギー管理に関する新たな危険をもたら

すような､プロセスの変更がある場合; 

b. 従業員の知識や、HEC 手順の使用について、不適切な点や逸脱が、定期検査によって明

らかになった場合、または、それを疑う理由がある場合; 

c. 契約業者や現地の HEC 手順に、変更があった場合。 

12.C.04 すべてのトレーニングは、書面で記録されなければならない。記録には：トレーニン

グを受けた従業員の氏名；トレーニングの日時と場所；トレーナーの氏名と資格がなければな

らない。 

12.D エネルギーの隔離装置と手順． 

12.D.01 エネルギーの隔離装置． 

a. エネルギーの隔離装置とは、それが利用/作動された時、意図しない エネルギーの伝播

や解放を、物理的に防止する機械装置をいう。それには次のものが含まれるが、これらに限定

されるものではない: 

(1) 手動式の電気回路遮断器; 

(2) ディスコネクトスイッチ; 

(3) バルブ、ボルト留めされた閉止フランジ、ボルト留めされた閉止板; 

(4) ブロック (安全ブロックや木積)。  

b. 押しボタン、切替スイッチ、安全インタロック、プログラマブルロジックコントローラ 
(PLC) 、ソフトウェアプログラミング、その他 制御回路タイプの装置は、エネルギー隔離装置

として用いられてはならない。 

12.D.02 エネルギーの隔離対象に、一般の人がアクセス可能な 装置/機器を含む場合は、ロッ

クや､その他の確実なコントロール手段が、常に用いられなければならない。 

12.D.03 すべての装置/機器は、HEC 手順の対象とされなければならない。意図しない 活性化

/通電､起動､蓄えられたエネルギーの放出が起き、人身傷害､物的損害､内容物/保護/能力 の喪失/
減少や､環境への害を引き起こす可能性のある 装置/機器に対して、サービス､メンテナンス､試

験､設置､撤去を行う前に、すべてのエネルギー源が、管理下に置かれなければならない。 
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12.E ロックとタグ． 

12.E.01 ロックアウト可能な、エネルギーを隔離する装置を備えたシステムは、ロックアウト

されなければならない。もしエネルギーを隔離する装置が、ロックアウト不可能な場合、HEC
手順では、完全な人員保護をするという条件で、タグアウトを行わなければならない。 

a. この規則と HEC 手順の､全てのタグアウトに関する要件が、準拠されなければならない; 

b. ロックが取付けられる場所と、できる限り同じ場所に、タグ (表示札) が取付けられなけ

ればならない。もし不可能な場合は、その装置に安全な限り近付け、その装置を操作しようと

する者に、一見して分かる場所に、タグが取付けられなければならず、さらに 

c. 追加的な手段 (例えば、エネルギーを隔離する装置の操作を阻害する方法で､タグを取り

付ける、分離回路/機構を取外す、制御スイッチをブロックする、予備の断路装置を開く、不注

意による活性化の可能性を低くするため､バルブのハンドルを取外す 等) が、ロック装置と同等

の保護レベルもたらすよう、用いられなければならない。 

d. タグ単独で使用されなければならない場合 (ロック装置の使用が不可能な場合)、従業員

は、タグに関する次の要件と、タグの限界について説明されなければならない。 

(1) タグは、｢権限を与えられた従業員｣、影響を受ける従業員、付随的な関係者の全てにと

って、読みやすく理解されるものでなければならない。 

(2) タグと取付けの手段は、職場の環境に耐えうる素材で 製作されなければならない。 

(3) タグは、使用中、不用意/偶然に 脱落することがないよう、エネルギーを隔離する装置

に、確実に取付けられなければならない。 

(4) ｢権限を与えられた従業員｣ の許可無く タグが取外されてはならず、またタグが 迂回､無

視されたり、その他の方法で無効化されてはならない。 

(5) タグは、基本的に エネルギーを隔離する装置に添える 警告に過ぎず、ロックのような 
物理的な防護をもたらすものではない；タグは、誤った安心感を与えてしまう可能性がある。 

12.E.02 ロックアウト/タグアウト (LOTO) は、｢権限を与えられた従業員｣ によってのみ、実

行されなければならない。 

12.E.03 ロックやタグの 取付け/取外し 前 と 完了時に、LOTO の影響を受ける 全ての従業員

は、その旨を 通知されなければならない。 

12.E.04 LOTO に使用されるロックとタグは、下記の要件に適合していなければならない: 
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a. ロックとタグがさらされると予期される 最も長い時間、その環境に耐えうる; 

b. 装置を取付ける従業員が 誰であるかを、明示している; 

c. LOTO プログラムに属するものであることを 簡単に識別できる、独特のデザインや色で

ある; 

d. ロックアウト作業以外、絶対に使用されない; 

e. ロックやタグを取付けた人を特定/明示する。ロックには、本規程の要件を満たす、従業

員の氏名と写真の付いた ラベルがあってもよい; 

f. ロックは、極めて強い力や､通常以外の方法 (ボルトカッターの使用といった) を用いる

こと無しには取り外せないよう、十分に頑丈でなければならない; 

g. 加えて、タグは、次の要件 全てに適合しなければならない: 

(1) 或る標準化された 活字と､書式である (一つのプロジェクト内では); 

(2) 天候や､紫外線 (UV) ､水気のある/湿った場所、腐食性の環境にさらされることで、タグ

を劣化させたり、メッセージを判読不能にすることのないよう、製作､印刷される; 

(3) 次の手段/方法で取付ける: 再使用不可；不用意/偶発的な取り外しを防止するのに､十分

頑丈である；手で取り付けられる；自動的にロックされる；50lb (22.6kg) より小さい力では､

そのロックを解除できない；あらゆる環境に耐え得る 一体型のナイロン製ケーブルタイと、少

なくとも同等の基本特性がある; 

(4) システムを活性化することによって起きる､危険な状態を警告する「危険 － 起動するな/
開くな / 閉めるな / スイッチを入れるな / 操作するな (DANGER - DO NOT START, OPEN, 
CLOSE, ENERGIZE, OPERATE)」といった 文言を含む。 

12.E.05 ロックとタグの 取付け、取外し． 

a. ｢権限を与えられた従業員｣ は、システムに供給される/システム内部の エネルギーをコ

ントロールするため必要な、エネルギーを隔離する 全ての装置が特定され、それらが、HEC
手順に従って、停止､隔離､ブロック､安全化されたことを、保証しなければならない。 

b. 遠隔制御装置で操作されるシステムは、その遠隔装置や､それ以外から、一切操作できな

いよう、完全に隔離されこと。 

c. ｢権限を与えられた従業員｣ は、HEC 手順に従い、各のエネルギー隔離装置に、ロック
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とタグを 取り付けなければならない。 

d. 蓄積されるエネルギーの再蓄積が、危険なレベルになる可能性がある場合、エネルギー

管理の手順が完了するまで、隔離の検証が継続的に行われなければならない。 

e. ロックアウト/タグアウトしたシステムでの 作業を開始する前に、｢権限を与えられた従

業員｣ は、システムの隔離とエネルギーの遮断が、成功裏に行われたことを、検証しなければ

ならない。 

12.E.06 保安用接地．エネルギーを隔離する装置への､ロックやタグの取付けに引き続き、潜

在的に危険な蓄積エネルギーや､残留エネルギーは、解放されるか､別の方法で安全にしなけれ

ばならない。 

a. 保安用接地は、契約業者の HECP と手順で示された通り、適切な方法で特定/明示され、

説明されなければならない。 

b.  ｢権限を与えられた従業員 (または､その指名者) ｣ は、残留エネルギーの管理を確実に行

い、契約業者の HECP と手順に従って、保安用接地の取付け、取外しを行う責任がある。 

12.E.07 ロック/タグを取外し、システムへエネルギーを再供給する前に、｢権限を与えられた

従業員｣ は、次の作業が完了していることを保証しなければならない: 

a. 作業エリアが点検され、不要なもの (工具､材料 等) 全てが､システムから取り除かれてい

る。そのシステムを構成しているものに､運用上 支障がなく、従業員全員が安全な位置にいる

か､エリアから退去している; 

b. 影響を受ける従業員すべてが、ロック/タグが取外されることを､通知されている。 

12.E.08 ロック/タグを取付けた ｢権限を与えられた従業員｣ か､システムのオペレーターによ

って、エネルギーを隔離する各装置から、それぞれの ロック/タグの取外しが 行われなければ

ならない。但し、この従業員がいない時には、次の手順に従うという条件で、契約業者のプロ

ジェクトマネージャーか、契約業者が指定した責任者の指示の下、彼らが指名した他の者によ

って、装置が取り外されてもよい: 

a. 契約業者が、ロック/タグを取り外すよう指名された者が、安全な隔離の範囲と手順に精

通していることを、保証する; 

b. 指名された者の名前と、｢権限を与えられた者｣ から他の者へ、取外しの権限を移譲する

ための要件が、危険エネルギー管理計画に記載されている; 

c. ロック/タグを取り付けた ｢権限を与えられた従業員｣ が、その施設にいないことを 契約



EM 385-1-1 
2014 年 11 月 30 日 

 

12-8 
May 16, 2016 

業者が証明する; 

d. 契約業者が指定した責任者は、ロック/タグが取外されることを、｢権限を与えられた従

業員｣ に報告するため、合理的な全ての努力を払う。また、もし或るグループで、安全隔離を

取る場合、影響を受ける全ての人たちに、その解除について、署名させるようにするか、電話

で連絡しなければならない。もし連絡できない場合、必要な全ての予防措置が取られた後でな

ければ、解除されてはならない; 

e. ｢権限を与えられた従業員｣ は、戻って直ぐ、仕事を再開する前に、解除されたことを通

知されなければならない。 
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第 13 章 
 

手工具と動力工具 
 
13.A 通則． 

13.A.01 動力工具は、その特定の使用目的に関して、全国的に認知された試験機関が認定した

メーカー製でなければならない。 

13.A.02 使用、検査、保守． 

a. 手工具と動力工具は、メーカーの指示と推奨に従って、使用、検査、保守されなければ

ならず、意図された目的以外に使用されてはならない。メーカー の指示と推奨事項の写し 1 部

が、工具と一緒に保管されなければならない。 

b. 手工具と動力工具を使用する前に、検査、試験され、安全な作動状態にあることが確認

されなければならない。安全な作動状態にあること、適切に保守されていることを裏付けるた

め、継続的な日常検査が実施されなければならない。 

c. 手工具と動力工具は、良好な整備状態に保ち、全ての必要な安全装置が取付けられ、正

しく調節されていなければならない。工具の強度を損ったり、不安全にするような 欠陥のある

工具が使用されてはならない。 

13.A.03 ガード． 

a. ガードを付けるよう設計されている動力工具には、ガードが取付けられなければならな

い。全てのガードは、その機能を果たすものでなければならない。 

b. もし従業員に接触したり、その他の危険を引起すのであれば、機器の 往復運動部分、回

転部分、移動部分は、ガードされなければならない。 

13.A.04 高所 (上下) 作業を行う場合、使用していない工具は、固定されるか、ホルダーに納

められなければならない。 

13.A.05 工具や材料を、ある場所から他の場所へ、または人から人へ、投げ渡したり、低い場

所に投げ落すことは禁止する。 

13.A.06 引火源が、火災や爆発を引起す可能性のある場所では、防爆型工具だけが使用されな

ければならない。 
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13.A.07 熱処理や仕上げ直しを必要とする工具は、これらの作業の経験を積んだ人員によって

焼戻し、成形、仕上げ、研ぎ直しが行われなければならない。 

13.A.08 手動ウインチやホイストで クランクを用いることは、確実な自動ロック装置がない

限り 禁止する。スポークが露出していたり、ピンやノブが突き出ている はずみ車が、使用さ

れてはならない。 

13.A.09 動力工具で用いられる油圧油は、それがさらされる最高/最低温度で、作動特性を保

持しなければならない。＞ 地下での使用については 26.D.07 を参照。 

13.A.10 油圧ホース、弁、配管、フィルター、その他の付帯装置は、メーカー が指定する安

全作動圧力を超えて使用されてはならない。 

13.A.11 通電中の電線/設備や、その周辺で使用される 全ての油圧/空気圧 工具では、通常の

作動圧力に対して 適切な強度を有する、非導電性のホースを使用しなければならない。 

13.A.12 燃料を使う 動力工具が、密閉/閉鎖された空間で使用される場合、本規程の 5 章と 34
章にある、有毒ガスの濃度に関する要件が 適用されなければならない。 

13.A.13 作業用着衣． 

a. 個人用保護具 (PPE) は、本規程の 5 章に従って 使用されなければならない。 

b. 動力工具を用いて作業する場合は、緩んだ/ダブダブの､端が擦り切れたりした衣服や、

束ねていない長髪、ぶら下った装飾品 (ぶら下ったイヤリング、鎖、腕時計を含む) が身につけ

られたり、そのような状態であってはならない。 

13.A.14 接地についての要件は、11 章を参照。 

13.A.15 各機械/動力工具を使用する際には、オペレーターが作業位置を離れることなく、機

械/動力工具への電力を遮断できるよう、電力制御装置がなければならない。 

13.A.16 停電の後でモーターが再起動した場合、オペレーターが傷害を負う可能性があるので

あれば、電力が復旧しても 機械が自動的に再起動しないよう、対策がなされなければならない。 

13.A.17 床や作業台に据付けて使用される動力工具は、安定した基礎にアンカー止めされるか、

しっかりとクランプ止めされなければならない。アンカーやクランプ止めは、横/垂直方向の動

きに十分耐えるものでなければならない。 

13.B 研削機械． 
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13.B.01 砥石車は、安全ガード無しに、使用されてはならない。但し、次の場合は例外とする。

＞ 砥石車の種類の説明については、ANSI の B74.2 を参照。 

a. 研磨対象物の内側の作業に用いられる砥石車; 

b. 手で持って使用される、直径 2 in (5 cm) 以下の、取付けられた砥石車; 

c. 形状 16、17、18、18R、19 のコーン形、プラグ形、ネジ穴付きポットボール形の砥石

車を、加工対象物自体が保護機能を持った状態で使用する場合や、直径 3 in (7.6 cm) で長さ 5 
in (12.7 cm) を超えない大きさの場合; 

d. 形状 1 の砥石車で、直径 2 in (5 cm) 以下、厚さ 1/2 in (1.2 cm) 以下、マンドレルに取付

け、携帯型ドリルで駆動した場合に、周速度 1800 ft/min (9.1 m/s) 未満で使用されるもの; 

e. 安全眼鏡と顔面シールドが着用されるのであれば、形状 1 の強化型砥石車で、直径 3 in 
(7.6 cm) 以下、厚さ 1/4 in (6 mm) 以下、周速度 9500 ft/min (48.3 m/s) 以下で作動するもの。 

13.B.02 ベンチ/スタンド グラインダーのタンガード (アジャストプレート/スパークブレーカ) 
は、使用による砥石車 直径の縮小に応じて、上側の開口部で、砥石外周から 1/4 in (6 mm) 以
内に調節できなければならない。 

13.B.03 通常の運用における あらゆる条件下で、スピンドルの回転数を安全なレベルに維持

するため、グラインダーには、十分な動力が供給されなければならない。 

13.B.04 砥石車が動いている間に、ツールレストが 調節されてはならない。 

13.B.05 動力グラインダーの ツールレストは、砥石車から 1/8 in (3 mm) 以下になければなら

ない。 

13.B.06 全ての砥石車は、取付け前に 念入りに検査され、打音検査が実施されなければなら

ない。割れや損傷のある砥石車は、粉砕処分されなければならない。 

13.B.07 砥石車は、定格速度を超えて使用されてはならない。 

13.B.08 フロアスタンド型と作業台取付け型の砥石車で、円筒研削に使用されるものは、安全

ガード (保護フード) がなければならない。 

a. 砥石車の周囲と側面の 最大露出角度は、90°を超えてはならない。但し、スピンドルの

水平面より下で、加工物を砥石車に接触させる必要がある場合は、露出角度が 125°を超えない

ものとする。いずれの場合でも、露出部は、スピンドルの水平面より上方に 65°を越えない位
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置で始まらなければならない。 

b.  安全ガードは、砥石車が破裂したとしても、それに耐える強度でなければならない。 

13.C 動力のこぎりと木工機械． 

13.C.01 木工機械は、ANSI 01.1 に従って、運用、保守されなければならない。 

13.C.02 ガード． 

a. 丸ノコには、切断エッジを自動的かつ完全に囲うガードと、スプリッター、キックバッ

ク防止装置がなければならない。 

b. 携帯用の電動丸ノコは、ベース プレート/シューの上下に ガードがなければならない。 

(1) 上下のガードは、ノコ刃の深さまで カバーしなければならない。但し、斜め切断用にベ

ースを傾けるため必要となる 最低限の円弧と、適切に引っ込めたり 加工物に接触させたりす

るため 必要となる 最低限の円弧は除く。 

(2) 工具が 加工物から離れた時、下側のガードは、自動的かつ瞬時にカバー位置へ戻らなけ

ればならない。 

c. かんな盤と手押しかんな盤のブレードは、完全にガードされ、シリンダー型ヘッドを備

え、そのシリンダーの中にスロート部がなければならない。 

d. 帯ノコのブレードは、作動点以外、完全に囲われなければならない。 

13.C.03 可能であれば常に、機械には 加工物の自動送り装置がなければならない。危険な箇

所から オペレーターを保護するため、送り装置には、送りロールや､他の可動部分をカバー/ガ
ードするものがなければならない。 

13.C.04 直径 20 in (50.8 cm) を超えたり、周速度 10,000 ft/min (50.8 m/s) を超えて使用する

全ての丸ノコには、恒久的に、運転速度が表示されなければならない。 

a. ノコは、ブレードに表示された以外の速度で、運転されてはならない。 

b. 運転速度の表示された ノコが、異なる速度にするために 調整された場合、新しい速度

を示すよう、表示が修正されなければならない。 

13.C.05 ラジアルアームソーには、自動ブレーキがなければならない。 
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13.C.06 ラジアルアームソーやスイングソーは、ノコ刃の先端を超えて張り出さなければなら

ない。 

13.C.07 ラジアルアームソーは、オペレーターが手を放した際に、切断ヘッドが最初の位置に

戻るよう 設置されなければならない。全てのスイングソー、ラジアルソー、その他同様にテー

ブルを横断して動く形式の機械には、リミット停止装置が取付けられ、工具の先端がテーブル

の縁を超えないようにしなければならない。 

13.C.08 手動送りタイプの 横びきノコ盤と 縦びき丸ノコ盤には、スプレッダーを付けて、刃

が材料に挟まったり、オペレーターに材料がキックバックしないようにしなければならない。 

13.C.09 操作の手順． 

a. 帯ノコのように、安全な運用のため ウォームアップが必要な機械は、気温が 45°F (7℃) 
未満の時には必ず、作業に入る前にウォームアップしなければならない。 

b. 高速の切断エッジに 近い全ての作業では、押し棒、ブロック等の安全手段が用いられな

ければならない。 

c. ノコ刃、カッター、ナイフ 等で、ひび、曲がり、その他 欠陥のあるものの使用は禁止

する。 

d. 全ての木工機械には、おがくず、切りくず、かんなくずを取除くため、ブラシが備えら

れなければならない。 

e. 動力のこぎりは、無人で稼動させてはならない。 

13.D 空気動力工具． 

13.D.01 空気圧インパクト (打撃) エ具には、アタッチメントが 誤って飛んで行かないよう、

安全クリップか 固定器具が 取付けられ、保守されなければならない。 

a. 内径が 1/2 in (1.3 cm) を超える全てのホースには、ホース破損の際に圧力を下げるため､

供給源か 分岐ラインに、安全装置がなければならない。 

b. 圧縮空気の圧力と体積は、工具に対してメーカー が定めた定格に従って、調整されなけ

ればならない。 

13.D.02 工具や接続部を切り離す前に、圧力が 遮断され、そのラインから圧縮空気が放出さ

れなければならない。 
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13.D.03 工具とホースの接続部、全ての迅速継手には、安全結束が付けられなければならない｡ 

13.D.04 工具を 引き上げたり､下に降ろすために、ホースが使われてはならない。 

13.D.05 高圧 (平方インチ当たり 1,000 lb (453.5 kg) 以上) で 塗料/流体を霧状にするエアレス

スプレーガンには、安全装置が手動で解放されるまで、塗料/液体の放出を防ぐよう、 引き金

を引けないようにする、自動の/見てすぐに分かる手動の 安全装置がなければならない。上記

に代えて、ノズルチップが取外されている間、高圧での放出ができないようにする ディフュー

ザーナットと、チップがオペレーターに接触するのを防止する ノズルチップ用のガード、また

は、その他同等の保護手段でもよい。 

13.D.06 インパクトレンチには、ソケットを保持する ロック装置がなければならない。 

13.E 火薬式鋲打機． 

13.E.01 火薬式鋲打機は、ANSI A10.3 の設計要件に適合しなければならない。 

13.E.02 火薬式鋲打機は、資格のあるオペレーター以外、操作してはならない。資格があるオ

ペレーターとは、次の条件に適合する者である: 

a. 認定された指導員 (工具メーカーや、工具メーカーが認定した者によって トレーニング

され、認定されて、公認の指導員証を有する者) によるトレーニングの修了者; 

b. 工具メーカー が実施する、筆記試験に合格した者; 且つ 

c. 指導員とオペレーターの両方がサインし､発行された、メーカーの資格証を有する者｡ 

13.E.03 それぞれの工具には、次のものが備えられていなければならない: 

a. 錠をかけられる容器の、外側のはっきり見える所に「火薬式鋲打機 (POWDER- 
ACTUATED TOOL) 」という文言と、内側に「警告－火薬式鋲打機 有資格のオペレーター以

外、使用禁止。使用していない時には、施錠して厳重に保管すること (WARNING - POWDER-
ACTUATED TOOL TO BE USED ONLY BY A QUALIFIED OPERATOR AND KEPT UNDER 
LOCK AND KEY WHEN NOT IN USE) ｣ の注意書き; 

b. 取扱説明書と保守マニュアル; 

c. 装填火薬量と留め金具のチャート; 

d. 工具の検査記録; 
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e. 整備用工具と付属品。 

13.E.04 検査と試験． 

a. メーカー の勧告に従い、毎日、検査/清掃/試験が 実施されなければならない。 

b. 火薬式鋲打機は、毎日、装填の前に、安全装置が正しい作動状態にあることを確認する

ため、メーカー が推奨する手順に従って試験されなければならない。 

c. 火薬式鋲打機は、留め付け作業 1,000 回毎に、検査と、徹底的な清掃、試験が行われな

ければならない。 

13.E.05 火薬式鋲打機と装薬は、無許可 所有/使用を防ぐため、常に、厳重に保管されなけれ

ばならない。 

13.E.06 火薬式鋲打機は、発射する直前まで、装填されてはならない。装填された/空の状態

かを問わず、当該工具が、従業員に向けられてはならない。手は、銃身の開口端部の近くに置

かれてはならない。 

13.E.07 爆発性や引火性の雰囲気中で、火薬式鋲打機の使用は禁止する。 

13.E.08 次の物体に対して、留め金具を打ち込んではならない: 

a. 軟質の、または容易に貫通できる素材で、留め金具が反対側へ貫通するのを防ぐ材料で

裏打ちされていないもの; 

b. 鋳物、硬化鋼、釉薬をかけたタイル、中空タイル、ガラスブロック、煉瓦、岩石など、

非常に硬い、または脆い材料; 

c. 厚さが、留め金具のシャンクが貫通する長さの、3 倍以下であるコンクリート; 

d. 剥離したコンクリート。 

13.E.09 工具のオペレーターは、必要に応じて、眼の保護具、保護帽、安全靴、耳栓を含む、

適切な PPE を着用しなければならない。＞ 第 5 章を参照。 

13.E.10 もし､火薬式鋲打機が不発になった場合、従業員は、再び発射を試みる前に、少なく

とも 30 秒 間を置かなければならない。もし､2 回目でも発射されない場合は、更に最低 30 秒 
間を置いた後に、不具合のあるカートリッジを外さなければならない。不具合のあるカートリ
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ッジは、処分するまで、水に入れて置かなければならない。処分は、メーカーの指示に従わな

ければならない。 

13.F チェーンソー． 

13.F.01 チェーンソーには、自動チェーンブレーキか、キックバック防止装置がなければなら

ない｡ 

13.F.02 空転速度は、エンジンがアイドリングしている時に、チェーンが動かないよう調節さ

れなければならない。 

13.F.03 適切な PPE については、5 章を参照すること。 

13.F.04 チェーンソーは、運転中や、熱を帯びている間、裸火の近くで、燃料補給されてはな

らない。チェーンソーは、燃料容器から 10 ft (3 m) 以内で 始動されてはならない。 

13.F.05 切断作業の間、オペレーターは、チェーンソーを両手で持つこと。 

13.F.06 チェーンソーは、オペレーターの肩の高さより上の切断作業で、決して使用されては

ならない。 

13.F.07 樹木のメンテナンスと伐採に関する要件については、31 章を参照。 

13.G 研磨ブラスト装置． 

13.G.01 ホースとホース接続部は、静電気が蓄積しないように設計されなければならない。 

13.G.02 全ての接続部とノズルは、誤って外れることのないよう設計されなければならない。

全ての接続部には、安全結束が取付けられなければならない。＞ 20.A.16 と 20.A.17 を参照。 

13.G.03 ノズルのアタッチメントは、金属製で、ホースの外側に取付けられなければならな

い。オペレーターが ホースのコントロールを失った場合は 遮断できるよう、デッドマン型の

コントロール装置が、ノズル部に取付けられなければならない。使用しない時にノズルをのせ

る支持台がなければならない。 

13.G.04 研磨ブラスト作業に関するその他の要件については、5 章と 6 章を参照。 

13.H 動力式釘打ち機とステープラー． 

13.H.01 当要件は、手持ち式で、電気/燃焼/空気圧で駆動される、釘打ち機、ステープラーや、

引き金/レバー/その他の手動装置で作動させ、留める材料に、留め具を射出する機能を有する
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他の同様の装置/機器 (本章では、以下､「釘打ち機」と称する) に適用される。当要件は、一般

的なバネを利用する「ステープルガン」には適用されない。 

13.H.02 釘打ち機は、射出口が作業面と接触していない限り 留め具を発射しないよう、射出

口に 安全装置がなければならない。接触による起動装置や 引き金は､「作動 (on) 」位置で固定

されてはならない。 

13.H.03 釘打ち機は、跳ね返り、空中発射、材料を貫通する発射による、他の人たちとオペレ

ーターへの危険を最小化する方法で、操作されなければならない。 

a. 釘打ち機は、シート製品 (屋根や壁の下地、床の下張り材、合板 等) や 屋根葺き材に使

用される場合を除き、シーケンシャルトリガ方式 (単発打ち) で使用されなければならない。シ

ーケンシャルトリガ方式とは、表面接触起動装置が押し付けらなければ発射の引き金を引くこ

とができず、リセットされない限り、引き金を 1 回引くと 1 本の釘が発射される方式である。 

b. シート製品と屋根葺き材に使用する場合、釘打ち機は、メーカー によって認められてい

る限りにおいて、接触起動モード (連続打ち：対象材との衝突または跳ね返りを検知して釘を

打つ) で使用されてもよい。このモードは、オペレーターが作業架台、作業床、作業デッキの

ような、しっかりした足場の上で作業する場合に限り、使用できる。オペレーターが、はしご

や梁に乗っている場合や、同様に 身体のバランスや手の届く範囲が不安定になる可能性がある

状況では、このモードが使用されてはならない。 

13.H.04 釘打ち機を使用する作業者は、必要に応じて、眼の保護具、保護帽、安全靴、耳栓を

含む、適切な PPE を着用しなければならない。＞ 5 章を参照。 

13.H.05 釘の詰まりを取除いたり、釘打ち機のメンテナンスを行う場合、エアホースは外され

なければならない。＞ 12 章に従い、適切な危険エネルギー管理手順を活用すること。 
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第 14 章 
資材の運搬/取扱い、保管と処分 

 
14.A 資材の運搬/取扱い． 

14.A.01 従業員は、安全な持上げ方法についてトレーニングされ、この方法を利用しなければ

ならない。＞ 6.K を参照。 

14.A.02 PPE の要件は、5 章で記載されている。 

14.A.03 資材の取扱い用に、道具/装置が用意され、使用されなければならない。 

14.A.04 重量物や、大きな物を移動させる場合は常に、重量、サイズ、距離、移動経路から、

資材の取扱いに必要なものが検討されなければならない。資材の取扱い手段の選択は、次の順

序で行われなければならない: 

a. 技術的な対策で、資材の運搬/取扱いを無くす; 

b. 機械装置による運搬 (リフトトラック、天井クレーン、コンベヤ 等) ; 

c. 補助器具を使用しての、手作業による運搬 (台車、カート 等) ; または、 

d. 安全な持上げ方法を用いる運搬。＞ NIOSH「Work Practices Guide for Manual Lifting」
を参照。 

14.A.05 落下物から作業者を保護するための、確実な予防措置が取られていない限り、資材が

作業者の頭上を越えて移動されたり、頭上につるされたりしてはならない。 

14.A.06 資材の動きが 人にとって危険となる可能性がある場合、ホイストが取扱う荷をコン

トロールするため、タグラインや他の手段が用いられなければならない。これらが、通電中の

電線近くで用いられる場合、非導電性でなければならない。 

14.A.07 荷締め用のバンド/紐は、まとめられた資材/荷をつり上げる索具として使用されては

ならない。 

14.B 資材用ホイスト． 

14.B.01 資材用ホイストは、建設/改修/解体中、資材を上げ下げできるよう設計されなければ

ならない。この要件は、常設されたエレベータを一時的に 資材ホイストとして使用する場合は

適用されない。資材ホイストは、ANSI A10.5 の要件に従い、製作、設置されなければならない｡ 
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14.B.02 資材用ホイストタワー、マスト、支え線/サポート、カウンタウェイト、駆動機によ

る支持装置、シーブ支持装置、架台、支持するための構造物、付属品は、資格を有するエンジ

ニアによって 設計されなければならない。 

14.B.03 ホイストタワーは、有資格者の直接的な監督の下でのみ、設置/解体されなければな

らない。 

14.B.04 ホイストの操作マニュアルのコピーが、ホイストごとに、現場で利用できなければな

らない。 

14.B.05 資材用ホイストとホイストタワーのシステムは、メーカーの勧告に従って点検されな

ければならない。 

a. 最初の使用前と タワーが延長される度に、タワー/マスト、ケージ、バケット、ブーム､

プラットホーム、巻上げ機械、支え線、他の機器等の、全てのパーツが、メーカーの点検指針

と ANSI A10.5 への準拠を確認するため、有資格者 (QP) によって点検されなければならない。 

b. USACE プロジェクトにおける最初の使用前と、その後 1 か月ごとに、QP によって定期

点検されなければならない。定期点検は、メーカーが定めた項目を網羅しなければならない。 

c. 上記の内いずれの検査についても、少なくとも 24 時間前に GDA へ通知されなければな

らない。GDA は、契約業者の検査に立会うことができる。 

d. 資材ホイストの運転 (シフト毎) 前に、オペレーターによって、使用前点検 (始動手順) が
行われなければならない。 

14.B.06 資材ホイストが設置され て初めて使用される前と、その後 4 か月ごとに、かごの停

止装置の試験が実施されなければならない。 

a. ロープで支持された かごの場合、試験は次の手順で実施されなければならない: 

(1) 巻上げロープのループを引張り、バケット/プラットホームの上にあるループの各側に試

験ロープを取付ける; 

(2) プラットホーム/バケットを引上げ、荷が試験ロープで支持されるようにする; 

(3) 試験ロープを切断して荷を落下させ、かごの停止装置を作動させる。 

b. ロープで支持する以外の方法で懸架された かごの場合、試験は、かごの速度オーバー状

態をつくることにより実施されなければならない。 
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c. 試験後と、再稼働前に、構造部材は、損傷がないか 点検されなければならない。 

14.B.07 保守と修理． 

a. 負荷を支えるパーツや重要なパーツの交換部品は、その機器メーカーから入手されるか､

そのメーカーによって認定されたものでなければならない。 

b. 保守と修理は、メーカーの手順に従って実施されなければならない。 

14.B.08 デッキと通路． 

a. ホイストの昇降路やホイストタワーと 構造物の間を結ぶ、デッキと通路は、意図する最

大荷重に対して問題なく耐えられるよう設計/建設されなければならない。 

b. 滑り易くなる可能性のある床や作業台は、表面に滑り止め措置を施さなければならない｡ 

c. 作業者が 落下物にさらされる可能性がある場合は、2 in (5 cm) の厚板か同等物でできた

頭上保護が設置されなければならない。 

d. 各デッキの開放された部分には、バリケードが設置されなければならない。バリケード

は、ホイスト昇降路の各側面からデッキの外周に沿って横方向に 少なくとも 6 ft (1.8 m) 、床

から 少なくとも 3 ft (0.9 m) 巡らせ、#19 US ゲージワイヤか同等物で作製し、1/2 in (1.2 cm) 
を超える隙間があってはならない。 

e. 全てのホイスト昇降路の入口は、デッキ入口の全幅を保護する、頑丈なゲートか バーで

保護されなければならない。ゲートは、高さ 66 in (167.6 cm) 以上、下側の隙間 2 in (5 cm) 以
下とし、ホイスト昇降路のラインから 4 in (10 cm) 以内に設置されなければならない。網目や

格子など開口部分のあるゲートは、その部分の大きさが 2 in (5 cm) 以下でなければならない。 

f. 資材は、デッキや通路に保管されてはならない。 

14.B.09 ロープに弛みが発生した場合は常に、作業を中断し、シーブやドラム上のロープの収

まり具合が適正かどうかチェックしてから、作業を再開しなければならない。 

14.B.10 資材ホイストや、人の輸送用でないホイスト設備に、人が乗ることは禁止する。 

14.B.11 資材ホイストの運転中、荷が安全に受け渡されるか、地面に戻されるまで、オペレー

ターは、他の作業をしたり、操作を行う持ち場を離れてはならない。 
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14.B.12 複数のかごや バケットが、1 台の巻上げ機や 1 人のオペレーターによって、同時に

運用されてはならない。 

14.B.13 運転について規則が定められ、資材ホイストの運転台に掲示されなければならない。

このような規則には、合図システム、さまざまな荷に対する 許容可能な昇降速度がなければな

らない。「NO RIDERS ALLOWED (人が乗ることを禁止する)」の文言を含む、規則と通告が、

かごのフレームか目立つ場所の上部に掲示されなければならない。 

14.B.14 空圧駆動式ホイストは、安全なホイストの運転に十分な容量と圧力を有する空気供給

源に接続されなければならない。空圧ホースは、予期せず接続が外れることを防ぐため、何ら

かの確実な手段によって固定されなければならない。 

14.C 資材の保管． 

14.C.01 袋や容器に入っていたり、束ねられた、または階段状に保管されている資材は全て、

安定し､ずり落ちたり荷崩れしないよう、積上げ、一まとめにし、互いに連結され、高さが制限

されなければならない。 

a. 資材は、できる限り低く積み重ね、本章で特記していない場合、決して 20 ft (6 m) より

高く重ねられてはならない。 

b. 引火性/可燃性の資材の保管については、9 章に記載されている。 

c. 危険/有毒物質の保管については、6 章に記載されている。 

d. 高圧ガス容器の保管については、20.D.03 に記載されている。 

14.C.02 野ざらしにされることで、ダメージや影響を受ける可能性のある資材は、適切にカバ

ーされるか、屋内で保管されなければならない。 

14.C.03 資材は、他の通常業務を妨げる可能性のあるエリアに保管されてはならない。 

14.C.04 資材は、電力線の真下に保管されてはならない。但し、全ての資材と電力線との間に

安全な離隔距離が確保される場合は除く。AHA に記載されていなければならない。 

14.C.05 資材の保管は、メーカーの勧告に従わなければならない。 

14.C.06 建設中の建物の中に保管される資材は、ホイスト昇降路や床の開口部の 6 ft (1.8 m) 
以内や、保管される資材の上に張り出していない外壁の 10 ft (3 m) 以内に置かれてはならない｡ 

14.C.07 アクセス/出入りのための通路には、何も置かれてはならない。 
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14.C.08 無許可の者が 保管エリアに入ることを、禁じなければならない。資材が、貨車、ト

ラック、バージに、荷積み/荷降ろしされる間、全ての者が 安全な位置になければならない。 

14.C.09 足場、作業架台、通路に、22 章の基準を超える資材が 保管されてはならない。 

14.C.10 飲み込まれてしまう危険を生む可能性のある、穀物貯蔵所やホッパーに 貯蔵される

物質は、33 章の密閉区画の要件に従って評価され、その要件が満たされなければならない。 

14.C.11 化学反応を起こす物質どうしは、分けて保管されなければならない。 

14.C.12 材木の保管． 

a. 建設工事中の 材木の保管は、建物から 少なくとも 10 ft (3 m) 距離をおき、１エリアに

100 万ボードフィートを超えてはならない。 

b. 材木は、しっかりとした土台で支持され、水平で、安定し、自立するよう 積み重ねられ

なければならない。 

c. 再使用可能な材木は、積み重ねて保管する前に、全ての釘が回収されなければならない｡ 

d. 材木を積み重ねる高さは、20 ft (6 m) を超えてはならない。手で取扱われる材木は、高

さ 16 ft (4.8 m) を超えて積み重ねられてはならない。 

14.C.13 袋詰め資材の保管． 

a. 袋詰めの資材は、少なくとも 10 層積み重ねる毎に、層積みを後退させ、袋の長手方向

を直角に変えて積み上げられなければならない。 

b. セメントと石灰の袋は、セットバックする (階段状にずらす) ことなく 10 袋を超えて積

み重ねられてはならない。但し、適切な強度の壁で動かないようにされる場合は除く。 

c. 積み重ねる山の外側周囲の袋は、袋口をその山の中心に向けて置かれなければならない｡ 

d. 積み重ねた山から取出す場合は、山の頂部がほぼ水平に保たれ、必要なセットバックが

維持されなければならない。 

14.C.14 煉瓦の保管． 

a. 煉瓦は、水平で強固な面に積み重ねられなければならない。 
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b. 煉瓦が積み重ねられた山は、高さ 7 ft (2.1 m) を超えてはならない。積み重ねられたバラ

の煉瓦が 高さ 4 ft (1.2 m) に達した場合、1 ft (0.3 m) 上がる毎に 2 in (5 cm) 後退させ、先細り

になるよう積み重ねられなければならない。 

c. 一まとめにされた煉瓦 (煉瓦をきっちりとまとめて大きな標準パッケージにし、紐で固

定したもの) は、3 パッケージ以上の高さに積み上げられてはならない。 

14.C.15 床、壁、間仕切ブロックの保管． 

a. ブロックは、強固で水平な面に、段々に積み上げられなければならない。 

b. 石造建築用のプロックが 6 ft (1.8 m) より高く積み重ねられる場合、6 ft を超える高さで

は 1 層につき半ブロック下げて先細りになるよう積み重ねられなければならない。 

14.C.16 鉄筋と構造用鋼の保管． 

a. 鉄筋は、歩道と車道から離れたところに、整然と積み上げて保管されなければならない。 

b. 構造用鋼は、部材が滑り落ちないよう、山が崩れないよう、安全に積み重ねられなけれ

ばならない。 

14.C.17 円筒形資材の保管． 

a. 構造用鋼、柱、パイプ、棒、その他円筒形の資材を保管する場合、棚に保管する場合を

除いて、拡散したり傾いたりしないように積み重ねられ、ブロックされなければならない。 

b. パイプは、棚に載せない場合、5 ft (1.5 m) より高く積み重ねられてはならない。 

c. ピラミッド状に積み重ねるか、角材を当てるか されなければならない。 

d. 角材を当てて積み重ねる場合、外側の杭/ポールには、しっかりとくさびが打たれなけれ

ばならない。角材を当てて積み重ねる場合、各層ごとに杭/ポールを最低１本ずつ下げて先細り

にされなければならない。 

e. 丸い資材の荷降しは、結束ワイヤが切られた後や、杭/ポールを外す間、運搬装置の荷降

し側に人がいなくてもよいように行われなければならない。 

14.D 整理・整頓・清掃・清潔． 

14.D.01 作業エリアと アクセスの手段は、安全で整然とした状態に保たれなければならない｡ 
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a. 整理/整頓/清掃/清潔に関する全ての要件への順守を確実にするため、十分な作業者と道

具/機器が提供されなければならない。 

b. 作業エリアは、適切に整理/整頓/清掃され､清潔にされているか、毎日点検し、点検日誌

に結果が記録されなければならない。 

c. 本章の要件を満たさないエリアでの作業は、認められない。 

14.D.02 全ての階段、通路、渡り板、進入路には、資材や、補給部品、障害物がないよう保た

れなければならない。 

14.D.03 結束していない資材や軽い資材は、安全に固定されていない限り、屋根の上や囲いの

ない床の上に、保管/放置されたりしてはならない。 

14.D.04 工具、資材、延長コード、ホース、廃材が、つまずき等の危険を引起してはならない｡ 

14.D.05 移動したり 落下しやすい 工具、資材、機器は、適切に固定されなければならない｡ 

14.D.06 石灰、セメント、その他 粉じんが発生する材料が入っていた空の袋は、GDA に指定

されたとおり、定期的に片付けられなければならない。 

14.D.07 型枠、木材スクラップ、廃材は、作業エリアと、建物や他の構造物の中､周囲にある

保管場所の通路から取除かれなければならない。 

14.D.08 ボード、板材、木材から突き出ている釘は、解体/撤去されたその時に、取除かれる

か、ハンマーで叩き込まれる、または、折り曲げて平らにされなければならない。 

14.D.09 保管場所と建設現場は、可燃物が蓄積されないよう保たれなければならない。 

a. 雑草は除去されなければならない。 

b. GDA の規定に従い、エリア内の清掃に関する、通常手順が定められなければならない｡ 

c. 廃棄物、潅木、背の高い雑草や、他の可燃物が、引火性/可燃性 液体が 保管/取扱い/処理

される場所の近くにあってはならない。 

14.D.10 床や壁などに、液体、特に引火性/可燃性 液体を蓄積させることは禁止する。引火性/
可燃性 液体が漏洩した場合は、直ちに除去されなければならない。 
 
14.E 飛来落下防止ネット． 
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14.E.01 作業者用の安全ネットと併せて使用される場合、作業者用安全ネットの上に、飛来落

下防止ネットが設置されなければならない。但し、これによって、作業者用ネットの、設計、

構成、性能に悪影響があってはならない。 

14.E.02 担当責任者 (CP) は、見込まれる 落下する破片のサイズ、重さ、落下する高さを判断

し、これを記録しておかなければならない。飛来落下防止ネットは、適切に支持されていれば、

予想される破片を 貫通することなく阻止するのに十分な、サイズと強度のメッシュでなければ

ならない。 

14.E.03 ネット上へ落下した、資材、スクラップ、機器、工具、破片は、できる限り速やかに、

遅くとも次の作業シフトの前に、ネットから取除かれなければならない。 

14.E.04 ネットと落下物は、溶接/切断 作業で発生する 火花と高温のスラグから保護されなけ

ればならない。 

14.E.05 飛来落下防止ネットの検査． 

a. 飛来落下防止ネットは、メーカーの勧告に従い CP によって検査されなければならない｡ 

b. 設置された直後、それ以降は 少なくとも毎週 1 回、検査が実施されなければならない。

また、何らかの変更/修正が加えられた時や、ネットシステムの整合性に影響するような事が起

きた時、検査が行われなければならない。この検査の結果は、文書で記録され、現場で保管さ

れなければならない。 

c. 欠陥のあるネットが、使用されてはならない。欠陥の有る部品は、役務から除外されな

ければならない。 

d. ネットより上方で、溶接/切断 作業が行われる場合、ネットが損傷を受ける可能性に比

例して、検査の頻度が増やされなければならない。 

14.F 廃材/廃棄物処理． 

14.F.01 廃材とゴミは、容器に入れられるか、それが適切な場合、積み上げておかれなければ

ならない。 

a. 廃材の収容容器、廃材の山、積み重ねられた廃材には 全て、廃棄物としてラベル/表示

がなければならない。 

b. 廃材に巻き込まれたり、なだれを防ぐよう、廃材は 道路/通路から離して、 積上げ/重ね

られなければならない。 
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14.F.02 廃材とゴミは、6 ft (1.8 m) を超える高さから投げ落とされてはならない。但し、次の

ことが実施される場合は除く: 

a. 資材やゴミが、木か同等の材料で作られた、密閉されたシュートを通して落とされる。

廃材用シュートは、廃材を投入するため 床面付近に設けられた囲い付きの開口部を除いて、密

閉されなければならない。開口部の高さは、シュートの壁に沿って測り 4 ft (1.2 m) を超えては

ならない。開口部は、使用時以外、閉鎖されていなければならない。 

b. 廃材を落とすのにシュートが使われない場合、資材が落とされる場所は、高さ 42 in (1.1 
m) 以上のバリケードで囲われなければならない。バリケードは、廃材が落下する場所に作業者

が立入らないよう配置されなければならない。廃材が落下する全ての場所と、落下する廃材に

さらされる階層/場所それぞれに、廃材落下の危険を警告する標識が掲示されなければならない｡ 

14.F.03 焼却処理に関する要件については、9 章を参照。 

14.F.04 生ゴミ、油の付着した廃棄物、引火性廃棄物、危険廃棄物の回収用として、個別に、

蓋の付いた、自動閉鎖式の、不燃性/非反応性 容器がなければならない。 

a. 容器には、内容物を明記したラベルがなければならない。 
 
b. 内容物は、毎日、適切に処分されなければならない。 

 
14.F.05 危険な廃棄物 (即ち、車両/機器用の油や潤滑剤、溶剤や接着剤 等の容器やドラム缶) 
は、本規程の 06.B.03、連邦､州､現地の要件に従い、回収、保管、処分されなければならない｡
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第 15 章 
 

玉掛け 
 

15.A 通則． 

15.A.01 検査と使用法． 

a. 玉掛け用具は、メーカーの規定するところにより、各シフトでの使用前に、また使用中

必要に応じて、担当責任者 (CP) が検査し、安全であることを確認しなければならない。CP は、

補遺 Q に定められた有資格玉掛者 (QR) と同等のトレーニングを受けて同等の経験を有してい

なければならない。または QR の監督の下でそのような検査/確認作業を実施しなければならな

い。 

b. 欠陥のある玉掛け用具は、使用されないよう撤去されなければならない。 

c. 玉掛け用具の使用、検査、保守は、玉掛け用具メーカーが推奨する方法に従って行なわ

なければならない。玉掛け用具に対して安全荷重 (WLL) を超える荷重が掛けられてはならない。 

d. 使用しない玉掛け用具は、作業区域周辺から移動させて、安全な状態に適切に保管・維

持しなければならない。 

15.A.02 ホイスト用ロープを荷のまわりに巻き付けてはならない。 

15.A.03 全てのアイスプライスは、ASME B30.9 に基づく認定された方法で製作されなければ

ならない。 

15.A.04 荷を持ち上げる場合、荷と玉掛け用具 を固定する確実なラッチ装置 (例えば、自動閉

鎖や自動ロック型フック、ボルト・ナット・抜け止めピン付の合金アンカー型シャックル、ス

クリューピンシャックル 等) が使用されなければならない。＞ 15.E.07 を参照。 

15.A.05 モジュラーパネル、プレファブ構造材、また同様の部材のために特別に製作されたグ

ラブ、フック、クランプや、他のつり上げ用具の付属品 (例えば、釣り合いビーム、つりビー

ム、スプレッダービーム 等) は、資格を有する専門エンジニア (RPE) によって設計され、WLL
が表示されなければならない。さらに使用開始前に WLL の 125%において耐力試験が実施され

なければならない。 

15.A.06 構造的/機械的なつり上げ装置は、ASTM B30.20, Below the Hook Lifting Devices に従

って、設計、試験、使用されなければならない。 
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15.B 従事者の資格． 

15.B.01 玉掛けに関する職務の従事者は、有資格玉掛者 (QR) でなければならない。雇用者は、

QR とその QR に資格が付与されている具体的な玉掛け業務を決定し、それを文書化し、GDA
の受理を目的として、申告しなければならない。 

 注記: 本規程中の「玉掛者」または「有資格玉掛者」 (QR) という用語は、作業者が

果たす機能を指すものであり、作業者の職種や役職とは無関係である。 

a. 各 QR は異なる資質または経験を有する。QR は次に示す者である: 

(1) 負荷、荷重、安全な容量を計算して安全な玉掛けの原理と手順に応用するために必要な

幅広い知識、トレーニングの履歴と経験を有する; 

(2) 玉掛け用具と、玉掛けに関する原理を活用する能力を行動で示す; 

(3) 用具の安全な点検と、実際の玉掛け作業を実行できる。 

b. さらに、QR は次の条件を満たさなければならない: 

(1) 少なくとも 18 歳であること; 

(2) クレーンオペレーター、揚重作業監督者、旗信号者、現場で影響を受ける者との効果的

な意志疎通が可能であること; 

(3) 機器の作動特性、能力、限界に関して基本的な知識と理解を有していること。さらには，

そのような技術的能力がトレーニングと経験を通して管理者にとって満足いくレベルまで実証

されている。 

15.B.02 QR はまた、所属する管理者に対して、次に関する知識と熟練度を実証できなければ

ならない: 

a. 作業者の役割と責任; 

b. 現場の準備状況 (地形、環境) ; 

c. 玉掛け用具と資材; 

d. 揚重機器の安全な操作手順; 
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e. 安全な玉掛け作業の原則; 

f. 周囲の危険性 (頭上の障害物など) ; 

g. 荷の玉掛けと荷の取り扱い; 

h. 揚重に関連する危険の特定/明示; 

i. 従業員が荷を取扱うため、荷が落下してくる恐れの区域内にとどまることを求められた

場合に関連する危険。 

15.C. 多連揚重玉掛け (Multiple Lift Rigging: MLR) (クリスマスツリー玉掛け) ．USACE は、

構造用鋼材の組み立て・配置を目的とする場合に限り、多連揚重玉掛け作業を認める。 

15.C.01 本章と 29 CFR 1926.753 サブパート R への厳格な準拠が義務付けられている。 

15.C.02 MLR アセンブリを使用する揚重は、クリティカルリフト作業と考えられる。この作

業は、16.H に従って入念かつ詳細に書面化されたクリティカルリフト計画を必要とする。加え

て、クリティカルリフト計画では、本章の全ての詳細と要件について言及されることが求めら

れる: 

a. 作業現場で行う多連揚重に伴うあらゆる危険の特定/明示; 

b. 揚重部材一覧; 

c. 荷重容量の決定; 

d. 部材重量の決定; 

e. 適切なクレーン手信号; 

f. MLR の安全規則; 

g. 7 フィート・ルール; 

h. 荷とクレーンの安全な移動経路; 

i. 電力線に関する問題; 

j. クレーンに関する要件; 
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k. 中心線の表示; 

l. タグラインの使用; 

m. これらの操作を行うオペレーターと玉掛け作業者の資格と/または能力; 

n. 玉掛け用具: ワイヤロープスリング、フックとシャックル; 

o. 障害物のない荷下ろし場所; 

p. アウトリガー用敷板; 

q. 保管・準備作業; 

r. 風/環境の制約条件; 

s. 個人保護具。 

15.C.03 MLR アセンブリを使用する揚重は、もし次の条件が満たされるならば認められる: 

a. 多連揚重玉掛け (MLR) 装置が使用される; 

b. 1 回の揚重で、最大 5 個までを限度として部材がつり上げられる; 

c. ビームと同様の構造部材だけが揚重される; 

d. MLR の従事者は、次に関すして教育されなければならない: 

(1) 多連揚重に伴う危険の内容; 

(2) 本章と 29 CFR 1926.753 (e) で要求されている多連揚重を行うための適切な手順と機器。 

e. 15.B で規定された QR によって、全ての荷の玉掛け作業が行われなければならない; 

f. クレーンを多連揚重に使用することがメーカーの仕様と制限に反する場合、クレーンを

多連揚重に使用することは認められない; 

g. MLR 装置の構成部品は、装置全体と個々の取り付け点が最大能力を備えるように特別に

設計され、組み立てられなければならない。この能力は、メーカーまたは QR によって認証さ

れ、メーカーの仕様を基準として、全ての構成部品に 5：1 の安全係数を持たせなければなら
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ない。 

h. 全荷重は、次を超えてはならない: 

(1) ホイスト装置荷重図に規定されているホイスト装置の安全荷重 (WLL) ; 

(2) 玉掛け用具定格図に規定されている用具能力。 

i. MLR 装置は、次のような方法で部材に玉掛けが行われなければならない: 

(1) 部材の重心に取り付けられて、ほぼ水平に保たれる; 

(2) 上の部材から下の部材へと玉掛けが進められる; 

(3) 少なくとも相互に 7 ft (2.1 m) 離して玉掛けされる。 

j. MLR 装置につり下げた部材は、下の部材から順に降ろされなければならない。 

k. 荷が接続作業者の頭上にある場合は常に、コントロールされた荷降ろしが行われなけれ

ばならない。 

15.D スリング/玉掛け用具． 

15.D.01 通則．当パートは、荷重をつり上げ、横方向に移動させるために、荷役機械 (LHE) 
と併用して使用されるスリングに適用される。すべてのスリングは ASME B30.9 に従って、製

作、使用、検査、保守されなければならない。 

a. 検査． 

(1) スリング、全ての締付具、取付け金具は、使用中の毎日または毎シフト、CP によって

目視検査が実施されなければならない。 

(2) 年次検査も CP によって実施されるものとし、結果が文書化されなければならない。同

文書は現地にて閲覧可能とし、さらに要請に応じて GDA にも閲覧可能としなければならない。 

(3) 状態によっては、スリング使用中に追加検査が実施されなければならない。損傷したり､

欠陥のあるスリングは、直ちに使用が中止されなければならない。 

b. 玉掛け作業について． 
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(1) 全てのスリングは、荷をコントロールできるような方法で取付けられなければならない; 

(2) 当て物．スリングと接触する鋭い端部には、スリングを保護できる十分な強度を有する

当て物があてられなければならない; 

(3) スリングは、スリングのメーカーや QP によって許可された方法でのみ、短くしたり、

改造されなければならない; 

(4) スリングは、つり荷全体が確実に固定されるように使用されること; 

(5) バスケットつりの場合、荷が滑らないようにバランスが取られなければならない; 

(6)  バスケットつりの場合、スリングの本体部で、荷をコントロール下に維持できるよう、

両サイドから、かつ重心より高い位置から、荷を抱え込むまたは支持しなければならない; 

(7) チョークつりの場合、チョーク点はスリングの本体上になければならず、スプライスや

金具にかからないようにしなければならない; 

(8) チョークつりの場合、定格荷重を下げない限り、120º 未満のチョークつり角度が使用さ

れてはならない; 

(9) スリングは、つり荷、フックまたは金具によって、くびれ、こぶ、挟み込みが生じさせ

られてはならない; 

(10) フックにかかる荷重は、フックに点荷重が作用するのを避けるため、フックのベース 
(ボウル部) の中心にかけられなければならない。ただしフックが点荷重用に設計されている場

合はこの限りでない; 

(11) スリングのアイ部に通す物体は、アイ部の長さの 1/3 を超える幅であってはならない; 

(12) つり荷はスリングの上に着地させられてはならない; 

(13) つり荷をスリングで保持しているときに、つり荷の下からスリングが引っ張られてはな

らない; 

(14) スリングは、(表面のざらざらした) 摩耗面を引きずられてはならない; 

(15) 衝撃荷重は、許容されない; 

(16) スリングは、ねじられたり折り曲げられたりしてはならない。 
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c. すべてのスリングは ASME B.30.9 の指針に沿って製作され、耐久性のある恒久的な識別

タグがなければならない。タグには少なくとも次がなければならない: 

(1) メーカーの名前、または商標 (製造国名だけでは条件を満たさない); 

(2) 使用されている材質のタイプ (合成繊維ウェブスリング、合成繊維ラウンドスリング、

合成繊維ロープスリングに限定); 

(3) つり方と構成別の WLL; 

(4) レグ本数 (チェーンスリング等、複数本ある場合); 

d. 天然繊維ロープは、スリングを製作するために使用されてはならない。 

e. 資材のつり上げや楊重作業用の、合金鋼ワイヤロープクリップ/クランプを用いて製作さ

れる、アイスリングやエンドレスループスリングは、その用途において既製のスリングの使用

が不可能な場合を除き、使用を禁止する。合金鋼ワイヤロープクリップ/クランプを使用して製

作される全てのスリングは、個別の用途ごとに RPE によって設計されなければならない。＞ 

図 15-1 と 15-2 を参照。 
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図 15-1 
 

玉掛け用ワイヤロープのクリップの間隔 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U ボルト 

ダブル・サドル 
 

種類 

U ボルト 

サドル 

ナット 

U ボルト 

サドル・

レッグ 

ナット 

ダブル・サドル 
 

構成部品 

一般的な注記：ワイヤロープのサイズに応じた適正な数のクリップが使用されなければならない。 
注記: 
(1) 適正な折り返し長さが使用されなければならない。 
(2) 使用側におけるサドルの適正な向きが守られなければならない。 
(3) 適正なクリップ間隔が使用されなければならない。 
(4) ナットには、適正なトルクが加えられなければならない。 

非使用側 

1 クリップベース幅 

折り返し (1) 

使用側 

非使用側 

1 クリップベース幅 (3) 

非使用側 

使用側 

装着と載荷 

使用側 
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図 15-2 
 

玉掛け用ワイヤロープのクリップの向き 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.D.02 合金鋼チェーンスリング． 

a. 玉掛け作業には、80 等級以上の合金鋼チェーンのみが使用されなければならない。 

b.  チェーンは、使用期間中、毎日またはシフト毎に、目視で検査されなければならない。

個々のチェーンリンク単位で点検する。傷や亀裂が、汚れやグリースによって見えなくなる可

能性があるため、点検前にチェーンは清掃されなければならない。 

c. もしチェーンが次の状態にある場合、その使用が中止されなければならない: 

(1) スリング識別タグの紛失や、判読不能; 

(2) 亀裂や割れ; 

(3) 過度の摩耗、傷、切欠き。チェーンの最小肉厚が表 15-1 の値を下回ってはならない; 

(4) チェーンリンクや構成部品の伸び; 

ウェッジ 

ソケット本体 

ピン 

コッター 

構成部品 

使用側

非使用側

適正な装着

適正ではない装着
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(5) チェーンリンクや構成部品の曲り、ねじれ、変形; 

(6) 熱によるダメージや溶接スパッタの痕跡; 

(7) 過度のピッチングや腐食; 

(8) 自由にヒンジ動作する (関節) チェーンや構成部品の機能不足; 

(9) チェーンの継続的な使用に疑念を抱かせる明確なダメージ等、その他の状態。 

d. 複数つり (アセンブリ) スリングと一緒に使用される場合、合金鋼のチェーン、フック、

リング、楕円リンク、西洋梨形リンク、溶接されたリンクや機械カップリングによるリンク、

または他の付属部品は、チェーンアセンブリと同等以上の WLL がなければならない。 

e. 複数つり (アセンブリ) スリングは、レグ本数と長さが、タグに明示されなければならな

い。＞ 15.D.01.c.を参照。 

15.D.03 ワイヤロープスリング． ワイヤロープスリングは、CP によって、次の項目について

検査されなければならない: 

a. ワイヤの損傷; 

b. 著しい局所的な摩耗や削れ; 

c. ロープ組織のキンク、つぶれ、鳥かご状化/形くずれ、またはその他のダメージ; 

d. 熱による損傷の痕跡; 

e. 端部金具のつぶれ、変形、摩耗; 

f. ロープと付属品または金具の重度の腐食; 

g. スリング識別タグの紛失や、判読不能; 

h. スリングの安全な使用に疑念を抱かせる、その他のコンディション。 
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表 15-1 

玉掛け用チェーンの最小肉厚 
 

チェーンまたは結合リンクの 
公称サイズ 

リンクの各点における 
許容最小肉厚 

7/32 in (5.5 mm)  0.19 in (4.80 mm)  
9/32 in (7 mm)  0.24 in (6.07 mm)  
5/16 in (8 mm)  0.27 in (6.93 mm)  
3/8 in (10 mm)  0.34 in (8.69 mm)  
1/2 in (13 mm)  0.44 in (11.26 mm)  
5/8 in (16 mm)  0.55 in (13.87 mm)  
3/4 in (20 mm)  0.69 in (17.45 mm)  
7/8 in (22 mm)  0.75 in (19.05 mm)  
1 in (26 mm)  0.89 in (22.53 mm)  

1-1/4 in (32 mm)  1.09 in (27.71 mm)  

 

15.D.04 金属メッシュスリング．金属メッシュスリングは、CP によって、次に関する検査が

おこなわなければならない: 

a. スリングの縁に沿って溶接/ろう付けした接続部の破損; 

b. メッシュのいずれかの部分における素線ワイヤの破損; 

c. 摩耗による 25%、または腐食による 15％のワイヤ直径の減少; 

d. メッシュの変形による柔軟性の不足; 

e. スロットの深さが 10%を超えたことによる、チョーカーつり用金具の変形; 

f. アイ開口部の幅が 10％を超えて縮少したことによる、末端金具の変形; 

g. 末端金具のフック開口部周りのいずれかの部分で、金属の元の断面積から 15％減少; 

h. 金具の過度のピッチングや腐食; 破損した/亀裂のある金具; 末端金具の平面性を損なうほ

どの変形; 

i. 内部で撚り線が絡められた、または自由な折れ曲りが阻害されたスリング; 
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j. スリングの強度に関して疑念を抱かせる、その他の明らかな損傷。 

15.D.05 合成繊維ロープスリング． 

a. 合成繊維ロープスリングは、CP によって次に関する検査がおこなわなければならない: 

(1) 内側/外側いずれかの繊維の破損または切断; 

(2) 繊維の切断、削れ、磨耗; 著しい、または異常な摩耗; 

(3) 撚り線間のロープ内における繊維の粉末化または破片化; 

(4) 撚り線のサイズまたは真円度の変化; 

(5) 変色や腐食; 繊維の劣化や脆化; 

(6) 金具の過度のピッチングや腐食、亀裂、歪み、または破損; 

(7) キンク; 

(8) ロープの溶けや焦げ; 

(9) ロープの強度に関して疑義を生じさせるその他の視認可能な損傷。 

b. 合成繊維ロープスリングは、凍結している時に使用してはならない。化学的な活性環境

や、過度に高温な環境で合成繊維ロープスリングを使用する場合、スリングのメーカーか有資

格者 (QP) に相談しなければならない。 

c. 合成繊維ロープスリングは、角部や、鋭い/粗い面に付けられたり、掛けられる場合は、

当て物をあてて摩耗から保護されなければならない。 

d. 合成繊維ロープスリングは、194ºF (90ºC) を超えた、または-40ºF (-40ºC) より低い温度

の物体と接触させたり、このような温度で使用されてはならない。 

 注記: 合成繊維の糸によっては、140ºF (60ºC) 超える温度に長時間暴露されると破断

強度を維持できないものもある。 

e. アイスプライス．すべてのスプライスは、ロープ製造業者か QP の指示に従い、且つ

ASME B30.9 に従って作成されなければならない。 
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f. アイスプライスの代わりに、結び目が使用されてはならない。 

15.D.06 合成繊維ベルトスリング． 

a. 合成繊維ベルトスリングは次に関して検査されなければならない: 

(1) 酸や腐食剤の焼け; 

(2) スリングのいずれかの部位の溶けや焦げ; 

(3) ほつれ、穴あき、裂け、切れ; 

(4) 縫い目の破損や摩耗; 

(5) 過度な摩耗; 

(6) スリングのいずれかの部位の節; 

(7) メーカー勧告値を超える摩耗や伸び; 

(8) 金具の過度のピッチングや腐食、亀裂、歪みまたは破損; 

(9) スリングの強度に疑義を生じさせるその他の視認可能な損傷。 

b. 合成繊維ベルトスリングは、194ºF (90ºC) を超えた、または-40ºF (-40ºC) より低い温

度の物体と接触させたり、このような温度で使用されてはならない。 

 注記: 合成繊維の糸によっては、140ºF (60ºC) を超える温度に長時間暴露されると破

断強度を維持できないものもある。 

15.D.07 合成繊維ラウンドスリング． 

a. 新品のスリング (初めて使用する前のもの) には、15.D.01.c.の要件に加えて、メーカー

により次の表示がなされなければならない: 

(1) 芯体の材質; 

(2) もし芯体の材質と異なる場合は、それを覆うものの材質。 

b. 合成繊維ラウンドスリングは、次に関して検査されなければならない。このような損傷

や劣化が認められた場合、スリングまたは付属品の使用を直ちに中止しなければならない: 
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(1) スリング識別表示の紛失や、判読不能; 

(2) 酸や腐食剤の焼け; 

(3) 熱による損傷の痕跡; 

(4) 穴あき、裂け、切れ、摩損、ほつれによって、芯体繊維糸が露出したもの; 

(5) 芯体繊維糸の破損または損傷; 

(6) 芯体繊維糸を露出させている溶接スパッタ; 

(7) ラウンドスリング芯体のもつれ (カバー内部の芯体繊維糸のもつれは除く); 

(8) スリングのいずれかの部位の変色、脆化または硬化; 

(9) 金具のピッチング、腐食、亀裂、曲り、ねじれ、彫りまたは破損; 

(10) スリングの継続使用に疑義を生じさせるその他の状態。 

c. 合成繊維ラウンドスリングは、194ºF (90ºC) を超えた、または-40ºF (-40ºC) より低い

温度の物体と接触させたり、これらの温度で使用されてはならない。 

 注記: 合成繊維の糸によっては、140ºF (60ºC) を超える温度に長時間暴露されると破

断強度を維持できないものもある。 

15.E 玉掛け用金具 (ロードチェーン/ワイヤーロープを除く)． (荷役作業に使用されるすべて

の着脱可能な玉掛け用金具を含む)。＞ 補遺 Q「玉掛け用金具」も参照。すべての玉掛け用金

具は、ASME B30.26 に従って、組立、設置、使用、検査、保守が実施されなければならない。 

15.E.01 すべての玉掛け用金具は、安全性を確認するため、その使用期間中はシフトごとの使

用前に、必要に応じて定期的に、欠陥について検査されなければならない。 

 注記: 定期検査は文書化され、さらに 1 年以上間隔があけられてはならない。実施頻

度は、シャックルの使用頻度、使用条件の過酷さ、荷役作業の内容に応じて決定されなければ

ならない。ガイドライン: 通常の使用条件の場合は 1 年に 1 回; 過酷な使用条件の場合は一

月から四半期に 1 回; 特別な使用条件の場合は有資格者の推奨頻度による。欠陥のある玉掛け

用具は、使用が中止されなければならない。検査はメーカーの勧告に従うものとするが、少な

くとも次を検査しなければならない: 

a. 10%を超える摩耗; 
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b. 変形 (真直度、開口部の公称寸法の許容差); 

c. メーカーの推奨する結合部品が使用されていること (たとえば、ボルトのついたシャッ

クルピンを取換えない) 。 

15.E.02 玉掛け用金具は、購入した後に塗装されてはならない。特定/明示のために玉掛け用

具を塗装することが一般的に行われているが、USACE としては、これは危険な状態につなが

る容認できない慣行であると考える。金具の塗装が、不安全状態の原因となる欠陥を覆い隠す

ことになり得るためである。 

15.E.03 ドラム、滑車、プーリーは、滑らかに作動し、玉掛け用具を損傷させる可能性がある

欠陥が表面にないものでなければならない。さらに穴の偏芯、亀裂があるハブ、スポーク、フ

ランジがあるドラム、滑車、プーリーは使用が中止されなければならない。 

15.E.04 玉掛け用具と一緒に使用される連結具、金具類、締付具、アタッチメントは、良好な

品質で、適切な寸法と強度を有するものを用い、メーカーの勧告に従って取付けられなければ

ならない。 

15.E.05 現場で自作されたフック、自社作業場で製作されたフックやリンク、ボルトとロッド

で構成された間に合わせのファスナ、その他類似のアタッチメントが使用されてはならない。 

15.E.06 シャックル．全てのシャックルは ASME B30.26 に従って製作されなければならない。 

a. メーカー名または商標 (製造国名だけでは条件を満たさない)、WLL とサイズがメーカー

自身によって表示されたシャックルのみが使用されなければならない。シャックルは、シャッ

クルの耐用期間、常に表示が判読できるようユーザーによって維持されなければならならない。 

b. 新しいシャックルピンのそれぞれに、メーカーの名称か商標、そして 等級、材料の種類

または定格荷重の表示が、メーカーによって付けられていなければならない。 

c. シャックルは、各使用前と定期的に、使用者 (または他の指名された者) によって目視で

検査されなければならない。 

d. 修理や改造は、メーカーが規定するところに従ってのみ実施することができる。ピンの

ような交換部品は、元のメーカー仕様を満たすか、上回るものでなければならない。 

e. シャックルに荷重が偏心して (横方向に) 掛けられたり、衝撃荷重が加えられたりしては

ならない。 

f. 複数つり (アセンブリ) スリングは、シャックルピンに掛けてはならない。 
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15.E.07 フック．楊重または荷役目的で使用されるすべてのフックは、ASME B30.10 に従っ

て製作されなければならない。＞ 図 15-3 を参照。 

a. 楊重や荷役目的で使用される全てのフックは、それ以外の目的で使用されてはならない｡ 

b. 摩耗が 10%を超えたり、スロート部の開きが 5% (最大 1/4 in (6  mm)) 増加したフック､

それらの値がメーカーの勧告値を超えたフック、またはフック平面に対して明らかに視認可能

な曲りや、ねじれが発生したフックは、使用が中止されなければならない。 

 

図 15-3 
 

玉掛け用フック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

自動閉鎖先端ロック式ラッチ 

(アイフック) 
 

自動閉鎖先端ロック式ラッチ

(シャンクフック) 
自動閉鎖ベイル (アイフック) 
 

自動閉鎖フラッパーラッチ  

(積層プレートフック) 
 

自動閉鎖フラッパーラッチ  

(シャンクフック) 
自動ロック クレビスフック  

(閉鎖状態) 

アイグラブフック 

ロック式ダブル   
フック(両爪フック) 

ロック 



EM 385-1-1 
2014 年 11 月 30 日 

 

15-17 
May 31, 2016 

c. 特定のフックの様々な寸法や型式に対する WLL を決定する際は、メーカーの勧告値が守

られなければならない。フックのメーカーの勧告値が入手不可能な場合は、使用前に設計され

た定格荷重の 2 倍で試験されなければならない。雇用者は、このような試験の日付と結果の記

録を保管しなければならない。 

d. 荷を持ち上げるための玉掛け作業では、いくつかの形式のフック (すなわち、グラブフ

ック、ファンドリーフック、ソーティングフック、チョーカーフック等) を除き、オープンフ

ックは禁止される。これらのフックは、メーカーの勧告に従って検査と保守が行われる限り使

用が可能である。これらの特定形式のフックの使用は、対応する AHA に明示され、承諾を得る

ため GDA へ提出されなければならない。＞ 図 15-4 を参照。 

e. メーカー名 (製造国名だけでは条件を満たさない) と WLL は、フックの応力が低く摩耗

しない部位に、鍛造、鋳込み、または刻印されなければならない。 

f. ダブル (両爪) フックは、フックが 1 点荷重用に特殊設計されていない限り、両側に均等

に荷重されなければならない。 

g. もしダブル (両爪) フックが、2 つのサドルではなく、ピン穴のところに荷重される場合､

作用する荷重が、通常は 2 つのサドルで分担されるはずの WLL や、支持装置の WLL を超えて

はならない。 

図 15-4 
 

玉掛け用オープンフック 

 

                             

 

   

 

    
 
 

アイ 
フック 

ソーティング・

フック 
クレビスグラブ 
フック 

チョーカー・ 
フック 

スロート部の

開き 
 



EM 385-1-1 
2014 年 11 月 30 日 

 

15-18 
May 31, 2016 

15.E.08 アイボルト、アイナット、旋回ホイストリング、ターンバックル．すべてのアイボル

ト、アイナット、旋回ホイストリング、ターンバックルは、ASME B30.26 に従って製作されな

ければならない。 

a. WLL はメーカーの勧告に従わなければならない。 

b. それぞれのターンバックル、アイナット、アイボルトには、メーカー名か商標 (製造国

名だけでは条件を満たさない)、サイズか WLL、そして等級 (合金鋼製アイボルトの場合) が表

示されなければならない。加えて、旋回ホイストリングは、トルク値も表示されなければなら

ない (トレンチカバーホイストリングを除く)。表示は、判読可能な状態になければならない。 

c. これらの用具は、各使用前に使用者 (または他の指名された者) によって目視で検査され､

少なくとも年に 1 回、安全に使用できる状態か判定するため検査されなければならない。 

d. ターンバックルには、横荷重が掛けられてはならない。また揚重中にねじが緩まないよ

う、取付け固定されなければならない。加えて、端部固定ネジは、本体側ネジとねじ全長で締

付けられなければならない。 

e. 肩部のないアイボルトは、角度を付けて荷重が掛けられてはならない。 
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第 17 章 
 

コンベヤ 
 

17.A 通則．コンベヤシステムは、メーカーの勧告に従って、組み立てられ、据え付けられな

ければならない。 

17.A.01 検査、保守、修理．これらの作業は 、メーカーの勧告に従って、有資格者 (QP) によ

って行われなければならない。システム全体は毎日の始業前に、目視検査されなければならな

い。 

a. 次を除き、コンベヤ運転中、保守が行われてはならない。 

(1) コンベヤ運転中に注油が行われるならば、指が危険な場所に近づくことができないよう

に、十分小さいガードの開口部を通して近づくことができること。トレーニングを受け、運転

中のコンベヤの危険を熟知した人員だけが、運転中のコンベヤの注油を行わなければならない; 
そして、 

(2) コンベヤ運転中に調整または保守が要求される時、トレーニングを受け、危険を熟知し

た人員だけが、調整または保守を行わなければならない。調整または保守のためガードが取り

外される必要がある場合、ガードを取り外す前にコンベヤが作動不可能な状態にされなければ

ならない 。 

b. ガードを取り外さないで行われる注油以外の保守とサービスは 、危険エネルギー管理方

法が使用して行われなければならない。＞ 12 章を参照。 

c. 検査、注油、修理、保守作業を可能にする安全なアクセス手段が備えられなければなら

ない。 

17.A.02 安全装置． 

a. 逆転または暴走の潜在的危険がある、または重力の影響で危険な制御不可能な降下を生

じる可能性がある全てのコンベヤには、身体損傷と物的損害を防ぐために、暴走防止装置、ブ

レーキ、逆行防止装置、その他安全装置を取り付けなければならない。 

b. コンベヤシステムには、コンベヤ始動直前に音を出す時間遅延可聴と可視警告信号装置

が備えられなければならない。陸上コンベヤシステムの場合、この装置は、輸送、荷積み、荷

降ろし地点、そして人員が通常詰めている地点でのみ必要とされる。 
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c. 安全装置は、停電または装置の故障が生じても危険な状態にならないように作動するよ

う設計すること。安全装置は、装置を手動でリセットするまでコンベヤが再始動しないように

設計されなければならない。 

17.A.03 危険性のある全ての露出した機械可動部は、機械的または電気的な危険防止措置を講

じるか、危険を防止できるように配置されなければならない。 

a. ニップ点 (はさまれる点) と剪断点は、安全装置が取り付けられること。 

b. 巻き取り機構は、各ニップと剪断点を防護する代わりに、その区域の周囲に標準ガード

レールかフェンス、警告標識を設けることにより、全体として防護されてもよい。 

c.  トロリーコンベヤが機械的または電気的な安全装置によって使用できなくなる場合、そ

の区域または機器に、人目に付き読みやすい警告が掲示され、それが適切であれば、危険区域

であることを示すため、その区域にバリケードを巡らすか、地上にラインが表示されなければ

ならない。 

d. 露出したバケットコンベヤのケーブル、チェーン、ベルト、走行路に人員が接触する可

能性のある個所は、防護しなければならない。 

e. 危険を防止できるように配置されていない限り、機能を損なわずに密閉できないチェー

ンコンベヤの区画には、警告標識または人員に対するバリヤーが設けられなければならない。 

f. トロリーコンベヤから資材が落下して人員や機器に危険を及ぼす可能性があるならば、

こぼれ落ち防止装置、受け皿、または同等物がコンベヤに装着されなければならない。 

g. 移送、荷積み、荷降ろし地点で、溢れ、跳ね返り、過積載、飛び跳ね、漏れ出し、また

はこれらの組み合わせによって、材料の抑止ができず、制御できない自由落下が生じ、それが

人員に危険を及ぼす場合、防止措置を講じなければならない。 

 注記 : 人員保護のために特に立てられたガードが不在の場合、人員が許可なくこのよ

うな危険区域に立ち入ることを規制するために、警告標識が設けられなければならない。 

h. コンベヤに荷積みまたは荷降ろしする場所、またはコンベヤと他のコンベヤの間で資材

の受け渡しをする場所を除き、コンベヤ沿いの全ての場所で、荷物または資材がコンベヤから

落下しないように対策が講じられなければならない。 

i. 積み上げた余剰資材は、コンベヤ周辺の全ての場所から撤去されなければならない。 

17.A.04 通路． 
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a.全てのコンベヤの上または下に、保護ガードの付いた通路が設けられなければならない。

安全な通路が設けられている場所以外で、コンベヤの上または下を横断することは禁止されて

いる。 

b. 作業区域、道路、高速道路、鉄道、その他の公共通路に隣接して、またはその上をコン

ベヤが通る時はいつでも、保護ガードが設置されなければならない。保護ガードは、荷物また

は資材が装置から落下し、取り除かれるようになるまでに、それを捕捉し保持するように設計

されなければならない。 

c. トンネル、ピット、その他同様の密閉区画内でコンベヤが運転される場合、全ての人員

が安全にアクセスし作業するに十分な空間が確保されなければならない。 

17.A.05 作業管理 ． 

a.  コンベヤの設計、構造、運転が人員に対し危険でないことが明らかな場合を除き、非常

停止ボタン、引綱、リミットスイッチ、または同様の緊急装置が次の場所に設置されなければ

ならない:  

(1) 運転室 ; 

(2) ローディングアーム; 

(3) 中継点;及び 

(4) コンベヤ経路上の危険の可能性のある他の場所で、危険を防止できない場所または安全

装置により防護されてない場所。 

b. 非常停止ボタンは、赤色で、容易に識別でき、簡単にアクセスできなければならない 。

非常停止ボタンの作動を妨げるようなカラーその他の装置で、非常停止ボタンが保護されては

ならない 。 

c. 非常停止装置は、対象コンベヤを直接制御するものでなければならず、他の機器の停止

に依存するものであってはならない。複数コンベヤシステムの場合、非常停止装置は、つなが

っている全てのコンベヤを停止させなければならない。 

d. 非常停止装置は、他の場所からの指令が優先することのないように取り付けられなけれ

ばならない。 

e. 始動装置は、緑色で、偶発的に作動しないように防護されなければならない 。 
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f. 全ての制御装置には、機能を明示する見やすいラベルを取り付けなければならない 。 

g. コンベヤ制御装置は、非常停止をした場合、コンベヤの運転を再開するのに、非常停止

装置を操作した場所で手動リセットまたは再始動するように、設定されなければならない。 

17.A.06 制御室は、装置の運転が制御室から見えるように配置されなければならない。 

17.A.07 ゲートと切り替え装置 (スイッチ) ． 

a. 動力で位置決めするゲートとスイッチ部分に、停電が起きた場合にこれらの部分が落下

しないように、装置が取り付けられなければならない。 

b. 全てのゲートと切り替え装置部分に、ゲートの上昇または切り替え装置によって生じる

空間に運搬資材が放出するのを防ぐ手段が講じられなければならない。 

17.A.08 カウンターウェイト． 

a. カウンターウェイトがベルト、ケーブル、チェーンその他同様の手段で支えられている

場合、ウェイトの下に人員が立ち入らないないようにカウンターウェイト部を密閉するか、正

常なカウンターウェイト支持機構が故障した場合にも、ウェイトが落下しないように手段を講

じなければならない。 

b. カウンターウェイトをレバーアームに取り付ける場合、カウンターウェイトは確実に固

定されなければならない。 

17.A.09 2 式以上のコンベヤシステムが相互連結されている場合、連結場所に適切なガードと

安全装置を設けるように、特に留意しなければならない。 

17.A.10 ホッパーとシュート． 

a. ホッパーとシュートの全ての開口部に、人が偶発的に入り込むのを防ぐ防護装置がなけ

ればならない。防護装置の設置が実際的でない場合、警告標識が掲示されなければならない。 

b. 床と同じ高さに開口部がある投棄ホッパーは、その使用目的のためにガードを設けられ

ない場合、最大開口寸法が 4 in (10 cm) で、加えられる可能性のある荷重に耐えるのに十分な

厚さがあるグレーチングが備えられなければならない。グレーチングの開口寸法がこれより大

きい場合、またはグレーチングがない場合、投棄作業が行われていない時に、床高さのホッパ

ーの周囲に、仮設ガードレールが設置されなければならない。投棄作業中、人員に開口ピット

の存在を警告するために、人目に付く場所に警告標識が設置されなければならない。 



EM 385-1-1 
2014 年 11 月 30 日 

 

17-5 

17.A.11 移動式コンベヤ． 

a. 移動式コンベヤの動作が危険を及ぼす場合、移動の各過程においてその位置を固定する

ブレーキ、その他の装置が設けられなければならない。 

b. 移動式コンベヤは、通常の運転条件下で、暴走しないで定常状態を保ち、転倒しないで

安定に作動するように設計されなければならない。 

c. 移動式コンベヤに運転者が必要な場合、運転者を防護する架台または運転台が設けられ

なければならない。 

17.A.12 可搬型コンベヤ． 

a. 可搬型コンベヤのブーム昇降機構には、定格傾斜角度でブームを保持する安全装置が設

けられなければならない。 

b. 可搬型コンベヤは、定格で、メーカーが意図した方法で使用した場合にまたは移動した

場合に転倒しないように、安定していなければならない。 

17.A.13 スクリュー・コンベヤ． 

a. スクリュー・コンベヤは、コンベヤのハウジングがコンベヤ可動部を完全に覆い、動力

伝達機構の防護装置が適切な位置にない限り、運転してはならない。ただし、コンベヤのハウ

ジングを開いて使用しなければならない場合、ガードレール、フェンス、または配置によって

コンベア全体の危険防止がおこなわなければならない。 

b. ショベル、フロントエンドローダー、その他の手動、機械装置の給送開口部は、コンベ

ヤスクリューが格子で覆われるように構成されなければならない。材料の性質上、格子を使用

できない場合、コンベヤの露出部分は、ガードレールで防護され、警告標識が掲示されなけれ

ばならない。 

17.A.14 コンベヤは、使用前に適切に接地され、全ての接続金具、スイッチ、ケーブルは、米

国電気工事規程 (NEC) に適合しなければならない 。 

17.B 運用． 

17.B.01 コンベヤ装置は、定格能力と速度の範囲内で、設計対象の材料のみを運搬するため使

用されなければならない。 



EM 385-1-1 
2014 年 11 月 30 日 
 

17-6 

17.B.02 フライトコンベア・エプロンコンベヤを据え付けた時は、自動電源を開始する前に、

設計余裕度をチェックするために、少なくとも 1 回転の“ちょい回し”運転または手動運転が行

われなければならない。 

17.B.03 始動時に傷害を引き起こす可能性のあるコンベヤは、その区域にいる全ての人員に対

して、コンベヤを始動することを合図するか、または指定担当者による警告が出されるまで、

始動させてはならない。 

17.B.04 始動時に傷害を引き起こす可能性のあるコンベヤが自動制御されるか、遠隔制御され

る必要がある場合、音声警報装置が設置されなければならない。この装置は、人員がいる可能

性のあるコンベア沿いの全ての場所で、明瞭に聞こえるものでなければならない。 

a. 警報装置は、コンベヤ始動装置によって作動され、コンベヤが始動する前の一定時間連

続して作動しなければならない。点滅ランプまたは同様の視覚警報は音声警報装置と共に使用

されなければならない。 

b. 一般人がコンベヤシステムに触れることができない場合であり、システム機能が必要な

時間遅延により大きく妨げられたり悪影響を受けたりするか、警報の意図が誤って解釈される

場合、明確、簡潔で、判読しやすい警告標識が設置され、システムがいつでも始動する可能性

があること、危険が存在すること、近付いてはならないことを表示しなければならない。この

警告標識は、コンベア沿いにガードが付いていない場所、または配置による危険防止措置がな

い場合に、設置されなければならない。 

17.B.05 非常停止したコンベヤを再始動する前に、コンベヤの検査が行われ、非常停止の原因

を明らかにしなければならない。 

17.B.06 荷積みと荷降ろし地点の周辺で、危険を生じる可能性がある障害物が取り除かれなけ

ればならない。 

17.B.07 回転中の駆動プーリーまたはコンベヤベルトに、ベルトドレッシングその他の異物を

塗布することは、避けなければならない。 

17.B.08 蓄積しがちな粘着性材料を扱うフライトコンベア・エプロンコンベヤは、安全運転の

ため必要に応じて清掃されなければならない。 

17.C トレーニング ． 

17.C.01 トレーニングを受けた人員だけが、コンベヤの運転を許可される。トレーニングは、

通常時と非常時の運転に関する説明を含まなければならない。 
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17.C.02 コンベヤに乗ることを禁止する。 

17.C.03 コンベヤの作業またはその周辺の作業に従事する人員は: 

a. 関係する停止装置の場所と操作方法に関して説明を受けなければならない; 

b. だぶだぶ、またはぶかぶかの衣服、宝石類の 着用、または 長髪も 禁止されなければな

らない 。 

17.C.04 コンベヤ作動中に行わなければならないコンベヤベルトのトラッキング調整は、トレ

ーニングを受けた人員のみによって行われなければならない。 
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第 19 章 
 

船上プラント (Floating Plant) と作業 
 
19.A 通則． 

19.A.01 船上プラントの検査と証明． 

a. 米国沿岸警備隊 (USCG) が規制する全ての船上プラントは、役務に供する前に、USCG
が要求する有効期限内の文書を備えなければならない。文書の写しは、船舶上の公共区域に掲

示されなければならない。前年度に当該船舶に対して発行された USCG Form 835 の写しを監

督部署 (GDA) が閲覧できるようにし、その写しは船舶内に保管されなければならない。 

b. USCG の検査と証明の対象とならない、または米国船級協会 (ABS) の級別を現在保持し

ていない全ての浚渫船/宿泊用船舶は、米国海洋検査官協会 (NAMS) または認定海洋検査官協会 
(SAMS) が認定し、商業用海洋施設・設備に関して少なくとも 5 年の経験を有する海洋検査官

により、作動状態における検査を年に 1 回受けなければならない。 

(1) 全てのその他の施設は、使用する前と少なくとも年に 1 回、有資格者による検査を受け

なければならない。 

(2) 検査結果は文書化されて、最新の検査報告書の写しが船舶上の公共区域に掲示されなけ

ればならない。また監督部署 (GDA) の要求に応じて、その写しが提示されなければならない。 

(3) 検査は、施設の意図された用途に対して適切なものであり、少なくとも構造的な状態と

NFPA 302 への準拠を評価しなければならない。 

c.  定期検査、定期試験は、安全な作動状態が維持されていることを保証しなければならな

い。 

d. 検査の記録は、現場に保管され、監督部署 (GDA) が閲覧できるようにしなければならな

い。 

e. 船上プラントが不安全な状態にあると判明した場合、役務から除外し、不安全な状態が

是正されるまでその使用を禁止しなければならない。 

19.A.02 有資格者． 

a. 上級船員と乗組員は、船舶上の公共区域に掲示しなければならない有効期限内の USCG



  EM 385-1-1 
2014 年 11 月 30 日 

 

19-2 
May 13, 2016 

の免許、または USCG が要求する正規の証明書類を保持していなければならない。 

b. 政府に所属する運転者は、ER 385-1-91 に概略記載された要件に従って免許を受けるか、

証明書の交付を受けなければならない。USACE 配下組織の海事免許担当官として指名された

有資格者が、ER 385-1-91 の要件に従って、部局内の要員の免許付与と証明書の発行を行なう。 

c. 船上プラントが下記基準の一つ以上に該当する場合、その政府の船上プラントの上級船

員と乗組員は、USCG から免許と/または文書の交付を受けなければならない: 

(1) 当該船舶は、EP 1130-2-500、補遺 L に従って USCG の検査と証明を受ける; 

(2)  当該船舶は、通常、水路や航路内か、その近傍で、他の船舶の航行を制限する、または

影響を与える作業に従事するため、法律によって 156～162 MHz の周波数帯の無線電話が備え

られていることを要求される; または、 

(3) 当該船上プラントは、石油またはバラ積み危険物の移送に従事する。 

d. 無検査曳航船舶の運転者と長さが 26 ft (7.9m) 以上でレーダーを装備した船舶のマスタ

ー (船長) とパイロットは、免許上にレーダー監視員としての USCG の裏書きが要求される。

この裏書きは、USCG が認定したトレーニング施設から発行されなければならない。 

19.A.03 悪天候下の警戒措置． 

a. 船上プラント、ボート、その他の海洋活動が、悪天候 (突発的、局地的な悪天候、暴風

雨、強風、台風、洪水を含む) によって危険な状態になる可能性のある場合、施設を移動また

は固定し、緊急時に人員を避難させる計画が策定されなければならない。＞ 01.E を参照。こ

の計画は、APP の一環として作成し、少なくとも次の事項を含まなければならない: 

(1) 施設が遭遇する可能性のある悪天候による危険の種類と、それに伴う危険に対する防護

策の記述; 

(2) 施設の移動を開始して安全な港に到達するまでの予想時間も含めた、計画実施のための

時間枠 (暴風雨が予想速度と方向で進行するとして、作業現場に到着するまでの時間を参考と

して用いる) ; 

(3) 安全な港の名称と位置; 

(4) 非自走式の施設を移動させるのに使用される予定の船舶の名称、型式、能力、速度、使

用可能性; 
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(5)船上プラントがダム、河川構造物、等から安全な区域まで移動されなければならないが、

そこでの河川/満ち干の水深; 軌間を確認、移動しなければならない。 

(6) 移動させない場合の施設固定方法。 

b. 船上プラントを長時間にわたり移動したり、曳航する前に、責任者によって、施設の安

全な移動と曳航が完遂されうることを確認するため、天気予報その他の諸条件の評価がなされ

なければならない。 

c. 作業または業務遂行の前に、責任者によって、作業条件が安全であり、安全な人員の避

難場所が確保されていることを確認するために天気予報その他の諸条件の評価がなされなけれ

ばならない。 

d. 悪天候にさらされるデッキ上の全ての人員により、他の安全装置が整備されている場合

でも、USCG が認定した救命胴衣 (PFD) (タイプ I、II、III、または V) が着用されなければなら

ない。USACE 現場 の作業者により、05. Ｊ.02 に基づき、商業用として USCG が承認した

タイプ V の自動膨張式 PFD が着用されてもよい。 

e. 悪天候下での潮流、海流、風に対抗して自走式、非自走式施設を移動させるため、適切

な大きさと馬力を備え、曳航のために設計、装備された十分な数の船舶が、常に準備されなけ

ればならない。 

f. 海上の露出した場所で作業する契約事業者は、米国海上気象管理局 (NOAA) の海上気象

放送をモニターし、他の商業気象予報サービスもできる限り利用しなければならない。 

g. 船上プラントは、作業が実施されている期間に作業区域で遭遇する可能性がある如何な

る海洋状況にも耐える能力を持つものでなければならない。 (すなわち、「耐航性」または 良
好な「耐波浪性」) 。 

19.A.04 緊急時の計画． 

a. 火災、沈没、浸水、悪天候、乗組員の船外への転落、危険物質による事故、等、海上で

の緊急事態に対応するため、計画が策定されなければならない。 (火災の場合、USCG が承認

した火災対応計画は、この要件に適合する。) ＞ 01.E を参照。 

b. 種々の緊急時における各乗組員の特別職務と持ち場を記載した非常時配置表が、船舶内

の人目に付く場所に準備されて掲げらればければならない。 

c.  各乗組員は、緊急時の職務に関する説明書を受取り、その内容に精通しなければならな
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い。そして、船舶の緊急信号に関しても精通しなければならない。 

d. 船舶放棄及び人員が転落した場合の手順書には、人員召集点呼に関する指示事項を記載

しなければならない。 

e. 常駐乗組員を有する、あるいは、人員が宿泊する全ての船上プラントでは、少なくとも

毎月それぞれのシフトの間に、次の訓練が実施されなければならない (USCG の規則が、当該

船舶におけるさらに頻繁な訓練を要求していない限り) 。船舶放棄訓練、消火訓練、人員の船

外脱出または救助訓練。 

(1) 最初の訓練は、当該船舶への常駐開始時か、業務開始後 24 時間以内に行われなければ

ならない。 

(2) 乗組員が夜間に常駐または宿泊している場合、4 回目毎の訓練は、夜間に行われなけれ

ばならない。最初の夜間訓練は、船舶への常駐開始後 2 週間以内に行われなければならない。 

(3) 訓練には、それが適切である場合、船体内におけるポンプ外殻・配管の破裂・破壊への

対処法 (適切な遮断手順、システムの隔離 等) と船体またはその一部における浸水・破壊への対

処法 (確保すべき区画、停電への対処法、浅水域へ移動するためのスパッドの使用法、等) を含

めなければならない。 

f. 艇庫、閘門、ダム、その他海上救難装備を備えておくべき場所では、人員の船外脱出ま

たは救助訓練は、少なくとも毎月 1 回行われなければならない。 

g. 非常照明と非常動力系統は、適切に作動することを確認するために、少なくとも毎月 1
回作動して、検査しなければならない。 

(1) 内燃機関駆動の非常用発電機は、毎月最低 2 時間、負荷をかけて運転しなければならな

い。 

(2) 非常用照明と非常用動力系統の電池は、少なくとも 2 ヵ月に 1 回試験しなければならな

い。 

h. 実施した全ての訓練と緊急装置の検査は、装置に見つかった欠陥とそれに対する是正措

置を含めて、記録簿に記載しなければならない。 

19.A.05 装置に関する要件． 

a. フェンダー (防舷材) は、装置の損傷と火花の発生を防止するために、そして浮遊装置類
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により作業者が挟まれないように安全作業区域を確保できるように、装備しなければならない。 

b. 全ての曳航船船上に、ロープの切り離しなどに使用するために、斧その他の非常時用切

断機器の刃先を鋭利にして、接近可能な位置に備えなければならない。その他の船上プラント 
(作業用バージ、浮きクレーンなど) においても、非常時用切断機器を接近可能な位置に備えな

ければならない。 

c. 信号装置は、船舶が運航している当該水域に適用される船舶航行規則によって必要とさ

れる信号を発信するために、全ての動力式船舶に備えなければならない。 

d. 緊急時に作動すべき安全装置 (ボイラー停止装置、安全弁、動カスイッチ、燃料弁、警

報、消火装置など) は、偶発的に作動しないように、かつ緊急時に容易に接近できる位置に配

置されなければならない。 

e. ガソリンと石油輸送用のハシケ、その他の火災または爆発の危険がある海上の場所、ま

たはその周辺で使用される電気照明は、防爆型か、本質的に安全であると認定されたものでな

ければならない。 

f. 緊急警報装置は、乗客や乗組員が他の者の視界から外れた場所、または他の者の音声が

届かない場所にいる可能性がある全ての船上プラントに、備え、保守しなければならない。 

(1) 緊急警報装置は、電気系統故障の際に自動的に必要なエネルギーを補給できるように、

細流充電による予備バッテリーを備え、主要電気系統に接続しなければならない。 

(2) 十分な数の警報信号装置は、デッキのどの位置においても、通常の周囲の騒音より大き

な音で、明瞭に聞こえる/見えるように各デッキに備えなければならない。 

(3) 全ての警報信号装置は、各デッキ上の少なくとも 1 つの戦略拠点から作動できるように、

相互に連結しなければならない。 

g. 船上プラントの全ての居住区画に、煙警報装置を備えることが要求される。煙警報装置

に配線が必要な場合は、電気警報装置と同じ電気系統に接続しなければならない。 

h. 海上使用のために認定された CO (一酸化炭素ガス) 監視装置は、内燃機関を備えた船上

プラントにおいて、全ての密閉居住区域 (乗組員居住区域、パイロット･ハウス 等) に、備え、

かつ維持しなければならない。 

i. 全てのドアは、内外の両側から開けられる構造とし、聞いた位置でも閉じた位置でも固

定できる確実な手段を備えなければならない。 
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j. 脱出ハッチと非常出口は、高さ最低 1 in (2.5 cm) の文字で“EMERGENCY EXIT-KEEP 
CLEAR.” (「非常出口: 資材の放置禁止」) と内外両側に表示されなければならない。 

k. ドレッジ・ポンプを駆動する各主要原動機 (エンジン、タービン、モーター) は、主要原

動機設置場所から離れた場所にある制御装置で停止できるようにしなければならない。 

l. 陸上から電力供給を行なうための電源コンセントは、陸上と船上での電位差を防止する

ため、接地導体を備えなければならない。 

m. トイレ・シャワー室、調理室、機械室、露天甲板、流しの外面または 3 ft (0.9 m) 以内に

ある全ての 120、208、または 240 volt 電力系統は、接地され、地絡回路遮断器 (GFCI) を備え

なければならない。 

(1) 上記の区域で使用される装置でコード接続されるものは、GFCI で保護されたコンセン

トに接続されなければならない。 

(2) 地絡保護されたコンセントには、良く目に付くように“GFCI PROTECTED” (「GFCI
保護付き」) というマークが付けられなければならない。 

n. 船舶は、それが適切な場合、容易に識別できて適切に水密状態 (密閉可能なドアが備え

られていて作動状態になっているなど) に維持された水密区画を設けなければならない。貫通

部は、水密状態に維持しなければならない。 

o. ウィンチ・ギアやその他の装置の全ての往復、回転、移動部分には、適切な防護が施さ

れなければならない。 

19.A.06 燃料系統と燃料移送．「1990 年石油汚染法」の現行条項は、それが該当する場合、

船上プラントの操業に適用しなければならない。 

a. 46 CFR 58.50-10 の要件に適合しないゲージ・ガラスやトライ・コックは、燃料タンク

または燃料配管に取り付けてはならない。 

b. 遮断弁は、燃料タンクの接続部に取り付けられ、タンクとエンジンが置かれている区画

の外部であって、かつ当該船舶の露天甲板上にある同区画の隔壁の外部から、この弁を操作で

きるようにしなければならない。 

c. 遮断弁は、配管長さが 6 ft (1.8m) 以下の場合を除いて、燃料配管のエンジン側の終端に

は設けなければならない。 
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d. 逆火防止装置またはフレーム・アレスターは、ガソリン・エンジンの全ての気化器に備

えなければならない。 

e. ダウンドラフト タイプのキャブレーターを除いて、全ての気化器は、フレーム・スクリ

ーン付きのドリップ・パン (しずく受け) を備えなければならない。これは吸気マニホルドから

の吸引力または廃油タンクによって絶えず空になっている。 

f. 燃料と潤滑油貯蔵タンクは、46 CFR 98.30-15 と 33 CFR 155.320 に従って、漏洩が発

生した場合にタンク内容積分を収容できるようにするために、その周りに、堤防、縁取りを設

けるか、USCG の要件に準拠したその他の手段によりコントロールしなければならない。 

g. 船上プラント用の燃料移送は、USCG 規則、33 CFR 155、または 33 CFR 156 の条項に

従って行われなければならない。無検査の船舶に関しては、33 CFR 156.120 と 33 CFR 
155.320 に示された USCG 規則「燃料カップリング装置と燃料油放出封じ込め」が適用される。  

h. 燃料タンクの境界として使われている全ての甲板、天井、隔壁には、対照的な色の塗料

を使ってタンクの境界を示し、“FUEL OIL TANK - NO HOT WORK” (「燃料タンク: 高温作

業禁止」) と表示したラベルが貼付されなければならない。 

19.A.07 安全作業． 

a. 船上プラントの間、または船上プラントと繋留装置の間の水面上を横断した際に、交通

妨害になるようなケーブル/ロープには、目立つようにマークがなければならない。 

b. 人員が宿泊する全ての船上プラントでは、一人が常に火災を警戒し、見張りの役割を果

たさなければならない。見張りの代わりに、自動火災検知器と火災緊急警報装置が用いられて

もよい。 

c. 床とデッキ上やビルジ中に、燃料とグリースが堆積しないように、対策を講じなければ

ならない。 

d. 船上プラントその他の船上プラントでは、水泳/潜水は全ての人員に対して禁止しなけれ

ばならない。ただし、有資格ダイバーがその職務を遂行する場合、怪我を防止し、人命救助を

行なうことが必要な場合を除く。 

e. 水中を歩いて渡ることは、急斜面、3 ft (1 m) を超える寄せ波、危険な水生生物 等のよ

うな厳しい水中の危険が存在しない場合にのみ認められる。水中を歩いて渡る人員は、認定さ

れた PFD を着用し、必要に応じて救助するための装備をした人員の監視を近くで受けなければ

ならない。水中を歩いて渡ることは、歩いている足が水底に触れなくなった時、その水深に関
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わらず、中止しなければならない。 

f. 水中にいる人員は、船外に転落した人員であるとみなされて、適切な救助行動が取られ

なければならない。 

g. ロックアウト手順として配管系統に隔壁やブランクが取り付けられる場合、その存在を

容易に認識できるように、確実な手段 (突出ハンドルなど) が備えられなければならない。全て

の隔壁に、 (取り付け者の氏名、検査者の氏名、取り付け年月日を含む) マークを付け、取り付

け前と取り外し後に報告しなければならない。 

h. デッキ上の荷積みは、安全な積載量に限定される。荷は固縛されて、悪天候時には、ゆ

るんだ機器を固縛するために、止め金またはリングを備える。 

i. 19.C で扱わないデッキ開口部その他の転落の危険のある箇所は、21 章に従って防護さ

れなければならない。 

j. 浮遊設備類の上からフロントエンド･ローダー、ブルドーザー、トラック、バックホー、

トラックホー、その他同様の作業機械が水中へ転落するのを防止するため、隔壁、縁取り、そ

の他の防護構造のような保護手段を設けなければならない。これらの機械が甲板で運転中には、

船上プラントの甲板面は、水面上に保ち、船上プラントの全底部は、水面下に保たなければな

らない。 

k. 突出した部位やつまずくような部位は、取り除かれるか、警告標識が掲げられるか、ま

たは黄色の安全色で目立つようにマークを付けなければならない。 

l. 燃料ハシケのデッキ上で輸送する貨物は、荷敷きの上に載せなければならない。 

m. 2 つ以上の船上プラントが 1 単位として使用されている場合、それらの間に開口部が生

じないように密着させて固定するか、開口部にカバーまたはガードが付けなければならない。 

n. 3 つ以上の船上プラントが配置されて定置作業を行なう場合、担当責任者は、定置船舶

のデッキの間または船舶と他の構造物の間に、人が転落する可能性のある完全閉鎖水域 (ダッ

クポンド) が生じる開口部があるか否かを確認しなければならない。そのような開口部が確認

された場合、人員を危険から防護する手段を講じなければならない。 

(1) 実際的な場合、ダックポンド防護は、従業員がその開口部に転落するのを防ぐためのガ

ードレール、ネットその他の物理的障壁で構成される。 

(2) 物理的障壁が実際的でない場合、人員が自力救助できるように各閉鎖水域にハシゴと救
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命浮環が設置されなければならない。ハシゴは、変形しにくいタイプまたは縄ハシゴを使用し、

船舶または構造物に確実に固定されなければならない。救命浮環には、水面に浮かせるに十分

な長さのロープを備え、そのロープは船舶に確実に固定しなければならない。ハシゴと救命浮

環の数と配置は、それらに泳いで到達する最大距離を 25 ft (7.9 m) 以下とするに十分なもので

なければならない。ハシゴと救命浮環は、施設の再構成または移動中に撤収されてもよい。 

o. アンカー・ポイントは、はっきりと識別され、荷重を掛ける前またはケーブルに張力を

加える前に、点検されなければならない。構造的に健全でないアンカー・ポイントは、切り離

されて除去するか、使用不可能にするために溶接しなければならない。目視点検と“all clear” 
(「全て良し」) の警告は、ケーブルに張力を加える前に行われなければならない。 

p. 水上で輸送される人員を天候から保護できるように、措置を講じなければならない。 

q. 施設が遊よくする区域を明確にし、その中にある全ての遊休施設は、係留しなければな

らない。このような区域は、その良く目立つ位置に、警告ブイ、標識、照明を備えなければな

らない。 

r. 契約事業者または政府が実施する作業における監督部署 (GDA) は、海上作業の内容と、

それに伴う危険に関する情報を地元の USCG 当局に通知しなければならない。 

s. アンカー・ブイを引き上げるため、開放フックまたはペリカン・フックが使用されても

よい。 

t. ある現場から他の現場に移動する前に、固定ピンのような機械的手段が、スパッドを適

切な位置に安全に取り付けるのに使われなければならない。 

19.A.08 船舶内の密閉、閉鎖区画内部における作業．＞ 34.B を参照。 

19.A.09 海上作業が公益施設その他の構造物 (水中のものを含めて) と干渉したり、損害を与

えたりする可能性がある場合は、作業区域にある公共施設または構造物を確認し、干渉や損傷

の可能性を分析し、干渉や損傷を防止するために取るべき措置を策定するために調査を行わな

ければならない。 

19.A.10 換気． 

a. 主動力源または補助動力源として電気点火式内燃機関を船室、その他の密閉区画内に設

置した全ての原動機付き船舶またはボートには、エンジン室とビルジを換気するための排気フ

ァンが備えられなければならない。 

b. 各機械室と燃料タンク区画 (ビルジを含めて) を換気できる少なくとも 2 個のファン付き
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換気装置は、引火性または爆発性のガスを除去するために設けなければならない。ただし、ビ

ルジの大部分が常時大気に開放または露出されているような構造の船舶に関しては、この限り

でない。 

 注記: この要件はディーゼル機関には適用されない。 

c. 本章の適用対象となっていない船舶内部の他の区画空間は、自然換気でよい。 

d. 調理室を含めて全ての居住空間は、その使用目的に適した方法で適切に換気されなけれ

ばならない。 

e. 換気ファンが付いていないディーゼル動力装置を備えたランチ (大型ボート) とモーター

ボートでは、ビルジまで届き、常時開放された吸気ダクトと排気ダクトによる自然通風により

換気が行われなければならない。吸気ダクトと排気ダクトには、カウル (通風帽) または排気ヘ

ッドを付けなければならない。 

f. デッキ上に内燃機関 (発電機、ジッガー・ポンプなど) を搭載しているがファンを備えて

いないランチ、モーターボート (測量ボート) 、小型ボート (Skiff) の場合、排気用配管は、作業

空間への CO (一酸化炭素ガス) の侵入を最小化するように居住空間から離して配置しなければ

ならない。 

g. 換気と換気装置に関する要件． 

(1) ファンは、クラス I の危険場所に対する定格のものを用い、爆発危険区域からできるだ

け離して配置しなければならない。＞ 11.H を参照。 

(2) 換気の吸気口は、区画の底部から 1 ft (0.3 m) 以内まで拡張可能としなければならない。 

(3) 火災の場合、機械装置の換気のため作動している全てのファンを停止させ、全ての出入

口、換気口、溝、軸路周辺の円環状空間、その他の開口部をこれらの空間の外部から閉鎖する

手段を設けなければならない。 

h. エンジン空間とビルジが燃料蒸気を排除するために換気されるまで、エンジンは起動し

てはならない。 

19.A.11 長さが 26 ft (7.9 m) 以上の自己推進式船舶においては、USCG が発行する最新の関連

を有する船舶運航支援情報は、船内に維持しなければならない。 

19.B アクセス/接近手段． 
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19.B.01 通則． 

a. 全てのアクセス/接近手段は、適切に確保され、危険防止措置が施され、滑りやつまずき

の危険がないように維持されなければならない。＞ 24 章を参照。 

b. 全ての作業デッキ、階段の踏み面、ハシゴ、架台、キャットウォーク、歩行路、特にデ

ッキの全ての出入口において風雨のあたる側には、滑り止めが備えられなければならない。 

c. 二重横木式またはフラット・トレッド式の綱ハシゴは、これ以外に安全なアクセス/接近

手段がない場合以外、使用されてはならない。これを使用する場合、弛まないようにつり下げ

て適切に固定されなければならない。 

d. 垂直ハシゴは、ASTM F1166-95a に準拠しなければならない。 

e. 同じハシゴの手摺りの間を、二人以上同時に登ってはならない。 

19.B.02 船舶のアクセス/接近手段． 

a. 船上プラントには、乗り降りのための安全な手段が備えられ、人が倒れたり滑ったりし

ないように危険防止措置が施されなければならない。砕石護岸上の歩行は、できるだけ回避し

なければならない。 

b. アクセス/接近手段のうち、高さ 19 in (48.2 cm) 以上の段差のある全ての個所に、階段、

ハシゴ、傾斜路、舷門橋板、人員ホイスト、その他の安全アクセス/接近手段を設けなければな

らない。 

c. 船舶への、または船舶間での機器や車両のアクセス/接近手段のための傾斜路は、適切な

強度のものとし、側板が備えられ、良好な状態に維持されなければならない。 

d. ギャングウェイ (舷門橋板) と傾斜路は、次の通りでなければならない: 

(1) 倒れないように、一方の端部の両側の少なくとも１箇所が、ロープまたはチェーンで固

定されなければならない; 

(2) 他方の端部は、橋板または傾斜路がその支持台から滑り落ちた場合でも、自重と使用中

に加えられる通常の荷重を支えられる方法で支持されなければならない; 

(3) メーカーの推奨する設置角度を超えない角度で設置されなければならない; 

(4) 標準のガードレールが備えられなければならない。 (トーボード (幅木) は、その有用性
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と関与する危険性によって、その必要性を判断する。)  

19.B.03 船上のアクセス/接近手段． 

a. 高さの異なるデッキ間には、ASTM F1166 に従って設置された階段、傾斜路、または垂

直ハシゴによる垂直なアクセス/接近手段を備えなければならない。 

b. 安全な通路が設置されていない限り、従業員は、デッキ上の積み荷の前後、積み荷の上、

またはその周りを通行してはならない。 

c. 貨物または資材が大型平底船 (Scow) ・バージ、フロート、等のデッキ上に積載されて

いる場合、デッキの外周部は、最低 2 ft (0.6 m) の間隔がない限り、通路として用いてはならな

い。 

d. 船舶への積載貨物量は、使用されているアクセス/接近手段と通路が水面より上に保たれ

るように制限されなければならない。デッキと通路が水面下にある場合、または定常的に波浪

にさらされる場合は、緊急時を除いてアクセス/接近手段として使用されてはならない。 

19.B.04 非常時のアクセス/接近手段． 

a. 水面から容易に乗船できる船舶を除き、全ての船舶には、次を備えなければならない: 

(1) 人が水面から自力で乗り込むために十分な長さを持った可搬式、または固定されたハシ

ゴを少なくとも 1 個、 

(2) 自ら動く能力を喪失した人を船外から救助する上記以外の方法または手段。 

b. 船上プラントの通常作業区域、集会区域、宿泊区域、食事区域には、2 つの脱出手段が

備えられなければならない。 

c. アクセス/接近手段は、常に安全かつ機能する状態に維持されなければならない。 

19.B.05 浮きパイプライン上のアクセス/接近手段． 

a. アクセス/接近手段として使用される全ての浮きパイプラインには、少なくとも片側に手

摺りを持つ歩行路が備えられなければならない。 

b. 歩行路の幅は、最低 20 in (50.8 cm) とし、パイプラインに固定されなければならない。 

c. パイプライン上通行時には、誰でも常に救命胴衣 (PFD) を装着しなければならない。＞ 
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05.J を参照。 

d. 歩行路と手摺りを設けない場合 (すなわち、パイプラインへアクセス/接近することが意

図されていない場合) 、パイプラインは、何人もアクセス/接近することができないないように、

その両端部にバリケードが設けられなければならない。 

19.C 船上プラントでの墜落保護． 

19.C.01 メインデッキから 6 ft (1.8 m) 以上高い、または隣接する船舶のデッキ、ドック、そ

の他の堅い面から 6 ft 以上高いデッキまたは作業床面の上では、19.C.03 と 19.C.04 で除外さ

れている場合を除き、19.E に述べられているタイプ A/タイプ B のガードレール、または隔壁、

縁材、その他の構造物が設置されなければならない。これらの構造物は、ガードレール装置の

高さと強度に関する要件を満たすものでなければならない。 

19.C.02 墜落保護用ガードレールが使用される場合、タイプ A ガードレールに対して高さ 3.5 
in (8.8 cm) 以上、タイプ B ガードレールに対して高さ 2 in (5 cm) 以上のトーボードをデッキ周

縁に備えなければならない。トーボードは、21.F.01.f.の強度要件を満たさなければならない。

トーボードの上縁に損傷がなく、強度要件が満たされていれば、必要に応じて排水口や水抜き

穴が設けられてもよい。 

19.C.03 ガードレール装置が備えられていない場合、21.I の要件を満たす個人用墜落保護装置

が使用されてもよい。 

19.C.04 ガードレール装置と個人用墜落保護装置は、横付けしたバージ、スカウ、その他の船

舶から定型的に資材の積み込み・積み降ろし作業を行なう船舶のメインデッキ上における使用

には、適しているとみなされない。 

19.D メインデッキの墜落防止． USACE 用に建造または購入された新しい船舶は、納入時ま

たは最初の使用前に、これらの要件を満たさなければならない。 

19.D.01 メインデッキ周辺墜落防止装置は、船外への墜落を防止するためのものである。

19.D.05 で除外されている場合を除き、全ての有人船舶は、メインデッキ周辺墜落防止装置を

必要とする。無人船舶は、メインデッキ周辺墜落防止装置を必要としないが、船舶の構造と作

業形態のため、人が垂直距離で 6 ft (1.8 m) より高い位置から堅い面に墜落する恐れがある場合

は、墜落防止装置を備えなければならない。本章で挙げる各種のメインデッキ用ガードレール

装置の設計要件は、別途注記しない限り、19.E に記載されている通りである。 

a. 有人船舶とは、乗組員や宿泊人員が乗り込んで運用する船舶であるか、通常の業務活動

中に職務を与えられた人員が占有する作業区域を備えた船舶である。 



  EM 385-1-1 
2014 年 11 月 30 日 

 

19-14 
May 13, 2016 

b. 無人船舶とは、一般に、資材、補給部品、装置、液体のような貨物を積載する船舶であ

り、荷積み・荷降し、繋留、検査、等の短期間の作業中を除き、人員が乗り込んでいない船舶

である。 

19.D.02 非保護または部分保護水域 (46 CFR で定義される) で作業する長さが 26 ft (7.9 m) を
超える有人船舶は、19.D.05 で除外されている場合を除き、デッキの周辺に沿ってタイプ B の

ガードレールを備えなければならない。 

19.D.03 河川や保護水域で作業する長さが 26 ft (7.9 m) を超える有人船舶は、19.D.05 で除外

されている場合を除き、デッキの周辺に沿ってタイプ B またはタイプ C のガードレールを備え

なければならない。 

19.D.04 全ての有人船舶において、次の箇所にはタイプ D の手摺りを備えなければならない: 

a. デッキ周辺ガードレールからの距離が 48 in (1.2 m) より大きい甲板室または同様の恒久

的構造の側面; 

b. 19.D.05 に従って、デッキ周辺ガードレールが省略された区域、またはデッキ周辺ガー

ドレールが暫定的に取り外された区域において、デッキの周辺端部から 8 ft (2.5 m) 以内にある

甲板室か、同様の恒久的構造の側面。 

19.D.05 以下は、周辺墜落防止装置が省略されるか、暫定的に取り外されてもよいメインデッ

キ区域である。 

a. ロープの取り扱い、船舶の側面における作業、荷扱い作業を特に目的としたデッキ作業

区域や指定された搭乗区域では、デッキ周辺ガードレールが省略されてもよい。これらの区域

のガードレールは、作業やアクセス/接近手段を阻害したり、作業者がガードレールに押し付け

られるような、さらなる危険を生じさせる可能性がある。このようなデッキ周辺区域には、ロ

ープの取り扱い、スカウの運用、船舶の係留、曳航、杭打ち作業、建設資材と設備、パイプラ

イン、アンカーの取り扱い、または設置などを行なう区域が含まれる。 

b. デッキ周辺ガードレールは、デッキ構造/恒久的装置とデッキの周辺端部との間の全通路

幅が 2 ft (0.6 m) より狭いメインデッキ区域では、省略されてもよい。 

c. 通常は船舶の側面における作業や荷積み作業が行われない区域では、取り外し可能な周

辺ガードレールが設置されてもよい。このようなガードレールは、船舶上で実施する作業が当

該区域における作業を含んでいない場合、繋留中か、作業を行っていない間は、設置したまま

としなければならない。 
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19.D.06 デッキ周辺墜落保護装置が備わっていない場合、標準作業手順書、作業危険分析 
(AHA) 、その他の文書が関連する危険に対処するために、作成されなければならない。これら

の文書は、最初の説明時と、その後定期的に、全ての乗組員により見直されなければならない。

次の作業手順が遵守されなければならない: 

a. デッキ周辺墜落防止装置が備えられていない区域では、人員は救命胴衣 (PFD) を着用し

なければならない。このような区域は、船舶内を通過または通行する乗組員が使用してもよい

が、その場合、本章の他の全ての要件が満たされなければならない。ガードレールが取り外さ

れた区域は、適切な障壁によって通行が遮断されるか、標識、デッキ表示、その他の手段によ

り、PFD が必要な区域であることが明示されなければならない; 

b. 非保護デッキ周辺区域にいる人員と船舶操作員/指定乗組員との間では、目視と口頭/無
線による連絡が常時維持されなければならない。この指定乗組員は、船舶操作員との間で目視

と口頭/線による連絡を維持しつつ、当該区域にいる作業者を監視するものとする; 

c. 05.K に従って、これらの作業中は、救命小型ボートや同等の救助船舶を、直ちに使用で

きる状態にしておかなければならない。 

19.D.07 長さが 26 ft (7.9 m) 以下の小型ボートには、船舶全周における連続的な周辺墜落防止

のため、以下に挙げる装置のうち二つ以上が一体的に組み合わせて備えられなければならない: 
コックピット; 縁材; 手掛かり; つま先レール; 救命レール; デッキレール; 船尾レール; 
船首レール。このような装置は、メーカーの証明書、ラベル、その他の文書に示されている

ABYC 基準または ISO 基準 15085 のどちらかに従って設置されなければならない。 

19.E 船上プラントでのガードレールの種類． 

19.E.01 船舶で使用できるガードレールの種類 (A、B、C、D) を、次に示す。各種のガードレ

ールが使用できる船舶の種類と区域に関する特定の要件は、19.G と 19.H に述べられている。

＞ 補遺 F を参照。 

19.E.02 タイプ A ガードレール: 2 段式の変形しにくい墜落防止ガードレールである。この

ガードレールは、21.F.01 に従った変形しにくい垂直支柱と、2 段の変形しにくい水平部材で構

成される。上段レールの最小高さは、42 in ± 3 in (106.6 cm ± 7.6 cm) 、下段水平部材の高さは、

上段の半分とする。 

19.E.03 タイプ B ガードレール: 3 段式の船舶用、変形しにくいか、張力を掛けることがで

きるガードレールである。このガードレールは、変形しにくい垂直支柱と、3 段の変形しにく

いか、張力を掛けることができる水平部材で構成され、次のパラメータが適用される: 

a. 各段の間隔は、それぞれ、9 in (22.8 cm) 、15 in (38 cm) 、15 in (38 cm) 以下でなけれ
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ばならない。9 in の間隔は、デッキ面に最も近い位置にある。デッキから上段までの最小高さ

は、39 in (99 cm) より小さくてはならない。 

b. 各段の間隔は、上に示した 9 in、15 in、15 in を超えてはならない。 

c. 最下段は、デッキ取り付け部品の邪魔になる場合、またはロープの取り扱いを容易にす

るため、省略されてもよい。下段を取り除いた結果生じる隙間は、デッキ取り付け部品のどち

らの側でも 2 ft (0.6 m) を超えて広くてはならない。 

d. 垂直支柱は、パイプ、構造用形鋼のいずれでもでよい。水平部材は、変形しにくい部材 
(パイプまたは構造用形鋼) 、変形しやすい部材 (ワイヤロープまたはチェーン) 、あるいは、こ

れらの部材を組み合わせて構成される。変形しやすい部材には、ターンバックルまたは同様の

部品を使用して張力を掛けなければならない。 

e. ガードレールは、固定式のものでも、解体して取り外せる方式のものでもよい。全ての

垂直支柱は、支柱最上部に水平に加えられた 200 lb (60.9 kg) の荷重に耐える適切なものでなけ

ればならない。支柱の間隔は、8 ft (2.4 m) を超えてはならない。 

f. パイプまたは構造用形鋼によるガードレール部品は、21.F.01 の性能基準を満たす適切

な寸法でなければならない。 

g. 全ての接続部品を備えたチェーンまたはワイヤロープの最小破壊強度は、4,000 lb 
(1814.3 kg) でなければならない。 

h. チェーンまたはワイヤロープを用いた水平部材には、次のように張力を掛けなければな

らない: 

(1) 緩みがない; 

(2) たるみは、支柱間の全ての点において、1/4 in (0.62 cm) を超えない、 

(3) デッキから最上段レール頂部の最も低い位置までの高さは、支柱間のいかなる点におい

ても、39 in (1 m) 以上である。張力を掛けた水平部材のたわみは、200 lb (60.9 kg) の荷重下で

1 in (2.5 cm) を超えてはならない。 

i. 高さ 39 in (1 m) まで同等の周辺墜落防止効果を持つ頑丈な隔壁または縁材が設置されて

もよい。隔壁は、構造用鋼板と形鋼で構成してもよい。隔壁は、上に示したガードレールの全

ての強度/たわみ/隙間に関する要件を満たさなければならない。 
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19.E.04 タイプ C ガードレール: 張力を掛けないガードレールで柔軟な、またはスイングア

ウェイ式のガードレールは、変形しにくい垂直支柱と、水平に張力を掛けないで張り渡したチ

ェーン、ワイヤロープ、または垂直部材にクリップ留めした変形しにくい部材で構成しなけれ

ばならない。 

a. 張力を掛けないガードレールは、チェーン、ワイヤロープ、パイプ、構造用形鋼、また

は、それらを組み合わせた水平部材で構成されなければならない。垂直支柱はパイプか、構造

用形鋼でなければならない。垂直支持材の間隔は、8 ft (2.4 m) を超えてはならない。 

b 柔軟な、またはスイングアウェイ式のガードレールは、チェーンまたはワイヤロープで

張力を掛けた垂直支持材と、張力を掛けないで張り渡したチェーン、ワイヤロープ、またはク

リップ留めした変形しにくい水平部材で構成されなければならない。垂直支持材の間隔は、6 ft 
(1.8 m) を超えてはならない。 

c. パイプまたは構造用形鋼によるガードレール部品は、21.F.01 の性能基準をほぼ満たす

寸法でなければならない。チェーンまたはワイヤロープと全ての接続部品の最小破壊強度は、

4,000lb (1800kg) でなければならない。 

d. 張力を掛けないガードレールと、柔軟な、またはスイングアウェイ式の、ガードレール

の場合、水平部材のたるみは、垂直支持材間で、3 in (10 cm) を超えてはならない。 

e. 張力を掛けないガードレールと、柔軟な、またはスイングアウェイ式の、ガードレール

は、4 段以上の水平部材で構成されなければならない。水平部材の段数は、次の要件を満たさ

なければならない: 

(1) デッキと最下段間の有効隙間は、9 in (22.8 cm) 以下でなければならない。 

(2) 最下段より上の全ての段間の有効隙間は、15 in (38.1 cm) 以下でなければならない。 

(3)デッキから最上段までの有効最小高さは、39 in (1 m) 以上である。 

f. 上に示した段間の有効隙間には、各段のたるみが押し上げられたり押し下げられたりし

て隙間が広がる影響を含める。隙間の測定は、段間の隙間を最大限広げた状態で行われなけれ

ばならない。 

g. ガードレールの高さは、段のたるみ分だけ減少する。ガードレールの最小高さは、ガー

ドレールの最低点で測定されなければならない。 

h. 最下段は、デッキ取り付け部品の邪魔になる場合、またはロープの取り扱いを容易にす
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るため、省略されてもよい。下段を取り除いた結果生じる隙間は、デッキ取り付け部品のどち

らの側でも 2 ft (0.6 m) を超えて広くてはならない。 

i. 最上段は、垂直に 200 lb (60.9 kg) の力を加えた時、デッキから 39 in (99 cm) より低い

高さまでたわんではならない。さらに、最上段は、水平に 200 lb の力を加えた時、水平方向に

12 in (30.4 cm) を超えてたわんではならない。 

j. 垂直支持材に張力を加えるスプリングが備えられている場合、スプリングは、牽引棒を

備えた圧縮タイプのものでなければならない。 

19.E.05 タイプ D ガードレール: 手摺りは、甲板室の側面または他の恒久的構造の側面に取

り付けられたレール材である。 

a. 手摺りの高さは、デッキに備えられたガードレールの最上部レールあるいは最上段の高

さと一致しなければならない。手摺りの近くに最上部レールがない場合、手摺りの高さは、39 
in (1 m) でなければならない。 

b. 手摺りの強度は、任意の方向から加えられた 200 lb (60.9 kg) の荷重に耐えるものでなけ

ればならない。 

c. 手摺りは、1.5 in (3.8 cm) のパイプに相当する寸法でなければならない。手摺りと甲板

室側面の間の隙間は、3 in (7.6 cm) 以上である。 

19.F ランチ (Launch) 式船舶 ・モーターボート・小型ボート (Skiff) ． 

19.F.01 乗組員に関する要件． 

a. 次の状況の場合、デッキでの職務を支援するため、有資格の従業員が指名されなければ

ならない: 

(1) 泊まりがけ航行など、長時間の航行が作業現場から行われる場合; 

(2) 航行中に運転者が操舵輪から離れると危険な航行条件の場合; 

(3) 作業上、ロープ扱いが必要となる場合 (係留作業は除く) ; 

(4) 夜間または悪天候で航行する場合; 

(5) 曳航する場合; または、 
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(6) 船舶が乗組員または搭乗者を輸送している場合。 

b. 有資格の従業員とは、指名されたデッキでの職務を肉体的かつ精神的に適切に実行する

能力があることを船舶の運転者の満足する程度にまで証明している者である。 

19.F.02 人員と貨物に関する要件． 

a. 安全に輸送することができる最大乗員数と重量は、全てのランチ (Launch) 式船舶・モー

ターボート・小型ボート (Skiff) に掲示されなければならない。乗員の数 (乗組員も含めて) は、

船に備えた救命用具 (PFD) の数を超えてはならない。 

b. 各ボートは、運航時の天候条件と水域条件を考慮して、貨物と許可された数の乗員を安

全に輸送するために十分な空間、乾舷、と安定性を備えていなければならない。 

c. 長さが 20 ft (6 m) 未満のランチ (Launch) 式船舶・モーターボート・小型ボート (Skiff) 
は、浸水または冠水した後も水平に浮揚していられることを要求する 33 CFR 183 に適合して

いなければならない。 

d. 全ての開放キャビン型のランチ (Launch) 式船舶またはモーターボートは、「キル (デッ

ドマン) スイッチ」が備えられていなければならない。 

19.F.03 防火． 

a. 全てのランチ (Launch) 式船舶・モーターボート (船外機付きを含む) に備えられなけれ

ばならない消火器の最小数と定格が、表 19-1 に示されている。 

b. ガソリンまたは液化石油ガス動力による装置、または機器を船室その他の密閉区画内に

設置した全てのランチ (Launch) 式船舶・モーターボートには、46CFR 25.30-15 の要件に適合

した作り付けの自動 CO2 (二酸化炭素) 消火装置を備えなければならない。 

表 19-1 
 

ランチ (Launch) 式船舶/モーターボートに要求される消火器 
 

長さ 消火器 

26 ft (7.6 m) 未満 1-A:10-B:C を 1 個 

26 ft (7.6 m) 以上 1-A:10-B:C を 2 個 

 
19.F.04 浮揚計画書．ランチ (Launch) 式船舶またはモーターボートの運転者が遠隔海域で 4
時間より長く要すると予想される測量、パトロール、検査活動に従事する場合、または運転者
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が一人で航行する場合には、浮揚計画書が策定されなければならない。この計画書はボートの

運転者の監督者に提出されるが、少なくとも次の情報を含まなければならない: 

a. 当該船舶に関する情報 (形式／モデルまたは地元における識別番号) ; 

b. 搭乗する人員; 

c. 実施する作業; 

d. 出発予定時刻、経路、帰還時刻; 

e. 通信手段 (適切な通信手段が備えられていなければならない) 。 

19.F.05 全てのモーターボートの運転者は、次のトレーニングを終了して、その旨を文書化し

ておかなければならない: 

a. USCG 補助部門、米国安全ボート運用法管理協会 (NASBLA) 、またはその他の同等組織

の基準に適合した安全ボート運用課程; 

b. 当該運転者が操作すると予定されている形式のボートを対象に (内部または外部の) 有資

格指導員が行なうモーターボート操作トレーニング。運転者は筆記試験と実技試験に合格しな

ければならない ; 

c. 現在有効な USCG の免許を持つ者は、安全ボート運用課程を免除されるが、筆記試験と

実技試験には合格しなければならない; 

d. 政府従業員は、USACE が承認した 24 時間の初期安全ボート運用課程を修了し、ER 
385-1-91 に規定される再トレーニングを受けなければならない。 

19.F.06 USACE ランチ (Launch) ・モーターボート・小型ボート (Skiff) とボートトレーラー

は、ER 385-1-91 とメーカーの勧告に従って、検査、試験、修理、保守されなければならない。  

a. 検査は有資格者 (QP) によって行われ、結果は記録され、その書類は 5 年間保管されな

ければならない。 

b. ボートとボートトレーラーは、次のように検査されなければならない: 

(1) 毎回使用する前、 

(2) メーカーの勧告と USACE 要件に従って、定期的に。 
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19.G 浚渫 (しゅんせつ) ． 

19.G.01 喫水線下、または船体の内部にあるポンプ、吸引パイプまたは吐出パイプの修理ま

たは保守を行なう前に、ハシゴ (またはドラッグ・アーム) が (喫水線より上に) 引き上げられて

確実に固定されなければならない。この備えは、揚重機械の通常の固定に追加して行なうもの

である。また、適切である限り、吸引パイプまたは吐出パイプにブランク板、またはブロック

板が設置されなければならない。 

19.G.02 水面に浮遊させた浚渫パイプライン、構脚で支持された浚渫パイプラインは、夜間

と視界が悪い時間帯には、USCG の規則と 33 CFR 88.15 に従って適切なライトを点灯しなけ

ればならない。 

19.G.03 水中浚渫パイプラインと浮遊浚渫パイプライン． 

a. 水中パイプラインとパイプラインを固定しているアンカーは、パイプラインが船舶航行

水路を横断する個所では水路の底に敷設しなければならない。水中パイプラインの深度は、

USCG に報告され、公表される。 

(1) 浮遊式または半浮遊式パイプラインが使用される場合、浚渫作業者は、パイプラインが

確実に海底に着座しているように保証する。パイプラインを引き上げる必要がある場合は、適

切な間隔が設けられて維持されなければならない。パイプラインの全長にわたって適切なマー

クを取り付ける。 

(2) 水中パイプラインには、地元の USCG の要件に従って、監督部署 (GDA) の承認を得て

マークが取り付けられなければならない。 

(a) USCG が別途定めていない限り、水中パイプラインには特別のマークを取り付け、

USCG が認定した黄色の点滅灯を備える必要があるとみなされる。 

(b) “DANGER SUBMERGED PIPELINE” (「危険: 水中パイプライン」) と示した標識ま

たはブイなどの標示装置がパイプラインの始点と終点に設置される。加えて、標示装置が要求

される。 

(c) 海図上の深度を 10％超えて減少させる区域の始点と少なくとも 1000 ft (304.8 m) ごとに

標示装置を設置し、パイプラインの全長とその経路を明瞭に警告することが要求される。 

(d) 水中パイプラインの始点/終点をアンカー止めするためにハシケその他の船舶が使用され

る場合、このような船舶には 33CFR 88.13 に従って照明を付けられなければならない。 

(e) 船舶航行水路の中では、パイプラインの各末端は規則で定められたマーカー･ブイによっ
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て識別されなければならない。 

(f) 船舶航行水路の外で海図上の深度を 10％以上減少させる水中パイプラインの全長には、

パイプラインの全長とその経路を明瞭に示すために、オレンジ色のネオプレン･ブイなどの高視

認性ブイの全周に高視認性再帰反射テープを取り付けたものを 500 ft (152.4 m) 以下の間隔で

取り付けて識別される。 

(3) 水中パイプラインの常時点検が、強固にアンカー止めされていることを確認するために

行われなければならない。 

(4) 全てのアンカーと関連部材は、水中パイプラインが除去される時に除去しなければなら

ない。 

b. 浮遊パイプラインとは、水路の底にアンカー止めされていないパイプラインである。パ

イプラインは、水面と水路の底の間で上下動してはならない。 

c. パイプラインには、紛失 (漂流) 時またはその場所で動いている船舶を損傷した時に備え

て、所有者名が明確に表示されなければならない。  

19.G.04 浚渫工事は、浚渫パイプを含む浚渫ポンプ装置の一部が万一破損、破裂した場合に

も浚渫船が水没しないように設計しなければならない。監督部署 (GDA) から要求された時は、

このような設計が行われていることを裏付けるデータや計画書を提示しなければならない。 

19.G.05 浚渫船、支援バージ、支援ハシケ、タグボート、重機の動員、動員解除、場所替え

は、責任者の直接監督下で有資格者が行わなければならない。 

19.G.06 ホッパー型浚渫船は、人員の乗下船のための安全な手段と手順を備えなければなら

ない。 

19.G.07 浚渫ポンプを喫水線より下に設置した浚渫船には、ビルジ警報装置または停止装置

を備えなければならない。 

19.G.08 「ストーン・ボックス」が正圧下で作動している時には、その蓋は少なくとも 2 個

の積極的な手段で固定しなければならない。 

19.G.09 渫渫土の廃棄場． 

a. 飲料水．全ての浚渫土廃棄場においては、適切な飲料水の供給が行われなければならな

い。気温の高い時期には冷却水が供給されなければならない。携帯用の飲料水ディスペンサー

は、本規程の 2 章に準拠しなければならない。 
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b. トイレ設備．トイレ設備は、本規程の 2 章に従って備えられ、その要件に適合しなけれ

ばならない。 

c. 医療措置と応急手当に関する要件．全ての廃棄場監視人は、3 章に従って、応急手当と

心肺蘇生 (CPR) の資格を有していなければならない。ANSI Z308.1 に準拠した 16 品目型の救

急箱は、常時、少なくとも 1 個、現場に備えなければならない。救急箱は、環境の影響を受け

ないように保護しなければならない。 

d. 水陸両用掘削機は、メーカーの操作説明書に従ってのみ、操作される。操作マニュアル

の写しは、常に利用できるように掘削機の傍に備える。 

e. 照明．照明は、本規程 7 章の規定に従って、備え付けなければならない。廃棄場シェル

ター (投棄小屋) の近くの最小照明レベルは、5 フートカンデラでなければならない。 

f. 廃棄場シェルター (投棄小屋) ．  

(1) 廃棄場シェルター (投棄小屋) は、人員を悪天候と環境災害から守る手段として設置しな

ければならない。シェルターは、少なくとも 4 名の作業者を収容できる大きさでなければなら

ない。シェルターは、適切な作業者用座席、暖房装置、冷水器、全ての手工具と個人用保護装

置の保管スペースを備えていなければならない。シェルターは、換気用の操作可能窓と網戸を

備え、風雨を防がなければならない。 

(2) 全ての電気装置は、NEC に準拠しなければならない。全ての可撓電気コードは、酷使ま

たは極度の酷使に耐えるものでなければならない。擦り切れた、補修した、油が染みた、また

は摩耗したものは、全て使用を中止しなければならない。 

(3) 照明用の携帯型発電機は、本規程 11 章の要件に準拠し、シェルターの風下部に置かな

ければならない。 

(4) 化石燃料を使用する暖房は禁止する。 

(5)  全ての硬質断熱材は、偶発的な発火を防ぐため、不燃性材料で覆わなければならない。 

(6) 全てのシェルターには、少なくとも 1 本の多目的消火器を備えなければならない。  

19.H 大型平底船 (Scow) ・バージ． 

19.H.01 海洋投棄に使う 大型平底船 (Scow) には、人員が船舶の間を乗り移る必要がないよう

に遠隔操作による船底開放装置を備えなければならない。 



  EM 385-1-1 
2014 年 11 月 30 日 

 

19-24 
May 13, 2016 

19.H.02 曳航船と大型平底船 (Scow) の間で人員を安全に移送する手段は、19.B.02 に従って

備えなければならない。 

19.H.03 契約事業者は、大型平底船 (Scow) や貨物バージの曳航が禁止される悪天候・悪海象 
(潮流など) を、一般的に、また各現場ごとに、規定しておかなければならない。 

19.H.04 デッキ貨物バージとして使用される全てのバージと大型平底船 (Scow) は、デッキに

貨物を搭載するバージの完全な安定性確保に関する 46 CFR 174.010 から 174.020 に準拠しな

ければならない。 

19.H.05 全ての大型平底船 (Scow) と開放型のバージにおいて、船尾と船首の間を移動する人

員がホッパーの中に転落したり、船側から 6 ft (1.8 m) 以上下方にある構造物 (ドックや他の船

舶など) の上へ転落したりするのを防止するため、21 章と 19.C に記載された個人用墜落防止装

置またはその他の墜落防止装置が使用されなければならない。 

19.I 閘 (こう) 門とその運用． 

19.I.01 引火性のある危険貨物またはその他の危険物質を積載した船舶 (赤旗掲示船舶) が閘門

に接近して通過する間、この船舶から 50 ft (15.2 m) 以内の閘門構造上で、喫煙、裸火、その他

の引火源となるものが禁止されなければならない。 

a. 建造、保守、その他の航行とは無関係の作業が閘門構造の上または近くで実施されてい

る場合、閘門マスターは、このような作業の監督者に、赤旗掲示船舶の接近と通過に関する情

報を伝える。 

b. 閘門マスターまたは作業班の監督者は、自己判断に基づいて、赤旗掲示船舶の接近と通

過中、火気使用作業を一時中止させることができる。 

c. 作業班の監督者は、このような作業を開始する前に、赤旗掲示船舶と火気使用作業と喫

煙場所のような引火源の間に少なくとも必要最小距離 50 ft (15.2 m) を保つ安全区域を設定する。 

(1) 最小距離は、保守のため排水された時の閘門チェンバー内を垂直、水平方向に計られた

ものでなければならない。 

(2) このような区域は、人員が容易に識別できるようにするために、表示、障壁、その他の

方法で明示しなければならない。 

(3) このような区域の位置とその中で実施することが規制される作業は、作業危険分析 
(AHA) に含められ、作業開始前に作業者に伝えなければならない。 
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19.I.02 レジャー用、商業レクリエーション用船舶は、赤旗掲示船舶と共に閘門チェンバー内

に滞留させてはならない。 

19.I.03 赤旗掲示船舶の閘門通過． 

a. 閘門への接近水路における河川交通が少ない場合には、2 隻の赤旗掲示船舶/曳航船の同

時閘門通過、または、非危険貨物を運搬するその他の船舶/曳航船、危険貨物を運搬する船舶/
曳航船の同時閘門通過は、認めてはならない。 

b. 閘門への河川接近水路が混雑している場合、レジャー船舶を除き、上述した船舶/曳航船

の同時通過は、次の条件下でのみ認めなければならない: 

(1) 最初に入る船舶/曳航船と最後に出る船舶/曳航船が安全に通過した後で、他の船舶/曳航

船が閘門を通過する; 

(2) 危険貨物を運搬する船舶または曳航船から漏出がない; 

(3) 関係する全マスターが、閘門チェンバーの共同使用に関して同意している。 

19.I.04 引火性または高度に危険な貨物を運搬する船舶は、他の全ての船舶と分けて、通過さ

せる。危険物は、49 CFR 171 に規定されている。引火性物質は、米国防火協会 (NFPA) の防火

基準で定義されている。 
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第 20 章 
 

圧力装置/機器とシステム 
 
20.A 通則． 

20.A.01 検査と試験 – 通則． 

a. 圧力装置/機器とシステムは、その使用を開始する前と、修理/改造の後に、検査と性能

試験が行われなければならない。 

b. 頻度．州法や地方の規程が、より高い頻度での検査を指示していない限り、仮設や可搬

式の圧力装置/機器とシステムは、6 ヵ月を超えない間隔で検査され、恒久的な設備は、最低 1
年に 1 回検査されなければならない。 

c. 新しい圧力容器．使用を開始する前の圧力容器の検査は、ASME「Boiler and Pressure 
Vessel Code」に従って実施されなければならない。 

d. 使用中の圧力容器．使用中の圧力容器の検査は、ボイラー/圧力容器検査官全国委員会 
(NBBI) の「National Board Inspection Code」に従って実施されなければならない。 

e. 有資格検査員．検査と試験は､ASME 規程か NBBI に従い、有資格者により行われること｡ 

20.A.02 使用中の圧力容器の水圧試験． 

a. 州/地方の規程によって別に定められていなければ、使用中の火なし圧力容器の水圧試験

は、次の場合に行われなければならない: 

(1) システムの整合性や、蓄えられた圧力を保持する能力に影響する可能性のある修理/改造

の後、有資格の検査員の判断によって、そして 

(2) メーカーの勧告 と/または、メーカーと相談の上､有資格の検査員の勧告に従って－ それ

は、次のような場合かもしれない: 

(a) 容器が据付けられる時; 

(b) 休止の後、容器の使用を再び開始する時; 

(c) 3 年毎 (設置した時から); 
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(d) 容器が腐食したり、他の劣化が見られる場合; そして/または、 

(e) 検査の際に、試験を必要とするような状態が見つかった場合。 

b. 次の火なし圧力容器は、この要件から除外される: 

(1) 15 psi (103.4 kPa) を超えない最大許容圧力で設計された容器; 

(2) 内容積が 5 ft 3 (0.14 m3) 以下で、最高圧力が 100 psi (689.4 kPa) の容器; 

(3) 圧力が 100 psi (689.4 kPa) を超えず、温度が 200°F (93.3℃) を超えない水を収容する、

圧力タンク; 

(4) 水を収容する、圧力が 15psi (103.4kPa) を超えない 恒久的な給気ラインが取付けられた

圧力タンクで、温度が 200°F (93.3℃) を超えないもの; 

(5) 消火器．＞ 9 章を参照。 

(6) (オイルを充填した (調速機) 圧カタンクのような) 点検口の付いた容器に対する水圧試験

は、修理/改造したり､劣化したタンクについてのみ実施される必要がある。劣化を判定する検

査は、外側の状態に対して 2 年に 1 回、内側の状態に対して 4 年に 1 回 実施されること｡ 

20.A.03 検査と試験の記録は、要求があり次第、閲覧できなければならない。機器の運用の前

に、容器の制御装置の近くに証明書が掲示され、保持されなければならない。 

20.A.04 加圧ガス/空気を用いた試験． 

a. 構造上の整合性や、空気などの加圧された気体を用いた 漏れに関する試験は、次の場合

を除き、禁止する: 

(1) API (米国石油協会) の基準に基づく、石油/オイル/潤滑油 (POL) 貯蔵タンクの試験、ま

たは、 

(2) 該当するメーカーの全ての仕様書で認められた、または、該当する規程で指定された 

試験。 

b. 加圧空気/ガスを使った試験は、GDA に提出されて受理された、担当責任者 (CP) が作成

した 詳細な試験手順を用い、メーカーの勧告で指定された 具体的な規程や規格の範囲内で 実
施されなければならない。CP は、試験手順を監督する責任があり、試験を実施する全ての作

業者は、この手順､危険､低減策を熟知していなければならない。品質保証/管理では、全ての要
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件の厳密な実施を保証しなければならない。 

c. パイプやシステム設置に関する最初の準備会議の後、2 カ月以上後に、中間/最終 受入試

験が想定されている場合、試験手順と AHA を再検討するため、試験直前に、追加の準備会議が

開催されなければならない。 

20.A.05 圧力装置/機器とシステムが、不安全な運用状態にあると認められる場合、制御装置

に､「不安全な加圧システム － 使用禁止 (UNSAFE PRESSURIZED SYSTEM - DO NOT USE) 」
の表示札が付けられ、不安全な状態が是正されるまで、使用が禁止されなければならない。 

20.A.06 圧力装置/機器とシステムは、有資格の､指名された者のみによって 操作され、メンテ

ナンスされなければならない。 

20.A.07 圧力装置/機器とシステムの通常の作動圧力は、設計圧力を超えてはならない。 

20.A.08 すぐに修理/調整する場合と、適切なロックアウト/タグアウト手順を用いて動力が遮

断され､圧力が開放された後を除いて、安全装置が外されたり、無効にされたりしてはならない｡ 

20.A.09 圧力のかかっている 装置/機器とシステムの、修理/調整を行うには、書面による安全

離隔手順を必要とする。 

20.A.10 安全弁、リリーフ弁、吹き出しコックからの放出口は、人に危険をもたらさない場所

に設置されなければならない。 

20.A.11 マスターバルブと制御装置は、床から操作できる位置に設置されるか、それらへの安

全なアクセス/接近手段が設けられなければならない。 

20.A.12 全ての圧力装置/機器とシステムには、圧力計がなければならない。圧力計は、良好

な動作状態でなければならない。 

20.A.13 全ての圧力装置/機器とシステムには、安全/リリーフ弁がなければならない。 

a. 安全リリーフ弁の設定値は、作動圧力の 10％を超えないことが推奨される。安全リリー

フ弁は、そのレシーバーやシステムの最大許容圧力を超えて設定されてはならない。 

b. 圧力容器/圧力発生装置と、安全/リリーフ弁との間、または、安全/リリーフ弁と、環境

との間に、弁が取付けられてはならない。 

c. 安全リリーフ弁の調整と設定は、弁の調整用に設計された機器を用い、訓練を受けた機

械工によって行われなければならない。弁は、調整後、封印されなければならない。 
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d.  安全/リリーフ弁が作動しないにもかかわらず、計器上で最大許容作動圧力を超える圧

力が記録された場合、直ちに圧力計が調査されなければならない。調査の結果、安全/リリーフ

弁の作動不良が発見された場合、安全/リリーフ弁の調整/取替えが完了するまで、圧力装置/機
器は使用が中止されなければならない。 

20.A.14 配管は、ASME B31 の要件に適合しなければならない。 

20.A.15 手動で操作する圧力装置/機器で、手から離した場合、急に動いたり､回転するものは、

自動停止装置か、デッドマン型の制御装置がなければならない。 

20.A.16 自動遮断弁が使用されている場合を除き、機械と高圧ホースの接続部と、高圧ホース

間で、安全結束か､適切な二重ロック装置が使用されなければならない。 

20.A.17 高圧ホースとの接続部には、安全結束/ウィップチェック (継手吹き飛び防止装置)が
確実に取付けられなければならない: 

a. 安全結束は、柔軟な紐で連結された 2 つの金属製ホースクランプで構成されなければな

らない。金属製のホースクランプは、ワンタッチ式カプラー (継手) とは別に、ホース端部へ取

付けられなければならない; 

b. 柔軟な紐とは、適切な強度のケーブル、チェーンや、ワイヤでなければならない。ワン

タッチ式カプラー (継手) を介したワイヤやピンは、安全結束として使うことは認められない。 

20.A.18 全ての圧カシリンダー、作動ブーム、アウトリガー、その他の荷重支持装置には、圧

力系統で不具合が起きた場合に動かないようにするため、パイロットチェック弁、ホールディ

ング弁や、確実な機械的ロックがなければならない。圧力系統の部品の取替えには、メーカー

の規格と同等の、新品を用いなければならない。 

20.B 圧縮空気/ガス システム． 

20.B.01 規格． 

a.  空気レシーバは、ASME「Code for Unfired Pressure Vessels」に従って製作されなけれ

ばならない。 

b. 使用される全ての安全弁は、ASME「Code for Unfired Pressure Vessels」に従って製作､

取付け、試験、メンテナンスされなければならない。 

20.B.02 アクセスと防護． 
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a. コンプレッサーと関連機器には、操作/メンテナンス/修理のため、機器のあらゆる部分

への、安全なアクセス/接近手段がなければならない。 

b. 弁、指示装置、制御装置のような安全機器は、天候などの如何なる条件下でも、簡単に

作動不能にならないよう、製作、配置、設置されなければならない。 

20.B.03 空気ホース、パイプ、弁、フィルター、その他の部品は、メーカーによる圧力定格の

あるものを使用し、この圧力を超えてはならない。欠陥のあるホースは、使用を止めなければ

ならない。 

20.B.04 ホースは、つまずきの危険を引起すので、ハシゴ、階段、足場、通路に置いてはなら

ない。 

20.B.05 清掃用の圧縮空気． 

a. 手、顔、着衣から ほこりを吹き飛ばすため、圧縮空気を使用することは禁止する。 

b. 30 psi (206.8 kPa) 未満に減圧し、効果的なチップガード (飛来物の保護) と PPE (顔面シ

ールドと安全めがね) を装備している場合を除き、圧縮空気が、清掃目的に使用されてはなら

ない。この 30 psi (206.8 kPa) の要件は、コンクリート型枠、ミルスケール、同様の清掃目的

に使用する場合は適用されない。 

20.B.06 杭打機のような機器/装置に使用される場合、内径が 0.5 in (1.2 cm) を超える全ての

空気ラインは、ホースが破損した場合に減圧するため、供給源や分岐配管に、安全装置がなけ

ればならない。 

20.B.07 調速器． 

a. 誘導電動機や同期電動機で駆動される場合を除き、全てのエアコンプレッサには、アン

ローダーとは別に、調速器がなければならない。 

b. エアコンプレッサが、エンジンやタービン駆動である場合は、アンローダーが作動した

時に空転を避けるため、調速器に補助制御装置がなければならない。 

20.B.08 全てのエアコンプレッサは、吐出圧力が、その系統の中で最も弱い部分に許容される

最大作動圧力を超える前に、その空気圧縮動作を自動的に停止させる構造でなければならない｡ 

a. この自動停止メカニズムが 電気的に作動する場合、コンプレッサに運転を継続させる位

置に、電気接点がロックしたり溶着しないよう、作動装置が設計/製作されなければならない｡ 
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b. エアバイパス装置や､空気の警報装置は、代替手段として用いられてもよい。 

20.B.09 引火性物質と 有害なガス/蒸気/粉じんが、圧縮機と圧縮機の吸気口に入らないよう、

また、コンプレッサの吸気口に、蒸気/水/ごみが吹き込んだり、吸い込まれたりしないよう、

対策が取られなければならない。 

20.B.10 吸気口のあるエアコンプレッサの吸気管に、弁が取付けられてはならない。 

20.B.11 コンプレッサから空気レシーバーへの空気吐出管は、エアコンプレッサの吐出開口部

と、少なくとも同じ大きさでなければならない。 

20.B.12 空気レシーバーと、据付けられた圧縮空気を利用する各機器との間には、作業者にと

って便利な位置に、停止弁がなければならず、空気ホースが取付けられるようになっている各

出口にも停止弁がなければならない。 

20.B.13 コンプレッサとレシーバーの間に停止弁が設置される場合、エアコンプレッサと停止

弁の間に、ばね式安全弁がなければならない。 

a. このような安全弁の能力は、空気吐出管の管内圧力を、配管の作動圧力の 10％を超えな

いように制限するに十分なものでなければならない。 

b. 停止弁は、ゲート式とすべきである。グローブバルブが用いられる場合、圧力がシート

の下側にかかるよう、そして弁に凝縮水が溜まらないよう、設置されなければならない。 

20.B.14 圧縮空気/ガスのシステムには、膨張、収縮、脈動、振動に対する対策が取られなけ

ればならない。 

20.B.15 配管には、管内の液体を取除くため、トラップ等の装置がなければならない。 

20.B.16 空気吐出管は、オイルポケットが発生しないように設置されなければならない。 

20.B.17 空気レシーバーの設置と位置． 

a. 空気レシーバーは、全ての排水口、ハンドホール、マンホールに人が接近できるように

設置されなければならない。 

b. 空気レシーバーには、全ての外部検査ができるよう、また外部表面に腐食が発生しない

よう、十分な間隔を確保しなければならない。 

c. 空気レシーバーは、地中に埋められたり、アクセスできない場所に置かれてはならない｡ 
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d. レシーバーは、吐出管をできるだけ短くするように配置されなければならない。 

e. 水分とオイル蒸気の凝縮を促進するため、レシーバーは、涼しい場所に配置されなけれ

ばならない。 

20.B.18 蓄積したオイルと水を取除くため、全ての空気レシーバーの最も低い位置にドレンバ

ルブが設置されなければならない。 

20.B.19 ドレンバルブに追加して、自動式トラップが設置されてもよい。 

20.B.20 空気レシーバーのドレンバルブは、開放され、レシーバー内に液体が過剰に蓄積しな

いよう、十分な頻度でドレン抜きが行われなければならない。 

20.B.21 機器に供給する空気ラインにある停止弁が閉鎖されるまで、工具の交換や、修理作業

が行われてはならない。 

20.B.22 装置の清掃には、石鹸水や､無害で非引火性の適切な溶液を用いることができる。 

20.B.23 圧縮空気を利用機器に接続するため使用されるホースとホース接続部は、受ける圧力

と使用目的に合わせて設計され、メーカーの勧告に従って使用されなければならない。 

20.C ボイラーとシステム． 

20.C.01 蒸気ボイラーと圧力容器の、建設、運用、保守、検査には、ASME「Boiler and 
Pressure Vessel Code」の規定が適用される。 

20.C.02 検査． 

a. 燃焼装置の作動に影響する全ての安全装置は、ある弁を閉鎖しても､熱源から隔離される

ことのない場所に設置されていることを確かめるため、点検されなければならない。 

b. 証明書が発行されている 12 ヶ月の間に、大規模な構造上の修理が実施されたり、移設

されたボイラーは、再検査され、運用前に新しい証明書が掲示されなければならない。 

20.C.03 運用を開始したり、制御回路や安全装置の修理後に運用を再開するボイラーは、数回

のサイクルか 24 時間のうち 長い方の時間、制御装置が機能するまで、オペレーター１人が付

いていなければならない。次の情報を含む 運転試験の報告書が、GDA へ提出されなければな

らない：時間、日付、試験の期間、ボイラーの水圧、ボイラーのメーカー･種類･形式･製造番号、

設計圧力と定格能力、バーナーのガス圧、ボイラー出口の排ガス温度、ボイラー外装の表面温

度。全ての指示計器は、30 分おきに値を読み、記録しなければならない。 
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20.C.04 水管ボイラー以外の全てのボイラーには、可溶栓がなければならない。 

a. 可溶プラグの取替えは、ASME, Boiler and Pressure Vessel Code が推奨する検査と同時

に行わなければならない。 

b. 検査と検査の間に、可溶プラグを取替える必要がある場合は、その状況と、取外し/取付

けたプラグの製造番号とヒートナンバーを記入した報告書が、責任あるボイラー検査官に提出

されなければならない。 

20.C.05 全てのボイラーには、全国的に認知された試験機関が認定した、水柱管、液面計ガラ

ス、トライコックがなければならない。 

a. 液面計ガラスと水柱管には、ガードがなければならない。 

b. 水柱管への接続部に遮断装置が用いられる場合、それらは承認されたロック式またはシ

ール式でなければならない。 

20.C.06 全てのボイラーには、全国的に認知された試験機関が認定した、吹出しコック/弁が

なければならない。吹出し管は、運転者が漏出に気付くように配置されなければならない。 

20.D 圧縮ガス容器 (ガスボンベ) ． 

20.D.01 圧縮ガス容器は、49 CFR 171 から 179 まで、CGA (圧縮ガス協会) Ｃ-6 とＣ-8 に従

って、目視で検査されなければならない。 

20.D.02 軍所有の全ての容器は、米国軍用規格 (MIL-STD) 101B に従い、カラーコードが施さ

れ、中のガスの名称が表示されなければならない。 

20.D.03 保管．＞ 20.D.10 も参照。 

a. 容器は、換気の良好な場所に保管されなければならない。 

b. 同じガスを収容する容器は１つのグループとし、他と分けて保管されなければならない。

空の容器には「空」と表示し、同様に保管されなければならない。 

c. 保管中の容器は、引火性/可燃性の液体や、引火し易い物質 (木材、紙、包装材料、オイ

ル、グリース 等) から、少なくとも 40 ft (12 m) 離されるか、最低１時間の耐火能力がある防火

壁で分離されなければならない。 

d. 酸素/酸化性ガスを収容する容器は、燃料ガスの容器から、少なくとも 20 ft (6 m) 離され
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るか、最低 1 時間の耐火能力がある防火壁で分離されなければならない。 

e. 危険なガスを保管するエリアには、適切なプラカード/掲示がなければならない。 

 例外: ガスが 24 時間以内に容器から引き出されることを合理的に予想できる場合、容

器は「使用中」とみなされ、これらの保管要件は適用されない。 

20.D.04 容器が、保管、取扱い、使用される場所では、喫煙は禁止する。 

20.D.05 容器は、物理的損傷、電流、極端な温度から保護されなければならない。容器の温度

が、125 F (51.7℃) を超えてはならない。 

20.D.06 酸素とアセチレン (または他の燃料ガス) を収容する容器が、密閉区画に持込まれて

はならない。 

20.D.07 容器弁と弁キャップ． 

a. 容器が 保管/輸送される時、使用されていない時、空の時は、容器弁は閉鎖されなけれ

ばならない。 

b. 容器が 保管/輸送される時や、レギュレータが付けられていない時は、容器の弁キャッ

プが取付けられなければならない。 

20.D.08 使用中の、全ての圧縮ガス容器は、頑丈な固定式/可搬式ラックか、台車に固定され

なければならない。 

20.D.09 クレーン/ホイスト/デリックで運ばれる 圧縮ガス容器は、釣り台、網、スキップパン

に入れて 安全に運搬されなければならない。容器メーカーの取扱説明書で、別の容器取扱い方

法を認めている場合を除き、直にスリング/チェーン/磁石を用いて運搬されては絶対ならない。 

20.D.10 圧縮ガス容器は、吊上げられる場合以外、常に直立させて固定されなければならない 
(アセチレン容器は、決して水平に寝かせてはならない) 。アセチレン以外の容器に関しては、

輸送のため、水平に配置することが許可される。 

20.D.11 容器の使用中は、バルブ用レンチ/ハンドルが、操作位置になければならない。 

a. バルブは、ゆっくりと開けられなければならない。 

b. 燃料ガス容器の 急速閉止弁は、1 ½ 回転を超えて開けられてはならない。 

20.D.12 容器は、特定の圧縮ガスを収容する、設計用途以外に使用されてはならない｡ 
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20.D.13 容器は、有資格者以外の者によって再充填されてはならない。 

20.D.14 容器は、容器やバルブを無力化させたり、損傷させないよう扱われなければならない。 

20.D.15 もし安全に移動できるのであれば、漏れのある容器は、屋外の孤立した場所に移動さ

せ、弁をわずかに開いて、ガスを徐々に放出させなければならない。 

a. 人と、全ての引火源は、少なくとも 100 ft (30 m) は遠ざけられなければならない。 

b. 健康や燃焼の危険に対する人の保護を保証するため、計測が行われなければならない｡ 

c. ガスの放出後、容器には、｢欠陥品 (DEFECTIVE)｣ のタグが付けられなければならない｡ 

20.D.16 異なったガスを収容する複数の容器から、同時に、互いの近くで、ガスが放出されて

はならない。 

20.D.17 有毒ガスを収容している容器からの放出は、環境に関する法規と、圧縮ガス容器から

のガス放出について特に検討して､軍に受理された APP と AHA に従い、有資格者による直接の

監督下でのみ、実施されなければならない。 

20.D.18 酸素ボンベと付属品は、オイルやグリースから離して置かれなければならない。 

a. 容器、容器弁、継手、レギュレータ、ホースその他は、オイルや油性の物質から離され､

オイルの付いた手や手袋で取扱われてはならない。 

b. 油分のある面、油分を含んだ布類、燃料油や他の貯蔵タンク/容器に向けて、酸素が吹き

付けられてはならない。 

20.D.19 関連する計器類を含む 酸素と燃料ガスのレギュレータは、使用中、適切な作動状態

に保たれなければならない。 
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第 21 章 
 

墜落保護 
 
21.A 通則．本章の要件は、高所で作業する時に、墜落の危険にさらされたり、墜落保護装置

を使用する、軍と契約業者のすべての作業者に適用される。軍の恒久的施設を所有/運用する、

あらゆる契約業者と USACE は、墜落保護プログラムを作成、実施、管理する責任がある。 

21.A.01 墜落保護に関する閾値． 

a. 以下で別途規定されていない限り、本規程が適用される全ての作業で、墜落保護が要求

される閾値となる高さは、軍/契約業者の作業者 どちらが実施する作業であれ、6 ft (1.8 m) で
ある。作業には、鉄骨組立て作業、プレハブ金属建物や住宅 (木造) 建設、足場作業等がある｡ 

b. USACE が所有/運用する、隣接した床面や地表面から 4 ft (1.2 m) 以上高く、側面が開放

されている床面や架台、保護されていない端部のある、全ての恒久的施設。24.A.01.d.を参照。 

 注記 1: 海上施設と船舶は、19.D と 19.E で特記されている場合を除き、当該要件か

らは除外される。 
 

 注記 2: 掘削現場での墜落保護に関する要件は、25.A.02 を参照。 
 

 注記 3: 本章における CP と QP という用語は、墜落保護に関する 担当責任者 (CP) と
有資格者 (QP) を意味する。＞ 21.B.02、21.B.03、補遺 Q を参照。 

21.A.02 次の状況において、墜落の危険にさらされる作業者は、標準ガードレール (21.F.01.b
を参照)、作業架台、仮設床、安全ネット、工学的墜落保護システム、個人用墜落阻止装置や、

同様のシステムを使用して、下のレベルへ墜落しないよう保護されなければならない: 

a. 作業者が、保護されていない側面や端部、アクセス経路、高さ 20 ft (6 m) を超える固定

ハシゴ、保護されていない屋根の端部や床の開口部、穴、天窓、グラつくような面、縁端部で

の作業、足場、型枠、作業架台、配筋作業、鉄骨組立て、プレファブ金属建物からの、墜落の

危険にさらされる場合は常に; 

b. アクセス経路や作業架台が、水、機械、危険な作業現場の上にある場合; 

c.  作業者が 6 ft (1.8 m) 以上墜落する可能性のある、鋼矢板、H 型鋼、コファダムの部材

や、他のインターロッキング部材を、設置/撤去している時; 

 注記: 墜落保護としての､鋼矢板用あぶみ (鋼矢板の頂部につける) の使用は禁止する。 
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d. 任意の高さから、危険な機器/設備の上、危険な環境の中、棒/杭状のもので串刺し状に

刺し貫かれる危険があるものの上に、墜落する可能性がある場合; 

e. 鉄骨組立て作業において、複数の作業者 (鉄骨鳶) が､同じ接続箇所で作業している場合、

構造部材の一方の端部を接続し終えてから、他方の端部に移動しなければならない。このよう

な作業者は常に、100％ 命綱がフックされた状態でなければならない。 

21.A.03 高所で働く作業者保護のために、墜落の危険を低減させる、または、墜落保護の手段

を選択/使用する 順序 (危険低減策の階層) は、次の通りとする: 

a. 除去: 作業エリアから危険を除去する、または、墜落の危険にさらされるような高所で

作業する必要性を排除するため、職務、工程/手順、管理方法 等を変更する (すなわち、屋根ト

ラスを地上で組立ててから所定の位置につり上げる、または、高い位置にある計器や弁を作業

者の高さまで下げる設計変更 等である)。この危険低減策が、最も有効である; 

b. 防止 (受動的な、または同等のバリア): ガードレール、壁、カバー、パラペットのよう

な、それと同レベルのバリアを設置することで、作業エリアから墜落の危険を隔離/切離す; 

c. 作業架台 (移動型/固定型): 作業場所へのアクセスを容易にしたり、高所作業時に墜落か

ら作業者を保護するため、足場、シザースリフト、作業台、高所作業用リフトを使用する。＞ 
22.S を参照; 

d.  個人用保護システム/装置: 次の墜落保護システムを使用する (以下の優先順で): 抑止

装置、身体支持装置、個人用墜落阻止装置。全てのシステムでは、フルハーネス、接続装置 
(ランヤード)、安全なアンカーを使用する必要がある。 

e. 管理的低減策: 高所から墜落する危険を減らす､新しい作業方法を取り入れる、または、

墜落の危険に近づかないよう､人に警告する (すなわち、警告システム、警告境界線、警報器、

標識、具体的な墜落の危険を認識させるための作業者に対するトレーニング) 。 

21.A.04 ガードレールで保護された場所で、6 ft (1.8 m) 以上の墜落の危険に作業者をさらす、

スティルト (高所作業用竹馬) の使用や、歩行/作業床面から高くした架台/床面で作業する場合

は、そのスティルト、かさ上げされた架台、床面や、作業台から 42 in (107 cm) の高さを維持

するよう、ガードレールの高さが引上げられなければならない。 

21.A.05 建設作業中に、検査/調査/評価を行う間、墜落の危険にさらされる従業員に対して、

墜落保護が要求される。 
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21.A.06 工事の開始前や完了後、保護されていない屋根の縁端部から 6 ft (1.8 m) 以内で、検

査/調査/評価を行う場合は、墜落保護が要求される。この業務に関する AHA は、CP によって

作成/検討された後、GDA に提出され、審査、受理されなければならない。＞ 図 21-1 を参照。 

21.A.07 工事の開始前や完了後、保護されていない屋根の縁端部から 6 ft (1.8 m) より離れて

検査/調査/評価を行う場合は、墜落保護がなくてもよい。この AHA は、CP によって作成/検討

された後、GDA に提出され、審査、受理されなければならない。＞ 図 21-1 を参照。 

21.A.08 メンテナンス作業中 (すなわち、屋上の HVAC や他の機器/設備の点検/整備) に、検査

や調査を行う時には、墜落保護が要求される。 

 

21.B 役割と責任． 

21.B.01 墜落保護プログラム管理者 (ANSI Z359.2 に基づくプログラム管理者)．プログラム管

理者は、墜落保護プログラムを 総合的に策定、実施、モニタリング、評価する責任がある。こ

の者が 適切にトレーニングされている場合、QP、CP、CP/QP のトレーナーや、有資格の救助

トレーナーとしての役目を果たすこともできる。プログラム管理者は、次の要件を満たさなけ

ればならない: 

6 ft 制限エリア
階段やハッチ

による、安全

なエリアへの

アクセス/ 
接近手段 

安全なエリア 

安全エリア内で、屋根の検査/調査/評価を行う場合は、

FP はなくてもよい。 

  制限エリア 

ハシゴを用いた 100％ 通過のみの

エリア (黒塗り部分) を通る、安全

なアクセス/接近手段 

 
 保護されていない 
 屋根の縁端部 

 
図 21-1 

接近/安全区域のコントロール方式 

制限エリア内で、屋根の検査/調査/評価を行う時には、墜落保護が必要である。
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a. 21.C に述べられているとおり、適切にトレーニングされている; 

b. 管理者、従業員、その他の者に、墜落保護プログラムに関するあらゆる事柄について、

助言し指導する; 

c. 墜落保護プログラムで要求される、全ての職務と責任を明確にし、それを実行するため

トレーニングされた、資格のある者を割り当てる; 

d. 従業員が、彼らの責任を果たすために、必要な資源を提供されているか確認する; 

e. 新たな/既存の 墜落の危険を特定して、除去/低減するための手順を確立し、実行する; 

f. 墜落保護防止計画書 (fall protection and prevention plan：ANSI Z359.2 の､墜落保護手順

書) と、救助計画書 (rescue plan：ANSI Z359.2 の､救助手順書) の、適切な作成と実行を確実に

する。 

g. エンドユーザ (ANSI Z359.2 の､許可を得ている者) 、CP、QP、その他必要な者に、適切

なレベルのトレーニングを提供する、または、それが行われることを保証する; 

h. 高所からの墜落に関係する、全ての災害調査 (ニアミス､事件､事故) に参加する (自ら参

加するか、調査を実施する資格のある者を指名する) ; 

i. 定期的にプログラム評価を行い、墜落保護プログラムの有効性を評価、査定し、必要に

応じて改善する。 

21.B.02 墜落保護の QP．QP には、墜落保護プログラムを技術的に支援する責任がある。QP
は、次の要件を満たさなければならない: 

a.  墜落保護と救助のための 装置やシステムに影響する、要件、装置/システム、物理科学､

工学原理に関する 高い理解力と最新の知識がある; 

b. 適切な墜落保護と救助のための装置を選択する能力がある; 

c. 証明されたアンカーと水平命綱の、設計、選択、設置、検査を監督する; 

d. 21.C で述べられたとおり、適切なレベルにトレーニングされている。 

21.B.03 墜落保護の CP．CP には、墜落保護プログラムの 直接的な監督、実施、モニターを

行う責任がある。CP は、次の要件を満たさなければならない: 
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a. 21.C で述べられたとおり、適切なレベルにトレーニングされている; 

b. エンドユーザが危険にさらされる前に、全ての墜落の危険を特定するため、墜落危険の

調査を行う; 

c. 墜落の危険と、振り子状態での墜落を制御するため、職場の業務に関する制限を特定し､

評価し、それを定めて、墜落保護システムの利用が認められた全従業員に、全ての制限事項を

伝達する; 

d. 作業が不安全であると判断された場合は、直ちに作業を中断し、墜落の危険を軽減する

ため迅速な是正措置を取る、権限を持つ; 

e. プログラム管理者の指示により、墜落保護防止計画書を 作成、更新、検討、承認する; 

f.  実施されるべき 追加的な行為や手順、トレーニングを決めるため、職場の業務の変化

に応じて、手順を見直す; 

g. 全ての業務のため、救助計画書が作成されていることを保証する; 

h.  墜落保護防止計画書に、エンドユーザが墜落の危険にさらされる時､使用を要求される､

墜落保護システム、アンカーの場所、接続手段、身体の支持具、その他の装置を明記する; 

i. 証明されていないアンカーの 選択、設置、使用、点検を監督する; 

j. 高所で作業するエンドユーザが、トレーニングされ、高所作業の許可を得ていることを

証明する; 

k. エンドユーザが、職場の業務に関する 墜落保護防止/救助計画書と手順について、適切

に知識を得ていることを保証するため、墜落保護防止/救助計画書と手順を、定期的に、また必

要に応じて見直す; 

l. 使用される救助計画書と手順により、エンドユーザの迅速な救助が可能であることを保

証する; 

m. 高所からの墜落に関係する、全ての災害の調査に参加する; 

n. ダメージを受けたり 作動した、全ての墜落保護具は、直ちに現場から撤去されることを

保証する; 

o. 全ての墜落保護具を、メーカーが求める頻度で検査する。 
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21.B.04 エンドユーザ．エンドユーザは、職場の業務を理解し、墜落保護と救助のシステム/
装置の使用に関する、CP の方針、手順、指示に従わなければならない。＞ トレーニングの要

件について、21.C を参照。エンドユーザは、次の要件を満たさなければならない: 

a. エンドユーザや他の者に､傷害を負わせる可能性のある、全ての不安全/危険な状態や行

動について、CP に知らせる; 

b. 自分の墜落保護装置とシステムを、適切に 使用、点検、保守、保管、手入れする; 

c. 毎回使用する前に、全ての墜落保護装置のダメージや欠陥を検査する。エンドユーザは､

これらの問題を CP に知らせなければならず、その装置を使用してはならない。 

21.B.05 救助責任者．救助責任者は、エンドユーザが高所で作業を開始する前に、計画的救助

の可能性を予想し、効果的な救助計画/手順と方法が準備されていることを保証する責任がある。

この役目は、現地の救急隊、組織内の専門家、CP や QP、他の契約サービスで行われてもよい。

加えて、救助責任者は、次の要件を満たさなければならない: 

a. 経験と、最新の墜落保護と計画的救助の規則、規格、装置/システムに関するトレーニン

グを通じ 実際的な知識を得るため、適切にトレーニングされている。＞ 全てのトレーニング

に関する要件は、21.C を参照; 

b. エンドユーザが高所作業を開始する前に、救助計画書と手順を、作成、更新、検討、承

認する; 

c. 全ての認定救助員が、適切にトレーニングされ、救助活動に習熟していることを証明す

る; 

d. 高所から安全かつ効果的に救助するために必要な資源を特定し、これらの資源が迅速な

救助のために利用できることを証明する; 

e. 高所からの救助に伴う危険と、その危険を救助エリア内で軽減する方法を知っている; 

f. 救助装置が、ダメージから保護されることを証明する; 

g. 救助計画、手順、能力が、少なくとも 1 年に 1 回評価され、不備が是正されていること

を証明する。 

21.B.06 認定救助員．認定救助員は、墜落保護システムにぶら下ったり、固定された人の職場

での救助や、救助を支援する責任がある。認定救助員は、次の要件を満たさなければならない: 
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a. 経験とトレーニングを通じて、救助を実行するために必要な全ての装置の、選択、使用､

保管、手入れについて、実際的な知識と経験を持つ; 

b. 救助責任者によって作成された手順に従って 救助装置を検査し、装置が適切な動作状態

にあり、救助のため安全に使用できるようにする;  

c. 適切なレベルにトレーニングされ、救助作業中に救助員が直面する危険を認識していな

けれればならない。＞ 認定救助員のトレーニング要件に関しては、21.C を参照。 

21.C トレーニング． 

21.C.01 墜落保護プログラムに関連する全ての者のトレーニング (プログラム管理者、QP、
CP、エンドユーザ、認定救助員と救助責任者、墜落保護に関するトレーナー) は、ANSI/ASSE 
Z359.2, Minimum Requirements for a Comprehensive Managed Fall Protection Program の通り

でなければならず、ANSI/ASSE Z490.1, Criteria for Accepted Practices in Safety, Health and 
Environmental Training に従わなければならない。墜落保護プログラムに関連する全ての者の再

トレーニングは、ANSI/ASSE Z359.2 に定められた要件にも準拠していなければならない。 

21.C.02 墜落保護プログラム管理者のトレーニング．プログラム管理者のトレーニングは、

CP のトレーナーか、QP のトレーナーによって実施されなければならない。 

a. プログラム管理者は、最新の墜落保護規則、要件、基準、装置、システムに関する 実際

的な知識がなければならない。トレーニングは、ANSI/ASSE Z359.2 に定められたことを網羅

しなければならない。 

b. USACE が所有/運用する恒久的な施設の場合、プログラム管理者は、1 年に 1 回 少なく

とも 1 時間の、墜落保護と救助に関連した 情報提供のための会議/トレーニングに参加するこ

とで、再トレーニングとしなければならない。 

21.C.03 墜落保護の QP．QP は、QP として仕事をする上で直面する、全ての墜落保護装置/
システムの適切な検査、組立て、使用について、QP のトレーナーによってトレーニングされ

なければならない。QP が、その職務に熟達した状態を維持するために必要なトレーニングの

頻度と長さは、その QP が責任を有する 墜落保護作業の量と種類により異なる。 

a. QP には、他の作業者の 生命と健康に重大な影響を及ぼす可能性のある、様々な職務を

行う責任がある。トレーニングには、ANSI/ASSE Z359.2 に定められたことを含め、エンドユ

ーザが働く場所で使用される、全ての種類の装置/システムの 実際的な使用を含まなければな

らない。具体的には: システムの使用前点検；システムの設置；構造の分析と墜落保護システ

ムが適切に設置されていることの検証；部品の互換性の決定；自由落下距離の算定；必要な合
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計空間距離の決定；システムの撤去；装置の保管；システムの各部品に関する一般的な危険。 

b. USACE が所有/運用する恒久的な施設の場合、QP の再トレーニングの要件は、1 年に 1
回 少なくとも 1 時間の、墜落保護と救助に関連した トレーニングや、情報提供のための会議

に参加することで、墜落保護と救助に関する知識を最新に保つこととしている。 

21.C.04 墜落保護の CP．CP は、CP のトレーナーか、QP のトレーナーからトレーニングさ

れなければならない (ANSI/ASSE Z359.2 を参照) 。 

a. 現在のところ、CP は、職務を安全に遂行するため必要なレベルに トレーニングされて

いなければならない。 

 注記: 本規程の発効日から 18 カ月の後、墜落保護の CP トレーニングとして条件を満

たすには、公式な授業形式のトレーニングと実技を組合わせた、少なくとも 24 時間のトレー

ニングでなければならない。全てのトレーニングは、書面で記録されなければならない。 

b. USACE が所有/運用する 恒久的な施設の場合、CP の再トレーニングの要件は、1 年に 1
回 少なくとも 2 時間の、墜落保護と救助に関連した トレーニングや、情報提供のための会議

に参加することで、墜落保護と救助に関する知識を最新に保つこととしている。 

21.C.05 エンドユーザ．高所から墜落する危険にさらされる各作業者は、墜落保護装置の使用

前に、CP (墜落保護システム/装置の安全な使用と、その使用に関係する墜落の危険の認識に関

して、作業者に墜落保護トレーニングをする資格がある) によってトレーニングされなければ

ならない。トレーニングでは、次のことを行わなければならない: 

a. その作業エリアにおける、墜落の危険の性質; 

b. 墜落保護装置を、組立て、使用、解体、点検、メンテナンス、保管する、正しい手順; 

c. 墜落保護システム/装置の、適用限界、自由落下距離、総落下距離、空間距離の要件; 

d. 救助装置と手順; 

e. 実地トレーニングと実演; 

f. 適切なアンカリングと、つなぎ止め方法; 

g. 本章の、全ての該当する要件。 

h. エンドユーザへの再トレーニングは、次の場合、必要に応じて行われなければならない: 
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(1) 墜落保護プログラムの変更により、以前のトレーニング内容と合致しなくなった; 

(2) 墜落保護や救助の装置が変わり、以前のトレーニング内容と合致しなくなった; 

(3) 従業員の行動の不適切さが、知識や技術の不足を示している; 

(4) 職場の状況が変わり、墜落保護装置の安全な使用に影響を及ぼす可能性がある。 

i. USACE が所有/運用する恒久的な施設の場合、エンドユーザの再トレーニングは、墜落

保護と救助の要件に関する知識を最新に保つため、1 年に 1 回 少なくとも 1 時間行われなけれ

ばならない。 

21.C.06 救助責任者．救助責任者は、救助責任者のトレーナーからトレーニングを受けなけれ

ばならない (ANSI/ASSE Z359.2 参照)。トレーニングは、次の要件を満たさなければならない: 

a.  使用前のシステムの点検、設置、部品の互換性、降下のコントロール、バックアップシ

ステム、撤去、保管、各システムに関連する一般的な危険を含めて、救助に使用される全ての

種類の装置/システムの安全な使用; 

b. 使用される墜落保護/救助の装置を、適切に 選択、点検、固定、組立て、使用する方法

の実演; 

c. USACE が所有/運用する恒久的な施設の場合、救助責任者の再トレーニングは、墜落保

護と救助の要件に関する知識を最新に保つため、1 年に 1 回 少なくとも 1 時間 行われなければ

ならない。 

21.C.07 認定救助員．認定救助員は、救助責任者からトレーニングを受けなければならない 
(ANSI/ASSE Z359.2 を参照) 。トレーニングは、次の要件を満たさなければならない: 

a. 墜落の危険や、救助が必要な出来事に直面する可能性がある前に受ける; 

b. 使用される墜落保護/救助の装置を、適切に 選択、検査、固定、組立て、解体、保管、

使用する方法の実演を含む。 

c. 救助装置とシステムの、使用前点検に関する実演を含む。 

d. USACE が所有/運用する恒久的な施設の場合、認定救助員の再トレーニングは、墜落保

護と救助の要件に関する知識を最新に保つため、1 年に 1 回 少なくとも 1 時間 行われなければ

ならない。 
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21.C.08 書類作成．墜落保護と救助トレーニングの、トレーニング内容と評価は、現在と以前

のトレーニングプログラムについて、書面で記録され保管されなければならず、また以下を含

まなければならない: トレーナー/評価者の氏名、受講者の氏名、トレーニングや評価組織の

名称 (外部の場合) 、トレーニングと評価の日時、トレーニングの目的、トレーニングプログラ

ムの内容、技術の実演の観察や試験に基づく生徒の成績。 

21.D 墜落保護プログラム． 

21.D.01 高所で作業する者や、墜落の危険にさらされる作業者がいる 契約業者の場合、墜落

保護防止計画書 (Fall Protection and Prevention Plan) が作成され、GDA に提出され、事故防止

計画書 (APP) の一部として検討、受理されなければならない。この計画書は、CP か QP のい

ずれかによって作成されてもよい。もし計画書が、QP による指示、監督、設計計算、図面を

要する 墜落保護の構成要素やシステムを含む場合は、その QP の 氏名、資格、責任が明記され

なければならない。当該計画書では、低所への墜落から 従業員を保護するために用いられる、

具体的な行為、装置、管理方法について、詳細に述べなければならない。当該計画書は、状況

の変化に応じ 少なくとも 6 カ月に 1 回 更新され、次のことを含んでいなければならない: 

a. 職務と責任．CP と QP、彼らの責任と資格を 特定/明示する; 

b. 実施されるプロジェクト/職務の概要; 

c. 墜落保護装置の 安全な使用を含めた、トレーニングの要件; 

d. 予想される危険と、墜落の危険防止と低減策; 

e. 救助計画と手順; 

f. アンカー/墜落阻止装置と水平命綱システムの設計: 

(1)  アンカー点の設置だけを行うために上がる 最初の人の墜落保護対策は、困難であると

認識されている。この場合、墜落保護は必須とされなくてもよい。アンカー点が設置された後

は、墜落保護が必要である。 

(2) 契約業者は、アンカー点が設置されなければならない 全ての場所を特定/明示し、墜落

保護防止計画書と AHA に、安全に作業する実施方法を 詳述しなければならない。 

g. 墜落保護装置の 検査、メンテナンス、保管; 

h. 事故調査の手順; 
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i. プログラムの有効性の評価、 

j. 用いられる 検査と監督の方法。 

21.D.02 政府所有の各施設は、そこで働く人が高所で作業する場合、墜落保護プログラムを文

書で作成しなければならない。このような施設ではまた、そのサイトに特有の墜落保護防止計

画書を作成し、墜落の危険調査を実施して、既存の建物/構造物に関する調査報告書を作成し、

本章で定められた プログラムの要素/要件に準拠しなければならない。 

21.E 接近区域のコントロール．墜落保護手段としての、接近区域のコントロールの使用は、

禁止する。 

21.F 墜落保護システム． 

21.F.01 標準ガードレールシステム． 

a. 海上/浮きプラントのガードレールシステムに関しては、19.C､D､E を参照すること。 

b. 標準ガードレールは、次のもので構成されなければならない: 

(1) 上さん、中さん、支柱 で構成され、上さんの上側表面から、床/架台/通路/スロープの位

置までの 垂直高さは、42 ± 3 in (106.6 ± 7.6 cm) でなければならない; 

(2) 中さんは、上さんと 床/架台/通路/スロープの、中間に設置されなければならない; 

(3) 上さん と中さんの端部は、末端の支柱から張り出してはならない。但し、このような張

り出しが、突起物としての危険を生じない場合は除く; 

(4) 人が高い架台の下を通過したり､その下で作業する必要がある/許可されている場所や、

人と資材が､高い架台から落下するのを防ぐ必要がある場所では、全ての開放された側面/端部

に、トーボードがなければならない。 

c. 強度の要件: 上さん と中さんは、次の要件を満たすよう設計されなければならない: 

(1) 上さんは、上端の任意の点で、外側/下側の任意の方向へ加えられた 少なくとも 200 lbs 
(0.9 kN) の力に、上端から 2 in (5 cm) 以内で、確実に耐える能力がなければならない; 

(2) 上記 (1) で述べた力が 下向きに加えられた場合、上さんの上端は、3 in (7.6 cm) より大

きく、また、歩行/作業面から 39 in (99 cm) より低い高さまで たわんではならない; 
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(3) 中さん、スクリーン、メッシュ、中間垂直部材、パネル、その他同等の構造部材は、中

さんや他の部材に沿った任意の点で、下側/外側の 任意の方向へ加えられた 少なくとも 150 lbs 
(666 N) の力に、確実に耐える能力がなければならない; 

(4) ガードレールシステムは、従業員が刺し傷や裂傷を負わないような、また、衣服がから

まらないような、表面でなければならない。 

d. 標準ガードレールの構成要素として最低限必要な建設材料．ガードレールシステムを構

成する、最低限の要件を次に示す。雇用者は、本章に従い 完全なシステムを設計して、これら

の部材を組立てる責任がある。 

 注記 1: 上さん/中さんには、合成/天然 繊維のロープが用いられてはならない。 
 
 注記 2: 木製の構成部材は、少なくとも 1,500 lb ft/ in2 の繊維曲げ強度 (応力等級) を

持つ建設用木材でなければならない。 

(1) 木製ガードレール: 

(a) 上さん: 少なくとも 2 in x 4 in (5 cm x 10 cm) の木材で製作される; 

(b) 中さん: 少なくとも 1 in x 6 in (2.5 cm x 15.2 cm) の木材で製作される; 

(c) 支柱: 少なくとも 2 in x 4 in (5 cm x 10 cm) の木材で、中心線の間隔が 8 ft (2.4 m) 以下

に製作される。 

(2) パイプ製ガードレール: 

(a) 上さん/中さん: 少なくとも 1.5 in (3.8 cm) の呼び直径 (スケジュール 40 鋼製パイプ) ; 

(b) 支柱: 少なくとも 1.5 in (3.8 cm) の呼び直径 (スケジュール 40 鋼製パイプ) で、中心線

の間隔が 8 ft (2.4 m) 以下。 

(3) 構造用鋼製ガードレール: 

(a) 上さん/中さん: 少なくとも 2 in x 2 in x 3/8 in (5 cm x 5 cm x 0.9 cm) の山形鋼、 

(b) 支柱: 少なくとも 2 in x 2 in x 3/8 in (5 cm x 5 cm x 0.9 cm) の山形鋼で、中心線の間隔

が 8 ft (2.4 m) 以下。 

(4) スチールケーブル (ワイヤロープ) 製ガードレール: 
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(a) 上さん/中さん: 200 lbs (0.89 kN) の荷重下で、中心線から任意の方向のたわみを 3 in 
(7.5 cm) 以下にする張力が保たれる場合は、6 ft (1.8 m) ごとに 高視認性素材の旗を付けた、

1/4 in (6.25 mm) のスチールケーブルが使用されてもよい; 

(b) 支柱は、適切な張力が保たれることを保証できる位置に設置されなければならない; 

(c) 境界の安全ケーブルは、ガードレールシステムの基準と要件を満たさなければならない。

もし境界の安全ケーブルが、ランヤードをケーブルに取付ける手段として、作業者によって使

用される場合、境界安全ケーブルは、水平命綱システムの要件を満たさなければならない 
(21.I.08.d. (2) を参照) 。 

e. 上述の資材でシステムを構成する代わりに、商用既製品 (COTS) のプレファブ ガードレ

ールシステムが用いられてもよい。その場合、可搬型のガードレールシステム (網目状/帯状の

物を使用するもの 等) は、本章と同じ要件を満たすように設計され、製作されていなければな

らない。雇用者には、依然として、使用されるシステムが、承認された完全なもので、設計通

りに設置され使用されることを保証する責任がある。 

f. トーボード． 

(1)トーボードは、垂直高さが 3.5 in (8.75 cm) で、1 in x 4 in (2.5 cm x 10.1 cm) の木材か、

同等物を使用して製作されなければならない。 

(2) トーボードは、所定位置に確実に固定され、床面との間隔は 1/4 in (0.6 cm) 以下でなけ

ればならない。 

(3) トーボードは、中実材料か、隣接部材間の開きが 1 in (2.5 cm) 以下の、頑丈な材料で製

作されなければならない。 

(4) 標準トーボードが保護できない高さに資材が積み上げられる場合、床から上さん/中さん

まで、パネルかスクリーンが取付けられなければならない。 

(5) トーボードは、トーボードに沿った任意の点で、外側/下側の任意の方向へ加えられた 
50 lbs (0.22 kN) の力に確実に耐えることができなければならない。 

21.F.02 資材をトラックに積込んだり取扱う作業者から、強い力を受けるガードレールは、よ

り丈夫な材料を使う、支柱間隔を狭くする、筋交いを入れる 等の手段を用いて、強度を増さな

ければならない。 

21.F.03 ホイスト作業エリアでガードレールが使用される場合は、材料がつり上げられるアク

セスポイントの各側面に、最低 6 ft (1.8 m) のガードレールが設置されなければならない。 
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21.F.04 ゲートや取外し可能なガードレールは、それが標準ガードレールの高さ 42 ± 3 in 
(106.6 ± 7.6 cm) を満たし、ホイスト作業が実施されていない場合は、そのガードレール部分

間の開口部が固定されるという条件でなら、使用されてもよい。 

21.F.05 既存のパラペット (胸壁)．パラペットが、適切な墜落保護システムとして見なされる

ためには、高さが 42 in +/- 3 in (1 m +/- 7.6 cm) なければならない。但し、高さが 42 in (1 m) 
に満たない場合でも、垂直高さが 少なくとも 30 in (76 cm) 以上あり、高さに幅を加えた値が

48 in (1.2 m) 以上あれば、適合した墜落保護システムとして使用できる。＞ 図 21-2 を参照。 

21.G カバー/覆い． 

21.G.01 床や屋根のような 歩行/作業床面の、最小寸法が 2 in (5.1 cm) 以上ある 穴や他の開口

部には、カバー/覆いを設置すること。 

21.G.02 カバーは、作業者、機器、材料を全て含めた重量の 少なくとも 2 倍を、確実に支え

る能力がなければならない。 

21.G.03 カバー/覆いは、設置時に固定され「穴」､「カバー」や「危険 屋根開口部－取り外

し禁止」の文言、または、カラーコードや、同等の方法 (例えば、赤やオレンジ色の X 印) で、

明瞭に表示されなければならない。作業者には、カラーコードや、同等の方法について、その

意味を周知させなければならない。 

図 21-2 
 

墜落保護として使用することができるパラペット (胸壁) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高さ 30 in (76 cm) 以上 + 幅  の組合せが、48 in (1.2 m) 以上あれば 条件を満たす。   

墜落保護として使用される場合、高さ 39 in 未満のパラペットの寸法

許容できる 
最小高さは 
30 in 

注記：墜落保護システムとして適格とするには、歩行面からの壁の高さ + 壁頂部の厚さ (笠木を含

む) が、合計 48 in 以上なければならない 

1. 歩行/作業面からの 

 壁の高さ 

2. プラスする、 
 壁の頂部の幅/ 
厚さ
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21.H 墜落保護用安全ネット． 

 飛来落下防止ネットは、14.E で言及されている。 

21.H.01 安全ネットは、作業床面の下に､できる限り近付けて設置されなければならず、作業

床面から 30 ft (9.1 m) を超えて 下に設置されてはならない。ネットは、下方の表面/構造物との

接触を避けるため、十分な間隔を取って設置されなければならない。この間隔は、衝撃荷重試

験を行って決定されなければならない。ネットが、橋、多層建築/構造物で使用される場合は、

歩行/作業床面からネットに墜落する可能性のあるエリアが、遮られてはならない。 

a. 網目の最大寸法は、36 in2 (230 cm2) 以下でなければならず、どの辺も 6 in (15 cm) 以下

でなければならない。 

b. 縁綱/帯ひもの 最小破断強度は、5,000 lbs (22.2 kN) なければならない。 

21.H.02 ネットは、作業面の真下から外側に向けて、表 21-1 で示された距離、伸ばさなけれ

ばならない。 

21.H.03 安全ネットによる保護が必要な作業は、ネットが所定位置に設置され、下の a.と b.
に従い、または c.に準拠して、試験で欠陥がないことを確認するまで、開始されてはならない。 

a. 安全ネットとその設置方法は、QP の監督下で設置された直後に、吊るされた状態で、

GDA 立合いの下、墜落保護システムとして使用される前に、試験されなければならない。移動

された場合は常に、大きな修理の後、同じ位置に取付けたままにしている場合は 6 カ月を超え

ない間隔で、前述のとおり試験されなければならない。 

b. 試験は、直径 30 in ± 2 in (76.2 cm ± 5 cm) 以下の 400 lbs (180 kg) の砂袋を、作業者が

墜落の危険にさらされる 最も高い作業/歩行床面の、少なくとも 42 in (106.6 cm) 上から、ネッ

トに落下させて行われなければならない。試験の実施後、使用されたウェイトの、安全な回収

を確実にするための対策が取られなければならない。 

c. もし QP が、落下試験を行うことが不合理であると 書面で立証できるならば、QP は、

ネットと設置方法 (アンカー装置を含む) が、GDA に受理されるための全ての要件に準拠して

いることを、書面で証明しなければならない。この証明書には、ネットとネット設置方法の識

別情報と、それが決定された日付、決定と証明を行った QP の署名がなければならない。この

証明書は、作業現場で保管されなければならない。 

  



                      EM 385-1-1 
                         2014 年 11 月 30 日 

 

21-16 
May 16, 2016 

表 21-1 
 

安全ネットを設置する場合の、作業面からの距離 
 

作業面からネットがある水平面までの 
垂直距離 

作業面の縁端からネットの外縁までの 
最小要求水平距離 

5 ft まで (1.5 m まで)  8 ft (2.5 m)  

5 ft から 10 ft まで 
 (1.5 m から 3.1 m まで)  10 ft (3.1 m)  

10 ft を超える (3.1 m を超える)  13 ft (4 m)  

 
21.H.04 安全ネット設置に使用する シャックルとフックは、鍛鋼製でなければならない。 

21.H.05 安全ネットと一緒に使用する場合、飛来落下防止ネットは、安全ネットの上部に固定

されなければならず、安全ネットの設計、構造、性能を損ってはならない。 

21.H.06 安全ネット上に落下した、資材、屑/破片、機器、工具は、できる限り早く、遅くと

も次の作業シフトの前に、取除かれなければならない。安全ネットは、溶接や切断作業によっ

て生じる、スパークと高温スラグから保護されなければならない。 

21.H.07 安全ネットの検査． 

a. 安全ネットは、メーカーの取扱説明書と勧告に従い、CP によって検査されなければな

らない。 

b. 検査は、設置直後と、その後少なくとも毎週、そして、変更/修理や、ネットシステムの

整合性に影響を及ぼす可能性のある出来事の後に、実施されなければならない。検査は、書面

で記録されなければならない。 

c. ネットの上部で、溶接/切断作業を行う場合は、不燃性のバリアが設けられなければなら

ない。ネットがダメージを受ける可能性に応じて、検査の頻度を上げなければならない。 

d. 欠陥のあるネットが、使用されてはならない。欠陥部品は、使用を中止して交換されな

ければならない。 

21.I 個人用墜落保護システム． 

21.I.01 人が高所で作業したり墜落の危険にさらされる場合は、個人用墜落保護装置/システム 
(墜落阻止、身体支持、抑止を含む) が、使用されなければならない。 
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21.I.02 個人用墜落保護具の検査．個人用墜落保護具は、安全な作動状態にあることを確認す

るため、毎回使用する前に、エンドユーザによって、検査されなければならない。CP は、少

なくとも半年に 1 回、そして、墜落保護具が､落下/衝撃にさらされた時は常に、それを検査し

なければならない。CP による検査は、書面で記録されなければならない。欠陥やダメージの

ある墜落保護具は、直ちに使用を中止して交換されなければならない。検査基準は次のとおり: 

a. ハーネス、ランヤード、ストラップ、ロープ: 全ての構成部品について、切れ、摩耗、

裂け目、損傷のあるねじ山、破れ/裂けた縫い目、変色、すり傷、焼損、化学的損傷、紫外線劣

化、表示/ラベルの欠落をチェックする。 

b. 金属部品: 全ての構成部品について、摩耗、亀裂、腐食、変形の兆候をチェックする。 

21.I.03 個人用墜落保護具は、メーカーの説明書と勧告に従い、または、CP が定めた通りに、

使用、点検、メンテナンスされ、安全な場所に保管されなければならない。 

21.I.04 個人用墜落保護具の選択は、実施している作業の種類、作業環境、作業者の体重/身長

/体形、アンカー点の種類と位置/場所、ランヤードの必要な長さに 基づかなければならない。 

21.I.05 個人用墜落阻止装置 (PFAS) は、フルハーネス、接続手段、アンカー装置から成る。 

 注記: 全ての PFAS は、墜落抑止と身体支持システムを含めて、ANSI Z359, Fall 
Protection Code の要件を満たさなければならない。 

a. PFAS は、一般に、作業者、機器、工具の重量を含む 130 から 310 lbs (59 から 140.6 
kg) の範囲内の使用者に対して保証されている。 

(1) メーカーから書面で許可された場合を除き、310 lbs (140.6 kg) を超える作業者には許可

されない。 

(2) 体重が 130 lbs (59 kg) 未満の作業者に対しては、その作業者が墜落した場合､適切に働

くよう、特別に設計されたハーネスと、ショックアブソーバー付ランヤードが使用されなけれ

ばならない。 

b. 墜落を止める時、PFAS は、次の要件を満たさなければならない: 

(1) フルハーネスと共に使用される場合、墜落阻止時に、従業員の身体にかかる衝撃力を

1,800 lbs (8.0 kN) に抑える; 

(2) 作業者が、6 ft (1.8 m) を超えて自由落下しないよう、また、落下する過程で､低い所や

他の物理的危険に接触しないよう、取付けられる。適切なショックアブソーバー付ランヤード
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が使用される場合、6 ft (1.8 m) の自由落下距離は、より長くてもよい。 

c. 新しい PFAS を設計する場合、QP は、墜落距離 (自由落下距離を含む) と、墜落阻止時

の衝撃力を最小化するよう努めなければならない。＞ 図 21-3 を参照。もし既存の/新しい構造

物に対応するため、または、エンドユーザが動き易くなるよう、自由落下距離と墜落阻止時の

衝撃力を増やす必要がある場合は、次の要件を満たさなければならない:  

(1) QP だけが、決定を下さなければならない; 

(2) 墜落阻止時の最大衝撃力は、1,800 lbs (8.0 kN) 未満に保たれなければならない。 

21.I.06 PFAS – 胴部の支持． 

a. フルハーネス．PFAS では、フルハーネスを使用しなければならない。安全ベルトの使

用は、禁止する。 

(1) ANSI Z359 の要件に合ったフルハーネスだけが、条件を満たす。ANSI A10.14 の要件に

合致するとラベルされたフルハーネスは、使用されてはならない。  

(2) フルハーネスの､墜落阻止の取付けポイントは、着用者の背中の上部の､肩甲骨の間に、

一体的に取付けられなければならない (背面 D リング) 。 

 注記: 着用者のフルハーネスの胸骨部に一体的に取付けられた前面 D リングの取付け

ポイントは、自由落下距離が 2 ft (0.6 m) 以下、墜落阻止時の最大衝撃力が 900 lbs (4 kN) 以下

という条件で、墜落阻止に使用できる (すなわち、ハシゴ昇降装置/垂直命綱と共に使用できる)。 

(3) 全てのフルハーネスには、起立耐性失調の影響を短時間に軽減するため、あぶみ、リリ

ーフステップ 等のような、サスペンショントラウマ防止具がなければならない。 

b. 架空電線作業者用の装置 (電気定格を備えたハーネス)．高電圧装置/システムの周囲で使

用されるフルハーネスは、産業用に設計され アークフラッシュに耐える「架空電線作業者用の

墜落防止ハーネス」でなければならず、ASTM F887 と ANSI Z359 に適合し、装置には、それ

を示すラベルか、同様の文言がなければならない。 
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図 21-3 

落下距離の計算 

 

 
21.I.07 PFAS – 接続手段．接続するサブシステムには、各端部にスナップフック/カラビナが

ついた ショックアブソーバー付ランヤード (衝撃吸収ランヤード) 、自動巻取り装置 (SRD) や、

墜落阻止器具 (ロリップ) がある。 

a. ランヤード – 通則．ランヤードは、合成繊維製のロープ、ストラップ、帯ひもでなけれ

ばならない。ショックアブソーバー付ランヤード (リップステッチ/引き裂きタイプ､変形するタ

イプのランヤードを含む) は、5,000 lbs (22.2 kN) の最小引張荷重を支持できなければならない。

墜落阻止に使用する、I 字型/Y 字型ランヤードの最大長は、6 ft (1.8 m) を超えてはならない。 

(1) 6 ft (1.8 m) 自由落下 (FF) ショックアブソーバー付ランヤードは、フックする対象の位

置が、背面 D リングの上にあり、FF 距離が 6 ft より小さくなる場合にのみ使用されなければな

らない。ショックアブソーバーは、墜落阻止時の平均衝撃力が 900 lbs (44 kN) 、最大展開距離

が 4 ft (1.2 m) でなければならない。＞ ANSI Z359.13、3.1.8.1 を参照。 

ランヤード 

自由落下距離 

 作業面 

ショックアブソーバー 
減速距離

最大 4 ft

 作業面から直近の障害物 
 までに要する距離 

空間距離  作業者が 止まった/ぶらさがった時の   
背面接続金具までの身長 

直近の障害物 
安全係数 

ハーネスの影響 
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(2) アンカー点が 背面 D リングより下にある場合、6 ft (1.8 m) より長い FF 距離が生じる。

このような場合、メーカーの取扱説明書と勧告に従い、12 ft (3.6 m) FF ショックアブソーバー

付ランンヤードが使用されなければならない。このショックアブソーバーは、墜落阻止時の平

均衝撃力が 1,350 lbs (6 kN) 、最大展開距離が 5 ft (1.5 m) でなければならない。＞ ANSI 
Z359.13、3.1.8.2 を参照。 

 注記: 12 ft (3.6 m) FF ショックアブソーバー付ランヤードとは、ランヤードの長さで

はなく、背面 D リングの下に位置するアンカー点によって引起こされる、6 ft (1.8 m) から最大

12 ft までの FF を指している。使用されるランヤードの最大長さは、6 ft を超えてはならない。

＞ 図 21-4 を参照。 

(3) 6 ft (1.8 m) と 12 ft (3.6 m) の FF ショックアブソーバー付ランヤードは、 ANSI Z359.13
の要件を満たさなければならない。 

 注記: ランヤードは、メーカーが認める場合を除き、対象物に掛け回したり、対象物

に通してから引戻して、それ自体に取付けることをしてはならない。 

b. Y 字型ランヤード．2 丁掛けのため、2 本を一体的に結合したランヤードを使用する場合

ランヤードの中心にあるスナップフックだけが、ハーネスの墜落阻止取付け部分 (D リング) に
付けられなければならない。 

(1) ランヤードの 2 本の接続部分は、5,000 lbs (22.2 kN) の力に耐えられなければならない｡ 

(2) ランヤードの 2 本の内 1 本が アンカー点に取付けられている時、メーカーがそのために

特別に指定した取付けポイントを除いて、使用されていない方の片方が､ハーネスのいかなる部

分にも取付けられてはならない。  
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図 21-4 

6 ft (1.8m) 自由落下と 12 ft (3.6 m) 自由落下の衝撃を吸収するランヤードのラベル 
 

 

 

(3) 6 ft (1.8 m) FF の Y 字型ランヤードは、フックする対象の位置が、背面 D リングの高さ

より上にある場合と、FF 距離が 6 ft より短い場合にのみ使用されなければならない。  

(4) フックする対象の位置が、背面 D リングより下に位置している場合、FF 距離が 6 ft (1.8 
m) より大きいので、12 ft (3.6 m) FF Y 字型ランヤードが用いられる。 

 注記: 12 ft (3.6 m) の FF ショックアブソーバー付ランヤードとは、ランヤードの長さ

ではなく、背面 D リングの下に位置するアンカー点によって引起こされる、6 ft (1.8 m) から最

大 12 ft までの FF を指している。使用されるランヤードの最大長さは 6 ft を超えてはならない。 

(5) 身体に加わる 墜落阻止時の最大衝撃力は、1800 lbs (8 kN) を越えてはならない。 

(6) 6 ft (1.8 m) と 12 ft (3.6 m) FF の ショックアブソーバー付 Y 字型ランヤードは、

ANSI/ASSE Z359.13 規格に合致しなければならない。 

 注記: 発効日から 2 年後以降、使用される全てのショックアブソーバーには、作動し

たことを示すインジケータがなければならない。 

c. ハードウェア (接続部品)． 

(1) スナップフック/カラビナは、少なくとも 2 つの連続した故意の動作によってのみ開けら

警告: 使用者の最大重量 130-310 lbs。 

  警告: 使用者の最大重量 130-310 lbs。 

最大自由落下距離 

最大自由落下距離 

墜落阻止時の 
最大衝撃力 

 墜落阻止時の 
 最大衝撃力 

  使用前に取扱説明書を読むこと

    使用前に取扱説明書を読むこと
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れる、自動閉鎖式で、自動ロック式でなければならない。ANSI Z359.12 に従い、全ての方向の

ゲート強度が 3,600 lbs (16 kN) ある、スナップフック/カラビナが使用されなければならない。 

(2) スナップフック/カラビナは、5,000 lbs (22.2 kN) の最小引張強度を備えていなければな

らない。D リング、O リング、スナップフック、カラビナは、5,000 lbs の引張荷重に耐えられ

なければならない。 

(3) 接続金具、アジャスタ、アジャスタとして使用されるバックルは、3,372 lbs (15 kN) の
最小引張荷重に耐えられるもので、ドロップ鍛造、プレス加工、成形加工した鋼材や、同等材

料から作られ、耐食仕上げしたものでなければならない。全ての表面と端部は、装置と接触す

る部分にダメージを与えないよう、滑らかでなければならない。 

(4) PFAS で使用される全ての接続部品は、互換性がなければならず、適切に使用されなけ

ればならない。 

d. 自動巻取り装置 (SRD)．SRD は ANSI/ASSE Z359.14 の要件を満たさなければならない｡ 

(1) 自動巻取りランヤード (SRL) は、墜落阻止時の落下距離が 2 ft (60 cm) を超えないよう

取付け/固定される装置であり、墜落阻止時の平均衝撃力が 1,350 lbs (6 kN)、または最大衝撃

力で 1,800 lbs (8 kN) を超えてはならない。SRL は、垂直方向の用途にのみ使用される。 

(2) 縁端部で使用可能な SRL (SRL-LE) は、使用中、必ずしも頭上に取付け/固定される必要

が無く、見込まれる その端部からの自由落下距離が 5 ft (1.5 m) まで、墜落阻止時の平均落下

距離が 4.5 ft (1.37 m) を超えない、足元の高さで使用できるよう設計されている。この装置に

は、墜落阻止時に、鋭い/磨耗させる可能性のある エッジにかかる衝撃荷重に耐え、作業者に

加わる衝撃力を低減する、ショックアブソーバーが備えられていること。 

 注記: 発効日から 2 年後以降、使用される全ての SRD には、目視式インジケータがな

ければならない。 

e. 垂直命綱や、ハシゴ昇降装置 (ロープ、ケーブル、またはレール) と一緒に使用されるよ

う設計された墜落阻止具 (ロリップ) は、このような用途に関するメーカーの承認を受けなけれ

ばならない。墜落阻止具には、少なくとも 3,600 lbs (16 kN) の極限強度がなければならない。 

 注記: 垂直命綱やハシゴ昇降装置では、一方向にのみ動く、自動式の墜落阻止具を使

用すること。 

21.I.08 PFAS — アンカーシステム．アンカーシステムは、アンカー点 (建物/施設/構造物/装
置の強固な部分) とアンカー点への連結装置で構成される。 
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a. PFAS を取付けるアンカー点は、架台を支持/吊るすために使用されるアンカー点から、

独立していなければならない。このアンカー点は、装置を取付ける作業者 1 人当り 少なくとも

5,000 lbs (22.2 kN) を支持するものか、身体に加わる墜落阻止時の最大衝撃力の 2 倍を支持す

るよう QP によって設計されなければならない。 

b. アンカー点の連結装置は、PFAS をアンカー点に取付けるために使用され、取付ける作

業者 1 人当り 5,000 lb (22.2 kN) の荷重に、破壊されることなく耐えなければならない。 

c. 鋼製ケーブル/ワイヤロープによるガードレールが、水平命綱 (HLL) として用いられては

ならない。但し、HLL として設計され、QP によって承認された場合は除く。 

 注記: 電線導管、公益施設の導管、配管、または不安定なポイントを、PFAS のアン

カー点として使用してはならない。 

d. 命綱． 

(1) 垂直命綱 (VLL) ．VLL は、頭上にある 1 つのアンカー点に取付けて使用するもので、

5,000 lbs (22.2 kN) の最小引張強度がなければならない。各作業者は、個別の命綱に取付けな

ければならない。 

(2) 水平命綱 (HLL) ． 

(a) 現場で製作された HLL は、HLL システムの設計資格のある 登録専門技師 (RPE) によっ

て、限定的な用途や、特定の現場用に、特別に設計されたものを除き、承認されない。 

(b) 市販用に製造された HLL は、墜落阻止システムの一部として、QP の監督下でのみ、設

計、設置、保証、使用されなければならない。CP は (QP が適切と判断した場合)、QP の指示

の下、HLL システムの組立て、解体、使用、検査を監督できる。 

(c) 設計には、図面、必要な空間距離、適切な設置に関する指示、使用手順、耐力試験の報

告書、検査に関する要件がなければならない。 

(d) 全ての HLL のアンカー点は、HLL システムの設計資格のある RPE によって設計されな

ければならない。＞ ANSI/ASSE Z359.6 を参照。 

(e) HLL の設計は、墜落保護防止計画書の一部として、GDA によって審査され、受理されな

ければならない。 
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21.I.09 身体支持システム．身体支持システムは、墜落保護システムの 1 つとして、一部同じ

装置を使用する (ハーネス 等) が、単独で使用される身体支持装置 自体は、墜落保護システム

ではない。 

a. 身体支持装置が、主たる墜落阻止システムとして用いられてはならない。身体支持を行

って作業する間 (両手を使って作業中)、作業者は、墜落から保護するバックアップのため、別

の装置を使用しなければならない。 

b. システムの要件．身体支持システムは、次の要件を満たさなければならない: 

(1) 作業者が 2 ft (0.6 m) を超えて自由落下しないよう取付けられる; 

(2) 作業者の墜落時に予想される衝撃荷重の 少なくとも 2 倍か、3,000 lbs (13.3 kN) のうち､

どちらか大きい方を支える能力のあるアンカー点に固定される; 

(3) 使用中、作業者が 100%フックされた状態であることを保証する; 

(4) 身体支持装置として使用されるフルハーネスの 取付けポイントは、ハーネスの両サイド

か、前になければならない。 

21.I.10 抑止システム． 

a.墜落阻止より先に、墜落抑止の使用が考慮されなければならない。墜落抑止システムは、

ランヤードの長さを限定したり、他の手段によって、自由落下の可能性があるエリアに 使用者

が達するのを防ぐ。 

b. 抑止システムのアンカー点の強度は、3,000 lbs (13.3 kN) か、予測できる力の 2 倍とな

るよう QP によって設計されたものでなければならない。 

c. 抑止システムは、平坦面か、緩斜面 (</= 18.4o または 4:12 の勾配) でのみ使用できる｡ 

21.J ハシゴ昇降装置 (垂直親綱) (Ladder-Climbing Devices: LCDs)．LCD とは、長さが 20 ft 
(6 m) を超える固定ハシゴに取付ける、スリーブ、ケーブル、またはロープである。 

21.J.01 LCD のアンカー点の強度は、少なくとも 3,000 lbs (13.3 kN) なければならない。 

21.J.02 ハーネスの前面 D リングと、ハシゴに取付けたケーブル/ロープ/スリーブの 接続装置

は、長さ 9 in (20 cm) でなければならない。 

21.J.03 LCD を使用する場合、自由落下距離が 2 ft (0.6 m) を超えてはならない。 
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21.J.04 LCD の最上部から 作業面/屋根へ、安全に、そして 100%移動できなければならない。 

 注記: 3/4 in (1.9 cm) の踏み桟のハシゴ (既製のハシゴ) に LCD を取付けてはならない。

但し、そのハシゴが、落下の力に耐えるよう設計されている場合は除く。 

21.K 足場・作業架台・昇降式作業架台での墜落保護． 

21.K.01 足場は、21.F.01 の標準ガードレールか、他の墜落保護システムがなければならない｡ 

21.K.02 足場の組立/解体を行う作業者について、墜落保護が可能か、実行性と安全性を判断

するため、CP による評価が行われなければならない。墜落保護の使用が不可能である場合は、

その理由を詳しく述べた AHA が、GDA に提出され、受理されなければならない。 

21.K.03 つり足場． 

a. 1 点/2 点つり足場: ガードレールに加えて、作業者は、フルハーネスを用いて、独立し

た垂直命綱につなぎ止められなければならない。 

b. 他のつり足場 (例えば、カテナリー、フロート、ニードルビーム、ボースンチェア):  
PFAS が必要であり、作業者は、フルハーネスを用いて、独立した垂直命綱につなぎ止められ

なければならない。 

c. 作業者が、多点づりの可動式足場で支持される場合、PFAS の有効性と実行性を評価す

るため、リスク評価が実施されなければならない。結果は、実施される作業の AHA に記録され

なければならない。＞ 21.I.05 を参照。 

21.K.04 ANSI A92.6 に準拠した、自走昇降式作業架台 (はさみ型リフト)． 

a. はさみ型リフトには、標準ガードレールがなければならない。 

b. 既存のガードレールに加え、はさみ型リフトには、ANSI Z359 Protection Code を満た

す、アンカー点がなければならない。 

 注記: アンカー点の無い はさみ型リフトは、禁止する。 

c. ガードレールに加えて、抑止システムが 使用されなければならない。ショックアブソー

バーが内蔵されたランヤードを含め、抑止システムと一緒に使用されるランヤードは、作業者

が架台の外に出たり、投げ出されたりするのを防ぐため、十分に短くなければならない。 

d. 自動巻取り装置 (SRD) の使用は、SRD のメーカーが認めて、メーカーの取扱説明書に

従って使用される場合を除き、禁止する。 
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e. 作業者は、ガードレールによじ登ったり、乗越えたりしてはならない。 

21.K.05 架空作業架台: ブーム支持架台 (ANSI A92.5 に準拠) と 車両搭載型 回転/昇降架空装

置 (ANSI A92.2 に準拠). 

a. 作業者は、メーカーの仕様書と説明書に従い、バスケット/バケットに、つなぎ止められ

なければならない (ブームへのつなぎ止めは、メーカーが認めて、CP が許可した場合のみ行っ

てもよい) 。 

b. 使用されるランヤードは、作業者がバケットの外へ出られないよう、十分短くなければ

ならない。  

c. ショックアブソーバーが内蔵されたランヤードは、条件を満たす。 

d. 自動巻取り装置は、容認できない。 

e. 近傍のポールや構造物につなぎ止めることは、移動時に 100%つなぎ止めておくための

安全装置が用いられる場合を除き、認められない。 

21.K.06 手動で推進する昇降式作業架台 (ANSI/SIA A92.3 に準拠)．＞ 可搬型足場に関しては、 
22.C.06 を参照。 

a. 架台には、標準ガードレールがなければならない。 

b.  架台に、ANSI Z359 を満たすアンカー点がある場合、ガードレールに加えて、抑止

システムが使用されなければならない。  

c. 抑止装置と使用されるランヤードは、作業者が架台の外に出たり、投げ出されるのを

防ぐため、十分短くなければならない。  

d. ショックアブソーバーが内蔵されたランヤードは、条件を満たす。 

e. 自動巻取り装置は、容認できない。 

f. 移動時、架台は 無人でなければならない。また作業者は、ガードレールによじ登ったり、

乗り越えたりすることがあってはならない。＞ 図 21-5 を参照。 
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図 21-5 

手動昇降式作業架台の例 

 
 

 

 

 

 

 

21.L 警告境界線システム (Warning Line System: WLS) ． 

21.L.01 WLS は、床、平坦面や、緩勾配屋根 (0〜18.4または 4:12 の勾配) でのみ使用でき、

作業エリアの全ての側面に設置されなければならない。 

21.L.02 WLS は、支柱で支持された、高さ 34－39 in (0.9－1.0 m) の、ワイヤ、ロープ、また

はチェーンで構成される。WLS には、6 ft (1.8 m) 以下の間隔で、高視認性素材の旗を付けなけ

ればならない。 

21.L.03 ワイヤ/ロープ/チェーンは、500 lbs (2.2 kN) の最小引張強度があり、支柱に取付け後

は、支柱に加えられた荷重を、破断することなく支持できる能力がなければなければならない。 

21.L.04 支柱は、歩行/作業床面の上 30 in (76.2 cm) のところで、支柱に対し水平、警告境界

線に対し垂直に、屋根面や架台の縁端部に向けて加えられた 16 lbs (7.1 N) の力に、転倒するこ

となく耐える能力がなければならない。ワイヤロープやチェーンで構成される警告境界線は、

例 1 例 2 例 3 
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警告境界線の一区画を引張ると、隣接する区画のたるみが無くなり 支柱が転倒することのない

よう、支柱ごとに取付けられなければならない。 

21.L.05 警告境界線の内側で作業を行う場合、墜落保護は必要ない。作業者は、屋根や床の縁

端部と、墜落保護がなされていない 警告境界線システム (WLS) の、間のエリアに入ってはな

らない。警告境界線の外側で作業を行う場合は、墜落保護が必要である。 

21.L.06 屋根工事． 

a. 陸屋根上での屋根工事では、縁端部から 6 ft (1.8 m) 以上離れた位置に、WLS が設置さ

れなければならない。 

b. 緩勾配の屋根 (4:12 より小さい) で 屋根工事が行われる場合や、機械装置を使用する場

合、他の業者が作業する場合 (すなわち、機械関係の契約業者が、屋根の上にある機器に対し

て作業する 等)、WLS は、保護されていない側面/縁端部から 15 ft (4.5 m) 以上離して立てられ

なければならない。 

21.L.07 屋根上でのメンテナンス作業 (すなわち、HVAC 装置の検査や保守) 中、墜落保護の

手段として、”指定エリア”が使用される。指定エリアの要件は、WLS と同じである。更に、屋

根へのアクセスポイントから 指定されたエリアまで、100%移動するためだけのエリアを指定

することが求められる。＞ 図 21-6 を参照。 

21.M 監視方式 (Safety Monitoring System: SMS)．墜落保護の手段として、SMS を使うこと

は禁止する。 
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21.N 救助計画と手順．雇用者は、墜落した全ての作業者を 迅速に救助しなければならない。 

21.N.01 作業者が墜落保護装置を使用している場合、救助計画書が作成され、保持されなけれ

ばならない。＞ ANSI Z359.2, Written Rescue Procedures を参照。 

21.N.02 救助計画書には、救助装置を含めて、墜落した作業者の自己救出と、救助支援に関す

る定めがなければならない。もし他の救助手段 (すなわち、その地域を管轄する公/行政の、緊

急救助機関による救助) が計画されている場合、どのように連絡して、事故現場に招請するの

か、その方法を含め 救助計画書に示されなければならない。 

21.N.03 救助を実施する者は、適切にトレーニングされなければならない。 

21.N.04 自己救出と救助支援のため アンカー点が必要な場合、その現場に特化した 墜落保護

防止計画書の中で、それが 特定/選択され、記録されていなければならない。救助用のアンカ

ー点は、3,000 lbs (13.3 kN) の静荷重か、QP によって設計された運用荷重の 5 倍に耐えられな

ければならない。 

  ハシゴから指定エリアまで、 

100%移動するためだけのエリア 

・屋根上での、メンテナンス作業 － すなわち、HVAC 装置の検査やメンテナンス (屋根工事

ではなく) － で使用される 

・建設工事の場合の、警告境界線システム (21.L) と同じ 

図 21-6 
 

墜落防止のため指定された、アクセス可能なエリア 

HVAC 
ユニット 

最低 

６ ft 
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21.N.05 墜落保護具を使用する作業者には、必要に応じて墜落した作業者の救助をするため、

目に見え、声が伝わる範囲内で、常に二人が組になる方式を取る、指定された安全要員 (監視

人) がいなければならない。 

21.N.06 自己救出や救助支援に使用される救助装置 (すなわち、救助能力のある SRL) は、

ANSI Z359.4 と Z359.14 に適合しなければならない。 

21.O 水上/水際の作業 (桟橋、埠頭、岸壁、バージ、架空リフト、クレーン支持作業架台 等)．
以下に詳述する場合を除き、水上/水際における全ての作業で、救命用具 (PFD) が必要である。

＞ 図 21-7 を参照。 

 注記 1: USACE と契約業者の全ての作業者は、潜水者を含めて、以下の要件に準拠し

なければならない。 
 
 注記 2: PFD をフルハーネスと一緒に使用する場合、フルハーネスは、PFD の下に着

用されなければならない。使用される PFD の種類によって、フルハーネスとランヤードの適切

な使用が妨げられてはならない。 

21.O.01 作業者が 水中へ墜落するのを防ぐため、継続的な墜落保護が 例外無く使用される場

合は、雇用者が 溺死の危険を効果的に除去しているとみなされるため、PFD は不要である。 

 注記: 墜落保護として安全ネットを使用する場合、AHA で 論理的根拠が示される場合

を除き、米国沿岸警備隊 (USCG) に承認された PFD が、通常 必要とされる。 

21.O.02 水上/水際で作業し、歩行/作業床面から水面までの距離が 25 ft (7.6 m) 以上ある場合、

墜落保護システムを用いて、作業者が 墜落から保護されなければならず、PFD は不要である。 

21.O.03 水上/水際で作業し、歩行/作業床面から水面までの距離が 25 ft (7.6 m) 未満で、且つ

水深が 10 ft (3.05 m) 未満の場合、墜落保護が要求されるが、PFD は不要である。 

21.O.04 水上で作業する場合、本規程の要件を満たす PFD、救命装置、救命ボートが、必要

に応じて使用されなければならない。 

21.O.05 水深が 少なくとも 10 ft (3 m) ある水の直接上にある、機械 (機械装置)、架空装置な

どの移動作業架台/クレーンから、または内部で作業する場合、墜落保護具は不要だが、PFD は

必要である。 

21.O.06 水流、取水口、危険な機械/装置や、バージ等による危険がある場合、落下距離に関

係なく、墜落保護具が必要であり、PDF は不要である。 
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21.P その他の工学的墜落保護システム． 

21.P.01 市販の工学的/一体型システムは、有効な墜落保護具と認められており、使用してよ

い。このシステムについて、 21.F では言及されていない。 

21.P.02 市販の工学的/一体型システムは、QP の監督下でのみ、設計、設置、保証、使用され

なければならず、メーカーの取扱説明書と勧告に従って使用されなければならない。CP は 
(QP が適切と判断した場合)、QP の指示の下、工学的設計システムの組立て、解体、使用、検

査を監督できる。 

21.P.03 設計には、図面、必要な離隔距離、適切な設置に関する指示、使用、検査に関する要

件を含めなければならない。このシステムは、墜落保護・防止計画書の一部として、GDA によ

って審査され、受理されなければならない。 

  

図 21-7 

水上/水際で作業する場合、墜落保護(FP) か救命胴衣 (PFD) を使用するかを 
選択するためのフローチャート 

 
水上での作業

で、継続的に 
(100%) FP が 
使用されるか? 

作業者の足元 
(歩行面/作業面) 
から、水面まで

の距離が、25 ft
以上あるか? 

水深が 10 ft より

浅いか、または､

他の危険 (水流、

取水口、機械、

バージ 等) が 
存在するか? 

水の直接上にある､

機器､架空作業架台

や､クレーン支持作

業架台から/内部

で、作業が行われ

るか? 

FP 必要 

PFD 不要 
PFD 必要 

FP 不要
      PFD 不要 FP 必要 
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第 23 章 
 

解体・改築・改修/改装 
 

23.A 通則．構造物の解体/改築作業は、様々な方法で行うことができる。｢改築｣、｢構造物の

解体｣、｢ソフト解体｣、｢機械による解体」といった用語が、本章の内容から理解されなければ

ならない。＞ 定義に関しては補遺 Q を参照。 

23.A.01 解体と改築作業は、ANSI A10.6, Safety Requirements for Demolition に従って行われ

なければならない。  

a. 解体や改築作業を開始する前に、次の調査や計画書が完了しなければならない。＞ 06.C
の鉛とアスベストに関する要件を参照。 

(1) 技術的調査．登録専門技師 (RPE) によって、構造体の配置、骨組・床・壁の状態、構造

体の一部の意図しない崩壊の可能性 (従業員や財産が危険に曝される可能性のある、隣接する

構造体についても、同様に確認されなければならない) と、その他 解体に伴う潜在的、顕在的

な危険の有無について判断するため、構造体の技術的な調査が行われなければならない。 

 注記: 耐力構造体が撤去/解体されない限り、ソフト解体/改築作業の技術的調査は要求

されない。 

(2) 解体/改築計画書 (Demolition/Renovation Plan)．解体計画書は RPE によって作成され、

GDA に提出されなければならない。計画書は、技術的調査と、鉛とアスベストの調査に基づき、

全ての建築構成材と廃材の、安全な解体と撤去を目的としなければならない。この計画書は、

全ての解体と改築作業に要求され、最低限、次の基本的要素がなければならない: スケジュー

ル; 実施される作業の範囲; 作業方法・装置・作業現場・主要な作業者に関する説明; 敷地

造成; アスベスト含有物質 (ACM) /他の規制された物質 (ORM) の除去計画を含む、廃棄物管

理計画書 (Waste Management Plan); 現場復旧計画書 (Site Restoration Plan) と、作業明細書

に指定された、または契約担当官 (KO) の指示に基づく他の要件。 

b. 解体/改築作業に従事する全ての従業員は、作業が安全に実施できるよう、解体計画につ

いて指示/指導を受けなければならない。 

23.A.02 プロジェクト作業の影響を受ける 電気、ガス、水、蒸気、下水、その他の配線/配管

は、解体を始める前に、建物境界の内側と外側で遮断され、キャップを取付ける等の方法でコ

ントロールされなければならない。 

a. いずれの場合も、関係する公益事業各社に、事前通知されなければならない。 
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b. 契約業者は、全ての配線/配管の位置と、それらをコントロールする手段を示す工事図面 
(配置図､公益施設の図面 等) を、GDA と契約業者の指定監督機関に提出しなければならない｡ 

c. もし改築の過程で、電気、水や 他の公益施設を維持する必要がある場合は、その配線/
配管は、一時的に移設され保護されなければならない。 

d. 電気部品と電機配線の接続を外し、電源を切る箇所を特定し、現場で確認することは、

施設所有者の責任でなければならない。＞ 11 章と 12 章を参照。 

(1) 解体の工程に入る前に、契約業者は、接続の遮断や停電が完了していることを確認しな

ければならない。 

(2) 停電していることは、12 章と、契約業者の HEC プログラムに基づく ロックアウト手順

によって保証され、契約業者によって現場で証明されなければならない。 

e. そのプロジェクトに、既存のガス配管の放棄/取壊しがある場合は、既存の配管の位置が

正確に把握され、29 CFR 1926.850 の該当する項目に従い、撤去/交換のための 処置/工事が行

われることを保証すること。 

f. そのプロジェクトに、消火システムが含まれる場合、改築/解体の工程に入る前に、化学

消火 (CFS) システムが停止されたこと、そして、化学物質が取除かれたことの 確認/証明を、

所有者が GDA に提出しなければならない。もし、解体が始まった後に、CFS システム が作動

していることが分かった場合、契約業者は、直ちに作業を中止し、GDA に報告しなければな

らない。契約業者が、CFS システムや部品を除去/撤去する作業を行ってはならない。 

23.A.03 構造物、配管、タンク、その他の付帯設備において、有害な建材、危険な化学薬品、

ガス、爆発物、引火性物質、危険物質が使われていないか、判断されなければならない。 

a. このような危険が確認された場合、有害物質の種類と濃度を判定する試験が実施され、

試験結果は、GDA と契約業者の指定監督機関に提供されなければならない。 

b. このような危険は、解体が開始される前に、コントロール/除去されなければならない。 

c. 解体が始まった後に、有害物質 (HAZMAT) が プロジェクトの現場/エリアで発見された

場合、契約業者は、直ちに作業を中止し、GDA に報告しなければならない。契約業者は、

GDA の承認なく、HAZMAT を除去/撤去する作業を行ってはならない。 

23.A.04 全ての ACM と ORM は、改築/解体の開始前に、全ての連邦と州の法に従って、構造

物から撤去されなければならない。 
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a. ACM/ORM は、管理された埋立地か、認可された処分施設に運ばれなければならない; 

b. 建設廃材 (C&D) は、一般廃棄物の埋立地に運ばれなければならない; 

c.  リサイクル可能な資材は、再生材置場に運ばれるか、軍で保管されなければならない。 

23.A.05 火災、洪水、爆発などが原因でダメージを受けた 構造物内部で解体作業をする場合､

23.A.02 が求める技術的調査と計画書に従い、壁や床が支柱や筋交いで補強されなければなら

ない。 

23.A.06 作業の進行手順． 

a. シュートなど資材を落す穴を床に開けたり、集積場所を用意したりする 同様の準備作業

を除き、床と外壁の解体は、構造体の一番上から開始して、下方へ進めなければならない。 

b. 下の階の外壁と床の撤去を実施する前に、上の階の外壁と床構造が撤去され、集積場所

に入れられなければならない。 

23.A.07 ガラスが割れることによる 潜在的な危険が考慮され、解体現場の内部と外部にいる

全ての人に対し、対策が取られなければならない。 

23.A.08 床や作業面が、加えられる荷重を支えるのに十分な強度を持たない場合、機械装置が

その上で用いられてはならない。 

23.A.09 解体中の多層構造物への従業員 出入口は、屋根や、天蓋、またはその両方で保護さ

れなければならない。 

a. 保護は、建物の外面から最低 8 ft (2.4 m) にわたって設けられなければならない。 

b. このような全ての天蓋は、建物の出入口や開口部の幅より 少なくとも 2 ft (0.6 m) 広く 
(片側それぞれ 1 ft (0.3 m) ずつ)、150 psi (1034.2 kPa) の荷重を支える能力がなければならない。 

23.A.10 階段、通路、ハシゴは、その構造体へのアクセス/接近手段として指定されたもの以

外、使用されてはならない。 

a. 指定されたアクセス/接近手段は、解体計画書で明示されなければならない。他のアクセ

ス経路は、安全でなく、常時閉鎖されているとして、表示されなければならない。 

b. 階段の吹き抜けは、落下する廃材から作業者を守るため、解体作業が行われている階層

より 2 階層以上、下の位置でカバーされなければならない。 
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c. 解体作業が進行中の階への立入りは、照明され保護された別の通路を通らなければなら

ない。 

23.A.11 解体中、担当責任者 (CP) が継続的に検査し、もろくなったり、劣化した 床、壁、弛

んだ建材に起因する危険を見つけなければならない。支柱、筋交い等の危険防止措置が取られ

るまで、このような危険が存在するところで、従業員に作業をさせてはならない。検査の頻度

が、解体/改築計画書に明示されること。 

23.A.12 廃材の撤去． 

a. 建物の床の安全積載能力を超える量の、壁や石造部分を落すことは禁止する。 

b. 廃材が投入されるシュートの開口部は、作業者が資材を落すために立つ床/面より 42 in 
(1.1 m) 高いガードレールで保護されなければならない。シュートと、それが通る床の開口部の

縁との間のスペースは、カバーされなければならない。 

c. シュートを使わずに、床の開口部を通して廃材を落下させる場合、各床の開口部と廃材

が落されるエリアの周囲には、上にある開口部のエッジから 6 ft (1.8 m) 以上 下った位置に、

42 in (1.1 m) 以上の高さのバリケードが設けられなければならない。 

(1) 各階の、廃材を投入する開口部の各側面には、落下する廃材の危険について、警告標識

が掲示されなければならない。 

(2) 上の階での廃材処理が終るまで、下のエリアでの廃材撤去作業は禁止する。 

d. 水平面から 45°を超える角度の 資材シュートやその各部分は、資材の投入口が床面付近

にあり 閉じるものを設けた開口部を除いて、密閉されなければならない。 

(1) 上記の開口部の高さは、シュートの壁面に沿って測り 48 in (1.2 m) を超えてはならない｡ 

(2) このような開口部は、使用中を除き、最上階以下、全て閉じていなければならない。 

e.  各シュートの排出先かその近くに、頑丈なゲートが設置されなければならない。ゲート

の操作やトラックの後退と荷積みを管理するため、担当の従業員が指名されなければならない。 

f. 作業の進行中を除き、シュートの排出先 周辺エリアは、閉鎖されなければならない。 

g. 機械装置や、手押し車から資材が投下される場合、厚さ 4 in (10 cm) 以上、高さ 6 in (15 
cm) 以上の、トーボードか バンパーが、各シュート開口部に取付けられなければならない。 
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h. シュートは、投入される材料や廃材の衝撃によって破損しないような強度で設計され、

製作されなければならない。 

i. 廃棄物と廃材の保管量は、何階であっても 許容される床荷重を超えてはならない。 

j. 木製床構造の建物では、廃材の保管場所を確保するため、地上 1 階以下の層から根太が

撤去されてもよい。但し、落下する資材が、構造物の安定性を危うくする場合は禁止する｡ 

(1) 木製の根太が、内壁や自立外壁を補強している場合、それらに代わって他の支持部材が

設置されるまで、このような梁は所定の位置に残されなければならない。 

(2) 廃材の保管場所を確保するため、地上 25 ft (7.6 m) を超えない高さの床アーチは、撤去

されてもよい。但し、この撤去が、構造体の安定性を危うくしないことを条件とする。 

(3) 資材が投入される集積スペースは、資材搬出のための開口部を除き、閉鎖されなければ

ならない。資材が搬出されていない時には、この開口部は閉鎖されていなければならない｡ 

(4) 床の開口部には、囲い/縁や 車止めを設けて、機器がその縁を乗り越えないようにしな

ければならない。 

(5) 資材を投下する床開口部は、撤去された床の水平支持材が所定の位置に残っていない限

り、総床面積の 25％より大きくしてはならない。解体によって脆くなる等 不安全になった床

は、解体作業中に加わる荷重を安全に支えられるよう、支柱で補強されなければならない。 

23.A.13 廃材の撤去． 

a. 解体によって生じたり、施設内に置かれた、または施設やプロジェクトの定められた境

界内で発見された廃材は、ACM と ORM を含めて、廃棄物として現場から撤去されなければな

らない。廃材は、要求される処分の種類に従って分別されなければならない。 

b. 廃棄物処分場は、政府所有、私有、営利目的のいずれであれ、着工通知書が発行される

前に GDA の承認を受けなければならない。契約業者は、廃棄物処分を行う場所、廃材の種類、

種類別の量を確認する書類を GDA に提出しなければならない。 

23.A.14 壁の撤去． 

a. 床の安全積載荷重を超える量の、石造壁や石造構造の一部が、建物の床に落とされては

ならない。 

b. 高さが 6 ft (1.8 m) を超える壁を、側面にサポートを入れずに立てておいてはならない。
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但し、側面のサポートを入れずに立つよう設計され建設された壁で、自立しており十分安全な

状態にあるものは除く。いかなる壁も、その壁の解体を妨害している周囲の廃材撤去のために

必要な時間を超えて、側面にサポートを入れず立てたままにしておいてはならない。 

 例外: 横方向からの支持なしで立つよう設計､製作された壁の場合、例外が認められる｡ 

c. 危険な気象条件の時に、従業員が壁の頂部で作業することは禁止する。 

d. 各階の構造部材や荷重支持部材は、その階より上の全ての階が解体され撤去されるまで､

切断/撤去されてはならない。但し、資材の処分や機器の設置のために行う、根太の切断につい

ては、本章の要件に適合していることを条件に認められる。 

e. 解体中の壁から 10 ft (3 m) 以内にある床の開口部には、その下のエリアが従業員の立入

り禁止となっている場合を除いて、頑丈な板を敷いておかなければならない。 

f. 鉄骨構造物の 石造部分を解体する間、鉄骨の骨組みは残されていてもよい。この場合、

石造部分の解体が 下方に向けて進行するのに並行して、鋼製梁、ガーダー (大梁)、構造支持材

から、全ての弛んだ建材が取り除かれなければならない。 

g. 土砂や 隣接する構造体を支える擁壁の役割をしている壁は、このような土砂が、支持具

で固定されるか、隣接する構造体が補強されるまで解体されてはならない。＞ 23.B.04 を参照｡ 

h. 加わる荷重を安全に支持できない壁が、廃材を保持するために使用されてはならない｡ 

23.A.15 床の撤去． 

a. 床部分の解体前に、直接的な作業場所と、隣接する床面から、廃材や他の資材が取り除

かれなければならない。 

(1) 梁/根太の間の床面を解体する場合、仕上げ前の寸法で 2ｘ10 in (5ｘ25.4 cm) 以上の断

面の厚板が 梁/根太に掛け渡され、従業員はその上で作業しなければならない。 

(2) このような厚板は、梁の間の根太が崩れた場合でも、作業者を安全に支持するよう 設置

されなければならない。 

(3) 厚板を支持する間のスペースは、16 in (40.6 cm) を超えてはならない。 

b. 幅が 18 in (45.7 cm) 以上で、厚さ 2 in (5 cm) 以上か、それと同等の強度の厚板で作られ

た安全な通路が設けられ、作業者が 露出した梁の上を歩くことなく、必要などの地点にも行け

るようにしなければならない。 
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c. 十分な強度の桁が、床の厚板を支持しなければならない。このような桁の両端は、床梁

またはガーダーで支えられなければならない。 

d. 厚板は強固な支持材の上に敷かれ、両端が少なくとも 1 ft (0.3 m) 重ならねばならない。 

e. 床の撤去時、従業員は、その直下のエリアへの立入りが禁じられなければならない。そ

のエリアは、アクセスを防ぐためバリケードで囲われ、危険警告の標識がなければならない｡ 

23.A.16 鋼材の撤去． 

a. 床や床の一部が撤去された場合は、鉄骨を撤去/解体する作業者のため、厚板が敷かれな

ければならない。 

b. 鉄骨構造物は、柱ごと、層ごとに解体されなければならない (柱は 2 階分の長さを一度

に解体してもよい)。 

c. 解体中の構造部材に、過度の荷重がかけられてはならない。 

23.B 構造物の解体． 

23.B.01 通則．施設の撤去は、構造物だけでなく次の関連付属設備を含むことがある: フェ

ンス、駐車場と付属照明設備、道路と道路からのアクセス、歩道とアクセスとしての階段、パ

ッド、パティオ、舗装された資材置き場、公益施設、地下貯蔵タンク (UST) /地上貯蔵タンク 
(AST)、柱、施設付属の屋内外設備、施設の指定境界線内の屋内外設備。 

23.B.02 荷役機械 (LHE) の使用に伴う全ての作業は、次を含む、16 章に適合しなければなら

ない: 合格証; 作業者 (オペレーター、玉掛け作業者、合図者、その他) の資格証明書; LHE
の検査、運用/負荷試験と証明書; 標準揚重計画書。もし、そのメーカーが機器を計画通り使

用することを認めない場合は、その機能を実行することは禁止する。 

23.B.03 構造物を解体する工程が始まったら、作業者は、その構造物内で作業してはならない。

構造物の解体を始める前に、ACM や他の規制材料の除去が完了しなければならない。 

23.B.04 構造物の解体作業には、解体前に次の一部/全部を含めることがある: 

a. 施設の撤去を開始する前に行う、ユニバーサル廃棄物 (バッテリ、殺虫剤、水銀含有器

具、蛍光灯 等) の除去; 

b. 架構を露出させるための部分的な解体; 
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c. ソフト解体。 

23.B.05 機械による解体． 

a. プロジェクトで使用される全ての電動機器は、EM 385-1-1 と、該当する OSHA の要件

を満たさなければならない。加えて、機器の安全性に関する詳細な情報として、National 
Demolition Association’s Demolition Safety Manual, Chapter 7.0 を参照すること。 

b. 機械による解体が行われている時に、解体の影響を受ける可能性のあるエリアへ、立入

りを許可される者があってはならない。それ以外の時には、作業に必要な作業者のみ、そのエ

リアに立入ることが認められる。 

c. 解体中の粉じんを抑制するため、粉じんを低減する対策がなされること。 

d. 5 章のとおり、オペレーターには、呼吸用保護具の着用が要求されること。 

e. 解体用ボールは、GDA によって認められた場合に限って、用いられなければならない。

もし、解体用ボールの使用が認められた場合は、次に準拠しなければならない: 

(1) 解体用ボール (スチールボール) の重量は、解体ボールが使用されるブームの長さと 最大

作動角度に基づく クレーン定格荷重の 50％か、それがつり下げられているワイヤロープの 公
称破断強度の 25％、いずれか小さい方を超えてはならない; 

(2) クレーンブームと荷重ロープは、可能な限り短くしなければならない; 

(3) ボールは、スイベルタイプの接続金具で 荷重ロープに取付け、荷重ロープがねじれない

ようにし、また、偶発的に外れないよう、確実な手段で取付けられなければならない。 

(4) 解体作業中、もろくなったり 劣化した、床や壁、緩んだ建材によって生じる危険を見つ

けるため、CP による継続的な点検が行われなければならない。従業員は、支保工、筋交、他

の有効な手段により危険が是正されるまで、このような危険が存在する場所で作業してはなら

ない。 
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第 24 章 

安全なアクセス/接近手段 

24.A 通則． 

24.A.01 作業エリアと、床/屋根/壁の 開口部や、架台、通路、スロープ、固定階段、ハシゴか

ら、作業者が墜落する危険のある場所には、またはロープアクセスのため、安全な接近手段が

設けられなければならない。 

a. アクセス経路に 19 in (48.2 cm) 以上の不連続部がある場合は、階段、ハシゴ、スロープ

や、人員ホイストが設けられなければならない。 

b. 金属製の接近手段は、電気工事用として、または電気導体に接触する可能性がある場所

で用いられてははならない。 

c. 高さが異なる床面間のアクセス/接近手段は、作業者が自由に通行できるよう、障害物が

あってはならない。もし自由な通行が制限される場所で作業が行われる場合、第二の接近手段

が設けられなければならない。 

d. 全ての軍所有/運用施設では、隣接する床面や地面から 4 ft (1.2 m) 以上高い開放面のあ

る床/架台は、全開放面に沿うガードレールシステム (または同等の物) で、保護されなければな

らない (スロープ、階段、固定ハシゴの入口は除く) 。ガードレールシステムには、必要に応じ

て、トーボード (幅木) が設置されなければならない。＞ 21.F.01 を参照。 

24.A.02 接近手段を使用する予定の作業については、次について AHA で詳しく説明し、それ

が GDA に受理されていなければならない: 

a. 接近手段の設計、設置、メンテナンス、 

b. 足場の据付けと解体の手順。据付けや解体の作業を高所で行う場合は、据付/解体中の墜

落保護に関する対策を含めること。＞ 21.K.02 と 22.A.03 を参照。 

24.A.03 現場で製作される接近手段は、計画最大荷重の少なくとも 4 倍を確実に支えるように

設計され、本規程の 22 章に従って作製されなければならない。 

24.A.04 接近手段には、計画最大荷重やメーカー定格荷重を超える負荷が掛けられてはならな

い。荷重が掛けられた時の布板/床材のたわみは、スパン長の 1/60 を超えてはならない。 
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24.A.05 アクセス経路の幅は、その製作目的によって決定されなければならない。この幅は、

安全に資材運搬と人の移動を行うために十分なもので、18 in (45.7 cm) 以上なければならない 
(ハシゴは除く)。 

24.A.06 アクセス経路の上で作業が行われる場合や、人が落下物の危険にさらされる場合、2 
in (5 cm) の強固な布板と同等の、頭上防護がなければならない。 

24.A.07 アクセス経路は、毎日検査されなければならない。 

a. 通路には、つまずきの危険や、障害物があってはならず、人の通行を妨害/制限してはな

らない。また､アクセス経路は、氷、雪、グリース、泥、その他の環境危険があってはならない｡ 

b. アクセス経路が滑り易い場合、安全な通行を約束する、滑り止め材が用いられなければ

ならない。 

c. アクセス経路にある全ての障害物や突起物は、除去されるか、目立つようマークされな

ければならない。鋭い、尖った、または裂傷、打撲傷、擦過傷の原因となる 障害物/突起物は、

保護材でカバーされなければならない。 

d. ダメージを受けたり、強度が低下した アクセス経路とその部品は、使用されてはならな

い。このような欠陥のある物は、修理/交換されなければならない。 

24.A.08 架台を次の階層へ移動させる場合、架台の床板を支持する、新しい支持部材が設置さ

れるまで、古い架台は原状のままにしておかなければならない。 

24.A.09 屋根への安全なアクセス/接近手段． 

a. 屋根へ出入りするエリアでは、ガードレールの付いた架台が、水平に設置されなければ

ならない。 

b. 登り板． 

(1) 登り板は、幅 10 in (25 cm) 、厚さ 1 in (2.5 cm) 以上とし、1 in x 1.5 in (2.5 cm x 3.75 
cm) の滑り止め踏桟がなければならない。 

(2) 滑り止め踏桟は、板の幅と長さが等しく、24 in (60 cm) 以下の等間隔で取付けられなけ

ればならない。 

(3) クギは、完全に打ち込まれ、裏側で打ち曲げられなければならない。クギの代わりに、

ネジが用いられてもよい。 
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(4) 登り板が、屋根の 建設/修理/保守に使用される場合は、棟木から軒まで敷き渡し、固定

されなければならない。 

(5) 手掛かりとして、少なくとも直径 3/4 in (2 cm) のロープや同等物による、しっかりと固

定された命綱が、各登り板に沿ってなければならない。 

c. アクセス通路は、次のように設置されなければならない: 

(1) アクセスする場所、資材の取扱い/保管エリアは、2 本の警告境界線で仕切られた 障害物

のないアクセス通路で、作業エリアとつながれなければならない。 

(2) アクセスする場所への通路が使用されていない時には、次のいずれかの措置が取られな

ければならない: 

(a) 作業エリアの周囲に設けられた警告境界線と、その通路が交差する地点に、警告境界線

と等しい強度と高さの ロープ/ワイヤ/チェーンが、通路を横切って設置されなければならない、

または、 

(b) 人が、作業エリアに直ぐ入り込めないよう、通路がオフセットにされなければならない｡ 

24.B ハシゴ．＞ 22.S「作業台 (可搬型作業架台) 」と 22.T「脚立/うま足場 」も参照。 

24.B.01 ハシゴの製作、設置、使用は、ANSI/米国ハシゴ協会 (ALI) の A14 シリーズのうち、

該当する規格に従わなければならない。定格荷重は、全てのハシゴに、明確に見やすく表示さ

れなければならない。 

24.B.02 あらゆるハシゴ道、床開口部、架台の、全ての露出した側面は (開口部への入口を除

き)、標準トーボードを備えた (落下物へさらされる場合)､ 標準ガードレールで保護されなけれ

ばならない。ガードレールの向こう側にある通路には、人が直ぐ開口部に入れないよう、ガー

ドレールが設けられるか、オフセットにされなければならない。ガードレールは、21.F.01 の 
強度要件を満たさなければならない。チェーンゲートより、スイングゲートが望ましい。 

24.B.03 ハシゴの長さ． 

a. 全ての可搬型ハシゴは、十分な長さがあり、作業者が身体を伸ばしたり、危険な姿勢に

なる必要がないよう、設置されなければならない。 

b. 仮設の接近手段として使用される可搬型ハシゴは、上側の着地面より、少なくとも 3 ft 
(0.9 m) 上に 伸ばされなければならない。 
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(1)  3 ft (0.9 m) 伸ばせない場合は、作業者が、ハシゴに乗り移る/降りるのを助けるため、

手掛かり (手すり 等) が設けられなければならない。 

(2) ハシゴが荷重でたわみ、支持している物から外れるような長さであってはならない。 

c. 脚立の長さは、20 ft (6 m) を超えてはならない。 

d. 可搬型ハシゴの場合: 

(1) 一連ハシゴの長さや、多連ハシゴの各部分の長さは、30 ft (9 m) を超えてはならない。 

(2) 二連伸縮ハシゴの長さは、48 ft (14.6 m) を超えてはならない。 

(3) 多連伸縮ハシゴ (三連以上) の長さは、60 ft (18 m) を超えてはならない。 

e. 必要な長さにするため、ハシゴの縦桟を重ね継ぎする場合、重ね継ぎした縦桟は、同じ

材料の一体物の縦桟と、少なくとも同じ強度がなければならない。 

24.B.04 ハシゴの幅． 

a.  足掛金物の横桟は、長さが 少なくとも 16 in (40.6 cm) なければならない。 

b. 全ての可搬型ハシゴの横桟の間隔は、少なくとも 12 in (30.4 cm) なければならない。 

24.B.05 ハシゴの横木/桟/ステップの間隔． 

a. 可搬型ハシゴの場合、横桟の間隔は、中心線間で 均等に 12 in (30.4 cm) でなければなら

ない。但し、現場で製作したハシゴの場合は、10 in (25.4 cm) から 14 in (35.5 cm) とする。 

b. 脚立の場合は、中心線からの間隔が、8 in (20.3 cm) 以上、12 in (30.4 cm) 以下でなけれ

ばならない。 

24.B.06 ハシゴは、作業者が、刺し傷や裂傷などケガをしないよう、また衣服が絡まないよう、

表面が仕上げられなければならない。 

24.B.07 木製ハシゴが、不透明な被覆でコートされてはならない。但し、縦桟の一つの面だけ

に貼付ける、識別/警告ラベルは除く。 

24.B.08 可搬型ハシゴの足には、滑止めがなければならない。 
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24.B.09 可搬型金属製ハシゴの 横桟/ステップは、波形/ギザギザ/くぼみを付ける、耐滑性の

材料を塗布する、または他の方法で、できる限り滑らないように処理されなければならない。 

24.B.10 脚立には、広げて固定するため、開き止め/固定 金具がなければならない。 

24.B.11 ハシゴの設置． 

a. ハシゴは、バリケードやガードで保護される場合を除いて、通路、出入口、車道、その

他 作業によって動かされる可能性のある場所に設置されてはならない。 

b. 可搬型ハシゴは、頂部の支持点から、ハシゴの足元までの水平距離が、垂直距離の 4 分

の 1 を超えない傾斜で 使用されなければならない。 

c. 縦桟を重ね継ぎした 現場製作の木製ハシゴは、水平距離が、ハシゴの長さの 8 分の１に

なる角度で使用されなければならない。 

d. ハシゴを所定の位置に固定して、それに掛かる荷重を支えるためには、必要に応じて、

頂部、底部、中間部で固定されなければならない。 

e. 全てのハシゴの ステップ/横桟は、横桟の内側の縁から最も近くの障害物まで、少なく

とも 7 in (17.7 cm) 爪先にスペースがあるよう設置されなければならない。 

f. 自立しないハシゴの頂部は、単独で支持する部品が取付けられる場合を除き、2 本の縦

桟の両方で均等に支持するよう 設置されなければならない。 

g.  またいで渡る距離．ハシゴの最も近い縁から、設備/装置や構造物の最も近い縁までの

距離は、12 in (30.5 cm) 以下、2-1/2 in (6.4 cm) 以上でなければならない。 

24.B.12 ハシゴの使用． 

a. ハシゴは、その本来の用途に限定して使用されなければならない。ハシゴ昇降時は、常

に 3 点支持 (補遺 Q を参照) が保たれなければならない。 

b. ハシゴは、毎日、そして、安全な使用に影響を与える可能性のある出来事の後、目視で

検査されなければならない。壊れたりダメージを受けたハシゴには、直ちに「使用禁止」や、

同様の文言のタグが付けられ、オリジナルの設計どおりの状態に修復されるまで、使用されて

はならない。 

c. 人がハシゴに乗っている間は、ハシゴを動かしたり、方向を変えたり、伸長してはなら

ない。 
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d. ハシゴには、設計/試験された最大荷重や、メーカーの定格荷重 (作業者、全ての工具、

携える資材を含む) を超える負荷をかけてはならない。 

e. 一続きのハシゴ (同じ一組の縦桟) 上を、2 名以上の者が、同時に登ってはならない。 

f. 作業場所への昇降手段として使用される可搬型ハシゴは、墜落保護を必要としない。し

かし、可搬型ハシゴ上では、短時間の軽作業だけしか行われてはならない。重量物の持ち上げ

や激しい作業が、ハシゴ上で行われてはならない。 

g. 25 名以上の作業者がいる作業エリアへの唯一の接近手段がハシゴである場合、または、

1 台のハシゴが同時に 2 方向の通行に使用される場合、二重桟式 (2 列のハシゴから成る) ハシ

ゴが用いられなければならない。 

h. 脚立の天板や、頂部の踏み桟は、メーカーがそのように使用するよう設計した場合 (例
えば、作業台付き脚立) を除き、足掛かりとして使用されてはならない。 

i. 伸縮ハシゴを登る前に、必ずラッチが掛けられるようにすること。 

j. 踏み桟や架台上に、工具を放置してはならない。 

k. 特定/特別の用途に合わせて、メーカーによって製造されたハシゴの改造をすることは、

RPE が承認した設計を用いてのみ 実施されなければならない。このようなハシゴは、ANSI 
A14 シリーズの該当する規格を満たさなければならない。 

24.B.13 現場で作製する木製のハシゴは、ANSI A14.4 に従って製作されること。 

24.B.14 縦桟が 1 本だけのハシゴが 使用されてはならない。3 本脚のハシゴは、もし GDA に

承認された場合、特定の職務で使用されてもよい。 

24.B.15 ハシゴ登はん装置の使用は、21.J に従わなければならない。 

24.B.16 関節式ハシゴは、ANSI A14.2 の規格に適合している場合、使用が認められる。 

24.B.17 高さ調整用足、安定/スタンドオフ装置、ハシゴ用のストラップ/フック等を含めた、

ハシゴと連結して設置/使用される付属品は、メーカーの取扱説明書に従って、設置/使用され

なければならない。 

24.C 手すり． 
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24.C.01 標準手すりは、壁や間仕切りに取付けられること、中さんがないことを除いて、標準

ガードレール (21.E.01 を参照) と同様の構造でなければならない。 

24.C.02 手すりは、上面と両側面が滑らかでなければならない。 

24.C.03 手すりには、落ちないように握るための適切な手掛かりがなければならない。 

24.C.04 手すりの端は、支持する壁や間仕切りに向けて曲げられるか、他の方法で 突出部の

危険を生まないよう整えられなければならない。 

24.C.05 手すりの高さは、手すりの上側表面から、蹴上げの面に沿って 踏み板まで、または

スロープの表面まで、38 in (86.3 cm) 以下、34 in (76.2 cm) 以上でなければならない。既に設

置されているものは、施設の建設時に有効な建築基準を満たしている場合、改修の必要はない。 

24.C.06 全ての手すりとガードレールは、他の物体との間に、約 3 in (7.6 cm) の隙間がなけ

ればならない。 

24.D 床・壁・屋根の 開口部． 

24.D.01 床と屋根の穴/開口部とは、歩行/作業面の いずれかの方向で 2 in (51 mm) より大きく、

人がつまずいたり、墜落する、または、物が下の階層に落下する可能性のある部分である。＞ 
21.G を参照。 

 注記: 床や屋根にある天窓は、床や屋根の穴/開口部とみなされる。 

24.D.02 人が誤って立入ったり、落ちる可能性のある、床や屋根の全ての開口部/穴は、全て

の露出面に沿って、トーボードを備えた ガードレールシステムや、荷重に耐えうるカバーによ

って保護されなければならない。カバーが、本来の位置に置かれていない場合、開口部/穴は、

取外し可能なガードレールシステムか、他の墜落保護装置で保護されなければならず、保護装

置が取外された時は、見張りを置かなければならない。＞ 21.F と 21.G を参照。 

24.D.03 道具/機器、資材、がれき類が落ちる可能性のある、床と屋根の全ての穴は、カバー

されなければならない。 

24.D.04 暗きょ、溝、マンホールのカバーと その支持材は、車両/機械の通行にさらされる場

合、予想最大荷重の 2 倍の、トラック後軸荷重に耐えるように設計されなければならない。 

24.D.05 全てのハッチとシュートの床開口部は、蝶番付きの床開口部カバーで保護されなけれ

ばならない。開口部は、一つの側面だけを残し、ガードレールで囲われなければならない。露

出した側面には、外開きの扉が設置されるか、人が開口部に入れないようオフセットにしなけ
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ればならない。ハッチやシュートの開口部に、資材等を送り込む必要がある場合、人が開口部

から墜落するのを防ぐため、保護がなされなければならない。 

24.D.06 墜落の可能性がある、高さ 30 in (76 cm) 以上、幅 18 in (48 cm) 以上の 壁の開口部は、

標準ガードレールか同等の物で保護されなければならない。壁開口部の底部が、作業床面上の

4 in (10.1 cm) より低い位置にある場合、幅に関係なく、トーボードが設置されなければならな

い。＞ 21.F.01 を参照。 

24.D.07 資材等の取扱いのために吊り上げ作業を行う、壁の開口部の外側へ伸長した架台には、

本規程の 21.F.01 の基準を満たす、標準ガードレールがなければならない。しかし、適切な墜

落保護装置が用いられる場合は、資材の取扱いを容易にするため、伸長された架台の一つの側

面が、取外し可能なガードレールであってもよい。 

24.D.08 屋根の開口部/穴は、その全ての露出した側面に、カバー、ガードレールシステムか、

または 警告境界線システムが設けられなければならない。 

a. 開口部/穴を 全て/部分的に覆う、屋根の下葺き材/ルーフィング、断熱材やフェルトのよ

うな屋根材は、直ちに切り開らかれなければならない。穴/開口部は、21.G に従い、カバーさ

れている場合を除いて、無人で放置されてはならない。 

b. 開口部の全てのカバーは、21.G に従って、特定/明示されなければならない。 

c. 荷重に耐えない天窓は、荷重を支持できる 天窓スクリーン/カバーや、全ての露出側面

に沿ったガードレールシステムで保護されなければならない。 

d. 作業者が、天窓の上に 立ったり/歩いたりすることは禁止する。 

24.E 階段． 

24.E.01 高さ 20 ft (6 m) 以上の全ての構造物には、建設中、階段が設けられなければならない。 

a. 各床の建設と同時に、恒久的な階段が設置されない場合、作業階への 仮設階段が設置さ

れなければならない。 

b. 階段の使用に代わる代替手段は、AHA で検討され、GDA にとって承諾可能なものでな

ければならない。 

24.E.02 階段に関する要件． 

a. 仮設階段には、垂直に 12 ft (3.6 m) まで上昇するごとに、進行方向に 30 in (76.2 cm) 以
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上あり、幅が少なくとも 22 in (55.8 cm) ある、踊り場がなければならない。 

b. 階段は、水平に対して 30から 50の傾斜で設置されなければならない。 

c. 蹴込み板は、高さが均一で、踏み板は幅が均一でなければならない。 

24.E.03 金属製で受皿型の踊り場と踏み板が使用される場合は、適切な位置に固定され、コン

クリート、木材や、他の材料で、各受皿の少なくとも頂部まで充填されなければならない。 

24.E.04 木製の踏み板は、適切な位置に釘で留めなければならない。 

24.E.05 4 段以上の蹴込み板を備えた、または、高さ 30 in (76.2 cm) を超える、階段のフライ

ト (踊り場から踊り場までの 1 区間) には、設計で除外された場合を除き、標準階段ガードレー

ル (下に定義する) か、標準手すりがなければならない。 

a. 両側が囲まれた幅 44 in (111.7 cm) 未満の階段の場合、少なくとも 1 本の標準手すりが

設置されなければならない。この手すりは、下降方向の右側が望ましい。 

b. 片側が開放された幅 44 in (111.7 cm) 未満の階段の場合、開放側に少なくとも 1 本の標

準階段ガードレールが設置されなければならない。 

c. 両側が開放された幅 44 in (111.7 cm) 未満の階段の場合、両側に 1 本の標準階段ガード

レールが設置されなければならない。 

d. 幅が 44 in (111.7 cm) 以上、88 in (223.5 cm) 未満の階段の場合、囲まれた側に 1 本の標

準手すり、開放された側に 1 本の標準階段ガードレールが設置されなければならない。 

e. 幅が 88 in (223.5 cm) 以上の階段の場合、囲まれた側に 1 本の標準手すり、開放された

側に 1 本の標準階段ガードレール、階段中央に 1 本の標準手すりが設置されなければならない｡ 

24.E.06 全ての階段吹き抜けの周囲に、標準階段ガードレールが設置されなければならない。 

a. 階段ガードレールの高さは、踏み板の前縁にある蹴込み板の面に沿って、上さんの上側

表面から踏み板まで 42 ± 3 in (1 ±8 cm) でなければならない。既に設置されているものは、改

修する必要はない。 

b. 上さんと階段のステップの間に、中さん、スクリーン、メッシュ、手すり子や、他の同

等の中間構造部材がなければならない。 

(1) 中さんは、階段ガードレールシステムの上さんの上端と、ステップの中間の高さになけ
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ればならない。 

(2)スクリーンやメッシュが使用される場合は、上さんからステップまで、そして支柱間の、

全ての開口部を覆わなければならない。 

(3) 中間垂直部材が使用される場合は、19 in (48.2 cm) 以上離してはならない。 

(4) 他の構造部材が使用される場合は、階段ガードレールシステムに、幅 19 in (48.2 cm) を
超える開口部がないよう設置されなければならない。 

24.E.07 階段に通じるドアやゲートの開口部には、踊り場がなければならない。また、ドアが

開くことにより、踊り場の幅が 20 in (50.8 cm) より狭くなってはならない。 

24.E.08 螺旋階段は、認められない。但し、通常の階段を設置することが実際的でない場合に、

特別に限定使用し、二次的な接近路として使用する場合は除く。 

24.E.09 螺旋階段、船舶の階段や、または交互踏み板階段を昇降する場合、常に 3 点接触が保

たれなければならない。3 点接触とは、両手と片足、または両足と片手が、常に昇降手段に接

していることを意味する。 

24.F スロープ・通路・トレッスル． 

24.F.01 スロープ・通路・作業台は、状況が許す限り平坦でなければならない。傾斜が 1 ft: 5 
ft (0.3 m: 1.5 m) を超える場合、作業床面に傾斜を横切る桟が設置されなければならない。 

24.F.02 歩行が認められている 車両用のスロープ、トレッスル、橋は、車道の外側に、歩道

とガードレールが設置されなければならない。道路は、高さ 8 in (20.3 cm) 以上の 車輪ガード、

フェンダー丸太、縁石が、道の両側に平行に固定された構造でなければならない。 

24.F.03 作業エリアに張り出すか、その上を横切る全てのロコクレーンやガントリークレーン

のトレッスルは、クレーンがレールの間でつり作業を行う場合を除き、作業エリアに張り出し

ている長さ全体に渡って、2 in (5 cm) 以上の床材や同等物で完全に覆われなければならない。 

24.F.04 スロープを階段の代わりに使用する場合、安全なアクセスを確保するため、桟がなけ

ればならない。 
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24.G 人員用ホイストとエレベーター． 

24.G.01 人員用ホイストとエレベーターの設計、建設、設置や、組立て、運用、検査、試験、

メンテナンスは、メーカーの勧告と該当する ANSI 規格に従わなければならない。 

a. 建設/改造/解体中、建物の内/外部に仮設される軌道ガイド式の人員用ホイストシステム

と構造物は、ANSI A10.4 に準拠しなければならない; 

b. 建設/改造/解体中、一時的に据付けるロープガイド式の人員用ホイストシステムは、

ANSI A10.22 に準拠しなければならない; 

c. 建設/改造/解体中、一時的に据付けるガイドなし人員用ホイストシステムは、ANSI 
A10.8 と ANSI A10.22 に準拠しなければならない。 (ANSI A10.22 の 4.2 の基準を満たすエア

タガー型ホイストや同等の装置は、基礎設置型ホイストの代わりに使用されてもよい)  

d. 恒久的な昇降路内の、恒久的なガイドレール上で作動するエレベータを、建設中に人を

運搬するため使用する場合は、ANSI/ASME A17.1 に準拠しなければならない。 

e. 建設、設置、組立て、運用、検査、試験、メンテナンスに関する、メーカーのマニュア

ルの写しと、該当する ANSI 規格の写しが、現場になければならない。 

f. 人員用ホイストとエレベーターは、本規程 16 章の該当する要件に準拠しなければなら

ない。 

24.G.02 橋塔の建設で使用される人員用ホイストは、登録技師 (RPE) の承認を受け、この分

野に精通した RPE の監督下で据付けられなければならない。 

24.H ロープを用いた安全なアクセス．ロープを用いたアクセス作業が実施される場合は、 

ロープアクセス作業計画書 (Rope Access Work Plan) と、付属の手順書が作成され、GDA に提

出され、受理されなければならない。 

24.H.01 登はん (クライミング) 装置． 

a. ロープ: 作業 (メイン) ロープや安全ロープ (ライフライン) として使用されるものであ

り、新品時の公称破断強度が 少なくとも 5400 lbs (24 kN) の､合成繊維製でなければならない。

作業/安全ロープは、人命の安全を目的として特別に設計されていなければならない。加えて、

両方のロープの弾性 (伸び) は、540 lbs の荷重を加えた時 7%までに制限されなければならない。  

b. カラビナとスナップフック: 登はん用 (命を支持する) に使用されるものは、ゲートを開

放するためには、少なくとも二つの意図的な､連続した動作を必要とし、定格 5,000 lbs (22.2 
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kN) で、ANSI/ASSE Z359 Fall Protection Code を満たさなければならない。ゲートは、定格

3600 lbs (16 kN) でなければならない。ロープスナップとスナップフックは、自動閉鎖式で、

自動ロック式でなければならない。ロープの擦切れを防ぐため、ロープスナップ取付け時にロ

ープシンブルの使用が推奨される。 

c. プーリ/ロープスリーブ: ロープのダメージを防ぐため、減摩する道具/装置を併せて使

用することが推奨される。 

d. ロープブロック/ブレーキ: 作業をより安全にするため使用され、重荷重を扱う人手を

少なくできる。枝の除去用ロープを扱う時、地上にいる者は、自分の手や腰にロープを巻付け

てはならず、足に絡まるのを防ぐため、ロープを足元から離して置かなければならない。  

e. クライマー用 PPE: 適切な靴、長ズボン、袖の長さが最低 4 in (10.2 cm) ある作業シャ

ツ、眼の保護具、フェイスシールド、チェーンソー使用中の聴力保護具、あご紐付き保護帽か

ANSI Z89.1 認可のクライマー用ヘルメット (通気孔 有りまたは無し) 、メカニックグローブの

ような指無し手袋。気温が 85 oF (29 oC) を超える場合、クライマーは、水分補給するためのも

のを携帯しなければならない。 

f. 全ての装置は、毎回の使用前に検査され、メーカーの取扱説明書に従って メンテナンス

され、使用されなければならない。 

g. 従業員は、全ての装置の使用に関して、適切にトレーニングされなければならない。 

h. ロープは、枝を下ろしたり、装置を上げるために用いられてはならない。 

i. ハンドソーのような鋭い工具は、使用しない時、鞘に収められなければならない。 

j. 樹皮剥ぎ、空洞処理、ケーブル敷設、樹皮トレーシングに使用される工具は、このよう

な使用のために設計されたバッグ/ベルトで携行されなければならず、ポケットやブーツに入れ

てはならない。 

k. クライマー用サドル: クライマー用ベルト/サドルは、つり下げる 足場/装置としてのみ

使用されなければならない。サドルに加え、墜落阻止装置が要求される。ベルトは、クライマ

ーの腰への圧力を減らすため、レッグストラップか、座部 (尻を乗せる) がなければならない。 

l. 登はん用のロープは、修理のためにスプライス (組み継ぎ) されてはならない。 

m. ロープは、空気がコイルの間を循環して乾燥を促すよう、コイル状に巻いて、積み重ね

るか、吊るしておかなければならない。 
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n. 湿ったロープが、電気作業で用いられてはならない。 

o. ロープは、毎回の使用の前/後に、検査されなければならない。 

p. ロープアクセスに使用する、ハーネスと他の個人用墜落保護装置は、ANSI Z359/ASSE 
Z359, Fall protection Code を満たさなければならない。  

q. もし下降器 (ディセンダー) が使用される場合は、作業者の体重、降下距離、安全への配

慮、手を自由に使って作業するため作業ロープに沿って止まる必要性を考慮して、制御された

降下が可能でなければならない。 

24.H.02 一般的な作業法． 

a. 安全/補助/安全確保/予備のライン． 

(1) メインロープ (作業ロープ) に加えて、安全/補助/安全確保/予備ロープや、他の適切な墜

落阻止装置が用いられなければならない。但し、補助ロープ等の墜落阻止装置が、より大きな

危険を引き起こすなど現実的でないことを、雇用者が 実証できる場合は除く。＞ 24.H.02.a (2) 
を参照。 

(2) 安全/補助/安全確保/予備ロープが、単独で木登りに用いられてはならない。補助ロープ 
(安全ロープ) の使用は、追加のリスクをもたらし、困難を増大させる可能性がある。補助ロー

プを、木登り作業に使用するよう決める前に、その影響が慎重に検討されなければならない。 

(3) 安全ロープが作業ロープと共に使用される場合、各ロープは、別のアンカーに取付けら

れ、作業者のハーネスに別々に固定されなければならない。これは、両方のロープを、ハーネ

スの 一つの取付点に付けることを除外するものではない。 

(4) 安全ロープは、全身ハーネスの前面か背面の D リングに接続されなければならない。 

(5) 安全ロープを使用する場合、最大自由落下距離が 6 ft (1.8 m) を超えてはならず、捕捉し

なければならない最大の力が 1,800 lbs (8 kN) を超えてはならない。 

b. 雇用者は、システム全体の安全係数が満たされていることを確認するため、アンカーが

評価されたことを保証しなければならない。 

c. 特定作業用のロープアクセス技術を採用する前に、ロープアクセスの担当責任者 (CP) 
は、リスク評価を行い、安全分析報告書を作成しなければならない。これは、ロープアクセス

作業計画書 (Rope Access Work Plan) の一部として GDA に提出され、受理されなければなら



                      EM 385-1-1 
                           2014 年 11 月 30 日 

 

24-14 
May 16, 2016 

ない。安全分析報告書には、利用可能な各種ロープアクセスと、それぞれの長所と危険に関す

る検討結果がなければならない。特に、次の面に注意が払われなければならない: 

(1) その作業に必要な、資材、装置、工具を、つるされた人が 安全に使用できるか、工具の

反作用が その人にリスクを及ぼすか; 

(2) その作業が 資材を緩ませ、作業者や他の者に危険を及ぼす可能性があるか;  

(3) ある場所での作業に要する時間が、容認できないレベルのリスクとなる可能性があるか; 

(4) ロープアクセス技術を使っている作業者を、彼らが立入る可能性のある どのような場所

からでも直ちに救助することが可能か。 

d. 契約業者は、迅速な救助やセルフレスキュー、そして救急サービスに関する定めを用意

しなければならない。 

e. ロープアクセス作業者は、次のことを求められる: 

(1) 雇用者のロープアクセス作業計画と、全ての該当する方針と手順を、実際的に理解して

いる; 

(2) ロープアクセス装置の、調整、検査、メンテナンス、手入れと、適切な保管を行う; 

(3) アンカーシステムと部品の、完全性の検査と点検を行う; 

(4) 作業現場の危険を認識し、ロープアクセス監督者にこのような危険を報告する; 

(5) 作業エリアを確認し、作業危険分析を行う能力がある; 

(6) 書面や口頭による警告を理解し伝達する; 

(7) 雇用者が使用する救助手順とシステムを熟知し、ロープアクセスシステムからの救助実

行を支援する; 

(8) ロープアクセス監督者が指定する適切な個人用保護具を利用する; 

(9) ロープアクセスの担当責任者 (CP) の指示に従う、または、適切な場合、実行される作

業に関する安全作業文書の要件、ロープアクセス主任技術者の指示に従う; 

(10) 当該作業に配置された場合は、ロープアクセスの CP に通知する。  
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第 25 章 
 

掘削と溝堀り 
 
25.A 通則．本章の要件は、政府と契約業者の従業員が、掘削と溝掘り作業に従事している時、

その全ての作業者に適用される。 

25.A.01 掘削/溝堀り計画書．作業を開始する前に、掘削の担当責任者 (CP) か、登録専門技師 
(RPE) によって、掘削/溝堀り計画書 (Excavation/Trenching Plan) と/または、作業危険分析 
(AHA) が作成され、GDA に提出されて、受理されること。 

a. 深さ 5 ft (1.5 m) 以上の掘削/溝掘りでは、掘削/溝掘り計画書と AHA、両方が要求される; 

b. 深さ 5 ft (1.5 m) 未満の掘削/溝掘り、または、全体が安定した岩石でできている場合、

AHA が要求されるが (1 章と 25.A.01.a を参照) 、掘削/溝掘り計画書は、任意である; 

c. 掘削/溝掘り計画書には、最低限、次がなければならない; 

(1) 作業危険分析 (AHA)．AHA には、1 章で要求された情報に加え、次がなければならない: 

(a) 全ての配管作業について、接続作業中、作業者のさらされる危険が増大することを含む 
(すなわち、かがむ、膝を突く); 

(b) 退去の手段と、その配置/場所; 

(c) 掘削作業 CP の、身分証明と資格; 

(d) 崩落の可能性がないことを示す、CP による地質調査の書類。 

(2) 救助計画書と手順 (25.B.02 を参照)。救助計画書は、作業者が 5 ft (1.5 m) を超える深さ

で作業する場合、作成され、維持されなければならない; 

(3) 近隣の構造物を含め、作業が予定されているエリアの 略図/見取り図; 

(4) 計画されている掘削の最大深さ; 

(5) 推定される土質の種類と、土質の種類を決定する試験方法; 

(6) 計画されている 支保工、傾斜付け、段切りの方法; 
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(7) 密閉区画への立入り、溝への立入/退出、雰囲気のモニタリング手順について、計画され

た方法; 

(8) 公益設備の遮断箇所 (必要な場合); 

(9) 建設用地内やその近傍にある、架空電線、残すよう指定された樹木・他の人工施設・自

然物へのダメージを防ぐため、提案される方法; 

(10) 掘削した 土/アスファルト/コンクリートの管理計画; 

(11) 交通整理に関する計画; 

(12) 掘削許可 (Digging Permit (excavation permit))．全ての地下埋設管路/公益設備 (通信線、

水道、燃料管、電線) は、位置が確認され、ダメージや位置ずれが発生しないよう保護されな

ければならない。 

(a) 場所の確認と、その表示を行うため、公益事業会社や他の関係機関に連絡を取らなけれ

ばならない。関係機関がもし必要と思うならば、地下設備の保護に関する指示や支援を行う。 

(b) 契約業者は、掘削作業を開始する前に、管轄権のある 基地の土木技術者か､他に権限を

持つ者から「掘削許可」を得なければならない。許可の申請は、GDA を通じて行われること。 

(13) 不発弾 (UXO) 処理の確認．爆発物、不発弾、兵器の存在が分かっていたり、疑われる

場所で 掘削が行われる場合、掘削作業の前に、有資格の不発弾処理 (EOD) 作業者によって、

地表と地下の処理が完了されなければならない; 

(14) コファダム (防水堰/囲い堰) の場合:  制御された注水計画、墜落保護、立入/退出と避難

の手順｡ 

25.A.02 掘削試験と書類作成．＞ 表 25-1 を参照。 

a. 掘削現場やその周辺に作業者が立入る場合、掘削作業の CP が、掘削現場と、その近接

エリア、保護システムを、毎日検査しなければならない。検査のタイミングは次の通りである: 
各作業シフトの前と、実施中の作業の必要に応じて 作業シフトの間中; 暴風雨の後; 亀裂、

引張りによる割れ、ぬかるみ、アンダーカット、水の滲出、底部の膨れ、その他同様の状態が

現れた時; 掘削土堆積場の 規模、場所、配置に変更があった時; 隣接する構造物に何らかの

兆候や変化がみられた時; その他、危険が高まる可能性のある出来事の後 (例えば、吹雪、暴

風、雪解け、地震 等)。 
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b. CP は次のことを実証できなければならない: 

(1) 土の分析、保護システムの使用、本章と 29 CFR 1926 Subpart P の要件に関する、トレ

ーニング、経験、知識; 

(2) 崩落、保護システムの不具合、危険な雰囲気、密閉区画に関連するものを含めて 他の危

険をもたらす可能性のある状態を検知する能力; 

(3) 存在する/予想される 危険を除去するため、直ちに是正措置をとり、必要な場合、作業

を止める権限。 

c. 検査/試験を行う者が、垂直面の縁端部から墜落する可能性のある (側壁がなだらかにな

っていない) 、または、危険 (例えば、突き刺さる危険、危険物質) がある、深さ 6 ft (1.8 m) か
ら 20 ft (6.1 m) の掘削場所の中や周囲にいる場合、彼らには 21 章で定められている墜落保護具

が支給されなければならない。 

 例外: 掘削作業の CP に指名された者は、検査者/監督者が、縁端部の 24 in (0.6 m) 以
内で危険にさらされない、掘削がさらなる危険とならない、掘削場所の縁端部から 少なくとも

24 in (0.6 m) 離れている という条件で、彼らの墜落保護具の使用を免除してもよい。 

d. 土の分類試験は、承認された方法で実施しなければならない。すなわち、ポケット貫入

試験、塑性/湿式スレッド試験、または目視試験を、各作業シフト開始前に少なくとも 1 回、あ

るいは、25.A.02.a.に記載されている状況で必要な場合、実施する。 

e.全ての土の分類試験は、CP によって決められ、文書で記録され、プロジェクト期間中、

保存されなければならない (すなわち、QC 日報、掘削の検査記録 等)。＞ 表 25-1 を参照。 

f. 崩落、地滑り、保護システムの不具合、危険な雰囲気や、他の危険な状態になる可能性

がある場合は、全ての必要な安全措置が実施されるまで、危険にさらされる作業者は、掘削現

場から退出させ、全ての作業が中止されなければならない。 

g. 酸欠や何らかのガスが充満する状態にある、またはその疑いがある場所、深さ 4 ft (1.2 
m) 以上の掘削作業では、各シフトを始める前に、掘削現場内の空気がテストされなければなら

ない。もし GDA から指示があれば、検査の頻度を増やさなければならない。全てのテスト結

果の記録は、作業現場で保管されなければならない。＞ 5 章と 6 章を参照。 

25.A.03 保護システム．保護システムは、そのシステムに加わったり、伝わる、または合理的

に予想される 全ての荷重に、間違いなく耐える能力がなければならない。 

a. 従業員が、地盤の移動による危険にさらされる 全ての掘削現場の側壁は、支保工、地山
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の傾斜付け、段切り、その他同等の手段で保護されなければならない。 

b. 深さが 5 ft (1.5 m) 未満の掘削であって、CP が検査した上で崩落の可能性がないと判断

し、文書に記録しているものは、保護システムを必要としないが、固定された退出手段がなけ

ればならない。 

c. 地盤の傾斜付けや 段切りは、25.C に従わなければならない。 

d. 支保工は、25.D に従っていなければならない。 

e. 保護システムは、計画された全ての荷重や、そのシステムに加わる 合理的に予想できる

最大荷重に、確実に耐える能力がなければならない。 

f. 土質が不安定な場合や、深さが 5 ft (1.5 m) 以上の場合、支保工が使用されなければなら

ない。但し、段切り、傾斜付け等、受入れ可能な他の計画が、契約業者によって実施され、

GDA に受理された場合は除く。 

25.A.04 近接する構造物の安定性． 

a. 安定した岩盤を除いて、他の構造物の基礎フーチンや擁壁の基部より下を掘削すること

は、下記の条件に適合しない限り許可されてはならない: 

(1)  構造物の安定性を確保し、掘削作業に従事する従業員とその周辺にいる従業員を保護す

るため、アンダーピニング等の支保工が施工されている、または、 

(2) 構造物が掘削現場から十分に離れており、掘削の影響を受けず、掘削によって従業員が

危険にさらされないという判断を、RPE が承認した。 

b. 隣接する建物や壁の安定性が、掘削によって脅かされる場合、有資格者によって設計さ

れた支保工、支えや、アンダーピニングが、構造物の安定性を確保し、従業員を保護するため

に設置されなければならない。 

c.  従業員、歩道、舗装道路や、関連する構造物を保護するために 支保工が設置されない

限り、歩道、舗装道路、関連する構造物の下が掘削されてはならない。 

25.A.05 掘削現場の側壁をアンダーカットする必要がある場合には、上にオーバーハングして

いる部分が安全に支えられなければならない。 

25.A.06 水からの保護． 
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a. 地表水が掘削現場に流入するのを防止し、掘削現場に隣接するエリアの良好な排水を確

保するため、承水路、堤防や、他の手段が用いられなければならない。 

b. 水が溜まっていたり、水が溜まりつつある掘削現場では、水が溜ることによる危険が制

御されない限り、従業員は 作業してはならない。 

(1) 凍結、ポンプ汲み上げ、排水、同様の制御手段は、RPE によって計画され、指示されな

ければならない。周辺土壌中の水分バランスと、それに変更が加えられた場合の、基礎と構造

物への影響について、考慮されなければならない。 

(2) 地下水を制御する機器の 継続的な運転が必要な場合、非常用電源がなければならない｡

地下水の制御機器とその運用は、適切な作動を保証するため、CP によってモニターされなけ

ればならない。 

25.A.07 落下物からの保護． 

a. 掘削現場の壁面から、浮き石や、土砂が崩落する危険から、従業員は保護 (スケーリン

グ、氷の除去、段切り、バリケードの設置、ロックボルト施工、金網を取付ける等の手段で) 
されなければならない。天候、水分含有量や、振動によって、悪影響を受ける可能性のある斜

面には、特に注意が払われなければならない。 

b. 丸石、切り株などが、掘削現場に滑り落ちたり、転がり込む可能性がある場合、それら

は取除かれるか、安定させなければならない。 

c. 掘削した土砂は、掘削現場の縁から 2 ft (0.6 m) 以上離れたところに置かれるか、これら

の土砂が、掘削現場内に落下するのを防止する、十分な装置/機器によって保持されなければな

らない。いずれの場合も、土砂が掘削の切羽に過剰な負荷をかけないような距離に置かれなけ

ればならない。 

25.A.08 車両系機械と車両に関する注意事項． 

a. 掘削現場の近くで、車両や車両系機械が使用されたり、使用が許される場合、頑丈な車

止めや、バリケードが設置されなければならない。交通誘導員を使用するのが望ましい。 

b. 作業者は、荷を積み降ろししている車両からこぼれたり、落下する物に当たらないよう､

車両に近寄ってはならない。 

c. 掘削や つり上げを行う機械が、頑丈な頭上保護のない掘削現場にいる作業者の上や近く

で、荷を上げ下ろししたり、動かすことを禁止する。作業者は、荷が降ろされるまで、つり上
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げ作業から、安全な距離を保たなければならない。 

 注記: 機械/装置 (掘削機、フォークリフト 等) に取付けられた策具を使用し、荷をつ

り上げる機械/装置は、荷役機械 (LHE)、または、つり上げを行う装置とみなされ、16 章の要件

に従わなければならない。 

d. 公共交通にさらされる従業員は、05.F に基づく高視認性衣服の支給を受け、それを着用

しなければならない。 

25.A.09 傾斜付けや段切りした掘削現場の、高さの異なる切羽で作業する場合、低い位置にい

る従業員が、落下してくる資材/機器の危険から適切に保護されていない限り、上の位置にいる

従業員に、作業が許可されてはならない。 

25.A.10 作業が、公益設備の埋設位置に近づいた場合、公益設備の正確な位置が確認されるま

で、掘削は慎重に進めなければならない。作業者は、公益設備から保護され、また公益設備は､

ダメージや位置ずれから保護されなければならない。 

25.A.11 密閉区画として分類される掘削現場や、その他の緊急救助を必要とする可能性のある

掘削現場 (末広がりの立坑や、同様の深い密閉された区画) に入る従業員は、救助装置を着用し、 
(密閉区画の) 監視人とのコミュニケーションを保たなければならない。＞ 34 章を参照。 

25.B 安全なアクセス/接近手段． 

25.B.01 作業者、車両、機器が、掘削現場の中に転落しないよう、保護がなければならない。

保護は、次の序列に従って設けられなければならない。＞周辺部保護の定義は、補遺 Q を参

照：クラス I、クラス II、クラス III 

a. その掘削現場が、公衆、車両、機器にさらされる場合は、クラス I の周辺部保護が要求

される。 

b. その掘削現場が、クラス I の周辺部保護の設置要件に適合しないが、次の場合は、クラ

ス II の周辺部保護が、最低限の保護の要件とされる: 

(1) 日常的に従業員にさらされている、 

(2) 6 ft (1.8 m) より深い、または、 

(3) 危険がある (例えば、突き刺さる危険、危険物質)。  

c. 作業者が、警告のためのバリケード/標識と掘削現場の、間のエリアに立入る時は、21
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章で定めされた、墜落保護具が支給されなければならない。＞ 例外は、25.A.02.c.を参照。 

d. その掘削現場が、クラス I やクラス II 周辺部保護の設置要件のいずれにも適合しない場

合、少なくともクラス III の周辺部保護が要求される。 

25.B.02 救助計画書と手順．雇用者は、埋った全ての作業者を迅速に救助しなければならない｡ 

a. 作業者が、5 ft (1.5 m) 以上の深さで作業する場合は、CP か RPE によって、救助計画書

が作成され、作業開始前に、GDA へ提出されて受理され、保管されなければならない。 

b. 計画書には、崩落により埋った作業者の 自力救助と救助支援、そして救助機器に関する

規定がなければならない。もし他の救助方法 (すなわち、管轄する、公共の、または政府の、

緊急救助機関によるもの) が計画される場合は、その機関への連絡方法と、その機関を災害現

場に呼ぶ方法が救助計画書に示されていなければならない。 

c. 救助を実施する者は、しかるべくトレーニングされなければならない。 

25.B.03 全ての井戸、カリックスホール (地質調査のためにあけられた大径の穴) 、ピット、

立坑などは、バリケードで囲われるか、カバーが取付けられなければならない。 

25.B.04 掘削現場は、できる限り速やかに埋め戻されなければならない。調査などの作業が完

了次第、直ちに試掘坑、仮設井戸、カリックスホール等は埋め戻されなければならない。 

25.B.05 人や機器が 掘削現場の上を渡る必要がある、または、それが許可される場合、

(21.F.01 で定義された) 標準ガードレールを備えた、通路か橋が設置されなければならない。 

25.B.06 深さ 4 ft (1.2 m) を越える掘削現場/溝に 作業者が立入る場合、25 ft (7.6 m) を超える

横移動を要しないよう、十分な 階段か、スロープ、ハシゴが設置されなければならない｡ 

a. 掘削現場で作業する作業者用として、少なくとも 2 つの退出手段がなければならない。

掘削現場の幅が 100 ft (30.4 m) を超える場合、掘削現場の各側面に、2 つ以上の退出手段がな

ければならない。 

b. 深さ 20 ft (6 m) を超える掘削現場へ立入る必要がある場合、スロープか、階段、機械的

な人員用ホイストがなければならない。 

25.B.07 スロープ．＞ 24.B と 24.F を参照。 

a. 専ら作業者の通路として使用されるスロープは、幅が最低 4 ft (1.2 m) とし、標準ガード

レールが設置されなければならない。＞ 21.F.01 を参照。 
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b. 機器の移動のために使用されるスロープは、幅が最低 12 ft (3.6 m) とし、8ｘ8in (20.3ｘ
20.3 cm) 以上の木材による縁取りか、同等の保護がなければならない。機器用スロープの設計

と建設は、承認された技術的慣行に従って行われなければならない。 

25.B.08 掘削現場への接近路として使用されるハシゴは、底から取付けて地表を 3 ft (0.9 m) 
以上超えるまで伸ばさなければならない。 

25.C 傾斜付けと段切り． 

25.C.01 地盤の傾斜付けや段切りは、次の方法の 1 つに従っていなければならない。＞ 29 
CFR 1926 Subpart P, Appendix B を参照。 

a. 許容される形状と勾配．深さが 20 ft (6 m) 未満の掘削現場の場合、最大勾配は、水平面

から測って 34でなければならない (勾配 1.5)。この傾斜は、タイプ C 土壌の場合に示された勾

配に従った形状になるよう掘削されなければならない。＞ 25.A.03、29 CFR 1926 Subpart P, 
Appendix A と B、そして 図 25-1 を参照。 

b. 土と岩の堆積物の分類を使用した勾配と形状の決定．＞ 25.A.03 と 29 CFR 1926 
Subpart P, Appendix A を参照。深さ 20 ft (6 m) 未満で、下部に垂直側壁を持つ全ての掘削現場

は、最大許容勾配を 1.5 とし、垂直側壁の上端より 少なくとも 18 in (0.5 m) 上の高さまで、シ

ールドか支保工が設置されなければならない。傾斜付けと段切り工法の、最大許容勾配と許容

可能な形状は、29 CFR 1926, Subpart P, Appendix A と B に規定されている条件と要件に従っ

て決められなければならない。＞ 図 25-1 も参照。 

c. 他の表形式データを使う設計．設計は、RPE が承認した図/表などの表形式データから

選択され、それに従っていなければならない。掘削工事中、その表形式データの写しが、少な

くとも 1 部、作業現場になければならない。表形式データには次のことがなければならない: 

(1) そのデータから得られた 傾斜付け/段切り工法の選択に影響する、パラメータの特定; 

(2) 安全であると判断される 勾配の大きさと形状配置を含む、データの利用限界の特定; 

(3) ユーザーが、データから保護システムを正しく選択するために役立つ、説明情報; 

(4) データを承認した RPE の氏名。 

d. RPE による設計．傾斜付け/段切り工法が、上記オプション a、b、または c を用いたも

のではなく、RPE によって承認されたものである場合、掘削工事中、設計書の写しが少なくと

も 1 部、作業現場になければならない。設計には、次の情報を含み、書面でなければならない: 
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(1) 特定の掘削に対して安全であると判断された、勾配の大きさと形状配置、 

(2) データを承認した RPE を特定するための情報: 氏名、住所、電話番号、ファックス番号､

電子メールアドレス 等。 

25.D 支保工． 

25.D.01 支保工 (シールドシステム等の保護システムを含む) は、次の a.から c.のうち 1 つに

従っていなければならない: 

a. メーカーの表形式データを使う設計．メーカーの表形式データを基にした設計は、メー

カーに由来する/が定めた、全ての仕様、制限と、勧告に従っていなければならない。 

(1) 仕様、勧告、制限からの逸脱は、メーカーが書面で承認しない限り認められない。 

(2) メーカーの仕様書、勧告、制限事項 (必要に応じ、これらからの逸脱に対するメーカー

の承認) の写しが 各 1 部、掘削工事中、現場に保管されなければならない。 

b.  他の表形式データを使う設計．設計は、表形式のデータ (図や表など) から選択され、そ

れに従っていなければならない。表形式データの写しが 少なくとも 1 部、掘削工事中、現場に

保管されていなければならない。表形式データには、次の情報がなければならない: 

(1) そのデータから得られた 保護システムの選択に影響を与える、パラメータの特定、 

(2) データの利用限界の特定、 

(3) ユーザーが、データから保護システムを正しく選択するために役立つ、説明情報、 

(4) データを承認した RPE を特定するための情報: 氏名、住所、電話番号、ファックス番号､

電子メールアドレス 等。 

c. RPE による設計．掘削工事中、設計書の写しが少なくとも 1 部、作業現場になければな

らない。設計には、次の情報を含み、書面でなければならない: 

(1) 保護システムで用いられる 部材のサイズ、種類、構成を示す図面、 

(2) データを承認した RPE を特定するための情報: 氏名、住所、電話番号、ファックス番号､

電子メールアドレス 等。 

25.D.02 保護システムに使用される部材と機器． 
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a. 使用される部材と機器には、本来の機能を損う恐れのある、ダメージや欠陥があっては

ならない。 

b. 既製の部材と機器は、メーカーの勧告に合致するよう、そして、従業員の危険への暴露

を防止するよう使用され、メンテナンスされなければならない。 

c. 部材や機器が損傷した場合、CP は、部材/機器を調査し、それを引き続き使用できるか

評価しなければならない。 

25.D.03 支保工の設置と撤去．＞ 図 25-1 から 25-3 を参照。 

a. 支保工の部材は、すべり/滑動、落下、剥離、その他の予測される崩壊を防止するため、

互いにしっかりと連結されなければならない。 

b. 支保工は、崩落や、構造的な崩壊、支保工の部材で被災することから 従業員を保護する

方法で、設置、撤去されなければならない。 

c. 支保工の各部材が、設計荷重を超える負荷を受けないようにしなければならない。 

d. 個々の部材を一時的に撤去する前に、支保工に掛かる荷重を支えるため 他の構造部材を

設置するなど、従業員の安全を確保する 追加的な予防措置が取られなければならない。 

e. 撤去は、掘削現場の底から開始し、順に上へ進めなければならない。部材の撤去は、残

る部材の破損や、掘削側壁の崩落の兆候に気を配りながら、徐々に行われなければならない。 

f. 掘削現場から支保工を撤去するのと並行して、埋め戻しを進めなければならない。 

g. 溝を掘削する場合、支保工の部材の底から 2 ft (0.6 m) 下まで土壌の掘削が認められが､

但し、支保工が、溝の全深さに対して計算された力に耐えるよう設計されており、溝が開放さ

れている時に、支保工の底部の後方や下方から、土砂が流れ出る兆候がない場合に限られる。 

25.D.04 シールドシステム (建込み簡易土止め工法) ． 

a. シールドシステムは、システムの設計荷重を超える負荷にさらされてはならない。 

b. シールドは、突発的に横荷重がかかった場合にシールドが横へ動くなど、危険な動きを

減縮する方法で設置されなければならない。 

c. 従業員が、シールドによって保護されているエリアに出入りする場合は、崩落の危険か

ら保護されなければならない。 



EM 385-1-1 
2014 年 11 月 30 日 

 

25-11 
May 16, 2016 

d. 従業員は、シールドが設置/撤去されたり、垂直に動かされている最中に、シールドの中

に入ってはならない。 

e. 溝堀りに使用されるシールドシステムの場合、シールドの底から 2 ft (0.6 m) 下まで土壌

の掘削が認められるが、但し、シールドが、溝の全深さに対して計算された力に耐えるよう設

計されており、溝が開放されている時に、シールド底部の後方や下方から、土砂が流れ出る兆

候がない場合に限られる。 

25.D.05 溝掘りに関する追加要件． 

a. 支保工の設置は、溝の掘削と密接に連携し合って行われなければならない。 

b. 溝の支えや支保工は、掘削と並行して行われなければならない。 

c. 溝の埋め戻しと支保工の撤去は、溝の底から一緒に進めなければならない。ジャッキや

支えは徐々に取外し、不安定な地盤では、人が溝から退避した後で、ロープを使ってジャッキ

や支えを引上げなければならない。＞ 図 25-3 を参照。 

d. 溝の支保工 (シールドを含め) の部材の底から 2 ft (0.6 m) 下まで土壌の掘削が認められ

るが、但し、支保工が、溝の全深さに対して計算された力に耐えるよう設計されており、溝が

開放されている時に、支保工の底部の後方や下方から、土砂が流れ出る兆候がない場合に限ら

れる。 

25.E コファダム (防水堰/囲い堰)． 

25.E.01 高潮がコファダムを越えて流れ込む恐れがある場合、設計には、作業エリアの浸水を

制御する対策がなければならない。 

25.E.02 コファダム上に、人や機器が配置される必要があったり、それが許可される場合は、

標準ガードレールか、同等の保護がなければならない。 

25.E.03 コファダム上で働く作業者と機器のため、標準ガードレール (21.F.01 で定義されて

いるもの) を備え、緊急退避路となる 少なくとも二つの通路、橋、またはスロープがなければ

ならない。 

25.E.04 緊急時と、制御された注水のため、作業者と機器の退避に関する計画書 (警告標識を

含む) が作成され、掲示されなければならない。 

25.E.05 船舶が航行可能な水路に近接したコファダムは、通過中の船舶から保護されなければ

ならない。  
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表 25-1 
 

土壌の分類 
土壌の種類 基  準 備  考 

安定した岩盤 
垂直側壁になるよう掘削すること

が可能で、露出した状態で、元の

形状を保つ天然の固い鉱物。 

 

タイプ A 

一軸圧縮強度が、1.5 トン/平方 
フィート (tsf) (144 kPa) 以上の 
粘性土。 

もし土壌が次に該当すれば、タイプ A には

含まれない:  (1) 亀裂がある;  (2) 激しい交

通、杭打ち等による振動にさらされる; 
(3) 以前に手が加えられた;  (4) 傾斜のある

地層構造の一部で、地層が勾配 4 か、より

緩い勾配で掘削現場に向かって下がってい

る; (5) その他の要因で、安定性の低い材

質として分類される必要があるもの。 

タイプ B 

一軸圧縮強度が、 
0.5 tsf (48 kPa) より大きく、 
1.5 tsf (144 kPa) より小さい 
粘性土。 

タイプ B 土壌には、次のものも含まれる:  
(1) 角礫、シルト、シルトローム、砂質ロ

ーム、場合によっては、シルト質粘土ロー

ム、砂質粘土ロームのような、粒状の非粘

性土;  (2) タイプ C 土壌として分類される

ものを除く、以前に手が加えられた土壌;  
(3) タイプ A の要件を満たすが、亀裂があ

ったり、振動にさらされる;  (4) 不安定な

軟岩;  (5) 傾斜のある地層構造の一部で、

地層が勾配 4 で掘削現場に向かって下がっ

ているが、その他の要因では、タイプ B と

して分類されるべき土壌。 

タイプ C 

一軸圧縮強度が、 
0.5 tsf (48 kPa) 以下の粘性土。 

タイプ C 土壌には、次のものも含まれる: 
(1) 礫、砂、ローム質の砂を含む粒状土; 
(2) 浸水土壌や、水が大量に浸出する土壌;  
(3) 水に浸かった不安定な岩;  (4) 傾斜のあ

る地層構造の一部で、地層が勾配 4 か、よ

り厳しい勾配で掘削現場に向かって下がっ

ているもの。段切りはできない！ 
注記:  25.A.02 に定義されているとおり、土壌分類は、担当責任者によってなされなければならない。 
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図 25-1 
傾斜付けと段切り 

 
 
 

単一傾斜 － タイプ C の土壌 
 

 

 

 

下部は支保工、または シールド付きの垂直側壁 － タイプ C の土壌 

 

 

 

 

 

 

  

支保工、または シールドシステム 

垂直側壁の全高 
少なくとも 18’’ 

最大 20’ 

最大 20’ 
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図 25-1 (続き) 
 

傾斜付けと段切り 
 

 

単一傾斜 － 一般‐タイプ A の土壌* 

 

 

 
 

単一傾斜 － 短期間‐タイプ A の土壌* 
 

最大 20’ 

最大 12’ 
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図 25-1 (続き) 
 

傾斜付けと段切り 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
単一段切り － タイプ A の土壌* 

 
 

 
多段切り － タイプ A の土壌* 

 
 
 
 

最大 20’ 

最大 20’ 

最大 5’ 

最大 4’ 

最大 4’ 
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図 25-1 (続き) 
 

傾斜付けと段切り 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下部は支保工なしの垂直側壁 － 最大深さ 8 ft‐タイプ A の土壌* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下部は支保工なしの垂直側壁 － 最大深さ 12 ft‐タイプ A の土壌* 
 
 
 
 

最大 8’ 

最大 31/2’ 

最大 31/2’ 

最大 12’ 
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図 25-1 (続き) 
 

傾斜付けと段切り 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

層状土壌における掘削 － A の上に B* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

層状土壌における掘削 － A の上に C* 
 
 
 
 
 
 

B 
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図 25-1 (続き) 
 

傾斜付けと段切り 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

層状土壌における掘削 － B の上に C* 
 
 

* もし傾斜付け/段切り工法の設計を決定するため 25.C.01.c.か 25.C.01.d.が使用される場合は、

登録専門技師の承認と身元情報の記載を要する。 
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図 25-2 
 

トレンチ用土止め支保工 (簡易土止め/トレンチシステム) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

垂直レール 

油圧シリンダー 

最大 18” 

垂直間隔 

アルミ材を使用した油圧支保工

最大 4’ 

最大 2 in 
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図 25-3 
 

トレンチジャッキ (トレンチ用の土止め壁を支える切りばり) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空気圧/油圧 支保工



EM 385-1-1 
2014 年 11 月 30 日 

 

25-21 
May 16, 2016 

 

 

 

 

 

本ページは意図的に白紙としている。 
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第 28 章 
 

鉄骨の組立て 
 
28.A 通則．、墜落保護が要求される閾値となる高さは、以下で別途規定される場合を除き、

軍/契約業者の作業者 どちらが実施する作業であれ、本規程が適用される全ての作業で 6 ft (1.8 
m) である。作業には、鉄骨組立て作業とプレファブ鉄骨建築物の建設作業が含まれる。＞ 21
章を参照。 

28.A.01 構造体やその一部の上に、施工荷重が掛けられてはならない。但し、構造設計の資格

を有する者から得た情報に基づいて、構造体やその一部が荷重を支える能力があると、雇用者

が判断する場合は、この限りでない。 

28.A.02 従業員は、突き出ている鉄筋や、留め具、他に人が刺し貫かれる危険のある場所や、

その上部では、危険を低減する対策が取られていない限り、作業が許されてはならない。 

28.A.03 結束した資材や他のつり荷の下で、作業することを許される従業員があってはならな

い。下にある荷を多連揚重玉掛けアセンブリに取付ける玉掛け作業者と、梁・トラス・プレキ

ャスト部材のような、つり下げた構造部材を設置する作業者は、この要件から除外される。こ

の場合、荷の真下で作業する時間を最小にするよう、作業管理がなされなければならない。 

28.B 鉄骨の組立て． 

28.B.01 鉄骨の組立てを開始する前に、鉄骨組立て計画書 (Steel Erection Plan) が GDA に提

出されて、審査され、受理されなければならない。計画書には、作業現場とプロジェクトに関

する具体的な情報、計画書の作成と修正に責任のある有資格者 (QP) の署名、署名の日付があ

ること。そして、計画書には、特定のプロジェクトに該当する次の情報がなければならない。 

a. 作業を管理する契約業者と協力して作成された、次を含む、組立て作業の流れ: 

(1) 資材配送; 

(2) 資材の集積と保管; 

(3) 他の業者、他の建設作業との調整。 

b. 次を含む、クレーンとデリックの選択と配置手順に関する説明: 

(1) 現場の準備; 
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(2) 頭上の荷の移動経路; 

(3) 別途計画書を要する、クリティカルリフトとして分類されるつり上げ作業の特定。 

(4)  クレーンやデリック以外の荷役機械 (LHE) が使用される場合は (例えば、全地形対応フ

ォークリフト、産業用動力トラック 等)、メーカーの取扱説明書に従って使用されなければな

らない。もし LHE が玉掛け用具と共に用いられる場合は、16 章も参照すること。 

c. 次を含む、鉄骨組立て作業と手順に関する説明。 

(1) 仮設の筋交いとガイの使用を必要とする、安定性に関する検討; 

(2) 取付けブリッジの末端固定点; 

(3) アンカーロッド (アンカーボルト) の修理、交換、改修に関する通知; 

(4) 支柱と梁 (ジョイストと母屋桁を含む); 

(5) 接続; 

(6) 床張り; 

(7) 装飾用その他の鉄部材。 

d. 用いられる予定の墜落保護手順に関する説明; 

e. 本章に準拠するために使用される手順に関する説明; 

(1) 本規程の 1 章に従った作業危険分析; 

(2) 29 CFR 1926.761 に規定されている、鉄骨組立て作業の実施に関するトレーニングを受

けた各従業員の証明書; 

(3) QP と CP のリスト; 

(4) 救助または緊急対応時に利用される手順に関する説明。 

28.B.02 鉄骨組立て作業には次を含む: 

a. 鉄骨、スチールジョイスト、金属建物の、つり上げ、配置、設置、接続、溶接、焼成、
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ガイの取付け、筋交い取付け、ボルト留め、垂直部材の取付け、玉掛け; 

b. 金属製床、各種の金属部材、鉄製装飾部材、その他同様の部材の取付け; 

c. これらの作業を実施する間の、ある場所から、次のポイントへの移動。 

28.B.03 対象となる作業 (しかし通常は考慮されないかもしれない)、鉄骨組立てや その一部

とされる作業のリストについては、29 CFR 1926.750 (b)(2) を参照すること。 

28.B.04 文書による通知．鉄骨組立て作業の開始を許可する前に、作業を管理する契約業者は、

鉄骨の組立てを行う者が、次について、書面で通知を受けることを保証しなければならない: 

a. 基礎、支柱、壁のコンクリートが、現場養生サンプルに対する適切な ASTM 標準試験法

を基に、意図された最小圧縮設計強度の 75%か、鉄骨組立て中に加えられる荷重を支持するた

めに十分な強度を達成したこと。 

b. 契約仕様や、プロジェクトの登録構造技術者の指示に従って、アンカーボルトの修理、

取替え、変更/修正が行われたこと。 

c. 鉄骨組立てを行う契約業者は、基礎、支柱、壁のコンクリートが、現場養生サンプルに

対する適切な ASTM 標準試験法を基に、意図された最小圧縮設計強度の 75%か、鉄骨組立て中

に加えられる荷重を支持するために十分な強度を達成したという、文書による通知を受取るま

で、鉄骨組立て作業を実施してはならないこと。 

d. 鉄骨とコンクリート工事の契約業者 双方は、この書面による通知の写しを、現場に保管

しておくこと。 

28.B.05 現場の配置．作業を管理する契約業者は、次が準備され、メンテナンスされているこ

とを保証しなければならない: 

a. デリック、クレーン、トラックや、他の必要な機器と、組立てられる資材の 安全な搬入

と移動のため、現場へ入る/を通過する 適切なアクセス/接近路; 歩行者と車両の通行を管理す

る手段と方法。 

 例外: この要件は、建設現場外の道路には適用されない。 

b. 資材の安全な保管と、組立を行う機器の安全な運用のために 十分なスペースがあり、作

業場に容易にアクセスできる、十分に締め固められ、適切に整地、排水されたエリア。 

c. 高くつり上げる作業に関する事前の計画．鉄骨組立て作業における全てのつり上げ作業
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は、事前に計画されなければならない。 

28.B.06 荷役機械 (LHE) と玉掛け．15 章と 16 章の該当する全ての要件が本章に適用される。 

28.B.07 LHE (クレーン、ホイスト 等) の検査． CP は、鉄骨組立て作業に使用される LHE の

目視検査を、16.D に基づき、各シフトの前に行わなければならない。 

28.B.08 欠陥．LHE に欠陥が見つかった場合、その欠陥が危険をもたらすか否かの判断が、

CP によって直ちに行われなければならない。 

a. 欠陥が危険をもたらすと判断された場合、欠陥が是正されるまで、その LHE は役務から

排除されなければならない。 

b. オペレーターは、その直接的な制御下にある機器の運用に責任がある。オペレーターに

は、安全性に疑問がある時はいつでも運転を中止し、安全性が保証されるまで荷の取扱いを拒

否する権限がなければならない。 

28.B.09 各シフトの前に、有資格の玉掛け作業者が、玉掛け用具を検査しなければならない。 

28.B.10 重り (ヘデックボール)、フック、荷は、その上に人を乗せて輸送するために使用され

てはならない。 

28.B.11  LHE は、16.T の該当する要件が全て満たされている場合、作業者用架台上の従業員

をつり上げるため使用されてもよい。 

28.B.12 フックの安全ラッチは、使用できない/動かないようにされてはならない｡ 

28.B.13 鉄骨の組立て． 

a. 組立て作業中は常に、構造的な安定性が維持されなければならない。 

b. 多層構造物に対しては、次の追加要件が適用される: 

(1) 恒久的な床が、構造部材の組立てが進行するのに従って設置されなければならない。組

立て作業用の床と、最上階の恒久的床との間に、8 階を超える階層があってはならない。但し、

設計上、構造的完全性が維持されている場合は除く。 

(2) 基礎や最上階の恒久的に設置された床の上に、4 階層か、48 ft (14.6 m)、何れか少ない

方を超える、未完成のボルト留めや溶接の床があってはならない。但し、設計上、構造的完全

性が維持されている場合は除く。 
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28.B.14 歩行/作業面． 

a. ずれ止装置など同様の装置． 

(1) つまずきの危険．ずれ止装置 (頭付き鋼製スタッド、棒鋼、鋼製ラグ 等)、鉄筋、異形ア

ンカーや、ネジ付きスタッドが、梁、ジョイスト、梁の取付金物の上部フランジから垂直/水平

方向に突出するように、金属製デッキや他の歩行/作業面が設置されるまで、梁、ジョイスト、

梁の取付金物の上部フランジに設置されてはならない。 

(2) 複合床、屋根、橋床版へのずれ止装置の設置．合成床、屋根、橋床版の建設で、ずれ止

装置が使用される場合、従業員は、金属製床が設置された後、その金属製床を作業架台として

使用して、ずれ止装置を配置し取付けなければならない。 

b. サポート/筋交い． 

(1) CP が必要と見なす時には、構造体の安定性を確保するため、鉄骨組立て作業の進捗に

併せて、仮設組立てのサポート/筋交いが設置されなければならない。 

(2) サポート/筋交いが使用される場合は、構造体に、ジョイスト、デッキ用部材の束、橋架

用部材の束など、建設資材による荷重が掛かる前に、当該機器が所定位置にあり、適切に設置

されなければならない。 

(3) サポート/筋交いは、CP の承認を得た場合のみ、撤去されなければならない。 

c. 金属製デッキ: 金属製デッキ用部材の束の、つり上げ、荷降ろしと、設置． 

(1) 結束による荷造りや固定は、その目的のため特別に設計されている場合を除き、つり上

げるために使用されてはならない。 

(2) 荷敷き、フラッシングや、他の資材などバラ物が、金属製デッキ部材の束の上に載せら

れてつり上げられる場合は、その束に固定されなければならない。 

(3) 金属製デッキ用部材の束のジョイスト上への荷降ろしは、28.B.26 に従って行われなけ

ればならない。 

(4) 金属製デッキ用部材の束は、束を支持している物から取外すことなく結束を解けるだけ

の十分な支持が得られるよう、骨組部材の上へ荷降ろしされなければならない。 

(5) シフト終了時や、環境や現場の状況から必要になった時には、金属製デッキ用部材がズ

レないよう固定されなければならない。 
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(6) 屋根や床の穴/開口部．屋根や床の穴/開口部における金属製デッキ用部材は、次のよう

に設置されなければならない: 

(a) 枠付きの金属製デッキ開口部では、連続的なデッキの設置ができるよう、構造部材を下

へ折り返しておかなければならない。但し、構造設計上の制約や建設可能性から、それができ

ない場合は除く。 

(b) 屋根と床の穴/開口部は、デッキで覆われるか、24 章に従って保護措置が取られなけれ

ばならない。 

(c) 金属製デッキの穴/開口部は、その特定の使用目的のために必要な/意図された設備や構

造体である 24 章の強度要件を満たすものによって恒久的に閉鎖される直前まで、切り開らか

てはならない。それができない場合には、直ちにカバーされるか保護されなければならない。 

28.B.15 金属製デッキ用部材の設置． 

a. 金属製デッキ用部材は、相互に密着させて敷かれ、偶発的な移動または変位を防ぐため、

配置後直ちに固定されなければならない。固定する前に、最大 3,000 ft2 (278.7 m2) まで敷いて

もよい。 

b. 最初に配置する時、金属製デッキ張りパネルは、構造部材から十分な支持を確保するよ

うに配置されなければならない。 

28.B.16 デリックの床． 

a. デリックの床は、その全面がデッキ張りや、または床板張りされて、鋼製部材の接続部

は、計画床荷重が支持できるように仕上げられなければならない。 

b. デリックの床の上に一時的に載せる荷重は、デッキ部材に局所的に過大な荷重が加えら

れるのを防止するため、下にある支持部材の上に均一に分散させなければならない。 

28.B.17 支柱のアンカー止め． 

a. 据え付け安定性に関する一般的要件． 

(1) 全ての支柱は、少なくとも 4 本のアンカーロッドまたはアンカーボルトを使ってアンカ

ー留めされなければならない。 

(2) 支柱とベースプレート間の溶接や支柱の基礎を含めて､各アンカーロッドまたはアンカー

ボルト装置は、支柱軸頂部において各方向に向いた支柱最外面から 18 in (45.7 cm) の位置に加
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えられた、少なくとも 300 lbs (136.2 kg) の偏心重力荷重に耐えられるように設計されなければ

ならない。 

(3) 支柱は、水平仕上げ床、プレグラウト水平板、水平ナット、またはシム・パックの上に

設置されなければならない。もしシム・パックが使用されるならば、有資格者の指示によって

使用されなければならない。  

(4) 全ての支柱は、ガイや筋交いの取り付けが必要か否か、担当責任者によって評価されな

ければならない。もしガイや筋交いの取り付けが必要ならば、取り付けられなければならない。 

b. アンカーロッドまたはアンカーボルトの修理、取り替え、現場での改造． 

(1) アンカーロッドまたはアンカーボルトは、当該プロジェクトの正規構造技師の承認を受

けることなく修理、取り替え、現場での改造が行われてはならない。 

(2)  支柱を据え付けるに先立ち、作業を管理する契約業者は、鉄骨組立て事業者に対して、

当該支柱のアンカーロッドまたはアンカーボルトの修理、取り替え、改造が行われたか否かを

文書で通知しなければならない。 

28.B.18 梁と支柱． 

a. 中実ウェブ構造部材を最終的に設置している時、部材が 1 接続部につき少なくとも 2 個

のボルト (取り付け図面で示されているものと同じ寸法と強度を持つもの) で、当該プロジェク

トの正規構造技師が指定したレンチ締め付け度または同等の締め付け度で固定されるまでは、

楊重ロープから荷重が解放されてはならない。ただし、28.B.19 の規定による場合を除く。 

b. 担当責任者は、部材がクレーンから外される前に、部材が各端部で 3 個以上のボルトを

必要とするか判断しなければならない。支柱組立てスプライスは、3 床以上加える前に、完全

にボルト留めされなければならない。 

28.B.19 斜め筋交い．斜め筋交いとして使われる中実ウェブ構造部材は、1 接続部につき少な

くとも 1 個のボルトで、当該プロジェクの正規構造技師が指定したレンチ締め付け度または同

等の締め付け度で固定されなければならない。 

28.B.20 二重接続部． 

a. 支柱や、または支柱上の梁ウェブ部材における二重接続部．支柱ウェブまたは支柱上の

梁ウェブの両側において 2 つの構造部材が、1 つの接続穴を共用して接続される場合、レンチ

で締め付けたナットを取り付けた少なくとも 1 本のボルトが、最初の部材に接続されたままに
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なっていなければならない。ただし、最初の部材を固定して支柱が変位するのを防止するため

に、工場または現場で取り付けられた座金または同等の接続装置が部材と共に供給されている

場合にはこの限りでない。＞ 図 28-1 と 28-2 を参照。 

b. もし座金または同等の装置が使用されるならば、このような座金 (または装置) は、二重

接続を行っている間の荷重を支持できるように設計されなければならない。このような座金 
(または装置) は、二重接続を行うために共用ボルトのナットが取り外される前に、支持部材と

最初の部材の両方に適切にボルト留めまたは溶接されていなければならない。 

28.B.21 支柱のスプライス．各支柱のスプライスは、支柱軸頂部において各方向に向いた支柱

最外面から 18 in (45.7 cm) の位置に加えられた少なくとも 300 lbs (136.2 kg) の偏心重力荷重

に耐えられるように設計されなければならない。 

28.B.22 周辺支柱．周辺支柱は次の条件が満たされない限り取り付けられてはならない: 

a. 周辺支柱は、次の階層が取り付けられるまで、周辺安全ロープが設置できるように仕上

り床面を超えて少なくとも 48 in (121.9 cm) 伸長させる。ただし、施工上からそれが不可能な

場合を除く。 

b. 周辺支柱には、周辺安全ロープが設置できるように、仕上り床面から 42-45 in (106.6-
114.3 cm) 上の位置と、仕上り床面と頂部ロープの中間の位置に穴を開けておくか、その他の

装置を取り付けておく。ただし、施工上からそれが不可能な場合を除く。 

28.B.23 オープン・ウェブスチールジョイスト． 

a. 下記 28.B.23.b (2) に規定された場合を除き、スチールジョイストが使用され、支柱が少

なくとも 2 方向においてウェブ鉄骨部材で接続されていない場合、建方中、支柱に水平安定性

を与えるために、スチールジョイストは現場で支柱にボルト留めされなければならない: 

(1) スチールジョイストのために、各支柱には垂直安定プレート (ガセットプレート) が備え

付けられなければならない。プレートは、少なくとも 6ｘ6 in (15.2ｘ15.2 cm) とし、ジョイス

トの下部部材の下方へ少なくとも 3 in (7.6 cm) 伸長させ、またガイや垂直ケーブルの取り付け

点を設けるために 13／16 in (2.1 cm) の穴を開けなければならない。 

(2) スチールジョイストの下部部材は、支柱において取り付け中に回転しないように安定さ

せなければならない。 

(3) スチールジョイストの各端部の受け座金が現場ボルト留めされ、下部部材の各端部が柱

のガセットプレートで拘束されるまで、楊重ロープが解除されてはならない。 
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b. 施工上からスチールジョイストを支柱に取り付けることができない場合には: 

(1) 支柱の近くの両側にジョイストを安定させる代替的手段が取り付けられなければならな

い。このような代替的手段は: 

(a) 上記 28.B.23.a と同等の安定性を与えるものでなければならない、 

(b) 有資格者によって設計されなければならない、 

(c) 工場で取り付けられなければならない、 

(d) 取り付け図面に含まれていなければならない。 

(2) スチールジョイストの各端部の座金が現場ボルト留めされ、ジョイストが安定化される

まで、楊重ロープが解除されてはならない。 
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図 28-1 
 

鉄骨組立て作業で、危険を制御するために行う二重接続 (Double Connection) 
 (側面図) 

 

 

 

図 28-2 
 

鉄骨組立て作業で、次の部材の取付け作業を行う間、先に取り付けた部材を 
支持する基部/固定部との二重接合 
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c. 支柱における、またはその近くにおけるスチールジョイストのスパンが 60 ft (18.3 m) 以
下である場合、ジョイストは、次のいずれかの方法で設計され、組立てられなければならない: 

(1) 揚重ロープを外す前に、ブリッジその他を設置してジョイストを安定させる、または、 

(2) ジョイスト上に作業者がいない状態でロープを外す。 

d. 支柱における、またはその近くにおけるスチールジョイストのスパンが 60 ft (18.3 m) を
超える場合、ジョイストは、取り付けられた全てのブリッジとタンデムに配置されなければな

らない。ただし、スチールジョイストに同等の安定性を与える代替的取り付け方法が有資格者

によって設計され、現場毎の鉄骨取り付け計画書に含まれている場合にはこの限りでない。 

e. スチールジョイストまたはスチールジョイストガーダーは、それを支持する構造体が安

定化されていない限り、このような構造体の上に配置してはならない。 

f. スチールジョイストが構造体の上に降ろされる場合、取り付けるまでに予期せず変位し

ないように固定されなければならない。 

g. 当該プロジェクトの正規構造技師の承認を受けることなく、スチールジョイストまたは

スチールジョイストガーダーの強度に影響を与えるような改造が加えられてはならない。 

h. 現場ボルト留めジョイスト． 

(1) 前もってパネルに組立てられたスチールジョイストを除き、40 ft (12.1 m) 以上の柱間に

ある鋼構造体への個別スチールジョイストの接続部は、取り付ける時、現場ボルト留めができ

るように加工されなければならない。 

(2) これらの接続部は現場ボルト留めする。ただし、施工上からそれが不可能な場合を除く。 

i. スチールジョイストまたはスチールジョイストガーダーは、墜落阻止システムのアンカ

ー点として用いられてはならない。ただし、有資格者から文書による承認が得られた場合はこ

の限りでない。 

j. ブリッジを取り付ける前に、ブリッジ末端固定点が設けられなければならない。 

28.B.24 スチールジョイストとスチールジョイストガーダーの取り付け． 

a. K シリーズのスチールジョイストの各端部は、少なくとも 2 個所における長さ 2 in (5 
cm) の 1/8 in (0.3 cm) すみ肉溶接、または 2 本の 1/2 in (1.2 cm) のボルトまたは同等物で支持
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構造体に取り付けられなければならない。 

b. LH と DLH シリーズのスチールジョイストまたはスチールジョイストガーダーの各端部

は、少なくとも 2 個所における長さ 2 in (5 cm) の 1/4 in (0.6 cm) すみ肉溶接、または 2 本の

3/4 in (1.9 cm) のボルトまたは同等物で支持構造体に取り付けられなければならない。 

c. 下記 d で規定されている場合を除き、各スチールジョイストは、最終取り付け位置に配

置され次第直ちに、次のジョイストが配置される前に、受け座金の両側の少なくとも 1 つの端

部において支持構造体に取り付けられなければならない。 

d. ブリッジと共にスチールジョイストから事前に組立てられたパネルは、楊重ロープが解

除される前に、各隅部において構造体に取り付けられなければならない。 

28.B.25 スチールジョイストの組立て． 

a. 表 28-1 と 28-2 に従ってブリッジを必要とする各スチールジョイストは、楊重ロープが

解除される前に、一方の端部にある座金の両側において支持構造体に取り付けられなければな

らない。 

b. 60 ft (18.2 m) を超えるジョイストは、楊重ロープが解除される前に、28.B.24 の規定に

従ってジョイストの両方の端部が取り付けられ、28.B.26 の規定が満たされていなければなら

ない。 

c. 表 28-1 と 28-2 に従って取り付けブリッジを必要としないスチールジョイストの上には、

全てのブリッジが取り付けられてアンカー止めされるまで、乗ることができる従業員は 1 名の

みでなければならない。 

d. 28.B.26 に従って、スチールジョイストのスパンが表 28-1 と 28-2 に示されたスパン以

上の場合には、従業員がスチールジョイストの上に乗ることが許されてはならない。 

e. 取付中に恒久的なブリッジ末端固定点が使用できない場合、安定性を得るために仮設の

ブリッジ末端固定点が追加されなければならない。 

28.B.26 取り付けブリッジ (建方用継ぎ材) ． 

a. スチールジョイストのスパンが表 28-1 と 28-2 に示されたスパン以上の場合には、次の

要件が適用される: 

(1) 1 列のボルト留め建方用交差継ぎ材が、スチールジョイストのスパンの中央付近に設置
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されなければならない、 

(2) このボルト留め建方用交差継ぎ材が設置されてアンカー止めされるまで、楊重ロープが

解除されてはならない。図 28-1 を参照、 

(3) その他全てのブリッジが設置されてアンカー止めされるまで、これらのスパンの上に乗

ることができる従業員は 1 名まででなければならない。 

b. スチールジョイストのスパンが 60 ft (18.6 m) を超え 100 ft (30.4 m) までの場合には、次

の要件が適用される: 

(1) 全ての列のブリッジは、ボルト留め建方用交差継ぎ材でなければならない、 

(2) 2 列のボルト留め建方用交差継ぎ材は、スチールジョイストの第 3 ポイントの近くに設

置されなければならない、 

(3) このボルト留め建方用交差継ぎ材が設置されてアンカー止めされるまで、楊重ロープが

解除されてはならない、 

(4) その他全てのブリッジが設置されてアンカー止めされるまで、これらのスパンの上に乗

ることができる従業員は 2 名まででなければならない。 

c. スチールジョイストのスパンが 100 ft (30.4 m) を超え 144 ft (43.9 m) までの場合には、

次の要件が適用される: 

(1) 全ての列のブリッジは、ボルト留め建方用交差継ぎ材でなければならない、 

(2) 全てのブリッジが設置されてアンカー止めされるまで、楊重ロープが解除されてはなら

ない、 

(3) 全てのブリッジが設置されてアンカー止めされるまで、これらのスパンの上に乗ること

ができる従業員は 2 名まででなければならない。 

d. スパンが 144 ft (43.9 m) を超える鋼製部材の取り付け方法は、28.B.18 から 28.B.22 に

従っていなければならない。 

e. 上記 b と 28.B.26 の a、b、c に規定されたスチールジョイストの下部部材が耐力材であ

る場合には、1 列のボルト留め建方用交差継ぎ材が支持部付近に設置されなければならない。

このブリッジは、楊重ロープが解除される前に、設置されてアンカー止めされなければならな

い。 
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f. 本節によってボルト留め建方用交差継ぎ材が要求される場合には、次の要件が適用され

る: 

(1) ブリッジは、取り付け図面に示されなければならない; 

(2) この取り付け図面が、適切なブリッジ取り付け方法を示す唯一のものでなければならな

い; 

(3) 工場で取り付けるブリッジ・クリップ、またはそれと同等の機能を持つものは、ブリッ

ジがスチールジョイストにボルト留めされる個所で使用されなければならない。図 28-3、28-4、
28-5 を参照; 

(4) 2 個のブリッジが共通のボルト 1 本でスチールジョイストに取り付けられる場合、最初

のブリッジを固定するナットは、第 2 のブリッジを取り付ける時、ボルトから取り外されては

ならない; 

(5) ブリッジの取り付け具は、スチールジョイストの頂部コードを超えて突き出ていてはな

らない。 

28.B.26 荷重の荷降ろしと配置． 

a. 建設期間中にスチールジョイストの上へ荷重を降ろす従業員は、荷重を分散させて、ス

チールジョイストの支持能力を超えないように保証しなければならない。 

b. 下記 d の場合を除き、全てのブリッジが設置され、全てのジョイスト支持端部が取り付

けられるまで、いかなる建設荷重もスチールジョイストの上へ載せてはならない。 

c. ジョイストブリッジの 1 束の重量は合計 1,000 lbs (454 kg) を超えてはならない。ジョ

イストブリッジの束は、1 つの端部で固定された少なくとも 3 本のスチールジョイストに掛け

渡して配置されなければならない。ブリッジの束の縁は、固定された端部から 1 ft (0.3 m) 以内

に配置されなければならない。 

d. 次の条件が全て満たされている場合を除き、全てのブリッジが設置されてアンカー止め

され、全てのジョイスト支持端部が取り付けられるまで、デッキ張り部材がスチールジョイス

トの上へ載せられてはならない: 

(1) 最初に雇用者が、構造体またはその一部が荷重を支持できると有資格者を使って判断し、

それが現場毎の取り付け計画書の中で文書化されている、 
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(2) デッキ張り部材の束は、少なくとも 3 本のスチールジョイストに掛け渡して配置されて

いる、 

(3) デッキ張り部材の束を支持するジョイストは、両端部で固定されている、 

(4) 少なくとも 1 列のブリッジが設置されてアンカー止めされている、 

(5) デッキ張り部材の束の総重量は 4,000 lbs (1816 kg) を超えていない。建設荷重の縁は、

ジョイストの端部にある支持表面から 1 ft (0.3 m) 以内に配置されなければならない。 

28.C プレファブ鉄骨建築物． 

28.C.01 28.B.17 (支柱のアンカー止め) と 28.B.23 (オープン・ウェブスチールジョイスト) を
除き、上の節における全ての要件は、プレファブ鉄骨建築物の建設に適用される。 

a. 各構造支柱は、少なくとも 4 本のアンカーロッドまたはアンカーボルトを使ってアンカ

ー止めされなければならない。 

b. 固定わく組は、楊重設備が解除される前に、各フランジ近傍のウェブの両側において、

ボルトの 50％またはメーカーが指定した本数のボルト (いずれか多い方) が取り付けられ、締

め付けられていなければならない。 

c. 構造鋼製わく組が安全にボルト留め、溶接、または他の方法で適切に固定されている場

合を除いて、このようなわく組の上に建設荷重が載せられてはならない。 

d. ガート (胴ざし材) と軒ストラットとわく組との接続部において、ガート (胴ざし材) また

は軒ストラットが 1 つの接続穴を共用する場合には、ガート (胴ざし材) または軒ストラットが

変位しないよう常に固定されるように、レンチで締め付けたナットを持つ少なくとも 1 本のボ

ルトが、最初の部材に接続されたままになっていなければならない。ただし、メーカーが供給

し、現場で取り付けた座金または類似の接続具が存在して最初の部材を固定している場合には

この限りでない。 

e.  縦けたとガート (胴ざし材) は、墜落阻止システムのアンカー点として用いられてはなら

ない。ただし、墜落保護の有資格者から文書による承認が得られた場合はこの限りでない。 

f. 縦けたは、全ての恒久的なブリッジが取り付けられ、墜落保護措置が講じられた後に、

安全装置を取り付ける時にのみ、歩行/作業面として使用してもよい。 

g. 建設荷重は、主たる支持部材の中心線から 8 ft (2.4 m) 以内の区域内にのみ載せてもよ

い。 
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h. 次を行う前に、スチールジョイストや冷間加工ジョイストの両端部は、支持構造体に完

全にボルト留めや、または溶接が施されなければならない: 

(1) 楊重ロープを解除する、 

(2) 従業員がジョイストの上に乗ることを許可する、または、 

(3) 建設荷重をジョイストの上に載せることを許可する。 

28.C.02 落下物からの防護． 

a. 高所にある緩い物品の固定．高所にあって使用していない全ての資材、設備、工具は、

偶発的に変位しないように固定されなければならない。 

b. 楊重中の資材以外の落下物からの防護. 作業を管理する契約業者は、下方にいる従業員

に対して頭上防護措置が講じられている場合を除き、鉄骨の組立て作業の下方において他の建

設作業が行われるのを禁止しなければならない。 

28.C.03 立入制限デッキ区域 (CDZ) は許可されない。 
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表 28-1 
 

短いジョイストのための取り付けブリッジ 
 

ジョイスト スパン ジョイスト スパン 
8K1 NM 22K6 36-0 

10K1 NM 22K7 40-0 
12K1 23-0 22K9 40-0 
12K3 NM 22K10 NM 
12K5 NM 22K11 NM 
14K1 27-0 24K4 36-0 
14K3 NM 24K5 38-0 
14K4 NM 24K6 39-0 
14K6 NM 24K7 43-0 
16K2 29-0 24K8 43-0 
16K3 30-0 24K9 44-0 
16K4 32-0 24K10 NM 
16K5 32-0 24K12 NM 
16K6 NM 26K5 38-0 
16K7 NM 26K6 39-0 
16K9 NM 26K7 43-0 
18K3 31-0 26K8 44-0 
18K4 32-0 26K9 44-0 
18K5 33-0 26K10 49-0 
18K6 28-0 26K12 NM 
18K7 NM 28K6 40-0 
18K9 NM 28K7 43-0 

18K10 NM 28K8 44-0 
20K3 32-0 28K9 45-0 
20K4 34-0 28K10 49-0 
20K5 34-0 28K12 53-0 
20K6 36-0 30K7 44-0 
20K7 39-0 30K8 45-0 
20K9 39-0 30K9 45-0 

20K10 NM 30K10 50-0 
22K4 34-0 30K11 52-0 
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表 28-1 (続き) 
 

短いジョイストのための取り付けブリッジ 
 

ジョイスト スパン ジョイスト スパン 
22K5 28-0 30K12 54-0 

10KCS1 NM 22KCS2 36-0 
10KCS2 NM 22KCS3 40-0 
10KCS3 NM 22KCS4 NM 
12KCS1 NM 22KCS5 NM 
12KCS2 NM 24KCS2 39-0 
12KCS3 NM 24KCS3 44-0 
14KCS1 NM 24KCS4 NM 
14KCS2 NM 24KCS5 NM 
14KCS3 NM 26KCS2 39-0 
16KCS2 NM 26KCS3 44-0 
16KCS3 NM 26KCS4 NM 
16KCS4 NM 26KCS5 NM 
16KCS5 NM 28KCS2 40-0 
18KCS2 28-0 28KCS3 45-0 
18KCS3 NM 28KCS4 53-0 
18KCS4 NM 28KCS5 53-0 
18KCS5 NM 30KCS3 45-0 
20KCS2 36-0 30KCS4 54-0 
20KCS3 39-0 30KCS5 54-0 
20KCS4 NM   
20KCS5 NM   

 
NM＝40 ft (12.1 m) 以下のジョイストでは、対角線にボルト留めすることは必須ではない。 
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表 28-2 
 

長いジョイストのための取り付けブリッジ 
 

ジョイスト スパン ジョイスト スパン 
18LH02 33-0 28LH05 42-0 
18LH03 NM 28LH06 46-0 
18LH04 NM 28LH07 54-0 
18LH05 NM 28LH08 54-0 
18LH06 NM 28LH09 NM 
18LH07 NM 28LH10 NM 
18LH08 NM 28LH11 NM 
18LH09 NM 28LH12 NM 
20LH02 33-0 28LH13 NM 
20LH03 38-0 32LH06 47-0 ～ 60-0 
20LH04 NM 32LH07 47-0 ～ 60-0 
20LH05 NM 32LH08 55-0 ～ 60-0 
20LH06 NM 32LH09 NM ～ 60-0 
20LH07 NM 32LH10 NM ～ 60-0 
20LH08 NM 32LH11 NM ～ 60-0 
20LH09 NM 32LH12 NM ～ 60-0 
20LH10 NM 32LH13 NM ～ 60-0 
24LH03 28-0 32LH14 NM ～ 60-0 
24LH04 39-0 32LH15 NM ～ 60-0 
24LH05 40-0 36LH07 47-0 ～ 60-0 
24LH06 45-0 36LH08 47-0 ～ 60-0 
24LH07 NM 36LH09 57-0 ～ 60-0 
24LH08 NM 36LH10 NM ～ 60-0 
24LH09 NM 36LH11 NM ～ 60-0 
24LH10 NM 36LH12 NM ～ 60-0 
24LH11 NM 36LH13 NM ～ 60-0 

    36LH14 NM ～ 60-0 
    36LH15 NM ～ 60-0 

NM＝40 ft (12.1 m) 以下のジョイストでは、対角線にボルト留めすることは必須ではない。 
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図 28-3 

OSHAが示す、鉄骨と他の主要構造部との接続点の説明図 

 

壁の水平ブリッジ末端                                              壁の水平ブリッジ末端                                 

 

                 パネルの水平ブリッジ末端                構造用型鋼壁の水平ブリッジ末端      
 
 

代表的 

水平ブリッジ 

シールド付きラグ 
または埋込みアンカー 

代表的 

水平ブリッジ 

シールド付きラグ 
または埋込みアンカー 

代表的 

代表的 

水平ブリッジ 

水平ブリッジ 
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図 28-3 (続き) 

OSHAが示す、鉄骨と他の主要構造部との接続点の説明図 

 

 

任意の X ブリッジを備えた構造用型鋼の水平ブリッジ末端部         壁のボルト留め斜めブリッジ末端部 

 

 

   壁のボルト留め斜めブリッジ末端部                       壁のボルト留め斜めブリッジ末端部 
                                                       

代表的 
代表的 

シールド付きラグ 
または埋込みアンカー 

ボルト継手 

代表的 代表的 

シールド付きラグ 
または埋込みアンカー 

シールド付きラグ 
または埋込みアンカー 

ボルト継手 ボルト継手 



EM 385-1-1 
2014 年 11 月 30 日 

 

28-22 
May 16, 2016 

 

図 28-3 (続き) 

OSHAが示す、鉄骨と他の主要構造部との接続点の説明図 

 

   ジョイストペアブリッジ末端部              水平トラスを備えたジョイストペアブリッジ末端部 

 

 

 

仮設ガイロープで固定した水平ブリッジ末端部           仮設ガイロープで固定した斜めブリッジ末端部 

 

代表的 代表的 
水平トラスウェブ 

 

上弦材に巻

付け 

独立仮設ガイ

ロープ 

水平ブリッジ 

 

ポジティブ

アンカー点 

ポジティブ

アンカー点 ポジティブ

アンカー点 

ポジティブ

アンカー点 
  

上弦材に巻

付け 

独立仮設ガイ

ロープ 
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図 28-4 
 

クリップエンド接合 
 

 

図 28-5 
 

千鳥接合 (Staggered・High/Low Connection) 
 

 

 
 

OSHA鉄骨組立て基準に準拠するための指針 
§1926.757 (a) (10) と§1926.757 (c) (5)  

  

設計構造

接続部  柱

フ

ラ

ン

ジ 

柱

フ

ラ

ン

ジ 

梁 梁 

より安全な組立てを可能にするた

め、各梁のアングル材は柱ウエブ

へ追加的な穴を設けて相互に位置

をずらせて取り付ける。 
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第 29 章 
 

発破作業 
 

29.A 通則．本章は、陸軍省 (DA) 文官により、または DA との契約に基づき行われる、非軍事

的な土地/施設における産業用爆発物を使用する発破作業に適用される 。他の全ての発破作業に

関しては、01.G を参照 。 

29.A.01 前提条件． 

a. 爆発物を現場に配置する前か、爆発物関連作業を開始する前に、DA パンフレット 385-
64 と DA パンフレット 385-65 に従って DoD 爆発物安全委員会 (DDESB) によって承認された

爆発物安全現場計画書 (ESSP) が必要とされる 。 

b. 爆発物が作業現場に持ち込まれる前に、GDA から書面による許可が得られなければなら

ない。承認を受けた爆発物の定期的な補充については、書面による承認を必要としない。 

c. 爆発物を現場に持ち込む前か、爆発物関連作業を開始する前に、契約業者によって、爆

破作業安全計画書が策定されなければならない。この計画書には、少なくとも次の事項を記載

し、GDA に提出され、受理されなければならない: 

(1) 爆発物に関与する人員の氏名、資格、責任; 

(2) 爆発物の取扱い、輸送、保管に関する契約業者の要件; 従業員の教育プログラムと証明

書; 爆発物の種類; 作業予定と装填手順; 爆破予定の詳細; 爆発物輸送経路; 安全合図を出

す方法と位置; 危険区域からの退避; 現場の警備方法; 地震計の管理と、振動と損害の抑止; 
試験爆破、爆破後の検査と不発爆発物処理手順; 爆発物、爆破剤、未使用/関連資材の処分に

関する規定; 爆破後の換気に関する要件; 

(3) 爆破前後の広報に関する要件 (例えば、地域社会への情報伝達、構造物と人員の保護) 。 

29.A.02 爆発物、爆破剤、爆破装置の輸送、取扱い、保管、使用は、爆破作業の経験と能力が

証明されている者によって指示され、監督されなければならない。これらの作業は、ANSI 
A10.7、29 CFR 1910.109、29 CFR 1926 サブパート U、27 CFR 555、メーカー、爆発物製造

者協会 (IME) の要件と、該当する場合、DoD 6055.9M に従わなければならない。 

29.A.03 爆発物を扱う全ての人員は、健康状態が良好で、書面と口頭による指示を理解し、与

える能力がなければならない。 

29.A.04 爆破区域の入口には、警告標識が設置されなければならない。 
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29.A.05 雷雨または砂あらしが接近または発達している場合、爆発物の取扱いまたは使用は中

断し、人員は、安全な区域に移動させなければならない。また、電気雷管が外来電気により偶

発的に作動するのを防止する対策が構築される。 

29.A.06 架空送電線、通信線、公共施設、その他の構造物の近くで行なう発破作業は、それら

施設の使用者や、または所有者に通知が行われ、安全対策が取られるまで実施されてはならな

い。 

29.A.07 全ての装填と点火は、指定された一人の者によって指示され、監督されなければなら

ない。 

29.A.08 落雷や大量の静電気の放電の可能性を検知し測定する確実な装置が、用いられなけれ

ばならない。 

29.A.09 電気式点火装置を採用する前に、外来電流について完全な調査が行なわれ、発破孔が

装填される前に全ての危険電流は取り除かれなければならない。 

29.A.10 電気式起爆雷管を使用する爆破の場合、電気式発破器または適切に設計された電源を

用いて点火しなければならない。 

a. 非電気式起爆雷管を使用する爆破の場合、メーカーが規定した発破器または起爆装置に

よって点火しなければならない。 

b. レーダー/無線送信施設または電力源の近くで爆破を行う時、高周波 (RF) エネルギーや

迷走電流が電気式起爆に対して危険を与える可能性があることが検査の結果わかっている場合

は、認定された非電気式起爆雷管が用いられなければならない。 

c. 電気式起爆雷管が用いられる場合、点火回路に接続されるまで脚線は短絡 (シャント) さ
れていなければならない。 

29.A.11 導爆線は、メーカーの勧告に従って、非電気式起爆雷管 (雷管と導火線) 、電気式起

爆雷管、ショック・チューブ式起爆雷管、またはガス式起爆雷管を用いて点火しなければなら

ない。 

29.A.12 遅延式爆破の場合、電気式遅延起爆雷管、非電気式遅延起爆雷管、導爆線コネクター、

または順次式発破器が用いられなければならない。使用方法はメーカーの勧告に従わなければ

なければならない。 

29.A.13 発破器． 
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a. 発破器の操作、保守、検査、点検はメーカーが規定するとおりに行なわれなければなら

ない。 

b. 発破器は使用する前に検査され、その後はメーカーが規定するとおり、定期的に検査さ

れなければならない。 

c. 発破器は固定され、発破士以外がこれに接近してはならない。また発破士以外はリード

線を装置に接続してはならない。 

29.A.14 起爆のためのエネルギーを電気回路から取る場合、電圧は 550 ボルトを超えてはな

らない。コントロール配線の設置においては、次の事項に従わなければならない (図 29-1 と図

29-2 を参照) : 

a. 爆破スイッチは UL (またはその他の米国国家認証試験機関) が認定した非接地型のもの

で、閉鎖型外部作動式の二極式の双投スイッチとし、開位置でロックされた場合に点火ライン

をシャントするものを用いなければならない。 

b. 接地スイッチは爆破スイッチと電力回路の間に設けられ、爆破スイッチから 15 ft (4.5 
m) 以上の距離を保たなければならない。 

c. これら 2 つのスイッチの間に最低 15 ft (4.5 m) の避雷遮断距離が設けられ、この間の接

続はケーブル、プラグ、コンセントによって行なわれなければならない。 

図 29-1 
 

直列/並列直列点火用の電気式発破システム (Power Firing Systems for Series and Parallel 
Series Firing) (AR アーコントローラーなし: No Arcontroller)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ヒューズ 

従業員出入口の 

スイッチ 

爆破スイッチ 区間スイッチ 

(リード線中の種々
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流または直流電源 保護コンセント 

パイロット・ランプ 

(収容器の外側) 
リード線 

接地 

(ボックスのみ) 
避雷遮断距離、 

最低 15 ft 

点火 
位置 

シャント 
位置 

木製パネル 
(ロックした収容器の中) 

爆破回路へ 

木製パネル 

プラグ 

コンセント 

木製パネル 
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図 29-2 
 

起爆基地と付属品の配置に対する推奨方法 (Recommended Installation of Shooting 
 Station and Accessory Arrangement for Using Arcontroller) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.A.15 発破点火の直後にスイッチとスイッチの間のケーブルは接続が切られ、両方のスイッ

チは開位置にロックされなければならない。 

29.A.16 スイッチのキーは、常に発破士が携帯しなければならない。 

29.A.17 全ての配線には、適切なゲージの絶縁中実心線で良好な状態のものが用いられなけれ

ばならない。 

29.A.18 発破士が爆破地点から安全距離を保てるように、十分な長さの点火ラインが用いられ

なければならない。 

29.A.19 装填した発破孔から 50 ft (15.2 m) 以内では、機械装置 (削岩ドリルを含む) の操作が

行われてはならない。 

 例外: 爆破マットまたはバック・カバーを設置する場合、装填した発破孔から 50 ft 
(15.2 m) 以内で機械装置を操作することが許される。 

29.A.20 黒色火薬の使用は禁止する。 
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爆破スイッチ 
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トリップ 
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(入口を越え 
て延長) 

木製パネル 

ピン式絶縁支

持具 
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シャント位置 

避雷遮断距離、 
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パイロット・ランプ 
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29.A.21 空箱、紙、繊維のパッキングなど、爆発物装填作業から発生した全ての廃棄物はどの

ような目的に対しても再利用してはならない。これらは認められた場所で焼却しなければなら

ない。 

29.A.22 爆発物の保管． 

a. 爆発物の保管は「アルコール・たばこ・小火器局」の要件 (27CFR555、サブパート K
に記載されている) 、またはそれらが保管されている州の要件に従わなければならない。 

b. 当該プロジェクト現場で保管されている全ての爆発物と爆破剤の現時点での正確な在庫

が記録されていなければならない。記録は 2 部作成され、1 部は爆発物庫に、他の 1 部は爆発

物庫から少なくとも 50 ft (15.2 m) 離れた施設に保管されなければならない。 

29.A.23 爆発物の警備． 

a. 爆発物に近付くことを規制するため、該当区域は警備され、非就労時に爆発物が接触さ

れることがないよう確認しなければならない。 

b. 爆発物は、遺棄してはならない。 

29.B 爆発物の輸送． 

29.B.01 次の方式による爆発物の輸送は、所定の連邦規則と該当する州の要件に従わなければ

ならない。 

a. 公共道路上での爆発物の輸送は、運輸省 (DOT) の要件に従わなければならない。 

b. 爆発物の海上輸送は、米国沿岸警備隊 (USCG) の要件に従わなければならない。 

c. 航空機による爆発物の輸送は、連邦航空局 (FAA) の要件に従わなければならない。 

29.B.02 爆発物の輸送に使用する車両は、その定格能力を超えて積載してはならない。爆発物

は固定して、荷の移動や車両からの転落を防止しなければならない。開放荷台型の車両で爆発

物が輸送される場合、爆発物収容器または閉鎖型コンテナは、荷台上にしっかり取り付けなけ

ればならない。 

29.B.03 爆発物を輸送する全ての車両は、DOT の要求する全てのプラカード、文字や、数字

を標示する。 
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29.B.04 爆発物と爆破補給品は、他の材料または貨物と併せて輸送してはならない。爆破雷管 
(電気式のものを含めて) は、49 CFR 177.835 (g) の条件に適合しない限り、他の爆発物を積載

した車両または輸送機関で併せて輸送してはならない。 

29.B.05 人員． 

a. 爆発物の輸送に用いる車両は、健康で、注意深く、信頼でき、かつ安全上の指示を読み

理解する能力がある者により運転されなければならない。アルコール飲料や麻薬の影響を受け

て運転してはならない。 

b. 許可を受けた運転者と適切な教育を受けたその助手以外は、爆発物または起爆雷管を輸

送する輸送機関に乗車することを禁止する。 

29.B.06 爆発物の輸送に使用される車両は、頑丈な構造で良好な修理状態にあり、爆発物が転

落しないように隙間のない荷床を備えていなければならない。コンテナが転落しないように荷

台の後端と両側面は十分に高くしなければならない。 

29.B.07 輸送中、火花を発生させる金属に爆発物が曝されてはならない。鋼製の車体、または

部分的に鋼製の車体が使用される場合、火花防止のためのクッション材で爆発物コンテナを金

属から隔離しなければならない。 

29.B.08 爆発物を輸送する車両の荷台または車体で、火花を発生させる工具、カーバイド、オ

イル、マッチ、火器、電気貯蔵バッテリ、引火性物質、酸、酸化性化合物または腐食性化合物

が運ばれてはならない。 

29.B.09 爆発物を輸送する車両には、定格 10-B:C の消火器は 1 個以上、容易に利用できる位

置に備え付けなければならない。 

a. 消火器は、米国国家認証試験機関が認定した種類のものとし、すぐに使用できるように

しておかなければならない。 

b. 運転者は、消火器の使用について教育を受けなければならない。 

29.B.10 爆発物を積載した車両は、車庫または修理工場内に誘導されたり、混雑した地域に駐

車されたり、または公共の車庫または同類の建物に保管されてはならない。 

29.B.11 爆発物を輸送する車両は、極めて慎重に運転されなければならない。全ての鉄道踏切

と主要道路に近付いた場合は完全に停止され、進行方向に障害物がないことが分かるまで車両

を前進させてはならない。 
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29.B.12 緊急事態における場合を除いて、爆発物が車両に乗っている間は車両に燃料補給して

はならない。 

29.B.13 爆発物の輸送、取扱い、またはその使用に従事する者は、喫煙してはならず、マッチ、

火器、弾薬、または火炎を発する装置を身につけたり、車両に持ち込んだりしてはならない。 

29.B.14 爆発物を収容器に安全に移送するため、頑丈な傾斜路やつまずく危険のない歩行路な

どの対策が講じられなければならない。 

29.B.15 爆発物を輸送する車両は、監視人を付けずに放置されてはならない。 

29.B.16 シャフト内の輸送装置で爆発物が輸送される前に、ホイストの運転者は通知を受けな

ければならない。 

29.B.17 爆発物は、火薬車で昇降または移送されなければならない。他の材料、補給品または

機器が同じ輸送装置で同時に輸送されてはならない。 

29.B.18 爆発物を輸送しているシャフトの輸送装置に、人員が搭乗してはならない。積み降ろ

しは輸送装置の静止中以外に行われてはならない。 

29.B.19 爆発物が機関車に載せて輸送されてはならない。少なくとも貨車 2 台分の長さで機関

車と火薬車を隔離しなければならない。 

29.B.20 人力で爆発物が運搬されてはならない。 

29.B.21 爆発物を積載した車両または輸送装置は、可能なら常に牽引されるようにし、押され

てはならない。 

29.B.22 爆発物を輸送する火薬車またはその他の輸送機関の両側に、標識を備えなければなら

ない。標識は背景から鮮明に浮かび上がる反射式のものとし、文字の高さは 4 in (10.1 cm) 以
上とし、「EXPLOSIVES (爆発物)」と記載しなければならない。 

29.C 爆発物の取扱い． 

29.C.01 爆発物が扱われる区域から 50 ft (15.2 m) 以内では、喫煙、開放型のランプ、または

裸火などは禁止する。装填済みの発破孔が存在する区域には、導火線点火装置または電気式起

爆雷管を除いて引火源が持ち込まれてはならない。 

29.C.02 爆発物コンテナは、防爆型工具または道具以外を用いて開封されてはならない。ただ

し、繊維板製の箱、紙袋、またはプラスチック製のチューブを開く場合には金属製のカッター

が用いられてもよい。 
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29.C.03 直ちに使用する必要がある場合以外に、爆発物はコンテナから取り出されてはならな

い。 

29.C.04 爆発物が爆破区域に持ち込まれる場合、爆発物と起爆雷管/点火雷管は分離され、本

来の容器であるタイプ 3 の爆発物収容器、または 49 CFR 177.835 で規定された容器に保管さ

れなければならない。 

29.C.05 発破孔に直ちに装填する必要がある量を超えて、点火雷管を準備してはならない。 

29.C.06 爆発物庫や過剰な量の爆発物の近くで、点火雷管の準備をしてはならない。 

29.C.07 爆発物装填が完了した時点で、全ての余剰な爆発物と起爆雷管は安全な場所に片付け

られるか、または爆破区域に搬入された時と同じ規則に従って、直ちに爆発物庫に納められな

ければならない。 

29.C.08 地下の装填区域に持ち込まれる爆発物の量は、爆破に必要であると予測される量を超

えてはならない。 

29.C.09 加圧作業室に起爆雷管と爆発物を入れる場合、別々に行われなければならない。 

29.D 電磁放射線． 

29.D.01 高周波 (RF) 送信機または他の RF 発生装置を操作する近傍では、爆破作業は禁じら

れており、また電気雷管の保管も禁じられなければならない。ただし、米国規格協会 (ANSI) 
の規格 C95.4 の離隔距離が維持できる場合はこの限りでない。 

29.D.02 ANSIC95.4 の表に示される距離に満たない距離で爆破作業を行なう必要がある場合、

認定済みの非電気式起爆雷管が用いられなければならない。 

29.D.03 本来の容器以外の容器に入っている電気雷管から 100 ft (30.4 m) 未満にある移動無線

送信機は電源が切られ、効果的にロックされなければならない。ただし、29.A.11 で規定され

た非電気式起爆雷管が使用される爆破区域ではこの限りでない。 

29.E 振動と損害の管理． 

29.E.01 コファダム、桟橋、水中構造物、建物、構造物、その他の施設の中、またはその近傍

で爆破作業を実施する場合、関与する全ての力と条件を完全に考慮に入れて慎重に計画が立て

られなければならない。 

29.E.02 振動が抑制された爆破作業を開始するに当たっては、作業をモニタリングするための

計画書が策定されなければならない。 
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29.E.03 必要に応じて、所有者、居住者、一般住民は、予定された爆破作業の内容とそれに伴

う危険防止措置について通知を受けなければならない。 

29.E.04 振動による損害が発生する恐れがある場合、州の要件または表 29-1 の要件のうちい

ずれか、より厳格な方に従って、エネルギー率と最大粒子速度が一定基準以下に制限されなけ

ればならない。測定記録によってエネルギー率または最大粒子速度が基準を超えていることが

示された場合、爆破作業は中止され、直ちに (政府と契約業者双方の) 指定監督機関に通知され

なければならない。推定原因が確定されて是正措置が取られるまで爆破作業が再開されてはな

らない。 

29.E.05 州の法令で要求されている場合、各発破点火に先立って換算距離が決定され、記録さ

れなければならない。換算距離は州が設定した限界値を超えてはならない。 

29.E.06 爆破によって発生し構造物に加えられる爆破空気圧力は、133 db (0.013 psi) を超え

てはならない。 

29.E.07 振動のモニタリング、記録、解釈は有資格者によって行なわれなければならない。記

録と解釈は監督部署 (GDA) に提出されなければならない。 

29.F 発破孔の掘削と装填． 

29.F.01 全ての発破孔は、爆発物カートリッジを自由に挿入できるよう十分に大きくなければ

ならない。 

29.F.02 爆破が実施された区域では、残っている「ブートレッグ」 (不発爆発物が残っている

可能性がある発破孔) に不発爆発物がないかが調査され、さらに区域全体が調査されて不発爆

発物が残っていないことが確認されるまで、発破孔掘削は、引き続いて行なってはならない。 

a. 例え調査によって爆発物を検出できなかったとしても、ブートレッグにドリル、ピック、

またはバーを絶対に差し込んではならない。 

b. 不発が発生したために不発発破孔が存在する可能性のある区域で、さらに発破孔掘削が

行われなければならない時、新規の発破孔が不発発破孔と交差する危険がある場合は、発破孔

を掘削してはならない。 

c. 不発爆発物を処理するために必要な全ての掘削作業は、関与する爆発物に関する作業知

識を有しており、当該不発発破孔の掘削、装填、雷管取り付け、点火作業が行なわれた条件を

良く知っていて、合わせてまた、不発爆発物処理作業で使用される掘削装置の能力も良く知っ

ている担当責任者の監督の下で行われなければならない。 
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29.F.03 発破孔掘削作業と装填作業が同じ区域内で行われてはならない。掘削は、装填済み発

破孔から少なくともその深さに等しい距離だけ離れた位置で行われなければならない。ただし、

必ず 50 ft (15.2 m) 以上離れなければならない。 

表 29-1 
 

エネルギー率と最大粒子速度を算定する公式 
最大総エネルギー率 (ER) は、下に示す式で計算して 1.0 を超えてはならない: 
  

ER ＝ (3.29FA) 2 

 
 ここで: 

 F ＝周波数 (サイクル/秒)  
 A ＝振幅 (インチ)  

 
総エネルギー率は、ある 1 時点において垂直、水平方向で 3 つの相互に垂直な運

動平面でのエネルギー率の算術和に等しい。 
 

最大総粒子速度 (PV) は、下に示す式で計算して 1.92 を超えてはならない: 
 

PV = A/t 
 

 ここで: 
 A ＝振幅 (インチ)  
 t ＝時間 (秒)  
 
最大総粒子速度は、ある 1 時点において垂直、水平方向で 3 つの相互に垂直な運

動平面での粒子速度のベクトル和に等しい。 
 

 
29.F.04 爆発物または爆破剤を含んでいる発破孔を深くする作業を行ってはならない。 

29.F.05 装填済み発破孔に影響を与えるか、交差するように、新たな発破孔が掘削されてはな

らない。 

29.F.06 土壌中への掘削に関する要件については、18.H を参照。 

29.F.07 装填中または装填済みの区域からは、装填作業に欠かせない機器、作業、人員以外は

排除されなければならない。装填済み発破孔の上方で車両を運行してはならない。爆破現場に
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はガードやバリケードが設けられ、危険標識が掲示されて無許可入場を制限しなければならな

い。 

29.F.08 次回の爆破で点火される予定の発破孔以外の発破孔が装填されてはならない。装填完

了後直ちに、全ての残存爆発物と起爆雷管は正規の爆発物収容器に収納されなければならない。

爆破現場では、爆発物と装填済みの発破孔が監視人なしに放置されてはならない。 

29.F.09 スプリンギングを施した発破孔またはジェット掘削された発破孔は、その発破孔が装

填してもよい程度に十分に冷却されたと確定されるまで、装填を行なってはならない。 

29.F.10 可燃性ガスまたは可燃性の粉じんが存在する地下では、爆発物が装填または使用され

てはならない。ただし、担当責任者 (評価されるべき要因についての完全な知識を有すること

によって、または監督機関が監督権を実行する場合は、監督権を有する監督機関の許可証によ

って、資格を有すると認定された者) によって使用条件が十分に確認され、安全であると書面

により承認された場合はこの限りでない。 

29.F.11 一回の爆破にとって必要な数量のカートリッジ以外に、点火雷管が装着されてはなら

ない。 

29.F.12 雷管ウェルを有していない爆発物への起爆雷管の挿入は、適切な寸法の無火花式ポン

チ、または雷管クリンパー (雷管口締め機) の適切に尖ったハンドルでカートリッジに最初に穴

を開けてから行われなければならない。 

29.F.13 カートリッジは、均一で安定した圧力をかけて装着されなければならない。 

29.F.14 タンピングは、露出した金属部分がない木製の棒で行われなければならない (棒の接

続には無火花式の金属製コネクタが用いられてもよい) 。また、認定されたプラスチック製の

タンピング棒が用いられてもよい。 

29.F.15 発破孔のスプリンギング施工． 

a. 発破孔が装填済み発破孔に隣接または近接している場合、決してスプリンギング施工さ

れてはならない。 

b. 発破孔をスプリンギング施工する場合、発破器に代わる電力源として決して懐中電灯用

の電池が用いられてはならない。 

29.F.16 導爆線の使用． 

a. 導爆線の取扱いと使用は、爆発物と同様に注意深く行われなければならない。装填、結
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線中、またその後にコードを損傷したり切断したりしないように注意が払われなければならな

い。 

b. 発破孔に点火雷管が装着された後、導爆線の戻り配線を設置する場合、残りの装薬を装

填する前に導爆線が供給リールから切断されなければならない。 

c. 導爆線の接続は、勧告された方法に従って確実に行われなければならない。結び目その

他による導爆線相互の接続は、爆薬心線が乾燥している導爆線以外で行われてはならない。 

d. 全ての導爆線の基幹配線と分岐配線には、湾曲、鋭いねじれ、折れ曲がりをなくして、

起爆の進行方向にコードが引き戻されないようにしなければならない。 

e. 起爆雷管を導爆線に接続する場合、起爆雷管はテープその他の方法で導爆線の側面また

は端部にしっかりと取り付けられなければならない。この場合、爆破装薬を含む起爆雷管の端

部は起爆の進行方向に向けられなければならない。 

f. 爆破のための他の全ての用意が整うまで、基幹配線に点火するための起爆雷管が装填区

域に持ち込まれてはならず、また導爆線に取り付けられてもならない。 

29.F.17 発破士は爆破で使用される爆発物、爆破剤、爆破補給品の正確な、最新の記録を保管

しなければならない。 

29.F.18 装填された発破孔は、不燃性材料でそのカラーまでステミング施工されなければなら

ない。 

29.F.19 爆発物に点火する前に、全ての装填済みの発破孔と装薬が点検され、その位置が確認

され、また全ての導爆線の接続部が点検されなければならない。 

29.F.20 爆破により飛散する岩石や破片によって傷害または損傷が発生する恐れがある場合、

点火前に全ての装薬は爆破マットでカバーされるか、またはバック・カバーされなければなら

ない。マットが使用される場合は、爆破電気回路を保護するよう注意しなければならない。 

29.G 配線． 

29.G.01 電気雷管を使用する爆破の場合、全ての雷管には同じメーカーの製品を用いなけれ

ばならない。 

29.G.02 配線． 

a. バス配線は、十分な電流搬送能力のある単線中実ワイヤで行わなければならない。 
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b. 全ての点火ラインの絶縁を適切で良好な状態にしておかなければならない。 

29.G.03 1 つの回路中の電気雷管の数は、発破器または電力源の容量を超えてはならない。 

29.G.04 電気雷管に点火する電力回路は、接地されてはならない。 

29.G.05 爆発力によってリード線が作動中の電源の上に投げ出される可能性がある場合は常

に、配線の全長を十分に短くして接触しないようにする、または配線をしっかり地面に固定す

るよう配慮されなければならない。または、それに代えて、爆破後の点検において配線が交差

していなことが確認されるまで、電源の作動を停止しておかなければならない。もしこれらの

要件が満たされないならば、非電気式雷管が用いられなければならない。 

29.G.06 2 個以上の雷管を直列配置する場合、または雷管が検査される場合、雷管がリード線

または他の雷管に接続されるまで、雷管の脚線からメーカーが行ったシャントが取り外されて

はならない。 

29.G.07 静電荷を放散させるための接地が完了されるまで、リード線が回路に接続されては

ならない。 

29.G.08 回路ならびに全ての雷管は、点火ラインに接続される前に、認定された発破試験器 
(発破検流計、発破抵抗計、または発破マルチメーター) で検査されなければならない。 

29.G.09 点火ラインは、発破点火の直前まで発破器または他の電源に接続されてはならない。

点火ラインは、発破器または他の電源に接続される前に、認定された発破試験器で点検されな

ければならない。 

29.G.10 単一の直列雷管が点火される場合、または多数の直列雷管が並列内直列の回路とし

て点火される場合、認定された発破試験器で回路抵抗が点検されなければならない。 

29.G.11 並列内直列の回路については、各直列部は同じ抵抗値を持たなければならない。 

29.G.12 各直列回路は、次の目的で 2 回読み取りが行われなければならない: 

a. 直列が完成していることを確認するため; 

b. 各直列が同じ抵抗値を示していること、またこの抵抗値が、このような直列の雷管に対

する計算抵抗値に、試験器の読み取り誤差の範囲内で近似していることを確認するため。もし

1 回目の読み取りによって直列が不完全であることが示されたならば、不良な雷管または接続

部はつきとめられて是正されなければならない。もし 2 回目の読み取りによって抵抗値が正し

くないことが示されたならば、原因が究明されて是正されなければならない。 
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29.H 点火． 

29.H.01 発破点火に先立って、危険区域にいる全員に爆破の警告が与えられ、区域から安全距

離を保つように指示されなければならない。全員が安全距離まで退却したこと、危険区域に誰

も残っていないことを確かめるまで点火してはならない。 

29.H.02 発破点火に先立って、危険区域への全ての入口に信号旗合図担当責任者が各 1 名配置

されなければならない。 

29.H.03 発破点火に先立って、掘削船その他の船舶は危険区域から安全距離まで移動しなけれ

ばならない。 

a. 掘削船その他の船舶が危険区域から移動する前と移動する間、警笛または通常の航行警

告合図と同様の汽笛で一連の短い信号が発信されなければならない。 

b. 移動中の船舶が水中爆破区域の 1,500 ft (457.2 m) 以内に近付きつつある時は、爆破点火

が行われてはならない。1,500 ft (457.2 m) 以内に係留または投錨した船舶などに乗船している

者には爆破点火が事前に通知されなければならない。 

c. 爆発物収容器を搭載しているボートまたは船舶の 250 ft (76.2 m) 以内では、爆破点火

が行われてはならない。500 ft (152.4 m) 以内にある別の掘削船上で掘削作業に従事している

人員は、もし発破孔が装填されたならば、掘削やぐらから退避しなければならない。 

d. 爆破区域の近くで水泳または潜水が行なわれている時は、爆破点火が行われてはならな

い。 

e. 水中の装填済みの発破孔は、掘削船を掘削点から移動させる場合は常に、点火させなけ

ればならない。 

29.H.04 安全合図． 

a. 全ての爆破作業において、次の安全合図を用いなければならない: 

(1) 警告合図: 爆破合図の 5 分前に、長い可聴合図を断続して 1 分間発する; 

(2) 爆破合図: 発破点火の 1 分前に、短い可聴合図を断続して発する; 

(3) 危険解除合図: 爆破区域の点検の後に、長く延ばした可聴合図を 1 回発する。 

b. 安全合図は、圧縮空気による汽笛、警笛、または同等の手段を用いて発せられ、爆破区
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域内で最も遠距離にある地点でもはっきりと聞き取れるようにしなければならない。掘削船上

の船舶汽笛が爆破合図として用いられてはならない。 

c. 安全合図、警告標識と旗による信号法は、全ての入口に掲示されなければならない。 

d. 従業員が合図に精通するように相応の教育が行われなければならない。 

29.H.05 リード線の接続を行なう者が発破点火を行わなければならない。全ての接続は、発破

孔から始めて点火電源までさかのぼって実施されなければならない。装薬が点火されるまでは、

リード線を短絡させておき、発破器その他の電源に接続されてはならない。 

29.H.06 電気式爆破を点火した後、リード線は直ちに電源との接続から切り離され、シャント

されなければならない。 

29.H.07 電気雷管回路に点火する場合、メーカーの勧告に従って適切な量の電流が流れるよう

になっていることが注意深く確認されなければならない。 

29.I 爆破後の手順． 

29.I.01 爆破点火の直後に、点火ラインと発破器または電源との接続が切り離されなければな

らない。電カスイッチは、開位置にロックしなければならない。爆破の後、密閉区域の空気の

試験と/または換気が行われなければならない。 

29.I.02 発破士によって点検が行なわれ、全ての装薬が爆発されたことを確認しなければなら

ない。全ての配線は追跡調査され、不発カートリッジがないか点検されなければならない。 

29.I.03 「危険解除」の合図が出るまで、他の者は爆破区域に戻ってはならない。 

29.I.04 作業に着手する前に、掘削切り羽の各面から弛んだ岩石その他の破片が剥がされ、作

業区域の安全が確保されなければならない。 

29.I.05 不発． 

a. 不発爆発物の取扱いは、発破士の指示で行なわれなければならない。発破士は、不発薬

を処理する最も安全な手法を決定しなければならない (中には、爆発物納入者またはメーカー

との協議を要する不発もある) 。 

b. 不発が宣言された場合、発破士は 1 時間待ってから現場を検査し、適切な安全対策を取

り、作業を行なうに必要な者以外の全ての従業員を危険区域から退避させなければならない。 

c. 不発薬を除去するために必要な作業以外が行われてはならない。作業に必要な従業員以
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外は、危険区域に残ってはならない。 

d. 全ての不発発破孔を爆発させるか、発破士が作業を進めてよいと承認するまで、掘削、

穴掘り、掘り上げ作業が行われてはならない。 

e. 契約業者の経験に基づき、不発を防止するための二次的あるいは二重の起爆方法が考慮

されるべきである。 

29.J 水中爆破． 

29.J.01 全ての爆破作業は、発破士が行なわなければならない。発破士の承認を得ずに発破点

火が行われてはならない。 

29.J.02 異種金属で作製された装填チューブとケーシングは、金属と水の間の電池作用により

過渡電流が発生する可能性があるため、用いられてはならない。 

29.J.03 全ての海中爆破において、耐水性の爆破雷管と導爆線以外が用いられてはならない。

装填は、必要に応じて無火花式金属製装填チューブにより行なわれなければならない。 

29.J.04 爆破信号旗が掲げられなければならない。 

29.J.05 水中爆破作業で使用する船舶上の爆発物の保管と取扱いは、29.A と 29.C の要件に従

って行なわれなければならない。 

29.J.06 水中で 2 個以上の発破孔が装填されて点火される場合、鋼製の発破点火ラインがアン

カー固定され、装填孔の列の上に浮かべられなければならない。 

a. 装填済みの発破孔からの起爆戻りラインは、鋼製のラインに結び付けられ、弛んだ末端

は起爆基幹配線に結び付けられなければならない。 

b. 基幹配線の点火の後、鋼製の発破点火ラインに不発がないか点検されなければならない。

不発は、29.I.05 の要件に従って処理されなければならない。 

29.J.07 装填済みの発破孔に近接または隣接して掘削を行なう場合、掘削は垂直方向のみに限

定され、掘削位置は、水深に装填済みの発破孔の深さを加えた距離だけ装填済みの発破孔から

離されなければならない。 

a. もし頑丈なケーシングまたは掘削マスト (傾斜メーターで垂直に心を出してあるもの) を
バージから伸展させて、水底岩盤にしっかり着座させるならば、装填した発破孔と掘削しつつ
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ある発破孔の間の距離は、発破孔の深さの 1/3 とし、その最小距離は 8 ft (2.4 m) としなければ

ならない。 

b. 発破孔の深さ 4 ft (1.2 m) ごとに掘削が停止されて、傾斜メーターで心の通りを点検しな

ければならない。 
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第 30 章 
 

潜水作業 
 

30.A 通則．軍側と契約業者の全ての USACE 潜水作業は、本規程に従って実施されなければ

ならない。本規程の要件を満たせなかった場合、作業の拒否または中止の原因となる。 

30.A.01 本章で別途定められている場合を除き、本章の要件の免除や適用除外の要請は、本規

程の補遺 D に従って、現地の指定潜水調整官 (DDC) か、その代わりを務める代理潜水調整官 

(ADC) を通じて行われなければならない。 

30.A.02 もし潜水作業の目的が、別の手段によって より安全で能率的に達成される場合は、

潜水が作業方法として用いられてはならない。別の手段としては、遠隔操作探査機 (ROV) や､

カメラシステムの利用、作業エリアを排水し作業を乾いた状態で行えるようにすることを含む

が、但しこれに限らない。 

30.A.03 潜水作業の実際的な制約に従って、可能な場合は常に、水上送気式 (SSA) が採用さ

れなければならない。 

30.A.04 ライブボーティング (アンカリングされていない船舶から潜水を支援する方法) は、

DDC によって、あらかじめ 特別に承諾が得られていない場合、用いられてはならない。 

30.A.05 トレーニングの証明書は、OSHA 潜水規則 29 CFR 1910.410 に準拠し、潜水補助者

を含む潜水チーム構成員が、適切なレベルのトレーニングを成功裏に終了したことを明らかに

しなければならない (例えば、SSA 潜水士の証明書、水上送気式混合ガス潜水士の証明書 等)。

潜水に関する全てのトレーニング証明書の写しが要求される。このようなトレーニングは、次

の者によって実施されなければならない: 

a. 民間の潜水学校、軍の学校、連邦政府 (USACE 等) が運営する学校や、民間の潜水教育

者協会 (ACDE) が認定した学校; 

b. ANSI/ACDE-01 または国際潜水契約業者協会 (ADCI) の Consensus Standards に記載し

てある要件を満たす社内のトレーニングプログラム; 

c. 圧縮空気 (スキューバや SSA) を用いる 科学調査を行う潜水士のトレーニングは、29 

CFR 1910.410 に準拠し、上記の要件か アメリカ水中科学者学会 (AAUS) が発行した科学調査

を目的とした潜水作業基準のトレーニングガイドラインに適合していなければならない。 

30.A.06 認定された民間の潜水学校が発行した 職業潜水士としての証明書 (卒業証書や、正式

な成績証明書)、その他潜水に関するトレーニングの証明書 (例えば、再圧チャンバーのオペレ
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ーター、飽和潜水士 等) が、潜水チーム構成員の資格や経験を示す証拠として要求される。

ADCI カードや、国際的に認知された職業潜水の組織が発行した同様の証明書は、潜水作業開

始前 6 年以内に 5 年を超える潜水経験があることを証明している潜水士に関しては、トレーニ

ングの証明として代用できる。 

30.A.07 契約業者は、潜水チームの各構成員が、業務の範囲で要求される水準に見合ったトレ

ーニングを受け、経験を備えているという証拠として、潜水記録を提出しなければならない。  

a. 潜水士、予備の潜水士、潜水チームの監督者各々は、該当する職位において 少なくとも

1 年の業務経験がなければならない。  

b.  潜水士は、潜水計画書で示された 特定の潜水技術と装置を用いた、類似の減圧技術に

よる職業潜水を、少なくとも 4 回完了していなければならない。潜水士は、必要条件である 4

回の潜水作業の内 少なくとも 1 回が、潜水作業の開始前 9 カ月以内に実施されたことを証明し

なければならない。  

c. 潜水補助者は、以前に潜水補助者としての経験があり、トレーニングを受けていなけれ

ばならない。  

30.A.08 潜水チームの各構成員は、米国赤十字社 (ARC) や、米国心臓協会 (AHA)、国際蘇生

法連絡委員会 (ILCOR) の基準を忠実に守るトレーニングを行う組織、または 医師 (LP) から受

けた、救急処置と CPR (心肺蘇生法) に関する有効な資格証明を保持しなければならない。 

a. 加えて、潜水チームの各構成員は、救急酸素システムと、自動体外式除細動器 (AED) 

(もし AED が潜水現場に準備されている場合は) の使用に関する有効な証明書を保持していなけ

ればならない。 

b.  全てのクラスで実技がなければならず、オンラインでの受講はできない。この証明は､

修了証明書のコピーで行うこと。証明書には、発行日と有効期間がなければならない。 

 注記: 救急酸素システムの使用法に関するトレーニングは、潜水作業に特化したもの

でなければならず、DAN (潜水者待機警戒網)、PADI (潜水指導員協会)、NAUI (米国潜水指導員

協会)、YMCA など、全国的に認知されたトレーニング組織の要件を満たさなければならない。 

30.A.09 潜水士は、ADCI や同様の基準に基づいた、年次の潜水健康診断を受けなければなら

ない。診断は、高気圧治療の専門医 (MD = 医師、または DO = オステオパシー (整体) 医) 等、

潜水生理学の知識を持ち免許を受けた医師によることが望ましい。 

a.  各潜水士が、過去 12 カ月以内に健康診断を受け、潜水に適していると判断され、潜水

を認められたことを記載した ｢潜水適格｣ 証明書は、検査した医師によって署名され、署名印
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が押されなければならない。 

b. DDC は、USACE の全ての有資格潜水士について、医師の「潜水適格」証明書のファイ

ルを保管しなければならない。 

c. 契約業者は、30.A.13 に従って、医師の「潜水適格」証明書を DDC に提出しなければな

らない。  

d. 加圧/減圧による障害のような、潜水に関係するあらゆる重大な傷害や疾病の後、潜水士

は、高気圧治療専門医によって再検査され、｢潜水適格｣ として再認定されなければならない。  

30.A.10 潜水士が潜水作業の後、航空機に搭乗する場合は、少なくとも 12 時間待たなければ

ならない。複数日に渡る反復潜水の後は、この期間が 24 時間に延長されなければならない。 

30.A.11 海抜 1,000 ft (304.8 m) 以上の高地で潜水する場合、潜水監督者は、標高が高くなっ

たことを補うため、適切な高地用減圧表を使用しなければならない。 

30.A.12 契約潜水作業は、USACE 潜水検査官として資格を有する者によって、モニタリング、

検査されなければならない。各 USACE 潜水チームは、作業中、少なくとも年に 1 回、DDC か、

ADC、または潜水安全管理官 (DSR) による検査を受けなければならない。 

a. 有資格の潜水検査官は、潜水検査官、潜水士/潜水監督者、潜水安全管理者、または潜水

調整官としての、有効な USACE トレーニング証明書を保持していなければならない。潜水検

査官を務める全ての USACE 職員は、検査官の職務を務める前に、DDC の承認を受けなければ

ならない。 

 注記: 場合によっては、他の資格証明書を持ち、トレーニングを受けた監視員/検査員

の使用が検討され、DDC と、HQUSACE において潜水安全を担当するプログラム管理者 (PM) 
によって書面で承認される場合もある。 

b. 検査官は、潜水前の会議時と、機器/装置/装備/道具の検査中、そして最初の潜水中に、

契約業者の潜水作業現場の、現地でのモニタリング/検査を実施しなければならない。モニタリ

ングは、契約業者の潜水作業中、継続的に行わなければならないが、業務の複雑さと、危険の

程度の評価結果に基づく DDC の判断に従って、断続的に行ってもよい。 

30.A.13 全ての契約業者の潜水作業で、次の書類が求められる。全ての書類は、潜水作業開始

前に、DDC・ADC・DSR の内 2 名の者によって審査され、受入れ可能であると判断されなけ

ればならない。契約業者は これらの書類を、契約担当官 (KO) を通して、DDC へ提出しなけれ

ばならない。潜水作業の範囲により、追加の書類が必要になる場合がある: 
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a. 安全作業マニュアル (Safe Practices Manual); ＞ 30.A.15 を参照。 

b. 潜水作業計画書 (Dive Operations Plan); ＞ 30.A.16 を参照。 

c. 業務のあらゆる局面/状況を網羅する AHA; ＞ 30.A.17 を参照。 

d. 緊急管理計画書 (Emergency Management Plan); ＞ 30.A.18 を参照。 

e. 潜水要員の資格。＞ 30.A.05 − 30.A.09 を参照。 

 注記: 前述の審査に関する要件は、受理する前に USACE の有資格者 2 名が、それぞ

れ独立して書類を評価する、ということである。もし審査する時に DDC/DSR が不在の場合、

ADC は、審査や受理のプロセスにおいて、DDC や DSR の代理を務めることができる。 

30.A.14 潜水作業計画書、AHA、緊急管理計画書、資格を記載した要員のリストは、独立した

潜水作業ごとに作成されなければならない。  

a. これらの書類は、審査して受入れ可能か判断するため、潜水作業の開始前に、KO を介

して DDC へ提出されなければならず、常に潜水作業現場になければならない。これら各書類

は、プロジェクトファイルの一部とならなければならない。 

b. 侵入潜水 (水中の閉鎖空間への侵入：垂直に上昇して 安全に呼吸できる空気がある水面

へ直接出ることのできないエリアへの侵入)、汚染された環境での潜水、無減圧限界を超える潜

水、差圧によって逃れられなくなる危険性のあるエリアでの潜水といった、潜在的に非常に危

険な条件が 潜水作業の一部として予想される場合、潜水作業計画書と AHA の中で、特に説明

されなければならない。 

c. 全ての USACE プロジェクトにおいて、汚染水域での潜水は禁止する。但し、潜水士と

水上の要員が、慢性/急性の健康リスクをもたらす 既知の/潜在的な汚染の危険にさらされない

こと、またはこのようなリスクから保護されることを示す、証明書類がある場合は除く。  

(1) 全ての潜水士と水上要員は、汚染水域で潜水するためトレーニングされ、装備され、準

備されなければならない。 

(2) 潜水計画書は、潜水作業前 10 就業日以内に GDA に受理されなければならず、U.S. 

Navy SEA 00C3 ウェブサイトに掲載されている、U.S. Navy Guidance For Diving In 

Contaminated Waters (汚染水域潜水のための米国海軍手引書), SS521-AJ-PRO-010 に従って、

特に次について説明しなければならない: 

(a) 汚染物質の種類とカテゴリー (CAT 1, 2, 3, 4). 更なる危険な状況と低減策が、水面、
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泥線/堆積物、雨量、排出口、上部と底部の 水質汚染 (すなわち、水底の堆積物をかき回す足ひ

れの動きを含む、潜水士の歩行/腹ばいでの移動/作業) について、考慮されなければならない; 

(b) 保護のレベルと保護装置; 

(c) 汚染水域へ立入る潜水士と水上要員のトレーニングと資格; 

(d) 水質を判断するために用いられる情報源; 

(e) 潜水拠点における、潜水士と水上要員のための 汚染除去手順; 

(f) 医学的評価による裏付けと、潜水後のモニタリング; 

(g) 有害廃棄物の最小化と処分。 

30.A.15 安全作業マニュアル．契約業者と、組織内に潜水チームのある USACE 地区/ラボは、

彼らの全体的な潜水プログラムを包含する、安全作業マニュアルを作成し維持しなければなら

ない。安全作業マニュアルは、軍側の担当者と 潜水チームの全構成員が、各潜水作業現場で 

常時閲覧できなければならない。安全作業マニュアルには、少なくとも次がなければならない: 

a. 安全な潜水の手順とチェックリスト; 

b. 潜水チーム構成員の、割当てと責任; 

c. 機器/装置/装備の、証明書、手順書、検査チェックリスト; 

d. 火災、装備の故障、悪天候、病気やケガが発生した場合の緊急対応手順と、次の場合の

具体的な手順: 

(1) アンビリカルケーブルが絡まった場合を含め、潜水士が 逃れられなくなったり、絡まっ

てしまった場合 (吸引/吸着や、もつれ、障害物); 

(2) 命にかかわる支援装備を失った場合の行動; 

(3) エアの供給を失った場合の行動; 

(4) 通信不能になった場合の行動; 

(5) 潜水士が行方不明になった場合の対応計画 (スキューバ作業のみ) ; 
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(6) 潜水士が負傷した場合の対応計画; 

(7) 火災を発見した場合の行動; 

(8) 潜水士の吹き上げ (ブローアップ) による水面への急浮上; 

(9) 潜水士が意識不明になった場合; 

(10) 潜水士が水中にいる時に、水上の要員がケガ/病気になった場合。 

e. 内部的な安全検査の手順 (頻度、チェックリスト 等) ; 

f. OSHA, 29 CFR 1910, Subpart T の完全な写しと、その基準に準拠することを約束するた

めの、雇用者の方針に関する声明; 

g. 少なくとも次を含む、適切な米国海軍の潜水表: 

(1) 米国海軍の、無減圧限界表と無減圧空気潜水の反復グループ指定表 (Navy Table of No-

Decompression Limits and Repetitive Group Designation for No-Decompression Air Dives); 

(2) 米国海軍の、反復空気潜水用、残留窒素時間表; 

(3) 米国海軍の、標準空気減圧表。 

h. 使用される、潜水記録票の見本; 

i. 使用される、反復潜水記録表か、同等物 (潜水プロファイル法) の見本; 

j. 潜水チーム構成員の、適格性 (医学的なものを含む) に関する要件の概要; 

k. 管理と記録保持手順の概要。 

30.A.16 潜水作業計画書．この計画書は、実施される全ての仕事、潜水方式と 機器/装置/装備

/道具、現場への接近方法などに関する、全体的な概要である。複数の業務や、場所、潜水チー

ムが関係する複雑なプロジェクトでは、全体的な潜水作業計画書の一部として、職務ごとの潜

水計画書が必要である。この計画書には、少なくとも次がなければならない: 

a. 潜水計画書の提出日; 

b. 潜水計画書を作成した、潜水監督者の氏名と連絡先; 
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c. 潜水監督者を含む、現場の潜水チーム構成員の、氏名と職務; 

d. 使用される、潜水用の 機器/装置/装備/道具のリスト; 

e. 使用される、潜水用の足場となる物の種類; 

f. 業務に関する詳細な説明; もし仕事が独立した業務や作業段階に分けられる場合は、ど

のように分けられるか示すこと; 

g. 作業の日付、時間、期間、場所; 

h.  要求される予備の空気供給を含めた、使用される潜水方式 (スキューバ、SSA、スノー

ケル); 

i. 使用される工具と、取扱われる/設置される材料を含む、潜水士が実施する作業の種類; 

j. 視界、温度、潮流などを含む、予想される水面と水中の状態．必要に応じて、断熱/保護

が考慮されなければならない; 

k. 潜水士ごとの、計画された潜水深度における、１回の最大潜水時間．海抜 1,000 ft 

(304.8 m) 以上の高地における潜水では、潜水表に対して高度調整が行われなければならない; 

l. 潜水チームを援助/サポートする、水上にいる支援者の身分証明 (すなわち、クレーンオ

ペレーター、閘門操作者 等); 

m. 潜水現場と DDC、プロジェクト事務所、閘門管理者または USACE のプロジェクト管理

者、契約担当官 (該当する場合) との間の、直接の通信手段; 

n. 契約業者の作業のため提出される計画書には、契約業者名 (該当する場合、潜水を行う

下請業者名も)、契約番号、主な作業者の氏名と連絡先がなければならない。 

 注記: 潜水計画書には、次の文言がなければならない: ｢もし何らかの理由で、潜水

計画書にある 業務、深度、作業者、機器/装置/装備/道具が変更される場合は、DDC がその変更

について審査、承諾するため、実作業の開始前に、DDC へ連絡されなければならない。」 

30.A.17 作業危険分析 (AHA)．AHA は、装置の故障、過酷な気象､環境条件など、危険/突発的

な状況の悪影響を予想し、軽減/防止する、潜水チームの最善の努力を説明するものである。 

a. AHA は、作業者、財産、USACE のあらゆる任務へ影響を与えるリスクに取組んでいな

ければならない。必要な場合は、現場状況の変更や、作業の変更等を反映するため、新たな
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AHA が行われなければならない。 

b. 各 AHA は、その作業に特化したものでなければならず、潜水後の航空機搭乗に伴う危険

を含めて、作業の段階ごとに取り組まなければならない。 

c. USACE 潜水チームの場合、リスクアセスメントコード (RAC) が全ての潜水作業に適用

されなければならない。残存リスクに関しては、適切な管理レベルの承認を受けなければなら

ない。 

d. 必要に応じて、本規程の 12 章に基いた 危険エネルギー管理 (HEC) 手順と、差圧に対応

するための手順がなければならない。 

(1) 潜水作業のため HEC 手順が必要な場合、潜水監督者は、潜水作業を開始する前に、ロ

ックアウト/タグアウトなど全ての管理手順/制御装置が、準備万端に整っており、可能であれ

ば二重に実施されていることを保証するため、それらを目視で検査しなければならない。 

(2) 特定された危険に対処するため発行される 全ての許可書/免許証の写しは、AHA に添付

されなければならない。 

e. 一部の潜水作業は、その複雑さから、様々なの個別分析が必要になる可能性がある。 

f. 潜水前会議において、AHA は詳細に検討さなければならない。 

30.A.18 緊急管理計画書．潜水作業ごとに、緊急管理計画書が作成されなければならない。こ

の計画書には、少なくとも次がなければならない: 

a. 潜水現場に再圧チャンバーがない場合は、最寄りの使用可能な再圧チャンバーの場所と

電話番号、そして 潜水者待機警戒網 (DAN) の電話番号 (919-684-9111 (米国内用)); 

b. 最寄りの病院か、潜水による傷害を治療できる利用可能な医師の場所、道順、電話番号; 

c. 必要に応じ、最寄りの USCG (米国沿岸警備隊) 救助調整センターの場所と電話番号; 

d. しかるべき 救急輸送サービスの電話番号を含む、緊急の被災者輸送計画に関する説明; 

e. 作業が実施されている施設で、救急サービスを呼び出すための手順、電話番号、その他

の通信手段; 

f. チーム構成員の責任、負傷した潜水士を水中から救出するのに最適な場所、救急隊が到

着する前に応急処置をし安定化させるために最適な場所を含む、潜水チームによって実施され
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る潜水士の救助手順。 

30.A.19 各潜水業務で最初の作業を行う前に、潜水作業計画書、AHA、緊急管理計画書、そし

て必要なあらゆる修正点について検討するため、DDC が指名した主な者たちによって潜水前会

議が開催されなければならない。契約業者が作業を行う場合、潜水前会議には、USACE 潜水

検査官か DDC、そして USACE 潜水検査官や DDC によって要求されたあらゆる修正点を実行

するために十分な権限を持つ、契約業者の代表も出席しなければならない。 

30.A.20 各潜水作業の前に、潜水チーム全員が、(少なくとも) 次に関して詳細な事前説明を受

けなければならない: 

a. 業務に関係する図面や写真と、業務の一環として設置される機器/装置/設備と資材を含

めた、業務と場所についての説明; 

b. 使用される潜水器具/装置/装備/道具と船舶についての説明; 

c. 最大作業深度、潜水予定時間、水温; 

d. チーム構成員の氏名と職務 (可能な場合、以前に同じ/同様の業務を行ったことのある者

を少なくとも 1 名その潜水に入れる); 

e. AHA についての説明; 

f. 緊急時の対応。 

30.A.21 各潜水作業の終了時か、1 日の作業の終了時、潜水チームの報告会が、潜水監督者に

よって実施されなければならない。この報告会において、潜水士は、最寄りの再圧チャンバー

の場所 (もし潜水現場にない場合)、DAN や現地の潜水医療施設の電話番号が知らされ、反復潜

水、高地への移動、航空機の利用を含む、潜水後の活動の制限について警告が与えられること。 

30.A.22 もし何らかの理由で潜水業務が変更される場合は、次に従わなければならない: 

a. 既に受理された潜水計画に対する 小さな/中程度の修正は、作業を続ける前に、DDC か 

ADC によって審査され、承諾されなければならない。この修正には、時間、日付、潜水チーム

の構成員、用いられる作業方法/工具など、全体的なリスクに影響しない変更を含む。この審査

は、コンピュータを用いるか口頭で行われ、潜水作業の完了後に、書面で確認されてもよい。 

b. 大幅な変更や、高リスク作業の変更は、30.A.13 で述べた 2 名による審査が必要である｡

このような変更は、差圧のコントロールや、危険エネルギー管理についての変更、侵入潜水の

追加、潜水様式の変更 (スキューバから SSA へ 等)、予期しない汚染された環境での潜水であ
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ることがわかる等である。  

c. 契約作業の場合、DDC の承諾を得るため、そのプロジェクトの責任者か潜水監督者が、

GDA を通じて修正した計画書を提出/要請し、受理されなければならない。 

30.A.23 全ての潜水作業は、十分な知識をもって、GDA そして潜水検査官、閘門管理者/プロ

ジェクト管理者など、現場で権限を持つ者との緊密な調整の下、実施されなければならない。  

30.A.24 各潜水士と各潜水作業に関して、少なくとも次の情報を含む潜水日報が、潜水現場に

おいて記録され維持されなければならない: 

a. 氏名; 

b. 潜水の日付、時間、場所; 

c. 最大深度と潜水時間; 

d. 潜水間隔; 

e. 呼吸気体と、使用される装備の種類; 

f. 各潜水間隔の開始時と終了時のグループ分類と、反復潜水の記録表; 

g. 水中と水面の状況; 

h. 減圧停止の深度と継続時間; 

i. 直近の潜水を過去 24 時間以内に行った場合は、その日付と時間; 

j. 潜水期間中の潜水監督者の氏名; 

k. 実施された作業の概要; 

l. 無減圧限界を超えた潜水や、100 ft (fsw) (30.5 m) より深い海水での潜水、混合ガスを用

いた潜水の場合、深度と時間、呼吸とガスの関係を示す表と減圧表 (あらゆる変更を含めて)。 

30.A.25 減圧症や、肺気圧障害が疑われたり、症状が表れた潜水作業に関しては、次の情報が

記録され保管されなければならない: 

a. 兆候や症状の描写 (深度と発現時間を含める); 
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b. 治療に関する説明と結果; 

c. 担当医師の氏名、住所、電話番号。 

30.A.26 潜水監督者は、潜水前に、少なくとも次の潜水前点検が実施されることを保証しなけ

ればならない: 

a. 呼吸用エアタンクには、所定の作業を実施するために十分な供給空気が入っている (す

なわち、予備のエアタンクが現場にあり、必要な容量まで充填されている); 

b. 潜水前に、全ての潜水装備が適切に機能するか点検されなければならない; 

c. ここに規定されている全ての必要な安全装備が現場にあり、適切に機能している; 

d. ロックアウト/タグアウト手順が、実施されている; 

e. 該当する場合は、クレーンの合図が再確認され、クレーンオペレーターとの無線通信が

適切に機能している; 

f. 該当する場合、溶接や溶断の手順がしっかりと再確認され、溶接機の極性が適切に設置

されて、感電死が起きないことを保証する予防措置が取られている; 

g. 該当する場合、爆破手順がしっかりと再確認され、計画/予定外の爆破が起きないことを

保証する予防措置が取られている; 

h. 少なくとも 緊急管理計画書、AHA、機器/装置/装備のチェックリスト、潜水日報、潜水

条件、潜水手順を含めた、潜水前の説明が行われなければならない; 

i. 該当する場合、潜水士が入水するために使用される乗用バスケットは、使用前に 検査と

荷重試験が行われ、16.H と 30.B.06 に基づきクリティカルリフト計画書が提出されなければな

らない。 

30.A.27 潜水作業が完了した後、潜水日報の写しが、DDC へ提出されなければならない。

USACE 潜水チームの場合、この記録は、ファイルに 2 年間保管されなければならない。 

30.B 潜水作業． 

30.B.01 装備の完了した潜水士が入水する足場となる場所は、次の調査を含む危険分析に基づ

き、選択、設定されなければならない: 
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a. 潜水士の入水の容易さ; 

b. 水面から作業エリアへ行く途中に、潜水士がさらされる危険 (水流、設備/機器 等); 

c. 待機中の潜水士が直ちに入水し、速やかに潜水士のもとに到達できるか; 

d. 水上の潜水チームの拠点として使用される場合は、水上の要員と待機している潜水士を､

天候、作業、その他の危険から保護することができるか; 

e. 水上の機器/装置が安全に収容され、適切に機能させることができるか; 

f. もし潜水士の入水場所が、足場となる場所から離れている場合、待機潜水士は、入水す

る場所か、直ちに入水する場所へ行ける場所で待機しなければならない。 

30.B.02 あらゆる潜水チームの人員配置は、補遺 G に規定されている基準に従って行われな

ければならない。 

30.B.03 潜水士が水中にいる時は常に、待機潜水士は、主潜水士を直ちに緊急支援する準備を

整えていなければならない。 

a. テザーを付けていないスキューバ潜水士 2 名が 1 組になって作業する場合、1 組に対し

て 1 名のテザーを付けた待機潜水士を水上で待機させなければならない。 

b. 待機潜水士は、潜水監督者が状況を検討し指示した場合のみ投入される。 

c. 待機潜水士は、潜水士が水中にいる間は常に、潜水の完全な装備をして、直ちに対応で

きなければならない。  

(1) 待機潜水士は、主潜水士が水面から下降する前に、着用/使用する全ての必要な装備 (潜

水服、ハーネス、装置) を装着して、適切に機能することを全てテストしなければならない。 

(2) 補遺 G の表 G-3 を除き、待機潜水士は、必要に応じた潜水士との通信以外、他の職責を

負ってはならない。  

(3) 全ての装備は、潜水中直ちに使用できる状態に保たれなければならない。もし試験され

た装備が、潜水中に交換される場合は、その装備は 待機潜水士によって着用されテストされな

ければならない。 

d. 待機潜水士は、水温と気温に応じた身支度をし、主潜水士が水面から下降して作業エリ

ア/作業深度に到達するまで、ヘルメット/マスクを直ちに装着できる 完全に装備した状態で待
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機しなければならない。主潜水士が作業区域/作業深度に達した時点で、待機潜水士は、高温/

低温ストレスや疲労を防ぐため、装備の一部を取り外してもよい。もし AHA の結果、待機潜水

士は出動のため完全装備で待機する必要があるとした場合、AHA は、これらの危険を低減する

方法 (すなわち、入水して水面で待機するなど) を説明しなければならない。取り外された装備

は、直ちに着用して使用できる状態に保たれ、入水時に待機潜水士の手の届く場所になければ

ならない。 

e. もし水面上の足場となる場所が、待機潜水士の安全で迅速な入水を妨げる配置である場

合、待機潜水士は、主潜水士が水面から下降する前に完全装備で入水し、必要に応じて直ちに

出動できるよう、水面で待機しなければならない。 

30.B.04 潜水作業に不可欠な一部として、水上での減圧を要する潜水作業では、再圧チャンバ

ーの操作だけを目的とし、トレーニングを受けた担当責任者 (CP)/操作者を配置しなければな

らない。 

a. 緊急用、救急用、その他予想外の再圧のために再圧チャンバーを要する潜水作業の場合、

目下の潜水作業で潜水以外の他のチーム業務 (潜水補助、制御装置の操作 等) に付いているチー

ム構成員が、特別にトレーニングされ、高圧室の操作資格があれば、再圧チャンバーオペレー

ターの役割を果たしてもよい。もし再圧チャンバーが後者の目的のために使用される場合、再

圧チャンバー使用中は、全ての潜水が中止されなければならない。 

b. 再圧チャンバーが現場にある場合は常に、再圧チャンバーの CP/操作者は、潜水の専門

医と連絡を取ることができなければならない。 

c. 再圧が必要な潜水を完了した潜水士は、潜水完了後 最低 2 時間は、完全に使用可能でス

タッフが配属された再圧チャンバーから、車で 60 分以内の場所に留まらなければならない。 

30.B.05 潜水作業は、潜水の安全に影響する可能性のある、外部の業務や進行と十分協調して

実施されなければならない。 

a. 機械の操作や危険エネルギーの開放が、潜水士や潜水チームの安全に影響するであろう

場合、潜水監督者は、危険エネルギー管理計画書 (HECP) を作成しなければならない。＞ 12

章を参照。既存の HECP がある施設で潜水を行う場合、潜水監督者は、その施設の計画書を確

認し、施設の管理者と共に有効な管理手順を作成しなければならない。 

b. 水上交通、陸上交通、産業活動、重機作業などの作業が、潜水士や潜水チームに危険を

及ぼす場合、潜水監督者は、危険を最小にするため、管理当局と調整しなければならない。こ

れには、安全地帯を設定するための、必要に応じた USCG との調整を含まなければならない。 
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30.B.06 潜水作業を支援するためのクレーン作業は、本規程 16 章の要件に準拠しなければな

らない。 

a. クレーンの荷の動き等を指示するため、潜水士と水上の要員との間で、通信を交す必要

のある全ての潜水作業は、水上送気式 (SSA) で実施されなければならない。 

b. クレーンオペレーターは、潜水士と直接通信を交す、潜水補助者か監督者から指示を受

けなければならない。 

c. 潜水士が水中にいる間に、荷が設置/移動されるクレーン作業は、クリティカルリフトと

みなされ、潜水士と荷の合図者は、16.H に示されたクリティカルリフト計画書の作成に参加し

なければならない。 

d. 潜水士が、玉掛け作業を行う必要がある場合、その潜水士は、有資格の玉掛け作業者で

なければならず、15.B.に記載されている資格を満たさなければならない。 

30.B.07 差圧が潜在的/現実的に存在する場所 (閘門、ダム、放水路、発電所 等) で潜水が行わ

れる場合、潜水監督者は、施設管理者と協力して、潜水士が差圧にさらされるのを防ぐため、

特別な計画と手順を作成しなければならない。この計画と手順は、施設ごとに作成され、次を

含まなければならない: 

a. 全ての潜在的な暴露点 (閘門土台、弁の開口部、穴 等) の特定; 

b. 制御のための構造/機構が、十分機能しているかどうか、確認する手段 (遮断ゲートと開

口部の測定、弁の表示器 等) ; 

c. 差圧のある開口部をチェックする方法 (潮流/水流の観察、物 (ロープ、砂袋、灰 等) を使

った開口エリアの遠隔テスト); 

d. 潜水士が、足場となる場所から作業エリアへ行くために取る経路：潜水士とアンビリカ

ルケーブルを、制御されていない差圧開口部から保護するよう特別に計画された経路; 

e. 可能であれば、直ちに緊急の均圧や減圧を行うための手順、 

f. 待機潜水士 出動時の注意事項を含む、差圧にさらされた潜水士の緊急救出/救助手順。 

30.B.08 水中溶接と燃焼作業． 

a. 水中溶接と燃焼作業は、水上送気式 (SSA) だけに限定されなければならない。 
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b. 装置の構成と手順は、the U.S. Navy Underwater Cutting & Welding Manual, S0300-BB-

MAN-010 に従わなければならない。 

c. 水中溶接と燃焼作業を実施する潜水士は、少なくとも次を装備しなければならない: 

(1) 潜水士を電気的に絶縁する、ゴムかネオプレン製の潜水服で、良好な状態にあるもの; 

(2) 少なくとも手首まであり、手首を完全に覆う袖口のある、絶縁手袋; 

(3) 潜水ヘルメットに装着された溶接/燃焼保護眼鏡で、作業エリアの状態に適したシェード

のもの。 

30.C スキューバ潜水． 

30.C.01 次の条件下でスキューバ潜水作業が行われてはならない: 

a. 深度が 100 ft (30.5 m) を超える; 

b. 無減圧限界を超えて潜水する。但し、二重ロック式で、複数の部屋がある再圧チャンバ

ー (水上で潜水士を海面下 165 ft (50.3 m) 深度相当の圧力まで再加圧する能力があるもの) が潜

水現場にあり、直ちに使用可能で、トレーニングを受けた担当責任者/操作者が現場におり、再

圧チャンバーが潜水士と内部介護者を収容するに十分な大きさである場合は除く; 

c. 1 ノット (1.85 km/h) を超える潮流下で作業する; 

d. 閉鎖された、物理的に密閉された区画の中へ潜水する; 

e. 閉鎖回路型や半閉鎖回路型スキューバを使用する; 

f. 視界が 3 ft (0.9 m) 未満である。但し、潜水士と水上を結ぶ双方向の音声通信線を備えて

いる場合は除く; 

g. 差圧が存在し、漏れの可能性が全て取除かれていることを確実に証明できないエリアで

潜水する; 

h. 潜水士が水面に直接到達できない。 

30.C.02 スキューバ作業に関する具体的な作業要件は、次の通りである: 

a. 一次空気として認められる最小寸法のスキューバタンクは、80 ft3 のアルミニウム製標
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準タンクで、潜水作業開始時に 少なくとも 2,700 PSI に加圧されていること。 

(1) 潜水士は、最小タンク圧力 500 PSI で水面に到達できるよう、潜水を終了しなければな

らない。 

(2) 各潜水士は、少なくとも 30 ft3 の脱出用ボンベを装着しなければならない。これは、緊

急時に使用されるもので、最高常用圧力の少なくとも 90 パーセントまで加圧され、別のファ

ースト/セカンドステージ レギュレータがなければならない。「オクトパス」は、予備の空気

源とはみなされない。 

b. 各潜水士は、手動で膨張させる装置、口から給気する手段、排気バルブのある 浮力補償

装置 (BCD) を装着しなければならない。 

c. 各スキューバ潜水士は、潜水中に潜水士自身がモニターできる、潜水用ボンベの圧力計

を装着しなければならない。 

d. 各スキューバ潜水士は、直ぐ外すことのできるウェイトベルトか、ウェイトアセンブリ

ーを装着しなければならない。  

e. 各スキューバ潜水士は、水深計とナイフを携帯しなければならない。  

f. スキューバ用空気ボンベは、次の要件を満たさなければならない: 

(1) DOT (米国運輸省) 3AA と DOT 3AL の仕様に適合した、継目なしの鋼製かアルミニウム

製の空気ボンベが、USACE プロジェクトでの使用を認められる; 

(2) USACE プロジェクトで使用されるボンベは、タンクの肩部に識別記号が刻印されてい

なければならない; 

(3) USACE プロジェクトで使用されるスキューバ用タンクは、少なくとも毎年 1 回内部が

目視点検され、少なくとも 5 年に 1 回は DOT と圧縮ガス協会 (CGA) の規定に従って水圧試験

されなければならない。水圧試験の日付が、各タンクの肩部に刻印されなければならない。 

g. 全てのスキューバ潜水作業において、潜水時間を記録するため、時間を計るための装置

が使用されなければならない。双方向の音声通信装置が使用されない場合は、潜水監督者と潜

水士が、それぞれ計時装置を持たなければならない。双方向の音声通信装置が使用される場合

は、少なくとも潜水監督者が計時装置を持たなければならない。 

h. テザー (つなぎロープ) を付けた各スキューバ潜水士は、意識不明や動作不能になった時
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に頭を上にした垂直姿勢に身体を保ち、ロープによる引張り力を身体全体に分散させるための

確実な留め具、安全ロープの取付け金具、つり上げ金具のある 安全ハーネスを着用しなければ

ならない。 

30.D 水上送気式 (SSA) 潜水． 

30.D.01 SSA 作業は、190 ft (57.9 m) 以上の深度で行ってはならない。但し、潜水時間が 30

分以内の場合は、220 ft (67 m) の深度まで潜水してもよい。米国海軍潜水マニュアル (US Navy 

Diving Manual) で規定されている例外的な曝露潜水は、緊急救命の場合を除き行ってはならな

い。USACE 従業員による SSA 作業は、DDC から適用除外の申請がなされ、USACE 本部の潜

水安全プログラム管理者に承認された場合を除き、深度 110 ft (33.5 m) を超えてはならない。 

30.D.02 SSA の装置/機器は、潜水を支援するシステムで使用するため、特別に設計されたも

のでなければならない。 

30.D.03 減圧限界を超えるたり、混合ガスを使用する潜水、または、水深 100 ft (30.5 m) 以上

の潜水が計画される場合、再圧チャンバーが、全ての SSA 作業で利用可能でなければならない。 

a. これらの条件下では、二重ロック式で、複数の部屋がある再圧チャンバー (水上で潜水

士を海面下 165 ft (50.3 m) 深度相当の圧力まで再加圧する能力があるもの) が、潜水の現場に

あり、直ちに利用可能でなければならない。 

b.  このチャンバーは、潜水士と内部で介護する者を収容するのに十分な大きさがなければ

ならず、トレーニングされたチャンバーオペレーターが直ちに利用可能でなければならない。 

c. 再圧チャンバーの操作を完了するに十分な量の酸素が準備されていなければならない。 

30.D.04 水中での減圧時間が 120 分を超える潜水では、ベルが用いられなければならない。

但し、重装備を着用している場合や、物理的な密閉空間内で潜水が行われる場合は除く。 

30.D.05  SSA 潜水作業に対する特有の、最低要件は次の通りである: 

a. 潜水士は、水中にいる間、水深に関係なく、潜水士 1 名に対し 1 名の潜水補助者によっ

て、継続的に補助されなければならない。潜水補助者は、補遺 G で認められている場合を除き、

潜水補助以外の職務を行ってはならない; 

b. 頭上の障害物が水面への直接のアクセスを制限している場合や、閉鎖されたり、物理的

に密閉された空間への侵入潜水が行われる場合は、水中で待機する 1 名の潜水補助者/潜水士が、

水中にある入口のすぐ傍に配置されなければならない; 
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c.各潜水作業では、減圧時間も含め、計画された潜水時間を通し潜水士に供給するための、

十分な呼吸空気の一次供給がなければならない; 

d. 各潜水士は、万一空気がなくなった場合、その潜水士自身によって直ちに切替え可能な､

予備の呼吸空気供給がなければならない。予備の呼吸空気供給は、少なくとも 30 ft3 (0.85 m3) 

以上あり、一次呼吸空気がなくなった場合、潜水士を回収して緊急再圧 (必要な場合) を完了す

るための十分な容量がなければならない。重装潜水は、装備自体に予備が含まれているため、

この規定は適用されない; 

e. 各潜水場所には、一次呼吸空気がなくなった場合に安全に潜水を終了させ、潜水士を回

収するのに十分な容量の予備の呼吸空気供給を、呼吸空気の一次供給と一体化するかインライ

ンで配置しなければならない; 

f. 100 ft (30.4 m) より深い潜水や、無減圧限界を超える潜水で重装備を使用する場合、

潜水士の空気ホースが損傷した場合に交換する、予備の空気供給ホースが、待機潜水士に用

意されていなければならない。重装備を使用する場合は、水深に関係なく、水中の潜水士の

ため、支援ステージが水中に設けられなければならない; 

g. 潜水チーム全員が通信をモニターできるよう、外部スピーカーを備えた電子通信機器が

採用されなければならない。 

(1) 通信機器は、メーカーの勧告に従って、各潜水前にテストされ、作動可能な状態に保た

れ、使用中/保管中に損傷しないよう保護されなければならない。 

(2) もし音声通信が途絶えた場合は、ロープ信号を用いて、全ての潜水作業が安全に整然と

終了されなければならない。 

(3) もし潜水監督者が、潜水士を出動させても安全であり、ロープ信号が使用できると判断

した場合、電子通信装置が故障しても、緊急時に待機潜水士を出動させなければならない。 

30.E 混合ガス潜水． 

30.E.01 混合ガス潜水の潜水場所では、トレーニングを受けた操作担当責任者が操作する二重

ロック式複数室型再圧装置が直ちに使用できるように準備しておかなければならない。再圧室

操作を完了するに十分な酸素が利用できなければならない。大深度では、もし次の場合ならば、

混合ガス潜水を行うことができる: 

a. 水深が 220 ft (67 m) を超える潜水の場合、または潜水が 120 分を超える水中減圧時間を

含む場合にベルが使用される (重装備を装着している場合、または物理的に閉鎖された空間内
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の潜水を除く) 、または、 

b. 300 ft (91.4 m) を超える水深で、物理的に閉鎖された空間内で潜水が行われる場合を除

き、閉鎖式ベルが使用される。 

30.E.02 各潜水作業は、計画した潜水の継続時間 (減圧時間も含める) にわたって潜水士に供

給するに十分な一次呼吸ガスを確保しなければならない。 

30.E.03 各潜水作業には、第一次呼吸ガス供給装置が故障した場合でも、安全に潜水士を回収

するのに十分な容量を備えた予備呼吸ガス供給装置を一次呼吸ガス供給装置と一体化して、ま

たはインラインで配置しなければならない。 

30.E.04 重装備を装着する場合、次が必要である: 

a. 水中にいる潜水士に呼吸ガスを供給できる予備呼吸ガスホースが、待機潜水士の手に入

るようになっていなければならない、 

b. 水中の潜水士のため、水中ステージが設けられなければならない。 

30.E.05 100 ft (30.4 m) を超える深さの潜水、または無減圧限界を超える潜水作業では、ベル

を使用できない潜水士のために水中ステージが設けられなければならない。 

30.E.06 閉鎖式ベル (完全密閉式の潜水ベル) が使用される場合、ベル内に 1 名の潜水チーム

構成員がいて、水中の潜水士を支援しなければならない。 

30.E.07 酸素富化空気． 

a. USACE の内部潜水チームによる「ナイトロックス」 (EANx) 呼吸用混合気のような酸素

富化空気 (OEA) の使用は、そのための装置を最初に使用する前に、工兵隊本部 (HQUSACE) の

潜水安全プログラム管理者の特別初期承認が必要である。承認申請書には、OEA 使用のための

トレーニング、認定、手順を特定するプログラム文書が添付されなければならない。契約業者

による OEA の使用は、現地の指定潜水調整官 (DDC) の承認が必要である。 

b. OEA 混合気用に特別に作成された、海軍または米国海洋気象局 (NOAA) のニトロックス

潜水表その他の減圧表は、例外なしに守られなければならない。 

c. OEA/ニトロックスの使用は混合ガス潜水とみなされ、直ぐに使用できる再圧チャンバー

を現場に設置する必要がある。 
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30.E.08 契約業者は、実際に潜水作業を行う前に、酸素富化空気 (OEA) 呼吸用混合気使用の

トレーニングを受け、経験があることを示す証拠を提出しなければならない。 

30.E.09 OEA 呼吸用混合気は、各使用前に、潜水士によって分析/試験され、適切な混合気で

あることを保証しなければならない。通常の潜水作業では、40% を超える OEA は認められな

い。浅い水深で安全停止して水中減圧を行なう場合は、より高濃度の OEA が許可される。 

30.E.10 トレーニングを受けて認定された潜水チームによる、酸素を使用する水面上減圧 

(SUR-D-O2) や、または 100% 酸素を使用する水中減圧の使用は、酸素使用減圧計画と日程を

提出し、地区潜水調整官または代理が書面で明確に承認した場合のみ、減圧方法として認可さ

れなければならない。 

30.F 装備の要件． 

30.F.01 装備の改造、修理、試験、較正、保守は、タグや日誌を用いて記録され、作業の日付、

内容、作業実施者の氏名がなければならない。 

30.F.02 SSA 潜水士へ空気を供給する直接の供給源として現場で使用されるエアコンプレッ

サ (直接供給源となるコンプレッサ) には、取入れ側に逆止弁のあるボリュームタンク、圧力計、

逃し弁、ドレン弁がなければならない。 

30.F.03 直接供給源となるコンプレッサは、管路損失などの損失を補い、最大潜水深度におい

て各潜水士へ、実質量で最低 4.5 ft3/min (2.1 L/s) 、またはヘルメットメーカーが設定した送出

量 (cfm) を供給するのに十分な能力のあるものでなければならない。 

30.F.04 全てのエアコンプレッサの吸気口は、排気ガスや他の汚染物質のある場所から離して、

またはその風上に配置されなければならない。 

a. 呼吸空気の品質を保証するため、全ての吸気口には、供給ラインに挿入された適切なイ

ンライン型空気浄化吸収ベッドやフィルターが備え付けられなければならない。  

b. 空気加圧ピストン用の石油系潤滑油や、CO (一酸化炭素) を発生させる可能性のある潤

滑油を含んだ、油潤滑式のコンプレッサが使用されてはならない。 

c. 全てのモニター/警告装置は、視覚/可聴警報を出せるよう設計され、潜水監督者が危険

な状態に気付く位置に設置されなければならない。 

d. 直接供給源となるコンプレッサには、使用目的に合う装備がなされ、認定された適切な

圧力調整手段と、低空気圧警告装置がなければならない。加えて、次の場合、このコンプレッ

サには、警報装置付きの一酸化炭素 (CO) モニターがなければならない: 
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(1) コンプレッサが、内燃エンジンによって駆動される、 

(2) コンプレッサが、潜水作業中に作動するか、その可能性がある内燃機関 (ボートのエン

ジン、発電機、クレーン 等) の直ぐ近くで使用される。吸気管は、排気源から離れた場所か、

風上に設置されなければならない; 

(3) 稼動中のコンプレッサに給油してはならない。 

30.F.05 エアコンプレッサは、分配システムの接続部で、サンプリングにより検査されなけれ

ばらなない。 

a. 作動圧力が 500 psi より大きい全てのエアコンプレッサは、6 カ月に 1 回、認定された試

験所で試験されなければならない。 

b. 作動圧力が 500 psi より小さいコンプレッサは、6 カ月に 1 回の内部試験を行って結果を

書類に残すことが認められるが、2 年に 1 回、認定された試験所で試験されなければならない。

試験所からの認定は、NIST/NVLAP、American Association of Laboratory Accreditation (A2LA

－環境または較正関連)、またはその他同様の認知された認定機関から受けなければならない。  

c. 購入された空気は、検査済みであること、以下の基準を満たすことを、供給業者によっ

て証明されなければならない。 

d. 呼吸空気が最低限の許容基準を満たしていることを示す、分析証明書の写しが GDA に

提出されなければならない。 

e. 空気純度の基準は、次の通りである: 

(1) 空気は、10 ppm を超える一酸化炭素を含んでいてはならない; 

(2) 空気は、1,000 ppm を超える二酸化炭素を含んでいてはならない; 

(3) 空気は、5 mg/m3を超える潤滑油蒸気を含んでいてはならない; 

(4) 空気は、25 ppm を超えるメタン以外の炭化水素を含んでいてはならない; 

(5) 空気は、有害な臭いや著しい臭いを含んでいてはならない。 

30.F.06 呼吸空気供給ホース． 

a. 呼吸空気の供給ホースは、呼吸ガスの供給に適したものか、SSA で使用するため特別に
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製造されたものでなければならない。ホースは、供給圧プラス 150 psi 以上の、最高許容使用

圧力のものでなければならない。 

b. 呼吸空気供給ホースは、耐食性の材料で作られているコネクターが取付けられなければ

ならない。またコネクターは、少なくともそれが取付けられるホースの使用圧力に等しい使用

圧力がなければならない。コネクターは、偶発的に外れないものでなければならない。 

c. アンビリカルケーブルは、潜水士から 100 ft (30.5 m) まで 10 ft (3 m) ごとに、その後は

50 ft (15.2 m) ごとに、マークが付けられなければならない。＞ 表 30-1 を参照。USACE 組織

内の潜水チームは、一貫性と相互運用性を保証するため、ADCI Consensus Standard 006 に基

づく、次表に示すアンビリカルケーブルのマーキング方式を使用しなければならない: 

d. アンビリカルケーブルは、公称破断強度が 1,000 lbs (453.6 kg) あり、耐キンク性の材料

で作られていなければならない。 

e. ホースは、最初の作業で使用される前と、修理/改修/変更の後、そして、少なくとも 12

カ月に 1 回、使用圧力の 1.5 倍を掛けて試験されなければならない。アンビリカルのアセンブ

リは、各ホース取付け接続部に 200 lbs の軸方向荷重を掛けて、同じ時間間隔で引張り試験が

行われなければならない。 

f. 呼吸ガスホースが使用されていない時、その開放端部は、キャップを被せて閉鎖されな

ければならない。 

g. 待機潜水士に使用されるアンビリカルのアセンブリは、主潜水士が潜水拠点から進むこ

とができる最長距離か、それより遠い場所まで届く十分な長さでなければならない。 

h. アンビリカルケーブルは、潜水区域内にあるプロペラ (遠隔操作探査機 (ROV) のプロペ

ラを含む) や、取水口のような危険から潜水士を遠ざけ、潜水士やアンビリカルケーブルがプ

ロペラや取水口に引き込まれないよう、注意深く操作されなければならない。 

30.F.07 SSA と混合ガス潜水で使用するヘルメットとマスクは、ヘルメット/マスクとホース

の間の取付け具の位置に、直ちに閉じる逆止弁と、排気弁がなければならない。 

a. ヘルメットとマスクは、作業深度における最小換気能力が 4.5 ft3/min (2.1 L/s) (実質量) 

なければならない。 

b.  SSA 作業で、ジャックブラウン型マスクの使用は禁止する。但し、それが電子通信装置

を搭載し、潜水士が携帯する脱出システムを組込む手段がある場合は除く。 
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表 30-1 
 

アンビリカルケーブルのマーキング 
 

距離 (潜水士側から) マーキング 

10 ft (3 m) 1 本の白色帯 

20 ft (6.1 m) 2 本の白色帯 
30 ft (9.2 m) 3 本の白色帯 

40 ft (12.2 m) 4 本の白色帯 
50 ft (15.2 m) 1 本の黄色帯 
60 ft (18.3 m) 1 本の黄色帯/1 本の白色帯 
70 ft (21.3 m) 1 本の黄色帯/2 本の白色帯 
80 ft (24.4 m) 1 本の黄色帯/3 本の白色帯 
90 ft (27.4 m) 1 本の黄色帯/4 本の白色帯 

100 ft (30.5 m) 1 本の赤色帯 

150 ft (45.7 m) 1 本の赤色帯/1 本の黄色帯 
200 ft (61 m) 2 本の赤色帯 

250 ft (76.2 m) 2 本の赤色帯/1 本の黄色帯 

300 ft (91.5 m) 3 本の赤色帯 
 

 注記: この後は、50 ft (15.2 m) ごとに同じ方法で続ける。100 ft (30.5 m) 増加するごとに赤色帯の数を増

やす。アンビリカルケーブルの色が上記の帯の色と同じ場合、適当な代わりの方法が用いられてもよい (同じ色のテ

ープで輪郭にコントラストを付ける、斜めパターンでコントラストを付ける、上表で使用していない色に替える) 。 

30.F.08 SSA と混合ガス潜水で使用するヘルメット/マスクは、万一空気がなくなった場合、

潜水士自身が直ちに切替え可能な、予備の呼吸空気供給が使用できなければならない。 

30.F.09 SSA と混合ガス潜水で使用するヘルメット/マスクは、双方向か 4 方向で、潜水士と

水上側が通信するシステムを使用できなければならない。 

30.F.10 重りとハーネス．重装備が装着される場合を除き、テザーを付けた各潜水士は、意識

不明や動作不能になった時に頭を上にした垂直姿勢に身体を保ちつつ、ロープによる引張り力

を身体全体に分散させるため、確実なバックル留め具、安全ロープ取付け金具、つり上げ金具

のある、潜水士用安全ハーネスを着用しなければならない。 

30.F.11 次の緊急用と応急処置用の用具等が、全ての潜水現場に設置されなければならない: 
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a. 3 章の要件を満たす救急箱; 

b. 酸素蘇生システムは、15 lpm で 少なくとも 30 分間、または、緊急医療が施されるまで

酸素を供給できる、酸素供給口のあるポケットマスク、非再呼吸式マスク、デマンド式呼吸器

や、デマンド式蘇生器がなければならない; 

c. 少なくとも 4 つのボディストラップとスナップバックル、1 つのヘッドブロックを備え､

浮力のある ストークスリター (バスケット担架) か、バックボード。 

30.F.12 船舶から潜水を行う場合は、潜水作業中、作業現場の水面上少なくとも 3 ft (1.9 m) 

の高さに、最小寸法 23 in (58.4 cm) の国際アルファ旗と、レクリエーション潜水信号旗が掲げ

られなければならない。海上交通が可能な場所で、船舶以外の面から潜水する場合、少なくと

も高さ 3 ft (1 m) の国際信号旗「A」の強固なレプリカが、全方向から視認できるよう、潜水現

場に設置され、夜間の潜水作業中は、照明が施されなければならない。 

30.F.13 携帯用動力工具は検査され、水中で安全に使用できることが証明されなければならな

い。この種の工具は、水中に入れる前や水から取出す前には電源が切られ、潜水士に求められ

るまで動力が供給されてはならない。 

30.F.14 1 気圧スーツ (例えば、ニュートスーツ) を使用するには、使用前に、主要配下組織 

(MSC) の DDC と現場作業活動 (FOA) の DDC から特別承認を得る必要がある。 

30.G 調査/研究を目的としたスノーケル潜水． 

30.G.01 調査/研究を目的としたスノーケル潜水は、指定潜水調整官 (DDC) が事前に受理した

場合のみ行われる。 

30.G.02 調査/研究を目的としたスノーケル潜水は、魚類の調査、流れの調査、その他の環境

評価のためにのみ認められる。このような潜水方式は、構造検査その他の作業のためには使用

されない。 

30.G.03 現場のスノーケル潜水チームは、2 名以上、すなわちスノーケル潜水士と見張員/潜

水助手で構成されなければならない。現場の状態と危険状況により、指定潜水調整官 (DDC) ま

たは安全管理部の潜水安全管理官によって、現場人員の追加が要求される可能性がある。スノ

ーケル潜水チームの計画と手順は、調査/研究を目的としたスノーケル潜水の資格と経験を備え

たチーム監督者によって作成され、実施されなければならない。 

30.G.04 契約業者によるスノーケル潜水作業の品質保証は、USACE が認定した潜水検査官ま

たは有資格の USACE の調査/研究を目的としたスノーケル潜水士によって行われる。 
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30.G.05 調査/研究を目的としたスノーケル潜水は水面でのみ行われる。いかなる方法であっ

ても、水中に潜ってはならない。 

a. 調査/研究を目的としたテザーを付けないスノーケル潜水は、水深が 5 ft (1.5 m) を超え

る場所、スノーケル潜水士が歩いて渡れない水域、または差圧が存在する可能性がある場所で

行ってはならない。 

b. 水深が 5 ft を超える開放水域における調査/研究を目的としたスノーケル潜水は、受理で

きる作業危険分析 (AHA) に基づき、次の全ての条件に準拠している場合に限り、現地の指定潜

水調整官 (DDC) によって認められる: 

(1) スノーケル潜水士は、ハーネスと最長 40 ft (12.2 m) の浮きロープにつながれなければな

らない; 

(2) テザーは、海岸またはボートから常に注意深く操作されなければならない; 

(3) スノーケル潜水士は、最小 15.5 lbs (7 kg) の正浮力を備えた装置〔タイプ III の身体浮揚

具 (PFD) 、完全に膨張させたスノーケル・ベスト等〕を着用しなければならない、 

(4) スノーケル潜水区域で、テザーが絡む危険が生じる可能性がない (垂れ下がった枝、水

面の切株、岩等) 。 

30.G.06 全てのスノーケル潜水士と見張員/潜水助手は、全国的に認知された組織〔例えば、

専門潜水指導員協会 (PADI) 、米国潜水指導員協会 NAUI〕等〕または米国 (農務省天然資源環

境局) 林野部スノーケル安全プログラムにより、スキンダイバー (スノーケル潜水士) または開

放水域潜水士として認定される。 

30.G.07 1 名の見張員/潜水助手が各テザーなしスノーケル潜水士に付き添う。この付き添い

は、海岸沿いまたはボートで、常にスノーケル潜水士から 50 ft (15.2 m) 以内で行う。 

a. 同じ作業水域にいる 2 名のテザーなしスノーケル潜水士は、もし互いに 50 ft (15.2 m) 以

内に留まるならば、それぞれが相互に見張員/潜水助手を務めることができる。  

b. スノーケル潜水を行わない見張員/潜水助手は、身体浮揚具 (PFD) を着用し、少なくとも

70 ft (21.3 m) のロープを付けた投げ渡し型救命具や、または浮環を装備して、緊急時に特定の

スノーケル潜水士の救助ができなければならない。 

30.G.08 流速が極めて大きい、または渦流が発生している水域、特に、障害物が多い場所や

岩盤が露出している場所の直ぐ上流は避ける。 
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30.G.09 スノーケル潜水士は、適切な熱保護装備が支給される。 

30.G.10 従業員は、スノーケル潜水を行う前に、免許を受けた医師 (DO または MD) から適切

な健康状態にあるという医学的な判定を受ける。この証明書は、スポーツ医学に詳しい医師が

署名し、一般に認められているスポーツ医学指針に従って、それぞれのスノーケル潜水士が身

体的、医学的にスノーケル潜水作業を行うに適していることを記述しなければならない。契約

業者は、この証明書を監督部署 (GDA) に提出して受理されなければならない。 

30.G.11 全てのスノーケル潜水チーム構成員は、応急処置と心肺蘇生 (CPR) を行う資格を持

っていなければならない。認証は、最新の緊急心臓血管治療 (ECC) 指針や、または米国心臓協

会または米国赤十字社の基準に従っていなければならない。 

30.G.12 スノーケル潜水が実施されている各現場では、3 章の要件を満たす救急キットが利用

できるようにしておく。車両またはボートが利用できない区域でスノーケル潜水が行われる場

合、意識不明者を安全に輸送する担架またはストレッチャーのような手段が用意されなければ

ならない。 

30.G.13 スノーケル潜水が実施されている場所では、救急サービスと連絡が取れる通信手段

がなければならない。 

30.G.14 各スノーケル潜水士は、潜水装置製造業者協会 (DEMA) が格付けした専門家用潜水

マスク、フィン、スノーケル、スノーケルベストを装着する。 

30.G.15 スノーケル潜水手順書が作成され、プロジェクトファイルに保管される。手順書は、

少なくとも次を含む: 

a. 各特定スノーケル潜水任務の作業危険分析 (AHA) 。潮流その他の環境条件については、

特に詳細な検討がなされる; 

b. スノーケル潜水作業の記録が保管される。この記録には、少なくとも次を含める: 

(1) 医師によるスノーケル潜水士の年次証明書; 

(2) AHA、 

(3) 30.A.15.a-e の要件に基づくスノーケル潜水計画。契約業者は、作業開始日の少なくとも

10 日前に、この計画書を監督部署 (GDA) に提出して、指定潜水調整官 (DDC) /労働安全衛生部 

(SOH) 潜水安全担当官に受理されなければならない。 

30.G.16 スノーケル潜水士は、環境条件から適切に保護してくれる衣服を着用する。
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第 32 章 
 

飛行場と航空機の運用 
 

32.A 通則． 

32.A.01 次の安全上の要件は、各飛行場における安全上の要件に追加されなければならない。

飛行場が本章と異なる安全上の要件を有している場合、厳しい方を優先しなければならない。 

32.A.02 建設安全段階別計画書 (CSPP) と安全計画準拠文書 (SPCD) ．飛行場またはその周辺

で作業を実施する前に、担当責任者 (CP) によって CSPP と SPCD が作成される 。CSPP は、

連邦航空局 (FAA) 勧告書 AC No. 150/5370-2F「建設中の飛行場の運用安全性」の最新版に記

載されている指針に従って作成される 。 

a. CSPP と SPCD は、GDA に審査され、受理されなければならない 。GDA は、その飛行

場を管轄する FAA 地域または地区支局が工事について通告を受けることを保証し、FAA に

CSPP と SPCD の写しを提出する 。 

b. 飛行場管理者は、作業開始の 14 日前 までに、CSPP と SPCD を審査し、受理しなけれ

ばならない 。 

c. 高さのある機器 (クレーン、コンクリートポンプ 等) 、備蓄品の山、運搬道路のような潜

在的障害物の航空調査実施に関する建設/改造提案通知 (FAA 書式 7460-1) の速やかな提出を確

保する 。一つの用紙に全建設区域と設備の最大高が記載されても、別々の用紙にそれぞれの潜

在的障害物が記載されてもよい 。前者の場合、初めに評価した区域の外にある障害物や、初め

に評価した高さより高い障害物に関しては別の用紙に記載されなければならない 。 

d. 承認された CSPP と SPCDの修正を提案する場合、GDA と飛行場管理者 は 書面で 通知

を受けなければならない。 

e. GDA は、作業による危険状態 または CSPP の変更 を反映した航空情報  (NOTAM = ノ
ータム) を発行できるように、常に空港運用者に情報を提供しなければならない。 

32.A.03 滑走路は、飛行場運用者によって滑走路が閉鎖され、滑走路にその使用が適切に表示

されている場合を除き、GDA の許可を受けずに、航空機運用以外の目的のために使用してはな

らない。 

32.A.04 滑走路、誘導路、駐機場などの全ての舗装面は、常に清潔に保たれ、特に航空機のプ

ロペラまたはジェット機に損害を与える可能性のある小石その他の小さい物体は取り除かれな
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ければならない。清掃作業は、粉じんの発生を最小化するため、再生式空気清掃と 水を使用で

きる真空掃除機をトラックに搭載して行なわなければならない。磁気バーアセンブリーは、可

能ならば、車両に取り付け、鉄系金属の異物破片 (FOB) の捕集に用いなければならない 。 

32.A.05 飛行場内で実作業に使用されていない移動機器は、GDA によって承認された場所で、

滑走路の中心線から GDA が定めた最小距離だけ離れており (飛行場運営の安全性を確保するた

め必要な距離をこれに加える) 、かつ 使用中の滑走路の滑走路安全区域 (RSA) 、無障害物ゾー

ン、滑走路無障害物区域の外側にある位置に 移動しなければならない。 

32.A.06 掘削作業． 

a. 蓋の無い溝または掘削穴は、滑走路が開放されている間の RSA 内または誘導路が開放

されている間の誘導路安全区域上では認められない 。可能ならば、滑走路または誘導路が開

放される前に溝を埋め戻す 。もし掘削穴が埋め戻される前に滑走路または誘導路が開放され

る必要があるならば、掘削穴に適切に蓋をする 。蓋の無い溝の覆いは、滑走路上を走る最大

重量の航空機が、航空機への損傷なしに滑走路の溝を安全に横切ることが可能なように設計

されなければならない 。 

b. 建設契約業者は、建設現場にある蓋の無い溝と掘削穴を空港運用者に認められた赤色ま

たはオレンジ色の旗で目立つように表示し、夜間または視界が悪い時間帯には赤色灯で照らさ

なければならない 。 

c. 照明灯は、連続点灯式か点滅式赤色灯でなければならず、州道路局の輝度要件を満たさ

なければならない 。照明灯は、バリケードの上に 10 ft (3 m) 以下の間隔で設置されなければな

らない 。照明灯は、空港が運用のために開いている間は常に、日没から日の出までと、視界が

悪い時間帯に点灯されなければならない 。照明灯は、太陽電池で作動させてもよいが、その場

合、昼間でも視界が悪い (日照が弱い) 時間帯には、契約業者が手動で点灯させることが必要と

なる可能性がある 。 

32.A.07 着陸区域には、GDA の許可を受けずに何も置いてはならない。 

32.A.08 全ての車両の進入は、立入規制点 (ECP) において行い、飛行場管理者の承認を受け

なければならない。航空機移動区域に進入する、またはこの区域を横断する必要がある車両の

効果的なコントロールが、飛行場管理者の指示によって、維持されなければならない。 

a. 車両運転者と機器オペレーターにはトレーニングが施され、空港運用者の車両規則と規

制に確実に準拠するようにしなければならない 。エスコート (航空機や他の車両の誘導) を行う

車両のオペレーターに対しては、特別なトレーニングが施されなければならない 。トレーニン

グと記録保存要件に関しては、AC 150/5210-20「空港における地上車両の運転」を参照 。 
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b. 航空管制 (ATC) 下で空港区域 (AOA) 内を日常的に行き来する車両以外の車両で、常時

ATC と双方向通信を行い、適切に装備され、AOA 内で運転することが認められている車両の

エスコートがない場合、その車両には、車両に取り付けられた旗竿に、よく見えるように旗が

掲げられなければならない 。 

c. 航空管制施設のない全ての空港では、全ての車両に旗が掲げられなければならない 。 

d. 旗は、少なくとも 3 x 3 平方 ft (0.9 x 0.9 m2) で、両側に少なくとも 1 ft (.3 m) の国際オ

レンジ色と白色正方形のチェッカー (格子縞) 模様がなければならない 。 

32.A.09 航空機にとって危険な着陸区域に関する情報は、滑走路端の位置変更、使用禁止また

は注意事項に関するその他の変更について通知する FAAノータム のために、飛行場管理者に提

出されなければならない (GDA が別途指示した場合を除く) 。 

a. 昼間は、これらの区域の輪郭に、高反射性のバリケード、照明灯、標識、またはこれら

に加えてオレンジ色 /赤色の旗が AC 150/5370-2F に従った 間隔で、飛行場管理者の承認を受

けて 設置されなければならない。旗は、少なくとも 20 x 20 平方 in (.5 x .5 m2) で、対角線にプ

ラスチック補強材を入れる 。 

b. 暗い間は、これらの区域の輪郭に、電池式、低輝度の 全方向性 赤色点滅灯が、AC 
150/5370-2F に従った間隔で、飛行場管理者の承認を受けて 設置されなければならない。 

c. 照明灯は、連続点灯式または点滅式赤色灯でなければならず、州道路局の輝度要件を満

たさなければならない 。照明灯は、バリケードの上に 10 ft (3 m) 以下の間隔で設置されなけれ

ばならず、空港が運用のため開いている間は常に、日没から日の出までと、視界が悪い時間帯

に点灯されなければならない 。照明灯は、太陽電池で作動させてもよいが、その場合、昼間で

視界が悪い (日照が弱い) 時間帯には、契約業者が手動で点灯させることが必要になる可能性が

ある 。 

32.A.10 航空管制が行われている飛行場で作業が行われる場合、着陸区域への立ち入りが必要

になる度に、その許可を管制塔の航空管制官から受けなければならない。ただし、飛行場運用

者によって着陸区域が閉鎖され、32.A.09 に従って危険標識が付けられている場合を除く。 

a. 着陸区域で作業する全ての車両は、車両に取り付けられた旗竿にチェッカーフラッグを

掲げて特定/明示されなければならない。旗は、一辺 3 ft (0.9 m) の正方形で、両側に一辺 1 ft 
(0.3 m) の国際オレンジ色と白色の正方形のチェッカー (格子縞) 模様がなければならない。 

b. 着陸区域内の他の全ての機器と材料に、32.A.09 の規定に従って標識が付けられなけれ

ばならない。 
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32.A.11 着陸区域で作業する場合、航空機が使用する部分に、航空機のタイヤに損傷を与える

可能性がある穴、堆積物、資材、突出した路肩などの危険が発生しないように作業が行われな

ければならない。それぞれの車両、機器、作業チームは、着陸区域で作業中、管制塔と通信を

維持できる双方向通信機を備えていなければならない。 

32.A.12 GDA の承認なしに、安全注意区域に機器、資材、または契約業者の設備を置いては

ならない。 

32.A.13 安全注意区域にある全ての機器と資材には、32.A.09 a.～c. に規定された標識がなけ

ればならない。もし安全注意区域にある物体が、進入出発制限表面または遷移表面から突き出

しているならば、その物体には赤色灯の標識がなければならない。 

32.A.14 禁止事項 ． 

a. 背が高い機器 (例えば、クレーン、コンクリートポンプ 等) を使用しない 。ただし、こ

のような機器に関する FAA Form 7460-1 の決定書が発行されている場合を除く 。 

b. 直火溶接またはトーチを使用しない 。ただし、安全対策が講じられ、空港運用者にその

使用が認められている場合を除く 。 

c. 空港の敷地内または敷地から 1,000 ft (300 m) 以内で電気雷管を使用しない 。 

d. 空港区域内でフレアポットを使用しない 。 

32.B 航空機． 

32.B.01 全ての非軍事用航空機は、米国連邦航空局 (FAA) の耐空性基準に従って、該当する

分類に応じて登録され、認定され、保守されなければならない。 (もし米国本土外で使用し、

ER 95-1-1 のような他の規則によって禁止されていないならば、FAA 基準の代わりに、外国政

府または国際機関の対応する管理当局が定めた基準に従って登録、認定、保守が行われてもよ

い。)  

32.B.02 全ての契約操縦士またはチャーター契約航空機の操縦士は、少なくとも計器飛行資格

のある事業用操縦士の証明書を保持していなければならない。非軍事用航空機の全ての操縦士

は、航空機とその運用を規制する FAA 規則に準拠する資格を保有していなければならない。 

32.B.03 全ての非軍事用航空機には、双方向無線機が備え付けられていなければならない。 

32.B.04 非軍事用航空機の運用は、その特定の運用方法を規定する FAA 規則に従わなければ

ならない (すなわち、14 CFR 133、14 CFR 135、14 CFR 91) 。 
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32.B.05 全ての軍用航空機の運用は、DOT (運輸省) /DOD (国防総省) の該当する規則に基づい

て行なわれなければならない。 

32.B.06 全ての USACE 所有航空機は、政府航空運用担当官 (GFR) が承認した AR 95-20 と

AR 95-1 に規定されている手順を使用する。GFR は、AR 95-20 に従って任命される。 

  



EM 385-1-1 
2014 年 11 月 30 日 
 

32-6 

 

 

 

本ページは意図的に白紙としている。 

 





























EM 385-1-1 
2014 年 11 月 30 日 

 
 

第 34 章 
目次 

密閉区画の立ち入り 
 

章 ページ 
 
34.A 通則 ...........................................................................................................................  34-1 
 
34.B 船舶の密閉区画と閉鎖空間 ......................................................................................  34-10 
 
図 
 
34-1 – 密閉区画識別フローチャート  ...................................................................................  34-3 
 
書式 
 
34-1 – 密閉区画立入許可書 (例) ...........................................................................................  34-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34-i 



EM 385-1-1 
2014 年 11 月 30 日 
 
 
 

 

 

 

本ページは意図的に白紙としている。 

 

34-ii 



EM 385-1-1 
 2014 年 11 月 30 日 

 

34-1 
May 16, 2016 

第 34 章 
 

密閉区画への立ち入り 
34.A 通則． 

34.A.01 密閉区画 − 陸上施設．恒久的な固定施設や、建設現場の密閉区画 (CS) 内で行われる

作業は、本章、29 CFR 1910.146、ANSI Z117.1 に従って実施されなければならない。本章は、

地下建設作業 (トンネル施工) を密閉区画として規制するものではないない。＞ 26 章を参照。 

34.A.02 あらゆる種類の舟艇/船舶上やその内部で USACE が行う CS 作業と、船舶の修理/保

守作業に関連する CS 作業は、34.B で取上げられている。 

34.A.03 作業、保守、建設中の 全ての CS に適用される CS の定義は、補遺 Q「定義」に記載

されている。 

34.A.04 密閉区画の特定/明示．施設と作業現場では、全ての CS を特定/明示し、立入りにつ

いての規則と要件を定めるため、密閉区画に関する 安全監督者か、担当責任者 (CSCP) を任命

しなければならない。＞ 図 34-1 を参照。 

a. USACE 施設における、全ての固定的な要許可 CS (PRCS) は、 PRCS として表示され

なければならない。現地の労働安全衛生部 (SOHO) の承認を得て、CSCP は、危険がほとんど/

全く無いが、要許可密閉区画 (PRCS) の厳密な定義に合致する密閉区画 (すなわち、閘門) を標

識表示の例外とすることができる。 

b. 建設現場内や、運用と保守 (O&M) 作業の間、全ての固定的な PRCS には、危険標識が

掲示されなければならない。建設工事の一部として作り出された PRCS には、標識が掲示され、

立入りを制限するために 柵/フェンス/障害物がなければならない。建設工事や、O&M 作業の一

部として作り出された、全ての許可不要密閉区画 (NPRCS) には、標識を掲示する必要はない。 

c. NPRCS 内での作業 (すなわち、溶接) が、有害な雰囲気を作り出したり、その可能性が

ある場合は、その区画は PRCS であると判断されなければならない。 

d. 既に特定されている CS への立入りや、そのエリア内での作業が必要な場合は、作業開

始前に、その全ての CS が、あらゆる契約作業者に、書面で示されなければならない。 

(1) 契約書には、その CS で認識されているあらゆる危険と低減策をリストしなければなら

ない。 

(2) CS 内で実施される作業が、有害な雰囲気を作り出す可能性のあることがわかっている

場合、契約業者は、作業開始前に通知され、PRCS に関する要件に従わなければならない。 
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(3) 特定されている、または契約業者が作り出した全ての PRCS への立入りは、毎回の立入

り前に、GDA、現場のセキュリティ担当者や緊急対応要員と調整されなければならない。 

e. 軍の施設で行われる作業に関して、CSCP や設計者は、全ての CS を特定/明示し、当該

施設に特化した CS 立入り要件を定めるため、その基地/施設の CS プログラム管理者/チームと

調整しなければならない。 

34.A.05 密閉区画立入り (CSE) 手順． 

a. PRCS 立入り手順．PRCS への立入りは、29 CFR 1910.146 の要件に従わなければなら

ない。 

b. NPRCS 立入り手順: 

(1) その区画に、死や身体的悪影響の原因となり得る 有害な雰囲気がない、またはその可能

性がない場合、立入りの要件はいらない。 

(2) NPRCS が、常設の換気装置によって環境管理されている場合や/と、隔離のためのバリ

アがある場合、立入りには次のことが要求されなければならない: 継続的な空気モニタリン

グ; その換気装置や隔離のためのバリアの機能停止/不具合を知らせる 可聴/視覚警報装置の使

用; CS を視認できる範囲内にいる従業員と CS 内で作業を行う従業員に対する、用いられる

適切な救助手順に関するトレーニング。警報装置は、立入り者と救助する者、両方に知らせる

ことができなければならない。このことは、文書に記録され、CSE 計画書に記述されなければ

ならない。 

c. PRCS 立入り許可書．CSCP は、PRCS の立入り許可書 (任意の例として、書式 34-1 を

参照) を自ら記入するか、記入された許可書を審査して署名しなければならない。また、CSCP

には、その施設/現場にある全ての PRCS への立入りについて、PRCS 立入り許可書の使用を徹

底させる責任がある。 

d. PRCS に立入る作業/任務の終了後、用いられた手順に関して、そして改善の余地がある

かに関して、全ての関係者による事後検討が行われなければならない。USACE 業務の場合、

この検討には、その現場の安全職員と、あらゆるセキュリティ担当者や緊急対応要員を含めな

ければならない。契約業務の場合、この検討には、GDA と、現場のあらゆるセキュリティ担当

者や緊急対応要員を含めなければならない。 
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図 34-1 

密閉区画識別フローチャート 
 

 

 

仕事場に§1910.146 (b) で定義されている PRCS が

存在するか? 

§1910.146 (c) (2) に従って従業員に知らせる。 

要許可区画へ立入るか? 

契約業者が立入るか？ 

発注者の従業員が職務を行うため立入るか？ 

既知の、または潜在的な危

険が区画に存在するか？ 

危険を除去できるか？ 

継続的な強制換気だけで、区画は安全に立入れる状

態に保たれるか？ 

許可手順に従って立入りの準備をする。 

立入りのコンディションは受け入れ可能か？ (試験結

果の記録、必要に応じた区画の隔離、招請可能な救助

員/利用可能な救助手段、立入り者が適切な装備をし

ている 等) 

承認の署名が記載された許可書。 
受理された立入り条件が立ち入り開始から終了まで保

たれる。 

立入り業務完了。 
許可書は返却され 
無効となる。 
 

許可されない 
立入りを防ぐ。 

契約業者と発注者の

従業員の両方が区画

に立入るか？

雇用者は、§1910.146 (c) (7) *を用い

て、区画を許可不要密閉区画に再分

類することができる。 

コンディションが許可基

準を満たすまで許可書は

無効。 

立入り者、見張り、テスト

を行う者、作成者等による

立入りの評価に基き、許可

プログラムと許可書を監査

する。 

適用される 他の OSHA 規格を参照する。 

§1910.146 (c) (3) に従って従業員の立入りを

防ぐ。区画の外から仕事を行う。 

契約業者の従業員によって職務が遂行される｡

§1910.146 (c) (8) (i)､ (ii)､ (iii) に従って契約業

者に情報を伝える。契約業者は、§1910.146 
(c) (9) (i)､ (ii)､ (iii) に規定されている情報を発

注者から受け取る。 

§1910.146 (c) (8) (iv) と (d) 
(11) に従って立入り業務を調

整する。 
許可されない立入りを防ぐ。 

PRCS ではない。

§1910.146 は適用され

ない。他の OSHA 規則

を参照する。 

§1910.146 (c) (5) に従

って区画に立入ること

ができる*。 

* もし立入り中に危険が

生じた場合、区画は待避

と、再評価が必要になる

可能性がある。 

緊急事態が生じている (禁じられたコンディション) 。
立入り者は退避し、立入りが中止される。必要に応じ

救助者を呼ぶ。許可は無効。禁じられたコンディショ

ンを是正/防止するため、プログラムを再評価する。緊

急事態発生は、通常、欠陥プログラムであることの証

明である。プログラムと許可書が修正されるまで再度

立入ってはならない。新しいプログラムが必要になる

可能性あり。

続ける 
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34.A.06 密閉区画に関する 担当責任者 (CSCP) /安全監督者の責務． 

a. 特定と表示．CSCP は、全ての要許可密閉区画 (PRCS) を特定し、34.A.04.b に従って表

示しなければならない。 

b. CSCP は、作業/現場に特化した密閉区画プログラムを作成し実施しなければならない。

そのプログラムは、29 CFR 1910.146 と本章で示された CS プログラムの各要素を含み、それ

らを適切に説明しなければならない。 

c. 全ての CS への立入りが、安全で保護的な方法で行われることを保証するのは、現場監

督またはプロジェクトマネジャーの責任である。その手順は、APP やプロジェクト安全衛生計

画書の一部である、CS プログラムに記載されなければならない。 

d. 現地の緊急対応機関との調整．CSCP は、現地の緊急対応機関が、特定の密閉区画から

人を迅速 (5 分) に救助する能力があることを確認するため、その機関と調整しなければならな

い。もし現地の緊急対応機関が適切な救助能力を備えていない場合、救助機能は現場で構築さ

れなければならない。 

e. 1 年に 1 回、CS プログラムと過去の立入り全てについて見直すこと。 

34.A.07 CS プログラムの要素．CS プログラムは、次の各要素に関して、施設/現場に特化し

た詳細を説明していなければならない: 

a. 特定と表示．作業エリアを CS として特定するプロセスと、CS の種類を分類するために

用いられる論理的根拠を記述する。作業者が許可無く CS に立入らないことを保証するための、

表示と実施手順を記述する; 

b. CS における危険の特定．CS 内の危険と、CS 内で行うであろう作業や、常設の空気モ

ニタリング、物理的な隔離、常設の換気装置によって引起される可能性のある全ての潜在的な

危険について説明する; 

c. CS への安全な立入り条件．密閉区画への安全な立入りを保証するため従わなければな

らない、方法と手順について説明する。方法と手順には、少なくとも次がなければならない: 

(1) 許可不要密閉区画 (NPRCS)．許可不要の状態が保たれ、NPRCS に立入る従業員が内部

での作業中に安全な作業環境を維持する方法を理解することを保証する、モニタリングと従業

員のトレーニングについて説明する。CS 内に存在する可能性のある、雰囲気に関する/物理的

な 危険と、このような危険に対処するために必要な低減策、立入り者と視認できる範囲内にい

る作業者に対して必要なトレーニング要件について説明する。 



EM 385-1-1 
 2014 年 11 月 30 日 

 

34-5 
May 16, 2016 

(2) 要許可密閉区画 (PRCS)．少なくとも次の各要素が、各 PRCS でどう実施されるか説明

する: 

(a) 全ての PRCS に関する立入り許可書 (例えば、書式 34-1、34-2 を参照) の記入、審査、

処理手続き、署名権限、保管手順。立入り監督者か管理者が、毎日の立入り前に、全ての許可

書に署名しなければならない; 

(b) 受け入れ可能な立入りのコンディション; 

(c) 許可された立入り者による、PRCS 内でのモニタリングやテストによる監視; 

(d) PRCS の隔離、または、物理的危険や雰囲気に関する危険の警告; 

(e) 雰囲気の危険を除去/低減するため、必要に応じた 浄化や、不活性化、洗浄、換気; 

(f) 立入り者を外部の危険から保護するための、柵/フェンス/障害物の設置; 

(g) 受け入れ可能な立入り条件が、許可された立入り期間の間、維持されることを証明する

ために用いられるモニタリングの要件と手順 

d. 施設/現場で CSE のために使用される機器/装置 (と機器/装置の保守方法). 全ての機器/

装置は、メーカーの取扱説明書に従って較正され、毎回の立入り前に機能的にテストされなけ

ればならない。機器/装置としては、少なくとも次がなければならない: 

(1) 安全な立入りを保証し、安全な立入りのコンディションが維持されるために必要な、雰

囲気をテスト/モニタリングする適切な機器; 

(2) 安全な立入りコンディションの維持を保証するための換気装置; 

(3) 見張りと立入り者との間で継続的に連絡を取り合うための通信機器と、緊急対応者への

連絡手段; 

(4) 技術的な低減策と作業方法では立入り者を適切に保護できない場合に必要な個人用保護

具 (PPE); 

(5) 立入りのための照明装置; 

(6) 立入り中、無許可の者を CS に立入らせないための柵/フェンス/障害物と防御物; 

(7) 立入り者の出入りに必要なハシゴや他の装置; 
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(8) 緊急時に立入り者を救出するため必要な、救助と非常用の装置。適切な自己救助の手順

と装置の、使用と実施について特に重点が置かれなければならない; 

(9) CS への安全な立入りや、CS からの救助に必要なその他の機器/装置; 

e. 立入り時に PRCS のコンディションを評価する手順. 施設/現場に特化した詳細を、次

のそれぞれについて説明する: 

(1) 立入り中に安全な立入りを確保するため維持されなければならない、雰囲気の条件; 

(2) PRCS の雰囲気を、少なくとも次の項目について、示された順序に従ってテストする: 

(a) 酸素 (立入り者が PRCS に立入る前と立入り中); 

(b) 可燃性のガスと蒸気; 

(c) 有毒なガスと蒸気。 

f. 立入り作業中、区画のコンディションをモニターするため、立入り者と連絡を取るため､

そして、緊急事態に対処するため、少なくとも 1 名の見張りが PRCS の外に居り、直ちに対応

できることを保証する、方針と手順; 

g. CSE に関して積極的な役割を果す施設/現場作業者の氏名と、その者の PRCS 立入りに

関する責務. 全ての許可書は、CS に立入る各従業員、CSCP、見張り、責任を有する立入り

監督者によって署名されなければならない; 

h. これから行う立入りについて緊急対応機関に通知する、また PRCS 立入り者を救助する

ため救出と緊急対応を要請する、その手順と 現地の緊急対応機関との合意事項を文書化する; 

i. PRCS 立入り許可書の記入、発行、使用、取消しのための手順を、施設/現場ごとに文書

化する; 

j. PRCS の立入りに参加する外部組織の従業員と調整する手順を文書化する。それには、

CS の種類、認識されている危険、安全手順、PPE、立入り後の結果報告がなければならない; 

k. 立入り作業完了後に、立入りを終了する手順を文書化する; 

l. PRCS 立入りを見直し、そこから学んだ教訓を文書化する手順を策定する; 

m. PRCS 立入り手順を年に 1 回 修正するため、取消された/期限が切れた/無効になった 許
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可書を見直し、方針を確立する。 

n. CS プログラムを年に 1 回 見直す方針を確立する。 

34.A.08 従業員のトレーニング．PRCS や NPRCS に立入る全ての従業員、指定された見張り、

監督者、管理者、CS を視認できる範囲内にいる作業者は、施設/現場に特化した CSE プログラ

ムと手順、緊急救出手順に関する要件を理解するため、トレーニングされなければならない。 

a. 最初の CS トレーニング．全ての立入り者や、指定された見張り、監督者、管理者は、

全ての機器/装置についての実際的な練習、救助訓練、CS 立入り許可書の記入方法を含めた、

最初の CS トレーニング課程を受講しなければならない。このトレーニングには少なくとも、

立入りを行う際の役割と責務、モニタリング・通信・救出のための機器/装置の使用・較正・保

守に関して特化したトレーニング、立入りの危険とその危険の低減策がなければならない。 

b. CS への立入りが必要な各作業の前に、立入り者、指定された見張り、監督者/管理者、

近傍にいる作業者は、立入り手順、空気モニタリング機器の使用法、PPE、救出装置を確認し

なければならない。緊急対応要員は、そのトレーニングを視察するため招かれなければならな

い。最初のトレーニングから  1 年を超えたら、救助訓練がトレーニングの復習に加えられなけ

ればならない。 

c. トレーニングは書面で記録され、参加者名簿と、取上げられた内容がなければならない｡ 

34.A.09 救助と緊急対応．CSCP は、PRCS 立入りに関する救助と緊急対応の体制を確立しな

ければならない。緊急対応要員はトレーニングの連絡を受け、少なくとも年に 1 回または各立

入りの直前に、CS から従業員や人形を救出する緊急対応訓練に参加していなければならない。 
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書式 34-1 
 

密閉区画立入許可書 (例) 
 
作業場所:   
 
作業の説明 (目的) :   
 
許可された監視人:   
  
  
許可された立入り者:   
  
 
立入り日:                                                    立入り時間:   
 
外部契約業者:   
 
隔離チェックリスト (安全隔離): 
 ブランキング /切離し   
 電気的な   
 機械的な   
 その他   
 
危険作業: 
 焼成   
 溶接   
 ろう付け   
 裸火   
 その他   
 
予想される危険: 
 腐食性物質   
 高温になる機器/装置   
 引火性物質   
 有毒物質   
 排水口   
 清掃 (例: 化学物質または高圧洗浄機)   
 火花の発生する作業   
 漏洩した液体   
 圧力システム   
 その他   
 
清掃後の容器: 
 堆積物   
 方法   
 検査   
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中和手段:   
 
防火対策:   
  
 
人の安全: 
 換気要件   
 呼吸用保護具   
 命綱とハーネス   
 照明   
 通信   
 バディーシステム   
 見張り氏名   
 
雰囲気のガステスト: 
 
 実施した試験 場所 測定値 
 
例: (酸素)                                        (19.5%)              
例: (引火性)                                 (< 10% LFL (爆発下限界濃度))     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 
備考:   
  
 
テスト実施者:   
        署名 
時間:   
 
承認: 
 立入り監督者:   
 安全監督者/担当責任者:   
 
緊急電話番号:  
 消防署   
 救急車   
 病院   
 医師   
 
許可期限:   
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34.B 船舶の密閉区画と閉鎖空間．以下の要件は、船舶の修理と保守にのみ適用され、船舶の

運用には適用されない。＞ 19 章を参照。CS の定義に関しては、補遺 Q を参照。 

34.B.01 「潜在的な密閉区画」とみなされる、船舶や船上プラントにおける全ての区画は､

「潜在的密閉区画」と表示されなければならない。  

a. その潜在的 CS が酸素欠乏の雰囲気にある場合、その区画は「作業者にとって危険」と

表示されなければならない。 

b. その潜在的 CS が酸素富化雰囲気にある場合、その区画は「作業者にとって危険 – 火気

作業は危険」と表示されなければならない。 

c. その潜在的 CS が引火性ガス/蒸気の爆発下限界濃度 (LEL) 10%か、それより高い状態に

ある場合、その区画は「作業者にとって危険 – 火気作業は危険」と表示されなければならない。 

d. その CS が OEL (職業暴露限界) を超える 有毒/腐食性/刺激性の雰囲気にある場合､その

区画は「作業者にとって危険」と表示されなければならない。 

e. これらの区画の一覧表が、操舵室と陸上の事務所に保管されなければならない。  

34.B.02 次のタイプの区画に立入る前と立入り中、船舶における密閉区画の担当責任者

(CPCSSV) は、酸素濃度、引火性、毒性についてテストしなければならない。これらのテスト

と全ての立入りは、立入りに関する書式か日誌に記録され、GDA によって検査されなければな

らない。立入りの日誌や書式には 少なくとも、日時、モニタリング機器の型式、機種、製造番

号、較正日、テストを行った者の氏名がなければならない。 

a. 閉鎖されていたり、塗装されたばかりの、換気されていない CS; 

b. 可燃性/引火性の液体/ガスが入っていた、または入っている CS; 

c. 有毒/腐食性/刺激性の液体/ガス/固体が入っていた、または入っている CS。 

34.B.03 テストの要件． 

a. テストの結果、酸素濃度が 19.5%より低く 23.5％より高い場合や、爆発下限界濃度 

(LEL) の 10%以上である場合、その他の有毒物質が測定された場合、その区画は十分に換気さ

れ、CPCSSV の指示に従って適切な PPE が使用されなければならない。LEL の 10％以上であ

る場合は、緊急救助で必要な場合を除き、立入りは禁止する。 

b. 酸素レベルが 19.5%と 23.5%の間にない場合、その区画への立入り中、雰囲気のモニタ
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リングが継続的に行われなければならない。また、LEL の 10%未満に低下させるため換気され

なければならない。 

c. 有毒/腐蝕性/刺激性 化学物質の空気テストは、少なくとも OEL の 50%を計測可能な較

正済みの直読式測定器を使用し行われなければならない。測定値が OEL を超える場合は、値が

OEL を下回るまでその区画が換気されるか、適切な PPE が使用されなされなければならない。 

d. 密閉区画内で、有毒/腐食性/刺激性の化学物質を使用して火気作業が行われる前に、

CPCSSV は、その火気作業が 有毒/腐食性/刺激性の雰囲気を作り出さないことを確認するため､

評価を行わなければならない。この評価結果は、書面で記録され、CPCSSV によって署名され

なければならない。立入り中、空気が継続的にモニターされなければならない。 

e. 換気装置の排気口付近に人がいる場合や、排出が半ば/完全に閉鎖されたエリアで行われ

る場合は、その排気口で空気サンプリングが行われなければならない。 

34.B.04 立入りの事前注意． 

a. そのエリアが十分に換気され、継続的にテストされている場合を除き、引火性化学物質

の近傍で火気作業が行われてはならない。 

b. そのエリアが十分に換気され、継続的にテストされている場合を除き、引火性化学物質

のあるエリア内に、発火源が持込まれてはらない。 

34.B.05 トレーニング． 

a. 潜在的な密閉区画への立入りが必要な者は、その危険が変化した時や、年に 1 回、どち

らか早い時点でトレーニングされなければならない。トレーニングには、有害物質による症状

を含む密閉区画の危険性、ブランキングと換気を含む低減策、低減策が機能しない場合の警告､

必要な個人用保護具、緊急時の手順に関しての解説がなければならない。 

b. 緊急時の手順に関するトレーニングには、密閉区画からの人の救出に関する訓練を含ま

なければならない。 

c. このトレーニングの内容は、トレーニングの実施日、受講者の氏名、トレーナー、取り

上げられた内容を含めて、修了証明書に記載されなければならない。トレーニング修了証明書

は、GDA による審査に応じることができなければならない。 
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補遺 A 
 

事故防止計画書 (APP: Accident Prevention Plan) の基本構成 
 

1. 事故防止計画書 (APP) − 通則．APP は、安全衛生の方針とプログラムに関する、具体的な

契約/職務に特化した書類であり、計画を立案するプロセスの、欠くことのできない一部である。

＞ 01 章と 01.A.12 を参照。 

a. APP は、雇用主の全ての安全衛生プログラムと整合しなければならない。APP で言及

されたあらゆる安全衛生プログラムの全てが、必要に応じて含まれなければならない。 

b. APP は、作業開始前に GDA に提出され、受理されなければならない。 

(1) APP は作業開始前に提出されるが、その時点で プロジェクト固有の何らかの情報が不明

であることもあり得る (例えば、使用される下請業者、特定の時期に使用される墜落保護具の

種類、現場に持込まれる具体的なクレーンなどの荷役機械 (LHE) 等)。そのような場合、既に分

かっている情報が提出され、追加情報は、適切な作業危険分析 (AHA)と一緒に、各準備段階/ミ

ーティングで書き加えられなければならない。 

(2) その契約業者のプロジェクトに特化した、受理された APP の写しが、作業現場になけれ

ばならない。＞ プログラム関連事項に関しては、ANSI/ASSE A10.38 を参照。 

2. 簡略化した APP．限定的な範囲のサービス提供、資材供給、研究開発に関する契約 (例え

ば、草刈り、駐車場係員、トイレ清掃 等) の場合、契約担当官 (KO) と現地の労働安全衛生部 

(SOHO) は、完全な APP の代わりに、簡略化した APP の作成、提出、受理を認めてもよい。 

a. それぞれの分野で必要な情報が提供されることを保証するため、任意の簡易 APP 書式で

ある、書式 A-1 (または同等のもの) が用いられてもよい。 

b. この APP は、低リスクで、限定的な範囲の契約に使用できる、簡易版の APP である。

＞ 01.A.12.e と補遺 A の 3.k.を参照。  

c. 各下請業者は、元請業者から APP の写しを提供され、それに従わなければならない。 

3. APP の書式．次の分野は、決まって APP で言及されるが、職務に特化しているだけでなく、

対象とする契約/職務の、通常とは異なる/固有の状況をも、APP は説明しなければならない。

それぞれの分野で必要な情報が提供されることを保証するため、任意の事故防止計画書 (APP) 

チェックリストである、書式 A-2 (または同等のもの) が使用されてもよい。＞ 複数の雇用主の

あるプロジェクトに関しては、ANSI A10.33 を参照。 
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a. 署名用紙: 次の者の 役職、署名、電話番号: 

(1) 計画書の作成者 (有資格者 (QP)、担当責任者 (CP)、会社の安全担当者、品質管理担当者 

(QC)) と、その者の資格証明; 

(2) 計画書は、その会社に義務を負わせる権限を有する会社/企業幹部の承認を受けなければ

ならない; 

(3) 計画書に対する同意者 (例えば、事業部長、会社の安全責任者、会社の産業衛生士、プ

ロジェクト管理者や監督者、プロジェクトの安全専門官、プロジェクトの品質管理者)。契約業

者は、他の適用される企業/プロジェクト関係者の同意も提示しなければならない。 

b. 基本的な情報．次を記載すること: 

(1) 契約業者; 

(2) 契約番号; 

(3) プロジェクト名; 

(4) プロジェクトの簡単な説明、実施される作業の説明、場所 (地図) 、使用される道具/機器

/装置、予想される高リスク作業、 

(5) 予想される仕事の主なフェーズ (段階)。 

(6) 特定された作業の これら主なフェーズの中で、AHA が必要な実施作業 [業務 (Definable 

Features of Work: DFOW) と職務を含む] が、具体的に明らかにされなければならない。この情

報は、この後 QC、QA、安全担当者が、AHA の提出を追跡するのに使用できる。これらの作業、

職務、DFOW の AHA は、この時点では提出されない (この時点で作成/提出される AHA は、意

図されたような、作業に特化したものではないかもしれない)。＞ 01.A.14 と 01.A.15 を参照。 

c. 安全衛生方針の声明書．企業/会社の最新の安全衛生方針声明書の写しを提出する。この

声明書では、全ての従業員に対し、安全で衛生的な職場を提供する誓約を詳述すること。当該

契約における、契約業者の安全プログラムの目標、目的、事故防止目標が、書面で示されなけ

ればならない。 

d. 責務と権限系統．次を記載する: 

(1) 自社従業員、全ての下請業者、作業現場にあるその他全ての者を対象とした、労働安全

衛生 (SOH) プログラムの実施に関する、雇用主の最終責任についての声明 (プログラムを厳格
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に実施するという声明を含む)。 

(2) 企業レベル、プロジェクトレベル両方の、安全に責任を有する者の氏名と責任。安全/労

働衛生担当者を特に必要とする契約では、その担当者の履歴書の写しがなければならない。資

格証明は、01.A.17 に従わなければならない。 

 注記:  公式な OSHA 30 時間カードのみが受理される。または、同等のトレーニング

が行われる場合は、適切な指導者資格が必要である。＞ 01.A.17.i の例外 2 も参照。 

(3) OSHA 30 時間課程と同等のトレーニングが、資格証明として提示される場合、そのトレ

ーニングは、次の分野をカバーしたものでなければならない: 

(a) 労働安全衛生法と、労働安全衛生法の一般的義務原則; 

(b) 29 CFR 1904，記録の保持; 

(c) OSHA のサブパート C、CC、D、E、F、K、M; 

(d) 玉掛け、荷役機械 (LHE) 、溶接と切断、足場、掘削、コンクリートと石造、解体、建設

工事における健康被害、資材の運搬/取扱い/保管/処分、手工具と動力工具、自動車、機械装置、

海上作業、鉄骨組立て、階段とハシゴ、密閉区画など、実施される作業に関連する全て; 

(4) CP や QP の氏名と、OSHA が定める CP/QP の具体的要件に合う 能力/資格を証明する

ものが添付されなければならない。受入れのため、現地労働安全衛生部 (SOHO) が資格を審査

しなければならない; 

(5) 雇用者のリスクマネジメントプロセスの詳細と要件; 

 注記: USACE は、総合的なリスクマネジメントプロセスの一部として 作業危険分析 
(AHA) を使用する。契約業者と他の個人事業主は、AHA、または彼ら独自の書式/形式 [Job 
Safety Analysis (JSA) 、Job Hazard Analysis (JHA) や、類似するリスクマネンジメントの評価

手法] を使用してもよい。これらの書類は、USACE の AHA と同じ情報が盛り込まれていれば、

AHA と同等であり、代用書類として受理できるものと見なされる。  

(6) 作業実施前に提出され準備ミーティングで受理されることになっている、作業に特化し

た最初の AHA の要件; 

(7) 指名された CP/SSHO が作業現場にいない場合、契約業者による作業が実施されてはな

らないという要件; 
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(8) 安全要件に準拠していない場合の方針と手順 (安全要件に違反した場合の懲戒処分を含

む) が明示されなければならない; 

(9) 権限系統; 

(10) 管理者と監督者に安全責任を負わせる会社の手順を書面で示す。 

e. 下請業者と供給事業者．該当する場合、現場にいる他の雇用者と、労働安全衛生 (SOH) 

活動を協調して行うための手順を示す: 

(1) 下請業者と供給事業者の名称．もし最初の APP 提出時に不明である場合、契約業者は、

その最初の APP に次の文言を含めなければならない: 「次の DFOW/作業の下請業者は現時点

では不明であるが、記載されている全ての作業を開始する前に、追加情報が APP に加えられ、

承諾を得るため提出される」; 

(2) 下請業者と供給事業者の安全責任。 

f. トレーニング． 

(1) 各新入従業員の採用時に行う、新規雇用者のための労働安全衛生 (SOH) オリエンテーシ

ョントレーニングの要件。 

(2) 当該プロジェクトに適用される必須トレーニング/資格認定に関する要件 (例えば、火薬

式鋲打機、密閉区画への立入り、クレーンオペレーター、潜水士、車両オペレーター、有害廃

棄物の取り扱いと緊急対応 (HAZWOPER) に関するトレーニングと資格認定、個人用保護具 

(PPE) 等) と、定期的なトレーニング/再資格認定に関する要件。 

(3) 監督者と従業員に対する定期的な安全衛生トレーニングの手順。 

(4) 緊急対応トレーニングの要件。 

g. 安全衛生検査．  

(1) 作業期間中、現場で毎日行う最低限の SOH 検査に関する責任の割当て: 実施者 (例えば

SSHO、PM、QC、監督者、従業員 － この検査の実施に要求される専門的習熟度による)、 

検査者のトレーニング/資格認定の証明書、検査の実施日時、検査の記録手順、欠陥を追跡する

手順、フォローアップ検査の手順; 

(2) 要求される可能性のある外部機関による検査/資格認定 (例えば、米国沿岸警備隊 

(USCG) による検査/資格認定)。 
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h. 事故報告と調査．契約業者は、次を提出する方法を明示しなければならない: 

(1) 暴露データ (実働工数); 

(2) 災害の報告、調査、書類提出．01.D の要件に従い、全ての事故を報告すること。災害は､

できる限り早く、発生後 24 時間以内に、契約担当官 (KO) /契約担当官代理 (COR) に報告され

なければならない。契約業者は、本規程が適用される作業、プロジェクト、施設で偶発的に起

きた全ての災害を、報告し、徹底的に調査し、分析しなければならない。合理的な範囲ででき

る限り早く、是正措置を講じ、是正措置が完了したら KO/COR に通知すること; 

i. 本規程で要求される計画書、プログラム、手順．契約作業のリスク評価と、OSHA に準

拠する必須プログラムに基づき、契約業者は、該当する全ての SOH リスクと、関連する順守

計画について説明しなければならない。  

(1) 実施される作業に該当し、次に示されている、プロジェクトに特化した順守計画である

こと。計画は、プロジェクトにおける全ての雇用者の従業員がさらされる可能性のある危険を

低減するため、プロジェクト全体に共通して適用される手順を含まなければならない。 

(2) これらの手順は、プロジェクトにおける全ての雇用者と調整されなければならず、プロ

ジェクトに特化した、プロジェクト全体に共通して適用される、緊急対応と避難手順、PPE の

要件、記録管理と報告の要件、トレーニングの要件がなければならない。  

(3) 計画は、作業現場で作業を開始する前に作成されなければならない (その時点で知るこ

とができる限り多くの情報に基づく)。計画は、プロジェクトの期間を通して、作業者、機器/

装置、条件などの変更のため、更新されなければならない。現場の状況、工法、人員の役割と

責任、工程の変更を反映させるため、必要に応じて追加的な改訂が行われなければならない。 

(4) 作業 (DFOW) は、その現場に特化した計画書、プログラム、プロジェクトを完成する

ため必要な手順と一緒に、改訂された APP が GDA に提出され受理されるまで、開始されて

はならない。指針として EM 385-1-1 を使用し、計画、プログラム、手順 (評価) には次を含

むが、これらに限定されない: 

 疲労の管理計画－Fatigue Management Plan (01.A.20); 

 緊急事態対応計画－Emergency Plans (01.E); 

 清掃・清潔に関する計画－Site Sanitation/Housekeeping Plan (02.B); 

 医療支援の合意書－Medical Support Agreement (03.A.01、03.A.03); 

 血液媒介病原体プログラム－Blood-Borne Pathogen Program (03.A.05); 
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 暴露管理計画－Exposure Control Plan (03.A.05); 

 自動体外式除細動器 (AED) プログラム－Automatic External Defibrillator (AED) Program 
(03.B.04); 

 仮設設備の現場レイアウト計画－Site Layout Plan (04.A); 

 作業用･運搬用の道路計画－Access/Haul Road Plan (04.B); 

 聴力保護プログラム－Hearing Conservation Program (05.C); 

 呼吸保護計画－Respiratory Protection Plan (05.G); 

 健康上の危険抑制プログラム－Health Hazard Control Program (06.A); 

 化学物質の危険に関する情報伝達 (HazCom) プログラム－HazCom Program (06.B.01); 

 プロセス安全管理 (PSM) プログラム (06.B.04); 

 鉛取扱規定順守計画－Lead Compliance Plan (06.C.02 と規定); 

 アスベスト危険抑制計画－Asbestos Abatement Plan (06.C.03 と規定); 

 放射線安全プログラム－Radiation Safety Program (06.F); 

 研磨ブラスト手順 (06.I.01); 

 温熱暴露モニタリング計画 (HSMP) (06.J.02); 

 寒冷暴露管理計画 (CSMP) (06.J.04) 

 室内の空気質管理－Indoor Air Quality: IAQ (06.L); 

 カビ除去計画－Mold Remediation Plan (06.L.04); 

 六価クロム暴露の評価 (06.M); 

 結晶シリカの評価 (06.N.02); 

 夜間作業照明計画－Lighting Plan for Night Operations (07.B.06); 

 交通整理/規制に関する詳細な計画書－Traffic Control Plan (08.C.05); 

 防火計画－Fire Prevention Plan (09.A.01); 

 野火管理計画－Wild Land Fire Management Plan (09.L); 
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 アークフラッシュ危険分析－Arc Flash Hazard Analysis (11.B); 

 設備機器用接地線の点検プログラム (AEGCP) (11.D.05、補遺 E); 

 危険エネルギー管理プログラム (HECP) と手順 (12.A.01); 

 一般的なクレーンリフト作業の事前 (Standard Pre-Lift) 計画 - 荷役機械 (16.A.03); 

 クリティカルリフト (Critical Lift) 計画 - 荷役機械 (16.H); 

 船体構造解析 (Naval Architectural Analysis) - 荷役機械 (フローティング) (16.L); 

 船上プラントの検査と証明－Floating Plant Inspection and Certification (19.A.01); 

 海洋作業の悪天候下の計画－Severe Weather Plan for Marine Activities (19.A.03); 

 海洋作業の緊急時の計画－Emergency Plan for Marine Activities (19.A.04); 

 船外転落者救助/退船手順－Man Overboard/Abandon Ship Procedures (19.A.04); 

 ランチ (Launch) 式船舶、モーターボート、短艇の浮揚計画－Float Plan (19.F.04); 

 墜落保護/防止計画－Fall Protection and Prevention Plan (21.D); 

 解体/改築計画 (技術調査を含む)－Demolition/Renovation Plan (23.A); 

 ロープアクセス作業計画－Rope Access Work Plan (24.H); 

 掘削/溝掘り計画－Excavation/Trenching Plan (25.A.01); 

 地下建設プロジェクトの、消防計画－Fire Prevention and Protection Plan (26.D.01); 

 地下建設プロジェクトの、高気圧作業計画－Compressed Air Work Plan (26.I.01); 

 型枠と支保工の設置/撤去計画－Erection and Removal Plan (27.C); 

 プレキャストコンクリート計画－Precast Concrete Plan (27.D.01); 

 リフトスラブ計画－Lift-Slab Plans (27.E); 

 組積造筋交い計画－Masonry Bracing Plan (27.F.01); 

 鉄骨組み立て計画－Steel Erection Plan (28.B); 

 爆発物安全現場計画 (ESSP) (29.A); 
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 爆破計画－Blasting Plan (29.A、26.J); 

 潜水作業計画－Dive Operations Plan (30.A.14、30.A.16); 

 潜水の安全作業マニュアル－Safe Practices Manual (30.A.15); 

 潜水の緊急管理計画－Emergency Management Plan (30.A.18); 

 樹木伐採保守プログラム (31.A.01); 

 航空機/飛行場建設安全段階別計画(CSPP) (32.A.02); 

 航空機/飛行場安全計画準拠文書 (SPCD) (32.A.02); 

 HTRW (危険性、有毒性、放射性廃棄物) 現場の安全衛生計画 (33.B); 

 密閉区画立入り手順－Confined Space Entry Procedures (34.A.05); 

 密閉区画プログラム－Confined Space Program (34.A.06) 

j. リスクマネジメントプロセス (AHA)．詳細なプロジェクトに特化した危険と低減策が、

作業 (DFOW) 毎に、AHA に記載されなければならない。そのプロジェクトに特化した危険を

説明した最初の AHA が GDA に受理されるまで、作業 (DFOW) を開始してはならない。＞ 

01.A.14 と 01.A.15 を参照。 

 注記: USACE は、総合的なリスクマネジメントプロセスの一部として、作業危険分

析 (AHA) を使用する。契約業者や他の個人事業主は、AHA、または彼ら独自の書式/形式 [Job 
Safety Analysis (JSA) 、Job Hazard Analysis (JHA) や、類似するリスクマネンジメントの評価

手法] を使用してもよい。これらの書類は、USACE の AHA と同じ情報が盛り込まれていれば、

AHA と同等であり、代用書類として受理できるものと見なされる。 

(1) AHA は、作業手順、予想される危険、条件、道具/機器/装置、資材、作業者と、それぞ

れの危険を除去/許容リスクレベルまで低減するため実施される低減策、そして各リスクアセス

メントコード (RAC) を明確にする。 

(2) このプロセスが終わったら、各々付けられた中で最も高かった RAC に基づき、総合的

な RAC がその作業に付けられなければならない。 

(3) リスクの受入れ．残存リスクとは、低減策が適用された後に残るリスクである。作業を

始めるためには、残存リスクについて承諾を得るため、ふさわしい権限を有する者と調整され

なければならない。 

(4) 各作業/DFOW を開始する前に、その作業を行う契約業者は、その作業に対する RAC の



EM 385-1-1 
2014 年 11 月 30 日 

 

May 13, 2016 A-9

ある最初の AHA を作成しなければならない。 

(5) その作業に特化した危険を扱った最初の AHA が GDA に受理されるまで、その作業に関

するいかなる仕事も始めてはならない。 

(6) AHA は、作業を実施する契約業者の現場作業班/作業者によって、必要に応じて他の人

員 (SSHO、QC、監督者 等) の助けを借りて作成されるものである。AHA は生きている文書で

あり、現場で作成され、必要に応じて (作業者により) 更新されるものである。 

(7) AHA は、現場状況の変化、作業や CP/QP の変更に対応するため、必要に応じて見直さ

れ、修正されなければならない。 

(a) もし (元のリストに無い) 新しい CP/QP が追加された場合、そのリストは更新されなけ

ればならない (AHA の更新を必要としない管理業務)。新しい人員は、自分が AHA を確認した

こと、そして現在の現場の安全課題を熟知していることを、書面で示さなければならない。 

(b) もし、作業者が AHA を変更したことで当初の RAC が高くなった場合、AHA は、作業を

進める前に GDA へ提出され受理されなければならない。 

(c) RAC を増大させない AHA の変更/更新は、GDA に提出され受理される必要はない。 

(8) 作業者/作業班は、作業が実施されている間、現在の現場状況、人員、道具/機器/装置、

低減策などを反映した、最新の AHA を保持していなければならない。 

(9) AHA は、作業が AHA に沿って実施されていることを保証するため、契約業者と USACE

従業員によって使用されなければならない。作業が安全な方法で行われていない場合、契約業

者/USACE は、その作業が 本規程、APP、AHA に準拠し、必要な場合は APP/AHA が改訂され

GDA に受理されるまで、実施中の不安全な作業を停止しなければならない。＞ 01.A.14 を参照。 

(10) 作業が完了したら、AHA は契約期間の間、現場でファイルに保管され、閲覧可能でな

ければならない。 

k. 限定的な範囲のサービス提供、資材供給、研究開発に関する契約のための、簡略化した

APP (Abbreviated APP)．限定的な範囲のサービス提供、資材供給、研究開発契約を受注した

場合、契約業者は、完全な APP の代わりに 簡略化した APP を提出することができる。簡略化

した APP は、少なくとも次の項目について説明しなければならない。もし EM 385-1-1 の他の

分野がその契約に関連する場合、契約業者は、それらも同様に説明されることを保証しなけれ

ばならない。それぞれの分野で必要な情報が提供されることを保証するため、任意の簡易 APP

書式である書式 A-01 (または同等のもの) が用いられてもよい。 
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(1) 計画作成者の 役職、署名、電話番号。 

(2) 次を含む基本的な情報: 

(a) 契約業者; 

(b) 契約番号; 

(c) プロジェクト名; 

(d) プロジェクトの簡単な説明。 

 注記: プロジェクトの説明は、実施中の作業を評価する手段 (01.A.14 の AHA 要件を

参照)、作業に伴う危険、それぞれに付けられた RAC がなければならない。作業を進めるため

には、 (最も高い職務の RAC に基づいて) その作業の総合的な RAC が決定されて、適切な権限

を持つ者に受理されなければならない。 

(e) 実施される作業の説明、 

(f) 地図を含む、作業が実施される場所。 

(3) 全従業員に対し安全で衛生的な職場を提供するという誓約を詳述する、安全衛生方針の

声明。 

(4) 責務と権限系統 － 自社の SOH プログラムの実施に関して、雇用者が最終責任を負う

という声明と、指定された現場安全衛生担当責任者 (SSHO) を含む 全てのレベルにおいて、

安全責任を有する者の氏名と責任、そして関連する資格がなければならない。地区の労働安

全衛生部 (SOHO) は、受入れのため資格を審査するよう要請されなければならない。 

(5) トレーニング － 各新入従業員の採用時に行う新規雇用者のための労働安全衛生 (SOH) 

オリエンテーショントレーニングと、定期的な再トレーニング/再資格認定に関する要件。 

(6) 作業現場の検査に関する手順 － 責任の割り当てと頻度。 

(7) 実働工数の報告と、01.D に規定されている事故報告と調査の手順。 

(8) 緊急対応計画．単独で作業する従業員は、効果的な緊急通信手段を与えられなければな

らない。これは、携帯電話、双方向無線、その他の条件を満たす手段かもしれない。選択され

た通信手段は、直ちに利用でき、作動可能でなければならない。 
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(9) 飲料水の供給、トイレ、洗浄設備。 

(10) 応急手当と心肺蘇生 (CPR) トレーニング (シフト毎に 少なくとも 2 名の従業員が、応急

手当と CPR を施す資格がなければならない)、そして救急箱の用意 (種類/サイズ)。 

(11) 個人用保護具 (PPE)。 

(a) 作業用衣服 － 最低限の要件．従業員は、天候に適した衣服を着用しなければならない

が、作業に必要な最低の要件として、半袖シャツ、長ズボン (長過ぎるものやダブついたもの

は禁止)、革製作業靴でなければならない。分析の結果、爪先を保護する履物が必要と判断され

た場合 (すなわち、芝刈り、除草、チェーンソー使用 等)、それが着用されなければならない。 

(b) 眼と顔の保護具．眼と顔の保護具は、実施される作業の分析によって決定されたとおり

着用されなければならないが、チェーンソー使用、雑木粉砕、切り株除去、枝打ち作業、芝刈

り、除草、吹き飛ばし作業に従事する全ての者は、少なくとも安全眼鏡 (Z87.1) を支給されな

ければならない。 

(c) 聴力保護具．聴力保護具は、高騒音作業 (芝刈り、剪定、チェーンソー作業、雑木粉砕､

切り株除去、枝打ちを含む) に曝される全ての者が着用しなければならない。 

(d) 頭部保護具．保護帽は、ANSI Z89.1 に準拠しなければならず、頭部に対する危険が存在

する場合、05.D に従って、全ての作業者が着用しなければならない。 

(e) 高視認性衣服は、少なくとも ANSI/ISEA 107, Class 2 の要件に準拠しなければならず、

車両や機械の通行にさらされる全ての作業者が着用しなければならない。 

(f) 脚を保護するチャップスは、全てのチェーンソーオペレータが着用しなければならない｡ 

(g) 手が、切り傷、擦り傷、刺し傷、火傷、化学性刺激物にさらされる作業に従事する者は、

適切な種類の手袋を着用しなければならない。 

(h) 作業が水の近くで行われ溺死の危険がある場合は、救命胴衣 (PFD) が支給され、必要に

応じて着用されなければならない。 

(12) 機器のガードと安全装置．動力工具/装置は、所定の場所にあって作動可能な 防護装置

と安全装置がなければならない。 

(13) 危険物質．危険物質の調達、使用、貯蔵、処分が行われる場合、化学物質の危険に関す

る情報伝達 (HazCom) プログラムが実施され、MSDS (SDS) が現場で利用できなければならな

い。従業員は、使用される危険物質に関するトレーニングを受けていなければならない。人の
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眼や身体が腐食性、刺激性、毒性の化学物質にさらされる可能性がある場合、眼と身体を直ち

に洗浄できる設備が、作業現場から 10 秒以内の位置になければならない。 

(14) 交通整理/規制は、DOT (運輸省) の MUTCD に従って実施されなければならない。 

(15) 危険エネルギー管理 (ロックアウト/タグアウト)．従業員が、予期せず通電/始動する可

能性のある設備/機器/装置の整備や保守を行う前に、そのエネルギーの適切なコントロールを

保証する手順が実施されなければならない。＞ 12 章を参照。 

(16) 危険度の高い作業が、この種の職務において実施されるべきではない。もし危険度が高

いと思われる作業が実施される場合 (すなわち、斜面上での機械装置の運転/操作、ボートから/

内の作業 等) は、簡略化した APP が適切か否か、KO と現地の労働安全衛生 (SOH) 部によって

判断されなければならない。危険度が高いと判断された場合、その作業は、APP の中で詳細に

説明されなければならない。AHA は、危険度の高い作業を含む業務で要求される。 
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本ページは意図的に白紙としている。 
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米国陸軍工兵隊 
安全検査チェックリスト 

簡略化した事故防止計画 (Abbreviated APP) 書式 A-01 

 
検査日 

場所 (工場/施設) 契約番号 

契約業者名 プロジェクト名 

検査者氏名 (活字体) 
 

検査者署名 

このチェックリストは単なる指針であり、2014 年 9 月 30 日付の技術マニュアル (EM) 385-1-1「安全衛生規程」に示されている要件に代わるものでも、要件に

準拠する必要性を除外するものでもない。このチェックリストに含まれる参照事項は、EM 385-1-1 の該当項目に対応している。 

「限定的な範囲のサービス提供、資材供給、研究開発に関する契約」 (例えば、草刈り、駐車場係員、トイレ清掃 等) の場合、KO と SOHO は、完全な APP の

代わりに、簡略化した APP の作成、提出、受理を認めてもよい。簡略化した APP は、少なくとも次の項目について説明しなければならない。もし EM 385-1-1

の他の分野その契約に該当する場合、契約業者は、それらも同様に説明されることを保証しなければならない。 

項目説明 はい いいえ 非該当 備考 (「いいえ」または「非該当」項目) 

1. 署名用紙  

a. 計画作成者 (有資格者、すなわち、会社の安全担当者、QC) の氏名、役

職、署名、電話番号を含める。 
    

2. 基本的な情報  

a. 契約業者名を含める。     

b. 契約番号を含める。     

c.プロジェクト名を含める。     

d (1).プロジェクトの簡単な説明を含める。     

d (2). 実施中の作業を評価する手段 (01.A.14 の AHA 要件を参照)、作業に伴

う危険、それぞれに付けられた RAC を含める。作業を進めるためには、 

(最も高い職務の RAC に基づいて) その作業の総合的な RAC が決定され

て、適切な権限を持つ者に受理されなければならない。  

    

e. 実施される作業の説明を含める。     

f. 地図を含む、作業が実施される場所。     

3. 全従業員に対し安全で衛生的な職場を提供するという誓約を詳述した安全

衛生方針の声明 
    

4. 責務と権限系統  

a. 自社の労働安全衛生 (SOH) プログラムの実施に関して、雇用者が最終

責任を負うという声明を含める。 

    

b. 企業とプロジェクト両方の、安全責任を有する者の氏名と責任。彼らの

履歴書も含める。 
    

c. 権限系統を含める。     

5. トレーニング  

a. 各新入従業員の採用時に行う新規雇用者のための労働安全衛生 (SOH) 
オリエンテーショントレーニングを含める。 

    

b. 定期的な再トレーニング/再資格認定に関する要件を含める。 
    



CESO 書式 A-01, 2015 年 3 月                                         May 13, 2016 

 

米国陸軍工兵隊 
安全検査チェックリスト 

簡略化した事故防止計画 (Abbreviated APP) 書式 A-01 

検査日 

項目説明 はい いいえ 非該当 備考 (「いいえ」または「非該当」項目) 

6. 作業現場の検査手順 − 責任の割り当てと頻度 
    

7a. 実動工数の報告手順     

7b. 01.D に規定されている事故の報告と調査の手順を含める。     

8. 緊急対応計画．単独で作業する従業員は、効果的な緊急通信手段を与え

られなければならない。これは、携帯電話、双方向無線、その他の条件を

満たす手段かもしれない。選択された通信手段は、直ちに利用でき、作動

可能でなければならない。 

    

9. 飲料水の供給、トイレ、洗浄設備     

10. 応急手当と心肺蘇生 (CPR) トレーニング (シフト毎に、少なくとも 2
名の従業員が応急手当と CPR を施す資格がなければならない)、そして救

急箱の用意 (種類/サイズ) 

    

11. 個人用保護具  

a. 作業用衣服 −  最低限の要件．従業員は、天候に適した衣服を着用しな

ければならないが、作業に必要な最低の要件として、半袖シャツ、長ズボ

ン (長過ぎるものやダブついたものは禁止)、革製作業靴でなければならな

い。分析の結果、爪先を保護する履物が必要と判断された場合 (すなわ

ち、芝刈り、除草機、チェーンソー使用 等)、それが着用されなければな

らない。 

    

b. 目と顔の保護具．眼と顔の保護具は、実施される作業の分析によって

決定されたとおり着用されなければならないが、チェーンソー使用、雑

木粉砕、切り株除去、枝打ち作業、芝刈り、除草、吹き飛ばし作業に従

事する全ての者は、少なくとも安全眼鏡 (Z87.1) を支給されなければなら

ない。 

    

c. 聴力保護具．聴力保護具は、高騒音作業 (芝刈り、剪定、チェーンソー

作業、雑木粉砕､切り株除去、枝打ちを含む) に曝される全ての者が着用し

なければならない。 

    

d. 頭部保護具．保護帽は、ANSI Z89.1 に準拠しなければならず、頭部に

対する危険が存在する場合、05.D に従って、全ての作業者が着用しなけ

ればならない。 

    

e. 高視認性衣服は、少なくとも ANSI/ISEA 107, Class 2 の要件に準拠し

なければならず、車両や機械の通行にさらされる全ての作業者が着用し

なければならない。 

    

f. 脚を保護するチャップスは、全てのチェーンソーオペレータが着用しな

ければならない｡ 
    

g. 手が、切り傷、擦り傷、刺し傷、火傷、化学性刺激物にさらされる作業

に従事する者は、適切な種類の手袋を着用しなければならない。 

    

h. 作業が水の近くで行われ溺死の危険がある場合は、救命胴衣 (PFD) が
支給され、必要に応じて着用されなければならない。 

    

12. 機器のガードと安全装置．動力工具/装置は、所定の場所にあって作動

可能な 防護装置と安全装置がなければならない。 
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米国陸軍工兵隊 
安全検査チェックリスト 

簡略化した事故防止計画 (Abbreviated APP) 書式 A-01 

検査日 

項目説明 はい いいえ 非該当 備考 (「いいえ」または「非該当」項目) 

13. 危険物質．危険物質の調達、使用、貯蔵、処分が行われる場合、化学

物質の危険に関する情報伝達 (HazCom) プログラムが実施され、MSDS 
(SDS) が現場で利用できなければならない。従業員は、使用される危険物

質に関するトレーニングを受けていなければならない。人の眼や身体が腐

食性、刺激性、毒性の化学物質にさらされる可能性がある場合、眼と身体

を直ちに洗浄できる設備が、作業現場から 10 秒以内の位置になければなら

ない。 

    

14. 交通整理/規制は、DOT (運輸省) の MUTCD に従って実施されなければな

らない。 

    

15. 危険エネルギー管理 (ロックアウト/タグアウト) ．従業員が、予期せず

通電/始動する可能性のある設備/機器/装置の整備や保守を行う前に、その

エネルギーの適切なコントロールを保証する手順が実施されなければなら

ない。12 章を参照。 

    

16. 危険度の高い作業が、この種の職務において実施されるべきではな

い。もし危険度が高いと思われる作業が実施される場合 (すなわち、斜面

上での機械装置の運転/操作、ボートから/内の作業 等) は、簡略化された

APP が適切か否か、KO と現地の労働安全衛生 (SOH) 部によって判断さ

れなければならない。危険度が高いと判断された場合、その作業は、APP

の中で詳細に説明されなければならない。AHA は、危険度の高い作業を

含む業務で要求される。 

    

特記事項 
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書式A-02 
米国陸軍工兵隊 

事故防止計画 (APP) チェックリスト 

検査日

場所 (工場/施設) 契約番号

契約業者名 プロジェクト名

検査者氏名 (活字体) 検査者署名

このチェックリストは単なる指針であり、2014年9月30日付の技術マニュアル (EM) 385-1-1「安全衛生規程」に明記されている要件に代わる

ものでも、要件に準拠する必要性を除外するものでもない。このチェックリストに含まれる参照事項は、EM 385-1-1の該当項目に対応している。 

項目説明 はい いいえ 非該当 備考 (「いいえ」または「非該当」項目) 

1. 署名用紙  
a. 計画作成者 (有資格者、すなわち、会社の安全担当者、QC) の氏名、署名、

役職を含める。     

b. 計画承認者の氏名、署名、役職 (例えば、事業主、会社社長、地域担当副社

長) を含める。(HTRW (危険性、有毒性、放射性廃棄物) 作業は有資格の産業衛

生士の承認を要する。有資格の安全専門官は、汚染物質が、石油、油、潤滑油

であることが分かっている場合、UST (地下貯蔵タンク) 撤去を含む作業計画を

承認できる。) 

    

c. 計画同意者の氏名、署名、役職 (例えば、事業部長、会社の安全責任者、

会社の産業衛生士、プロジェクト管理者/監督者、プロジェクトの安全専門官、

プロジェクトの品質管理者)を含める。他の適用される企業/プロジェクト関係

者 (他の契約業者) の同意も提示する。 

    

2. 基本的な情報  

a. 契約業者名を含める。     

b. 契約番号を含める。     

c. プロジェクト名を含める。     

d. プロジェクトの簡単な説明を含める。     

e. プロジェクトの場所 (地図) を含める。     
f. 契約業者の事故記録を含める (OSHA書式300のコピー)。     
g. 仕事のフェーズと作業危険分析 (AHA) を要する危険作業のリストを含める。     

3. 安全衛生方針声明書．会社安全方針のコピーを含める。 (会社安全方針声明書

に加えて、 会社安全プログラムのコピーが、事故防止計画に必要な情報の一部を

提供するかもしれない。) 
    

4. 責務と権限系統  
a. 企業レベル、プロジェクトレベル両方の、安全に責任を有する者の氏名と

責任を含める。その者の履歴書も含める。     

b. 権限系統を含める。     
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書式A-02 
米国陸軍工兵隊 

事故防止計画(APP)チェックリスト (続き) 

検査日

項目説明 はい いいえ 非該当 備考 (「いいで」または「非該当」項目) 

5. トレーニング  
a. 安全オリエンテーションで従業員と話し合うテーマのリストを含める。     

b. 当該プロジェクトに適用される必須トレーニング/資格認定に関するリスト 
(例えば、火薬式鋲打機、密閉空間への立入り、クレーンオペレーター、潜水士、

車両オペレーター、HAZWOPER (有害廃棄物の取り扱いと緊急対応) に関する

トレーニングと資格認定、PPE)と、定期的な再トレーニング/再資格認定の要件

を含める。  

    

c. 緊急対応トレーニングの要件を含める。     
d. 監督者と従業員の安全会議の概略要件を含める (出席者、時期、主催者等)。     

6. 安全衛生検査  
a. 安全検査実施責任者の氏名を含める。(例えば、PM、SSHO、QC、監督者、

従業員) 
    

 
b. 検査者のトレーニング/資格認定の証明書を含める。     

 
c. 検査実施日を記載する。     

 
d. 検査結果を記録するサンプル書式を提供する。     

 
e. 欠陥を追跡するシステムとフォローアップの手順を示す。     
f. 担当責任者/有資格者の氏名と、OSHAの担当責任者/有資格者の要件を満たす

能力/資格の証明書を含める。  
    

g. 要求される可能性がある外部機関による検査/資格認定を含める。 (例え

ば、米国沿岸警備隊)      

7. 安全衛生に関する期待、奨励プログラム、法令順守  
a. 書面による、会社の安全プログラムの目標、目的、事故防止目標を含める｡     
b. 会社の安全奨励プログラムの簡単な説明を含める (もしあれば)。     
c. 安全要件に準拠していない場合の方針と手順を含める (安全要件違反に対す

る懲戒処分を含む)。     

d. 書面による、管理者と監督者に安全責任を負わせる会社の手順を含める。     

8. 災害報告  
a. 計画書は、暴露データ (実働工数) の作成方法、作成時期、作成者を特定/明
示する。     
b. 計画書は、災害調査、報告、記録の作成方法、作成時期、作成者を特定/明
示する。     

c. 計画書は、重大災害の迅速な連絡方法、連絡時期、連絡者を特定/明示する。     
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書式 A-02 
米国陸軍工兵隊 

事故防止計画(APP)チェックリスト (続き) 

検査日

契約作業のリスク評価と義務的なOSHAに準拠する必須プログラムに基づき、契約業者は、該当する全ての労働安全衛生上のリスクと規則順守

計画について説明しなければならない。EM 385-1-1 を指針として使用して、計画には以下を含むが、これには限られない。 
項目説明 はい いいえ 非該当 備考 (「いいえ」または「非該当」項目) 

9. 安全規程で求められる計画 (プログラム、手順)  
a. 疲労管理計画 (01.A.20)     
b. 緊急事態対応計画     

(1) 手順とテスト (01.E.01)     
(2) 漏洩対策計画 (01.E.01、06.A.02)     
(3) 消防計画 (01.E.01、19.A)     
(4) 緊急電話番号の掲示 (01.E.05)     
(5) 船外転落者救助/退船 (19.A.04)     
(6) 医療支援．救助/医療に携わる従業員の職務と、応急手当とCPRのトレーニ

ングを受けた契約業者の現場作業者の氏名を含む、現場での医療支援と、現場

を離れての医療処置の概要を説明する。シフト/現場ごとに、少なくとも2名の

従業員が、CPRと応急処置の資格者でなければならない (03.A､03.D)。 

    

c. アルコールと薬物の乱用防止計画 (01.C.02)     
d. 現場衛生計画 (02.B)     
e. 医療支援計画 (03.A.01、03.A.06、03.D)     
f. 血液媒介病原体計画 (03.A.05)     
g. 暴露管理計画 (03.A.05)     
h. 仮設設備の現場レイアウト計画 (04.A)     
i. 工事用/運搬用道路計画 (04.B)     
j. 聴力保護プログラム (05.C)     
k. 呼吸保護計画 (05.G)     
l. 健康被害抑制計画 (06.A)     
m. プロセス安全管理計画 (06.B.04)     
n. 鉛取扱規定順守計画 (06.Cと仕様書)     
o. アスベスト危険抑制計画(06.Cと仕様書)     
p. 放射線安全計画 (06.F)     
q. 研磨ブラスト計画 (06.I)     
r. 温熱/寒冷ストレスモニタリング計画 (06.J)     
s. 室内の空気質管理計画 (06.L)     
t. カビ除去計画 (06.L.04)     
u. 六価クロム暴露の評価 (06.M)     
v. 結晶シリカの評価 (06.N)     
w. 照明評価 (07.A)     
x. 夜間作業照明計画 (07.B.06)     
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書式A-02 
米国陸軍工兵隊 

事故防止計画チェックリスト (続き) 

検査日

契約作業のリスク評価と義務的なOSHAに準拠する必須プログラムに基づき、契約業者は、該当する全ての労働安全衛生上のリスクと規則順

守計画について説明しなければならない。EM 385-1-1 を指針として使用して、計画には以下を含むが、これには限られない。 

項目説明 はい いいえ 非該当 備考 (「いいえ」または「非該当」項目) 

9. 計画 (プログラム、手順) 続き  
y. 交通整理/規制計画 (08.C.05)     
z. 消防計画 (09.A.01)     
aa. 野火管理計画 (09.L)     
bb.アークフラッシュ危険分析 (11.B)     
cc. 設備機器用接地線の点検プログラム (AEGCP)、 (11.D.05、補遺 D)     
dd. 危険エネルギー管理計画 (12.A.01)     
ee. 一般的なクレーンリフト作業の事前計画 (LHE) (16.A.03、16.L.15)     
ff. クリティカルリフト計画 – LHE (16.H)     
gg. 船体構造解析 (16.L)     
hh. 海洋作業の悪天候下の計画 (19.A.03)     
ii. 船外転落者救助/退船 (19.A.04)     
jj. 浮遊計画 (19.F.04)     
kk. 墜落保護計画 (21.D)     
ll. 解体/改築計画 (技術調査を含む) (23.A.02)     

mm. ロープアクセスプログラム (24.H.02)     
nn. 掘削/溝掘り計画 (25.A.01)     
oo. 地下建設プロジェクトの消防計画(26.D.01)     
pp. 地下建設プロジェクトの高気圧作業計画 (26.I.01)     
qq. 型枠と支保工の設置/撤去計画 (27.C)     
rr. プレキャストコンクリート計画 (27.D)     
ss リフトスラブ計画 (27.E)     
tt. 組積造筋交い計画 (27.F.01)     
uu. 鉄骨組み立て計画(28.B)     
vv. 爆発物安全現場計画 (ESSP) (29.A)     
ww. 爆破計画 (29.A、26.J)     
xx. 潜水作業計画 (30.A.14、16)     
yy. 樹木伐採保守プログラム (31.A)     
zz. 航空機/飛行場建設安全段階的計画 (32.A.02)     
aaa. 現場安全衛生計画 (HTRW) (33.B)     

bbb. 密閉区画立入プログラム (34.A.06、07)     



May 13, 2016 

 

10. リスクマネジメントプロセス．プロジェクト固有の危険が詳細に示され、業務
の各主要フェーズ/作業に関する作業危険分析 (01.A.14、01.A.15) に基づく低減策
が取られなければならない。 

    

特記事項 
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C-1 

補遺 C 
 

解釈を要求するプロセス 
 
本規程に含まれている要件の公式解釈を要求する場合、次のプロセスが用いられる。国防総省 
(DOD) に所属する他の部門は、それぞれの指揮命令系統を通して要求を提出しなければならな

い。 

1. 解釈の公式要求と全ての回答は、文書で行わなければならない。 

2. 要求者は、次を行わなければならない: 

a. 解釈を求める要件を明確に特定する; 

b. 正確な引用を行い、問題の要件を示す。要件ごとに別の要求が行われなければならない; 

c. 当該要件に関して、混乱の原因を述べる; 

d. 当該要件が適用される状況を理解するために必要な全ての情報を提供する; 

e. 当該要件に対する自分の解釈とその根拠を説明する。 

3. 当該要件を可能な限り低いレベルで明確にするため、最大限の努力が払われなければなら

ない。  

a. 要求者は、解釈を要求する作業を現地 USACE 労働安全衛生部 (SOHO) と共に行わなけ

ればならない。契約業者は、作業を監督する現場事務所に要件の解釈を要求し、現場事務所は

次に現地 SOHO と調整して回答しなければならない。現地 SOHO は、受領から 5 就業日以内

に要件の解釈を文書で回答しなければならない。 

b. もし現場事務所または要求者がこの回答に満足しないならば、現場事務所と要求者のい

ずれでも意見を師団 SOHO に書面で訴えることができる。要求者と現地 SOHO の解釈、根拠、

裏付け情報を含む完全パッケージが師団 SOHO に送られなければならず、師団 SOHO は、受

領から 5 就業日以内に文書で現地 SOHO に回答しなければならない。 

c. もし要求者、現場事務所、または現地 SOHO が師団 SOHO の回答に満足しないならば、

USACE 安全担当官 (USACE-SO) に最終的解決を訴えることができる。師団に送られた全ての

情報、解釈、根拠、裏付け情報が提出されなければならない。受領後 5 就業日以内に、

USACE-SO は解釈を文書で師団 SOHO に回答し、それが配布されて最終的な解釈になるもの

とする。 



EM 385-1-1 
2014 年 11 月 30 日 
 

C-2 

4. 解釈は、当該要件が適用される特定の時と状況だけに適用される。解釈は、その要件の将

来の適用を決める先例として使用されてはならない。 USACE-SO は、もし解釈が世界的に適

用されるならば、適切な通告を行う。 

5. 現地 SOHO による要件の解釈/説明の非公式な要求は、電子メールまたは電話で行うことが

できる。しかし、この経路で提出される回答は一般的な助言とみなされ、公式解釈ではない。 

6. USACE-SO は、USACE 組織の外部からの公式解釈の要求を受理しない。 
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本ページは意図的に白紙としている。 
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補遺 E 
 

設備機器用接地線の点検プログラム 
 

1. プログラムの概要．もし地絡保護のため、漏電遮断器 (GFCI) の代わりに設備機器用接地線

の点検プログラム (AEGCP) が使用されるならば、AEGCP は、設備機器の検査、試験、試験時

期、および試験結果の記録に関する手順書で構成されていなければならない。これは、建物ま

たは構造体の恒久的な配線の一部ではない全てのコードセットとコンセントに対して、また、

コードとプラグで接続された設備機器に対して、設備機器用接地線が建設現場の従業員を保護

するために適切に取り付けられ維持されていることを保証するものでなければならない。

AEGCP は、OSHA、NESC、NEC の要件に準拠していなければならない。 

a. この手順は、要求に応じて、監督部署 (GDA) と影響を受ける人員に提示できるようにな

っていなければならない。AEGCP は、1 名以上の指定人員によって、現場で継続的に実施され

徹底されなければならない。 

b. AEGCP を実施し徹底させるため、1 名以上の担当責任者が指定されなければならない。 

2. 目視検査．毎日使用する前に、全てのコードセット、取り付けキャップ、プラグとコンセ

ント、コードとプラグに接続された装置の外部損傷 (すなわち、変形または欠落したピン、損

傷した絶縁材等) と内部損傷の兆候を目視検査する。可撓コードが必ず検査され、また、試験

と試験の間に現場に到着するものが必ず特定されて試験されていることを確認しなければなら

ない。 

3. 機器の除去．損傷または故障した機器、または指定された検査または試験に不合格だった

機器は、修理または交換が済むまで使用してはならない。 

4. 試験．全ての電気装置に関して必要な 2 つの試験、すなわち導通試験と端子接続試験を実

施する。試験は、次の時点で必要である: 

a. 最初に使用する前; 

b. 修理後に使用を再開する前; 

c. 損傷を引き起こしたと合理的に疑われる事故 (例えば、コードセットが車に轢かれる等) 
の後で装置が使用される前; 

d. 3 カ月以下の間隔で、ただし、固定されていて損傷にさらされないコードセットとコン

セントは、6 カ月以下の間隔で試験されなければならない。 
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5. 記録管理．全ての検査と試験は、検査または試験に合格した全ての機器、検査または試験

の日付、検査または試験の責任者を特定するため、文書に記録されなければならない。 
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補遺F 
 

海上施設と船舶用ガードレールの図解 
 

図 F-1 

ガードレール タイプA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

図F-2 

ガードレール タイプB

最大 

全垂直高

の半分 

 (＋/− 3 インチ) 

 
全垂直高

の半分 
トーボード 

船舶用タイプ A 2 段剛性墜落保護ガードレール 

最小 
必要時 

最大 

最大 

最小 

トーボード 
最小 

必要時 

船舶用タイプ B 3 段剛性ガードレール 

最大 
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図F-2 (続き) 

ガードレール タイプB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

図F-3 

ガードレール タイプC 
 

最大 

 

最大 

最大 

最大 

海上施設用タイプ B 3 段張力式ガードレール 

 

チェーンまたはワイヤ

ーロープ 
 

ターンバックル (典型的) 

 

最大 

チェーンまたはワイヤ

ーロープ 

 

最小 

たるみ 

(たるみの底まで) 
 

測定のために引っ張り上

げる 

 

測定のために引っ張り上

げる 
 

最大 (典型的) 

 

最大 

船舶用タイプ B 3 段張力式ガードレール 

 

船舶用タイプ C 非張力式ガードレール (3”のたるみが示されている) 
 

 

上部レール 

最小 
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図F-3 (続き) 
 

ガードレール タイプC 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最大 

引張棒付き圧縮引張ばね 

張力を掛けたチェーンまたはワ

イヤーロープ 

測定のために引っ張り上

げる 

 

測定のために引っ張り上

げる 

 最大 

(たるみの底まで) 
 

最小 

たるみ 

チェーンまたはワイヤ

ーロープ  
(張力を掛けない) 

 

 

最大 (典型的) 

 

可撓段を備えた船舶用タイプ C 可撓/スイングアウェイ式ガードレール 
(3”のたるみが示されている) 

 
 

最大 

引張棒付き圧縮引張ばね 

張力を掛けたチェーンまた

はワイヤーロープ 

1 1/2”パイプ スケジュール 4D0(典型的) 

最大 (典型的) 

 

最大 (典型的) 
 

最大 (典型的) 

 

最小 

剛性段を備えた船舶用タイプ C 可撓/スイングアウェイ式ガードレール 
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